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休　　会
本 会 議
本 会 議
議案研究
本 会 議
委 員 会
議案研究
休　　会
休　　会
委 員 会
委 員 会
委 員 会
委 員 会
本 会 議
休　　会
休　　会
本 会 議
本 会 議
休　　会
議案整理
委 員 会
本 会 議

（注）６月28日に予定されていた一般質問が延会となったことから、議会運営委員会の協議に基づき、会期を
７月15日まで３日間延長し、常任委員会及び特別委員会の審査を先に行い、委員会審査後の７月８日か
ら一般質問を行うこととした。
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開会日に応招した議員

赤　嶺　　　昇　君

仲　田　弘　毅　君

喜友名　智　子　さん

翁　長　雄　治　君

島　袋　恵　祐　君

玉　城　健一郎　君

上　里　善　清　君

大　城　憲　幸　君

上　原　　　章　君

小　渡　良太郎　君

新　垣　淑　豊　君

島　尻　忠　明　君

仲　里　全　孝　君

國　仲　昌　二　君

次呂久　成　崇　君

新　垣　光　栄　君

瀬　長　美佐雄　君

山　里　将　雄　君

当　山　勝　利　君

當　間　盛　夫　君

金　城　　　勉　君

新　垣　　　新　君

下　地　康　教　君

石　原　朝　子　さん

仲　村　家　治　君

仲　村　未　央　さん

平　良　昭　一　君

玉　城　武　光　君

比　嘉　瑞　己　君

照　屋　大　河　君

山　内　末　子　さん

西　銘　啓史郎　君

座　波　　　一　君

大　浜　一　郎　君

呉　屋　　　宏　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

崎　山　嗣　幸　君

仲宗根　　　悟　君

玉　城　ノブ子　さん

西　銘　純　恵　さん

渡久地　　　修　君

瑞慶覧　　　功　君

比　嘉　京　子　さん

末　松　文　信　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

照　屋　守　之　君 
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令和４年６月14日

（第１号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和４年
第 ３ 回
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議　　事　　日　　程　第１号
令和４年６月14日（火曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第22号議案まで（知事説明）
第４　陳情第40号、第63号の５、第66号及び第75号の付託の件
第５　議員派遣の件（令和４年度沖縄県議会議員海外派遣）
第６　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー）
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第22号議案まで

甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県知事及び副知事の給与の特例に関する条例
乙第２号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 
　　　　　　　 の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県犯罪被害者等支援条例
乙第８号議案　沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例
乙第９号議案　沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第10号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第11号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
乙第12号議案　財産の取得について
乙第13号議案　財産の取得について
乙第14号議案　訴えの提起について
乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第17号議案　損害賠償の額の確定について
乙第18号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第19号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
乙第20号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
乙第21号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
乙第22号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について

日程第４　陳情第40号、第63号の５、第66号及び第75号の付託の件
日程第５　議員派遣の件（令和４年度沖縄県議会議員海外派遣）

令 和 ４ 年
第 ３ 回

令和４年６月14日（火曜日）午前10時開会

沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）
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日程第６　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー）
　　　　　　 

出　席　議　員（48名）

説明のため出席した者の職、氏名

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　島　袋　恵　祐　君
４　番　　玉　城　健一郎　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

玉　城　デニー　君
照　屋　義　実　君
池　田　竹　州　君
島　袋　芳　敬　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　　　力　君
儀　間　秀　樹　君
金　城　　　賢　君
宮　平　道　子　さん
糸　数　　　公　君
崎　原　盛　光　君
松　永　　　享　君
宮　城　嗣　吉　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事
政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長

土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
公 安 委 員 会 委 員
警 察 本 部 長
労働委員会公益委員
人 事 委 員 会 委 員 長
代 表 監 査 委 員

島　袋　善　明　君
松　田　　　了　君
我那覇　　　仁　君
名渡山　晶　子　さん
田　代　寛　幸　君
名　城　政　広　君
半　嶺　　　満　君
知　念　公　男　君
日　下　真　一　君
村　上　恵　実　さん
島　袋　秀　勝　君
安慶名　　　均　君

山　城　貴　子　さん事 務 局 長 次 長 前　田　　　敦　君
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○○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和４年第３回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
23件並びに今期定例会提出補正予算説明書、令和３
年度繰越計算書、令和４年５月末現在の令和４年度一
般会計予算執行状況報告書及び同一般会計繰越予算執
行状況報告書の提出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました請願及び陳情の
うち、特別委員会に付託すべき陳情を除く請願２件及
び陳情38件は、お手元に配付の請願及び陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしまし
た。
　次に、説明員として出席を求めた公安委員会委員長
阿波連光君は、所用のため本日の会議に出席できない
旨の届出がありましたので、その代理として、公安委
員会委員知念公男君の出席を求めました。
　また、説明員として出席を求めた労働委員会会長藤
田広美君は、所用のため本日、21日、24日及び27日
から30日までの会議に出席できない旨の届出があり
ましたので、その代理として、本日の会議に労働委員
会公益委員村上恵実さん、21日、24日及び27日から
30日までの会議に同委員会事務局長下地誠君の出席
を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　28番　照　屋　大　河　君　及び
　　　35番　花　城　大　輔　君
を指名いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。

　今期定例会の会期は、本日から７月12日までの29
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から７月12日までの29日間
と決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　甲第１号議案及び
乙第１号議案から乙第22号議案までを議題といたし
ます。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和４年第３回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、提出いたしました議案の御説明の前に、御報告を
申し上げます。
　今年に入り、土木建築部及び総務部において、いず
れも国費の事務手続を誤る事案がございました。県民
の皆様からの公務に対する信頼を損ね、御心配をおか
けする結果となってしまい、心よりおわび申し上げま
す。二度とこのようなことが生じないよう、徹底した
再発防止策に、全庁を挙げて取り組んでまいります。
　それでは、提出議案の概要及び提案理由を御説明申
し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案１件、条例
議案11件、議決議案６件、同意議案５件の合計23件
であります。
　まず初めに、予算議案について、御説明申し上げま
す。
　甲第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計補正予算
（第１号）」は、新型コロナウイルス感染症対策及び
コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策
等に対応するため、緊急に予算計上が必要な経費と
して、226億8822万5000円を計上するものでありま
す。
　甲第１号議案につきましては、先議案件として御審

佐久田　　　隆　君
城　間　　　旬　君

議 事 課 長
課 長 補 佐

主 幹
主 査

宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君
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議を賜りますようお願い申し上げます。
　次に、乙第１号議案から乙第11号議案までの条例
議案11件のうち、その主なものを御説明申し上げま
す。
　乙第１号議案「沖縄県知事及び副知事の給与の特例
に関する条例」は、令和３年度の国庫支出金の請求に
係る事務処理手続の誤認等が重ねて発生したことによ
り公務に対する県民の信頼を損ねたことに鑑み、令和
４年７月１日から同年９月29日までの間において、
知事及び副知事の給与を減額して支給する措置を講ず
る必要があることから、新規に条例を制定するもので
あります。
　乙第１号議案につきましては、先議案件として御審
議を賜りますようお願い申し上げます。
　乙第４号議案「沖縄県税の課税免除及び不均一課税
に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄振興特
別措置法に基づく観光地形成促進地域の区域内等にお
ける県税の課税免除及び不均一課税の措置に関する規
定を整備する必要があることから、条例を改正するも
のであります。
　乙第７号議案「沖縄県犯罪被害者等支援条例」は、
犯罪被害者等支援に関する施策の実効性の確保及び当
該支援の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本理
念等を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援計画
等について調査審議を行う附属機関を設置する必要が
あることから、新規に条例を制定するものでありま
す。
　次に、乙第12号議案から乙第17号議案までの議決
議案６件は、財産の取得、訴えの提起、車両損傷事故
に関する和解、及び損害賠償の額の決定などについ
て、議会の議決を求めるものであります。
　最後に、乙第18号議案から乙第22号議案までの同
意議案５件は、人事委員会委員、収用委員会委員及び
予備委員、公安委員会委員、教育委員会委員並びに公
害審査会委員の任期満了等に伴い、その後任を選任
し、または任命するため、議会の同意を求めるもので
あります。
　以上、提出いたしました議案について、その概要及
び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　この際、申し上げます。
　先ほどの知事の提案理由説明の中で、甲第１号議案

「令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」及
び乙第１号議案「沖縄県知事及び副知事の給与の特例
に関する条例」は、早期に議決されたい旨の要望があ
りました。
　よって、甲第１号議案及び乙第１号議案について
は、これより直ちに質疑に入ります。
　この際、念のため申し上げます。
　甲第１号議案及び乙第１号議案に対する質疑につき
ましては、７日の議会運営委員会において確認された
質疑の方法等に従って行うことといたします。
　甲第１号議案及び乙第１号議案に対する質疑の通告
がありますので、順次発言を許します。
　下地康教君。
○○下地　康教君　これから一問一答で行いたいと思い
ます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県知事及び副知事の給与
の特例に関する条例」に係る質疑を行いたいと思いま
す。
　まず、１問目。
　提案理由では、令和３年度国庫支出金の請求に関す
る手続の誤認等が重なり県民の信頼を損ねたというこ
とでありますけれども、そのような事態を引き起こし
た事務手続の内容を県民に詳しく説明していただきた
いと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　まず初めに、４月１日に
総務部長を拝命しました宮城でございます。引き続き
御指導賜りますようよろしくお願いいたします。
　それでは、誤認した事務手続についてということで
ございます。
　まず、総務部の案件でございますが、沖縄振興特別
推進交付金、いわゆるソフト交付金事業については、
例年４月に実績報告を行い、これに応じて国費を請求
してまいります。繰越しが必要となる事業について
は、事前に内閣府と協議を行い、翌年度への繰越額に
係る承認を得る必要があります。今回の事案では、２
月に行った内閣府との繰越協議と整合が取られていな
い実績報告を、県が４月に行ったことに起因するもの
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　よく分からない。もうちょっとはっ
きりと、この事務手続を県民に分かりやすく説明して
いただきたいと思います。
　お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回誤認した業務は、事
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業開始から３年度目となります事故繰越に係るもので
ございます。
　この事故繰越事業にあって、今年２月に事故繰越の
額の協議において、全額は繰越しをしない。額で申し
上げますと、13億全額を繰越しとしない手続を行っ
たところでありますが、この令和３年度の出来高分に
ついてもこれまでと同様、事故繰越が完了した後に報
告し、請求をすればいいと誤認し、今年の４月、令和
３年度の出来高分を含めずに実績報告を行ったことが
原因でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　説明がよく分からない。
　まず、この事業の原資というのは一括交付金です
よ。この一括交付金の話をしっかりとしなければいけ
ないんですよ、これは。それで、一括交付金というの
は非常に使い勝手がいい事業になっています。答弁が
あったように、まず基本的に一括交付金は、事業工期
は１年ですよ。それ皆さん御存じですよ。これを県民
の皆様方はよく分からない部分がある。だからこの一
括交付金の使い勝手がいいということでありますけれ
ども、１年単位の事業工期だということが一番難しい
んですよ。
　それで今回は、この一括交付金は１年事業でありま
すけれども、これ１回繰り越しているんですよね。そ
れで、事業においては、繰越しというのは大体起こり
得ることであります。しかし、これは２回も繰り越し
ているんですよ。つまり、これ２回目の繰越しという
のは、なかなか認めてもらえない。この事故繰越を適
用してあるんです。ということは、本来ならば事業工
期が１年であるのに、もう既に３か年間かかった事業
なんですよ。ということは、かなり難産な事業だった
ということですよ。この難産でレアなケースであった
事業は、上司が特に緊張感を持って取り組まなければ
ならない事業であるはずなんです。分かりますか。こ
のような不適切な事務手続の状況を見る限り、知事を
含めた三役の県政に対する緊張感のなさが今回の不祥
事で露呈をしたということになるんです。そこが一番
大事なんですよ。これをしっかりと再発防止も含め
て、緊張感を持って取り組んでいっていただきたいと
いうふうに思っております。
　次の質問は、先日、総務部による事前説明がありま
した。交付金の申請手続の不備によって令和３年度に
交付されなかった、要するにその事業、10億円を今
年度の一括交付金で支出するということになっていま
すけれども、その法的根拠は何ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。

○○総務部長（宮城　力君）　この、過年度支出という
制度がございます。今回、国の令和４年度の沖縄振興
一括交付金の予算から支払われるというものでござい
まして、この国による過年度支出が可能な法的根拠
は、会計法第27条によるとされておりまして、同条
において、「過年度に属する経費は、現年度の歳出の
金額からこれを支出しなければならない」と規定され
ているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　いろいろ根拠はあるはずです。皆さ
ん方はよく勉強なされておりますから。
　しかし、このようなことをしちゃ駄目ですよ。つま
り、一方で日頃から交付金要領に基づいて予算単年度
主義を懸命に遵守しながら、一生懸命勉強して適切に
業務を行っている職員に対して申し訳が立たないん
じゃないですか。また、職員と連携をしながら、業
務をスムーズに進めるために努力している管理職もい
るんですよ。皆さん、一生懸命頑張っている人もいる
んですよ。しかし、この今回のケースが、これ通常の
補助事業だと補助金返還命令ですよ。当初の申請手続
により交付金を受理したが、その後申請手続の不備が
見つかり、不適切な予算の執行となった。これ今回の
ケースと同じですよね。そうすると、通常の補助金で
あれば補助金返還ですよ。そういう大変な問題なんで
すよ、これ。
　それとまた、県の説明では、市町村分のソフト交付
金は確保してあるので市町村に影響はないと、そうい
う説明をしております。これは当然の話なんですよ。
なぜですか。この各市町村は、それぞれが持っている
一括交付金の予算規模が小さいんですよ。皆様方は、
今回の10億円の補塡を今年度の一括交付金で補塡す
ると説明していますけれども、まず市町村はこの一括
交付金の予算規模が小さい。それなので、この10億
円の不用額を出すことは不可能なんです。それができ
るのは県だけなんです。分かりますか。だから、市町
村に迷惑をかけないというのは当然のことなんです
よ。だって不可能なんですよ、これは。それを市町村
に影響がないような、そういう安心感を与えるような
説明というのは適切ではないですよ。
　そもそも一括交付金自体は、執行率が悪いと言われ
ております。これは内閣府から指摘されていますね。
この執行率の低さが、一括交付金の予算を減額させる
大きな理由となっているんです。それはもう皆さん
方、御存じだと思いますよ。しかし、新年度の不用額
を想定して、前年度の不足分に充てるということは、
最初から予算が執行できない事業がありますよと言っ
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ているのと同じことなんです。結果的に今年度の一括
交付金の予算が減額する、そういう事態が発生する。
それ自体は、知事は県民に対してどう説明するのか。
また、県民に対して反省する思いがあるならば、反省
の言葉を述べていただきたい。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議会の冒頭でも申し上げま
したけれども、沖縄県においては、去る３月に、土木
建築部においてハード交付金の令和３年度への繰越手
続が誤っていた事案が発覚し、また５月には、総務部
においてソフト交付金の請求手続を誤る事案が発覚い
たしました。国費に関する度重なる手続ミスが生じた
ことで、県民の皆様の公務に対する信頼を損ね、御心
配をおかけする結果となってしまい、私からもおわび
を申し上げた次第であります。このことに鑑み、私の
判断で給与の減額措置を行い、二度とこのようなこと
が生じないよう徹底した再発防止に取り組む決意をお
示しするものであります。
　令和４年度事業につきましては、執行管理に万全を
期し、引き続き沖縄振興を推進してまいりたいと考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　これは一般的な知事の答弁といいま
すか、そういうことであると思いますけれども、やは
りこういう事務手続というのは、要するにヒューマン
エラーというのは、ゼロにはなりませんよ。ゼロには
ならないんですけれども、それをしっかりとチェック
する、その体制が大事なんです。だから今、そういう
ヒューマンエラーが出たということは、この三役を含
め、そういった皆さん方の県政に対する気の緩みが出
たということだというふうに思っております。
　次の質問に移ります。
　その再発防止の対策を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回の事案につきまして
は、過年度にあった事故繰越事業と同様に、最終年度
に全額の実績報告を行い請求するものと誤認したこ
と、そして、当該事業に関する実績報告や請求に係る
手続について内閣府に確認をしていなかったことなど
が原因でございます。
　このため、県内部での実績報告等チェックリストに
ついて、事故繰越それから明許繰越に必要な手続を改
めて整理・更新すること、それから、実績報告書にお
ける添付書類等について、事故繰越・明許繰越の別に
記載するなど、内閣府と連携し改善等を図っていきた
いと考えております。そして、これらの取組を行い、

このような事案が二度と発生しないよう再発防止策を
徹底してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　今回の事案に関して、国立国会図書
館のほうにちょっと調べていただきました。
　過年度の支出によって補塡されたことが明確に確認
された事例は見当たらないという回答を得ておりま
す。法的には可能ですよという話をしておりますけれ
ども、これは本当にゆゆしき事態だということをしっ
かりと認識していただきたい。つまりこういう事態と
いうのは、あってはならないような事態ですよ。そう
いうことが起きるということは、先ほど申しましたよ
うに、やはり知事を含めた、そのトップを含めたこの
気の緩み、その県政の気の緩み、県民に対するこの安
易な考え方、これが現れた事例だというふうに私は解
釈しております。
　次に……
○○議長（赤嶺　昇君）　質問時間が終わりました。質
問時間が切れました。
○○下地　康教君　そうですか。失礼しました。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　よろしくお願いします。
　甲第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計補正予算
（第１号）」について質疑をさせていただきます。
　新型コロナウイルス感染症対策事業について、ま
ず、この補正に占める新型コロナウイルス関連事業に
おいて、本補正予算の期間はどの程度を想定している
のかということをお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回の補正予算におい
て、新型コロナウイルス感染症対策のうち、包括支援
交付金等を活用する事業については、国が示す当面の
包括支援交付金の事業期間を踏まえ、９月分までの所
要額を計上しております。
　一方、基金や通常の国庫補助金等を財源としている
事業については、通年の所要額を計上しているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　次に進みます。
　１、２、これは事業のナンバーが打たれているんで
すけれども、継続支援事業を行っております――これ
は高齢者と障害者の部分ですね、こちらでマンパワー
の不足から、支給までの期間が長いということで企業
のキャッシュフローに影響が出ているというお話を聞
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きました。
　こちらに対して、どのような対応をしているか伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　この４月に
子ども生活福祉部長を拝命いたしました宮平と申しま
す。県民の福祉の向上に子ども生活福祉部の職員と共
に全力で取り組んでまいりたいと考えております。議
員の皆様の御指導、御鞭撻のほど、どうぞよろしくお
願いいたします。
　では答弁をさせていただきます。
　サービス提供体制確保に係る継続支援事業の補助金
の交付につきましては、申請内容の確認や書類不備の
補正依頼に加え、補助上限を超えた場合、国に協議を
要するなど、審査に一定の時間を要しているところで
ございます。事業者のキャッシュフローに影響が出な
いよう可能な限り、早急な交付に努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　私が聞いたところ、高齢者のところでも、もう150
件以上申請が来ているという話でありました。本当に
完全なマンパワー不足というところがあると思うので
すが、この配置について強化をする予定はあります
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　現在のとこ
ろ、特にこの事業の対応で新たに配置するということ
はしておりませんけれども、会計年度任用職員を事業
間で調整する、また、職員間で主担当、副担当を決め
て対応するなどという体制で対応をしているところで
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　企業のキャッシュフローに影響が出
るというのは、要はもうこの会社は潰れるということ
なんです。なので、ぜひこの点は強化していただきた
いということで、私にも県民の方から要望がございま
したので、ぜひここは対応していただきたいと思って
おります。
　(3)番です。
　こちらも事業番号３番で、新型コロナウイルス感染
症に係るコールセンター事業においてですが、紹介先
の情報が明確でないという事案が多く聞こえます。例
えば、紹介を受けたが休みだった、かかりつけ医とし
て通常の受診患者以外は見ていないと言われたなどの
ケースがあります。感染疑いのある県民に対して答え

るには、情報のアップデートが必要だと思いますが、
今回の事業継続においてどのような対応改善が予定さ
れているのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　新垣議員の御質問の
お時間ですけれども、私も一言御挨拶をさせていただ
きます。
　この４月に保健医療部長を拝命しました糸数と申し
ます。公衆衛生それから医療の確保等を通じて県民の
健康が守られるように取り組んでまいります。どうぞ
御指導よろしくお願いいたします。
　コールセンターでの対応についてお答えいたしま
す。
　県では、新型コロナウイルス感染症相談コールセン
ターにおいて、一般の方からのコロナに関する電話相
談や医療機関の紹介等を行っております。診療・検査
を行う機関のリストにつきましては、各医療機関や医
師会等と連携し整備しているところですけれども、御
指摘のような食い違いということがあることも承知し
ているところです。より一層、適切な情報提供ができ
ますように、適宜、更新をするとともに、コールセン
ターと情報共有し、県民からの相談等にも対応してま
いりたいと考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　心配している県民の皆さんは、本当
に何回電話してもたらい回しにされてしまったという
案件が結構聞こえてきますので、ここはぜひやってい
ただきたいと思っております。
　次、保健所体制強化事業の金額が２億2500万から
４億2500万と、ほぼ倍増しております。うち委託費
が１億7300万とその増額の８割以上を占めています
けれども、この委託費の内容について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　委託料についてお答
えいたします。
　委託料の内訳は、積極的疫学調査それから濃厚接触
者への対応等を引き続き９月まで沖縄県看護協会へ委
託する費用が5862万9000円、それから電話対応、文
書発送業務等に従事する事務職を９月まで派遣させる
ための費用、これが１億1057万6000円、その他、事
務作業の効率化・省力化を目的に導入したシステムの
保守管理に係る委託料が386万1000円となっており
まして、保健所の業務を補完するための主に事務職員
の委託となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
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○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　本当に保健所は非常に厳しい状況だと思いますの
で、しっかりとやっていただきたいと思います。
　続きまして(5)番です。
　病床確保、この事業におきまして、今県内でどの程
度の空床、病床が常時確保されているのかお伺いいた
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　病床につきまして
は、沖縄県では、今27の医療機関を重点医療機関と
いうことで指定させていただいております。感染拡大
に応じた医療フェーズを設けまして、必要病床数を段
階的に最大928床を今医療機関では確保している状況
です。
　県としましては、今後とも、新型コロナウイルス感
染症に対応する病床とそれ以外の疾患に対応する病床
の最適化を図りながら、医療提供体制の確保に取り組
んでまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　例えばコロナ病床の使用率というところを聞かせて
いただきたいのですが、そこは928床を分母としてい
るのか。それとも実際に今、そこにあてがわれている
ものを分母としているのか、教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　日々公表しておりま
す病床使用率につきましては、先ほどの928というの
は、緊急フェーズ、一番最大のフェーズということで
ございますので、通常の医療フェーズの最大フェーズ
５というものがあります。その数につきまして分母と
するように今、国のほうからも通知もありますので、
その数字、一番最新の数値では、643床というものが
分母となって病床使用率は計算しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　この病床使用率が高まると、非常に
沖縄県は危ないんじゃないかというような印象を受け
るのではないかと思っております。国の方針もあると
はおっしゃっていますけれども、最大から見た使用率
と今準備されているもの、こちら両方を明記していた
だきたいと。これは要望とさせていただきたいと思っ
ております。
　続きまして、８番の新型コロナウイルス感染症自宅
療養支援事業について、原材料や燃料費の高騰で配食
の原価が上がると予見されていますが、これに対して
どのような対処を考えているのかお伺いします。

○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　自宅療養者への配食
支援につきまして、今回の配食支援の補正予算につき
ましては、当初の想定から大幅に自宅療養者が増加し
たことが主な要因となっておりますけれども、その積
算において原材料費等の高騰に伴う単価の見直しも含
まれているところでございます。
　今後も、県内の感染状況を注視し、配食支援を安定
して実施するように取り組んでいきたいと考えており
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　実は、ある弁当屋さんなんですけれ
ども、ホテル療養のところにお弁当を提供していた
と。やはり原価が上がってしまっているので、これま
でどおりの金額だとなかなか合わないということで、
いろんな交渉を行ったというお話がありました。金額
をちょっと上げてほしい、もしくは中身を減らさせて
ほしいと。そういったことがあったそうですが、結局
その交渉もやむなく打ち切られてしまったというお話
もございましたので、やはりこの原価の高騰というも
のに関しては、これはぜひ配慮していただきたいとい
うふうに思っております。よろしくお願いします。
　事業番号11、12、13こちらを併せてですが、ＰＣ
Ｒ検査と記載されておりますけれども、これは県内で
今どの程度の人数に対してＰＣＲ検査を行うことがで
きるのかお伺いいたします。また、状況によって検査
の遅滞などが取り沙汰されることがあります。現段階
での検査所数や１日当たりの検査所の検査可能な上限
数及びこれまで１施設、または法人に対して支払った
検査の最大と平均、最少の金額について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　県内のＰＣＲ等検査
につきましては、沖縄県衛生環境研究所１か所、県内
外の民間検査機関14か所、それから県内医療機関で
行われている全てを合計した１日当たりの最大検査能
力は、現在約２万7800件となっております。通常は
１日当たりの検査数が最大能力の約７割程度で稼働
しておりますので、それで計算すると、１日約１万
9500件が検査可能な数と今認識しているところでご
ざいます。
　これまで１民間検査機関に対して支払った検査料―
―これは検査の委託料、それから補助金が含まれま
すが、これは最大で１月当たり３億4399万2900円、
令和４年３月の値でございます。平均すると4376万
7817円、これは令和３年度の月当たりの平均額でご
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ざいます。一方、最少の額というのは51万3000円、
これは令和３年11月ということで、このような形で
今お支払いをしているという状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございました。
　続きまして(8)番です。
　事業番号14のワクチン接種体制確保事業、これは
1800万の増額となっておりますが、報道で那覇市で
は２万2000回分のワクチン廃棄がなされてしまった
とあります。県内のワクチンの廃棄状況についてお伺
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　まず今回の補正予算、約1800万円の計上ですけれ
ども、これはワクチンの専門相談コールセンター等の
委託の継続という費用となっております。
　ワクチンの廃棄状況につきましては、沖縄県内で
は、令和４年５月末までに有効期限を迎え、廃棄の対
象となったワクチンの数は、約９万4000回分と把握
しております。 
　今後も、貴重なワクチンの廃棄を少しでも減らすよ
うに、接種の促進等に努めてまいりたいと考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　この点で、なぜワクチンの接種率が
伸びないのかということをどのように考えているのか
教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　ワクチンの接種をし
ていない方の調査、アンケート等を行いますと、やは
り未知のワクチンであるからというふうな、この新し
いワクチンに対するまだ十分な理解が進んでいないと
いうところがございます。あとは副反応のためにお休
みを取らないといけないということも回答の中には
入っている状況がございます。
　県としましては、様々な媒体等を通じて、ワクチン
接種を前向きに捉えることができるように、今は呼び
かけているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　副反応の件なんですけれども、ＳＮ
Ｓ等を見ていますと、ノババックスのワクチンなら副
反応が少ないんじゃないかというような話が回ってお
りまして、実際にノババックスの接種会場では、接種
に来る来場者の方が増えたという医師の方の投稿が
あったんですが、これは今沖縄県はどのような対応を
しているのか教えてください。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　ノババックスのワク
チンにつきましては、県内で幾つかの市町村で実際に
接種が始まっているということでございます。県とし
ても、今後ノババックスのセンターを設置するという
ふうな予定となっております。
　副反応につきましては、ファイザー、モデルナのよ
うなメッセンジャーＲＮＡではない形の、従来のワク
チンということで、先ほども申し上げたような副反応
の心配はより少ないというふうに考えておりますの
で、そういう情報提供を含めて県民の方に呼びかけて
いきたいと考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　全国でも断トツで今陽性者がいると
いうことですけれども、多分検査の数にも関わってい
ると思うんですが、ぜひワクチンの接種をしっかりと
知事からＰＲしていただきたいと思っております。
　続きまして、大きい２番のコロナ禍における原油価
格・物価高騰等総合緊急対策についてです。
　１番、沖縄県公共交通安全・安心確保支援事業につ
いて、沖縄県ハイヤー・タクシー協会より私どもに対
して、補助金の支給方法についてもっと簡素化すべき
ではないかという意見がございました。沖縄県当局に
もその旨の要請があったと聞いておりますが、その内
容と対応について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　この４月に企画部長を拝
命しました儀間でございます。どうぞよろしくお願い
いたします。
　お答えいたします。
　本事業ですけれども、コロナ禍における原油価格・
物価高騰の影響を強く受けた公共交通事業者に対しま
して、燃料の高騰分に対する補助を行うことで、経営
の安定的な運行継続を支援する内容としてございま
す。今回は、燃料の高騰分に対して、その一部を補助
金として支給することを考えておりまして、各事業者
には県に燃油の使用実績を報告していただき申請して
もらうことを予定しているところでございます。
　県といたしましては、補助金の支給に当たり公平性
を確認するとともに、申請内容が適正なのか審査する
必要があることから、沖縄県ハイヤー・タクシー協会
と調整しながら、できるだけ簡素化が図られるように
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努めてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　この一部補助というのは、大体何か月くらい見てい
る予定でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　事業の対象期間は、今年
の４月１日から９月30日までを予定しているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　平たく言うと、ハイヤー・タクシー
協会さんからは、１台当たりの上限が４万5000円、
それを台数分払ってほしいというお話ですけれども、
そうやることで多分、職員の負担軽減にもつながると
思うんです。この点をどのようにお考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　今の御質問は支給を早め
にというようなお話でしょうか。
　基本的には、９月30日までということなので10月
１日以降というふうに考えていますけれども、その辺
はちょっと柔軟に対応しようと思っていまして、ハイ
ヤー・タクシー協会ともその辺については調整を図っ
ていきたいと思っております。
○○新垣　淑豊君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　職員の負担軽減を図ることは重要であると思ってお
りますけれども、一方で税金を使って今回補助金とい
う形で支給すると。それも燃油の高騰分について、
しっかりとその状況を把握しないといけないという
こともございますので、その辺をしっかりと確認した
上で支給していきたいというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ごめんなさい。
　要は燃油の高騰というのは、いつが基準なんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　国のほうにおいては、今
年の１月27日以降に高騰対策ということで実施をし

ているので、高騰分については、今年の１月27日以
降に公表された燃油の種類に応じて、この高騰率を出
していこうというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　分かりました。
　確かにこうやって補助していただくことは非常にあ
りがたいんですけれども、多分足りないんですよ。な
のでそういうことを考えたら、もうさっと、私は台数
掛ける幾らというふうにやっていただいたほうが早い
かと思いますので、そこも要望としてお伝えしたいと
思います。
　この後、タクシー、ハイヤー、バスも含めて公共交
通にさらなる補助が必要になってくると思うんです。
この燃料高騰だけではなくて。その辺りというのは、
何か県としてのお考えはあるのかお聞かせいただきた
いと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　その辺につきましては、
タクシー協会ともやはり意見交換をしながら進めてい
きたいというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　しっかり意見交換をお願いします。
　続きまして、12番のウクライナ避難民受入支援事
業について、現在の受入れ人数と今後の予定について
お伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　お答えしま
す。
　令和４年６月13日現在、沖縄県に避難しているウ
クライナ避難民は８世帯11人となっております。そ
の他、沖縄県へ避難希望の方からの問合せが５件程度
ございます。今回計上している事業では、ウクライナ
避難民の受入れ人数を20世帯40人と想定して予算計
上しておりまして、避難民の多言語による相談窓口の
拡充や一時滞在先での宿泊支援、食費や被服費等生活
に係る支援、医療費支援、県が無償提供する県営住宅
へ入居する避難民への光熱水費支援等を行うこととし
ております。
　今後も引き続き県内への避難を希望される方々と連
絡を取り合いながら、事前に希望や支援ニーズの把握
に努め、受入れ準備を行ってまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　これは知事が――先般の非常に問題
にもなりました、ゼレンスキーですという自己紹介の
件ですけれども、私の周りではロシアの侵略下にある
国をちゃかしてしまった発言は非常に残念だという意
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見が多く聞こえました。ただ、このことがきっかけ
で、駐日ウクライナ大使とお話をすることができたと
いうことは、これは本県が人道的な支援を行うことに
つながるというふうに思っております。
　知事とこのウクライナ大使の間でどのようなお話が
あって、どういった要請がなされたのかということを
お聞かせいただければと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　去る５月30日ですが、コ
ルスンスキー駐日ウクライナ特命全権大使に私から直
接電話をかけ、25日の会議前に発言した内容と経緯
について丁寧に説明をさせていただきました。まず初
めに、私の発言は、軽率とのそしりを免れず、多くの
皆様を不快な気持ちにさせたこと、また、ウクライナ
のゼレンスキー大統領やコルスンスキー大使にも大変
御迷惑をおかけいたしましたと、心からおわびを申し
上げるとお伝えいたしました。それから、今部長から
も答弁がありましたように、沖縄県ではウクライナか
ら日本に避難して来られた方々の受入れを積極的に進
めておりますと、住居の提供等も含めて、今後も引き
続き取り組んでいきたいと考えているという旨をお話
しいたしました。
　それに対して大使からは、今回の説明により状況が
全てよく理解できました。今回のことが日本とウクラ
イナの関係、または沖縄とウクライナの関係に影響を
及ぼすことはないと思いますというお話と、それか
ら、このような経緯から御心配には及びません、知事
からの謝罪を受け入れたと御理解いただいてもよろし
いと思います。今回のウクライナにおける戦争の被害
に対して、日本や沖縄の皆様からも支援をいただいて
いることについて、心から感謝を申し上げますという
ことでした。それから、これは大使からの希望とし
て、来日から２年がたちますが沖縄にまだ行けており
ませんので、ぜひ沖縄に赴いて玉城知事と対面し、沖
縄とウクライナの今後の関係の発展に向けて意見交換
をしたいというような趣旨の発言がありました。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　もう本当に戦時下ということで、多
分そんなことまであまり気にしていられないよという
ふうに思っていらっしゃるかもしれませんね。しっか
りウクライナの避難民の方、ぜひ沖縄県でも多く受入
れをしていただきたいと思っております。
　続きまして、その他の事業についてですが、これは
観光貢献度可視化事業というものがありましたが、沖
縄県の産業の柱の一つと言われている観光の沖縄県経

済に対する貢献度は、これまでどのようなものであっ
たか伺います。またこの可視化するイメージはどのよ
うなものであるのか、お伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄県の推
計では、令和元年度における観光消費による県内への
経済波及効果は１兆1702億円と推計され、うち付加
価値誘発効果は5890億円で、県内総生産の13.3％に
相当しております。
　沖縄観光は、観光消費により幅広く関連産業の売上
げを拡大し、さらに企業の雇用や賃金による県民所得
の増大などに貢献しております。これらに加え、かり
ゆしウエアなどの普及、空港や道路整備の促進等にも
寄与しております。このような観光の発展が及ぼす県
内経済や県民生活への貢献度を可視化するとともに、
観光業界で働くことのやりがいなども併せて県内紙や
ＳＮＳなどを活用して幅広い世代へ発信していくこと
としております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　今回、補正前ゼロから、補正後とい
うことで4200万余りの金額になっておりますけれど
も、観光を柱としているということであれば、本来で
あればこれは当初予算でつけるべきだったんじゃない
かと思っておりますが、これまでこの調査というもの
は、毎年どのようになされていたのかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　経済波及効
果につきましては、おおむね３年程度の周期で調査し
ております。こういう沖縄観光の寄与度ということに
つきましては、令和元年度に「沖縄をささえる観光の
チカラ」という冊子を作成、配布しておりまして、こ
れは県民のホスピタリティー、おもてなしの心を高め
る目的というふうな形で配布しておりました。その中
では、入域観光客数の推移であるとか観光収入、１人
当たり消費額がどのような形で使われているのか、そ
れによって多くの仕事に関連していると、そういった
形のイラストや写真で説明したり、あるいは、これま
でに業界の最前線で働く人たちの活動内容を新聞のコ
ラムで掲載したり、そういった紹介をしている事例は
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　観光業というのは、沖縄県の大きな柱の一つだと思
います。先ほども13.3％でしたか、それぐらいの割
合を占めておりますので、僕、こういうものはぜひ毎
年やってもいいんじゃないのかなと思っているんで
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す。毎年しっかりとＰＲをしてあげる、観光業として
魅力を伝えるということを業界の方々と一緒にやって
いくべきだと思うんですけれども、この点については
どうお考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回のこの
事業、財源は沖縄県観光振興基金を活用した事業と
なっております。基金の活用に当たりまして、基金の
検討委員会での意見を聞いたり、あるいは関連事業者
さんの意見を聞いて、事業スキームと内容等を検討し
てきたところです。おおむね今、観光業界がかなり影
響を受けている、あるいは非常に厳しいというイメー
ジを持たれている、人が離れているという中で、そう
いった事業を行うことは時宜にかなっているというふ
うに評価をいただいているところでありまして、今後
の事業の展開につきましても、単年度事業という今位
置づけではございますけれども、引き続き業界の皆様
と意見交換を重ねて検討してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ぜひお願いいたします。
　続きまして(2)です。
　マリンレジャー事故防止調査対策事業について、こ
れは水難事故とありますけれども、この水難事故の発
生する場所の範囲はどこを想定しているのかお伺いし
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　平成30年
から令和３年までの本県における水難事故は、９割以
上が海で発生しておりまして、海以外では、河川、
プール、用水路等で発生しております。海における水
難事故は、真栄田岬近郊、石垣島の川平湾、宮古島の
新城海岸等の自然海岸でのシュノーケルや遊泳中など
に多数発生しており、その他、海水浴場や港湾等でも
発生が確認されているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そこはじゃ、全て海だけではなく
て、川や池、プール、そういったところも対応する事
業ということでよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回は、多
数事故が発生している海、海岸です。そこをおおむね
調査の対象とする予定です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　まずは多いところからということだと思いますけれ
ども、ここはぜひ範囲を広げていただいて、県内の水

難事故がなくなる、もう本当に限りなくなくなる形に
していただきたいというふうに思っております。よろ
しくお願いします。　
　最後ですけれども、先般説明がありました10億
1899万2688円の国庫請求などの錯誤について、これ
は、今回の補正予算にどのように反映されているのか
お伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　いわゆるソフト交付金事
業については、現段階では、年度内の執行額を見極め
ることが困難であり、今回補正予算に計上しておりま
せん。交付決定を受けましたソフト交付金事業につい
ては、その執行にまずは万全を期すとともに、今後各
事業の進捗状況を確認しながら、適切に対応してまい
りたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　これは昨日、部長が来て説明をして
いかれた資料なんですけれども、（資料を提示）　過
年度支出についてというところで、令和４年度ソフト
交付金394億中、県分216億の中、10億円余りの支出
をするというふうになっております。これ我々が２月
議会で審議したわけです。そこで承認、可決をいたし
て、これは県が執行していくという流れだと思うんで
すけれども、こうなってくると我々が審議した予算案
からかけ離れたものになってしまうんじゃないかとい
うふうに思います。本来であれば、今回の補正予算で
このソフト交付金の組替えというものも含めて、しっ
かりとした提案をするべきではないかと思ったんです
けれども、ここはどのようにお考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　繰り返しになりますが、
今、ソフト交付金事業については現段階では年度内の
執行状況がまだ確認できないということでございま
す。今後の各事業に万全を期した上で、各事業の進捗
状況を勘案しながら予算への反映等、対応してまいり
たいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうなると、そもそも不用額が出る
だろうというような認識で多分事業を進めていかざ
るを得なくなるんです。今のお話だと。もちろん最
近、ここ10年間の中で、不用額というのは段々減っ
てきている傾向にあります。平成30年以降が県分で
１億。元年が９億、２年が１億、令和３年が７億とい
うことで、若干不用額というのはあるんですけれど
も、それを最初に考えてやると、そもそも最初の、皆
様が国に対して要請をする金額というのが甘いんじゃ
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ないかというふうに言われると思うんです。これを
見たときに、じゃ沖縄県の予算、10億余裕があるん
だったら10億削っていればよかったじゃないかとい
うふうに言われる可能性があると私は思います。その
点については、いかがお考えでしょうか知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　議員おっしゃるとおり、
不用額については多少はございます。執行に万全を期
しても様々な事情がありまして、不用額が一定程度出
ることはやむを得ないと考えておりますが、不用額の
圧縮にこれまで努めてきたところであり、今後も当初
予算に計上しておりますソフト交付金事業について
は、執行にまずは万全を期するというところでござい
ます。また、新たな振興計画が始まる今年、改めてま
た国庫要請に参るわけですが、国の沖縄振興基本方針
にありますとおり、この効果、成果、これを十分に勘
案しながら、次年度の国庫要請に向けて取り組んでい
きたいというふうに考えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　では、３月までこの執行をやりなが
ら様子を見ていくというお話でありますが、仮に足り
なかった場合、10億の不用額が出なかった場合は、
どのような対応をされるのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　その場合は一般財源で賄
うということになります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　一般財源というのは、ほかの事業に
も多く使えるものですよね。そこから10億円をその
予算に振り分けるというのは、どこかを削らなければ
いけない。もしくは、県が今積み立てている財調から
10億円を拠出するのかということも出てくるはずな
んです。だから、そういうことも考えると、やはり今
回こういった不手際があったということは――もちろ
ん人がやることですからミスはあると私は思いますけ
れども、ぜひここは３月、しっかりと精算をしていた
だきたいと思っております。
　知事は９月に選挙でありますので、３月にその責任
を取れるかどうかはちょっと不明ですが、しっかり今
回の議案、知事の給与の減額というものもありました
けれども、果たしてそれだけでいいのかというのは私
は不明であります。これはお伝えして、私の質疑を終
わります。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　よろしくお願いします。

　私のほうからも、乙第１号議案「沖縄県知事及び副
知事の給与の特例に関する条例」について質疑を行い
たいと思います。
　この発端となっている背景に、一括交付金を活用し
た施設整備事業があった。本来は県が国に交付金の請
求手続を行うべきところを、行われていなかった。そ
のため国から入ってくる交付金が入ってこなかった。
その責任を取るための知事、副知事の給与減額を行う
条例制定だと説明がありました。いかなる理由がある
にせよ、公務に対する県民の信頼を損ねた県当局の責
任は重大です。知事、副知事をはじめ、執行部の皆さ
んには真摯な反省を求めると同時に、二度とこうした
ミスが起きないよう、再発防止策を求める立場から質
疑を行います。
　県の事務処理の不備によって一括交付金が請求でき
なかった今回の事例について、その経緯と再発防止対
策について説明を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　まず経緯でございます
が、これまでの事業開始から３年度目となります事故
繰越、これの承認を受けたソフト交付金事業の場合、
３年目の事業完了年度に繰越額全額の実績報告を行っ
てきたことから、今回の事案においても、これまでと
同様の手続が適正であると誤認したことが原因でござ
います。
　このため、県内部での実績報告等チェックリストに
ついて、事故繰越・明許繰越に必要な手続を改めて整
理・更新すること、実績報告書における添付書類等に
ついて、事故繰越・明許繰越の別を記載するなど、内
閣府と連携し改善等を図ること、これらの取組を行
い、このような事案が二度と発生しないよう再発防止
策を徹底してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　過去にもこういうことがあって、そ
のときは入ってきたけれども、今回もそれができるだ
ろうと、このだろうが続いたことが私、原因だと思い
ます。やはりここをちゃんとチェック体制をしっかり
と行うことが再発防止だと思います。
　今回の交付金請求の手続ができなかったことについ
て、石垣市の生乳加工施設の整備事業がその事業だそ
うですが、その事業への影響が心配です。施設整備事
業の進捗や石垣市への財政負担等、こういった影響は
あるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　このソフト交付金事業
は、国から県が交付金を受け入れて、そして市町村に
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支払うというスキームになっております。石垣市に対
しては既に交付しておりまして、事業の進捗等に特に
影響はございませんし、石垣市の新たな財政負担が生
じるというものでもございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　先ほどの質疑の中で、この事業が不
適切な執行で国から返還命令に値するというような発
言があったんですけれども、それは実際当たるんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　補助金適正化法というも
のがございます。補助金請求事案に関する事案におい
て、違法に補助金を請求したり、意図して不正な手続
等を行った場合は補助金の返還という事例が発生する
可能性がございます。ただ今回の場合は、３年度で受
入れができなかった交付金を４年度に過年度支出とし
て交付いただいたという意味にあっては、返還には至
らない事例であるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　決してあってはいけないことなんで
すけれども、あくまで請求のミスであって、故意に
やった、違法性というものはないということで理解し
てまいります。
　今回の条例案、知事の減給なんですけれども、これ
から３か月間、給与月額の15％の減額、副知事の給
与は月額10％の減額となっています。これまで沖縄
県政においても、過去に県知事や副知事の給与減額の
事例があったと思いますが、その内容について説明を
求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　過去に職員が贈収賄に関
わり懲戒免職となった事例において、知事及び副知事
の給料月額を10％減額しており、その期間は２か月
または３か月となっております。また、国庫支出金返
還の事案では、関係職員の重過失により、新たな財政
負担を生じさせた事態を受け、知事の自戒として給料
月額を50％、３か月間減額した事例がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　この50％減額というのが、例の識
名トンネル事件のときです。これは補助金適正化法違
反、法律違反ということでかなり重い処分であり、当
然だと思います。ほかの３件ですが、これは職員の
収賄事件です。これも大変重大な事件だったんです
が、そのとき知事の減給は10％だったということで
した。今回は知事が15％の減額というふうになって
いますが、過去の不祥事案件よりも重たい、こうした

処分にしたその理由は何ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回、国庫補助金の請求
に係る事案が重ねて発生したこと、これに対して公務
に対する県民の信頼を損ねたこと、そしてまたこの重
なった国庫補助金の手続の誤り、これが二度とないよ
うに再発防止に徹底して取り組むという知事の姿勢を
明らかにするためのものでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　やはり今回重ねて起きてしまったこ
とに対して、私たち議会としても大変不安です。
　それで私、一方でまた気になるのは、交付金請求の
手続が取られていなかったこうした事例が重ねて起き
たこと。これまでも議会の中で県職員の残業だった
り、あるいは精神疾患そして病休の多さなど、こうし
た職員の働き方についての課題が度々議論となってい
ます。さらにこの数年は、新型コロナへの対応だった
り首里城火災、軽石被害等、職員に相当な負担が今の
しかかっているんじゃないかと思います。
　改めて県庁の職員体制、組織の体制について見直す
必要があるのではないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　職員の定数については、
その必要性や効果、業務量等に応じ適切な配置に努め
ているところでございます。今回のような事案が生じ
ていることや、新型コロナウイルス感染症へ全庁的に
対応している状況等も踏まえながら、引き続き執行体
制に係る課題把握や必要な対応について検討していき
たいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　最後に知事本人からお言葉が欲しい
と思います。
　いかなる理由があっても、今回のようなこうしたミ
スは決してあってはいけないことだと思います。頑
張っている職員の皆さんもいるわけですから、職員の
皆さんをしっかりと組織体制も見直しながら、再発防
止に取り組むべきだと思います。県民の公務への信頼
回復に向けて、知事の決意をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど来、総務部長から答
弁をさせていただいておりますが、今回のハード交付
金、ソフト交付金の請求手続など、事案が重なってし
まったということは大変深く反省しなければならない
ということであります。また、議員御案内のとおり
今、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、兼務発
令などによって本務と兼務業務で非常に職員の皆さん
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には頑張っていただいているところであります。しか
しその一方で、職員の体制については、職員の勤務状
況などもしっかり勘案しながら、よくよく部内での事
業の執行も、また二重三重のチェックをしていかなけ
ればならないというようなことも、今回まさに明らか
となりました。ですから、それが職員の過重負担につ
ながることがないように、我々としてもしっかりと管
理体制をきちんと確認をしながら、職員の皆さんが本
当にやりがいを持って職務に精励できるよう、そのよ
うな環境づくりに努めてまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　くれぐれも二度とこういったことが
ないように、職員の皆さんと力を合わせて頑張ってい
ただきたいと思います。
　終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　乙第１号議案から質疑させていただ
きたいと思います。
　沖縄県知事及び副知事の給与の特例に関する条例で
ありますけれども、これまでの経緯を踏まえて、ある
程度の流れは理解してきておりますが、まだまだ県民
に対して説明責任というものは、もっと細部について
説明をしなければいけないものだと思います。
　行政というのは、単年度が基本でありますし、明許
繰越そして事故繰越というまれな、なかなかないよう
な状況での問題だというふうに理解をしております。
しかしながら、国との連携、これまで職員の緩みが
あったんじゃないかということも指摘されていること
も事実だと私は思います。
　過去の事例を見て、そのような状況がこれまであっ
たのか。まずは、その辺からお聞かせ願いますか。こ
れまでそういう事故繰越になるような状況があって、
国との連携を取っていたのかどうか。こういう事例が
あったのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今まで事故繰越となった
事案は、県分で６件ございます。事故繰越をする際に
は、事前に、最高どの程度の額を繰越しするというこ
とで承認をいただく手続を取ることになります。そし
てこの手続を取った後に、これまで事故繰越の年度に
入って全てが完了した後に実績の報告をして、交付請
求をし、受入れをするということでございましたが、
今回は２年目と３年目で繰越事由が違うということ
で、一旦出来高を精算すべきであるという事故繰越の
手続をしたのですが、請求の段階で繰越しと整合が取
れていない実績報告をしたということで、この令和３

年度分の請求漏れが生じたというところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　過去に６件の事例があって、令和３
年度に完了した時点でそれを報告して、予算を確保し
てきたというような説明であります。ただ、細部に関
して確認すべきだったということは、事実だと思いま
す。そういう面では、一つの事例として今後あっては
ならないという状況をまた教訓としてやっていかな
きゃいけないものだと思います。
　しかし、県民はやっぱり10億円の支出をどう穴埋
めするのかと、これが血税の中から出ていくだろうと
いうことを感じています。先ほど比嘉議員からの質疑
の中にもありましたように、これは石垣市の乳業施設
高度化整備事業への影響は全くないというような、ま
た石垣市からの負担も全てないというようなことであ
りましたけれども、しかしながら令和４年度のソフト
交付金の中から10億を捻出するということでありま
すので、ほかの市町村に対しての影響というのはあり
ますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　先日、市町村長の皆様と
の意見交換会がございましたが、その場面において
も、市町村事業には影響はない対応をするということ
を明言したところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　その辺がまだ県民は知らないんです
よね。10億の分を市町村が負担しなければいけない
という形になっているような状況を考えてしまってい
ます。それはまた丁寧に説明する必要があると思いま
す。
　そして今回、知事が15％、副知事が10％というこ
とで、これは当然職員、部下の過ちといいますか、そ
ういう緩みがあったかもしれませんけれども、それに
対してお三方が責任を取るという、上司の立場とし
て、特に、池田副知事は総務部長の経験もなされてお
りますので、その件に関して10％という重きのもの
に対してどう思っていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　池田副知事。
○○副知事（池田竹州君）　４月に副知事を拝命しまし
た。よろしくお願いいたします。
　先ほど来、知事、総務部長が申し上げているとお
り、こういった事案は本来あってはならないもので
す。御指摘いただいているように、国と確認等を取っ
ていればこういった事態にはならなかったというのは
非常に残念でございます。４月の手続とはいえ、私も
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過去２年間総務部長として、特に内部統制が入った年
の総務部長を務めておりました。内部統制の半分くら
いの項目は財務会計に関するものでございます。そう
いったところで事前にリスクを洗い出して、こういっ
た財務上のいわゆるケアレスミスを含めて、そういっ
たものをなくすというのが内部統制の一つの大きな狙
いであっただけに、今回の事例は非常に私も個人的に
残念でございます。そういった点で、そういう知事、
そして副知事の給与の減額という形で対応させていた
だいたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　知事はじめ副知事、財務上の全てを
知り尽くしているわけではないわけですよね。細部ま
で面倒を見るということでもないと思いますので、そ
ういう観点から、この事例が発生して、知事が15％
の減ですよね。これかなりのウエートを占めると思い
ます。そういう面では、今、総務部長経験の副知事が
そういうような状況の中で、知事が決断した決意を最
後にお聞かせ願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　事業の進行管理ですとか、
国庫補助金を受ける事務は、所属部内において処理す
るもので、今回の事案については、例えば私が何らか
の政策判断を誤ったものであるとか、あるいは、指揮
監督を行ったということではなく、事務手続の誤りで
あることから、直接的な責任は生じないものというよ
うに考えております。
　しかしながら、沖縄県知事は、県の事務について包
括的な管理執行権限を有することから、行政の長とし
て、公務に対する信頼を損ねることになった事態を重
く受け止め、また、二度とこのような事態が生じない
よう、再発防止に徹底して取り組む姿勢を明らかにす
るため、私は15％の減ということにさせていただき
ました。
　このようなことがないよう、気を引き締めて頑張っ
てまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　よく分かりました。決意のほどを聞
かせていただきました。
　続いて、甲第１号議案についてであります。
　飼料価格高騰緊急対策事業（配合飼料）と、粗飼料
価格高騰緊急対策事業についてでありますけれども、
これは本島と離島も同じ補助規定になっているんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　お答えいたします。

　飼料価格高騰緊急対策事業（配合飼料）について
は、国、生産者、飼料メーカーが積立てを行う配合飼
料価格安定制度がありまして、今回補正予算で計上し
た事業では、同制度の生産者負担分の一部を助成する
事業スキームとなっております。また、粗飼料価格高
騰緊急対策事業については、令和３年度における粗飼
料価格の上昇率から令和４年度価格の予想値を算出
し、その上昇分を生産者に助成する事業スキームと
なっております。両事業の補助規定は、輸送費を除く
飼料価格の上昇分を助成する事業となっておりまし
て、このため全県一律の基準となっております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　なぜそういうことを聞くかという
と、これまで石油製品ということで県が単独で補助
してきたような状況がありましたよね。なぜ本島と
離島のガソリン価格がそれだけ違うのかということ
に対してのものでありますけれども、実は今月の１
日に西表に行ってきたのですが、１リッター200円
するんですよね、ガソリンが。昨日那覇で見ました
ら、１リッター147円です。だからこういう状況の中
で、こういう飼料の提供であっても離島はまた輸送
する分高くなって、手元に来るお金が減るというこ
とがあってはいけないんです。そういうような状況
はあり得ませんよね。だから本島と離島は同じよう
な状況の中で補助できるんですかということを聞い
ていますけれども、どうですか、これ。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　先ほどの答弁と一部
重複いたしますが、当該事業につきましては、配合飼
料と粗飼料の価格高騰分に対して補助をするスキーム
となっております。離島や地域などによって異なる輸
送費を補助に含めることについては、算定が困難なこ
と、または燃油高騰対策など他事業との整理が必要な
こともありまして、時間を要することから、急ぎ６月
補正にて計上したところであります。このため、全県
一律の基準ということでした次第でございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　私が聞きたいのは、本当に本島と離
島の方々でそういう飼料に対する価格が違ったらいけ
ないですよねということが知りたいんですよ。そこは
離島の方々、心配している。それを同じような形で補
助できるというようなことを言えますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　再質問にありました
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ところの答弁と重複いたしますけれども、離島や地域
などによって異なる輸送費を補助に含めることにつき
ましては、事業の算定をするのが非常に難しいこと、
並びに他の事業、燃油高騰対策等においてもいろいろ
と支援をしてまいりますので、それらとの課題を整理
するのが非常に困難でございます。これらを整理しま
すと非常に時間がかかりますので、急ぎ、６月補正に
て計上したところでありまして、輸送費を除いた形で
の支援となりますので、そうすると飼料の原材料費と
いうことになり、全県一律の単価というふうにした次
第であります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　これはちょっと議論しないといけま
せんので、時間がありませんけれども、また委員会の
中でやりたいと思います。
　そして公共交通安全・安心確保支援事業についてで
すけれども、支援する交通事業者の業種、それを教え
ていただきたい。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　本事業は、コロナ禍における原油価格・物価高騰の
影響を強く受けた公共交通事業者に対しまして、燃料
高騰分に対する補助を行うことで、経営の安定的な運
行継続を支援する内容となってございます。支援する
業種でございますけれども、路線バス、タクシー並び
に欠損補助の対象外となっている伊江村や竹富町の離
島航路運航事業者としているところでございます。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　先ほどハイヤー協会のものもありま
したけれども、路線バスの関係でかなり苦しんでいる
と。燃料の高騰で全経費の６％の増加になっていると
いうことで、コロナの中で運行は少なくなる。しかし
燃料は高くなる。バスはそのまま走っている。それが
もう埋め合わせができないような状況に追い込まれて
いるようなことを聞きました。
　この路線バスに対する対策、令和４年の３月、４月
の２回の緊急経済対策においては農林漁業等、いわゆ
るＡ重油、離島航路等はありましたけれども、路線バ
スに対してはなかったんですよね。そういう面では特
段の配慮が必要だというふうに考えておりますけれど
も、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県内の路線バス事業者の経営状況ですけれども、新

型コロナウイルス感染症の影響の長期化によりまし
て、依然として厳しい状況にあるものと認識してござ
います。そのため、県におきましては、路線バス事業
者に対し、運行継続支援等といたしまして、令和２年
度以降、３度の補正予算を組みまして、総額約３億
9000万の支援を実施してまいりました。そして今回
ですけれども、燃油の高騰分に対してその一部を補助
する支援といたしまして、今回8400万円の補助金を
支給することを考えているところでございます。
　なお、県といたしましては、そのほかにも令和４年
度当初予算におきまして、地域住民の生活に不可欠な
欠損が生じているバス路線に対しまして、生活バス路
線補助といたしまして約１億5000万円の予算を計上
しているところでございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、甲第１
号議案及び乙第１号議案については総務企画委員会に
付託いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　陳情第40号、第
63号の５、第66号及び第75号の付託の件を議題とい
たします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情４件のうち、陳情第40号及び第66
号については米軍基地関係特別委員会に、第63号の
５及び第75号については新沖縄振興・公共交通ネッ
トワーク特別委員会にそれぞれ付託の上、審査するこ
とにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第５及び日程第
６の議員派遣の件を一括議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　ただいまの議員派遣の件２件は、それぞれお手元に
配付の「議員派遣の件」のとおり、議員を海外及び九
州各県議会議員交流セミナーへ派遣することに御異議
ありませんか。



– 28 –

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
  ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案研究のため、明６月15日から

20日までの６日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明６月15日から20日までの６日間休会と
することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、６月21日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前11時29分散会
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議　　事　　日　　程　第２号
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午前10時開議
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18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君
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説明のため出席した者の職、氏名

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

玉　城　デニー　君
照　屋　義　実　君
池　田　竹　州　君
島　袋　芳　敬　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　　　力　君
儀　間　秀　樹　君
金　城　　　賢　君
宮　平　道　子　さん
糸　数　　　公　君
崎　原　盛　光　君
松　永　　　享　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君
城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事
政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長
課 長 補 佐
主 幹

文化観光スポーツ部長
土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員

主 査
政 務 調 査 課 長
副 参 事
主 幹

宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君
松　田　　　了　君
我那覇　　　仁　君
名渡山　晶　子　さん
田　代　寛　幸　君
名　城　政　広　君
半　嶺　　　満　君
日　下　真　一　君
下　地　　　誠　君
茂　太　　　強　君
安慶名　　　均　君

親富祖　　　満　君
中　村　　　守　君
上　原　　　毅　君
新　垣　伸　弥　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた人事委員会委員長島袋秀
勝君は、所用のため本日、24日及び27日から30日ま
での会議に出席できない旨の届出がありましたので、
その代理として、人事委員会事務局長茂太強君の出席
を求めました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第１号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第１号議案の条例議案
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等

について申し上げます。
　乙第１号議案「沖縄県知事及び副知事の給与の特例
に関する条例」は、令和３年度の国庫支出金の請求に
係る事務処理手続の誤認等が重ねて発生したことか
ら、令和４年７月１日から同年９月29日までの間に
おいて、知事及び副知事の給与を減額して支給する措
置を講ずる必要があるため、条例を制定するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、国庫請求手続の錯誤が生じた原因は何
か、また、請求漏れの10億円について令和４年度の
一般財源の投入もあり得るというような発言がある
が、議会でしっかりと審議もしない中で、そのような
発言があるのは疑問であるがどうかとの質疑がありま
した。
　これに対し、今回の事案に関する事業については、
１年目に出来高が上がらずに、２年目に明許繰越をし
た。２年目で10億円余りの出来高が生じたが、３年
目に事故繰越をするときに、一旦、２年目で出来高分
を精算し、それを除いた額を事故繰越にするという調
整を国と行い、繰越承認をもらったが、この出来高分
の10億円について、最終年度に請求できるものと誤
認して請求を行わなかったことが原因である。また、
現段階では各事業の年度内の見込額を見極めるのが難
しく、年間の所要額がある程度見込める段階になって
改めて予算等に反映させるような検討を行う中で、結
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果として一般財源の投入もあり得ることを申し上げ
たところである。今回の10億円の減額があるからと
いって、あえて不用を生じさせるものではなく、予算
化している事業については執行に万全を期し、その上
で年間の所要額を精査した上で、改めて予算に反映さ
せていきたいと考えているとの答弁がありました。
　採決の結果、乙第１号議案は、賛成多数をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　乙第１号議案に対する討論の通告がありますので、
発言を許します。
　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○○仲村　家治君　おはようございます。
　乙第１号議案「沖縄県知事及び副知事の給与の特例
に関する条例」について反対の立場から討論を行いま
す。
　６月14日の６月定例会初日において議案説明があ
り、乙第１号議案と甲第１号議案が先議案件として総
務企画委員会に付託されました。その流れで、乙第１
号議案、甲第１号議案に対する質疑が行われました。
それまで私たちは、この乙第１号議案、甲第１号議案
に対して若干の疑問等ありましたけれども、この質疑
の中で知事の答弁により、私たち自民党会派は考えを
新たにいたしました。その内容についてこれから述べ
させていただきます。
　そのときの速報版を入手しましたので、それを一度
引用させていただきます。
　質疑。「知事はじめ副知事、財務上の全てを知り尽
くしているわけではないわけですよね。細部まで面倒
見るということでもないと思いますので、そういう観
点から、この事例が発生して、知事、15％の減です
よね。これかなりのウエートを占めると思います。そ
ういう面では、今、総務部長経験者の副知事がそうい
うような状況の中で、知事が決断した決意を最後にお
聞かせください」。
　知事答弁。「事業の進行管理ですとか、国庫補助金

を受ける事務は、所属部内において処理するもので、
今回の事案については、例えば私が何らかの政策判断
を誤ったものであるとか、あるいは」――ここが重要
です――「指揮監督を行ったということではなく、事
務手続の誤りであることから、直接的な責任は生じな
いもの」とする。これを私たちは、私は責任はないと
答弁したという理解をしております。「しかしなが
ら、沖縄県知事は、県の事務について包括的な管理執
行権限を有することから、行政の長として、公務に対
する信頼を損ねることになった事態を重く受け止め、
また、二度とこのような事態が生じないよう」云々。
「このようなことがないよう、気を引き締めて頑張り
ます」と答弁なさっております。
　いいですか。この答弁を聞いて、現場で汗をかいて
いる職員がどれだけ傷つけられたか。議会の皆さん、
この県知事のこの発言がいかに現場の職員にダメージ
を与えたか、考えたことはありますか。
　続けます。
　その委員会、６月15日に先議案件として総務企画
委員会が開催され、その中で審議を行いました。我が
沖縄・自民党会派の委員より、６月14日の先議案件
の質疑の中での知事答弁を、代表質問や一般質問の中
で直接知事から真意を聞かなければ判断ができません
ということで、採決の先送りを申し入れましたけれど
も、聞き入れられず、採決になり、我が党はやむなく
乙第１号議案に対して反対せざるを得ない状況に追い
込まれました。
　そもそもこの乙第１号議案は、なぜ提出され、報酬
が10または15％カットされるのか。その根拠も示さ
れず、なし崩し的に事を収めようとすることにも疑義
を感じます。委員会での質疑でなぜ先議案件にしたの
かと問われ、執行を７月１日から行いたいとの答弁が
ありましたけれども、十分な説明がない中、７月１日
にこだわった理由も分かりません。８月１日にして
カット率をもっと大きくすれば済むことだったのでは
ないかということに対しても、私たちは答弁に納得し
ておりません。また、今回の手続ミスで10億円とい
う巨額の一括交付金が交付されず、県民に多大な損失
を与えた責任は重く、県民への説明責任が果たされて
おりません。
　玉城知事は、６月14日の本会議で知事報酬15％
カットの議案への質疑に対して、今回の事案につい
て、私が政策判断を誤ったものであるとか、指揮監督
を行ったことではなく、事務手続の誤りであることか
ら直接的な責任は生じないものと、のうのうと答弁を
しております。玉城知事、自らの責任を否定し、職員
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に責任があるような答弁をしたのであります。ではな
ぜ責任がない玉城知事が報酬を15％カットする議案
を提案するのか。これもおかしいことであります。こ
のことが反対する理由の一つであります。
　与党の皆さん、14日の知事答弁を聞いて、それを
よしとするんですか。もう一度読みます。「指揮監督
を行ったということではなく、事務手続の誤りである
ことから、直接的な責任は生じないものというように
考えております」。これは、私は責任がない、担当の
職員に責任があると言い換えてもおかしくないんで
す。与党の皆さんは知事を支える立場です。身内で
す。身内に厳しく――今まで知事の言動でウクライナ
の件、もろもろ失言をし、県民に不信感を与えてい
る。ですから今回の件は、与党の皆さん、身内の皆さ
んが知事に注意すべきです。そういう意味で今回の議
案は、中身ではなく、この14日の知事答弁により我
が会派は態度を変えざるを得なかった事実があること
を御理解ください。
　また、事務手続の誤りで県知事として直接的な責任
はないと言っておりますが、このことは地方自治法で
定める執行機関の責任及び県知事の事務管理及び執行
の権限等に反することであり、玉城知事の違法の可能
性が極めて高いと言わざるを得ません。このことも反
対の理由であります。
　私は、今、反対討論に立っておりますけれども、議
案の中身の議論をしているわけではありません。その
前の質疑に対する知事のこの無責任な答弁に対して、
私たちに直接真意を説明しない中で、議案に賛成する
ことはできないという事実があることを御理解くださ
い。また、通常、議案に対して反対討論が出る場合
は、賛成討論も出るべきだと思っております。なぜ今
回、賛成討論をしないのでしょうか。私は今回の知事
のこの発言に対して、県民代表として絶対に許せませ
ん。
　以上の理由で、乙第１号議案に対する反対討論とい
たします。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第１号議案を採決いたします。
　本案に対する委員長の報告は、原案可決でありま

す。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の
諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
　よって、乙第１号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第２　甲第１号議案を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計補正予算
（第１号）」は、新型コロナウイルス感染症対策及び
コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策
等を実施するため、緊急に予算計上が必要な事業につ
いて補正予算を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ226億
8822万5000円で、補正後の改予算額は、8833億
822万5000円である。
　歳入の内訳は、国庫支出金、繰入金、諸収入及び県
債である。
　歳出の内訳は、新型コロナウイルス感染症患者等の
受入れのため、医療機関が空床とした病床に対する支
援に要する経費、エッセンシャルワーカー等に対する
ＰＣＲ検査実施等に要する経費、新型コロナウイルス
感染症の検査体制の確保に要する経費、ワクチン・検
査パッケージ及び一般無料検査におけるＰＣＲ検査等
の実施に要する経費、観光事業者に対し、コロナ禍に
おける原油価格・物価高騰に伴う事業継続・経営支援
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を行うために要する経費などであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、原油価格・物価高騰等総合緊急対策は
28億円という補正予算案になっているが、実際に生
活関連も含めた沖縄経済が相当に疲弊している状況を
考えると、100億円規模で編成するべきではないかと
の質疑がありました。
　これに対し、６月補正予算で計上している事業は、
現時点で調整が整った事業である。現在、各部局にお
いて、より効果が高い支援ができないか検討している
ところであり、９月補正だと大分先送りになるので、
もっと前倒しで補正予算を計上するよう調整を進めて
いるところであるとの答弁がありました。
　次に、新型コロナウイルス感染症対策事業の高齢者
福祉に関して、昨年度の介護関連施設への支援実績及
びクラスター発生件数、コロナに関連した施設の廃業
の有無について質疑がありました。
　これに対し、令和３年度におけるサービス提供体制
確保に係る事業の実績については、令和４年３月末ま
でに217件の申請があり、交付決定額は１億3014万
2000円である。高齢者施設等の応援職員の派遣調整
を行うコーディネート事業については、25件、50名
の派遣実績となっている。さらに、感染者が発生した
延べ326施設に対し、Ｎ95マスクやアイソレーショ
ンガウンなどの衛生資材を提供している。なお、高齢
者施設におけるクラスター発生状況は、令和４年６月
14日現在で18施設、383人となっている。また、県
においては、新型コロナウイルス感染者が発生した高
齢者施設、事業所等に対してもサービス提供が継続さ
れるように支援を行っているところであり、廃業等の
報告は受けていないとの答弁がありました。
　そのほか、飼料の離島への輸送費補助の有無、ＰＣ
Ｒ検査及びワクチン接種の事業に一般財源が充てられ
ている理由、マリンレジャー事故防止調査対策事業の
周知方法及び海岸管理者との連携の在り方、ウクライ
ナ避難民受入支援事業の内容及び避難民の現状、入院
待機ステーションの稼働状況及び粗飼料価格高騰緊急
事業の繁殖農家が対象にならない理由などについて質
疑がありました。
　採決の結果、甲第１号議案は全会一致をもって、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、念のため申し上げます。
　本日、24日及び27日から30日までの６日間にわ
たって行われます代表質問並びに一般質問及び議案に
対する質疑につきましては、議会運営委員会において
決定されました質問要綱に従って行うことにいたしま
す。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　代表質問を行いま
す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　座波　一君。
　　　〔座波　一君登壇〕
○○座波　　一君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○座波　　一君　おはようございます。
　自民党会派を代表しまして始めたいと思います。
　それでは１、知事の政治姿勢についてであります。
　玉城知事就任から４年間、首里城火災、豚熱の大発
生、コロナの蔓延、軽石漂着等、社会が混乱する一
方、県政運営では辺野古埋立問題で敗訴を繰り返し、
国との関係悪化が続く中、沖縄振興予算は減額が続
き、公共事業が停滞し県政不況となった。コロナの影
響で県ＧＤＰの約25％を失い、再起さえ困難な観光
関連業への支援は遅れた。全国ワーストのコロナ蔓
延、ワクチン接種などは、知事のリーダーシップの欠
如が被害の拡大を招いたのであります。
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　また、玉城知事の県知事たる自覚、政治家としての
覚悟が問われる行動や言動が繰り返され、委託業者の
受注を祝う飲み会に職員と共に参加、台風被害の視察
をそっちのけでフジロックに出演し、無神経にも「雨
を見たかい」を熱唱、ＰＣＲ検査場で防護服に身を包
み県庁基地科学捜査隊とふざけ、県民に自粛を要請し
ながら自身は家族とのバーベキューやノーマスクのラ
イブをＳＮＳで発信するなど、知事としてあるまじき
失態を繰り返してきた。
　リーダーシップの欠如の影響は随所に表れており、
首里城火災では責任を明確にした謝罪もなく、原因究
明もうやむやに、復興あるのみの無責任なさまに県内
外から批判が相次いだのであります。豚熱問題では判
断遅れが被害の拡大を招き、急ぐべき北部基幹病院計
画は組合の一部につつかれた挙げ句大幅に遅れ、中部
病院のクラスター発生を隠蔽し県と病院現場のあつれ
きを露呈したのであります。さらに、大型ＭＩＣＥは
政府の理解が得られず実現は不透明、鉄軌道も見通し
が立たず、軽石問題も後手続きでいまだに収束してい
ないのであります。
　そして今回の10億円の交付金申請ミス。同様なミ
スは３月にもあり、県の予算執行能力への信頼が失墜
しました。知事は今議会冒頭で、事務方のミスとして
自らの直接責任を否定しております。このような姿勢
こそ県職員の士気を下げていることをいまだに気がつ
いていないのであります。
　さらに５月25日、基地問題を議論する会議で自ら
をゼレンスキーですと発言した。極めて軽率で不謹慎
な言動であり、理解し難く許し難い言動であります。
　復帰50年の建議書では、沖縄がさきの大戦で多大
な犠牲と苦難の歴史を国に訴えたばかりであり、戦争
による人間の痛みと苦しみを誰よりも理解すべき沖縄
県知事が、事もあろうに、米軍基地問題を議論する会
議での言動で、建議書の訴えが空々しくなったわけで
ございます。
　知事は、ウクライナ駐日大使に電話で謝罪したが、
これで済む問題ではありません。私は６月３日、県議
会の復帰50年に関する意見書を関係省庁へ手交する
全日程を済ませ、議員団を離団し、議長と公明党及び
無所属の会の議員と共に駐日ウクライナ大使と面会し
た。急な申入れにもかかわらず大使は快く受け入れ、
私たちの県知事発言への謝罪に寛大な姿勢で対応し、
むしろ大使は親しみを持って沖縄と日本への思いを語
り、ウクライナへの支援を求めたのであります。ウク
ライナの厳しさを改めて知ると同時に、知事の言動が
いかに無責任極まりなく、レベルの低い言動であるこ

とを思い知らされました。
　質問に入ります。
　(1)、玉城知事のゼレンスキー発言についてであり
ます。
　ア、知事の軽率で不謹慎極まりない言動は、ウクラ
イナ国民に対し謝罪するのは当然だが、この言動にむ
しろ怒りを覚えているのは日本国民であり、恥ずかし
くざんきに堪え難いのは沖縄県民である。知事は国民
や県民に対し謝罪するべきであり、その責任を取って
辞任すべき事態ではないか、知事の覚悟を伺う。
　イ、知事は軽率で不謹慎な言動癖があるが、今回は
なぜ戦争で苦悩するゼレンスキー大統領を引き合いに
出したのか。仮に会議のメンバーへの受け狙いであれ
ば、さらに深刻な問題ではないか。このような不謹慎
な会話を交わす、お友達感覚で沖縄の米軍基地問題を
議論しているということ自体に怒りを覚えるのであり
ます。このメンバーで真剣に議論をしていると言える
のか、知事に伺います。
　(2)、ウクライナへの人道支援について。
　ア、ウクライナ大使は、ロシアの侵攻を止めること
は世界の平和につながり、アジアの安定化につながる
として、日本の支援や世界中の支援国に感謝の意を表
明し、沖縄の温暖な気候と食べ物や人間性など、癒し
の要素が沖縄にあり、戦争で傷ついたウクライナ人の
リハビリなどの受入れを切望したが、その要望を沖縄
県はどのように受け止めるのか伺います。
　(3)、知事の平和で豊かな沖縄の実現に向けた新た
な建議書と県議会が可決した沖縄の諸問題を解決し、
真に豊かな沖縄県を目指す本土復帰50年に関する意
見書・決議についてであります。
　建議書では、沖縄を平和の島にすることを政府と共
通の目標とし、反戦平和の理念の追求と自治権や基本
的人権の確立を求め、基地問題は差別的とし、沖縄県
の判断と責任による行政運営こそが憲法の理念である
としている。果たしてこれが県民の総意なのか。あま
りにも屋良建議書を意識した50年前の焼き直しでは
ないか。自らの偏向した政治姿勢を県民の声にすり替
えている。沖縄県民には未来への希望と努力で乗り越
えてきた誇りがあり、50年の時を経ても先人の努力
に誇りを持つことを忘れてはならない。
　そして、建議書とは国会等の議事機関が政府に上申
するものであり、知事の建議書は県議会の賛同がなく
知事単独の要望でしかない。さらに、政府と調整し共
有された経緯もなく、これは知事の一方的な主張と要
求でしかない。
　沖縄の未来は私たちの子々孫々のものであり、未来
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志向による沖縄が平和創造の拠点として世界平和に貢
献し、日本経済を牽引する壮大な方向性を示すことこ
そ必要であり、その方向性こそ多くの国民の賛同が得
られるものではないか。そして沖縄県民が苦難を乗り
越え、未来に向かってたくましく歩む姿こそ、さきの
大戦の犠牲者への供養になるのではないかと考えるも
のである。
　ア、県議会は地位協定の改定、沖縄が平和創造の拠
点と沖縄の強い経済の確立に向けた取組を求め、海洋
立国として我が国の発展に寄与することを全会一致で
可決した。そのことは衆議院の決議と共有されている
が、知事の建議書は国会や政府と共有されていない。
実現を裏づける根拠はあるのか伺います。
　イ、知事は沖縄を平和の島にするということを共通
の目標としているが、戦後77年間、我が国と沖縄は
戦争のない状態が続いています。それこそ平和ではな
いか。国と共に目指す平和とは何か伺います。
　ウ、知事は沖縄県が地方自治権と基本的人権の確
立が尊重されてないと主張しております。この50年
間、法治国家における自治体として十分に保障されて
おり、基本的人権への法的な措置や認識も他府県と変
わらない。これは辺野古問題への抗議が込められた玉
城知事の政治的主張であり、県民の総意と言えるのか
伺います。
　(4)、知事の国防観と日米安保及び経済安全保障に
ついて伺います。
　知事は衆議院議員時代の2012年３月の安全保障委
員会で、島嶼防衛は自衛隊と米軍が協力した日米同盟
の深化を求め、自衛隊の増強が必要と発言していま
す。今まさに政府が進める島嶼防衛政策を10年前に
提言しており、知事の変節は理解し難いのでありま
す。
　ア、知事は政府の島嶼防衛政策に協力をせず、米軍
や自衛隊に反対する勢力に支えられている。南西諸島
の島嶼防衛は日本の経済安全保障のために重要な政策
であるが、知事は島嶼の安全保障をどう考えているの
か伺います。
　イ、知事はさきの本会議で台湾有事に関する問い
に、台湾有事問題がまことしやかに論調として高まっ
ていると発言しましたが、今でも同様なのか。まこと
しやかな問題であることの説明を求めます。
　２、米軍基地問題への取組について。
　沖縄県は2019年の県民投票の結果を民意としてき
ました。しかしながら、名護市長選挙や衆議院選挙及
び他の首長選挙では、辺野古埋立反対を表明した候補
者は敗北しており、必ずしも県民投票の結果だけが民

意ではなく、民意は確実に動いている。また、令和３
年の県民意識調査で基地問題の重要性が４番目へ後退
しており、玉城県政は民意の変化を受け止めなければ
ならない。
　(1)、県民の民意の変化について。
　ア、７月に実施される参議院選挙の出馬予定の自民
公認・公明推薦候補は、辺野古埋立容認の立場であ
る。また、９月に実施する宜野湾市長選挙に出馬する
予定の現職も容認を表明しており、知事は県民に容認
の民意があることを認めるべきではないか伺います。
　３、政府との政策連携についてであります。
　(1)、岸田内閣が打ち出した強い沖縄経済につい
て。
　ア、岸田内閣は骨太の方針に強い沖縄経済の実現を
入れ、沖縄が日本の牽引役となるよう各種産業の振興
や北部・離島の振興、子供の貧困対策などを総合的・
積極的に推進するとしており、沖縄県にとって歓迎す
べき政策であり、知事はこの政策を受け入れ、政府と
連携を図るべきだが伺います。
　(2)、平和創造の拠点づくりについて。
　ア、県議会は平和創造の拠点づくりを意見書で採択
した。知事は沖縄県を平和の緩衝地にするとしている
が、緩衝地とは戦争や紛争に巻き込まれない地域であ
り、沖縄だけが戦争に巻き込まれないためではなく、
沖縄から日本、アジアを平和な地域にするための平和
の創造の総合的な拠点づくりを進めるべきではないか
伺います。
　(3)、デジタル田園都市構想について。
　ア、デジタル田園都市構想は行政ＤＸとともに岸田
内閣が打ち出した国家戦略で、都市部と地方の情報格
差をなくし、行政と地域社会及び家庭がデジタル化で
情報を連携し、生活の効率化と企業や産業の作業の高
度化で生産効率を高める仕組みである。５Ｇ等の基地
局の整備や県と地方の情報連携が重要であり、今年度
から総務省はインフラ整備の補助事業を始めるが、沖
縄県全域のデジタルインフラ整備に対する計画を伺
う。
　４、公共事業の確保についてであります。
　(1)、公共事業の予算確保について。
　ア、沖縄振興予算の減額による地方の公共事業の遅
れは深刻であり、予算確保が問題となる県政不況が続
いている。県は公共事業等推進調整会議を立ち上げ、
従来の高率補助以外の各省庁の補助事業や県債発行を
視野に入れるが、県の決意を伺います。また、内閣府
一括計上方式との関係で次年度予算への影響を伺いま
す。
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　５、コロナ禍と県政不況により疲弊する各種産業へ
の支援についてであります。
　(1)、第１次産業への支援について。
　ア、今月４日、農畜産業関連５団体から県選出自民
党国会議員団に飼料・肥料等の生産資材価格の高騰対
策、農林水産物条件不利性解消事業の見直し、価格転
嫁困難状況改善への対策等、国と県及びＪＡへ一体的
な支援要請があったが、農業、畜産の事業継続が厳し
く、早急な対策が必要だが県の対策を伺います。
　イ、農業共済加入促進支援事業が令和４年３月31
日に終了したが、農業従事者から唐突で困惑している
との声があります。県は事業の目的達成度をどう評価
しているのか、また、今後の影響について伺います。
　ウ、農林水産物条件不利性解消事業が今年度から
モーダルシフトの導入により輸送コストの削減や発注
方式を見直し、約７億円が減額となった。これまでの
同事業の有効性は高く、生産者も認めているが、見直
しに対し懸念する声がある。輸送業界も含めてどのよ
うな課題が予想されるのか伺います。
　(2)、公共交通機関等への支援について。
　ア、県内路線バス事業はコロナ禍の影響で２期連続
30％以上の減収が続き、タクシーや運転代行業者も
大幅に業績が落ち込む中、原油高騰による燃料高騰は
致命的だ。公共交通機関等の現状を把握し、救済する
対策はあるのか。トラック業界等への支援策も検討す
るべきではないか伺います。
　(3)、観光業界の再興について。
　ア、沖縄県の観光関連産業の損失は甚大で、全国一
律的な支援策だけでは復興は厳しい。人件費や維持費
等の固定費への支援要請に県は対応できていない。２
年間で失われた事業者の体力は簡単に回復できず、需
要回復後も楽観はできない。県は観光再興条例にのっ
とった県の責務を全うしているのか伺います。
　イ、観光関連業界との意見交換で観光振興基金の活
用に期待する意見もあるが、財源とする宿泊税に関し
ては業界の理解を得られておらず、夏場のシーズンに
向け、事業現場の実態に見合う支援策の財源は疑問で
あります。沖縄観光の再興のための基金の財源を国へ
要請する予定はあるのか伺います。
　６、安心・安全な沖縄について。
　(1)、令和３年度のコロナ地方創生臨時交付金につ
いて。
　ア、令和３年度のコロナ関連による地方創生臨時交
付金の総額及び経済対策と医療対策への配分割合を伺
います。また、他の都道府県における配分も事業内容
とともに公開されており、それらと比較して、沖縄県

の配分比率の妥当性を伺います。
　(2)、緊急患者移送体制の強化について。
　ア、自衛隊の緊急患者空輸が今年４月６日で１万件
を超えました。不発弾処理等、自衛隊の民生への貢献
は県民として感謝に堪えない。特に、八重山諸島にお
ける急患搬送は、昼夜問わず100％自衛隊もしくは海
上保安庁に委ねられている。沖縄県として、北海道の
ようなドクタージェットの導入、また全国で唯一未配
備となっている防災ヘリ等の配備について、検討状況
を伺います。
　(3)、軽石漂着対策について。
　ア、軽石漂着対策は県内各地の漁協や民間ボラン
ティア等により除去はある程度進んだが、羽地内海や
屋我地島周辺ではまだ大量の軽石が堆積し、いまだに
漁に出られない漁民や養殖業への被害が続き、救済措
置を求めているが県の対応を伺います。
　(4)、水難事故防止対策についてであります。
　ア、県内における観光客の水難事故が多発してお
り、ここ数年全国ワーストスリーが続き、交通死亡事
故を上回る事態であります。安心・安全な観光地のた
めに、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確
保等に関する条例に基づいた取組を伺います。また多
発する自然海岸等での事故を未然に防ぐ対策と所管の
在り方を伺います。
　７、県民の暮らしと福祉及び子育て支援と教育の環
境整備についてであります。
　(1)、低年金者対策と年金格差について。
　ア、県内の年金受給者のうち基礎年金と厚生年金の
割合と平均受給額を伺います。また、県が低年金者と
定義する金額は幾らか。低年金受給者に対する支援と
誰一人取り残さない格差のない公的年金一元化を国に
求める考えはないか伺います。
　(2)、人口減少・少子化対策についてであります。
　ア、沖縄県の出生率は全国一で人口増加率も高い
が、2025年を境に減少に転じると予測されておりま
す。沖縄県が目指す強い沖縄経済づくりの潜在力は若
い人材の豊富さであり、出生率や人口減少への対策を
政策の主眼に置くべきではないか伺います。
　(3)、不妊治療について。
　ア、少子化対策に有効な政策として、政府は治療費
の保険適用を４月に開始した。さらに治療しやすい職
場環境づくりに向け企業に支援制度を推進している
が、県内の不妊治療を必要とする夫婦の数等を把握し
ているか。また、不妊治療への県の支援策を伺いま
す。
　(4)、中高一貫校設置への取組と高校教育への支援
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についてであります。
　ア、北部地域をはじめ南部や宮古・八重山地域から
中高一貫校の設置が求められております。未来の沖縄
を背負い国際社会に貢献する人材育成に地域格差が
あってはならない。県立高校再編計画において当初か
ら検討されている県立向陽高校への設置は南部地域の
期待が大きいが、県の対応を伺います。
　イ、県教育委員会は、今年度から高校入学者に学習
端末購入を保護者に求めております。小中学校のＧⅠ
ＧＡスクールの継続のためにも必要不可欠な学習ツー
ルだが、県は今後を見据えて全ての高校入学者に公費
負担で対応するべきではないかを伺います。
　以上、再質問は質問席で行います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　座波一議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
アと(1)のイ、米軍基地問題に関するアドバイザリー
ボード及び会議前の発言についてお答えいたします。
１の(1)のアと１の(1)のイは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えいたします。
　去る５月25日にリモート方式で開催した第２回米
軍基地問題に関するアドバイザリーボード会議が始ま
る前、私は席に着く際に、委員の皆様がウクライナに
関する話をしていたため、他意なくゼレンスキーです
と発言し、直後に訂正いたしました。このような発言
は軽率とのそしりを免れず、多くの皆様を不快な思い
にさせてしまいましたことを改めてお詫び申し上げま
す。
　なお、この件についてはウクライナのコルスンス
キー駐日大使に電話で状況の説明と謝罪を行い、大使
には謝罪を受け入れていただいたものであります。
　委員の皆様は、米軍の戦略の変化を含む外交・安全
保障全体の最新動向等に関し専門的な知見を有してお
り、今回の会議では、ウクライナ情勢がアジアの安全
保障環境、日米安全保障体制及び在沖米軍基地に及ぼ
す影響等について、意見をいただいております。
　沖縄県としましては、同会議における委員の意見等
を論拠の一つとして参考にしつつ、米軍基地問題の解
決に向けた取組を積極的に進めてまいります。
　次に１の(2)のア、ウクライナ避難民の受入れにつ
いてお答えいたします。
　ウクライナではロシア軍の侵攻により、生活が破壊
され、恐怖の中で生きることを余儀なくされている現

状に鑑み、沖縄県では、令和４年３月14日に、ウク
ライナ避難民の受入れを表明し、６月20日現在、９
世帯12人の方が沖縄へ避難されています。ウクライ
ナ避難民への支援として、官民連携の上、多言語によ
る相談窓口の拡充や県営住宅の無償提供及び光熱水費
の支援、一時滞在先での宿泊支援、医療費支援、食費
や被服費等生活費に係る支援、商品券の配付などを
行ってまいります。
　沖縄県としましては、引き続き、希望や支援ニーズ
の把握に努めながら、ハローワークなどの国の機関、
市町村、民間事業者、ＮＰＯ法人やボランティア団体
など、県内で積極的に避難民支援を実施している関係
機関と連携し、リハビリ等の医療支援も含めたきめ細
やかな対応を行ってまいります。
　次に１の(4)のアと(4)のイ、島嶼の安全保障と台湾
有事に関する認識についてお答えいたします。１の
(4)のアと１の(4)のイは関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　防衛省は、自衛隊配備の空白地域となっている島嶼
部に、初動を担任する警備部隊等を配置し、南西地域
の防衛体制を強化することとしております。沖縄県と
しては、自衛隊の配備については、地元の理解と協力
が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うとともに、
住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると考え
ております。また、令和４年２月議会において私は、
「台湾有事がまことしやかに論調として高まってきて
おりますが、有事ということはつまり戦争になるとい
うことです。沖縄が有事の的になるということは、絶
対に認められません」と答弁いたしました。台湾をめ
ぐる問題が存在するなど、アジア太平洋地域の安全保
障環境がより厳しさを増していると認識する一方、台
湾有事を平和的外交によって回避することが困難であ
るかのような議論が過度に高まることを懸念している
との趣旨で答弁をしたものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　座波議員の御質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢についてでございます。建議書の実
現についてお答えいたします。
　県では、復帰50年を迎える節目に、復帰当時の先
人たちの願いや有識者との意見交換、県民意見募集に
おける御意見等を踏まえまして、平和で豊かな沖縄の
実現に向けた新たな建議書を取りまとめ、去る５月
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10日、内閣総理大臣、衆参両院議長、在日米国大使
館公使参事官に当該建議書を手交したところでござい
ます。内閣総理大臣からは、建議書は政府としても
しっかりと受け止めたいとの発言があり、復帰50年
の節目に立つ沖縄の思いをしっかりと受け止めていた
だけたものと考えております。
　県としましては、当該建議書で掲げる平和で豊かな
沖縄の実現が図られるよう、引き続き、沖縄の基地問
題の早期解決等を国へ求めるとともに、新・沖縄21
世紀ビジョン基本計画に基づき、様々な施策を展開し
てまいります。
　続きまして、政府との政策連携についての中の３の
(1)のア、強い沖縄経済についてお答えいたします。
　去る６月７日に閣議決定された骨太の方針2022に
おいて、強い沖縄経済の実現が盛り込まれたほか、各
種産業の振興、北部・離島地域の振興、子供の貧困対
策、基地跡地の利用等が明記されております。これら
はいずれも、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に位
置づけられており、その方向性は一致するものと認識
しております。
　県としましては、国、市町村をはじめ関係機関と連
携を図り、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げ
た諸施策の着実な展開が図られるよう、全力で取り組
んでまいります。
　続きまして、同じく政府との政策連携についての中
の３の(3)のア、県のデジタルインフラ整備計画につ
いてお答えいたします。
　国は、令和４年３月にデジタル田園都市国家インフ
ラ整備計画を公表し、今後のデジタルインフラ整備に
向けて一体的かつ効果的な対策を推進することとして
おります。県においては、令和３年度を終期とする沖
縄21世紀ビジョン基本計画及び実施計画に基づき、
離島など条件不利地域について、都市部と同等の情報
通信環境を確保するため、海底光ケーブルや光ファイ
バー網の整備に取り組んできたところであります。
　県としましては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画に基づき、５Ｇなど次世代の情報通信基盤の整備に
向けた取組を今後策定される実施計画に盛り込んでま
いります。
　続きまして、コロナ禍と県政不況により疲弊する各
種産業への支援についての中の５の(2)のア、公共交
通機関等への支援についてお答えいたします。
　県はこれまで、公共交通事業者の経営状況が厳しい
こと等に鑑み、運行継続支援等として、令和２年度以
降３度の補正予算において、総額約11億2000万円の
支援金を支給してまいりました。また、今般措置され

た令和４年度６月補正予算において、燃料高騰分の一
部を補助する支援として、約３億円の補助金を支給す
ることとしております。トラック及び運転代行事業者
においては、燃料高騰の影響によりどれだけ経費がか
さみ、どの程度経営を圧迫させているのか現在調査を
しているところであります。
　県としましては、引き続き、公共交通等の運行継続
が図られるよう取り組んでまいります。
　続きまして６、安心・安全な沖縄についての中の
(1)のア、令和３年度地方創生臨時交付金についてお
答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金については、令和３年度の沖縄県への配分額は約
1404億円となっております。また、令和３年度の同
交付金実施計画における感染症対策と経済対策の配分
割合は、本県が46対54となるのに対し、全国は27対
73となっており、全国と比較して感染症対策への充
当割合が高くなっております。沖縄県は、全国の中で
も厳しい感染状況であり、病床を確保した医療機関に
支払われる経費など、感染症対策に多くの財政需要が
生じる状況となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　４月１日付で知事公室
長を拝命いたしました嘉数と申します。県政の重要課
題である米軍基地問題をはじめまして、危機管理への
対応等、誠心誠意取り組んでまいりますので、議員各
位の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたしま
す。
　それでは、答弁させていただきます。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(3)の
イ、沖縄を平和の島とする目標についてお答えいたし
ます。
　本土復帰に当たり日本政府が発表した声明には、
「沖縄を平和の島とし、わが国とアジア大陸、東南ア
ジア、さらにひろく太平洋圏諸国との経済的、文化的
交流の新たな舞台とする」と記述されております。県
としても、これまでの歴史的・地理的特性を生かし、
軍事面での安全保障ではなく、幅広い分野で我が国と
アジア太平洋地域との交流や信頼関係の構築などに積
極的な役割を担うことにより、同地域の安全保障環境
の改善を図り、基地のない平和な島の実現につなげて
まいりたいと考えております。
　同じく１の(3)のウ、新たな建議書における地方自
治等の記載についてお答えいたします。
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　平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書にお
いては、建議項目の１において、50年前の復帰措置
に関する建議書に掲げられた地方自治権の確立、基本
的人権の確立等の考え方を尊重することを、建議項目
の３において、正当な手続により示された民意や、地
方公共団体が自らの判断と責任で行政を運営するとい
う原則を尊重することを求めております。これらの記
述は、50年前の復帰に当たっての県民の思いと、全
国の地方公共団体に共通する原則的な考え方を引き続
き尊重することを求めるものであります。
　次に２、米軍基地問題への取組についての(1)の
ア、県民の民意についてお答えいたします。
　今後予定されている参議院議員選挙や宜野湾市長選
挙において、辺野古容認の立場で立候補を予定してい
る方がいることは承知しております。また、辺野古新
基地建設について、県民の間で様々な意見があること
も承知しております。一方、辺野古埋立ての賛否とい
うシングルイシューで行われた県民投票においては、
投票者総数の約72％、約43万人の圧倒的多数の反対
の民意が示されております。
　次に３、政府との政策連携についての(2)のア、ア
ジアを平和な地域にするための取組についてお答えい
たします。
　去る５月13日に県議会において決議された意見書
の中で、本県が平和創造の拠点として教育、文化・芸
術、学術、医療、経済、スポーツ、そして国際交流や
人材育成などの各分野で国際社会における役割を果た
し、我が国の発展と平和に寄与する旨の記載がされて
おり、県の考え方とも共通するものと受け止めており
ます。県では、米軍基地問題に関する万国津梁会議の
提言等を踏まえ、今年度、復帰50周年記念事業とし
て、沖縄の平和を希求する心や歴史的・地理的特性を
生かし、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄
与することを目的とするアジア太平洋地域平和連携推
進事業を実施することとしております。
　次に６、安心・安全な沖縄についての(2)のア、防
災ヘリ導入の検討状況についてお答えいたします。
　県では、県及び41市町村で構成する沖縄県消防防
災ヘリコプター導入推進協議会を令和３年８月に設立
し、10月には人員派遣・費用等をはじめとする４つ
のワーキンググループを立ち上げ、導入に向けて運用
要綱や費用負担等について協議するため、それぞれ２
回または３回の会議を開催しているところです。引き
続き、沖縄県消防防災ヘリコプターの運用体制や市町
村消防機関からの人員派遣をはじめ、ヘリ機体とその
装備の仕様やヘリ基地となる沖縄県消防防災航空セン

ター（仮称）の整備等について協議を重ね、令和７年
度の運用開始を目指してまいります。
　同じく６の(4)のア、水難事故防止のための取組と
所管についてお答えいたします。
　知事公室は、沖縄県部等設置条例において「危機管
理及び消防防災に関する事項」を所管しております。
その中においても救急業務については、災害や事故に
よる傷病者及び生命に危険を及ぼし、もしくは著しく
悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病の
うち、医療機関へ緊急に搬送する必要があるものを救
急隊により搬送する業務という形で所管しているとこ
ろであります。水難事故発生防止については、関係部
局と連携し効果的な対策について検討する場を設けて
おり、効果的な対策の実施に向けて連携していきたい
と考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　４、公共事業の確保につ
いての(1)、公共事業に係る予算確保についてお答え
いたします。
　本県では、県経済を下支えする公共事業等を推進す
る観点から、副知事を議長とし関係部長で構成する調
整会議を立ち上げ、各省計上予算の積極的な活用に向
けた事業の掘り起こしを図るとともに、地方財政措置
のある県債の活用を検討するなど、予算の確保に向け
た取組の強化を図っているところです。また、沖縄振
興予算については、市町村と連携し、県と市町村が一
丸となって所要額の確保に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　５、コロナ禍と県政
不況により疲弊する各種産業への支援についての(1)
のア、農業関係団体の要請に対する県の対応について
お答えいたします。
　今般の燃油や生産資材等の価格高騰については、農
業者の経営継続並びに食料の安定供給の観点から、強
い危機感を持っているところであります。このため、
飼料高騰対策として、配合飼料価格安定制度の生産者
積立金や粗飼料購入経費への一部を補助する事業等を
進めていくこととしております。なお、肥料高騰への
対応については、国の動向を注視しつつ、今後、農業
経営に影響が生じないよう努めてまいります。農林水
産物条件不利性解消事業については、十分な事業効果
が得られるよう、引き続き、丁寧な説明に努めてまい
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ります。また、消費者理解の醸成については、どのよ
うな取組ができるか検討してまいります。
　同じく５の(1)のイ、沖縄型農業共済制度事業につ
いてお答えいたします。
　県では、畑作物共済と園芸施設共済の加入率向上を
図るため、同事業により加入促進員の配置や農家への
営農資材購入費などの支援を行ってまいりました。そ
の結果、10年間で一定の成果はあったものの、目標
としていた加入率に達しなかったことから、事業期間
の終了に伴い、令和３年度で事業を終えたところであ
ります。
　県としましては、農業共済への加入は台風など自然
災害への備えとして重要な保険制度であることから、
引き続き、関係団体と連携し、農業共済や新たな保険
制度である収入保険の加入促進に努めてまいります。
　同じく５の(1)のウ、農林水産物条件不利性解消事
業の見直しに係る課題についてお答えいたします。
　新たな不利性解消事業では、国との協議等により補
助単価を見直しましたが、補助対象品目を拡充すると
ともに、北部・離島市町村への補助事業を新設し、さ
らには農林水産物や一次加工品の県内外への出荷補助
を実施してまいります。加えて、鮮度保持技術を活用
した実証事業に対する補助等を実施します。課題とし
ましては、事業の目的や仕組みについて、生産者など
関係者の理解と協力を得ること、旧不利性事業の補助
対象者の円滑な移行を図ること、北部・離島市町村と
十分連携することが挙げられます。
　県としましては、引き続き、生産者団体をはじめと
する関係者の理解と協力が得られるよう、丁寧に対応
をしてまいります。
　続きまして６、安心・安全な沖縄についての(3)の
ア、軽石に係る漁業被害への救済措置についてお答え
いたします。
　災害等に伴う漁業者の救済措置としては、国による
漁業共済制度が整備されており、一義的には、共済制
度で補塡されるものと考えております。
　県としましては、軽石対策協議会等での議論を踏ま
え、モズク、アーサへの異物混入対策、海水こし器の
設置補助や１か月分相当の燃油使用料の補助等、様々
な支援を行っているところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　おはようご
ざいます。お答えします。
　５、コロナ禍と県政不況により疲弊する各種産業へ

の支援についての(3)のア、観光再興条例にのっとっ
た県の取組についてお答えします。
　同条例において、県は観光関連事業者等支援施策を
総合的に策定し及び実施する責務を有しております。
県では、おきなわ彩発見キャンペーン等の需要喚起策
や県独自の支援金を給付するおきなわ事業者復活支援
金などの事業者支援を実施しております。また、需要
喚起策の全国への拡大や事業継続・経営改善に取り組
む赤字の観光事業者に最大600万円を支給する経営サ
ポート支援、観光二次交通の利便性向上への取組、貸
切りバス・レンタカーへの支援、人材確保等に向けた
観光業界のイメージ向上を図る施策等に取り組んでお
り、今後も観光関連事業者と連携して沖縄観光の回復
に努めてまいります。
　同じく５の(3)のイ、観光再興のための財源確保に
ついてお答えします。
　県では、沖縄観光の回復・復興に向け、需要喚起策
や観光事業者への経営支援を実施することとしてお
り、さらなる施策の展開には、引き続き財源確保に向
けた取組が必要であります。このため、観光業界と連
携して、県内総生産に占める観光産業の割合が高いこ
と、全国の中でも厳しい感染状況であり、感染症対策
に多くの財政需要が生じたことなどの特殊事情を丁寧
に説明しながら、基金にかかわらず、県が主体的かつ
機動的に活用できる財源として、国へ財政支援を求め
ていきたいと考えております。
　次に６、安心・安全な沖縄についての(4)のアのう
ち、水難事故を未然に防ぐ対策についてお答えしま
す。
　文化観光スポーツ部では、観光情報サイトや観光客
向けハンドブックにおいて、海水浴やシュノーケリン
グの注意点、離岸流の危険性や対処法等について周知
し、水難事故防止に取り組んでおります。今般、マリ
ンレジャー事故防止調査対策事業において、過去の事
故情報を収集し、自然海岸を中心に現地調査等を行っ
た上で、ハザードマップや安全対策動画を制作すると
ともに、ポータルサイトなどを通じて、観光客等へ海
の危険性や安全に関する知識を発信することとしてお
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　６、安心・安全な沖縄についての御質問の中の(2)
のアのうち、ドクタージェット導入の検討状況につい
てお答えいたします。
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　八重山地域のヘリによる急患搬送については、陸上
自衛隊と第11管区海上保安本部にその機能を担って
いただいており、県では県内医療機関に協力を求め、
医師等に添乗してもらうことで搬送体制を整備してお
ります。北海道のメディカルウイングは速度が速く航
続距離が長いなどの利点はありますが、有人離島を多
く抱える本県では、保管場所や安定的な運営方法、病
院－空港間の搬送体制など、導入に当たっては多くの
課題があるものと考えております。
　県としましては、引き続き、宮古・八重山地域を含
む県全域における急患搬送体制の充実に取り組んでま
いります。
　続きまして７、県民の暮らしと福祉及び子育て支援
と教育の環境整備についての中の(3)のア、不妊治療
への支援策等についてお答えいたします。
　県では、平成17年度から子供を望む夫婦の経済的
負担の軽減を図るため、特定不妊治療費の助成を行っ
てまいりましたが、令和４年４月から特定不妊治療が
保険適用になったことに伴い、今年度は、経過措置と
して年度をまたいで行われた特定不妊治療について助
成を行うこととしております。また、新たに県独自の
事業として、保険適用とならない不妊治療のうち、保
険診療との併用が認められた先進医療について、費用
の一部を助成する先進医療不妊治療費助成事業を実施
することとしております。県内で不妊治療を必要とす
る夫婦の数については把握しておりませんが、令和３
年度は1219組の夫婦に対して特定不妊治療費の助成
を行っております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　６、安心・安全な沖縄
についての御質問のうち(4)ア、水難事故防止及び遊
泳者等の安全確保に関する条例に基づいた取組につい
てお答えいたします。
　県警察では、水上安全条例に基づき、事業者に対す
る立入調査、指導及び勧告及び無届け業者に対する指
導及び検挙、安全対策優良海域レジャー提供業者の指
定のほか、警ら用自動車や警察用船舶、航空機などを
活用した陸・海・空のパトロール、海上保安庁等の関
係機関と連携した各種訓練及び遊泳客などに対する広
報紙等の配布活動、水難事故防止推進協議会の開催、
学校・自治体等への水難事故防止教室の開催などを実
施し、水難事故の防止及び遊泳者等の安全確保に努め
ているところでございます。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　６、安心・安全な沖
縄について(4)のア、条例に基づいた取組及び水難事
故の未然防止対策についてお答えいたします。
　海岸管理者としては、海岸における安全・安心を確
保するため、水難事故の未然防止対策は重要であると
認識しております。県では、関係部局において効果的
な対策について検討を進めているところであり、海岸
管理者としての役割を踏まえ、海岸利用者の安全・安
心の確保に取り組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　７、県民の
暮らしと福祉及び子育て支援と教育の環境整備につい
ての御質問の中の(1)のア、年金の平均受給額等につ
いてお答えいたします。
　令和２年度における本県の老齢年金受給者のうち、
厚生年金受給者は25.7％、国民年金受給者は74.3％
となっており、平均受給月額は、厚生年金で12万
4197円、国民年金で５万2206円となっております。
受給する年金だけでは生計の維持が困難な方に対しま
しては、生活困窮者自立支援制度や生活保護制度等に
よる支援を行っているところでございます。
　県としましては、誰もが安心できる年金制度となる
よう、国において取り組まれるものと考えておりま
す。
　次に同じく(2)のア、出生率や人口減少への対策に
ついてお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり計
画の基本施策であります「自然増を拡大するための取
組」として、結婚・出産の支援の充実や子育てセーフ
ティーネットの充実などに取り組むこととしておりま
す。現在、県では、未婚者への交流・出会いの機会の
提供や待機児童の解消、ワーク・ライフ・バランスの
推進などに取り組んでいるところであり、引き続き、
安心して結婚し出産・子育てができる社会を目指し、
ライフステージに応じた切れ目のない支援を行ってま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　おはようございます。
　答弁の前に御挨拶をさせていただきます。
　４月１日付で教育長を拝命いたしました半嶺でござ
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います。どうぞよろしくお願いいたします。
　今年は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画がス
タートする節目の年であります。本県の未来を開く人
づくりに向けてこれまでの教育実践の成果を継承しつ
つ、新たな時代に必要な学びを推進し、本県教育のさ
らなる充実・発展に誠心誠意取り組んでまいりたいと
思います。議員の皆様の御指導をよろしくお願い申し
上げます。
　それではお答えさせていただきます。
　７、県民の暮らしと福祉及び子育て支援と教育の環
境整備についての中の(4)ア、向陽高校への中高一貫
教育校の設置についてお答えいたします。
　県教育委員会では、これまで難関国立大学等への進
学を目指す生徒のニーズに応え、本県を牽引しグロー
バルに活躍できる人材の育成を図るため、那覇・南部
地区に開邦中学校、中部地区に球陽中学校を設置して
おります。現在、北部地区の人材育成及び教育環境整
備の観点から、令和５年度の中高一貫教育校の開校に
向けて取り組んでいるところであります。那覇・南部
地区への設置につきましては、各校の実績や課題を見
つつ、県全体や地域の状況等を踏まえ検討する必要が
あると考えております。
　同じく(4)のイ、高等学校における学習端末の公費
調達についてお答えします。
　学習端末については、今後、学校や家庭など様々な
場面で生徒が日常的に活用することが重要になると考
えております。高等学校では、このような個人が専有
する教材等は、自己負担が原則となっております。こ
のため、保護者等が購入する学習端末の購入費の一部
を補助するとともに、県指定ＥＣサイトにおいて、市
場よりも低価格で購入できる環境を整備したところで
あります。端末を購入できない低所得世帯の生徒に
は、学校に整備済みの端末を貸し出すこととしており
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　知事のウクライナの問題です、ゼレ
ンスキー発言。先ほどの答弁では、反省しているとい
うことは表明しておりますけれども、これは、知事が
ウクライナの大使に謝罪して済む問題じゃないと言っ
ているわけです。国民や県民からの非難が多いんです
よ、殺到していますよ。特に県民は、もう恥ずかしく
てしようがない。だからそれをどのように国民や県民
に説明するのか、謝罪するのかを聞いています。お願
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私が発言したことにつきま
しては、先ほども答弁をさせていただきましたが、私
の発言が軽率とのそしりを免れず、多くの皆様を不快
な思いにさせてしまいましたことは、重ねておわびを
申し上げております。また、コルスンスキー大使にも
電話で謝罪をさせていただき、大使のほうも了解しま
したということで、了解を得ているものと思います。
これからも真摯に、その公務についての信頼を損なう
ことがないように気をつけてまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　本当にこれはもう、本来でしたら進
退の問題ですよ。それほど非難を呼んでいるんです
よ。知事、このような失言をしたわけですから――で
すが、その後の対応が問題です。ウクライナに対する
支援、先ほどから受入れをしている、ある程度のこと
はやっているというような答弁ではありますが、明確
にウクライナの駐日大使は、沖縄のこの温暖な気候、
そしてそういう人的な環境、食べ物などを見て、沖縄
こそ、このウクライナの傷ついた人たちを受け入れる
ことを本当に切望しているんです。数もそんなに多く
なくていいと言っています。そのような要望があるこ
とに対して、知事はどのように受け止めますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、ウ
クライナ避難民への支援としまして、ウクライナ避難
民等支援本部を設置し、全庁体制で情報収集、情報共
有を行いながら支援内容の調整を行っているところで
あります。具体的には、県営住宅の無償提供等々、先
ほど知事から説明しました支援等を具体的に行ってい
るところでありますが、県内在住のウクライナ人等の
聞き取り、あるいは避難を予定されている人たちへの
聞き取りや、あるいは県内で活動を行っている団体等
との情報共有を行いながら、支援者とのマッチングを
行っているところでございます。こういった希望や支
援ニーズの把握に努めながら、支援を申し出ている民
間の医療機関もございますので、そこと連携を図りな
がら、リハビリ等も含めた医療支援も含めたきめ細か
な対応を行っていきたいと考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　知事があのような発言をしたからこ
そ、こういうことに誠心誠意でウクライナへの支援を
求める声に耳を傾けたほうがいいと思いますよ。
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　大使が切望しているということが実際にあるわけで
すから、これに対して真摯に聞くというつもりはあり
ますか。その考えはありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私が電話でコルスンスキー
大使とお話をさせていただいたときも、大使に就任し
て２年余り、まだ沖縄に訪問できていないので、ぜひ
訪問の後、沖縄とウクライナ、日本とウクライナのこ
れからの交流・発展についてぜひ協力関係を築くよう
話し合いたいということでのお話をいただいておりま
す。私どもとしても、まず避難民の皆さんへの万全な
支援を届けるということと、今後のウクライナの一日
も早い停戦の実現と安寧な生活を取り戻すための協力
については惜しみなく行っていきたいというように考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　次、建議書なんですが、本当に50
年前の建議書を焼き直したような感じで、非常に県民
の心に残らない、本当にがっかりするような内容じゃ
ないかなと考えています。本当にこの50年という時
を経て、未来志向というこの概念が本当に感じられな
い残念な内容なんですが――ちょっと話はそれます
が、知事は西銘大臣の西銘ビジョンに対して不快感を
表明しました、事前に調整がないということで。しか
し、知事はこの建議書をつくるに当たって、沖縄の関
係者の政府筋等、あるいは国会議員と調整しました
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　建議書は、復帰から50年たった現在においてもな
お残る課題の解決と、県民が望む沖縄のあるべき姿の
実現に向けて国に求める内容となってございます。通
常、こういった国に求める要請書的なものについて
は、その内容について国等の事前協議を行っていない
ということで、例えば骨太の方針であるとか、沖縄担
当大臣への要請などについては、事前にそういった国
との調整というのは行っておりません。今回の建議書
につきましても同じような内容のものであることか
ら、事前の協議は行っていないということでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　県が国に要請するときは事前調整は
していない、やらなくていい。しかし、国の大臣が、
この沖縄県の施策をバックアップするためにビジョン
として方針を立てたことに対して、事前調整は必要だ
ということなんですよね、知事。知事はそう言ってい

るでしょう。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　西銘沖縄担当大臣がお示し
していただいた西銘ビジョンの内容については、私ど
も事前に事務方からの、こういうものを出しますよと
いうような情報がありませんでした。お示しいただい
たビジョンの内容についてはしっかりと読ませていた
だいたところ、私どもが掲げている新・沖縄21世紀
ビジョン基本計画とほぼ整合しているということで、
あ、これは力強い御支援をいただいたものなのだなと
いうことに得心したものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　発言のときの不快感を示したという
のは、そこが問題ですよ。しかも知事は、所管の予算
を確保することに努めてほしいと。まあ言わば、口は
出さずに金を出せと言っているようなものじゃないで
すか。まさにそういうことですよ。知事、この発言も
知事のこの態度、そういうことが非常に国との関係を
悪化させているということが現実であります。
　ちょっと休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○座波　　一君　知事、それと先ほどの、まことしや
かな問題ということ。まことしやかという意味を知事
が説明してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まことしやかにという意
味、広辞苑によりますと、「いかにも本当らしく言う
さま」と説明をされております。
　台湾有事があたかも避けられないこと、必ず起きる
ことかのように論じられることを指して、まことしや
かにと表現をさせていただいたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　まさにですよ。台湾有事の問題は、
全くないことをあることのように表現しているという
ふうに言っているわけです。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は答弁をさせていただい
たことを繰り返しますけれども、台湾有事が絶対に
あってはならないということ、そのためには平和的外
交を冷静に行っていくことが重要であるということを
申し上げているものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　当たり前ですよ。台湾有事が起こっ
てはいけないから、今議論をして対策を立てる。これ
は国際的な常識ですよ、これは。それを台湾有事がな
いように、ないことのように、戦争が起こるという
ことを想定してのこの有事だと。そんなことではな
くて、有事を起こさないための対策を取る。そして
起こった場合でも、どういう対応をするかということ
をいろんなオプションを想定するのが、県知事の役目
だと思っていますけれども。それも――議論はもう後
にします。
　続きまして、行政も産業界もデジタル化は待ったな
しなんです。それに続いてのこの国のデジタル田園都
市構想、これを後押しするように県が進めないといけ
ないんです。これは地方の市町村がそこに参画するよ
うな計画を県は持っているか、同構想を推進するため
に市町村の参画をどう進めるかという構想を持ってい
るか。そこを説明してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　デジタル基盤整備につきましては、令和４年３月に
国のほうでデジタル田園都市国家インフラ整備計画を
策定してございます。
　すみません、ちょっと休憩でお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　国は、全国どこでも誰も
が便利で快適に暮らせる社会の実現に向けまして、令
和４年の６月にデジタル田園都市国家構想基本方針を
公表してございます。その中で、デジタルインフラを
急速に整備するため、官民双方で地方におけるＤＸを
積極的に推進するとともに、その中で地方は自ら目指
す社会の姿を描き、自主的、主体的に構想の実現に向
けた取組を推進するということが盛り込まれておりま

す。こういう趣旨を踏まえて、県においては、５月に
新・沖縄21世紀ビジョン基本計画を策定し、その中
で５Ｇなどの次世代の情報通信基盤を整備する計画を
策定したところでございます。今後、国の基本方針や
国の計画を踏まえて、実施計画の中でさらに具体的な
施策を盛り込んでまいりたいということでございま
す。基本方針の中で、基本的に地方については自主
的、主体的に構想の実現に向けた取組を推進するとい
うことが書かれておりますので、県としましては、新
基本計画、新ビジョン基本計画に基づいて基盤整備に
向けた取組を実施し、実施計画でさらに具体的な施策
を盛り込んでいくということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　このデジタル田園都市構想に対する
取組の計画性がちょっと薄い感じがいたします。もう
既に総務省は整備計画に入っていまして、今年度から
その地方の要請に応じて整備計画を進めるということ
ですから、県がしっかりそこは地方の市町村の声も聞
きながら、この整備に入らないといけないと思ってい
ます。そうじゃないと総務省の予算も下りてこないわ
けです。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○座波　　一君　防災、海岸の問題です、水難事故
の。今、非常にゆゆしき事態です。これ先ほどからの
議論、答弁を聞いていますと、連携してやっています
と言っても、依然として主管課がどこなのかも分から
ない。これ明確にして、政治的にこれ県政トップがも
う主管課を置いて、災害を防ぐということについて特
化した対応をしないとできないんじゃないかなと思い
ますよ。それからいうと、先ほど答弁していた土建部
のほうでやろうと考えているんですか。どうなんで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　現在、水難事故防止に向け、関係部局４部室で効果
的な対策を検討しているところであり、情報の共有と
整理・分析、積極的な意見交換を行いながら、それぞ
れの役割分担の下に海岸利用者の安全・安心の確保に
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取り組んでいきたいと考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　知事、安心・安全な島ですよ。それ
を目指しているわけですよ、観光地、国際水準の観光
地。そのために、交通事故以上の犠牲者を出している
ということ自体、恥ずかしくないですか。ですから県
知事、あるいは首脳陣が率先してそういう水難事故を
防止するという、明確に意思表示をしてそういう対応
を図るべきじゃないかということです。いかがでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども述べました
けれども、４部室の会合等で現在、立場の垣根を越え
て具体的に県民の命を守るためにはどのような政策が
効果的で持続的であるかというところを、忌憚なく議
論をしているところでございます。例えば施策の検討
に当たっては、水難事故のデータから、どこで、誰
が、どのような状況で事故に遭ったかを分析すること
で、最も効果的と考えられる施策を見いだす必要があ
ると考えております。引き続き、まずは関係部局にお
いてこのような取組を優先的に行うよう、議論を深め
ていきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○○座波　　一君　これまでと変わらない話ですよ。現
実は沖縄県民、地元の人は分かっている。この海域は
危険だ、離岸流があるから危険だと分かっている。分
かっているところで分からない観光客が泳いでいる。
これが許されているという現状なんです。それを許し
てはいけない。これを防ぐためにどうすればいいかと
いうことです。
　もう一度答えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　担当部長からは、部局間で
情報共有をしながら取組を進めたいということです
が、議員おっしゃるように、水難事故が多発している
現状と、取組いかんによってはやはり未然に防げる事
故、救える命もあるであろうということを考えます
と、関係部局、機関、本当にその迅速な対応で行わな
ければならないということを痛感している次第であり
ます。意見交換をしっかり行い、検討してまいりたい

と思います。
○○座波　　一君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時47分休憩
　　　午後１時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○○大浜　一郎君　ケーラネーラ　ミシャーロールン
ネーラ。
　沖縄・自民党の大浜一郎でございます。
　知事はじめ執行部の皆様に真摯な答弁をお求めいた
しますので、これから代表質問に入らせていただきま
す。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、復帰関連について。
　ア、復帰記念式典における天皇陛下のお言葉を受け
ての知事の思いについて。
　沖縄復帰50周年記念式典にて天皇陛下は沖縄戦や
戦後の歩みに触れ、苦難の道を歩んできた沖縄の人々
の歴史に思いを致し、深い感慨を覚えると沖縄を思
い、深く寄り添うお気持ちを述べられましたが、天皇
陛下のお言葉を知事はどういう気持ちで受け止めたか
お伺いします。
　イ、沖縄県民世論調査による分析結果から見る知事
の県政運営の取組方について。
　復帰50年を迎える直近の報道機関の沖縄県民世論
調査によると、９割が好意的に受け止めているが、戦
後の歩みについては、いずれの世代でも基地問題につ
いて指摘する声も多かった。しかし、基地問題そのも
のよりも、コロナ禍における日常生活へ直結する課題
への関心については、世代間でも差異も顕著になっ
た。知事は時代の趨勢による県民の声にどう向き合
い、県政運営に取り組むかお伺いします。
　(2)、新沖縄振興計画における知事の姿勢につい
て。
　ア、強い沖縄経済の実現を明記した骨太方針におけ
る知事の取組姿勢について。
　政府の骨太方針で、沖縄の潜在力を最大限に引き出
し、「「強い沖縄経済」を実現」が明記され、第６次
沖縄振興計画がスタートした。県への取組は、より具
体的な成果と実効性が求められます。知事の強い取組
姿勢についてお伺いいたします。
　イ、内閣府が発表した西銘ビジョンの知事の受け止
め方について。
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　新沖縄振興計画を最大限支援するとした西銘ビジョ
ンが公表されたが、知事は不快感を表明した。西銘ビ
ジョンへの不快な気持ちは何ゆえかを分かりやすく説
明いただきたい。
　(3)、普天間飛行場代替施設建設に係る対話による
解決、知事の対話姿勢について。
　普天間飛行場代替としての辺野古への移設事業にお
いて、知事は一貫して対話による解決を要求してきた
が、政府との対話の充実度はこの４年間で深まったと
知事は認識していますか。知事は対話の行き詰まりに
より、司法による解決を目指しているようにも見え
る。知事の対話の方向性をお伺いします。
　(4)、変更承認申請における県の不承認処分に係る
知事の姿勢について。
　前回の県議会においても、玉城県政において辺野古
新基地は認めない立場と発言しているが、これは県が
普天間飛行場代替施設として辺野古への移設を止める
ことを目的に、裁量権を逸脱し、行政権限を濫用して
いることを示しているのではないか。知事は県の不承
認処分とした理由が是正されれば、知事の政治的立場
に反するとしても、変更承認申請は承認するという立
場であるとの理解でよいかお伺いします。
　(5)、那覇港湾施設移設協議会における港湾管理者
としての知事の姿勢について。
　３月に開催された移設協議会において、防衛省から
代替施設の位置、形状案が示され、次回の移設協議会
にて移設に係る今後の作業の方向性を確認することと
されていますが、今年度中の民港港湾計画改訂を踏ま
えれば早期の開催が必要ではありませんか。港湾管理
者としての知事はどのように進めていくのか具体的に
お伺いします。
　(6)、キャンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ地区共同使
用における知事の姿勢について。
　このたびの共同使用は跡地利用の検討に資するとし
て、地元首長や地権者から歓迎する意向があります。
県として同地区の跡地利用に対して、今までどのよう
な取組をしてきたのか、また、今後どのような取組を
行っていくのか知事の姿勢をお伺いします。
　(7)、交付金申請漏れに対する知事の責任姿勢につ
いて。
　今般、石垣市生乳加工処理施設整備事業における交
付金申請漏れによって、2021年度分として交付予定
の約10億円の交付金が得られないというあり得ない
大失態がありました。知事は本会議質疑で、「私が何
らかの政策判断を誤ったものであるとか、あるいは、
指揮監督を行ったということではなく、事務手続の誤

りであることから、直接的な責任は生じないものとい
うように考えております」と無責任な発言をした。で
あるならば、直接的な責任は誰にあるのか知事は答え
るべきである。仮に民間企業での事案なら経営トップ
に相当厳しい処分が科せられるのは当たり前である。
県政のトップとしてどう責任を果たしていくか知事の
明確な答弁を求めます。
　(8)、2021年度沖縄子ども調査による分析結果によ
る知事の対処姿勢について。
　2021年度沖縄子ども調査により、コロナ禍で苦し
む世帯の実情が分かってきた。特に、低所得者世帯に
おける実情に対し効果的な対処策が必要である。知事
の効果的解決策をお伺いします。
　(9)、2022年度観光指標の目標値について知事の取
組姿勢について。
　知事は2022年度沖縄観光の方針、目標値を示しま
した。コロナ禍からの観光再興について、知事は沖縄
観光の再興なくして沖縄経済の再興はないと明言され
ました。沖縄観光再興へ向けた知事の強い決意をお伺
いします。
　(10)、電力需給逼迫に関する政府の夏場の節電要請
における県の対応についてお伺いします。
　2022年度に見込まれる電力需給逼迫に関して、政
府は家庭と企業に対して７月１日から９月30日まで
の節電要請を行うこととした。沖縄における電力需給
対策について、県としてはどのような対策を想定して
いるかお伺いします。
　(11)、県庁ＤＸ推進計画に係るセキュリティー強化
と個人情報体制の強化についてお伺いします。
　県はＤＸ推進計画のセキュリティー対策の維持、強
化として情報セキュリティーのトレンドに応じて、
ＣＳＩＲＴの運用の見直し、県職員に対するインシデ
ント即応体制の強化に取り組むとしている。昨今は国
内でのサイバー攻撃は頻発しており、現状のセキュリ
ティー対策を伺う。
　２、先島地域への中国の軍事圧力の現状について。
　(1)、先島諸島近海における中国軍の長期にわたる
軍事演習について。
　宮古島南東海域、石垣島南海域で長期にわたり中国
軍航空母艦による艦載機発着艦が300回を超え、同時
に台湾防空識別圏への侵入も行った。また、今月４日
には石垣島の北73キロの日本のＥＥＺ内で日本の事
前同意なく中国は海洋調査を行い外務省が抗議した。
先島近海での中国の圧力に対し知事の現状認識を伺い
ます。
　(2)、中国の一方的現状変更の画策が台湾有事、尖
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閣有事を誘発する可能性について。
　中国軍トップは明確に台湾への干渉について徹底的
抗戦をすると明言した。中国の一方的な現状変更を画
策する圧力により尖閣有事、台湾有事の危険性が誘発
される可能性が高まっている。知事の現状認識を伺い
ます。
　(3)、日米同盟強化による抑止力、対処力は国境離
島地域の安全確保に資する対応なのかについてお伺い
します。
　日米同盟強化による抑止力、対処力の強化は国境離
島の安全確保に資する必要不可欠な対応だと思うか、
知事の認識を伺います。
　(4)、尖閣及び台湾有事における先島地域住民10万
人の住民保護に基づく避難計画について。
　尖閣及び台湾有事が発生した場合においては宮古
島、多良間島、石垣島、竹富町の有人島、与那国島の
住民10万人余りを安全に避難誘導させる住民保護に
ついて、国との詳細な協議の積み上げと具体的な対処
支援が不可欠になると思われるが、知事はこのような
危機事態を想定した国との協議の必要性を感じている
かお伺いします。
　３、先島地域への陸自駐屯地整備について。
　(1)、先島地域の陸自駐屯地整備の必要性につい
て。
　昨今の国際情勢の変化に伴い、日本、沖縄を取り巻
く安全保障環境の変化について、世論調査でも国民の
９割が深刻さを実感しています。昨今の状況に鑑みて
国境離島の先島地域への陸自駐屯地配備の必要性につ
いて、必要なのか、必要ないのか、知事の当事者意識
による明確な答弁をお伺いします。
　(2)、先島への陸自駐屯地配備が攻撃目標となる認
識について。
　2021年12月議会で知事は、日本軍の指揮所があっ
た場所は攻撃対象になったという調査報告があると答
弁したが、それは、どこが、いつどのような内容の調
査をしたのか答弁を願いたい。また知事は、その調査
結果を踏まえて、先島への陸自駐屯地配備がされると
攻撃目標になるとの認識なのか、また攻撃してくる相
手は一体誰なのか、知事の明確な答弁をお伺いしま
す。
　４、防災対策について。
　(1)、南西地域における巨大地震の可能性に関する
長期評価による防災計画見直しについて。
　政府の地震調査委員会は、南西諸島周辺で海溝型地
震の長期評価を見直し、マグニチュード８の巨大地震
の可能性を指摘した。県の防災計画の見直しの状況に

ついてお伺いします。
　(2)、南西諸島地域海底地震観測網設置について。
　県は海底地震観測網に係る具体的な勉強会をスター
トしたと聞いております。南西諸島地域に未整備の海
底地震観測網設置について早急な設置の必要性につい
てお伺いいたします。
　(3)、線状降水帯気象庁予測による県の災害情報提
供体制への取組について。
　突発的な豪雨をもたらす線状降水帯は、様々な要因
が絡み合って予測精度が難しいようだが、市町村と密
に連携し地域状況の把握と地域情報をシェアしなが
ら、あらゆる通信手段を駆使して防災情報の提供に努
めるべきである。現況の取組状況についてお伺いしま
す。
　５、県内コロナ感染症関連について。
　(1)、県内における３回目ワクチン接種率の年代別
状況及び病床使用率の現状について伺います。
　県内のコロナ感染者数は依然高止まり状況にある
が、県は新規感染者の推移によらず、入院状況、医療
逼迫の程度を注視していくとしている。特に若年層の
感染割合が高い。ワクチン接種率の低さも政府より改
善が求められている中で、現在のワクチン接種率向上
のための対策も併せてお伺いします。
　(2)、これまでコロナ感染症対策で計上した種別計
上額と費用総額についてお伺いします。
　(3)、県内ワクチン４回目接種対象者への対応につ
いて。
　(4)、今後予想されるコロナ新種株出現可能性への
対応策としての医療体制整備及び関連する感染対策へ
の取組について。
　オミクロン級コロナウイルスが平均28か月ごとに
出現の可能性があるとの頻度試算の研究結果が京都大
学感染症疫学チームにより公表された。これからも起
こり得るウイルス感染症対策については、事前の予測
対策が重要である。県内の医療体制整備及び感染対策
の対処方針についてお伺いします。
　(5)、コロナ感染後の後遺症サポート医療体制整備
について。
　コロナ感染後に長期間後遺症を抱える事例が全国で
深刻化し、そのサポート医療の急増が懸念されていま
す。県内医療機関の後遺症患者サポート体制について
県はどのような対応をしていくかお伺いします。
　(6)、マスク着用政府見解における県の対応及び県
民への周知についてお伺いします。
　６、ＰＦＡＳ血中濃度調査における県の対応につい
て。
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　県内ＰＦＡＳ血中濃度調査を京都大学と連携して調
査すると報道されたが、県は病気との因果関係や血中
濃度の値についての基準がないとして消極的なようで
あります。県は調査結果においても対処しない方針な
のかお伺いします。
　７、農林水産関連について。
　(1)、水産白書によると魚介類消費が過去最低と
なったが、県内水産業の現状分析について。
　(2)、特殊病害虫ミカンコミバエの発生への早急な
防除対策についてお伺いします。
　(3)、改正農産物輸出法の成立による県内農林水産
事業への対応についてお伺いいたします。
　８、離島地域の課題について。
　(1)、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業につ
いて。
　昨今の燃料費高騰による航空運賃、船舶運賃負担軽
減対策についてお伺いいたします。
　(2)、離島住民の割高な生活必需品等の負担軽減対
策について。
　日用必需品など生活必需品の価格低減、離島輸送費
低減、医療機関の利用のしやすさなど県への取組要望
への対処方針についてお伺いします。
　(3)、第一航空による新石垣空港と多良間空港路
線、波照間空港就航の再開時期についてお伺いしま
す。
　(4)、赤土流出による海の環境汚染への抜本的対策
についてお伺いします。
　梅雨前線の影響で赤土が大量に流出し、海の濁りが
広範囲に広がっている。大雨のたびに赤土流出による
海浜環境やサンゴ礁への影響など海の環境は悪化して
おります。県は現状把握と本格的な対策を講じるべき
であると思います。赤土流出の抜本的対処方針につい
てお伺いします。
　９、教育行政について。
　(1)、教員志願者減少について。
　教員志願者が減少傾向にあるが、その主な原因はど
う捉えているかお伺いします。
　(2)、教員免許更新制の廃止に伴う改正法後の対策
について。
　教員免許更新制の廃止の改正関連法が成立し、
2023年４月から校長の助言に基づいて教員が研修を
受ける制度が始まるが、各地では制度改正に不安や懸
念の声もあると聞いております。本来の目的である教
員の資質維持、向上を図る狙いにどのような対処を考
えているかお伺いします。
　(3)、県立高校ゼロ校時見直しについて。

　県立高校のゼロ校時について県教育庁は見直しを求
めているが、生徒の主体的な学びへの転換も同時に求
められております。ゼロ校時の見直し要請の経緯と対
処についてお伺いいたします。
　(4)、教員による児童生徒性暴力防止法施行後の現
状対処についてお伺いします。
　教員による児童生徒性暴力防止法が施行されたが、
学校現場での定期的調査、相談体制、被害に遭った児
童生徒のケアは万全を尽くさなければなりません。教
育現場での現状対策についてお伺いいたします。
　10、県警関連についてお伺いいたします。
　(1)、コロナ給付金不正受給事案について。
　コロナ給付金の不正受給案件は逮捕者23人、関連
する摘発は66件、不正受給総額は6600万円になると
報道されました。県警には、関係部署との連携によっ
て捜査体制の拡充を図り、徹底した捜査が望まれま
す。県警の対処方針についてお伺いします。
　(2)、県内薬物摘発件数について。
　ア、県内薬物の最近の種別摘発件数についてお伺い
します。
　イ、県内大麻摘発が過去10年間で最多件数につい
て。
　県内での大麻摘発が150件になるなど過去10年で
最多になったようであります。特に若い年齢層の摘発
件数が増えております。県警としての徹底した薬物摘
発方針についてお伺いいたします。
　以上、答弁をお聞きして再質問をさせていただきま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　大浜一郎議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
ア、沖縄復帰50周年記念式典における天皇陛下のお
言葉を受けての知事の思いについてお答えいたしま
す。
　天皇皇后両陛下におかれましては、沖縄復帰50周
年記念式典にオンラインで御臨席を賜り、天皇陛下か
らは、沖縄の戦後の歩みを振り返りつつ、沖縄に対す
る思いを寄せていただきました。お言葉の中で「大戦
で多くの尊い命が失われた沖縄において、人々は「ぬ
ちどぅたから」（命こそ宝）の思いを深められた」と
のことをはじめ、「沖縄には、今なお様々な課題が残
されています。今後、若い世代を含め、広く国民の沖
縄に対する理解が更に深まることを希望する」とのこ
とや、「これまでの人々の思いと努力が確実に受け継
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がれ、豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っ
ています」とおっしゃられるなど、沖縄の一層の発展
と県民の幸せをお祈りいただき、沖縄に寄り添う天皇
陛下のお気持ちに対し、深く感謝の念を持った次第で
あります。また、報道等によりますと天皇皇后両陛下
は、沖縄の復帰50年に合わせて開催された、東京国
立博物館や国立公文書館での特別展を御覧になったと
も聞いており、改めて両陛下の沖縄に対する思いに深
く感謝をしております。
　次に１の(9)、沖縄観光の再興についてお答えいた
します。
　観光は沖縄のリーディング産業として、県民の雇用
や暮らしを支えるとともに、沖縄経済の重要な推進力
として沖縄県の振興発展に大きく寄与しており、観光
の回復・復興なくして、沖縄経済の再生はあり得ない
ものと考えております。このため、観光業界との意見
交換に私も参加をさせていただき、沖縄観光の回復・
復興に向けた考え方を策定いたしました。この考え方
において、観光収入5364億円、人泊数1751万人泊、
入域観光客数610万人を令和４年度の目標値として掲
げております。
　沖縄県としては、目標値の達成に向け、需要喚起策
の全国拡大や観光事業者への経営支援を実施していく
ほか、那覇空港国際線の路線回復及び外国人観光客の
受入れなどを進めてまいります。今後も、観光業界と
緊密に連携しながら、沖縄観光の早期回復・復興に向
けて、全力で取り組んでまいります。
　次に、先島地域への陸自駐屯地整備についての御質
問の中の３の(2)、日本軍の指揮所に関する調査報告
等についてお答えいたします。
　昨年の11月定例会における私の答弁に関しては、
総務省のホームページにおいて、さきの沖縄戦では、
日本軍の軍事拠点をはじめ、司令部を置いた首里など
が米軍の攻撃対象となったとされているほか、そのほ
か軍事に関する書籍においても、戦略ミサイル戦で
は、軍司令部の建造物の攻撃・破壊を目的とすること
が記述されております。このようなことから、軍の指
揮所が攻撃対象となることは、一般的な認識であると
考えております。また、前述の答弁は、自衛隊の配備
には様々な意見があることを紹介する文脈におけるも
のであり、具体的にどこの施設が、どのような相手に
攻撃されるかを想定したものではございません。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕

○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)のイ、県民の声に対する県政運営につい
てお答えいたします。
　県政運営においては、多くの県民から寄せられる要
望や声に耳を傾け、対応することが重要であると考え
ております。県では、県民から寄せられた要望・意見
等を踏まえながら、国及び各市町村など関係機関の
協力の下で新・沖縄21世紀ビジョン基本計画を策定
し、沖縄のさらなる振興発展に向け各種施策に取り組
んでおります。県政の重要課題である米軍基地問題に
ついては、基地負担の軽減に加え、平和がいかに大切
であるかということ、国民一人一人が常に自分事とし
て考えることが重要であり、引き続き、正確な情報を
県内外に向け力強く発信していく必要があると考えて
おります。
　一方、現下においてはコロナ後の県経済の回復と県
民の暮らしの安定は、喫緊の課題であると認識してお
ります。このため県では、コロナによって大きな影響
を受けている状況を踏まえ、業界や県民の声に幅広く
耳を傾けて、国及び市町村とも協力しながら、安全・
安心で真に実効性と実感を伴う施策・事業を一つ一つ
実行していきたいと考えております。
　同じく１の(3)、普天間飛行場代替施設に係る対話
の方向性についてお答えいたします。
　県はかねてから、辺野古新基地建設問題について、
対話による解決の必要性と重要性を繰り返し述べてお
り、この間、玉城知事と総理等との面談に加え、普天
間飛行場負担軽減推進会議や杉田官房副長官と謝花副
知事とで行われた集中協議においても対話による解決
を求めてまいりました。沖縄県の過重な基地負担の軽
減を図るためには、政府に対し申し上げることは申し
上げ、必要に応じ政府と連携しながら取り組むことが
重要であると考えており、県としては、引き続き政府
に対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿勢
を粘り強く求めてまいります。
　同じく１の(5)、移設協議会の開催についてお答え
いたします。
　那覇港湾施設の移設については、去る３月に開催さ
れた第28回移設協議会において、防衛省から代替施
設の位置及び形状案の報告があり、各構成員は、今後
の作業の方向性を確認する第29回移設協議会に向け
て同案の検討を行っているところです。次回の移設協
議会の開催については、代替施設の位置及び形状案に
ついて各構成員が検討を行った後、しかるべき時期に
開催されるものと考えております。
　次に２、先島地域への中国の軍事圧力の現状の中の
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(1)、先島近海における中国の活動に対する現状認識
についてお答えいたします。
　アジア太平洋地域の安全保障環境については、中国
の軍事力の強化等により厳しさを増しているものと認
識しており、去る５月にも沖縄南方の海上において、
中国海軍の空母「遼寧」が航行し、艦載機が300回以
上の発着艦を行ったと承知しております。
　県としては、米中対立等により同地域の緊張が高ま
り、不測の事態が生ずることは決してあってはならな
いと考えており、昨年５月に行った復帰50年に向け
た要請や、先月岸田総理大臣に手交した新たな建議書
などにおいて緊張緩和と信頼醸成に努めること等を求
めております。また、県としても、幅広い分野におい
て我が国とアジア太平洋地域との交流や信頼関係の構
築などに積極的な役割を担ってまいりたいと考えてお
ります。
　同じく２の(2)、尖閣諸島及び台湾をめぐる問題に
ついてお答えいたします。
　県としては、尖閣諸島や台湾海峡をめぐる問題がエ
スカレートし、不測の事態が生ずることは決してあっ
てはならないと考えております。このため、県では、
日本政府に対し、尖閣諸島周辺海域における海上保安
体制の強化、平成26年に日中間で確認された日中関
係改善に向けた話合いの合意事項に基づく冷静かつ平
和的な外交・対話による日中関係の改善、米中の対立
の緩和に向けた取組等を求めているところです。
　同じく２の(3)、日米同盟強化による抑止力等の強
化についてお答えいたします。
　日本を取り巻く安全保障環境については、中国の軍
事力の強化、東シナ海・南シナ海における現状変更の
試み、台湾をめぐる問題、朝鮮半島をめぐる問題など
が存在しており、より厳しさを増していると理解して
おります。県は日米同盟関係が、これまで我が国及び
東アジアにおける平和と安定の維持に寄与してきたも
のと認識しております。一方で、我が国の平和と安定
を図る上では、抑止力だけではなく、冷静かつ平和的
な外交により緊張緩和と信頼醸成が図られることが必
要と考えております。
　同じく２の(4)、尖閣及び台湾有事における先島地
域の住民保護に基づく避難計画についてお答えいたし
ます。
　県としては、現下の安全保障をめぐる国際情勢は非
常に厳しい状況にあり、万一の事態に備えて、国民保
護に関する対処能力の向上を図ることは重要と考えて
おります。このため県では、沖縄総合事務局や自衛
隊、先島諸島を含む市町村等の関係機関と平素の取組

や武力攻撃事態等における対応について整理すること
を目的に意見交換会を実施しており、海運会社などの
指定公共機関も含めた関係機関と引き続き協議を重ね
た上で、今年度末に県独自の図上訓練の実施を予定し
ております。また、消防庁や内閣官房とは、国民保護
に関する取組や住民避難の課題等について、密に調整
を行っており、引き続き、国や関係機関と国民保護措
置の対処能力の向上に努めてまいります。
　次に３、先島地域への陸自駐屯地整備についての
(1)、先島地域への自衛隊配備についてお答えいたし
ます。
　防衛省は、自衛隊配備の空白地域となっている島嶼
部に、初動を担任する警備部隊等を配置し、南西地域
の防衛体制を強化することとしております。自衛隊の
島嶼配備については、我が国の安全保障や地域の振
興、住民生活への影響をめぐって様々な意見があるも
のと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　次に４、防災対策についての(1)、政府地震想定の
改訂に伴う県地域防災計画の見直しについてお答えい
たします。
　政府地震調査委員会が令和４年３月に公表した南西
諸島海溝周辺の地震活動の長期評価第２版において、
発生確率不明ながら南西諸島周辺及び与那国島周辺に
マグニチュード８程度の巨大地震の発生可能性がある
こと及び与那国島周辺におけるマグニチュード7.0か
ら7.5程度の地震発生確率が90％以上であることが示
されたところです。現行の沖縄県地域防災計画では、
東日本大震災の教訓を踏まえ、最大クラスの地震・津
波の想定としてマグニチュード９クラスの地震を想定
しております。
　県としては、地域防災計画における災害予防の推進
を図り、引き続き市町村等関係機関と連携しながら、
防災対策の充実・強化に取り組んでまいります。
　同じく４の(2)、海底地震・津波観測網の設置につ
いてお答えいたします。
　県では、これまで琉球大学などの関係機関と、令和
３年11月から、意見交換や勉強会を計７回実施して
いるところです。県としては、海底地震・津波観測網
の設置は、県民の生命と財産を守る観点から重要であ
ると認識しており、九州地方知事会として引き続き国
へ要請するとともに、今後も関係機関と連携し、早急
に解決すべき課題として取り組んでまいります。



– 53 –

　同じく４の(3)、線状降水帯予測の情報提供体制に
ついてお答えいたします。
　線状降水帯が発生すると、大雨災害発生の危険度が
急激に高まることがあるため、避難ルートの確認など
事前の心構えを一段高める必要があります。そのた
め、気象庁においては、令和４年６月１日から、線状
降水帯による大雨の可能性がある程度高い場合に、気
象情報において、半日程度前から地方予報区単位等で
呼びかけ、情報の充実を図ることとされております。
　県としては、当該情報が発表された際には、市町村
へ速やかにこれを伝達し、早めの災害対策を促してま
いります。また、必要に応じ、防災情報ポータルサイ
トや防災メールなどによる県民への注意喚起に努めて
まいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての中の１の(2)のア、強い沖縄経済の実現に向け
た取組姿勢についてお答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画においては、東
アジアの中心に位置する本県の地理的特性を生かし、
様々な分野で世界とつながり、時代の潮流を推進力に
変え、持続的に発展する強くしなやかな自立型経済の
構築を目指すこととしております。自立型経済の構築
に向けては、県民所得の着実な向上につながる企業の
稼ぐ力の強化、世界から選ばれる持続可能な観光地の
形成、デジタル社会を支える情報通信関連産業の高度
化・高付加価値化、アジアのダイナミズムを取り込む
国際物流拠点の形成等を推進していくこととしており
ます。加えて、本県が発展する最大のよりどころは人
であり、各種産業、教育・福祉等の分野において、人
づくりを推進していくことは、本県の将来にとって極
めて重要であると考えております。こうした取組の着
実な推進を図るため、新基本計画の下、今後策定する
実施計画においては、施策と成果指標の関係を明確化
するなど、ロジックモデルの考え方を取り入れること
としております。
　続きまして１の(2)のイ、西銘大臣ビジョンの受け
止めについてお答えいたします。
　去る５月31日に公表された強い沖縄経済の実現に
向けた西銘大臣ビジョンについては、県に対して事前
に意見照会や説明がなかったことから、不快とは申し
上げておりませんが、「少なからず唐突感を持つ」と
の知事コメントを公表いたしました。その後、内閣府
沖縄担当部局と意見交換を行い、当該ビジョンの内容

は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画と方向性が一
致するものと確認が取れたところです。
　県としては、国、市町村をはじめ関係機関と連携を
図り、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げた諸
施策の着実な展開が図られるよう、全力で取り組んで
まいります。
　続きまして１の(6)、ロウワー・プラザ住宅地区の
跡地利用についてお答えいたします。
　県では、中南部の関係市町村と連携し、広域的観点
から跡地利用の方向性を示した中南部都市圏駐留軍用
地跡地利用広域構想を平成25年１月に策定しており
ます。沖縄市と北中城村にまたがる当地区について
は、市村が共同で策定した土地利用計画素案を基に、
地権者との合意形成を図っているところです。
　県といたしましては、広域構想を踏まえた市村の跡
地利用計画の策定を支援しているところであり、今後
とも課題の把握や情報提供に努めるなど、密接に連携
を図ってまいります。
　続きまして１の(11)、県の情報セキュリティー対策
についてお答えいたします。
　県においては、サイバー攻撃による不正アクセス等
の脅威から、個人情報を含む情報資産を保護するた
め、国の示すガイドラインを踏まえたセキュリティー
基本方針等を策定し、全庁的に取り組んでおります。
具体的には、インターネットの接続ポイントを24時
間365日の高度な監視機能を備えたセキュリティー対
策機器による防御のほか、ＵＳＢメモリーの暗号化機
能による紛失時の対策や職員への研修を毎年度実施
し、セキュリティーに対する意識向上を図っておりま
す。
　県としましては、引き続き、個人情報流出等が起こ
らないよう、情報セキュリティー対策の強化に取り組
んでまいります。
　続きまして８、離島地域の課題についての(1)、燃
料費高騰による負担軽減策についてお答えいたしま
す。
　県としては、昨今の燃料費高騰に対応する事業を、
今回の６月補正予算で措置しております。赤字の離島
航路については、燃料費高騰分を含め、欠損の対象と
して、運航費を補助することとしておりますが、欠損
補助の対象外となっている事業者に対して、今回の補
正予算で措置しております。また、主に離島航空路線
を運航する航空会社は、いわゆる先物取引により、今
回の燃料費の価格変動のリスク回避がされているもの
と聞いておりますが、引き続き燃料費高騰の長期化に
よる影響を注視してまいります。
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　続きまして離島地域の課題についての(2)、離島住
民の負担軽減についてお答えいたします。
　今年３月に公表した離島住民の意識調査によると、
生活必需品の価格や医療機関の利用などに対する要望
が多いものと認識しております。県ではこれまで、離
島振興計画に基づき、石油製品の輸送費補助や農林水
産物を本土へ出荷する際の輸送費の補助、専門医によ
る離島巡回診療など離島住民の負担軽減のため様々な
施策に取り組んでまいりました。現在、新たな離島振
興計画の策定を進めており、その中で、離島の条件不
利性等に起因する課題の把握及び当該課題に対応する
施策を位置づけることとしております。
　続きまして離島地域の課題についての(3)、多良
間、波照間航空路線の就航再開時期についてお答えい
たします。
　石垣と多良間、波照間を結ぶ航空路線について、第
一航空株式会社は、令和４年４月30日に就航するス
ケジュールで国と調整を進めていましたが、令和４年
４月18日、多良間空港での離着陸訓練の際に、機体
が滑走路を逸脱する事案が発生したことによって、就
航が延期されたところであります。同社によります
と、現在、本事案の原因及び今後の対応策につきまし
て、国と調整中であり、国との調整が整った後、石垣
空港事務所の施設検査等の手続を経て、運航を開始す
る見込みとのことであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(4)、不承認処分とした理由が是正された場
合の対応についてお答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、昨年11月25日に不承認とす
る処分を行っております。沖縄防衛局が、県の処分に
対し行政不服審査法に基づくとする審査請求を行った
ことから、令和４年４月８日に国土交通大臣は不承認
処分を取り消すとする裁決を行うとともに、同月28
日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いまし
た。県は、沖縄防衛局が固有の資格において不承認処
分を受けたものであり、審査請求を行うことは認めら
れないことなどから、同年５月９日に国地方係争処理
委員会に裁決の取消勧告を求める審査の申出、さら
に、是正の指示が国の違法な関与であることから、同
月30日にその取消勧告を求める審査の申出を行った
ところであります。
　県としては、国地方係争処理委員会による審査にお

いても、引き続き、今回の不承認処分は、公有水面埋
立法に基づき適正に判断したものであることを主張し
てまいります。
　同じく１の(5)、那覇港港湾計画改訂の取組につい
てお答えいたします。
　那覇港管理組合では、近年の船舶大型化や貨物量増
加に対する岸壁延長の不足、埠頭の狭隘化などに対応
するため、港湾計画の改訂に取り組んでいるところで
あります。今年４月には、那覇港長期構想を取りまと
めたところであり、今後は適切に港湾計画改訂ができ
るよう、構成団体と連携して取り組んでいくとのこと
であります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(7)、交付金申請漏れに対する知事の責任姿勢
についてお答えいたします。
　知事は、予算の執行権限を有しておりますが、その
事務の一部を補助職員に専決させることとしている場
合、当該職員が違法行為をすることを認識・予見し、
それを阻止すべき指揮監督上の義務に違反したときに
限り、その責任を負うものとされております。先般の
知事の発言は、今回の事案が、事務決裁規程に基づ
き、所属部内において事務処理をするものであり、知
事の政策判断に関わるものではなく、指揮監督を行っ
たものでもないことから、知事に賠償責任等の直接的
な責任は生じないとの趣旨でお答えしたものでありま
す。
　しかしながら、知事は県の事務について包括的な執
行管理権限を有することから、行政の長として、公務
に対する信頼を損ねることとなった事態を重く受け止
め、また、再発防止に取り組む姿勢を明らかにするた
め、給与減額の判断をされたものであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(8)、令和３年度子
ども調査結果を踏まえた対処策についてお答えいたし
ます。
　今般の調査では、新型コロナウイルス感染症拡大に
よる経済状況の悪化を背景に、困窮世帯の60％以上
が、コロナ感染拡大前と比べ、収入が減少したと答え
るなど、低所得層ほど影響が大きいという厳しい実態
が明らかになりました。県では、子どもの貧困対策推
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進基金や沖縄子供の貧困緊急対策事業、沖縄振興特別
推進交付金等を活用し、就学援助の充実や無料塾など
の学習支援、雇用の質を改善し所得向上を図る企業の
取組の促進など、総合的な支援に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　皆様、こんにちは。
　去る４月１日付で商工労働部長を拝命いたしました
松永享と申します。
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
感染拡大防止対策を徹底しながら、社会経済活動を両
立させ、県経済の復興に努めてまいりたいと考えてお
ります。また、沖縄県の自立型経済の構築に向け、県
内企業の成長発展に資する取組、稼ぐ力の向上・強化
などに取り組んでまいります。議員の皆様の御指導、
御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
　それでは御質問にお答えします。
　１、知事の政治姿勢についての(10)、電力需給逼迫
に係る県の対応についてお答えいたします。
　国においては、地方ごとに電力供給の予備率が５％
を下回る場合に注意報、３％を下回る場合に警報を発
令し、事業者等に対して節電要請を行うこととしてお
ります。今年の７月には、予備率の見通しが3.1％と
予測される東北、東京、中部地方において同要請を行
う見込みと聞いております。沖縄県においては、夏場
の予備率が20％以上確保される見通しであることか
ら、注意報等が発令される状況ではないと考えており
ますが、引き続き電力会社と連携し、適切に対応して
まいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　大浜一郎議員の御質
問にお答えいたします。
　５、県内コロナ感染症関連についてのうち(1)、３
回目ワクチン接種率の年代別状況等についてお答えい
たします。
　６月19日時点で、県内の全人口の３回目ワクチン
接種率は、45.1％となっております。年代別では、
12歳から19歳17.2％、20代26.8％、30代33.1％、
40代43.8％、50代58.7％、60代72.7％、70代
88.7％、80代84.9％、90代84.9％、100歳以上
79.9％となっております。
　接種率向上を図るため、市町村では、自治会を活用

した接種の周知や高齢者施設等における巡回接種を、
県では、接種を前向きに検討できるような各種広報や
県広域ワクチン接種センターにおける予約なし接種、
夜間接種、大規模商業施設に出向いての接種等を実施
しております。
　また、病床使用率については、５月の大型連休後の
ピーク時から減少し、直近では38％前後で推移して
おります。
　続きまして(2)、コロナ感染症対策予算についてお
答えいたします。
　保健医療部における新型コロナウイルス感染症対策
予算につきましては、令和２年度及び令和３年度の総
額で約1098億円を計上しており、入院受入れ時の空
床確保など医療提供体制の構築に係る経費として約
906億円、コールセンターの設置運営など相談・検査
体制の構築に係る経費として約157億円、広域ワクチ
ン接種会場の設置などワクチン接種の推進等に係る経
費として約35億円を計上しております。
　続いて(3)、４回目接種対象者への対応についてお
答えします。
　４回目接種は、重症化予防を目的に、60歳以上の
者、18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者、その
他重症化リスクが高いと医師が認める者を対象者とし
ており、関係政省令が改正された５月25日から実施
できることとなっております。県内各市町村では、個
別接種を行う医療機関や集団接種会場を確保し、接種
を推進するとともに、高齢者施設等に対する巡回接種
も実施する予定であります。県では、県広域ワクチン
接種センター３会場において、６月中に４回目接種の
受付を開始することとしております。
　続いて(4)、医療体制整備及び感染対策の対処方針
についてお答えします。
　県では、これまで、専門家会議の提言等を踏まえ、
病床や宿泊療養施設の確保等による医療提供体制の拡
充、検査体制の強化やワクチン接種の推進等に取り
組んでいるところです。また、県衛生環境研究所で
は、感染が拡大した年末年始以降、変異株検査を実施
していたところ、去る６月19日にゲノム解析により
ＢＡ．５が確認されたところです。
　県としては、引き続き、情報収集に努め、関係機関
とも連携を図りながら、医療提供体制の確保及び感染
対策に取り組んでまいります。
　続きまして同じく(5)、コロナ後遺症患者の対応に
ついてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症の後遺症として、倦怠
感、咳、息苦しさ、味覚・嗅覚障害、脱毛、不眠等が
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報告されていると承知しております。
　県としては、本人の病歴等を把握しているかかりつ
け医または入院先の医療機関に直接相談するように案
内しているところであります。また、相談する医療機
関に迷う場合は、新型コロナウイルス感染症相談窓口
（コールセンター）を通して医療機関の紹介を行って
おります。
　続きまして同じく(6)、マスク着用についてお答え
します。
　マスク着用の考え方が国から示されたことを踏ま
え、県では、５月27日からの対処方針において、
１、屋外にて他者と身体的距離が確保できる場合など
は、マスクの着用は必要ないこと。特に、夏場につい
ては、熱中症予防の観点からマスクを外すことを推奨
すること、２、就学前の子供のマスクの着用には注意
が必要であり、２歳未満では推奨されないことなどを
追加しており、記者会見において知事からコメントを
発出するとともに、県ホームページ等で県民に広く周
知しているところであります。
　続きまして６、ＰＦＡＳ血中濃度調査における県の
対応の中の(1)、住民のＰＦＡＳ血中濃度検査結果へ
の対応についてお答えします。
　有機フッ素化合物の健康への影響については、まだ
研究段階で、血中濃度検査等の医学的な評価ができな
い状況であることから、引き続き、健康影響に関する
医学的知見を収集するなど、検査等の必要性について
検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　７、農林水産関連に
ついての(1)、県内水産業の魚介類消費の現状につい
てお答えいたします。
　国の食料需給表によれば、全国の食用魚介類の１人
当たりの年間消費量は、令和２年度には約23キログ
ラムとなり、長期的な減少傾向が見られます。その理
由については、肉類と比較して、魚介類の価格が高い
こと、調理の手間がかかること等が指摘されておりま
す。国の家計調査年報によると、沖縄県における、生
鮮魚介の購入数量については、全国的な傾向と同様に
平成30年度には約14キログラムに減少しましたが、
令和２年度には約18キログラムまで回復しておりま
す。その要因は、コロナ禍の影響で家庭での食事機会
が増加したことによる内食需要の拡大によるものと思
われます。
　同じく７の(2)、ミカンコミバエの早急な防除対策

についてお答えします。
　ミカンコミバエは、昭和61年の根絶以降も海外か
らの再侵入が継続しており、令和３年度は、過去最多
の誘殺が確認されました。そのような中、今後、マン
ゴーの最盛期を迎えることから、県では本年５月に石
垣市で緊急対策会議を開催し、関係者間で今後の防除
対策や住民への周知等について協議するとともに、現
在、その内容に基づき、防除作業の徹底に努めている
ところであります。
　県としましては、引き続き、国、市町村及び農業団
体と連携し、ミカンコミバエの蔓延防止に全力を尽く
してまいります。
　同じく７の(3)、改正輸出促進法への対応について
お答えします。
　国は、令和４年５月に、農林水産物及び食品の輸出
の促進に関する法律を改正し、農林水産物及び食品の
輸出のさらなる拡大を図ることとしております。本県
においても、現在、海外での巣籠もり需要などに対応
した、小売店向けやＥＣ販売等の活用により、輸出額
が伸びております。県では、海外市場のニーズや商品
規制に基づく、国、品目、ターゲット等の戦略的な絞
り込みによる効果的なプロモーション等により海外輸
出に取り組んでおり、引き続き、国とも連携してまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　この４月１日付をもって
環境部長を拝命いたしました金城と申します。
　沖縄県の貴重な自然環境の保全をはじめとする環境
行政の推進に、職員共々全力で取り組んでまいりたい
と考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
　それでは、大浜議員の御質問にお答えいたします。
　８、離島地域の課題についての(4)、赤土等流出に
よる海の環境汚染への抜本的対策についてお答えいた
します。
　県では、赤土等流出防止条例の対象となる事業現場
や周辺海域への赤土等流出状況を確認するため、降雨
時に適宜監視パトロールを行っております。また、海
域への影響把握のため、毎年度梅雨明け及び秋季に、
海域の赤土等堆積状況の調査を行っております。平成
７年度の条例施行後、県全域からの赤土等流出量は条
例制定前の約５割まで削減しておりますが、依然とし
て農地からの流出量が県全体の約８割を占めることか
ら、今後も市町村などの関係機関と連携して対策の強
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化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　９、教育行政についての中
の(1)、教員志願者の減少傾向の原因についてお答え
いたします。
　沖縄県の教員候補者選考試験の受験者数及び受験倍
率は、全国と比較して高い水準にあるものの、年々減
少しております。その理由としましては、景気拡大に
よる他業種への流出や、長時間労働など教職イメージ
の低下などが考えられます。
　県教育委員会としましては、学校現場の業務改善の
取組等を推進し、教職の魅力向上に努めてまいりま
す。
　同じく(2)、教員免許更新制廃止後の教員の資質向
上についてお答えいたします。
　教員免許更新制の解消に伴い令和５年度から導入予
定である教員の研修制度については、今後、国からガ
イドラインが示されることとなっております。
　県教育委員会としましては、これまでも、経年研修
など教員向けの研修を実施してきたところであります
が、今後国から示されるガイドラインを踏まえ、引き
続き教員の資質向上に取り組んでまいります。
　同じく(3)、県立高校早朝講座見直しへの要請等に
ついてお答えします。
　早朝講座は、生徒の学習時間を確保し、学力向上と
大学等進学率の改善に大きな役割を果たしてきまし
た。一方で、新学習指導要領により、学習の質を高め
る主体的・対話的で深い学びの実現が求められていま
す。これらを踏まえ、学校教育目標の達成を目指すと
ともに、生徒個々の興味・関心や能力・適性、希望等
に応じた早朝講座の在り方について検討をお願いして
いるところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き、各学校の取
組を支援しつつ、生徒の進路実現を図ってまいりま
す。
　同じく(4)、教育職員等による児童生徒性暴力等の
防止等に関する法律施行後の現状対策についてお答え
します。
　児童生徒に対する性暴力は、教育に携わる者として
あるまじき行為であり、断じて許されるものではあり
ません。これまでも、学校においては、児童生徒に対
する教育相談や生活アンケート、教職員の服務研修等
を定期的に行っているところであります。今回の法律
の制定を受け、県教育委員会では、校長研修会におい

て、法の趣旨等について説明する等、周知・啓発を
行っております。また、文部科学省が作成した研修用
動画を積極的に活用するよう各学校に求めているとこ
ろであり、引き続き、未然防止の徹底に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　10、県警関連につい
ての御質問のうち(1)、コロナ給付金不正受給事案に
ついてお答えいたします。
　持続化給付金は、新型コロナの影響で苦しむ事業者
の事業継続を支えるため、必要とされる方に迅速に給
付できるよう制度設計をされたものと承知しておりま
す。この制度を悪用して、給付金を不正受給する行為
は非常に悪質であり、断じて許されるものではありま
せん。
　県警察では、令和２年に特別捜査本部を設置し、継
続して捜査を進めているところであり、中心的な役割
の税理士や暴力団組員を含む23人を検察庁に事件送
致し、関連する検挙件数は66件となり、不正受給総
額約6600万円を解明しております。今後とも不正受
給に対して、厳正に対処してまいる所存であります。
　次に同じく10の(2)、県内の薬物摘発の現状と対策
についてお答えいたします。10(2)アと10(2)イは関
連しますので、一括してお答えいたします。
　令和４年５月末現在、県内における薬物事犯の検挙
人員は91人で、平成以降、最多数を検挙した昨年と
同様に、検挙人員は高い水準で推移しており、依然と
して厳しい状況であると認識しております。罪種別で
いいますと、大麻事犯が74人、覚醒剤事犯が10人、
麻薬等事犯が７人となっております。年代別では、
10代の検挙者が14人、20代が43人、30代が19人、
40代が11人、50代が４人となっており、10代と20
代で全体の約63％を占めております。
　県警におきましては、薬物の社会的な広がりや若年
層における乱用拡大等の実態を踏まえ、本年４月、組
織犯罪対策課内に薬物銃器・国際犯罪対策室を設置し
て、大麻事犯をはじめとする薬物事犯の取締りを徹底
しているところであり、引き続き、末端乱用者の徹底
検挙、密輸・密売組織の摘発の強化、青少年に対する
薬物乱用防止に関する啓発活動など、総合的な対策を
講じてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　よろしくお願いいたします。
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　まず最初に、これは今日の項目ではありませんけれ
ども、これ関連しますので少しお伺いしたいんです。
会派で今代表質問を作成して、皆さん御質問をしてい
るわけでありますけれども、こういうお答えを聞くに
当たり、この全ての政策に関連すると思いますのでお
伺いいたします。
　知事の291の公約に対して、昨年の５つの達成、
280の推進、６つの着手ということがありましたけれ
ども、それからどのような変化があったか、まず最初
にお伺いしたいと思います。大丈夫でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○大浜　一郎君　これは、全般の代表質問、我がほう
も全ての範囲において代表質問をつくっている関係
上、このようなことがお答えできるかなと思って御質
問したんですけれども、ちょっと難しいようなので後
ほど他の議員がお聞きになると思いますから、よろし
くお願いしたいと思います。
　内閣府が発表したこの西銘ビジョンの知事の受け止
め方なんですけれども、西銘ビジョンについて、知事
は、強い沖縄の実現に関しては、県と市町村が政策実
現のプレーヤーであるというようなことを言って、唐
突感とか、報道では不快感ということがあったわけで
す。なぜそのようなことをお思いになったのかなと思
うんです。主役は知事なんだから、大臣はちょっとお
静かにしておいてくれませんかぐらいのお気持ちだっ
たら、これはもうお門違いも甚だしいなと私は思うん
ですよ。その辺はどういうふうに――これはまた５月
中に取りまとめて公表するということは、前から言っ
ているわけですから、事務方が分からないはずはない
ですね。どうなんですか。さっきの答弁では全然答え
になっていませんよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　内閣府と県においては、これまで沖縄振興基本方針
であったり、あるいは振興計画について、その策定の
過程で事前に双方で情報を共有して、内容についても
意見交換をやったという経緯がございます。今回の強
い沖縄経済に係る大臣ビジョンですけれども、５月
31日に公表するということを前日の５月30日に連絡
があったということで、やはり沖縄の経済を強くして
いくためには、国、県、市町村が連携して取り組む必
要があると考えておりまして、そういった意味から
も、事前にそういった情報を提供していただければと

いうことでございます。31日の公表に対して前日の
連絡ということなので、そういう中で唐突感を持つと
いう表現をしたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　これは知事が唐突感を持ったんだか
ら、知事の御言葉でお聞きしたいと思います。これは
本来なら沖縄振興計画の援護というか、強い後押しを
するための西銘ビジョンでありますから、逆に大いに
感謝すべきものだというように普通は直感しますよ
ね。しかしながら、何で唐突感とか不快感とか、内容
が合致しているからよろしいのではないかと、こう
いうふうに普通は思うんですか。これは知事がおっ
しゃったんだから、ちょっと知事のお気持ちをお聞か
せください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　その内容については、当
然、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画と方向性が一
致するものということも確認させていただいておりま
すが、ただ正直申し上げまして、事前にその発表を
するということや、その内容について知らされていな
かったということで、どうなされたのかなという意味
での唐突感を持ったということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　知事、どうなされたのかなというこ
とではなくて、これは支援をするということ、公表を
するということも公表していた。取りまとめをして経
済界とかいろんなところを、２月ぐらいからずっと意
見を聞いているわけです。経済界は、これは本当に後
押しになるとして評価しているわけです。なぜそこで
そういうふうに思われたのかな。私ちょっと不思議な
んですけれども、知事、本当に率直にそう思われただ
けの話なんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　部局においては、約２年に
わたって前の計画の総点検の取りまとめ、そしてこの
骨子案、素案について内閣府沖縄担当部局と非常に綿
密に協議を重ねてまいりました。ですから、私たちに
とっては、この新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に
ある項目は、どれもやっぱり全部進めていきたいとい
う強い思いでまとめ上げたというものがありまして、
そこだけ何かこう産業別に取り上げてあるということ
に、あれという瞬間の唐突感を持ったというだけで、
よくよくその内容を見させていただいたら、これは
我々が考えていることと一致するから大丈夫だねとい
うことで、そういう安心感を持った次第です。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
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○○大浜　一郎君　これはやっぱり西銘大臣とか、政府
の閣僚との人間関係がなっていないからそう思うんで
すよ。これはやっぱりそこにもう行き着くんじゃない
かなと思います。というのは、重点分野の施策の実現
に必要な一括交付金の所要額確保には努めていただき
たいというふうに注文までつけているわけですよ。大
臣に、予算確保をするのはあなたの責任だよと言わん
ばかりのことを言っちゃったわけですね。この発言
は、稚拙ですよ。何をか言わんやですよ。こういうこ
とを言ってしまうところが、政府閣僚との関係性の薄
さなのではないかなと。どんな対応をしてきたのかと
いうように思ったりもしますけれども、知事、この必
要な予算は大臣がつけて、はいどうぞと持ってくるも
のなんですか。どうなんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　強い沖縄経済の中で、重点４分野が示されておりま
す。この４分野につきましては、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画の中にも入っているところでございま
して、そういった意味で、まずは強い沖縄経済も含め
て中に入っている新基本計画、これを着実に進めてい
くことが強い沖縄経済をつくっていくものと認識して
おりまして、その中でやはり一括交付金は県、市町
村、非常に貴重な財源でございまして、このところ予
算が減額していく中、それをしっかりと確保していき
たいという趣旨も含めてこういった表現をさせていた
だいたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　当然、国も担当大臣として努力しま
すけれども、やはりこれは県の強い要望と行動力がな
いと取れるものではないということは、もうお分かり
でしょう。
　知事、最後にお聞きしますけれども、西銘ビジョン
のバックアップを受けて、そのビジョンに対する感謝
の気持ちというのはございますか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、決してこの西銘ビ
ジョンについて不快だというように申し上げたつもり
はございません。ただその唐突感ということについて
は、ちょっと事前に調整がなかったなということから
出た言葉ではありますが、当然強い経済をつくってい
く上での西銘ビジョンのこの方向性は私どもと一致し
ていますので、その力強い後押しはぜひとも御期待し
たいと、力強いというように思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　これは内閣府の方も見ておりますか

ら、ぜひ西銘大臣と連携してしっかりと取り組んでい
ただきたいというふうに思います。
　いわゆる辺野古の問題に対する対話による解決の件
でありますけれども、政府との対話の充実度は深まっ
てきたと感じているだろうかと私は御質問しているん
です。誰に会ったかではないんです。深まってきたか
ということなんです。西銘ビジョンの件に関して少し
どうかなと思うようなことがありますけれども、対話
は深まってきたと感じておりますかと聞いているの
で、これは知事の御意見でないとだめだと思いますか
ら、御答弁をいただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私はこの４年間、対話に
よって課題を解決し、そして事業を前進させていくと
いう点においては、関係省庁、関係職員の方々との対
話は十分重ねられてきたものというように認識をして
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　私たちは全ての政府の方々とお会い
する機会があります。その際、政府の高官、要人も含
めて、知事との対話はどうなっていますかと。返って
くる答えは、決まって、対話になっていないとしか
返ってこないんですよ。ですので私たちはやはり、対
話になっていない対話をしていると、深まっていない
のではないかと。これは大変なことだなと思っていた
りもするわけですね。つまり政治による対話において
は、対話に値する内容を携えて対話をしなければ意味
がないのは、もうこれは当然のことです。知事は、２
期目の出馬インタビューでも、政府との関係は険悪な
状況ではなくて協力し合える関係だと言っていました
が、果たしてそうなっているのかなと思います。４年
間の政治対話がなかなか積み上げられないから、どう
しても問題解決を司法闘争に持ち込んでしまってい
る。実際今もそのような状況になりつつある。だから
知事はある意味、司法での解決を選択しているんでは
ないですかと私たちはもう思いたくもなるわけです
よ。そのようなことも視野に入れているというように
私たちは理解していいんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私が５月10日に岸田総理
と面談させていただいたときには、私から辺野古新基
地建設問題については対話による場を設けるよう求め
たところ、総理からは、この対話の場を設けることに
ついては直接的なお話はありませんでしたけれども、
私が手交させていただいた建議書については、県民と
の意思疎通を図り、思いを持って建議書を読ませてい
ただきたいという回答があったことから、私どもの考
え方は受け止めていただいているものというように認
識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　それと知事は、辺野古を反対されて
いる方々との交流とかコミュニケーションはよく取ら
れているようですけれども、久辺３区の住民の皆さん
との辺野古に関する率直な対話や意見交換は４年間、
１回もしたことがないんじゃないですか。僕はそれが
知事がやってきた対話の実態ではないかなと思ったり
もしますけれども、どうして現場に住んでいる方々と
そういう話をしに行こうとしないんですか。私は以前
にも聞いたことがある。なぜ４年間一度もそういうこ
とができなかったのか。これはどういうことなんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時38分休憩
　　　午後２時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　対話による問題解決の姿勢
を示すということは、私の一番大切にしている姿勢で
もありますので、その方向性はぜひこれからも続けて
いきたいと思います。なおこの２年間、この間、実は
市町村の行政視察でありますとか、あるいは関係する
団体の方々と面談ですとか、オンラインによる会議な
どは必要最小限度といいますか、非常に限定的にやら
ざるを得ないという状況がありました。ですから今後
そのコロナの状況も見ながら、私が今対話キャラバン
を始めさせていただいておりますので、その一環とし
て対話キャラバンのチャンスがあれば、ぜひこの機会
を設けたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　チャンスがあれば云々ではなくて、
これは大事なことだから、知事にとって。政府の関係
者は会っているんですよ、現場に行って。政府の方は
官房長官も行っていますよ。行ってお会いしている。
コロナ禍云々ではないですよ。これは大事なことだか

ら、なぜやらなかったのかという、この知事の政治姿
勢を今聞いているんですよ。こういうこともちゃんと
答えないと、何のための対話による解決かというふう
に問われますよ。ちゃんと答えてください、お願いし
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁させていただ
きました。ぜひこれから機会を設けて、対話の場を設
けたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　まあ知事、なかなか行きにくかっ
たかなと思いますけれども、これをやらないと知事が
言っていることの本当の信憑性が問われますよ。ぜひ
地域の声に耳を傾けるという姿勢はやるべきだと思い
ます。
　質問を変えますけれども、不承認に係る知事の姿勢
についてですが、私が質問しているのは、意気込みを
聞いているんじゃないんです。審査会における意気込
みなんか聞いていません。要するにこの問題が是正さ
れたら、知事はどういうふうな政治的な立場に反する
としても、変更承認申請は承認するのかということを
お聞きしているんですよ。意気込みなんか聞いていま
せんよ。そこはしっかりしてください。もう一度答弁
お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　県は、去る６月16日に国土交通大臣が行った採決
に対して、国地方係争処理委員会に意見書を提出した
ところでございます。さらに是正の指示に対する意
見についても、来る24日に提出する予定でございま
す。現在、総務省において国地方係争処理委員会の審
査が行われている状況でございますから、仮定の御質
問につきましては、予断を持ってお答えすることは差
し控えさせていただきます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　例えば、県の申出がいずれも却下さ
れた場合は訴訟を提起するんですか。これも仮定の話
ですか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時44分休憩
　　　午後２時44分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　現在、国地方係争処理委員会で審査中であるため、
仮定の御質問につきましては、予断を持ってお答えす
ることは差し控えさせていただきます。
　また、参考までにですけれども、関与取消訴訟を提
起する場合は、国地方係争処理委員会の審査の結果、
または勧告の内容の通知があった日から30日以内に
行うこととなります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　実はこれまでの訴訟提起、関連する
行政不服審査法に基づく審査請求は、国地方係争処理
委員会による審査なども含めて、知事の訴えは全く認
められたことがないんですよ。ですよね。認められた
ものは何かありますか。どうなんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　これまでの訴訟ということで、平成27年の代執行
訴訟から９件起こしております。結果としましては、
平成27年の代執行訴訟、それから抗告訴訟、関与取
消訴訟――これは取下げということで、これらは我々
としては実質勝訴というふうに考えております。残り
の６件につきましては、現在、抗告訴訟１件が係争中
ということになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　ほとんどがそのような形で、確実に
認められたというものはないんですね。ですから司法
の場に持っていかないと問題が解決しないというふう
に、もう知事はお考えになっているというように思う
んですよ。これまでに裁判にかかった費用の額は前回
お聞きしていますけれども、こんな10億円も穴を空
けている中で、また訴訟しようと思うこと自体がもう
おかしいと思うんですよ。その辺について知事、今後
もし――仮定といってまた逃げるかもしれませんけれ
ども、司法による解決しかないというふうに知事はお
考えなんですか。どうなんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。

○○知事（玉城デニー君）　この辺野古移設に関する問
題は、やはり私は、これからもできる限り対話による
解決を求めていきたいという姿勢は求めていきたいと
思いますが、その一方で、今回の不承認処分は公有水
面埋立法に基づいて適正に判断したものであるという
ことも、主張させていただいているということでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　質問をちょっと変えます。
　申請漏れに対する知事の責任姿勢ですけれども、た
だいま総務部長からお答えがございましたが、これ
じゃ駄目ですよ。こんなことでは納得いかないです
ね。県民が納得いくんでしょうか。このように自分に
は責任がないと言って、それをまた理屈をもって説明
されているけれども、そういうものではないですね。
知事はこの10億円をどういうふうに処理するつもり
なのか。明確な姿勢を示すべきだというふうに思いま
すよ。このようなことを起こしてしまったんだから、
どういうふうにして処理するのかということの道筋く
らいはきちっと見せてもらわないと。不用額を当てに
するとか、一般財源かなみたいな話ではなくて、こう
しますと言うぐらいの方針があってしかるべきではな
いですか。その辺はどうなんですか。責任者として
きっちりその辺のところは明確に答弁ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回10億円を令和４年
度の国の予算で対応していただくということになり
ました。従いまして令和４年度、県分として216億円
予算を組んでいたところ、これが206億円しか入って
こない、10億円目減りするというところでございま
す。まずはこの216億円の予算化をし、交付決定を受
けた事業、これの執行に努める。まずは努める。その
上で、この事業の進捗状況を精査した上で、10億目
減りした部分含めて、また改めて予算に反映させてい
きたいと考えているところで、そのときは一般財源で
補塡するというところも十分考えられるところでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　これは、ほとんど一般財源で賄うと
いうふうに明言したと捉えていいですか。いいです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　予算については、不用額
を生じないように努めているところではございます。
ただし、様々な事情があって一定程度の不用額が生ず
るところもまた一方であるというところでございま
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す。執行に万全を期しつつも、事情変更によって生じ
た不用等も勘案しながら、事業の進捗状況を精査した
上で、予算にまた反映させていきたいというところで
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　不用額を当てにする、最初から当
てにするというのは、これはもうとてもじゃないけど
言ってはいけない話なんでね。しっかり事業を執行す
る。ただし、基本的にこれはもう一般財源での処理に
なるんでしょうね。知事、そのようなお考えですか、
知事も。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　予算の適正執行に努めつ
つ、ただいま総務部長が答弁をさせていただいたよう
な状況においても勘案をさせていただければと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　質問を変えます。
　観光に対する知事の取組ですけれども、観光業界に
おいては長引くコロナ禍で経営基盤が弱って、とても
困っているということが切実な圧倒的に強い意見なん
です。
　知事にお聞きしますけれども、知事は観光業界の切
実な訴えにどれだけ直接耳を傾けてきたのかとか、観
光事業に関わる経営者や現場にどれぐらい自ら足を運
んで現状の把握に努力してきたのかと。臨時交付金を
活用した補正予算で影響を受ける観光への支援を予定
しておりますけれども、この予算規模の妥当性はしっ
かりどれだけ検証したのかなというのがちょっと疑問
に思うところがあります。知事が業界とどういうふう
に直接触れ合って、そこの空気感や言葉や思いをどれ
ぐらい受け止めて沖縄の観光を再興しようとしている
のかということを、この知事の思いをお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　せんだって観光関連団体の
方々と意見交換をさせていただき、この間、幾たびか
にわたる要請も頂戴をし、その都度文化観光スポーツ
部を中心に沖縄観光の回復に向けた考え方について協
議をし、必要な予算をしっかりと支援策につなげさせ
ていただきました。当然沖縄は、観光がリーディング
産業であることは間違いありません。ですから観光の

回復、復興なくして沖縄経済の再生はあり得ないもの
ということもまた事実でありますし、私もそのように
認識をしています。ですから私も、例えばホテルを会
議などで利用させていただいているときには、ホテル
関係者の方々からじかにお話を伺ったり、観光関連の
方々とお話をする状況があるときには、どのぐらい回
復していますかというようなお話ですとか、現場の声
をできるだけ聞かせていただきながら、その思いを
しっかりと受け止めて観光の回復に向けて取り組んで
いこうとしているものであり、今般、令和４年度にお
ける沖縄観光の回復、復興に向けた考え方として取り
まとめをさせていただきました。この考え方を基に、
一日も早い観光の回復が図れるよう全力で取り組んで
まいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　知事、やはり自らが足を運んで現場
に行ったほうがいいと思います。会合でしつらえた中
での云々ではないんです。どういう状況かというのを
現場に行く、この知事の姿勢が皆を勇気づけたりする
わけですよ。それがないから皆さん、知事の姿が見え
ない、知事の声が聞こえないというようになってしま
うんです。これからでも遅くない。現場に行って、実
情をちゃんと把握して、それをどう具現化していくか
というのが知事の大事な仕事だというふうに思います
から、その点をしっかり取り組んでいただきたいとい
うふうに思います。
　それと、尖閣有事における先島住民の10万人余り
の避難なんですけれども、実はこれはとても大事なの
は知事自身がこのような危機事態を想定しているかと
いうことと、それに対応する対策について検討をしっ
かりとやらなければいけないという、こういう認識が
あるかどうかというのが、物すごく大事なことなんで
す。その点について知事の意見を、認識をもう一度お
伺いしたい。これはかなり、東京とあまりにも認識が
違うので、ちょっとびっくりしているんですよ私は。
そういった意味で、知事にもう一度、こういう事態に
おける具体的な対処というものが必要かどうかという
認識をお願いしています。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国民保護における県の認識という観点から答弁させ
ていただきます。
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　武力攻撃事態や大規模テロなどの緊急対処事態です
けれども、あってはならない非常事態ですが、万が一
発生した場合に備え、住民の生命・身体及び財産を守
る国民保護措置の対処能力の向上に努める必要がある
と考えております。沖縄県が島嶼県であるため、各島
との輸送手段は空路と海路に限られるなど住民避難に
関する課題があります。そのため、沖縄県国民保護計
画における平素からの備えとしまして、運送事業者や
沖縄総合事務局等からの聞き取り等による輸送力に関
する情報の把握、それから避難実施要領のパターン作
成に対する市町村の支援として、国と連携した市町村
向けの研修会を実施しております。
　ちなみに直近の取組としましては、関係機関の平素
からの取組や武力攻撃事態等における対応等について
整理することを目的に、これは令和４年２月１日付、
自衛隊や内閣府、沖縄総合事務局、第11管区海上保
安本部宛てに照会をしております。
　それから連携の在り方を確認するために、今年度は
定期的な意見交換の場を設けておりまして、令和４年
５月20日に第１回の意見交換を開催したところ、今
年度は５回程度の意見交換を実施し、年度末に県独自
の図上訓練を行うことを検討しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　知事からもその認識について、もう
一度お願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　具体的な件につきまして
は、ただいま知事公室長から答弁をさせていただきま
した。当然、そのような細かい連携についてもしっか
りと細部にわたるまで点検しながら、今年度末に図上
訓練を行うということで、業界に向けてもまたその協
力の要請や関係機関との連携の在り方についても詰め
込んでいく作業を取りたいと思います。当然、離島県
の離島ですので、先島地域をはじめ小規模離島からの
その住民の保護をどのように行うべきかということに
ついては、さらに有識者や関係機関の連携、技能も必
要とするところですので、そのような情報もしっかり
収集をさせていただいているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○○大浜　一郎君　この10万人という先島地域の人た
ちの安全な輸送というのは、これは本当に県だけの問
題ではない。国も全て巻き込んだ議論が僕は全然ない
――あってはならないですよ。平和外交は必ずやる。
させないようにする。だけど現実は現実として、目の
前にあるかもしれない。そのような議論が東京と沖縄

では全く――この議論が全く逆方向の議論になってい
るということを、今回東京に行って身にしみて感じて
きました。ぜひ現実を見る目も失わずに対応していた
だきたいというふうに思いまして質問を終わります。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○○比嘉　京子さん　皆さん、こんにちは。
　てぃーだ平和ネット会派の比嘉京子です。
　代表質問に入ります前に、一言緒言を申し上げたい
と思います。
　戦後77年、今年も慰霊の日が近づいてまいりまし
た。戦争で亡くなられた方々に対し私たちができるこ
とは、さきの戦争への反省の上に立って、打ち出され
ました戦後日本の基本軸である不戦の誓いを確実に継
承し、次の世代につないでいくことと考えています。
　では、質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　知事は2018年10月、翁長前知事の逝去に伴い、翁
長知事の遺志を引き継ぎ知事になられました。２期目
に向けたさきの出馬会見で知事は、１期目を振り返
り、あっという間に３年余がたった。その間首里城火
災や豚熱、新型コロナウイルス、大量の軽石漂流と
いった災害級の対応に追われながらも、県民の暮らし
を支え、県勢発展のために奮闘する県庁職員と共に東
奔西走の日々であったと回想されました。次から次へ
と押し寄せる災難の中においても、県民の命と暮らし
を守るため、県政の重要課題である子供の貧困対策へ
の基金の拡充、こども医療費無料化の拡大、若年妊産
婦支援の強化、ヤングケアラー実態調査など誰一人取
り残さない優しい社会の実現に向け取り組んでおられ
ることを高く評価し、県民はさらなる期待を寄せてい
ます。任期中最後の定例会に当たり、知事の県政運営
に向かう姿勢と政治信念を率直に示していただきたい
と思います。
　(1)、知事が、この４年間、特に心を砕いた施策、
また先進的な取組等について、成果や実績を伺いま
す。
　(2)、改めて２期目への思いと決意を伺います。
　２、去る５月15日は、沖縄の本土復帰から50年の
節目でありました。50年目に当たり、知事は新建議
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書を岸田首相へ手渡しました。新建議書の意義と新建
議書に込められた思いを伺います。
　３、日米軍事強化について。
　安倍内閣は2014年、集団的自衛権行使容認を閣議
で決定しました。先日のバイデン大統領来日に際し、
日米は軍事強化を強調し、バイデン大統領は台湾有事
に参戦すると記者団に答えました。米国との軍事的協
調は、米国の戦争へ巻き込まれるリスクを高めるもの
であります。
　(1)、アジア太平洋地域における我が国の役割、沖
縄の役割をどのように考えておられるのか伺います。
　(2)、新建議書には、平和で豊かな沖縄の実現に向
けて「平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸成
を図る」としています。具体的な施策を問うもので
す。
　４、保健医療行政について。
　(1)、健康長寿おきなわの復活。
　ア、本県は長寿日本一であったけれども転落の一途
をたどっています。その主な原因は何でしょうか。ま
た、2040年を目途に健康長寿日本一への復活を目指
しています。これまでの取組の成果と課題を踏まえ、
今後の方向性を問います。
　イ、県民の健康寿命を改善するためには、嗜好の形
成時期である乳幼児期、ゆっくりかむ習慣形成や食選
力を培う学童期など、児童生徒の健康教育・食育が重
要と考えます。学校栄養教諭との連携はどのように進
められているのか伺います。
　(2)、コロナウイルス感染症対策において、本県が
全国に先駆けて取り組んできた施策を伺います。
　５、教育行政について。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画は、５つの将来
像の実現と４つの固有課題の解決を図る基本計画であ
ります。将来像の１つに、「多様な学びの享受に向け
た環境づくり」、「学校教育の充実」が位置づけられ
ております。またメディアによる県民世論調査でも、
沖縄の発展のために何に力を入れるべきかとの質問に
対し、最も多い回答は「教育」でありました。
　(1)、本県はこれから10年間、どのような人材育成
を目指していくのか、実現するための具体的な方向性
を伺います。
　(2)、基本計画では非認知能力の育成を挙げていま
す。非認知能力の育成を掲げた背景と目的、具体的な
取組について伺います。
　(3)、沖縄歴史教育研究会が今年実施した県内高校
生アンケートによると、「沖縄が日本に復帰した日は
いつか」との問いに「1972年５月15日」と正しく答

えられた生徒の割合は22％であったと報じられてい
ます。本県の児童生徒の歴史教育の現状と課題を伺い
ます。
　(4)、学校におけるいじめ等の問題は、教師の多忙
を解決しない限りなくならないと言われて久しいで
す。教職員の病休、精神疾患による休職、代わりに採
用した臨時教員等の人件費の総額は幾らでしょうか。
直近５年間の推移についても伺います。また、これま
での多忙化解消の取組内容と成果について、今後の取
組についても伺います。
　(5)、４月に入り、学級担任不足、専門科目担当教
諭不足、栄養職員不在による学校給食の停止などが起
こっています。このような大規模な教職員不足の原因
は何でしょうか。また、その対策について伺います。
　６、福祉行政について。
　(1)、保育行政について。
　ア、４月１日の速報値によりますと、待機児童数は
439人となり昨年より125人減となりました。７年連
続の減少を評価したいと思います。一方で、希望した
園に入れず待機児童でありながら待機児童数にカウン
トされない児童がいます。その数は何名でしょうか。
また、市町村の保育園における定員割れは何名でしょ
うか。それを解消するための最大の課題についても伺
います。
　イ、潜在保育士は何名でしょうか。保育士が現場に
戻るには、保育士配置基準を――いわゆる保育士１人
に対する園児の数でありますけれども――見直すこと
と、保育士の賃金を引き上げることが必須でありま
す。配置基準におきましては、１・２歳児は50年、
４・５歳児は70年間も見直しがされておりません。
県から国へ訴えを強化し、保育士が保育現場に戻れる
よう抜本的な改善を求めるべきと考えますが、いかが
でしょうか。
　(2)、子供の貧困問題。
　2021年の調査結果によると、コロナ禍で就労環境
が悪化しております。特に自営業者の世帯で収入200
万円未満が増加し、困窮世帯の割合を押し上げたと分
析しています。
　ア、貧困率は、前回より3.9ポイント増加いたしま
したが、改善点があるならお聞きしたい。
　イ、ひとり親の困窮家庭が前回より10ポイント増
加し、７割近くを占めています。具体的かつ迅速な対
応が求められております。対応策を伺います。
　ウ、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画にある、子
供の貧困解消に向けた総合的な支援について具体策を
伺います。さらに、今後10年間における抜本的な解
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決策についても問うものです。
　(3)、児童福祉行政について。
　ア、里親委託解除問題において外部有識者による調
査委員会の中間報告が発表されました。これを受けて
の所見を伺います。
　イ、令和元年に改正された児童福祉法において、都
道府県知事は、児童相談所の業務について第三者評価
などを実施することにより、業務の質の向上に努めな
ければならないとされています。前議会で知事も前向
きな答弁をされました。この法律を受けて、各県が第
三者評価制度の導入を始めています。一例として、福
岡県は条例に第三者評価制度導入を明記しています。
本県も条例を改正し追加することを提案したいと思い
ますが、どうでしょうか。
　７、女性行政について。
　(1)、家庭内暴力、いわゆるＤＶや性被害、貧困な
ど様々な困難を抱える女性への支援を強化する新法、
困難な問題を抱える女性支援法が2024年から施行さ
れます。認識と対応について伺います。
　(2)、国内外で活躍する女性を招聘し、シンポジウ
ムの開催が計画されております。意義と内容について
伺います。
　(3)、復帰50年の節目に当たり「おきなわ女性の歴
史の記録」――仮称でありますが、出版が計画されて
いると伺っております。意義と内容について伺いま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　比嘉京子議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)及
び(2)、特に心を砕いた施策等の成果や２期目への思
い、決意についてお答えいたします。１の(1)と１の
(2)は関連しますので、一括してお答えさせていただ
きます。
　私は、知事就任後、祖先への敬い、自然への畏敬の
念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを大切にし、自
立、共生、多様性の理念の下、包摂性と寛容性に基づ
き、経済、教育、離島振興、基地問題など、あらゆる
分野の施策に全力で取り組んでまいりました。例を挙
げれば、子供の貧困対策を県政の最重要政策に掲げ、
様々な取組を推進するとともに、こども医療費助成、
中学卒業までの通院窓口の無料化の拡充、中高生のバ
スの無料化、少人数学級の対象拡大など、誰一人取り
残さない社会の実現に向けた取組を進めてまいりまし

た。また、性暴力被害者ワンストップ支援センターの
拡充や国際家事福祉相談所の設置、沖縄県性の多様性
尊重宣言など、誰もがお互いの人権を尊重し合う共生
社会の実現に向けた取組を推進してまいりました。さ
らに、ＳＤＧｓの理念や方向性を県政運営や新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画に取り入れるとともに、企
業・団体等の参画・連携を促進することで、ＳＤＧｓ
の全県的な展開を図ってきたところです。
　この間、首里城正殿の火災、豚熱や新型コロナウイ
ルスの発生、そして海底火山噴火による軽石の漂着な
ど、災害級の対応に迫られながらも、医療提供体制の
確保、観光関連産業をはじめとするあらゆる分野にお
ける経済の回復を図り、県民の暮らしを支え、県勢発
展のため奮闘努力する県庁職員の先頭に立って、県知
事として東奔西走してまいりました。これからも、県
知事として、県民の命と暮らしを支える様々な施策を
進めてまいります。そして、誰もが輝き、誰もが尊重
され、そして誰もが、希望のうちに喜びを見つけるこ
とが当たり前に実現する島、幸福が真に実感できる沖
縄を目指してまいります。新時代沖縄のさらに先へ、
誰一人取り残すことのない、全てが県民のために、あ
らゆる課題の解決に向けて、県勢発展のため全身全霊
で取り組んでいくことを決意し、２期目の出馬を正式
に表明をいたしました。
　次に、新建議書についての御質問の中の２の(1)、
建議書の意義と思いについてお答えいたします。
　50年前、当時の県民は、基地のない平和の島とし
ての復帰を強く望み、琉球政府において、将来の平和
で豊かな沖縄県づくりのための具体的な措置を政府に
求めた復帰措置に関する建議書が作成されました。復
帰から50年を迎えた現在においては、ダム、空港、
道路などの社会資本整備が着実に進められ、観光・リ
ゾート産業の成長など、様々な成果を上げてきたもの
と認識しております。しかしながら、沖縄の基地負担
は、復帰時に県民が期待した本土並みには依然として
ほど遠い状況にあり、自立型経済の構築もなお道半ば
であります。このため、これら課題の解決を図るとと
もに、県民が望む沖縄21世紀ビジョンで描く将来像
の実現に向け、平和で豊かな沖縄の実現に向けた新た
な建議書を取りまとめ、去る５月７日に発信いたしま
した。
　沖縄県としましては、この建議書で掲げる平和で豊
かな沖縄の実現が図られるよう、引き続き、沖縄の基
地問題の早期解決等を国へ求めるとともに、新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画に基づき、様々な施策を展
開してまいります。
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　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　３、日米軍事強化につ
いての(1)、アジア太平洋地域における我が国と沖縄
の役割についてお答えいたします。
　アジア太平洋地域の平和と安定は、県民の生命財産
を守り、沖縄の振興・発展を図る上で極めて重要であ
ります。そのため、政府においては不測の事態が起こ
ることがないよう最大限の努力を払うとともに、平和
的な外交・対話による緊張緩和と信頼醸成を図ってい
ただくことが必要と考えております。また、県とし
ては、これまでの歴史的・地理的特性を生かすことに
よって、幅広い分野において我が国とアジア太平洋地
域との交流や信頼関係の構築など積極的な役割を担っ
てまいりたいと考えております。
　同じく３の(2)、平和で豊かな沖縄の実現に向けた
施策についてお答えいたします。
　県では、米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言
等を踏まえ、今年度、復帰50周年記念事業として、
沖縄の平和を希求する心や歴史的・地理的特性を生か
し、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄与す
ることを目的とする、アジア太平洋地域平和連携推進
事業を実施することとしております。本事業では、沖
縄県から地域の平和と安定の重要性等を発信するとと
もに、アジア太平洋地域の国・地域と沖縄との連携可
能性について検討し、経済や文化、平和分野等を含
め、可能な事項から連携協定を締結する等、同地域の
緊張緩和と信頼醸成に向けた取組を推進してまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　４、保健医療行政に
ついての御質問の中の(1)のア、健康長寿おきなわの
復活についてお答えいたします。
　本県の平均寿命は延伸しておりますが、全国に比べ
て伸びが鈍い状況が続いており、全国順位は下降して
おります。その要因として、働き盛り世代において高
血圧や糖尿病等の生活習慣病の合併症等により、年齢
調整死亡率が全国よりも高い状況にあることが考えら
れます。健康長寿おきなわの復活に向けては、県民一
人一人の健康づくりや健康的な生活習慣の習得に向け
た各種イベントやメディアを活用した普及啓発に取り
組んでおります。特に平均寿命の延伸には、働き盛り

世代の対策が重要であることから、事業所における健
康経営の推進など官民一体となって取り組んでまいり
ます。
　同じく(1)のイ、学校栄養教諭との連携についてお
答えいたします。
　県では、子供の頃からの健康的な食習慣と生活習慣
を習得し、生涯にわたり健康な生活を送ることができ
る力を身につけることを目的とした「次世代の健康づ
くり副読本」を作成し、県内小中学校の授業等で活用
しております。同教材は作成の段階から学校栄養教諭
が参画しており、学校での活用促進に向けて、教員向
けの研修会を開催するなど連携して取り組んでおりま
す。
　同じく４の(2)、医療提供体制における先進的な取
組についてお答えいたします。
　本県では、コロナ患者を受け入れる医療機関の病床
確保数及び入院患者数をリアルタイムで共有する独自
のシステムを、令和２年４月にコロナ本部で構築した
ことにより、病床の有効活用及び入院調整に要する時
間の短縮につながっており、この取組については先進
的な取組として他県でも取り入れられていると聞いて
おります。また、病院や福祉施設で陽性者が発生した
場合は、必要に応じて感染管理看護師等の専門家を現
地に派遣し、従事者を対象に指導を行うことにより、
施設内の感染防止対策を強化しております。さらに、
接触者ＰＣＲ検査センター及び抗原定性検査・陽性者
登録センターの設置、学校・保育ＰＣＲ、有症状の
小・中・高校生世帯への抗原定性検査キットの配布事
業など、検査体制の拡充についても全国に先駆けた取
組と考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　５、教育行政についての中
の(1)、本県の目指す人材育成についてお答えいたし
ます。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画では、本県が発
展する最大のよりどころは人であるとし、人材育成の
重要性を位置づけております。この重要性に鑑み、教
育委員会では次世代を担う子供たち一人一人がしっか
りと成長できるよう、学力向上の推進や、生きる力の
土台となる非認知能力の向上、またＩＣＴ教育やキャ
リア教育の推進により、時代の変化に柔軟に対応でき
る人間力や生きる力などの育成に取り組んでまいりま
す。
　同じく(2)、非認知能力の育成を挙げた背景等につ
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いてお答えいたします。
　社会変化の加速化により、将来を見通すことが難し
い現代社会において、学力等の認知能力とともに、意
欲、協調性、コミュニケーション能力等の数値化でき
ない非認知能力の育成がより一層求められておりま
す。そのため、特に幼児期において遊びや生活といっ
た直接的・具体的な体験を通して、非認知能力の育成
に取り組んでいるところであります。
　同じく(3)、本県の歴史教育の現状等についてお答
えいたします。
　沖縄の歴史教育につきましては、小中学校において
は社会科等の授業で、高等学校においては日本史や学
校設定科目等の授業で、教材や内容の創意工夫等によ
り取り組んでいるところです。今年は復帰50周年に
当たることから、沖縄の歴史を振り返る機会とし、各
学校において、特設授業や特別活動等、年間行事計画
に位置づけ、教育活動全体で取り組むこととしており
ます。
　県教育委員会としましては、児童生徒が郷土に誇り
を持ち、主体的に社会に参画する力を育成するため、
引き続き、沖縄の歴史教育の充実を図ってまいりま
す。
　同じく(4)、教職員の休職者数及び多忙化解消の取
組等についてお答えします。
　教職員の病気休職者数は、平成28年度が413人、
うち精神疾患は163人、平成29年度が424人、うち精
神疾患は171人、平成30年度が426人、うち精神疾患
は176人、令和元年度が419人、うち精神疾患は190
人、令和２年度が389人、うち精神疾患は188人と
なっております。また、病気休職代替の臨時的任用
職員の人件費は、平成28年度が約21億4000万円、平
成29年度が約21億円、平成30年度が約23億3000万
円、令和元年度が約19億3000万円、令和２年度が約
18億1000万円となっております。
　県教育委員会では、教職員の業務改善のため、沖縄
県教職員働き方改革推進プランに基づき、行事や会議
等の見直し、効率的かつ効果的な部活動の推進、部活
動指導員やスクール・サポート・スタッフ配置の支援
等の取組を進めております。引き続き、実効性のある
取組を推進してまいります。
　同じく(5)、教員不足の原因等についてお答えしま
す。
　令和４年４月当初の教員の未配置は、小学校12
名、中学校41名、高校３名、特別支援学校８名の計
64名となっております。教員不足の原因としまして
は、昨今の特別支援学級増等により、教員配置が追い

つかない状況にあります。未配置の状況にある学校で
は、教頭や他の教員により、授業に影響が出ないよう
対応しているところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き教員の採用に
努めるとともに、教員採用試験の制度改革、退職者の
任用等を推進し、教員不足の解消に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　６、福祉行
政についての御質問の中の(1)のア、待機児童解消の
課題等についてお答えいたします。
　令和４年４月１日時点における潜在的待機児童は
2044人で、そのうち特定の保育所を希望するもの
は1135人となっております。また、187施設におい
て、定員に必要な保育士406人が確保できず、1669
人の定員割れが生じており、保育士の確保が最大の課
題となっております。
　県としましては、保育士の処遇改善策の拡充や県外
保育士誘致支援事業の実施等、市町村の取組を支援し
てまいります。
　続きまして、同じく(1)のイ、保育士配置基準等の
見直しについてお答えいたします。
　令和３年４月１日時点の保育士登録件数は２万
6484人となっており、このうち、約１万4200人が
保育に従事していることから、潜在保育士は約１万
2200人と推計しているところです。県では、保育士
の確保及び保育の質の向上を図るため、さらなる処遇
改善や潜在保育士の再就職支援及び職員配置基準の見
直しについて全国知事会等を通じ国に要望していると
ころです。
　同じく(2)のア、令和３年度子ども調査結果につい
てお答えいたします。
　令和３年度に実施した子ども調査において、「頑張
れば報われる」や「自分は家族に大切にされている」
といった子供たちの自己肯定感に関する項目が、平成
30年度調査と比較して改善しております。子供たち
の自己肯定感の高まりは、将来の進学や就職への意識
向上にもつながることから、県としましては、引き続
き、市町村と連携し、子供の居場所の運営支援や子供
の貧困対策支援員の配置等により、子供たちが安心し
て他者と関わりを持てる環境を整えてまいります。
　同じく(2)のイ、ひとり親世帯への支援策について
お答えいたします。
　県では、コロナ禍において物価高騰等に直面する低
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所得の子育て世帯に対して、児童１人当たり一律５万
円の子育て世帯生活支援特別給付金を市町村と連携し
て支給いたします。また、ひとり親が安定した収入を
得ることが重要であることから、看護師や保育士等の
資格取得を目指す方に生活費を支給する高等職業訓練
促進給付金について、短期間で資格の取得ができる民
間資格も対象とするなど拡充を行っており、これらの
支援事業の活用について周知を図ってまいります。
　次に同じく(2)のウ、子供の貧困の解消に向けた総
合的な支援について。
　県は、子供の貧困対策を県政の最重要政策に掲げ、
新・沖縄21世紀ビジョン基本計画における基本施策
として位置づけました。ライフステージに応じて、子
供や子育て世帯とつながる仕組みの構築や、妊娠・出
産に困難を抱える保護者への支援、所得向上を図る企
業の取組の促進などを総合的に実施することとしてお
ります。
　県としましては、貧困の世代間連鎖の解消を図り、
子供たちが生まれ育った環境に左右されず、夢や希望
を持って成長することができる社会の実現を目指して
まいります。
　次に(3)のア、里親委託解除事案に関する調査委員
会の中間報告についてお答えいたします。
　本年４月１日に設置された調査委員会では、沖縄県
社会福祉審議会の答申を基に、対象児童の支援策や里
親と児童相談所の対立解消策等について、当該児童の
最善の利益や権利を守る観点から調査されていると認
識しております。調査委員会の中間報告においては、
子供を権利主体としたソーシャルワークや組織マネジ
メント、里親との対等的信頼関係構築の意識が欠如し
ているという厳しい御指摘をいただきました。
　県としましては、御指摘を重く受け止め、当該児童
を支える新たな体制をつくり、関係者の協力体制を再
構築するとともに、社会福祉審議会の答申及び調査委
員会の中間報告の提言を踏まえ、児童の最善の利益や
権利が守られるよう、相談援助活動を行ってまいりま
す。
　同じく(3)のイ、第三者評価制度導入についてお答
えいたします。
　児童相談所業務の質の評価については、児童相談所
の業務に関し、業務の振り返りや第三者の視点を取り
入れることにより、課題や改善点を確認し、相談、支
援等業務の質の確保、向上につながる仕組みの一つと
考えております。
　県としましては、児童相談所の職員等の体制強化に
取り組むとともに、第三者評価制度の導入に向け、課

題等の把握に取り組んでいるところです。
　次に７、女性行政についての(1)、困難な問題を抱
える女性への支援に関する法律についてお答えいたし
ます。
　家庭内暴力や貧困など、様々な困難な問題を抱える
女性に対しては、売春防止法に基づく婦人保護事業に
より支援が行われてきたところですが、多様化・複雑
化する課題に対応し、新たな支援の枠組みを構築する
ことにより、女性の福祉の増進を図るため、本法は制
定されたものと認識をしております。
　県としましては、国や関係機関等と連携し、人権が
尊重され、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる
社会の実現に向け、引き続き取り組んでまいりたいと
考えております。
　同じく(2)、女性活躍推進シンポジウム等事業につ
いて、７の(2)と７の(3)は関連しますので、一括して
お答えいたします。
　県では、第６次沖縄県男女共同参画計画のスタート
及び沖縄の本土復帰50周年を記念し、女性活躍推進
シンポジウム等事業を実施することとしております。
本事業では、沖縄の女性たちのこれまでの歩みを振り
返る座談会や、次世代を担う女性たちへ向けたメッ
セージを発信するシンポジウム等の開催、沖縄県の男
女共同参画の状況等を取りまとめた、仮称でございま
すが「おきなわ女性白書」の作成等を行う予定です。
　県としましては、女性の活躍を促進し、誰もが個性
や能力を十分に発揮できるジェンダー平等の実現に向
けた契機となるものと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
　　　〔上里善清君登壇〕
○○上里　善清君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　てぃーだ平和ネットの上里善清です。
　これから代表質問します。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　１、基地問題。
　(1)、辺野古新基地建設をめぐり、設計変更の申請
を県が不承認としたことについて、国土交通省が県に
対して承認するよう求めております。県はそれを不服
として国地方係争処理委員会に審査を申し出た。地質
専門家によると、軟弱地盤が原因で護岸が崩壊する可
能性が高いと指摘しております。国は地盤調査や力学
的試験を行い科学的に証明すべきと考えます。県の示
す安全性、環境問題などを解決する姿勢が国には見ら
れない。国の機関による行政不服審査法の濫用であっ
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て断じて応じる必要はないと考えるが、県の見解をお
伺いします。
　(2)、有機フッ素化合物汚染から市民の生命を守る
連絡会は、ＰＦＡＳが検出された米軍基地に隣接する
地域を中心に、京都大が医師を派遣し住民の血中濃度
を調査することになった。費用負担は連絡会が持つこ
とになっております。そのことについて、県はどう考
えているかお伺いします。ＰＦＡＳ汚染の原因は米軍
基地から流出している蓋然性が高く、本来、基地の提
供者である国の責任において原因究明と血液検査を実
施すべきである。岸田総理は、国会において毒性の評
価など科学的知見を確認すると答弁しております。県
もこのチャンスを逃さず、国の責任で基地内の立入調
査や血中濃度を測る検査を要請すべきと考えます。見
解をお伺いします。同様に自衛隊基地からも高濃度の
ＰＦＡＳが検出されております。国に対応策を求める
べきと思うが、見解をお伺いします。また、北谷浄水
場での浄化処理後の逆転現象が頻発しています。取水
の在り方――そのまま、そこの水を使うのか、企業局
の対応策についてお伺いします。
　(3)、米軍基地に起因する事件・事故、航空機騒
音、提供区域外での訓練、ＰＦＡＳの環境汚染、コロ
ナの検疫問題など、戦後77年たっても問題が山積み
で解決の糸口が見えません。その大きな障壁と
なっているのが日米地位協定である。同様な協定があ
るドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスでは幾度か
改定し、米軍に対し自国の法律や規則を適用しており
ます。しかし、日米地位協定は1960年に締結されて
以降、62年間一度も改定されておりません。県民の
生命・人権・尊厳に関わる問題なのに、政府は寄り添
うという言葉だけで、米軍従属の姿勢で真剣に改定に
取り組む意思がない。沖縄県議会も、運用改善では不
十分であり党派を超え改定するよう政府に求めており
ます。県の取組についてお伺いします。
　(4)、糸満市米須での鉱山開発をめぐり、県は遺骨
の有無確認を求める措置命令を出してから１年が過ぎ
ております。開発業者が処分を不服として裁定申請し
ている。総務省も和解を調整しています。沖縄県の南
部地域はさきの大戦の激戦地であり、遺骨混じりの可
能性が高い地域でもあります。辺野古新基地の埋立資
材として使うことは人道上許されるものではありませ
ん。県はどのように対応するのか。今日の新聞を読ん
でちょっとがっかりしておりますが、今の考えを教え
てください。
　２、沖縄振興計画について。
　(1)、５次にわたる振興計画で達成できなかった民

間主導の自立型経済。新振興計画では強い経済の実現
と県民所得の向上を重要な課題として打ち出しており
ます。県民所得（291万円が目標）の向上を図る上で
何が必要でどのような取組に力を入れ、いつ頃までに
掲げる目標を達成できるのかお伺いします。
　３、農業について。
　(1)、本島唯一の製糖工場であるゆがふ製糖は、老
朽化に伴い、新工場の建設計画が立てられておりま
す。製糖施設だけでなく、付加価値を付けた副産物活
用施設など、農林・商工・観光と連携した産業として
期待をしております。県の取組と進捗状況をお伺いし
ます。
　(2)、農作物（野菜・果物・穀物・サトウキビ）の
自給率と生産金額を教えてください。自給率向上に向
けて、新規就農の人材育成と支援政策についてお伺い
します。
　(3)、沖縄は亜熱帯気候のため年間６回の牧草が取
れるようです。耕作放棄地解消の仕組みとして、牧草
生産の拡大に向けて計画をつくるべきと思います。ま
た、牧草農家育成の取組についてもお伺いします。
　４、畜産業について。
　(1)、畜産業は設備投資に大きな資金がかかりま
す。追い打ちをかけるような原油高や穀物相場の高騰
など飼料価格高騰で廃業を考えている農家が多々ある
と聞いております。生産金額（養豚・養鶏・酪農・肉
牛）の推移を教えてください。人材育成と支援事業に
ついてもお伺いします。
　５、水産業。
　(1)、高度衛生管理型荷さばき施設が完成し、水産
物の流通及び魚価安定に資するもので、漁師の所得向
上につながることが期待されております。しかし、
年々、漁獲量の減少、魚の消費量が減少する中、軽石
問題や原油高騰などの影響が大きく響き、廃業を考え
ている人も多々いると聞いております。現在の軽石の
回収状況と処分方法について教えてください。あとエ
ンジンのこし器支援策の状況及び燃料高騰に対する支
援策についてお伺いします。
　(2)、水産資源の枯渇を防ぐためにも、捕る時代か
ら育てる時代になったと思います。魚介藻類等の養殖
推進に力を入れるべきと考えます。取組と支援策につ
いてお伺いします。
　６、建設業について。
　(1)、５次にわたる沖縄振興計画で道路・空港・港
湾・ダム等などハード面の整備は大きく前進しており
ます。よくなっております。しかし、公共事業に投じ
られた資金も約４割が県外企業へ還流している。特に
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国事業がそうであります。県内で循環させるためにも
調査・情報を含め、入札の仕組みの見直しが必要と考
えます。課題等についてお伺いします。
　(2)、公契約条例についても理念型から規制型へ改
正が必要と考えます。見解をお伺いします。
　７、ものづくり産業について。
　(1)、ものづくりについては次世代の技術だけでは
なく、既存の技術（金型・磨く・切る・開ける）を磨
けば、大きな産業に育つ可能性を秘めております。産
業を育てるには、相応の資金・時間・情熱を持ったし
つこさが必要であります。稼ぐ産業を育成するために
も時間をかけた人材育成と支援策についてお伺いしま
す。
　８、観光業について。
　(1)、那覇空港国際線の発着の再開――これちょっ
と入っておりませんが――クルーズ船の再開など、観
光業にとって朗報となっております。需要回復に期待
したいが、２年に及ぶコロナの影響で事業の縮小を余
儀なくされた業界も多々あり、需要増大に対応できる
か懸念もあります。まだまだコロナの火種は続いてお
り、感染対策も含め官民一体となってウイズコロナの
時代に向け取り組む必要があります。
　ア、空港・港湾での水際対策。
　イ、医療機関・医療従事者のコロナ対策。
　ウ、観光関連従事者の人材支援策。
　エ、交通機関の財政支援策。
　９、ＯＩＳＴについて。
　(1)、世界最高水準の教育機関及び沖縄の自立的発
展に貢献することと、日本と世界の科学技術に貢献す
ることを実現する目的で創設されております。10周
年を迎え芽出しする技術も育ち始め、スタートアップ
できることに期待しております。ピーター・グルース
学長は、イノベーション・ハブ構想を発表し、ノース
キャンパスの整備計画を示しております。整備費用は
2000億から3000億を見込み、クラウドファンディン
グで調達する意向であるようです。県は今後ＯＩＳＴ
の役目をどう捉えどのように関わるのか、お伺いしま
す。
　10、医療について。
　(1)、伊是名村、伊平屋村から診療所の老朽化問題
や医療従事者の住宅棟の建設の要望が上がっておりま
す。コンクリートの剝離、水漏れ等もあり建て替えが
急務とのことでありました。離島の医療施設は島民の
命を守る上でも重要な施設であり、一日も早く要望に
応えていただきたい。県の対応策についてお伺いしま
す。

　よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　上里善清議員の御質問にお
答えいたします。
　基地問題についての御質問の中の１の(1)、国地方
係争処理委員会への審査申出についてお答えいたしま
す。
　沖縄県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋
立変更承認申請書について、公有水面の埋立てに関す
る権限と責任を有する知事として、昨年11月25日に
不承認とする処分を行ったものであります。沖縄防衛
局が、沖縄県の処分に対し行政不服審査法に基づくと
する審査請求を行ったことから、令和４年４月８日に
国土交通大臣は不承認処分を取り消すとする裁決を行
うとともに、同月28日には当該申請を承認するよう
是正の指示を行いました。沖縄県は、沖縄防衛局が固
有の資格において不承認処分を受けたものであり、審
査請求を行うことは認められないことなどから、同年
５月９日に国地方係争処理委員会に裁決の取消し勧告
を求める審査の申出、さらに、是正の指示が国の違法
な関与であることから、同月30日にその取消し勧告
を求める審査の申出を行ったところであります。
　沖縄県としては、国地方係争処理委員会による審査
においても、引き続き、今回の不承認処分は、公有水
面埋立法に基づき適正に判断したものであることを主
張してまいります。
　次に１の(3)、日米地位協定の見直しに向けた取組
についてお答えいたします。
　米軍基地から派生する諸問題を解決するためには、
米側に裁量を委ねる形となる運用の改善や補足協定の
見直しだけでは不十分であり、国内法の適用など日米
地位協定の抜本的な見直しが必要であると考えており
ます。そのため、沖縄県では、日米両政府に対して平
成29年に日米地位協定の見直しを要請したほか、去
る５月10日に岸田総理大臣に手交した平和で豊かな
沖縄の実現に向けた新たな建議書においても、日米地
位協定の抜本的な見直しを求めたところです。また、
沖縄県では、日米地位協定の問題点を明確化すること
を目的として、他国の地位協定調査を行い、その結果
を全国知事会と共有したところ、平成30年及び令和
２年に全国知事会において、日米地位協定の抜本的見
直しを含む米軍基地負担に関する提言が全会一致で決
議されています。
　なお、私が行っているトークキャラバンにおいて
も、全国の皆様へ日米地位協定の見直しの必要性を説
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明し、共通の理解と協力を得られるよう、発信してい
ます。
　沖縄県としては、引き続き、全国知事会や渉外知事
会等とも連携し、日米地位協定の見直しに向けた取組
を強化してまいります。
　次に、沖縄振興計画についての御質問の中の２の
(1)、県民所得の向上への取組についてお答えいたし
ます。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に位置づけた１
人当たり県民所得の展望値は、計画に盛り込まれた諸
施策事業の成果等を前提とする見通し値としての位置
づけであり、目標年次である令和13年度は291万円
になることを見込んでおります。１人当たり県民所得
は、全国平均の７割程度にとどまっており、この要因
としては、県内産業の労働生産性や稼ぐ力の弱さ等に
起因した課題があると認識をしております。
　県としては、産業のデジタルトランスフォーメー
ション導入や各分野における人材の育成などを積極的
に推し進め、労働生産性や稼ぐ力の向上を図るととも
に、域内経済循環を高める施策を総合的に展開するこ
とで県民所得の向上に努めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　１、基地問題につい
ての御質問の中の(2)、血中濃度調査の費用負担及び
検査等の国への要請についてお答えいたします。
　県としては、米軍基地由来の有機フッ素化合物への
対応については、国の責任において適切に対処する必
要があると考えており、軍転協を通して、国に要請し
ているところです。有機フッ素化合物の健康への影響
については、まだ研究段階で、血中濃度検査等の医学
的な評価ができない状況であることから、引き続き、
健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等
の必要性について検討していきたいと考えておりま
す。また、自衛隊基地のＰＦＡＳ対応についても、国
の責任において適切に対処する必要があるものと考え
ております。
　続いて８、観光業についての御質問の中の(1)の
イ、医療機関・医療従事者のコロナ対策についてお答
えいたします。
　外国人観光客等の新型コロナウイルス感染症への対
応としましては、国の検疫体制と連携し、重点医療機
関や宿泊療養施設等において、陽性者の受入れを行う
こととしております。

　県としましては、県民への医療提供体制を確保しつ
つ、観光庁が策定した外国人観光客の受入れ対応に関
するガイドラインを踏まえた対応について、関係部局
と連携してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、基地問題について
の(2)、自衛隊基地のＰＦＡＳ検出への対応について
お答えいたします。
　防衛省が全国の自衛隊施設の消火用水槽を調査し、
多くの施設で国の暫定指針値を超える値のＰＦＡＳが
検出されたとの報道があったことは承知しておりま
す。岸防衛大臣は、６月３日の記者会見において、調
査結果の整理を進めていると発言しており、県として
は、防衛省の調査結果を踏まえ、適切に対応していき
たいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○○企業局長（松田　了君）　４月に企業局長を拝命し
ました松田了と申します。県民生活に必要不可欠な飲
料水、工業用水の安全・安心、安定的な供給に向け取
り組んでまいります。御指導、御鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。
　それでは御質問にお答えします。
　１、基地問題についての(2)のうち、企業局の北谷
浄水場でのＰＦＯＳ等対策についてお答えします。
　企業局が実施している中部水源の取水抑制強化によ
り、原水中のＰＦＯＳ等濃度は低下しております。一
方で、原水中のＰＦＯＳ等濃度が低減したことで浄水
処理に使用している活性炭からＰＦＯＳ等が溶出し、
処理後にＰＦＯＳ等濃度が増加する逆転現象が頻発し
ております。現在、ＰＦＯＳ等吸着能力の高い高機能
活性炭への取替えを行っているところであり、引き続
き中部水源の取水抑制を強化しつつ、高機能活性炭へ
の取替えを推進し、逆転現象の発生抑制とさらなる
ＰＦＯＳ等低減化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　１、基地問題についての
(2)、米軍基地内の立入調査についてお答えをいたし
ます。
　県ではＰＦＯＳ等の調査を行うため、米軍に対し、
嘉手納飛行場については平成28年６月及び令和２年
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５月に、普天間飛行場については平成31年２月に立
入り申請を行っておりますが実施できませんでした。
このため、改めて令和３年２月に県の立入りを認める
こと等について国及び米軍に要請しておりますが、い
まだ実現しておりません。両飛行場周辺ではＰＦＯＳ
等が継続して検出されていることから、早期に立入調
査ができるよう引き続き国及び米軍に対し強く求めて
まいります。
　同じく１の(4)、裁定申請への対応についてお答え
いたします。
　沖縄戦跡国定公園内での鉱物の掘採に係る届出に対
する本件措置命令は、視認性の高い斜面の掘削による
風景の悪化が見込まれること、周辺に多数の慰霊碑が
集中して存在すること、また、戦没者のものである蓋
然性が高い御遺骨が確認されていることなどから、同
公園内の風景を保護する必要があると判断し、自然公
園法第33条第２項の規定に基づき行ったものであり
ます。現在、総務省公害等調整委員会から話合いによ
る解決を促されているところであり、県としては、措
置命令で求めた内容が反映されているか精査した上
で、適切に対応していきたいと考えております。
　５、水産業についての(1)、現在の軽石の回収状況
等についてお答えをいたします。
　県、国、市町村等で回収した軽石は、令和４年６月
10日時点で９万7768立方メートルとなっており、年
内に回収を終える見込みとなっております。また、回
収した軽石については、県民による利活用を促進する
とともに、県においても、赤土流出防止対策、農業土
木資材等への利活用を検討しているところです。今
後、譲受け希望者への譲渡を推進し、今年10月以降
は、鉱山跡地への埋め戻し等の方法による利活用を進
め、令和５年３月までに処理を完了することとしてお
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　３、農業についての
(1)、ゆがふ製糖の工場建設に係る県の取組について
お答えいたします。
　老朽化が著しい分蜜糖工場の整備につきましては、
従来の粗糖生産に加え、製糖副産物の高付加価値化を
含めた総合的な利活用に資する施設整備が必要と考え
ております。このため、県では、一括交付金を活用
し、製糖副産物の利活用に係る可能性等を含めた分蜜
糖製糖業の高度化に関する調査を進めているところで
あります。

　県としましては、調査結果等を踏まえ、引き続き、
製糖副産物の総合利活用を含めた他産業との連携や工
場建設に係る具体的な方策について検討してまいりま
す。
　同じく３の(2)、農作物の自給率と生産金額、新規
就農の人材育成と支援策についてお答えします。
　本県の令和２年の農業産出額は910億円、食料自給
率は令和元年度概算値でカロリーベースが34％、生
産額ベースが63％となっております。また、新規就
農者の人材育成と支援のための取組として、県では、
新規就農者支援事業による就農相談体制の整備や農業
施設等の導入、新規畑人資金支援事業による研修資金
の給付等の支援を行っております。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、自
給率の向上と農業の担い手育成・確保に取り組んでま
いります。
　同じく３の(3)、牧草の生産拡大についてお答えい
たします。
　県では牧草の生産拡大に向けて、沖縄県酪農肉用牛
近代化計画の中で目標面積等を定めており、計画を実
現するため、畜産担い手育成総合整備事業による草地
面積の拡大、畜産クラスター事業による牧草生産に必
要な機械の導入、飼料作物奨励品種の育成・普及等に
取り組んでいるところであります。
　県としましては、引き続きこれらの事業を活用し、
原野や耕作放棄地等を利用した牧草の生産拡大に努め
るとともに、牧草農家の実態調査や分析を行うことに
より、畜産農家の経営安定化につなげてまいります。
　続きまして４、畜産業についての(1)、畜産の産出
額の推移と支援事業についてお答えいたします。
　本県における畜産全体の産出額の推移は、平成22
年の370億円に比べ、令和２年は27億円増の397億円
となっております。肉用牛の産出額は増加しています
が、他の畜種では減少が続いております。県では、畜
産農家の経営安定を図るため、畜舎整備や機械導入補
助、草地造成等の生産基盤整備事業に加え、各種経営
安定対策を実施しております。また、今般の飼料価格
の高騰を受け、粗飼料の購入費用や配合飼料価格安定
制度の生産者積立金の一部補助、及び酪農の優良乳用
牛の導入費補助等を行うこととしており、引き続き、
生産支援に取り組んでまいります。
　続きまして５、水産業についての(1)、海水こし器
及び燃油高騰に対する支援策についてお答えいたしま
す。
　県では、軽石の影響を受けた漁業者への支援策とし
て、海水こし器の導入と１か月分の燃油費の補助を実
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施しているところであります。海水こし器につきまし
ては、令和４年５月20日時点で、要望を受けた53台
のうち46台を設置したところであります。また、燃
油費の補助につきましては、現在、事業実施主体であ
る市町村に対し、要望調査を実施しているところであ
ります。さらに、漁業者に対する燃油高騰対策とし
て、１億8702万5000円を予算措置し、燃油費の一部
を補助する事業を進めているところであります。
　同じく５の(2)、養殖業の振興についてお答えいた
します。
　県では、魚介藻類等の養殖振興を図るため、施設整
備や技術開発による支援を行っております。施設整備
では、種苗生産施設、養殖場などの整備を支援すると
ともに、技術開発では、高水温耐性を持つモズクの系
統作出などに取り組んでいるところであります。さら
に、健全な養殖用種苗を供給するため、栽培漁業セン
ターでは、モズクやヤイトハタ、シャコガイ類などの
種苗生産を行っております。
　県としましては、引き続き、養殖業の振興に取り組
んでまいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　６、建設業について
(1)、国の公共工事における県の取組についてお答え
いたします。
　県では、毎年度、沖縄総合事務局等に対して、県内
企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基
づき、県内建設業者への受注拡大、県内中小企業者へ
の受注機会の確保等を要請しております。この要請を
受けて、沖縄総合事務局等においては、入札参加資格
要件の緩和、分離・分割発注等の県内企業の受注拡大
に努めているとのことであります。
　県としては、引き続き、県内企業のさらなる受注拡
大について、国へ要請してまいります。
　次に８、観光業についての(1)のア、国内クルーズ
船における感染対策についてお答えいたします。
　国内クルーズ船のコロナ対策については、感染予防
対策に関するガイドライン及び県として受入れ条件等
を示した当面の受入れ対応等に基づき、出発港におい
てＰＣＲ検査を実施し、結果が判明するまで出港しな
い等の感染対策を行うこととしております。また、国
内クルーズ船から感染者の陸上隔離要請がある場合、
沖縄本島で感染者を受け入れる等の対応を構築してお
ります。引き続き、地域に応じた受入れ体制の構築を
図り、クルーズの安全・安心の確保に努めてまいりま

す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　６、建設業について
の(2)、沖縄県の契約に関する条例についてお答えし
ます。
　県では、条例の実効性を高めるため、関係部局との
連携を図りながら、全庁的に沖縄県の契約に関する取
組方針の浸透を図っているところです。今年度、条例
制定５年目を迎えることから、この間の社会情勢の変
化や他自治体の公契約条例の運用状況等を踏まえた上
で、学識経験者、経営者団体及び労働者団体から成る
契約審議会において、条例の在り方について多角的な
視点から審議をしていただき、令和４年度内に検討結
果が得られるよう取り組んでいるところでございま
す。
　７、ものづくり産業についての(1)、ものづくり産
業の人材育成と支援策についてお答えします。
　県では、平成22年に素形材産業振興施設に金型技
術研究センターを設置し、金型の技術等に関する指導
や技術者の技術向上を図るため、継続した人材育成に
向けた研修の実施に取り組むなど、金型の設計や製造
に関する技術者の育成に努めております。また、企業
支援につきましては、技術開発や製品開発等の支援を
行うことにより、顧客ニーズに訴求する付加価値の高
い製品開発が可能となるなど、産業の育成につながっ
ているところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　８、観光業
についての(1)のアのうち、那覇空港における国際線
再開後の水際対策についてお答えします。
　那覇空港ターミナルにおける入国者の水際対策につ
いては、厚生労働省那覇検疫所が検疫法に基づき、入
国者の待機施設、陽性時の隔離施設の確保等、検疫体
制の整備を進めており、６月中には完了する見込みと
聞いております。
　同じく８の(1)のウ、観光関連従事者の人材支援策
についてお答えします。
　県では、観光関連事業者や地域通訳案内士等向けに
セミナーを開催するなど、観光人材のスキル維持、
向上に資する取組を実施しております。観光人材確保
に向けては、雇用のミスマッチ防止を目的としたイン
ターンシップ受入れ支援や、観光産業への就職意欲向
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上を目的とした観光業界のイメージアップにつながる
情報発信に取り組むこととしております。また、県や
沖縄労働局で実施する合同説明会や雇用助成事業等を
幅広く周知することにより、取組の効果を高めてまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　８、観光業についての中
の(1)のエ、交通機関の財政支援策についてお答えい
たします。
　県はこれまで、公共交通事業者の経営状況が厳しい
こと等に鑑み、運行継続支援等として、令和２年度以
降３度の補正予算において、総額約11億2000万円の
支援金を支給してまいりました。また、今般措置され
た令和４年度６月補正予算において、燃料高騰分の一
部を補助する支援として、約３億円の補助金を支給す
ることとしております。
　県といたしましては、引き続き、公共交通等の運行
継続が図られるよう取り組んでまいります。
　続きまして９、ＯＩＳＴについての中の(1)、沖縄
の自立的発展等に係るＯＩＳＴの役割についてお答え
いたします。
　県としましては、ＯＩＳＴの研究成果や国際的な
ネットワーク等を活用し、県内企業・大学等との産学
連携の研究開発や県内における起業化を支援すること
で、県内に新たな技術やビジネスモデルを創出し、沖
縄の産業振興や科学技術の振興につなげていきたいと
考えております。
　なお、ＯＩＳＴは、2019年に策定したＯＩＳＴ戦
略計画の中で、現キャンパスの北側の広大な地区をイ
ノベーションエリアとして開発すると記載しておりま
す。いわゆるイノベーション・ハブ構想につきまして
は、今後、ＯＩＳＴの検討状況や恩納村及び国との調
整状況について情報収集に努めたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　10、医療につい
ての御質問の中の(1)、伊是名、伊平屋診療所等に係
る対応についてお答えいたします。
　病院事業局における施設整備については、劣化度調
査の結果を踏まえ、令和３年度に沖縄県立病院施設等
総合管理計画を策定したところであります。同計画で
は、伊是名及び伊平屋診療所等の施設については、屋

上や外壁の修繕等を実施する必要があるとなっている
ことから、必要な修繕等については迅速に対応してい
きたいと考えております。これらの施設については、
公立沖縄北部医療センターの附属の施設となる見込み
であることから、建て替えについては、今後の同セン
ターの整備方針や伊是名、伊平屋両村の意向を踏ま
え、関係機関と調整を行っていきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　再質問をするつもりはなかったんで
すが、時間がちょっとありますので、まず10番から
行きます。
　今、北部病院、整備も進んでいると思いますが、伊
是名、伊平屋の方にお話を聞くと、多分、築四十七、
八年だと思うんですよ。特にコンクリートの剝離が激
しくて、危険構造物になっているという話を聞いたも
のですから、これは北部病院と並行して事業を進めて
もらえないか、その辺ちょっとどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　伊是名、伊平屋の診療所、それから看護師住宅、医
師住宅も含めて、先日視察に行ってまいりました。両
村長とも意見を交換したところでございます。両方の
施設ともやはり築40年を過ぎて、屋上とか外壁等の
老朽化が目立つということで、急ぎ修理するところは
先ほど申しましたように迅速に対応します。建て替え
については、両村長からのかなり強い要望がありまし
て、今後、公立北部医療センターの協議会と一緒に考
えながら、建て替えについて検討していきたいと考え
ております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　北部病院が完成するのは、たしか
五、六年ぐらいかかるわけですよね。その間、一応修
繕で対応するという形になるのか、この辺お答えくだ
さい。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　公立北部医療セン
ターが完成するのは2028年、約６年後というふうに
なっています。その間、やはり急ぎ修理するのは直ち
にやりまして、そのオープンする前に協議をしなが
ら、建て替えについても、その前に実施するか検討す
るということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○○上里　善清君　両村ともこの敷地についてはもう提
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供するというふうに、この前ちょっとお会いしたら、
そのように言っております。本当に今大変な状況らし
くて、そこに赴任した病院の先生、あるいは看護師等
が転勤になった場合、もう二度と伊是名、伊平屋には
来ないというふうな意見も出ているんですよ。だから
僕は北部病院と並行しながら、ぜひこの要請に応えて
ほしいというふうに思っておりますので、ぜひよろし
くお願いいたします。私も伊是名出身ですので、島の
医療というのは、本当にここしかありませんので、万
が一何かあったら、これは命に関わる問題ですから、
ぜひ検討していただきたいと思います。答弁あればお
願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　私も、両村からそ
の新しい土地も準備しているというところもお伺いし
ました。やはり医師住宅もかなり老朽化が進んでおり
まして、快適な環境ができるよう、建て替えについて
県としてしっかり検討していきたいと思います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。

○○上里　善清君　しっかり対応よろしくお願いしま
す。
　終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　この際、お諮りいたします。
　沖縄全戦没者追悼式の準備のため、明22日は休会
といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明22日は休会とすることに決定いたしま
した。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、６月24日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時50分散会
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糸　数　　　公　君
崎　原　盛　光　君
松　永　　　享　君
宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君

知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長
土 木 建 築 部 長

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員

課 長 補 佐
主 幹
主 査

松　田　　　了　君
我那覇　　　仁　君
名渡山　晶　子　さん
田　代　寛　幸　君
名　城　政　広　君
半　嶺　　　満　君
日　下　真　一　君
下　地　　　誠　君
茂　太　　　強　君
安慶名　　　均　君

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○副議長（仲田弘毅君）　これより本日の会議を開き
ます。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
○○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　日本共産党沖縄県議団の瀬長美佐雄です。
　会派を代表して質問を行います。
　昨日は、戦後77年、復帰50年の節目の慰霊の日、
全戦没者追悼式が行われました。平和宣言を私も受け
止め、そして二度と戦争を起こさない決意を誓いまし
た。「こわいをしって、へいわがわかった」。平和の
詩の朗読に目頭が熱くなりました。曽祖母の遺品から
見つかった軍服から平和のメッセージと受け止めた作
品にも感動しました。平和を生きていく大切さを知
り、戦争を許さないと先祖に誓う内容に、平和を希求
するチムグクルがしっかり引き継がれている頼もしさ
と希望を感じました。知事も同様な思いをされたので
はないでしょうか。現在の政治情勢が、児童生徒の願
う気持ちと相当乖離していて、戦争への備えに突き進
む風潮に危機感を抱いているのは、私だけではないと
思います。
　復帰50年の節目に戦争か平和かをめぐる重大な岐
路にあると認識しています。軍事費２倍化、敵基地攻
撃、核兵器共有、沖縄を戦場に想定した軍事演習と避
難訓練まで議論される状況に、戦没者はチムワサワ
サーしていると思います。戦没者への鎮魂の思いを込

め、現在行われている参議院選挙沖縄選挙区では、
オール沖縄候補の勝利で誇りある豊かな沖縄を実現す
る闘う民意を日米両政府に示す決意を表明して質問に
入ります。
　１、翁長前知事が進めた誇りある豊かな沖縄を引き
継ぎ、新時代沖縄政策を進めてきたデニー県政の成
果、実績、２期目に向かう決意を伺います。
　２、復帰50年の新建議書について。
　(1)、屋良建議書を引き継ぐ平和で豊かな沖縄の実
現に向けた新たな建議書の意義とその実現への決意、
今後の取組を伺います。
　３、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画等につい
て。
　(1)、1972年の沖縄振興開発特別措置法の目的、原
点は、苦難の歴史を歩んできた県民に対する政府の償
いの心ではないのか。復帰50年の節目に沖縄振興予
算の減額は自治体の事業に影響を及ぼしているのでは
ないか。新基地とのリンクとの指摘もあり、リンク論
は許せない。見解を伺います。
　(2)、新基本計画の特徴及び県民所得の目標達成へ
の取組と決意を伺います。
　(3)、ＳＤＧｓ未来都市、自治体ＳＤＧｓモデル事
業に選定された意義を伺います。
　４、県経済の回復と県民生活支援の強化について。
　(1)、異次元の金融緩和、低金利政策等による物価
高騰は、低所得者ほど打撃を受け、県民生活に深刻な
影響を及ぼしています。消費税の５％減税やインボイ
ス制度の中止は、家計と中小企業の暮らしと営業を守
る最も効果的な対策ではないかと考えます。消費税減
税を政府に求めるべきではないか答弁を求めます。
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　(2)、課題となっている県民所得向上のために、中
小企業を支援して、最低賃金を全国一律の時給1500
円への引上げを政府に求めるとともに、県独自の県民
生活支援の拡充をさらに求めるものであります。
　(3)、コロナ禍で傷ついた観光関連産業等の支援が
求められています。国に対して財政支援を求めること
と同時に、県独自の支援事業の拡充及び県観光振興基
金を活用して早急な支援が求められています。取組状
況を伺います。
　(4)、農林水産業など第１次産業の強化推進につい
て。
　ア、食料及び飼料等の自給率引上げは急務になって
います。今後の計画を伺います。
　イ、飼料、肥料、燃料等の高騰で生産者の経営が厳
しくなっており早急な支援拡充を求めるものでありま
す。
　５、コロナウイルス感染症が収まらない中、県民の
命を守る取組の強化が引き続き求められています。コ
ロナ感染症への対応、医療機関支援、ＰＣＲ検査数や
定期検査の状況、感染拡大防止への取組と今後の課題
を伺います。
　６、日米首脳会談の合意事項と軍拡問題。
　(1)、岸田総理は、敵基地攻撃能力の保有検討、防
衛費の相当な増額を確保する核戦力含む拡大抑止、辺
野古新基地建設等で、米国大統領と合意しました。新
建議書に逆行する日米共同声明であり、沖縄を再び戦
場にしてはなりません。見解を伺います。
　(2)、憲法９条を生かした軍事によらない平和外
交、ＡＳＥＡＮ諸国との平和共同体との連携による平
和構築に日本が取り組むことが重要だと思うがどう
か。アジア太平洋地域平和連携推進事業が平和構築に
貢献し発展することを期待します。取組状況を伺いま
す。
　(3)、核兵器禁止条約締約国会議にＮＡＴＯ加盟国
の中からもオブザーバー参加国がある一方で、同会議
へのオブザーバー不参加を表明した日本政府に失望の
声が上がっています。戦争被爆国として核兵器禁止条
約への参加を日本政府に求めるべきと思うがどうか。
　(4)、安保法制下の軍事力増強と米軍と自衛隊の軍
事一体化強化に対し、県民の間には、戦争への危機感
が増大しています。辺野古弾薬庫整備、自衛隊との弾
薬共同管理の検討など軍事一体化に反対すべきであ
り、知事の見解を伺います。
　(5)、米軍基地関係特別委員会は、６月20日、嘉手
納町の道の駅かでなに赴き米軍嘉手納飛行場の現地調
査と、嘉手納町役場では、嘉手納町議会基地対策特別

委員会委員の皆様から米軍基地被害の実情についての
説明を受けてきました。６月13日付外来機の大挙飛
来に厳重に抗議する決議では、「我慢に我慢を重ねて
きた町民の受忍限度をはるかに超えており、米軍の傍
若無人な基地運用に対し激しい憤りを禁じ得ない」と
し、嘉手納基地への外来機の飛来を禁止することなど
を求めています。米軍基地負担の軽減に引き続き取り
組むと日本政府は繰り返し、昨日の追悼式でも総理か
らありました。しかし、外来機の飛来・訓練等で爆音
被害等は増え、負担が増大している状況ではないのか
伺います。
　７、辺野古新基地建設をめぐり、政府の設計変更申
請を知事が不承認したことは、多くの県民から支持さ
れています。政府による行政不服審査法の活用の対応
は、地方自治権の侵害であり、国地方係争処理委員会
に不服申立てをしている県の主張、辺野古新基地を断
念させる決意と取組を伺います。
　８、日米地位協定の改定を求めてきた歴史的経緯と
日本の国内法適用など、改定内容の概要とその実現を
阻んでいるのは何か。日本政府の対応への見解、参議
院復帰50年決議、日米地位協定について野党が求め
た見直し検討の文言を自民党から削除を求められ、５
月15日までの参議院での決議が見送られました。政
府の意向を受け、自民党が日米地位協定の見直しに同
意しない状況にあります。日米地位協定改定に関する
この現状から、どのように日米地位協定を改定するの
か。その厳しさへの認識、そして改定への決意を伺い
ます。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　昨６月23日、県主催の全戦没者追悼式、議員諸賢
には御列席をいただき、御霊への鎮魂の祈りをささげ
ていただきましたこと、心より感謝を申し上げます。
これからも恒久平和の実現に向けて、沖縄県として全
力で取り組んでまいりたいと思います。
　それでは、瀬長美佐雄議員の御質問にお答えいたし
ます。
　デニー県政の成果と２期目に向かう決意についての
御質問の中の、これまでの成果と２期目への決意につ
いてお答えいたします。
　私は、知事就任後、祖先への敬い、自然への畏敬の
念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを大切にし、自
立、共生、多様性の理念の下、包摂性と寛容性に基づ
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き、経済、教育、離島振興、基地問題等、あらゆる分
野の施策に全力で取り組んでまいりました。例を挙げ
れば、子供の貧困対策を県政の最重要政策として掲
げ、様々な取組を推進するとともに、こども医療費助
成の通院窓口の無料化を中学卒業まで拡大、中高生の
バスの無料化、少人数学級の対象拡大など、誰一人取
り残さない社会の実現に向けた取組を進めてまいりま
した。また、性暴力被害者ワンストップ支援センター
の拡充や国際家事福祉相談所の設置、沖縄県性の多様
性尊重宣言など、誰もがお互いの人権を尊重し合う
共生社会の実現に向けた取組を推進してまいりまし
た。さらに、ＳＤＧｓの理念や方向性を県政運営や
新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に取り入れるとと
もに、企業・団体等の参画・連携を促進することで、
ＳＤＧｓの全県的な展開を図ってきたところです。　　
　この間、首里城の火災、豚熱や新型コロナウイルス
の発生、そして海底火山噴火による軽石の漂着など、
災害級の対応に迫られながらも、医療提供体制の確保
や観光関連産業をはじめとするあらゆる分野における
経済の回復を図り、県民の暮らしを支え、県勢発展の
ため奮闘努力する県庁職員の先頭に立って、東奔西
走、頑張ってまいりました。県知事として、これから
も、県民の命と暮らしを守る、支える様々な施策を進
めてまいります。そして、誰もが希望のうちに喜びを
見つけることが当たり前に実現する島、幸福が真に実
感できる島、沖縄を目指してまいります。新時代のさ
らに先へ、誰一人取り残すことのない、全てが県民の
ために、あらゆる課題の解決に向けて、県勢の発展の
ため全身全霊で取り組んでいくことを決意し、２期目
の出馬を正式に表明をしたところであります。
　次に、復帰50年の新建議書についての御質問の中
の(1)、建議書の意義と今後の取組についてお答えい
たします。
　50年前、当時の県民は、基地のない平和の島とし
ての復帰を強く望み、琉球政府において、将来の平和
で豊かな沖縄県づくりのための具体的な措置を政府に
求めた復帰措置に関する建議書が作成されました。復
帰から50年を迎えた現在においては、ダム、空港、
道路などのいわゆる社会資本整備が着実に進められ、
観光・リゾート産業の成長など、様々な成果を上げて
きたものと認識しております。しかしながら、沖縄の
基地負担は、復帰時に県民が期待した本土並みには依
然としてほど遠い状況にあり、県民所得の向上、自立
型経済の構築もなお道半ばであります。このため、こ
れら課題の解決を図るとともに、県民が望む沖縄21
世紀ビジョンで描く将来像の実現に向け、平和で豊か

な沖縄の実現に向けた新たな建議書を取りまとめ、去
る５月７日に発信いたしました。
　沖縄県としましては、当該建議書で掲げる平和で豊
かな沖縄の実現が図られるよう、引き続き、沖縄の基
地問題の早期解決等を国へ求めるとともに、新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画に基づき、県勢発展のため
の様々な施策を展開してまいります。
　次に、県経済の回復と県民生活支援の強化について
の御質問の中の(3)、国からの財政支援等についてお
答えいたします。
　観光は沖縄のリーディング産業として、県民の雇用
や暮らしを支えるとともに、沖縄経済の重要な推進力
として沖縄県の振興発展に大きく寄与しており、観光
の回復・復興なくして、沖縄経済の再生はあり得ない
ものと考えております。このため、観光業界との意見
交換に私も参加をさせていただき、沖縄観光の回復・
復興に向けた考え方を今般策定いたしました。この考
え方に基づき、県独自の支援策として赤字の観光事業
者に最大600万円の経営支援等を実施するほか、観光
振興基金の機動的な活用を図るとともに、観光業界と
連携・協力の下、財源の確保に向けた国への要請を
行ってまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○副議長（仲田弘毅君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　３、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画等についての中の(1)、沖縄振興特別
措置法の目的・原点及び基地とのリンク論に対する見
解についてお答えいたします。
　昭和46年10月のいわゆる沖縄国会で沖縄振興開発
特別措置法案が提案された際、山中総理府総務長官の
同法案の趣旨説明において「県民への償いの心をもっ
て事に当たるべきである」との考えが示されました。
沖縄振興特別措置法の目的については、第１条におい
て、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措置
を講ずることにより、沖縄の自立的発展や豊かな住民
生活の実現に寄与することを目的とすると規定されて
おります。このことから、沖縄の自立的発展や豊かな
住民生活の実現に向けた沖縄振興策と米軍基地問題が
リンクすることはあってはならないものと考えており
ます。
　続きまして同じく(2)、新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画の特徴等についてお答えいたします。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画においては、
ＳＤＧｓを取り入れ、前計画の柱である経済と社会の
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２つの基軸に、新たに環境の枠組みを加え、社会・経
済・環境の３つの枠組みに対応する形で、誰一人取り
残すことのない優しい社会の形成、強くしなやかな自
立型経済の構築、持続可能な海洋島嶼圏の形成の基軸
的な３つの基本方向を示し、各施策を展開することと
しております。１人当たり県民所得については、全国
平均の７割程度にとどまっており、県内産業の労働生
産性や稼ぐ力の弱さ等に起因していると認識しており
ます。
　県としては、産業のＤＸ導入や産業人材の育成など
を積極的に推し進め、労働生産性や稼ぐ力の向上を図
るとともに、域内経済循環を高める施策を総合的に展
開することで、強くしなやかな自立型経済を構築し、
県民所得の向上に努めてまいります。
　続きまして同じく(3)、ＳＤＧｓ未来都市等に選定
された意義についてお答えいたします。
　沖縄県は、令和３年５月に優れたＳＤＧｓの取組を
推進する自治体として、国からＳＤＧｓ未来都市及び
自治体ＳＤＧｓモデル事業に選定されました。
ＳＤＧｓ未来都市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業に
選定されたことで、企業・団体をはじめ、県民の認
知度が高まり、おきなわＳＤＧｓパートナーの登録
増など、参画の促進につながっております。また、
ＳＤＧｓへの参画が広がる中、再生可能エネルギー導
入をはじめ、環境に配慮した観光、食品ロスの削減、
子供の貧困対策、持続可能な開発のための教育など、
県民、企業・団体、教育機関等が主体となった様々な
取組が展開されております。
　県としましては、多様な官民の取組が促進されるよ
う、ＳＤＧｓの全県的な展開を加速させてまいりま
す。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　４、県経済の回復と県民
生活支援の強化についての(1)、消費税の減税及びイ
ンボイス制度の中止についてお答えいたします。
　消費税の大部分は、今後も増加が見込まれる社会福
祉、社会保険及び保健衛生の施策に要する重要な財源
となっており、減税についての国の方針は示されてお
りません。消費税を含む各税目について納税が困難な
方に対しては、国や地方団体において猶予制度を活用
し、適切に対応しているところです。また、インボイ
ス制度については、正確な適用税率や消費税額等を把
握する必要性から導入するとされております。
　県としましては、引き続き、国の動向を注視すると

ともに、インボイス制度の円滑な導入に向けた支援に
ついて、全国知事会を通じて国に要望してまいりま
す。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　４、県経済の回復と
県民生活支援の強化についての(2)、全国一律の最低
賃金制度の要望についてお答えします。
　最低賃金の引上げは、県民所得の向上に寄与するこ
とから、県においても重要であると考えております。
　県としましては、県内中小企業の体力を考慮しつ
つ、全国知事会を通じて、引き続き最低賃金の地域間
格差の是正とともに、中小企業の支援強化を国に求め
てまいります。あわせて県では、商工会をはじめとす
る支援機関と連携し、中小企業の経営基盤の強化や
ＤＸの推進等による生産性の向上に取り組んでまいり
ます。
　以上です。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　４、県経済
の回復と県民生活支援の強化についての御質問の中の
(2)、生活困窮世帯等への支援の拡充についてお答え
いたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影
響により生活が困窮した世帯に対し、自立相談支援機
関において、きめ細やかな相談支援を行っているほ
か、住居確保給付金の特例給付や緊急小口資金等の特
例貸付けなどを実施しております。また、新型コロナ
ウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、再
支給が可能となるなど支援が拡充されるとともに、今
回、申請期間の延長等に伴う補正予算を措置したとこ
ろであります。
　県としましては、引き続きこれらの制度を活用し、
生活に困窮する世帯等への適切な支援に取り組んでま
いります。
　続きまして６、日米首脳会談の合意事項と軍拡問題
についての御質問の中の(3)、核兵器禁止条約につい
てお答えいたします。
　県では、全ての核兵器の製造・実験等に反対するた
め、平成７年に非核・平和沖縄県宣言を行ったほか、
核兵器を禁止し廃絶する条約を締結することを全ての
国に求めるヒバクシャ国際署名に沖縄県知事として署
名しており、このような取組を通して、核兵器のない
平和な社会の実現に向け、働きかけてきたところで



– 82 –

す。日本は唯一の戦争被爆国であることから、条約が
目指す核兵器廃絶という目標を共有し、国民の間で議
論していくことが大切であると考えております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　４、県経済の回復と
県民生活支援の強化についての(4)のア、食料及び飼
料自給率向上の取組についてお答えいたします。
　今般のウクライナ情勢等による燃油・飼料・生産資
材価格高騰により、食料安全保障並びに食料・飼料自
給率向上の重要性は、一層高まっているものと認識し
ております。自給率の向上については、農林水産物の
生産拡大が重要なことから、県としましては、各種生
産振興対策、担い手の育成・確保や経営力強化、生産
基盤整備の促進、耕作放棄地を含む農地の有効活用な
ど、自給率の向上に努めてまいります。
　同じく４の(4)のイ、生産資材高騰などに対する県
の対応についてお答えいたします。
　今般の燃油や生産資材などの価格高騰については、
生産者の経営継続並びに食料の安定供給の観点から、
強い危機感を持っているところであります。このた
め、原油価格・物価高騰対策として、配合飼料価格安
定制度の生産者積立金や粗飼料購入経費への一部補
助、漁業者への燃油費補助などを進めていくこととし
ております。
　なお、肥料価格高騰への対応につきましては、国の
動向等を注視しつつ、今後、農業経営に影響が生じな
いよう努めてまいります。
　以上であります。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　５、コロナウイルス
感染症の感染拡大防止への取組と今後の課題について
の御質問のうち(1)、感染拡大防止への取組と課題に
ついてお答えいたします。
　県では、コロナウイルス感染症の対策として、重点
医療機関におけるコロナ用病床の確保や、病床逼迫時
の入院待機施設の設置、接触者ＰＣＲ検査センターの
設置、ＰＣＲ検査の無料化等、医療提供体制や検査体
制の確保等に取り組んでいるところです。また、感染
拡大を防止するため、沖縄県対処方針を策定し、県民
や事業者の皆様に感染対策への協力を要請してまいり
ました。新型コロナウイルス感染症については、一
旦、感染が収まっても再拡大を繰り返すこと、幼年・
若年層、壮年層、高齢者など年齢階層により感染の広

がり方や入院率が異なることなどから、流行状況に応
じた措置を講じる必要があります。
　県としては、専門家の意見を踏まえつつ、効果的か
つ持続可能な対策を講じてまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　６、日米首脳会談の合
意事項と軍拡問題についての(1)、日米首脳共同声明
に対する見解についてお答えいたします。
　県としては、日米首脳間で確認された拡大抑止の強
化や日本の防衛力の抜本的な強化が、復帰後50年を
経てもなお過重な基地負担を強いられ続けている沖縄
のさらなる負担の増加につながることはあってはなら
ず、ましてや米軍基地が集中しているがゆえに沖縄が
攻撃目標とされるような事態は、決してあってはなら
ないと考えております。日米両政府においては、アジ
ア太平洋地域における平和と安定を維持する観点か
ら、平和的な外交・対話による緊張緩和に、積極的に
取り組んでいただきたいと考えております。
　同じく６の(2)、平和構築に向けた日本の取組とア
ジア太平洋地域平和連携推進事業についてお答えいた
します。
　去る５月10日に岸田総理大臣に手交した新たな建
議書では、政府に対し、我が国を取り巻く国際情勢を
踏まえ、平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸
成を図ることで同地域の平和の構築に寄与するなど、
我が国が国際社会において名誉ある地位を占めるべく
積極的な役割を果たすことを求めております。また、
県としては、アジア太平洋地域平和連携推進事業にお
いて、アジア太平洋地域の国・地域に対し、沖縄県か
ら地域の平和と安定の重要性等を発信するとともに、
同地域の５つの国・地域を対象に沖縄との連携の可能
性等に関する調査、有識者会議等の実施や、本事業の
成果等を県内外に広く発信するためのシンポジウムを
開催することとしております。
　同じく６の(4)、米軍と自衛隊との一体化について
お答えいたします。
　１月７日の２プラス２共同発表では、日米は、「同
盟の役割・任務・能力の進化及び緊急事態に関する共
同計画作業についての確固とした進展を歓迎し」、
「南西諸島を含めた地域における自衛隊の態勢強化の
取組を含め、日米の施設の共同使用を増加させる」旨
が示されました。また、今年２月、辺野古弾薬庫に４
棟の弾薬庫が完成したこと及び県内にある米軍弾薬庫
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を自衛隊が共同使用する案が日米両政府内に浮上して
いるとの報道がありました。
　県は、県内における日米共同訓練の激化等、これ以
上の基地負担があってはならないと考えており、引き
続き、情報収集を行い、適切に対応してまいります。
　同じく６の(5)、外来機飛来等による負担増大につ
いてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、去る６月１日から嘉手納飛行
場に多数の外来機が飛来し、最大でＦ22戦闘機やＦ
16戦闘機など合計４機種32機の外来機が駐機してい
たとのことです。また、６月６日から三連協が実施し
た航空機騒音測定結果では、北谷町において最大で
112デシベルが観測されております。同飛行場におい
ては、昼夜を問わないエンジン調整や訓練、外来機の
度重なる飛来や暫定配備に加え、パパループの一時使
用など、負担軽減と逆行する状況にあると言わざるを
得ません。このため県は、在沖米空軍及び沖縄防衛局
に対し、外来機の飛来制限など地元が負担軽減を実感
できる取組を行うよう強く要請しております。
　次に７、辺野古新基地建設についての(1)、辺野古
新基地建設を断念させる決意と取組についてお答えい
たします。
　知事は、辺野古に新基地は造らせないとの公約を掲
げて当選し、多くの県民の負託を受けております。県
としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も早い
危険性の除去にはつながらないと考えており、政府に
対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿勢を
粘り強く求め、辺野古に新基地は造らせないとの知事
公約の実現に向けて全力で取り組んでまいります。
　次に８、日米地位協定についての(1)、日米地位協
定の見直し要請の経緯等についてお答えいたします。
　日米地位協定の見直しについて、県は、日米両政
府に対し、平成７年は10項目、平成12年は11項目17
事項、平成29年は平成12年以降の状況の変化等を踏
まえ、11項目28事項の要請を行い、航空法や環境保
全、検疫等に関する国内法の適用等を求めてきたとこ
ろです。これに対し政府は、地位協定の運用の改善に
よって機敏に対応していくことが合理的としておりま
す。
　県としては、米軍基地をめぐる諸問題の解決を図る
ためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善で
は不十分と考えており、これまで実施した他国調査の
成果を活用するなど、引き続き、全国知事会や渉外知
事会等とも連携し、日米地位協定の見直しに向けた取
組を強化してまいります。
　以上でございます。

○○副議長（仲田弘毅君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　７、辺野古新基地建
設について(1)、国地方係争処理委員会への審査申出
についてお答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、昨年11月25日に不承認とす
る処分を行っております。沖縄防衛局が、県の処分に
対し行政不服審査法に基づくとする審査請求を行った
ことから、令和４年４月８日に国土交通大臣は不承認
処分を取り消すとする裁決を行うとともに、同月28
日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いまし
た。県は、沖縄防衛局が固有の資格において不承認処
分を受けたものであり、審査請求を行うことは認めら
れないことなどから、同年５月９日に国地方係争処理
委員会に裁決の取消し勧告を求める審査の申出、さら
に、是正の指示が国の違法な関与であることから、同
月30日にその取消し勧告を求める審査の申出を行っ
たところであります。
　県としては、国地方係争処理委員会による審査にお
いても、引き続き、今回の不承認処分は、公有水面埋
立法に基づき適正に判断したものであることを主張し
てまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　答弁ありがとうございました。
　再質問を行います。
　まず、県政不況と捉えるような発言がありました。
実質、この間、振興予算、一括交付金が減らされても
まいりましたし、それを自民党のほうから街頭演説
で、例えば一括交付金が減らされた理由は執行率が低
いからだというような発言を私も直接伺いましたが、
この間、執行率の向上に努めてきたのではないか。執
行部の見解について伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　ソフト交付金の執行率で
すけれども、たしか平成29年の概算要求で繰越し等
が多いと、それを理由として減額されたところです。
平成25年度から29年度は執行率70％台で推移してお
りますが、平成30年度以降は80％を超える水準で執
行率が向上しているところでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　振興予算を減らされた、一括交付
金が減額されているということは、執行率が低調とい
うのは当たらないという答えだと思います。この間、
着実に県経済は力をつけてきたのかなと。それが補正
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で県税の増加にもつながったのかと思いますし、ちな
みに国税も4000億を超える額に到達しているのでは
ないかと。沖縄の経済の力は着実に伸びてきた、つい
てきたということについて伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　県税収入で申し上げます
と、10年前の平成23年度は906億円、そして令和３
年度の県税収入は1402億円、率にしまして54.7％の
増となっているところでございます。ちなみに１年は
ずれますが、全国の道府県税、全国の収入の額は、平
成23年度と令和２年度を比較すると、率にして33％
の増というところでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　ちなみに国税は4000億を超えて
いると思いますがどうでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　国税の収入額ですが、平
成30年度が3939億円、令和元年度が4175億円、令
和２年度が4118億円となっているところでございま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　瀬長美佐雄君。
○○瀬長　美佐雄君　どうもありがとうございました。
　時間が迫っていますので、最後に知事に伺います。
　新建議書の実現はとても重要であり、振興計画の推
進もまた沖縄のあるべき姿の実現にとても重要と。そ
れをつくった責任も含めて、ぜひ執行責任もあると思
いますし、この２期目に臨む、その実現を含めて、子
供たちの明るい輝く未来のために頑張るということ
で、知事の見解を伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　復帰50年に当たり取りま
とめました新たな建議書においては、51年前の当時
の建議書に盛り込みたかった県民の思い、それからこ
の間、50年間の取組、さらにはそこでいまだ解決さ
れていない課題、さらには、新・21世紀ビジョン基
本計画を掲げて県が進んでいく方向性を含めて取りま
とめさせていただきました。ですから我々としては、
ぜひ次世代、次々世代に向けて、今、万全たる平和の
理念を改めて確認するとともに、平和だからこそ沖縄
の将来像を描いていけるというそういう取組を、いわ
ゆる日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和
主義などの理念と重ねながらしっかりと進めていくよ

う取りまとめたものであります。さらに、令和４年度
から新たな振興計画もスタートいたしました。その振
興計画をしっかりと進めていくためにも、２期目に向
けて強い決意で取り組んでまいりたいと思います。
○○瀬長　美佐雄君　ありがとうございました。
○○副議長（仲田弘毅君）　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○○西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　会派を代表して質問を行います。
　一般住民を巻き込んだ苛烈な地上戦で、県民の４人
に１人が犠牲になった沖縄戦です。慰霊の日は、犠牲
者を悼んで二度と戦争をさせないことを誓う日として
連綿と続けられてきました。デニー知事は、平和宣言
で辺野古新基地断念を求め、沖縄から世界へ平和の声
をつなげ、二度と沖縄を戦場にさせないために、核兵
器の廃絶、戦争の放棄、恒久平和の確立に向けて絶え
間ない努力を続ける決意を高らかに宣言しました。敵
基地攻撃能力を保有して、軍事対軍事で、軍事費も２
倍にして軍拡競争に陥れば戦争の危険が高まるばか
りではないでしょうか。米軍専用基地面積が全国の
70.3％、先島にミサイル部隊を配備した沖縄こそ、
真っ先に反撃されて再び戦場になる危険は火を見るよ
り明らかです。紛争を戦争にしないため、憲法９条を
生かした平和外交によって、戦争の心配のない日本、
東アジアをつくることが暮らしも平和も守る道ではな
いでしょうか。
　それでは、知事の政治姿勢についてお尋ねします。
　戦後77年目の慰霊の日を迎えたが、本土防衛の捨
て石にされ、苛烈な沖縄戦によって県民の４人に１人
が犠牲になりました。沖縄が戦場になる危険が増して
いるが、沖縄を再び戦場にしてはなりません。知事の
認識を問います。
　いまだ遺族の元に帰ることのできない戦没者遺骨は
どれだけ残されているのか。南部の戦没者の遺骨の混
じる土砂を、決して、辺野古新基地の埋立てに使わせ
てはなりません。県の対応を伺います。
　復帰の日を正確に答えたのが22％にとどまったと
いう高校生のアンケート調査が報じられました。学校
教育における復帰50年の取組について伺います。ま
た、沖縄の歴史を学んで、平和で豊かな沖縄の実現に
向けて考える継続した学校教育が必要であるが、取組
を伺います。
　那覇新都心、北谷町美浜やライカムなど米軍基地返
還後の経済効果と雇用効果を問います。今後返還予定
のキャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間基地、牧港
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補給基地、那覇軍港が返還されたときの経済効果、雇
用効果を伺います。米軍基地を返還させてこそ、沖縄
経済は飛躍的に発展するのではありませんか。
　米軍基地と発がん性の有害物質ＰＦＡＳ問題につい
て。
　日本政府が、2018年に普天間基地内のＰＦＡＳが
国の暫定指針値の576倍に上る調査結果を把握しなが
ら、今日まで公表してこなかったことは言語道断で
す。米軍基地を原因とするＰＦＡＳ汚染の実態と米軍
基地への立入り要請に対する日米政府の対応を伺いま
す。
　水道水のＰＦＡＳ濃度を軽減する取組と、政府の責
任で住民の血中濃度検査を行わせることについて伺い
ます。
　日米両政府は、生物多様性の豊かな自然の浦添西海
岸に軍港建設を進めているが、那覇軍港での米軍訓練
で浦添移設の前提条件は崩れています。今後の対応を
問います。
　子供の貧困対策について。
　基金事業を含めたこれまでの貧困対策の成果につい
て伺います。
　貧困対策の最終評価と課題、コロナの影響が続く中
での昨年10月調査で見える取組の成果及び今後の取
組について伺います。
　４月から中学卒業までの医療費窓口無料を実施しま
した。子供の貧困解消に大きな役割を果たすことにな
ると思うが、見解を伺います。
　コロナ禍や物価高騰でひとり親の生活困窮が深刻に
なっています。ひとり親への特別な支援策が必要だ
が、県の取組を伺います。
　民間施設利用の学童クラブ家賃補助制度は補助上限
が25万円となっているが、それ以下の家賃であるの
に満額補助されていない自治体に対する県の対応につ
いて。また、政府の家賃補助制度を適用できない学童
クラブについて、県が今年度から家賃補助を実施した
が、学童クラブの件数と家賃を満額補助することにつ
いて伺います。
　高齢者福祉について。
　特別養護老人ホームの待機者は何人いますか。これ
までの施設増と定員増及び今後の増設計画を問いま
す。認知症の方の住まいとなるグループホームの増
設、今後の計画も伺います。
　沖縄県民は本土に比べて低い年金額で、生活困窮者
が多いです。政府の年金削減による県民の影響額は幾
らですか。年金削減についても、10月から75歳以上
の医療費２倍化についても中止を求めるべきです。見

解を問います。
　県立病院や保健所の体制強化について。
　コロナ感染が厳しい状況になった沖縄県で、県立病
院が大きな役割を果たしたのではありませんか。県立
病院の医師や看護師、職員体制の強化について伺いま
す。今後の県立病院の目指す将来像を問います。
　コロナ禍で保健所などの体制強化を求めてきまし
た。職員増はどうなりましたか。
　離島支援について。
　沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業やガソリン
など本島より高い生活コストを引き下げるための支援
などを行っていますが、離島支援の成果と拡充策を伺
います。
　老朽化した伊是名診療所などの改築、災害対策とし
て伊平屋診療所と歯科診療所の高台移転を急ぐことが
両村長・議会を挙げて要請されています。公立北部医
療センター整備協議会において、両診療所の改築の課
題や北部の12診療所の今後の在り方について協議を
進めることについて伺います。
　那覇みらい支援学校が開校して、過密校解消、施設
設備、教職員体制など大きな前進があったと思いま
す。支援教育に果たす役割を伺います。また、中部に
建設予定の特別支援学校の進捗はどうなっています
か。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　西銘純恵議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、慰霊
の日を迎えた知事の思いについてお答えいたします。
　沖縄戦は、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦であり、
多くの貴い生命とかけがえのない文化遺産や美しい自
然を失いました。私たち沖縄県民は、戦争の不条理と
残酷さを身をもって経験したことから、平和の尊さも
肌身で感じており、世界の恒久平和を心から望んでお
ります。忌まわしい戦争の記憶を風化させないため
に、沖縄戦の実相や教訓を次の世代に正しくしっかり
伝えていくことは、私たちの大切な使命だと思ってお
ります。
　沖縄県としましては、沖縄から世界へ平和の声をつ
なげ、二度と沖縄を戦場にさせないために、核兵器の
廃絶、戦争の放棄、恒久平和の確立に向けて、これか
らも全身全霊で取り組んでまいります。
　次に、子供の貧困対策についての御質問の中の
(1)、基金事業を含めた貧困対策の成果についてお答
えいたします。
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　沖縄県では、子どもの貧困対策推進基金を活用し、
市町村の取組を支援してまいりました。その結果、
令和２年度の就学援助受給者数は、平成27年度と比
べ約5700名増えております。援助率は20.4％から
24.1％と拡充が図られました。放課後児童クラブ利
用料についても６年間で、延べ9700名の負担軽減が
図られております。また、沖縄子供の貧困緊急対策事
業等を活用し、子供の居場所の整備や無料塾などの学
習支援により高校や大学等への進学につながるなど成
果が得られております。沖縄県では、今年４月に子ど
もの貧困対策推進基金を新たに60億円規模に積み増
したところであり、今後とも、社会の一番の宝である
子供たちが、その生まれ育った環境によって左右され
ることなく、夢や希望を持って成長していける誰一人
取り残さない優しい社会の構築に向けて、その実現を
目指し、子供の貧困対策に取り組んでまいります。
　次に、特別支援学校についての御質問の中の(1)、
那覇みらい支援学校の開校等についてお答えいたしま
す。
　県立那覇みらい支援学校は、保護者等関係者の期待
を担い４月に開校いたしました。同校の開校により、
那覇・南部地区各学校の過密化が改善され、生徒等の
通学負担の軽減と教育環境の整備が図られていると報
告を受けております。私が同校を視察した際には、生
徒が伸び伸びと活動する様子をじかに拝見することが
でき、また、地域との連携や相互交流に取り組んでい
きたいという学校の温かく強い思いにも触れ、地域に
おける特別支援学校の必要性と重要性を改めて認識を
したところであります。中部地区においても、新たな
特別支援学校の設置に向け、現在うるま市の県有地を
候補地として選定したところであり、令和10年度の
開校を目標に取り組んでまいります。
　沖縄県としましては、今後とも特別支援学校のセン
ター的機能を生かし、地域のインクルーシブ教育シス
テムの構築に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(2)、未収容の戦没
者遺骨についてお答えいたします。
　沖縄戦では、18万8136人の方が戦没されており、
令和４年３月末現在、県内には、いまだ収容がかなっ
ていない御遺骨が2719柱残されております。
　次に２、子供の貧困対策についての御質問の中の

(2)、第１期計画の最終評価及び子ども調査の結果等
についてお答えいたします。
　昨年度実施しました第１期子どもの貧困対策計画の
最終評価では、待機児童数の減少や放課後児童クラブ
利用料の低減など、一定の成果とともに、ヤングケア
ラーへの対応など新たな課題も浮き彫りになりまし
た。また、令和３年度子ども調査では、新型コロナウ
イルス感染症の影響により世帯収入が減ったと回答し
た割合は、ひとり親世帯ほど高い結果となりました。
これらを踏まえ、県では、ひとり親家庭の支援やヤン
グケアラーなど困難を有する家庭への訪問支援などに
取り組んでまいります。
　同じく(4)、ひとり親世帯への支援策についてお答
えいたします。
　県では、コロナ禍において物価高騰等に直面する低
所得の子育て世帯に対して、児童１人当たり一律５万
円の子育て世帯生活支援特別給付金を市町村と連携し
て支給いたします。また、ひとり親が安定した収入を
得ることが重要であることから、看護師や保育士等の
資格取得を目指す方に生活費を支給する高等職業訓練
促進給付金について、短期間で取得が可能な民間資格
も対象とするなどの拡充を行っており、これらの支援
事業の活用について周知を図ってまいります。
　次に３、学童クラブ家賃補助についての御質問の中
の(1)、放課後児童クラブへの家賃補助についてお答
えいたします。
　令和３年度は12市町村112か所において家賃補助
を実施いたしました。このうち４市町が上限額を設定
しております。また、今年度から沖縄振興特別推進交
付金を活用して家賃補助対象を拡充することとして
おり、新たに13市町村114か所への支援として、約
１億5200万円の予算を措置しております。県では、
去る６月３日に市町村説明会を開催し、クラブ利用料
金の低減が十分図られるよう、制度の最大限の活用を
促したところです。引き続き、家賃補助が効果的に運
用されるよう、市町村と連携し、取り組んでまいりま
す。
　次に４、高齢者福祉についての中の(1)、特別養護
老人ホームの入所待機者等についてお答えいたしま
す。
　特別養護老人ホームへの入所の必要性が高い待機
者は、令和３年10月末現在、767名となっておりま
す。平成30年度からの３年間の整備量は、特別養護
老人ホーム等28施設626床となっております。県で
は、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、令和３年度
からの３年間で、特別養護老人ホーム395床やグルー
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プホーム225床の整備等により、1289床の定員増を
図ることとしております。
　県としましては、必要なサービス量の整備がなされ
るよう、引き続き市町村と連携して取り組んでまいり
ます。
　同じく(2)、年金引下げについてお答えいたしま
す。
　令和４年度の年金額につきましては、令和３年度か
ら0.4％の引下げとなっております。沖縄県の令和２
年度の平均受給額で試算いたしますと、年間で１人当
たり、国民年金は約2500円、厚生年金では約6000円
の減額になります。
　県としましては、年金引下げ等により生計の維持が
困難となる方に対しては、生活困窮者自立支援制度や
生活保護制度等による支援に努めてまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(2)、本島南部地区の土砂の使用についてお
答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、厳正に審査した結果、公有水
面埋立法の要件に適合しないと認められることや埋立
ての必要性について合理性があるとは認められないこ
となどから、昨年11月に不承認とする処分を行って
おります。県の処分が不承認となったことから、沖縄
本島南部地区の土砂が普天間飛行場代替施設建設の埋
立てに用いられることはないものと考えております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　１、知事の政治姿勢につい
ての(3)、復帰50周年と沖縄の歴史教育の取組につい
てお答えいたします。
　学校教育における復帰50周年の取組につきまして
は、これまでの沖縄の歴史を振り返る機会とするた
め、各学校において特設授業や特別活動等、年間行事
計画に位置づけ、教育活動全体で取り組むこととして
おります。また、７月には、高校生代表者会議で、復
帰50周年をテーマに沖縄の未来について話し合う予
定となっております。沖縄の歴史教育の取組につきま
しては、各学校の社会科等の授業において、地域や学
校の実態に応じた教材や内容の創意工夫等により取り
組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き、沖縄の歴史

教育の充実を図ってまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての中の(4)、基地返還跡地等の経済効果等につい
てお答えいたします。
　県では、既に返還された那覇新都心地区、小禄金城
地区、桑江・北前地区の活動による直接経済効果は、
返還前の89億円に対し、返還後は2459億円と約28
倍、跡地利用に伴う誘発雇用人数が、返還前の767人
に対し、返還後は２万4737人と約32倍になると試算
しております。なお、泡瀬ゴルフ場跡地については、
北中城村と北中城村アワセ土地区画整理組合が、直接
効果を約359億円、雇用効果を約6331人と試算して
おります。また、今後返還が予定されているキャンプ
桑江、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場、牧港補給地
区、那覇港湾施設の活動による直接経済効果は、返還
前の501億円に対し、返還後は8900億円と約18倍、
跡地利用に伴う誘発雇用人数が、返還前の4400人に
対し、返還後は８万503人と約18倍になると試算し
ております。
　続きまして６、離島支援についての(1)、離島支援
の成果と拡充策についてお答えいたします。
　県では、離島住民の交通コストの負担軽減を図るた
め、航路及び航空路の運賃低減に取り組み、平成24
年度の延べ利用者数83万人に対し、コロナ禍前の令
和元年度は、31万人増の114万人となるなど、一定
の成果を上げております。また、県内離島に輸送され
る石油製品の輸送費補助については、令和２年度に実
施した調査によると、平成24年度と比較してガソリ
ン１リットル当たりの価格差は、25円から15円に縮
小しております。
　県としましては、同事業を安定的かつ継続的に実施
することが重要であると考えており、今後も離島住民
等の交通コストや生活コストの負担軽減に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)、ＰＦＡＳ汚染の実態と米軍基地への立入
り要請についてお答えをいたします。
　県では平成28年度から米軍基地周辺におけるＰＦ
ＯＳ等調査を実施しており、昨年度の冬季調査では、
５か所の米軍基地周辺の湧水等47地点中33地点で国
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の定めた暫定指針値を超過しておりました。特に嘉手
納飛行場及び普天間飛行場周辺でＰＦＯＳ等が継続し
て検出されていることについては、両飛行場が汚染源
である蓋然性が高いことから、原因究明のための立入
り申請を行ってきましたが、いまだ実現できておりま
せん。県では、早期に立入調査ができるよう引き続き
国及び米軍に対し強く求めてまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○○企業局長（松田　了君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)のイのうち、企業局のＰＦＯＳ等対策につ
いてお答えします。
　企業局ではＰＦＯＳ等濃度の高い中部水源からの取
水抑制を令和２年度以降強化しております。また、令
和３年度に北谷浄水場の活性炭の２分の１をＰＦＯＳ
等の吸着能力が高い高機能活性炭に取り替えておりま
す。これらの対策により、令和４年２月以降、浄水中
のＰＦＯＳ等濃度は１リットル当たり６ナノグラム以
下と国が定めた暫定目標値50ナノグラムを大きく下
回っております。引き続き、中部水源の取水抑制を強
化しつつ、高機能活性炭への取替えを推進し、さらな
るＰＦＯＳ等低減化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(5)のイのうち、住民の血中
濃度検査についてお答えいたします。
　県としては、米軍基地由来の有機フッ素化合物への
対応については、国の責任において適切に対処する必
要があると考えており、軍転協を通して、国に要請し
ているところです。有機フッ素化合物の健康への影響
については、まだ研究段階で、血中濃度検査等の医学
的な評価ができない状況であることから、引き続き、
健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等
の必要性について検討していきたいと考えておりま
す。
　続いて２、子供の貧困対策についての御質問の中の
(3)、こども医療費窓口無料化についてお答えいたし
ます。
　県では、令和４年４月から県内全ての市町村におい
て、通院対象年齢の中学校卒業までの拡大と、現物給
付、いわゆる窓口無料化が実施されております。これ
により、子供の疾病の早期発見、早期治療を促進し、
子供の健全な育成が図られるとともに、経済的理由で

受診を控えることがあった世帯においても、必要な医
療を受けることができることから、子供の貧困対策に
も寄与するものと考えております。
　県としましては、引き続き、市町村等と連携し、安
定した運営が図れるよう取り組んでまいります。
　続いて４、高齢者福祉についての御質問の中の(2)
のうち、後期高齢者の窓口負担引上げについてお答え
します。
　今回の見直しにつきましては、後期高齢者医療制度
における現役世代の負担軽減を図ることを目的に行わ
れたものと認識しております。
　県としましては、引き続き医療保険制度の給付と負
担の見直しの検討を行う場合には、必要な医療への受
診抑制につながることがないよう、特に低所得者に十
分配慮した制度の在り方を検討するよう全国知事会を
通し要請してまいりたいと考えております。
　続いて５、県立病院や保健所の体制強化についての
御質問の中の(2)、保健所の職員増についてお答えし
ます。
　保健所においては、新型コロナウイルス感染症対策
に係る積極的疫学調査など業務が増大していたことか
ら、令和４年度は、保健師12名、事務職７名、指定
感染症支援員９名を増員したほか、感染拡大時には応
援職員も動員し対応しております。また、外部委託等
により、最大で看護師23名、事務員80名を確保し、
保健所の体制強化に取り組んでおります。
　続いて６、離島支援についての御質問のうち(2)、
公立沖縄北部医療センター附属診療所についてお答え
します。
　北部圏域における県立及び市町村立診療所につきま
しては、北部基幹病院の基本合意書において、原則、
北部医療センター附属診療所として位置づけることと
しております。県では、現在、各診療所の移管に関す
る意向確認に加え、診療所建て替えや医療機器を整備
する場合の負担方法、医療従事者の確保などについ
て、関係市町村と協議を行っているところです。伊是
名診療所及び伊平屋診療所の建て替えにつきまして
は、両村の医療提供体制の充実が図られるよう、開設
者である病院事業局など関係部局と協議を行っていき
たいと考えております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長｡
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(6)、那覇港湾施設の移設についてお答えい
たします。
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　市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空
港に近接している那覇港湾施設において、復帰後50
年間行われてこなかった運用が行われることは、基地
と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民にさら
なる基地負担を強いるものであり、決して容認できま
せん。同施設の代替施設については、現有の機能を確
保することを目的としていることが移設協議会におい
て繰り返し確認されており、那覇港湾施設の移設によ
り基地機能が強化され、沖縄の基地負担の増加につな
がることがあってはならないと考えております。県
は、米軍及び日米両政府に対し、在沖米軍基地におい
て、従来行われてこなかった運用を行うことにより、
基地負担を増大させることのないよう、強く求めてま
いります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　５、県立病院や保
健所の体制強化についての御質問の中の(1)、県立病
院の役割、職員体制、将来像についてお答えいたしま
す。
　県立病院においては、新型コロナウイルス感染症病
床を確保し、民間の医療機関では対応が困難な患者の
受入れなど、コロナとコロナ以外の医療提供に大きな
役割を果たしてきました。また、医療の質の向上や
適正な労働環境の確保に向け、医師や看護師など合
計108人を増員し、職員体制の強化を図ったところで
す。病院事業局では、今年３月、県立病院ビジョンを
策定し、県立病院として必要な医療の提供及び充実を
図るため、高度医療機器整備、人材の確保・育成及び
働き方改革の推進など、10年後の目指すべき将来像
を設定しております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　再質問を行います。
　最初に、岸田首相が昨日の戦没者追悼式で、戦没者
を悼む言葉を述べています。ならば、南部の土砂を辺
野古新基地の埋立てに使うのは撤回すべきだと、沖縄
県民は思っています。糸満の鉱山での土砂採掘につい
て、公害等調整委員会が出した和解案に対する対応を
知事に伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時21分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　玉城知事。

○○知事（玉城デニー君）　御質問にお答えいたしま
す。
　沖縄県では、総務省の公害等調整委員会から示され
た合意案について、部局を通して対応を検討してまい
りました。まず、戦跡国定公園としての風景を構成す
る要素である御遺骨への配慮については、事業者が措
置命令の発出後、掘採予定地の約半分の区画について
関係機関と調整の上、戦没者遺骨収集情報センターに
よる御遺骨の調査・収集を既に実施しております。ま
た残り半分のうちの大半は、ほかの場所から持ち込ま
れた盛り土であるため、御遺骨が混入している可能性
が低いと考えておりますが、さらに工事開始後に御遺
骨が発見された場合も、一定範囲の工事を一定期間中
止するとしており、関係機関による御遺骨の調査・収
集の機会が確保されております。
　それから、工事中の風景への配慮については、表土
を剝離した範囲は緑色のシートで覆うとしているこ
と、原状回復についても掘採完了後に順次埋め戻しを
行い、元の植生であるガジュマルの植栽を行うことと
しております。
　以上のことから、県としては、今回の合意案は措置
命令の内容をおおむね反映していると判断し、これを
受け入れることとしております。
　私は、戦没者の御遺骨が混入した土砂が工事や埋立
てなどによって使われることは、さきの大戦で亡く
なった方々を悼む心を持つウチナーンチュの一人とし
てあってはならないというように考えております。県
議会で議決された意見等も踏まえ、今後とも戦没者の
御遺骨が混入した土砂が使われることのないよう、引
き続き戦没者遺族と県民の心情も踏まえ、適切に対応
してまいります。
○○副議長（仲田弘毅君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　ただいまの答弁をいただいて、本
当に戦没者の遺族の皆さんの思いに応えて頑張ってい
ただきたいと思います。
　次に移ります。
　伊平屋、伊是名診療所に関して、修繕を急がなけれ
ばならないものは早急に修繕すべきだと思います。病
院事業局長、両村に行かれたということですが、知事
が現場を調査して、修繕を急がせる必要があると思い
ますが、知事に伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど保健医療部長から答
弁をさせていただきましたが、伊是名診療所及び伊平
屋診療所の建て替えについては、両村の医療提供体制
の充実が図られるよう、病院事業局など関係部局と協
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議を行っていきたいと思いますが、緊急に必要な修繕
等については、これはもう迅速に対応する必要がある
ということは言うまでもないと思います。機会があれ
ば私もぜひ視察の時期を考えたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　去年の11月に要請が出されて、
修繕を急いでやられたものもあると思うんですが、そ
の部分についてお答えはいただけますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えいたしま
す。
　以前、文教厚生委員会の方が伊是名、伊平屋に行か
れて、トイレの不具合の話がございました。これは令
和元年に既に修理済みでございます。それから去年、
屋上の水漏れに関しては、今年の５月20日に貯水槽
の清掃時に排水溝の整備を行い、現在、雨漏りはして
いないということの報告がありました。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　急ぐものもやりながらということ
ですが、知事が現場に行かれるということですので、
島の皆さんも期待していると思います。
　次に移ります。
　アメリカの環境保護庁が、ＰＦＡＳの生涯健康勧告
値を大幅に引き下げています。日本政府や在沖米軍基
地で基準引下げを求めること、そして基地内への立入
調査の実現について、とても重要だと思うのですが、
知事の見解を伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　お答えいたします。
　米国環境保護庁が生涯健康勧告値を引き下げ、暫定
の健康勧告値を公表したことは確認しております。現
在、公表された内容の詳細について情報収集に努めて
いるところであり、国においても、諸外国の動向等も
確認しながら対応を検討していくとのことでありま
す。あわせて、新たな健康勧告値が公表されたことを
踏まえ、国や米軍に対し、県が求めている基地内への
立入りを認めることや、国や米軍による調査と対策の
実施等について、早急な実施が行われるよう改めて強
く求めてまいりたいと考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　ＰＦＡＳの基準値、限りなくゼロ
に近いという形で出ていますけれども、私は知事にも
ぜひこの件については答弁をいただきたいと思うので
すがいかがですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。

○○知事（玉城デニー君）　先ほど企業局長から答弁さ
せていただきましたけれども、このＰＦＯＳの基準値
については、詳細についてこれからまた情報収集をし
てまいりたいと思いますが、いずれにしましても、
我々は県民に対してやはり安全・安心な水をお届けす
るという考えの下でしっかりと対応していくために、
国及び米軍とも引き続き協議を進めてまいりたいと思
います。
○○副議長（仲田弘毅君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　浦添新軍港についてですけれど
も、協議会の新しい案が出ていますが、軍港を造って
環境を守るということは不可能だと思います。県が防
衛局に出された10項目の確認事項について説明をい
ただきたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県は第28回移設協議会において、防衛省が報告し
た那覇港湾施設の代替施設の位置及び形状案につきま
して、沖縄防衛局に対して自然的環境を保全する区域
に与える影響やハンマー型形状の必要性、それから面
積の再検討、民港との整合等、10項目の照会を行っ
たところでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　西銘純恵さん。
○○西銘　純恵さん　10項目について、きちんと報告
いただきたいということでお願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　10項目の照会事項で
すけれども、まず第１点として自然的環境を保全する
区域、潮流等に与える影響、それから２点目として第
２防波堤が自然的環境を保全する区域に与える影響、
それから３点目としてハンマー型形状の必要性、４点
目ですが環境保全への具体的な内容、それから５点目
として港湾計画改訂と代替施設の精度との関係、６点
目ですがこれは制限水域の必要性、７点目、面積の再
検討、８点目が民港機能への配慮、それから９点目と
して民港から離れた配置の検討、さらに10点目とし
て民港施設からの景観への影響、この10項目を照会
しております。
○○西銘　純恵さん　終わります。
　ありがとうございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
○○次呂久　成崇君　こんにちは。
　会派おきなわ南風の次呂久成崇です。
　今年初めての質問なので、一張羅のミンサーウエア
を着てきたんですけれども、スクリーンが１つ映らな



– 91 –

いということで少し残念です。
　それでは代表質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、港湾施設であるはずの那覇軍港に事前連絡の
ないオスプレイの飛来が相次いでいる。米軍と政府の
認識と対応は沖縄の基地負担軽減に逆行するものであ
り、今後も繰り返される可能性が十分にある。県の見
解と今後の対応について伺う。
　(2)、去る３月にフィリピンに向かっていた米軍の
オスプレイが石垣空港に緊急着陸し、４月10日には
宮古空港に米軍の大型ヘリコプター４機が緊急着陸し
ている。国際情勢の緊迫化に伴い、米軍機のトラブル
増加や離島空港への緊急着陸、空港使用が常態化し県
民の暮らしへの影響が懸念されるが県の見解と今後の
対応について伺う。
　(3)、石垣市平得大俣の陸自配備予定地の高地から
の排水路が直角になっていることに対し、県は水理学
上、適切でないため是正するよう防衛局に求めたとい
うことだが回答はどうなっているのか伺う。
　(4)、知事は就任後、公約の全てに着手し全力で取
り組んできたと認識しているが、就任後、新たに発生
した豚熱や新型コロナ、首里城火災など様々な課題に
対してどのように向き合ってきたのか。特に沖縄モデ
ルと評される新型コロナ対策については、どのような
工夫を行いながら取り組んできたのか伺う。
　２、環境行政について。
　(1)、知事は昨年５月12日にマスコミの取材に対し
て、自然環境を保全することが沖縄県の使命だと重く
受け止めていると、環境保全の取組を進める考えを示
した。保全の具体策として、１、管理型観光の仕組み
づくり、２、希少種保護に向けた交通事故や密猟の防
止、３、外来種対策を挙げたが、世界自然遺産登録後
のこれらの取組について伺う。
　(2)、西表島の観光管理の取組について、昨年５月
に世界自然遺産の諮問機関から観光管理が重要な課題
であることが指摘されている。課題と主な対策の取組
について伺う。また、その取組の中で国、県、竹富町
のそれぞれの役割について伺う。
　(3)、特定外来生物に指定されているツルヒヨド
リ、ナガエツルノゲイトウ、ボタンウキクサの県内の
侵入及び定着状況、その被害と防除実施状況について
伺う。
　(4)、西表島は約72％が世界自然遺産区域になって
いるが、その区域内でノヤギの繁殖と被害が広がって
いる。現状と対策について伺う。
　(5)、国指定特別天然記念物のヤンバルクイナとカ

ンムリワシ、イリオモテヤマネコのロードキルの件数
と原因、対策について伺う。
　(6)、カンムリワシが生息する八重山地域で、野鳥
における高病原性鳥インフルエンザが発生した場合の
対応及び体制について伺う。
　(7)、今年の梅雨の影響で県内各地は大雨に見舞わ
れ、土砂災害や海岸への赤土流出が報告されている。
沖縄県赤土等流出防止条例第20条で、条例の規定を
事業行為現場等において確実に実施させるために立入
調査の規定を設けて現場指導ができるようになってい
るが、その実績について伺う。
　３、保健医療・病院事業局について。
　(1)、離島の県立病院では医師確保と定着率が低
い。その原因について伺う。
　(2)、医療を確保する上で医療従事者の確保に直結
する職員住宅の確保は必要条件と考えるが、県の見解
と対策を伺う。
　(3)、県立八重山病院から沖縄本島に重症患者を救
急搬送する場合、隣接の暫定ヘリポートでは自衛隊ヘ
リの使用ができず、救急車で新石垣空港まで搬送し、
そこから沖縄本島へ自衛隊ヘリで搬送する。搬送時間
の短縮と安全性の観点から重症患者搬送には、八重山
病院隣接の暫定ヘリポートからの搬送が適切だと考え
るが、県の見解と対応について伺う。
　４、土木建築行政について。
　(1)、県は雑草ゼロを目指し、除草事業の発注方式
を2021年度から一部の道路を対象に性能規定方式に
改めた。除草事業で同方式を取り入れたのは全国初だ
が、その概要と効果について伺う。
　(2)、建物明渡等請求事件の訴えの提起について、
強制執行や和解件数及びその後の対応・経過について
伺う。
　(3)、県営住宅では犬・猫等の動物を飼うことや一
時的な預かりが禁止されている。しかし、現状では動
物が飼われ、居住者同士のトラブルも発生しているが
県の対応等について伺う。
　５、保育・教育行政について。
　(1)、県立高校の宿舎及び離島児童生徒支援セン
ターの新型コロナ感染症の対策と入寮者が感染した場
合の対応について伺う。
　(2)、県内待機児童について、保育士不足、市町村
ごとの課題と対策について伺う。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　次呂久成崇議員の御質問に
お答えいたします。



– 92 –

　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、那覇
港湾施設へのオスプレイ飛来の見解と対応についてお
答えいたします。
　市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空
港に近接している那覇港湾施設において、復帰後50
年間行われてこなかった運用が行われることは、基地
と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民にさら
なる基地負担を強いるものであり、決して容認するこ
とはできません。このため、沖縄県は６月15日に、
外務省沖縄事務所及び沖縄防衛局に対して、厳重に抗
議をしたところであります。沖縄県は、米軍及び日米
両政府に対し、那覇港湾施設においては、５・15メ
モの使用主目的に沿って厳格に運用を行い、今後、航
空機の離着陸や訓練を一切行わないよう、引き続き求
めてまいります。
　次に(4)、就任後発生した豚熱、首里城火災への対
応、また、新型コロナ対策における工夫した取組につ
いてお答えいたします。
　豚熱については、陽性確定後、沖縄県特定家畜伝染
病防疫対策本部を即時に立ち上げ、多くの関係機関・
団体の協力の下、全庁体制で防疫措置を講じ、早期の
収束を図ることができました。また、豚熱発生農家へ
の補償については、令和３年12月までに全ての手当
金等の支払いを完了しています。その際、沖縄県独自
の支援策として、移動制限に伴う一時待機畜舎の補助
や種豚供給などを行いました。今後も引き続き、特定
家畜伝染病の侵入防止のため、危機管理体制の強化や
畜産農家における飼養衛生管理基準の遵守指導等に取
り組んでまいります。
　首里城火災については、再発防止に向けて、事実確
認、再発防止策の検討等を行うため、令和２年に第三
者委員会を設置しました。同委員会からの提言を踏ま
え、令和３年に首里城火災に係る再発防止策（基本的
な方向性）を策定しております。その具体的な取組を
進めていくに当たり、有識者委員会を設置し、令和４
年４月に首里城公園管理体制構築計画を策定しており
ます。今後は当該計画に基づき、安全性の高い管理体
制の構築に向けて、国と連携し、しっかりと取り組ん
でまいります。
　新型コロナ対策については、県庁４階にありますコ
ロナ本部に医療コーディネーターを配置の上、独自の
入院調整システムＯＣＡＳを導入し、リアルタイムで
の把握と一元的な入院調整により、迅速に適切な医療
を提供しております。また、高齢者施設等で陽性者が
発生した場合は、必要に応じて医療チーム等が支援に
入り、感染対策を指導するとともに、重症化予防にも

取り組んでおります。さらに、接触者ＰＣＲ検査セン
ターにおける高齢者枠の拡充及び抗原定性検査・陽性
者登録センターの設置、学校・保育ＰＣＲ、有症状の
小・中・高校生世帯への抗原定性検査キットの配布事
業ＲＡＤＥＣＯなど、検査体制の拡充についても全国
に先駆けて取り組んでおります。引き続き、医療提供
体制の確保、ワクチン接種の促進による発症・重症化
予防に努め、安全・安心に暮らせる沖縄を目指して取
り組んでまいります。
　次に、環境行政についての御質問の中の(1)、世界
自然遺産登録後の取組についてお答えいたします。
　令和３年７月に、沖縄島北部と西表島が世界自然遺
産に登録され、遺産地域の自然環境の保全と利用の両
立に向けた取組を継続していくことが重要な課題と
なっております。そのため、遺産地域内での利用制限
や来訪者の遺産周辺地域への計画的誘導等の観光管理
に加え、交通事故防止のための路上侵入抑制柵の設置
や密猟防止パトロール等の希少種保護対策及びマン
グース駆除等の外来種対策を実施しているところであ
ります。引き続き、遺産地域の環境保全を図り、ウマ
ンチュの宝である生物多様性の豊かな自然環境の次世
代への継承にしっかりと努めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、米軍機の民間空港の使用についてお答
えいたします。
　今年３月、２機のオスプレイが新石垣空港へ、４月
には４機のＣＨ53が宮古空港へそれぞれ緊急着陸し
ました。これらの緊急着陸による直接的な被害は報告
されていないものの、航空機関連事故は、人命、財産
に関わる重大な事故につながりかねず、周辺住民及び
県民に大きな不安を与えるだけでなく、安全・安心な
観光地としての沖縄のイメージを損なうもので、本県
の観光産業への様々な影響が懸念されます。このため
県は、沖縄防衛局及び在沖米軍に対し、このような事
態を起こすことのないよう、原因の究明や安全点検等
の徹底に万全を期すことを強く申し入れております。
　次に３、保健医療・病院事業局についての(3)、八
重山暫定ヘリポートの自衛隊ヘリ使用についてお答え
いたします。
　急患搬送時の機体選定については、搬送当日の気象
条件等を勘案して自衛隊等搬送実施機関において判
断されております。また、県立八重山病院からの依
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頼により、令和３年12月11日にはＵＨ60Ｊヘリコプ
ター（9.6トン）の離発着訓練が自衛隊においてなさ
れたところであります。なお、ＣＨ47ヘリコプター
（22.6トン）については、着陸帯の面積の観点から
同ヘリポートでの使用は困難な状況にあります。急患
搬送用ヘリポートについては様々な意見があることか
ら、各関係機関からの要望等も踏まえ、離島医療の充
実を図る観点から引き続き検討してまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　１、知事の政治姿勢
についての(3)、陸上自衛隊配備予定地からの排水に
ついてお答えします。
　県では、陸上自衛隊配備予定地からの流末排水処理
を県財産である大里農道の既設排水路へ接続する改築
申請について、農道管理受託者である石垣市と事前調
整を行っているところです。石垣市が提出した既設排
水路へ直角に接続する施設構造については、再考する
よう求めたところ、修正案の提示がありました。
　県としましては、追加資料として設計根拠を求める
とともに、不測の事態が発生した際の責任所在などに
ついても、引き続き、石垣市と調整してまいります。
　以上であります。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　２、環境行政についての
(2)、観光管理における課題と主な対策の取組につい
てお答えをいたします。
　西表島の世界自然遺産については、ＩＵＣＮから特
に観光管理について指摘されており、県においては、
令和元年度に策定した現行の計画を遺産地域内外での
観光管理の基本方針や管理基準、モニタリング項目等
を設定した西表島観光管理計画へ改定することとして
おります。また、国においては、遺産地域内の行為規
制やモニタリング、竹富町においては、竹富町観光案
内人条例に基づくガイド事業者免許制度の導入など、
遺産登録に伴う観光客の増加による環境・社会両面に
生じる影響を最小限に抑えるよう地元関係団体と連携
しながら取り組んでいくこととしております。
　同じく２の(3)、ツルヒヨドリ等の定着状況と防除
についてお答えをいたします。
　環境省及び県の調査によると、ツルヒヨドリ及びボ
タンウキクサは、沖縄島や石垣島、西表島等で、ナガ
エツルノゲイトウは、沖縄島や石垣島の一部の地域で

定着が確認されております。これらの外来植物は、繁
殖力が旺盛であり、覆いかぶさることで在来の植物を
枯らすことや、農地への侵入による農作物への影響等
があるとされています。
　県では、今年度からツルヒヨドリの防除を実施する
とともに、その他の種についても、重点的な対策を取
るために必要な沖縄県対策外来種リストの見直し等を
行うこととしており、引き続き、環境省及び市町村と
連携して、外来植物の対策に取り組んでまいります。
　同じく２の(4)、西表島のノヤギの現状と対策につ
いてお答えをいたします。
　環境省が行った調査では、西表島東部でノヤギが多
く確認されており、食害による世界自然遺産区域の自
然植生への影響等が懸念されております。そのため、
環境省では令和２年度から捕獲を実施しており、竹富
町でもヤギの適正飼育について普及啓発を行っており
ます。県においても、昨年度からノヤギを重点的に防
除するための対策の検討を開始し、今年度は、沖縄県
対策外来種リストにおける優先順位の見直しや、必要
に応じ試験的な捕獲等を実施することとしており、引
き続き、環境省及び竹富町と連携し、ノヤギ対策に取
り組んでまいります。
　同じく２の(5)、ヤンバルクイナ等のロードキルの
件数と原因、対策についてお答えをいたします。
　令和３年における天然記念物である希少種のロード
キルの件数は、ヤンバルクイナ34件、カンムリワシ
13件、イリオモテヤマネコ５件となっております。
原因としては、カンムリワシとイリオモテヤマネコに
ついては道路でひかれた小動物を捕食すること等が、
ヤンバルクイナについては道路側溝での採餌や繁殖期
の行動の活発化等が考えられます。このため、県で
は、道路へのアンダーパスや路上進入抑制柵の設置に
加え、ロードキルの発生が多い地点への案内板の設置
やＳＮＳを活用した注意喚起のための情報発信などの
対策を講じております。
　同じく２の(6)、高病原性鳥インフルエンザに対す
る対応及び体制についてお答えをいたします。
　県では、国が定めた対応技術マニュアルに基づき、
野鳥における鳥インフルエンザに対応することとして
おります。八重山地域で死亡野鳥等が発生した場合に
は、検査の実施や注意喚起等を行うこととしており、
環境省の石垣・西表自然保護官事務所、八重山家畜保
健衛生所、関係市町等との連携体制を構築しておりま
す。また、検査の結果、陽性が確認された場合には監
視を強化し、死亡個体や衰弱個体の早期発見・回収に
努め、感染拡大防止を図ることとしております。
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　同じく２の(7)、赤土条例に基づく立入調査実績に
ついてお答えいたします。
　令和３年度に沖縄県赤土等流出防止条例に基づき提
出された届出・通知件数は、約1500件となっており
ます。これら事業現場等への同条例第20条の規定等
による立入調査は345件となっており、うち111件に
ついては、無届けの事業行為や土のうの未設置など、
赤土等流出防止対策の不備について指導を行っており
ます。今後も、サンゴ礁や沿岸域の清浄な環境の保全
を図るため、適切に赤土等流出防止対策が講じられる
よう条例に基づく立入調査及び指導を行ってまいりま
す。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　３、保健医療・病
院事業局についての御質問の中の(1)、離島の県立病
院の医師確保と定着率についてお答えいたします。
　令和４年５月１日時点の離島の県立病院の医師につ
いて、宮古病院は定数49名に対し欠員が３名、八重
山病院は定数53名に対し欠員はございません。令和
３年度の定着率について、勤務が２年以下の離職率
で説明いたしますと、宮古病院は約32.6％、八重山
病院は約23.5％となっております。その理由として
は、大学の医局人事や専門研修プログラムの終了によ
る退職が主なものとなっております。今後も引き続き
保健医療部等関係機関と連携しながら、医師の安定的
な確保と定着を図ってまいります。
　同じく３の(2)、職員住宅の確保についてお答えい
たします。
　職員住宅は、医療従事者の確保や職員が職務に専念
する上で必要な施設であると考えており、病院事業局
では医師住宅及び看護師住宅を整備しております。ま
た、遠隔地に勤務することとなった職員の住宅を確保
するため、局が所有する住宅のほか、知事部局の県職
員住宅を利用しております。さらに、職員の住宅確保
が困難な宮古・八重山地域においては、職員住宅とし
て民間賃貸住宅を借り上げております。今後も、医療
従事者の確保のため、職員の住宅確保に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　４、土木建築行政に
ついて(1)、性能規定方式による除草管理についてお
答えいたします。

　性能規定方式は、県の要求水準に対して、受注者の
ノウハウを活用して達成するもので、今年度は、沖縄
本島内の県管理道路の約４割で実施しているところで
あります。実施箇所においては、おおむね草丈が低い
状態で常時維持できており、良好な沿道景観形成の取
組の効果が現れてきているものと認識しております。
今後とも、効果的・効率的な道路の維持管理に取り組
み、世界水準の観光地にふさわしい、良好な沿道景観
の形成に努めていきたいと考えております。
　同じく４の(2)、建物明渡等請求事件のその後の対
応についてお答えいたします。
　令和元年度から令和３年度までの過去３年間の訴え
の提起議決件数29件のうち、家賃全額支払いによる
入居継続が１件、自主退去が６件、提訴手続中が４
件、提訴したものが18件となっております。提訴し
た18件のうち６件が係争中で、12件の判決が確定し
ております。判決が確定した12件のうち、強制執行
手続中が８件、強制執行したものが３件、自主退去が
１件となっております。今後とも適正な県営住宅の管
理に努めてまいります。
　同じく４の(3)、県営住宅における動物飼育への対
応についてお答えいたします。
　県営住宅では、ほかの入居者に迷惑を及ぼす行為と
して犬・猫等の動物飼育を禁止しております。近隣住
民から動物飼育についての情報が寄せられた場合に
は、当該住民に対し動物の譲渡等を行うよう指導を
行っております。引き続き、入居時の説明案内や飼育
禁止のポスターの掲示等により注意喚起を促し、トラ
ブル防止に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　５、保育・教育行政につい
ての中の(1)、学寮のコロナ対策についてお答えいた
します。
　学寮においては、専門家を招聘した研修の実施や、
国や県の方針等に応じた対策マニュアルを改定するな
ど、徹底した感染症対策を講じております。また、県
教育委員会では、離島生徒が濃厚接触者となった場合
の支援策として、県立学校学寮等入寮者支援事業を実
施しているところです。実際に感染者が発生した際に
は、他の生徒と接触させない対応を取りつつ、保健所
の指示に従い、入院や宿泊療養所へ移動することとし
ております。
　県教育委員会としましては、引き続き、感染症対策
の徹底に努めてまいります。
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　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　５、保育・
教育行政についての御質問の中の(2)、待機児童対策
についてお答えいたします。
　令和４年４月１日現在の待機児童数は439人で、７
年連続の減少となっております。待機児童解消には保
育士の確保が最大の課題であることから、県では、処
遇改善策の拡充や県外保育士誘致事業の実施等、引き
続き、市町村の取組を支援してまいります。また、一
部の市町村においては、地域別・年齢別のミスマッチ
も課題となっており、保育需要や保育定員の確保方策
等について、沖縄県待機児童対策協議会等において課
題を整理し、助言を行ってまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　質問の途中ではあります
が、次呂久成崇君の再質問は時間の都合もありますの
で、午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後１時21分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　次呂久成崇君の再質問を行います。
　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　すみません、ちょっと休憩中に確
認したいんですけれども、環境行政のところで(3)の
ボタン……
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後１時21分休憩
　　　午後１時24分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○次呂久　成崇君　では引き続き、議員の皆さんには
僕の一張羅のミンサーウエアの後ろ姿を見てもらいな
がら、執行部にはまた一張羅の答弁を求めていきたい
なと思いますのでよろしくお願いします。
　知事の政治姿勢について。
　米軍が那覇軍港や民間空港を頻繁に使用する。また
最近の沖縄周辺での米軍と自衛隊の共同訓練の増加
は、県民の基地負担増加と有事の際の被害を受ける危
険性が高まるだけだと思います。先日、他国からの武
力攻撃事態などの有事に備え、自治体が住民の避難
誘導をする国民保護計画で、石垣市は全員避難に10
日、宮古島市は381機の航空機が必要と試算している
ことが明らかになりましたが、そもそも自衛隊が有事
の対応をしながら避難の協力をすることが可能なの

か。石垣市は国と県と細かい調整が必要だと強調して
いますが、調整したことはありますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長｡
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では国民保護に係る市町村支援としまして、国と
連携した国民保護の基礎知識やＪアラート、避難実施
要領のパターン作成研修等を実施しております。宮古
島市や石垣市とは担当者間で密に調整を行っているほ
か、沖縄総合事務局や自衛隊等の関係機関と実施して
いる意見交換会に参加していただくことになっており
ます。
　引き続き、石垣市や宮古島市の市町村をはじめ、国
や海運会社などの指定公共機関等の関係機関と協議を
重ねた上で、今年度末には県独自の図上訓練を実施し
てまいりたいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　ロシアのウクライナ侵攻からも分
かるように、有事の際、軍事拠点となるこの港や空港
というのは、やはり標的となるのは明らかだと思いま
す。幾ら自衛隊や民間の船、飛行機を手配しても、港
や空港が破壊されれば、この国民保護計画に基づいて
の住民避難というのは、やはり絵に描いた餅ではない
かなというふうに思います。ですから、このようなリ
スクの説明もなく、先島地域へ自衛隊配備ありきで進
めるこの政府の強引なやり方には、私は強い憤りを感
じます。
　県は政府に対して、外交による安全保障戦略をやは
り強く求めていくべきだと思いますが、知事の見解を
伺いたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長｡
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としましては、アジア太平洋地域の安全保障環境
が厳しさを増している中、軍事力の増強による抑止力
の強化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生
じることを懸念しておりまして、特に在沖米軍基地が
集中しているがゆえに沖縄が攻撃目標となる事態は決
してあってはならないと考えております。このため、
県民の生命財産を守る上では、事態が切迫して手後れ
になる前の早い段階から、関係国による外交によって
緊張緩和と信頼醸成が図られることが極めて重要であ
り、かつ現実的な方策であるというふうに考えており
ます。
　このような考え方を基に、県では昨年５月の復帰
50年に向けた在沖米軍基地の整理縮小に関する要請
や、去る５月に岸田総理大臣に手交しました平和で豊
かな沖縄の実現に向けた新たな建議書におきまして
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も、平和的な外交・対話によりアジア太平洋地域の緊
張緩和と信頼醸成を図ることを求めておりまして、今
後もあらゆる機会を捉えて政府に求めてまいりたいと
考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　すみません。環境行政について伺
いたいと思います。
　世界自然遺産の諮問機関から、観光管理、または
ロードキル等が重要な課題であるということが指摘さ
れているんですけれども、国、県、竹富町の対応につ
いて、12月までにユネスコに報告書の提出が求めら
れていますが、現在の進捗状況について伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
12月までに国際自然保護連合に対して回答するとい
うことで、この中で４項目としてございまして、まず
は観光管理計画、それから河川の再生、それから、議
員から御指摘のありましたとおり、絶滅危惧種への対
応と。それから緩衝地帯における森林伐採について回
答するということでございまして、現在その関係市町
村を含めた、鹿児島県も環境省と連携する形で、12
月の回答に間に合わせるべく作業を行っているところ
でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　この対応策が承認されなかった場
合、そのときはどうなるのか。その後の流れ、手続と
いうのはどうなるのかというのを伺いたいと思いま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　次呂久議員から、それが
間に合わなかった場合とか、認められなかった場合と
いうことでございますけれども、県としましては、こ
ういう事態は決してあってはならないと思っています
ので、しっかりと環境省、それから鹿児島県とも連携
をした形で適切に対応してまいりたいというふうに考
えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　12月ということなんですけれど
も、今、それにきちっと間に合うようにやるというこ
となんですが、これはもし12月できちっと承認され
なかったら、いつまでにというものがあるんですか。
そういう期限、制限はあるんですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後１時31分休憩
　　　午後１時31分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。

　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　特に期限を打たれるとい
うことではなくて、その要件を満たすまでやり取りが
続けられる形になろうかというふうに考えておりま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　過去にはこの世界自然遺産登録、
抹消になったということもあるようですので、しっか
りと取り組んでいただきたいというふうに思います。
　休憩お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後１時31分休憩
　　　午後１時32分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○次呂久　成崇君　野良牛の次はノヤギかと言われそ
うなんですけれども、スクリーンを見ていただきたい
んです。（スクリーンに掲示）　このノヤギ対策の取
組について、沖縄では昔から食用として飼育されてい
るんですが、そもそもヤギは外来種だというふうに聞
いていますが、認識を伺いたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ノヤギにつきましては、日本の侵略的外来種ワース
ト100に掲げられているということ、それからまた世
界の侵略的外来種ワースト100――これ国際自然保護
連合が掲げております――その中に入っているという
ことで、議員の御認識のとおりだというふうに理解し
ております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　外来種ということですね。
　スクリーンを見ていただきたいんですけれども、こ
れ西表の世界遺産登録区域内に今、繁殖しているわけ
です。400～500頭いるそうです。このヤギの捕獲と
防除手法について、この区域周辺の――先ほど部長が
おっしゃいました緩衝地帯で徹底した防除をするの
か、それとも、この世界自然遺産の区域内でも、この
外来種というのは捕獲できるんでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後１時33分休憩
　　　午後１時33分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　現時点で世界自然遺産区
域内外についてどうするかということについて、環境
省と協議中でございまして、確定したものはまだ現在
ではございません。
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○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　午前中の答弁を聞いたら、県のほ
うは具体的に何か策を講じているというふうには私は
ちょっと感じなかったんですよね。ですので、このノ
ヤギの捕獲、また防除というのは、やはり環境省、そ
して県、竹富町、この３行政の連携した取組というの
はやらないと、絶対根絶できないと思うんですよ。そ
れでその３行政、国、県、竹富町、それぞれの役割分
担、そして目標というのはないんでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まず、これまで環境省におきましては、平成30年
度以降、調査及び捕獲を実施しております。ですが、
竹富町におきましても、環境省と連携して普及啓発の
取組を行っているところでございます。県において
も、先ほど御答弁いたしましたけれども、令和３年度
からノヤギ対策の検討を実施しているところでござい
ます。この取組について、３者が連携して行うことが
重要であるということから、令和３年度には環境省、
林野庁、それから沖縄県、竹富町で構成される西表島
におけるノヤギ対策連絡会議を立ち上げております。
この会議の中で、今後３年間を目標といたしまして、
ヤギの適正飼育の推進と条例の制定と、ノヤギ防除手
法と体制の確立と、それから全島における生育状況の
把握と、古見岳周辺でのノヤギの根絶を目標として掲
げているところでございます。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　山間部のほうで繁殖しているとい
うことで、勝手に入って屠殺することはできませんの
で、しっかりと連携してやっていただきたいなという
ふうに思います。
　次、特定外来生物のツルヒヨドリなんですけれど
も、これ石垣市内宮良川上流のほうで確認されていま
すが、県ではそれを確認していますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　私も５月11日に石垣島
にお伺いした際にも、環境省の職員、それから石垣市
の職員からも、今議員から御指摘のありましたとお
り、ツルヒヨドリが広がりを見せつつあるという説明
を受けたところでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　このツルヒヨドリなんですけれど
も、花をつけるのが11月ということで、それまでに
行うことが望ましいと。それ以降は種をつけて飛散さ
せてしまうと、１つの花から４個～６個、そして１株

で１年間で25メーター四方に広がる。多いときには
４万個の種をつくるということなんです。これ県の外
来種対策指針のほうでも対策の方針として、防除の推
進、早期発見と初期防除の重視で、この個体数が増加
する前に迅速に対応することで根絶が容易となり、コ
ストも最小限に抑えることができるというふうにして
いるんですけれども、私は今、今こそ、この防除を実
施しないといけないというふうに思うんですが、県は
どのように考えていらっしゃいますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　私、先月５月にもお伺い
した際には、環境省の自然保護事務所から、まさに
今、次呂久議員から御指摘のありましたとおり、今手
を打たないと間に合わなくなるという危機感を持って
説明を受けたところであります。
　県といたしましても、より効果的な時期に対策を打
つというのは非常に重要だというふうに考えておりま
すので、しっかりと環境省、それから石垣市等とも連
携をしながら対応してまいりたいというふうに考えて
おります。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　宮良川の下流のほうには、やはり
優良農地が広がっていますので、この防除が遅れて、
また種も落ちて、これが下のほうに行くと農作物の被
害というのも、もう甚大になると思うんですよ。です
ので、どうしても縦割りで、河川は沖縄県土木建築部
ですが、農地に行ってそれじゃ農林水産部がやるのか
と。それはもう被害が既に出てしまっているものなの
で、そうなる前に、やはり河川責任者として県がしっ
かりやるべきだというふうに私は思いますので、これ
は早急に取り組んでいただきたいと思いますが、いか
がですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　今ツルヒヨドリにつきま
しては、議員御指摘のとおり、非常に繁殖力が強い
と。それから他の生物が成育できないほどに繁茂する
ということは、生態系への影響も非常に大きいだろう
というふうに思います。それから議員御指摘のとお
り、農業にも非常に影響が大きいと考えられることか
ら、関係部局ともしっかりと連携して実施してまいり
たいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　１日に７センチから10センチ、
私は50年生きているけれども、私の指まだこれくら
いですよ。もうそれくらい１日で伸びたのがすぐ分か
るぐらい、本当にすごく成長が早いツルヒヨドリです
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ので、ぜひ早急な取組を行政機関が協力してやってい
ただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
　次に、高病原性鳥インフルエンザについてなんです
けれども、これ死亡野鳥等が確認されたら、この監視
区域を設定して調査していくというふうに聞いている
んですけれども、その調査方法について詳細を伺いた
いと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時41分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まず環境省では、県内で鳥インフルエンザの発生が
見込まれた段階で、死亡野鳥等が回収された場所を中
心として、半径10キロメートル圏内を野鳥監視重点
区域にまず指定をいたします。その上で、環境省及び
沖縄県において検査の結果等を公表するということで
ございまして、その結果を踏まえまして、対応技術マ
ニュアル等に基づいて県の自然保護課、畜産課、ワク
チン・検査推進課、それから環境省沖縄奄美自然環境
事務所等との連絡会議を開催いたしまして、情報交換
を行うということで相談窓口の設置や各機関の今後の
対応等を協議、確認して対応していくということに
なっております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　原則として、この環境省、自然保
護官事務所、そしてまた自治体、竹富町のほうが対応
するということなんですが、これポイント、見つかっ
たところから半径10キロですよね。そこから10キロ
内で見つかって、また別のところで見つかったら、ま
たさらにそれから10キロということになっていくわ
けです。そうなったときに、やはり離島ですので、そ
れを県も一緒にやるときに、この３行政の中でやる。
その対応、フォローというのがどうなっているのかと
いうので、私は、県は実際に発見されて、その調査を
してというところからでは遅いと思うんですよ。なの
で今ちょっと確認したいのは、この対応、フォローと
いうのはどうなっているかというのをお聞きしたいと
思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時43分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　例えば石垣市及び竹富町

において発生をした場合におきましては、まず県民等
から通報を受けた県自然保護課において環境省石垣あ
るいは西表自然保護官事務所、それから県の畜産課、
県ワクチン・検査推進課、環境省沖縄奄美自然環境事
務所と連携をいたしまして、環境省石垣または西表自
然保護官事務所において死亡野鳥の回収及び検査を行
います。なお、環境省石垣または西表自然保護官事務
所ができない場合にあっては、八重山家畜保健衛生所
に協力を求めるということで、簡易検査の結果、陽性
であった場合は、関係機関に加えて関係市町村、管轄
保健所にも連絡をして注意喚起等を行うというふうな
流れになっております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　八重山は渡り鳥がとても多いんで
すよね。世界自然遺産に登録されました、西表島。カ
ンムリワシは石垣島と西表島にしかいません。その渡
り鳥からこの鳥インフルエンザなどが確認されて、そ
れが広がった場合は、やはりその対応というのは迅速
にやらないといけない。私は、国の環境省もこの出先
機関を西表のほうに設置しているんですけれども、や
はり国のように県もそういう出先機関というのを八重
山事務所内とかにしっかり設置して、それでこの世界
自然遺産に登録されたこの国立公園、石垣も含めて県
として体制を強化するという姿勢を示すべきではない
かなというふうに思うんですけれども、いかがでしょ
うか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　議員から御指摘のありま
した件については、沖縄奄美自然環境事務所、それか
ら私が５月に石垣島を訪れた際にも、おのおのの自然
環境事務所から要望がございました。竹富町からも懸
念がありまして、そういった場合の県の迅速な体制を
確保する観点から、体制の強化が必要ではないかとい
う御指摘も受けたところでございます。
　そういうことがございますので、県といたしまして
は、現行のまずは八重山事務所、それから保健所等ご
ざいますので、そういった個々の関係機関と連携して
対応可能なのかどうか、まずはその辺のところ検証し
て、対応を検討してまいりたいというふうに考えてお
ります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　ぜひ出先機関としての設置を強く
要望していきたいと思います。よろしくお願いしま
す。
　次、病院事業局のほうに確認したいと思います。
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　医療従事者確保のために、県は医療従事者用の職員
住宅確保、建設というのは必要だという認識はありま
すか。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　やはり医療従事者の確保、特に離島・僻地において
は、住宅事情が非常に、環境が十分に整っていないと
いうことがありますので、これは確保のためには、ぜ
ひそういった住宅を整備することは必要と考えており
ます。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　午前中の答弁でもありましたが、
医師の離職率、宮古のほうが32.6％、八重山のほ
うが23.5％と。この率というのは、高いんでしょう
か、低いんでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　本島の県立病院と
比較をしました。そうしますと、北部病院が7.1％、
中部病院が3.4％、南部医療センターが8.0％と、全体
としてやっぱり本島よりも高いというふうに考えま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　私はやはりその要因の一つに、こ
の住宅、住居確保も課題としてあると思います。です
ので、この旧八重山病院跡地とかを利用して――これ
県だけじゃなくて、八重山全体の医療機関、例えばか
りゆし病院とか徳州会病院とかあるんですけれども、
そことも連携して、例えば医療従事者用の住居を確保
する、建設をするというようなことも考えていかない
と、八重山圏域の医療体制というのは守っていけない
と思うんですよ。それについてちょっと御意見を伺い
たいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　医療従事者の住宅
の確保は、大変重要だと思います。現に八重山病院の
ほうからも、やっぱり職員住宅を確保してほしいと、
そういうふうな要望もありますし、それから以前、か
りゆし病院のほうからもそういった利用も考えてほし
いというふうな要請もありました。
　事業局では、やはりまずは事業局の住宅、用地利用
かどうかということ、それから知事部局、それから当
該地の市町村というふうな、それで応募がなければ一
般公募という、通常の公有財産の使用の手続を取って
適切な対応をしてまいりたいと思っています。
　以上です。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。

○○次呂久　成崇君　ぜひこれ民間の医療機関とも連携
して、対応を考えていただきたいなというふうに思い
ます。
　最後に急患搬送の件です。
　この暫定ヘリポートなんですけれども、県のほうは
急患搬送の実運用について整っていないと述べている
というふうに私は聞いているんですけれども、訓練も
その都度申請しないといけない。この状況について、
ちょっともう一度伺いたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和３年12月11日に訓練が実施されておりますけ
れども、これは八重山病院から沖縄本島へ急患搬送に
おいて、自衛隊機が暫定ヘリポートを使用するため、
自衛隊機が同ヘリポートを離発着できることを確認す
るための訓練というふうに承知しております。そこで
訓練の結果としまして、自衛隊機による暫定ヘリポー
トの使用が可能であるというようなことが確認されて
おります。この急患搬送に係る自衛隊機の暫定ヘリ
ポート使用に関しましては、八重山病院ですとか、自
衛隊のほうから相談等があれば、搬送ヘリの運用を所
管する保健医療部、それから八重山病院を所管する病
院事業局と本格運用に向けて協議していきたいという
ふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　次呂久成崇君。
○○次呂久　成崇君　最後ですけれども、この暫定ヘリ
ポートなんですが、沖縄本島に重症患者を搬送する場
合、この自衛隊機、これは常時使用可能という認識で
よろしいですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
　　　午後１時51分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　当初の協議において、期間を定めて協議をしていた
だくことによって、使用が可能ということで考えてお
ります。
○○次呂久　成崇君　ありがとうございました。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
○○喜友名　智子さん　質問の前に取下げをしたいと思
います。
　３の(1)、令和３年度沖縄子ども調査への県の見解
については、ほかの質問で答弁がありましたため取下
げをいたします。
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　６月23日の慰霊の日、私は、毎年家族と共に対馬
丸記念館の横にある海鳴りの像での慰霊祭に参加して
おります。昨日は、初めて摩文仁の平和祈念公園での
沖縄全戦没者追悼式に参加させていただきました。コ
ロナ禍で集まれなかった式典が３年ぶりに再開という
ことで、命を落とされた方たちが安らかに過ごせるよ
うにという願い、そして二度と沖縄で戦争は起こさな
いという決意を皆で共有できたあの場にいたことを深
く感謝申し上げます。
　それでは質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、辺野古新基地の設計変更不承認をぶれない覚
悟で行いました。今後に向けて国の対応を注視する必
要があると思いますが、知事の揺るがぬ決意を伺いま
す。
　(2)、日本復帰50年での慰霊の日を迎えるに当た
り、国際環境や日本の防衛政策の変化を踏まえ、沖縄
での平和の維持について知事の考えを伺います。
　(3)、今年は日中国交回復50周年でもあります。尖
閣諸島や台湾有事に関しての報道が続く中、日中関係
について県の見解を伺います。
　(4)、ヘイトスピーチ規制条例制定に向けた進捗に
ついて伺います。刑法が改正され、インターネット上
での誹謗中傷対策として侮辱罪が厳罰化されました。
これは県の条例方針へどう影響するでしょうか。
　(5)、県とパラオ共和国とのＭＯＵ締結について、
沖縄の漁船操業にとっては漁業水域の拡大へ期待が持
たれています。今後の見通しを伺います。
　(6)、県ワシントン駐在は、沖縄における米軍基地
問題の実態を米国政府や連邦議会などに直接訴える意
義があります。今年度の活動方針について伺います。
　２、ひとり親支援について。
　(1)、沖縄県内における寡婦数と、令和３年度に母
子家庭から寡婦となった世帯数、人数を伺います。
　３、子供・教育行政について。
　(2)、里親委託解除事案について。
　ア、調査委員会の設立の経緯と中間報告について伺
います。
　イ、知事の権限と児童相談所への権限委任・決裁権
について、県の規定はどうなっているでしょうか。
　(3)、小中学校、高校の教職員の不足・欠員が続く
中、定数増がなかなか実現しない現状があります。
　ア、新年度、不足している教職員数は何名ですか。
　イ、昨年度配置された学校支援員、緊急対応用務員
の人数とかかった経費を伺います。
　(4)、粟国村と渡名喜村で新学期から学校給食の提

供が停止しました。
　ア、その原因と現状、今後の対策について伺いま
す。
　イ、沖縄県における栄養士、栄養教諭の配置につい
て現状と課題を伺います。
　４、米軍基地問題について。
　(1)、米軍基地から発生するとされるＰＦＡＳ問題
について、住民の健康への影響を懸念し血液検査の要
望があります。県が日米両政府に要請し予算を確保す
る必要がないでしょうか。また、両政府が予算を出す
まで県が負担をすることも必要ではないですか。
　(2)、米軍機の緊急着陸が増加しています。今年に
入ってからの県内民間空港への緊急着陸回数を伺いま
す。またこの背景を県はどう認識しているでしょう
か。
　５、コロナ対策について。
　(1)、学校・保育ＰＣＲ検査について。
　ア、学校・保育ＰＣＲ検査から保育ＰＣＲ検査へ移
行した経緯を伺います。
　イ、学校・保育ＰＣＲ検査の実施クラス、学校、学
級数と、陽性が分かった園児、児童生徒数を伺いま
す。
　ウ、学校ＰＣＲ検査の結果が分かるまで登校可能と
した理由は何でしょうか。
　(2)、小学校休業等対応助成金の県内での申請・給
付実績数を伺います。
　(3)、コロナ後遺症についての県の見解と対応を伺
います。
　(4)、那覇空港国際線の再開に向けた取組について
進捗と課題を伺います。
　６、沖縄振興について。
　(1)、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画が始まるに
当たって、コロナ禍からの沖縄経済の立て直しに加
え、ウクライナ危機や円安も重なった物価高への対応
も必要となっています。県の対策を伺います。
　(2)、農林水産物条件不利性解消事業について。
　ア、令和４年度からの制度の特徴について、特にこ
れまでの相違点を伺います。
　イ、基本額の設定に関する考え方について。
　ウ、令和８年度で見直されるとのことですが、それ
以降の見通しはどうなっているでしょうか。
　７、環境政策について。
　(1)、地球温暖化、気候変動問題への県の認識を伺
います。
　(2)、沖縄県のクリーンエネルギー・イニシアティ
ブの目標について伺います。
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　(3)、県内での太陽光発電設備の現状と今後の展開
について伺います。
　(4)、太陽光パネルについては、電気事業法で50キ
ロワット以上の設備には年２回の点検が義務づけられ
ています。県立施設に設置された設備の点検状況につ
いて現状はいかがでしょうか。
　８、宮古島市の国定公園候補地指定について。
　(1)、環境省が国定公園の新規指定候補地として宮
古島を選定しました。県も連携して取り組むべきだと
考えますが、県の姿勢はどうでしょうか。
　以上、御答弁のほどよろしくお願いいたします。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　喜友名智子議員の御質問に
お答えいたします。　
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(5)、
パラオ共和国とのＭＯＵ締結の見通しについてお答え
いたします。
　沖縄県では、パラオ共和国との友好関係の強化を図
るため、ＭＯＵの締結に取り組んでいるところであり
ます。今年５月16日、ウィップス大統領より、様々
な分野で協力していくためＭＯＵを締結したいと考
えている旨の書簡を受け取りました。また、５月23
日、ビクトル農業・漁業・環境大臣及びアデルバイ臨
時代理大使が県庁を表敬していただき、ＭＯＵ締結に
向けた協議を前進させる旨の確認をしております。そ
の後、パラオ側窓口である駐日パラオ共和国大使館と
の間で事務レベル協議を進めており、８月を目途にＭ
ＯＵを締結するスケジュール案を共有しております。
　沖縄県といたしましては、このＭＯＵの締結によっ
て、パラオとの友好関係をより一層深め、沖合漁業の
振興など双方の発展に資するよう、未来志向型の取組
を進めてまいります。
　次に、沖縄振興についての御質問の中の(1)、沖縄
経済の立て直しと物価高への対応についてお答えいた
します。
　コロナ禍の影響が長期化し、地域経済が疲弊する
中、ロシアによるウクライナ侵攻は、さらなるエネル
ギーや資材、農林水産物などの原材料の調達コストの
上昇や不安定化を招いており、社会経済活動へ大きな
影響を及ぼしております。こうした認識の下、沖縄県
においては、６月補正予算でコロナ禍における原油価
格・物価高騰に対応するきめ細かな生活者支援及び事
業者支援を講じたところです。今回補正予算に計上で
きなかったものについては、速やかに対応を検討する
とともに、引き続き、国と連携を図り、県民生活や経

済活動への影響に緊急かつ機動的に対応し、コロナ禍
からの社会経済活動の回復に向けて取り組んでまいり
ます。
　次に、環境政策についての御質問の中の(1)、気候
変動問題への県の認識についてお答えいたします。
　地球環境及び経済・社会システムに大きな影響を及
ぼすおそれのある気候変動問題は、ＳＤＧｓの目標の
一つに掲げられた、全世界で取り組むべき喫緊の課題
であります。このため、県民の生命や財産、並びに沖
縄観光の基盤ともなる豊かな自然環境を保全する気候
変動問題への取組は、最優先すべき重要な課題と認識
しています。
　沖縄県としましては、新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画に掲げた環境・エネルギー・交通等の施策にお
ける地球温暖化対策を総合的に推進し、脱炭素社会の
実現を目指してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○副議長（仲田弘毅君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(1)、国地方係争処理委員会への審査申出に
ついてお答えいたします。
　県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変
更承認申請書について、昨年11月25日に不承認とす
る処分を行っております。沖縄防衛局が、県の処分に
対し行政不服審査法に基づくとする審査請求を行った
ことから、令和４年４月８日に国土交通大臣は不承認
処分を取り消すとする裁決を行うとともに、同月28
日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いまし
た。県は、沖縄防衛局が固有の資格において不承認処
分を受けたものであり、審査請求を行うことは認めら
れないことなどから、同年５月９日に国地方係争処理
委員会に裁決の取消し勧告を求める審査の申出、さら
に、是正の指示が国の違法な関与であることから、同
月30日にその取消し勧告を求める審査の申出を行っ
たところであります。
　県としては、国地方係争処理委員会による審査にお
いても、引き続き、今回の不承認処分は、公有水面埋
立法に基づき適正に判断したものであることを主張し
てまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、国際環境等を踏まえた平和の維持につ
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いてお答えいたします。
　近年、アジア太平洋地域の安全保障環境の変化を背
景に、沖縄の軍事的機能を強化しようとする動きなど
が見られますが、このような考えは悲惨な沖縄戦を経
験した県民の、平和を希求する思いとは全く相入れな
いものと考えております。
　県としては、米中対立等により同地域の緊張が高ま
り、不測の事態が生ずることは決してあってはならな
いと考えており、昨年５月に行った復帰50年に向け
た要請や、先月岸田総理大臣に手交した新たな建議書
などにおいて緊張緩和と信頼醸成に努めること等を求
めております。また、県としても、幅広い分野におい
て我が国とアジア太平洋地域との交流や信頼関係の構
築などを通じて、同地域の平和の構築に積極的な役割
を担ってまいりたいと考えております。
　同じく１の(6)、ワシントン駐在の今年度の活動に
ついてお答えいたします。
　県としては、令和４年度も引き続き、ワシントン駐
在を活用し、米国内での情報収集や情報発信、有識者
との会議の開催、連邦政府・連邦議会関係者との面談
等に取り組み、沖縄の米軍基地問題への米国側の理解
と協力を促していくこととしております。また、本土
復帰50周年の機会を捉えて、米国の大学等研究機関
との連携、外交安全保障分野の専門誌や新聞等を活用
した情報発信に取り組んでいるところであります。さ
らに、今年は11月に連邦議会の中間選挙が予定され
ていることから、改選された連邦議会議員に対する働
きかけにも積極的に取り組んでまいります。
　次に３、子供・教育行政についての(2)のア、里親
委託解除事案に関する調査委員会の中間報告について
お答えいたします。
　県では、本年４月１日に児童福祉・行政法、教育
学、小児医療の専門家で構成される調査委員会を設置
しました。同委員会では、沖縄県社会福祉審議会の答
申を基に、対象児童の支援策や里親と児童相談所の対
立解消策等について、当該児童の最善の利益や権利を
守る観点から調査をしていただいております。同委員
会の中間報告においては、子供を権利主体としたソー
シャルワークや組織マネジメント、里親との対等的信
頼関係構築の意識が欠如しているという厳しい御指摘
をいただきました。県では、同委員会からの中間報告
を踏まえ、当該児童のことを第一に考えた新たな体制
づくりに着手したところであります。
　次に４、米軍基地問題についての(2)、米軍機の民
間空港の使用についてお答えいたします。
　令和４年の米軍機の民間空港への緊急着陸は、計２

件、６機であり、３月に新石垣空港へ２機のオスプレ
イが、４月に宮古空港へ４機のＣＨ53が緊急着陸を
しております。その原因については、新石垣空港にお
いては機体の部品に不具合が生じたこと、また、宮古
空港においては予測以上の強風による燃料消費である
とのことです。このため県は、沖縄防衛局及び在沖米
軍に対し、このような事態を起こすことのないよう、
原因の究明や安全点検等の徹底に万全を期すよう、強
く申し入れております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、知事の
政治姿勢についての(3)、日中関係についてお答えし
ます。
　本県は、600年以上にわたる中国との交流の歴史等
を踏まえ、平成９年に福建省と友好県省を締結するな
ど、友好的な関係を築いてきました。今年は日中国交
正常化50周年とともに、沖縄福建友好県省締結25周
年の節目の年となっていることから、県では記念式典
の開催を検討しております。開催に向けて福建省政府
との連絡を密にし、中国の感染状況を注視しながら、
オンライン方式を含めて検討を進めております。
　県としましては、友好県省締結の意義を再確認する
機会にするとともに、沖縄ならではの交流をさらに深
めてまいりたいと考えております。
　次に５、コロナ対策についての(4)、那覇空港国際
線の再開に向けた取組についてお答えします。
　国の動向等も踏まえ、県は、５月25日に厚生労働
大臣、国土交通大臣及び沖縄担当大臣に那覇空港国際
線の再開について要請を行いました。那覇空港国際線
では、空港検疫体制等の６月中の整備完了に向け、国
による準備が進められているところであります。国際
線の復便に当たっては、航空会社における運航準備及
びグランドハンドリングの体制構築等が課題となって
いることから、路線再開時の航空会社への支援につい
て検討を進めているところであります。また、県海外
事務所と連携し航空会社に対して復便の働きかけを
行ってまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(4)、ヘイトスピー
チ条例制定に向けた進捗状況等についてお答えいたし
ます。
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　県では、条例制定に向け、有識者等からの意見聴
取、県外自治体条例の取組状況調査、県内市町村への
実態調査などを行うとともに、那覇地方法務局と意見
交換を行っているところです。今般、インターネット
上の誹謗中傷対策を強化するため、刑法が改正され、
侮辱罪の厳罰化による抑制効果が期待されておりま
す。今後、条例案の作成に当たっては、その影響の有
無も含めた検討を重ねながら、取り組んでまいりま
す。
　次に２、ひとり親支援についての中の(1)、沖縄県
内の寡婦数についてお答えいたします。
　平成30年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査により
ますと、県内における寡婦世帯数は、１万61世帯と
推計されております。令和３年度中に母子家庭から寡
婦となった人数については、把握はしておりません。
当該調査は、次回は次年度に実施する予定となってお
ります。
　次に３、子供・教育行政の中の(2)のイ、児童相談
所への権限委任についてお答えいたします。
　沖縄県出先機関の長に対する事務の委任及び決裁に
関する規則第３条の規定に基づき、児童福祉法に規定
された児童の処遇等に関する知事の権限が、児童相談
所長に委任されております。ただし、同規則第４条に
おいて、取扱い上、異例に属し、または重要な先例に
なると認められる場合には、上司の指示を受けなけれ
ばならないことが規定されております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　３、子供・教育行政につい
ての中の(3)のア、不足している教員数についてお答
えいたします。
　令和４年４月当初の教員の未配置は小学校12名、
中学校41名、高校３名、特別支援学校８名の計64名
となっております。その後、欠員補充等に努めてまい
りましたが、新たに病気休暇や育児休業等の取得があ
り、６月当初の未配置は小学校21名、中学校26名、
高校６名、特別支援学校７名の計60名となっており
ます。未配置の状況にある学校では、教頭や他の教員
により、授業に影響が出ないよう対応しているところ
であります。
　県教育委員会としましては、引き続き教員不足の解
消に努めてまいります。
　同じく(3)のイ、緊急対応用務員等の人数等につい
てお答えいたします。
　スクール・サポート・スタッフにつきましては、

14市町村119校に130名配置されており、配置した
市町村に対し、約6534万円を補助しております。ま
た、県立学校に配置した緊急対応用務員につきまし
ては、11校に11名配置し、執行額は、約323万円と
なっております。
　同じく(4)のア、粟国村及び渡名喜村の給食停止の
原因等についてお答えいたします。
　令和４年度の定期人事異動において、栄養職員を両
村に配置できなかったため、学校給食の提供ができな
い状況となりました。早期の給食再開に向けて、５月
に両村へ本島内の栄養教諭を派遣し、現在給食は再開
しております。当該校の児童生徒、保護者の皆様に対
しましては、御心配と御迷惑をおかけいたしました。
今後は、このようなことがないよう、適切な人事配置
に努めてまいります。
　同じく(4)のイ、栄養教諭等の配置の現状等につい
てお答えいたします。
　令和４年５月１日現在、小中学校等に栄養教諭37
名、学校栄養職員101名を配置しているところです。
少数職種のため、本務職員を離島・僻地に複数回配置
する必要があります。
　県教育委員会としましては、引き続き適正な人事配
置に努めてまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　４、米軍基地問題に
ついての御質問の中の住民のＰＦＡＳ血液検査の費用
負担についてお答えいたします。
　県としては、米軍基地由来の有機フッ素化合物への
対応については、国の責任において適切に対処する必
要があると考えており、軍転協を通して、国に要請し
ているところです。有機フッ素化合物の健康への影響
については、まだ研究段階で、血中濃度検査等の医学
的な評価ができない状況であることから、引き続き、
健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等
の必要性について検討していきたいと考えておりま
す。
　続いて５、コロナ対策についての御質問のうち(1)
のア、保育ＰＣＲ検査への移行についてお答えしま
す。
　大型連休後の新型コロナウイルス感染症新規陽性者
の急増により、学校・保育ＰＣＲ検査では、申請から
結果通知までに５日程度かかるなど遅延が生じまし
た。そのため、検査対応の迅速化を図るとともに医療
機関の逼迫を回避するため、抗原定性検査キットを症
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状のある小中学生及び高校生や、その同居者へ送付
し、家庭で検査ができる体制に移行しているところで
すが、切り替わるまでは、学校ＰＣＲは併用しており
ます。なお、保育園等については、園内での感染対策
が困難であると想定されるため、引き続き幅広くＰＣ
Ｒ検査を実施することとしております。
　同じく(1)のイ、学校・保育ＰＣＲ検査の実施状況
についてお答えします。
　学校・保育ＰＣＲ検査は、学校単位で申請を受け付
けており、令和３年５月31日から令和４年６月３日
までに、保育所・幼稚園1727施設、放課後児童クラ
ブ491施設、小学校1129校、中学校629校、高等学
校383校及び特別支援学校52校の、合計延べ4411校
で実施しております。このうち陽性が判明した数は、
保育所・幼稚園939名、放課後児童クラブ219名、小
学校368名、中学校211名、高等学校109名及び特別
支援学校７名の合計1853名となっております。
　同じく(1)のウ、学校ＰＣＲ検査実施時の待機につ
いてお答えします。
　濃厚接触者の特定及び行動制限等については、令和
４年３月16日付国通知において、中学校及び高校で
は濃厚接触者の特定及び行動制限は行わないこと、小
学校では自治体判断によることなどの考え方が示され
ました。本通知を踏まえ、本県では、学校ＰＣＲ検査
の対象である小学生以上は、マスク着用等の個人での
感染防止対策が可能であるという考えから、検査結果
が出るまで待機を求めない扱いとしております。な
お、この取扱いについては、保健所長会議、専門家会
議の意見を踏まえ、対策本部会議で決定しておりま
す。
　同じく５の(3)、コロナ後遺症の県の見解と対応に
ついてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症の後遺症として、倦怠
感、咳、息苦しさ、味覚・嗅覚障害、脱毛、不眠等が
報告されていると承知しております。県としては、本
人の病歴等を把握しているかかりつけ医または入院先
の医療機関に直接相談するよう案内しているところで
あります。また、相談する医療機関に迷う場合は、新
型コロナウイルス感染症相談窓口（コールセンター）
を通して医療機関の紹介を行っております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　５、コロナ対策につ
いての(2)、小学校休業等対応助成金の実績について
お答えいたします。

　沖縄労働局によると、同制度の適用が開始された令
和３年８月１日以降の県内支給実績は、令和４年５
月20日時点で、企業からの申請2017件に対し、支給
決定件数は947件、支給金額は１億7165万2680円と
なっております。なお、助成金の対象となる休暇取
得の期間が令和４年６月30日まで延長されたことか
ら、県としましては、労働相談業務において情報提供
を行うなど、同制度の周知を図っているところでござ
います。
　次に７、環境政策についての(2)、沖縄県クリーン
エネルギー・イニシアティブの目標についてお答えい
たします。
　県では、沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティ
ブにおいて３つの数値目標を掲げております。１つ
目に、再エネ電源比率は、意欲的な目標18％と、将
来、技術革新が実現した場合の挑戦的目標26％とし
ております。２つ目に、水素・アンモニア電源比率の
目標は、１％としております。３つ目に、エネルギー
自給率は、意欲的な目標５％と挑戦的目標７％として
おります。
　県としましては、ＳＤＧｓの推進を基本理念とし
て、2050年度脱炭素社会の実現を目指してまいりま
す。
　次に同じく７の(3)、県内での太陽光発電の現状と
今後の展開についてお答えいたします。
　2020年度の県内の太陽光発電量は約520ギガワッ
トアワーで、再生可能エネルギー電源の約76％を占
めており、現時点で最も導入が進んでいる再エネ電源
です。太陽光発電は、家庭や建物の屋根等に設置が可
能であり、他の再エネと比べて導入が容易であること
から、引き続き主力となる再エネ電源と考えておりま
す。県では、税制上の特例措置の活用促進や離島にお
ける第三者所有モデル事業に対する補助等の実施によ
り、太陽光発電の導入促進に取り組んでまいります。
　同じく７の(4)、県立施設の太陽光パネルの点検状
況についてお答えいたします。
　県では、沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティ
ブの策定過程において、県施設における太陽光発電の
導入状況調査を行いました。同調査結果によると、
21か所の県施設に太陽光発電設備が導入されてお
り、うち８か所が電気事業法による点検対象の50キ
ロワット以上の発電設備となっております。今回、当
該施設を所管する部局に点検状況を確認したところ、
全ての施設で点検を実施しておりました。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　農林水産部長。
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　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　６、沖縄振興につい
ての(2)のア、農林水産物条件不利性解消事業の特徴
についてお答えいたします。
　新たな不利性解消事業では、生産者団体や市町村か
らの強い要望等を踏まえ、補助対象品目を拡充してお
ります。また、北部・離島市町村への補助事業を新設
し、農林水産物や一次加工品を市町村自ら指定し、県
内外への出荷補助を実施してまいります。さらに、鮮
度保持技術を活用した品質の安定化とロット拡大によ
る物流コストの低減化に向けて、実証事業に対する補
助を実施します。本事業の円滑化を図るため、出荷事
業者や市町村等にアドバイザー派遣を実施してまいり
ます。
　同じく６の(2)のイ、基本額の設定に関する考え方
についてお答えいたします。
　新たな不利性解消事業における単価設定の考え方に
ついては、国との協議等により集配送料は除き、鹿児
島県との輸送コストの差額を引き続き補助することと
なりました。また、従来、航空輸送と船舶輸送の２つ
の単価を設定しておりましたが、顧客のニーズ、品質
保持と物流コストのバランスを踏まえ、出荷者自身が
輸送方法を選択できるよう１つの単価としておりま
す。
　同じく６の(2)のウ、今後の見通しについてお答え
いたします。
　新たな不利性解消事業の今後の見通しについては、
本事業の進捗状況を踏まえつつ、引き続き、生産者団
体や物流事業者、北部・離島市町村との意見交換に努
め、地域の実情を踏まえた、より良い事業として継
続・発展できるよう、国や関係市町村と鋭意、意見交
換等を行ってまいります。
　以上であります。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　８、宮古島市の国定公園
候補地指定についての(1)、国定公園候補地指定に係
る県の姿勢についてお答えいたします。
　宮古島沿岸海域については、国内最大規模のサンゴ
礁群である八重干瀬や、沿岸部の優れた景観を形成す
る自然砂浜、マングローブ林、藻場等における多種多
様な生態系が評価され、６月14日に開催された環境
省中央環境審議会において、国定公園の候補地として
選定されております。
　県としましても、これら地域の国定公園化について
は、自然環境の保護及び持続的な利用を図る観点から

意義のあることと考えており、宮古島市をはじめ関係
機関と連携・協力して、取り組んでまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　再質問は、母子寡婦の項目から行いたいと思いま
す。
　先ほど答弁の中で、県内の寡婦世帯数１万61世帯
と御答弁いただきました。この中で、18歳から20歳
のいわゆる児童がいる世帯数は分かるでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時33分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　現在、18
歳、19歳についての数値は把握しておりませんが、
児童扶養手当の受給者等については、対象児童のうち
18歳の年齢到達を抽出することで推計することは可
能であるというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　この母子寡婦の課題というの
は、少し法的に特殊というか、独特な問題があると思
います。その点で、法律面からの確認をしていきたい
んですけれども、母子寡婦の課題について、法律で児
童の定義がどうなっているのか教えてください。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時34分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　当該法律で
は、20歳未満ということで位置づけられていると理
解しております。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　そのほかの法律での児童の定義
はどうなっているでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　児童福祉
法におきましては、18歳ということになっておりま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　そうなんですね。普通、日本の
法律ですと――これは世界的にもそうですけれども



– 106 –

――児童というのは18歳以下だと定義されておりま
す。しかし、日本の法律、母子及び父子並びに寡婦福
祉法では、６条３項で児童とは20歳未満をいうとあ
るんです。これは、母子家庭あるいは父子家庭でひと
り親としてお子さんを育てて、お子さんが成人したと
いう世帯の――寡婦ですね――支援について、少し埋
もれた課題があるように思います。母子父子寡婦福祉
法のみ、児童の定義が違うことについて、県のほうで
はどのような見解を持っていらっしゃるでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時36分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　それぞれの
法律において、必要性において定めているというふう
に理解をしております。母子父子寡婦福祉法において
は、この世帯の状況に鑑みて、年齢が20歳未満とい
うふうに設定されているものというふうに考えており
ます。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　18歳、19歳の寡婦福祉法でい
うところの児童を抱えている世帯、お母さん方、１つ
の課題を抱えていらっしゃいます。母子・父子家庭の
医療費助成なんです。18歳になると、ひとり親のお
母さんたち、これまで受けていたひとり親周りの支援
策が途切れてしまいます。しかしながら、母子・寡婦
の皆さんからは、子供が18歳になった時点で、各種
手当がなくなると経済的に非常に厳しいという現状の
声をいただいております。特に、入院や通院をしてい
る親御さんの場合、それまでは医療費助成を受けてい
たにもかかわらず、子供が18歳になったということ
で、それがなくなってしまうと、そうするとやはり自
分の健康を後回しにしてしまうということで、寡婦に
対する福祉という観点から非常に課題があると思うん
ですけれども、県のほうではこの問題をどう認識され
ているでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後２時38分休憩
　　　午後２時38分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　寡婦世帯に
おいて、大変厳しい状況があるということについて
は、承知をしております。医療費助成事業等につきま
しては、市町村が実施主体となりますので、検討につ

いては市町村の意見を聞きながらということになると
いうふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　ぜひお願いしたいと思います。
　特に、まず実態把握のほうから始めていただきたい
と思うんです。先ほど、世帯数が１万61世帯とあり
ましたが、やはり推計とおっしゃいました。しかし、
市町村のほうでは、医療費助成を外れた親御さんにつ
いては確実に数字を持っているんです。特に年度の洗
い替えのときには、確実に助成対象かどうかというと
ころは人数が出ていると思います。推計ではなくて、
何名いるのかとしっかりと把握をするところから県に
始めてもらいたいんですけれども、いかがでしょう
か。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　市町村と連
携しながら実態の把握を行っていきたいと思っており
ます。また、制度の拡充についても、市町村の意見を
聞きながら、検討してまいりたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　ぜひお願いします。18歳は高
校を卒業して、お子さんが専門学校、それから大学へ
の進学で一番お金がかかるタイミングなんです。就職
するにしても、18歳で社会に出てすぐに安定するか
どうかも不安であると。こういったときに親御さんの
医療費助成が外れて、しかし収入がその時点で極端に
増えるわけではないということを考えますと、せめて
寡婦法で18歳、19歳が児童だと定義されている間だ
けでも、県独自の何かしら支援策につながらないかな
ということを要望いたします。
　次に行きます。
　次が、南部離島２つの村で、小中学校で給食が止
まった件です。
　これは、知事はせんだって粟国村のほうに行ったと
伺っております。給食が停止したときも、知事がいち
早く人員確保の指示をして再開に至ったと聞いており
ます。知事は、島のほうに行って、粟国村の皆さんと
どのような意見交換をされたでしょうか。また、どん
な指摘や要望があったか伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後２時41分休憩
　　　午後２時44分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　今手元に細かい資料を持ち合わせておりませんけれ
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ども、意見交換の際に出た項目としましては、所有者
不明土地に関することです。農業に関しましては、た
め池の整備に関すること、それから製糖工場を視察し
た際には、やはり燃料、肥料等が高騰しておりまし
て、そういったことへの支援はできないのかというよ
うな話もございました。それから、今御指摘の給食の
問題ですが、有資格者が島にいなかったということ
で、なかなかすぐには配置できなかったという事情も
あるかと思うんですけれども、例えばということで、
知事と村長の間で、島で調理師の有資格者を育成する
ということで、安定的に学校給食の供給ができないか
といったような意見交換がされたというふうに記憶し
ております。
　以上です。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　給食の件については、私も粟国のほうに行かせてい
ただきました。やはり栄養士さんが配置できなかった
という点と、あとは島のほうに調理師の資格を持った
方がいらっしゃらないと。今子供たちの親御さんが、
子供たちに給食をあげたいといって、親御さんたちが
率先して調理室の中で支援をしているという状況も
あったんです。島での給食もやはり義務教育の一環で
すから、今後このようなことがないように、ぜひ村の
ほうとも意見交換をされて円滑な運用を望みたいと思
います。ありがとうございます。
　次に、太陽光パネルの再質問に移らせてください。
　先ほど、50キロワット以上の県の施設について
は、全て法定点検を行っていると御答弁いただきまし
た。当初、聞き取りだったり、この問題を調べはじめ
たときには、点検しているのかどうかよく分からない
ような回答だったので、今回全て調べていただいたこ
とは非常によかったと思っています。
　ちなみに、50キロワット以下の県施設の点検状況
はどうなっているでしょうか。きちんとパネルが稼働
しているかどうかの確認はどのように行っています
か。
○○副議長（仲田弘毅君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　50キロワット未満の太陽光発電の管理状況という
ことですが、50キロワット未満の太陽光発電設備に
つきましては、電気事業法上、点検義務はございませ
ん。当該施設の保守、維持管理につきましては、設備
の設置者において自主点検がなされるものと考えてお
ります。
　以上です。

○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　多分、実際は点検をきっちりと
行われていない現状もあるんじゃないかと今の答弁を
聞いて判断をいたしております。
　太陽光発電、これから県内でさらに広げていきた
いといったときに、県の施設で一番古いところです
と20年ぐらい前から設置しているところがあるんで
す。これが那覇国際高校ですけれども、そろそろ太陽
光発電が費用対効果まで検証できるような段階に来て
いるのではないかと思っています。これはきちんと点
検、それからメンテナンスをしないとせっかく取り付
けた設備がつけっ放しになってしまわないかという懸
念をします。稼働していないパネルの運用、それから
発火や漏電などのリスクはどのように捉えています
か。
○○副議長（仲田弘毅君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　稼働していない太陽光発電設備の対応につきまして
は、設備の設置者が設備の点検管理状況を踏まえて、
修繕あるいは撤去、また費用対効果も検討した上で判
断するものと考えてはございますが、その上で、県と
しましては、必要に応じて太陽光発電設備の保守、維
持管理を所管する経済産業省などと連携した上で、適
切な管理運用を呼びかけていきたいというふうに考え
てございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　喜友名智子さん。
○○喜友名　智子さん　設置者のメンテナンスであると
いうふうにおっしゃいますけれども、太陽光パネルの
専門家はほとんどの県立施設にはいないと思います。
外部の業者の活用も含めて現場任せにしないように、
ぜひお願いいたします。
　休憩いたします。あれ、終わった。
○○副議長（仲田弘毅君）　お時間ですね。
○○喜友名　智子さん　すみません、失礼いたしまし
た。
　御答弁ありがとうございました。
○○副議長（仲田弘毅君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○○金城　　勉君　公明党を代表しまして質問をさせて
いただきます。よろしくお願いします。
　１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、知事のゼレンスキーです発言について、真意
を伺います。
　(2)、しまくとぅば普及の取組について、成果と今
後の取組を伺います。
　２、新たな沖縄振興計画について。
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　(1)、沖縄振興基本方針について、知事の認識を伺
います。
　(2)、国立自然史博物館誘致の取組について、今年
度の委託事業の内容を伺います。
　(3)、鉄軌道導入の進捗状況はどうか。
　３、コロナ対策について。
　(1)、感染が収まらない状況の原因と対策を伺いま
す。
　(2)、４回目接種についての県の考え方と取組につ
いて伺います。
　(3)、経口薬の県内での使用状況はどうか。
　４、経済振興策について。
　(1)、観光関連産業支援について、沖縄観光ツーリ
ズム産業団体協議会からの要請への対応はどうか。
　(2)、知事として、全国に沖縄観光への誘客キャン
ペーンのメッセージを発信すべきではないかという声
があります。いかがでしょうか。
　(3)、奨学金返還支援制度の取組を伺います。
　(4)、ＦＩＢＡワールドカップ2023の取組について
伺います。
　５、教育行政について。
　(1)、教員不足の原因と対策を伺います。
　(2)、沖縄の歴史教育の取組について伺います。
　６、子供政策について。
　(1)、こども家庭庁設置法が成立しました。県の認
識と対応を伺います。
　(2)、児童手当の高校生までの拡充について、県と
して国に要請してはどうか。
　(3)、県の児童生徒への今年度の１人当たりの教育
費は幾らか。全国と比べてどうか。
　(4)、給食費無償化について、県と市町村が協力す
ることにより実現してはどうか伺います。
　(5)、学童保育の受入れ環境整備の現状と取組を伺
います。
　(6)、高校生へのタブレット端末を公費で貸与すべ
きではないか。また、中高校生への通学費補助の所得
制限を緩和、撤廃してはどうか。
　(7)、医療的ケア児支援について、支援センター開
設など取組を伺います。
　(8)、リトルベビーハンドブックの作成について県
の取組を伺います。
　(9)、ヤングケアラー対策について。
　ア、県内児童生徒への実態調査はどうか。
　イ、国は、今年度から３年間を集中取組期間と定め
ております。県の取組を伺います。
　７、女性政策について。

　(1)、厚生労働省は、子宮頸がんの感染を防ぐＨＰ
Ｖワクチン接種の積極的勧奨を去る４月から再開しま
した。県の取組を伺います。
　(2)、不妊治療の保険適用が去る４月から始まりま
した。県として県民への周知や相談窓口の設置など取
組はどうか。また、治療と仕事の両立という課題に対
しての対策はどうか。
　(3)、政府は、４月に女性デジタル人材育成プラン
を作成しました。非正規で働く女性の割合は男性より
も高く、コロナ禍で深刻な打撃を受けたのも女性が多
い。女性の就労を支援する意義からも、経済的自立を
後押しし、また、近い将来、デジタル人材が極端に不
足するとの分析もなされているため、その対策に取り
組む方針であります。そこで、女性デジタル人材育成
について、県としての取組を伺います。
　８、介護士、保育士の処遇改善の取組はどうか。
　９、病院事業関連について。
　(1)、北部基幹病院の進捗状況について伺います。
　(2)、中部病院の病床について、８月から耐震補強
工事のため155床が影響を受けます。病院事業局は突
然、民間の医療機関へ受入れを要請しておりますが、
命に関わることでもあり苦情が出ています。他の方法
も検討すべきとの声もありますが、病院事業局の対応
を伺います。
　10、農水産物生産者支援策について。
　(1)、黒糖やモズクなど過剰在庫の支援策はどう
か。
　(2)、農林水産物条件不利性解消事業の予算が約
６億円減になっております。事業への影響はどうか。
　よろしくお願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　金城勉議員の御質問にお答
えいたします。
　まず、知事の政治姿勢についての御質問の中の
(1)、米軍基地問題に関するアドバイザリーボード会
議前の発言についてお答えいたします。
　去る５月25日にリモート方式で開催した第２回米
軍基地問題に関するアドバイザリーボード会議が始ま
る前、私は席に着く際に、委員の皆様がウクライナに
関する話をしていたため、他意なくゼレンスキーです
と発言し、直後に訂正いたしました。しかし、このよ
うな発言は軽率とのそしりを免れず、多くの皆様を不
快な思いにさせてしまいましたことを改めてお詫び申
し上げた次第であります。なお、この件については、
ウクライナのコルスンスキー駐日大使にも電話で状況
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の説明と謝罪を行い、謝罪を受け入れるとの回答をい
ただいたものであります。
　ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会の信頼と
安全を著しく損なう行為であり、いまだ解決の道筋が
見えないという非常に困難な状況は、日本の一県知事
ではありますが大変憂慮しております。一日も早く停
戦に向けて国際社会が協力して呼びかけていくことが
肝要であり、ウクライナ国民の皆様にも平穏な生活を
早く取り戻していただきたいということは、私の偽ら
ざる正直な気持ちであります。
　沖縄県では、ウクライナから日本に避難してこられ
た方々の受入れを積極的に進めており、今後も引き続
き取り組んでまいります。
　次に(2)、しまくとぅば普及の取組等についてお答
えいたします。
　沖縄県では、平成25年度にしまくとぅば普及推進
計画を策定し、戦略的に普及運動を実施しておりま
す。その結果、多くの県民が親しみを感じるなど、一
定の成果が現れておりますが、一方、しまくとぅばを
挨拶程度以上使う人の割合が減少するなどの課題があ
ると考えております。このため、話者がいる間に、し
まくとぅばアーカイブロードマップに基づき、各地域
のしまくとぅばを収集し、音声と表記を連動させた教
材の作成、歌や物語等の収録を行い、これを小中学校
の教育現場で活用するなど、教育機関との連携を強化
してまいります。また、しまくとぅば普及センターを
中心に、人材バンクを活用した講師派遣等、実効性の
ある普及活動を展開してまいります。
　沖縄県としましては、今後も日常のあらゆる機会を
通して、しまくとぅばに触れる機会を創出してまいり
ます。
　次に４、経済振興策についての御質問の中の(4)、
ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ2023の取
組についてお答えいたします。
　令和５年８月から開催される本大会は、世界のトッ
プ32か国中、日本を含む８か国が沖縄に集結する世
界最高峰の大会であります。沖縄県は、地元沖縄市を
はじめ関係市町村等と開催地支援協議会を設置し大会
を支援することとしており、今年度はカウントダウン
クロックの設置、１年前イベントの開催、誘客プロ
モーション等を実施してまいります。また、大会トロ
フィーを活用した出張授業などを通して、子供たちに
世界に目を向ける機会を創出します。
　沖縄県では、本大会を通じて、スポーツコンベン
ションの推進による地域経済の振興を図ってまいりま
す。

　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○副議長（仲田弘毅君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　２、新たな沖縄振興計画
についての中の(1)、沖縄振興基本方針についてお答
えいたします。
　令和４年５月10日に内閣総理大臣が決定した沖縄
振興基本方針は、今後の沖縄振興について、意義や方
向、振興に当たっての基本的な視点を取りまとめると
ともに、沖縄振興に関する各分野について、基本的な
事項が丁寧に示されていると認識しております。県に
おいては、同基本方針における沖縄振興に関する基
本的な事項等が、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画
（案）に盛り込まれていることを確認し、５月15日
に新基本計画を決定したところでございます。
　続きまして同じく(3)、鉄軌道の進捗状況について
お答えいたします。
　県では、平成30年５月に構想段階における計画書
を策定し、那覇－名護間を１時間で結ぶ概略ルートを
決定しました。その後の調査で、費用便益比につい
て、精緻化の結果、１を超えるケースを確認し、国に
説明を行ってきたところです。また、採算性について
は、特例制度の創設を継続的に要望し、今般、国にお
いても調査検討を進めることが沖縄振興基本方針に盛
り込まれております。
　県としては、引き続き鉄軌道の導入の必要性を丁寧
に説明しながら、早期導入に向けて国との協議を進め
てまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　２、新たな沖縄振興計画
についての(2)、国立自然史博物館誘致に係る委託事
業の内容についてお答えいたします。
　国立自然史博物館の設立については、同博物館の役
割や沖縄に設置する意義等について、広く県民、企
業、市町村に御理解をいただき、一丸となって取り組
む必要があります。そのため、今年度においては、国
立自然史博物館誘致推進事業を復帰50周年事業に位
置づけ、委託事業の実施等により、シンポジウムや企
画展の開催、ウェブサイトやＳＮＳ等を活用した情報
発信を行うこととしております。さらに、国内外の類
似施設の調査研究のための現地視察や、設立に向けた
活動を促進するための関係機関等への説明会を開催す
るなど、引き続き、県民等の理解促進や機運醸成を図
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る取組を強化してまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　３、コロナ対策につ
いての御質問のうち(1)、感染が収束しない原因と対
策についてお答えします。
　県内では、大型連休後に感染が再拡大したため、子
供を守る取組やコロナ感染拡大警報の発出等、感染対
策の徹底を呼びかけたところであり、新規陽性者数は
減少しましたが、現在は下げ止まっています。第７
波においては、感染力が高いとされるオミクロン株
（ＢＡ．２）への置き換わりが急速に進んだこと、ま
た、10歳未満、10代及び親世代や家庭内での感染が
進んだことも、感染拡大の要因ではないかと考えてい
ます。
　県では、引き続き、重症化リスクの高い高齢者や妊
婦、基礎疾患を有する方への感染が広がり、医療の逼
迫が進まないよう、基本的な感染対策の徹底を呼びか
けてまいります。
　同じく３の(2)、ワクチン４回目接種の考え方と取
組についてお答えします。
　４回目接種は、重症化予防を目的に、60歳以上の
者、18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者、その
他重症化リスクが高いと医師が認める者を対象者とし
ており、関係政省令が改正された５月25日から実施
できることとなっております。県内各市町村では、個
別接種を行う医療機関や集団接種会場を確保し、接種
を推進するとともに、高齢者施設等に対する巡回接種
も実施する予定であります。県では、県広域ワクチン
接種センター３会場において、６月中に４回目接種の
受付を開始することとしております。
　同じく３の(3)、経口薬についてお答えします。
　現在、県内で使用されている経口薬は、ラゲブリオ
とパキロビッドパックの２種類となっており、使用状
況等につきましては、国で一元管理され随時公表し
ております。本県の投与実績報告数は、５月31日時
点で、ラゲブリオ1884人、パキロビッドパック203
人、計2087人となっております。
　続いて６、子供政策についての御質問の中の、リト
ルベビーハンドブックについてお答えします。
　低出生体重で生まれたお子さんは、通常の母子健康
手帳にある身体発育曲線や発達の目安では成長の確認
が難しく、子育ての悩みを深めてしまう場合があるこ
とから、低出生体重児の成長に合わせた母子健康手帳
のサブブックとしてリトルベビーハンドブックの必要

性を認識しております。
　県としましては、他県の取組の情報収集を行ってい
るところであり、今後、関係者の意見を伺いながら、
作成に向け取り組んでまいりたいと考えております。
　続いて７、女性政策についての御質問の中の(1)、
ＨＰＶワクチン接種に関する取組についてお答えしま
す。
　子宮頸がんの予防に効果的とされているＨＰＶワク
チンにつきましては、国は令和４年４月より、対象者
等に対する個別の勧奨を実施するよう通知し、それを
受け、接種の実施主体である市町村において、対象者
等に対する個別の接種勧奨を実施しているところで
す。
　県としては、子宮頸がんの予防を図ることは重要で
あると考えているため、ワクチンの効果や副反応に関
する情報を県ホームページにて公開し、また、接種後
の症状についての相談窓口を設けております。今後
も、県内の状況把握に努め、希望する県民が接種でき
るよう、市町村等と連携して取り組んでまいります。
　同じく７の(2)のうち、不妊治療に係る周知や相談
支援についてお答えします。
　県では、不妊治療の保険適用に伴って事業を見直
し、特定不妊治療費助成事業の経過措置や新たに開始
する先進医療不妊治療費助成事業について県ホーム
ページで周知するほか、パンフレットやポスターを作
成し、関係機関へ配布する予定です。また、相談窓口
については、不妊・不育専門相談センターを設置して
おり、今年度から新たに心理カウンセラーを配置する
など、不妊や不育に悩む夫婦の相談支援について、充
実を図っております。
　続いて９、病院事業関連についての御質問の中の、
公立沖縄北部医療センターの進捗状況についてお答え
します。
　北部医療センターにつきましては、現在、昨年度策
定した整備基本計画に基づき、建物の平面計画、備え
るべき機能、内外のデザイン等を行う基本設計業務に
取り組んでおります。また、設置主体となる一部事務
組合については、構成団体の県議会及び北部12市町
村議会に対して規約案の説明を行うなど、令和５年４
月の設置に向け準備を進めております。今後は、北部
12市町村及び建設地周辺での住民説明会、全県立病
院及び北部地区医師会病院を対象とする転籍意向調査
等、北部医療センターの早期整備に向け取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　文化観光スポーツ部長。
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　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４、経済振
興策についての(1)、沖縄ツーリズム産業団体協議会
からの要請への対応についてお答えします。
　本年５月に同協議会から、観光事業者への経営支
援、沖縄県観光振興基金の活用、那覇空港国際線の早
期再開などを内容とした要請を受けております。県と
しては、これらの要請内容を含め、知事、副知事も参
加した観光事業者との意見交換を行い、沖縄観光の回
復・復興に向けた考え方を策定したところです。この
考え方に基づき、県独自の支援策として赤字の観光事
業者に最大600万円の経営支援等を実施するほか、観
光振興基金の機動的な活用や那覇空港国際線再開に向
けた取組を進めるとともに、観光業界と連携・協力の
下、財源の確保に向けた国への要請を行ってまいりま
す。
　同じく４の(2)、観光誘客のメッセージ発信につい
てお答えします。
　沖縄県にお越しいただく観光客の皆様に、安全・安
心な旅行環境を提供し、県民一体となって温かくお迎
えすることが、本県の観光にとって非常に重要である
と考えております。
　県としては、旅行需要喚起策が全国へ拡大されるな
ど、適切なタイミングで全国の皆様へ沖縄への来訪を
促す知事メッセージを発信したいと考えております。
引き続き、需要喚起策や航空会社等と連携したプロ
モーションを展開することで、需要を取り込み、本県
観光産業の早期回復に向け、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　４、経済振興策につ
いての(3)、奨学金返還支援制度の取組についてお答
えします。
　奨学金返還支援制度は、県内中小企業が従業員に対
して返還支援を行う際、企業の負担する費用の一部を
補助するものです。県においては、経済団体等を通じ
て周知を行い、今月から募集を開始したところ、複数
の企業から制度活用の御相談を受けております。今後
は、本事業を活用し、多くの企業が人材の定着や確保
に取り組むことができるよう、補助金額の引上げが可
能な所得向上応援企業認証制度の活用と併せて、周知
に努めてまいります。
　７、女性政策についての(2)、不妊治療と仕事の両
立に対する支援についてお答えします。
　県では、仕事と不妊治療の両立について理解を深

め、従業員が働きやすい環境を整えることが重要と考
えていることから、今年度、ワーク・ライフ・バラン
ス企業認証制度において、不妊治療と仕事との両立が
できるよう支援する取組を要件の一つとしたところで
す。また、働きやすい環境づくりの支援として、年次
有給休暇の分割取得や時差出勤制度、テレワーク導入
等のワーク・ライフ・バランスを推進する事業者に対
し、セミナーの開催や専門家派遣を実施しているとこ
ろです。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　５、教育行政についての
(1)、教員不足の原因等についてお答えいたします。
　令和４年４月当初の教員の未配置は小学校12名、
中学校41名、高校３名、特別支援学校８名の計64名
となっております。教員不足の原因としましては、昨
今の特別支援学級増等により、教員配置が追いつかな
い状況にあります。未配置の状況にある学校では、教
頭や他の教員により、授業に影響が出ないよう対応し
ているところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き教員の採用に
努めるとともに、教員採用試験の制度改革、退職者の
任用等を推進し、教員不足の解消に努めてまいりま
す。
　同じく(2)、沖縄の歴史教育の取組についてお答え
いたします。
　沖縄の歴史教育につきましては、小中学校において
は社会科等の授業で、高等学校においては日本史や学
校設定科目等の授業で、教材や内容の創意工夫等によ
り取り組んでいるところです。今年は復帰50周年に
当たることから、沖縄の歴史を振り返る機会とし、各
学校において、特設授業や特別活動等、年間行事計画
に位置づけ、教育活動全体で取り組むこととしており
ます。
　県教育委員会としましては、児童生徒が郷土に誇り
を持ち主体的に社会に参画する力を育成するため、引
き続き、沖縄の歴史教育の充実を図ってまいります。
　続きまして６、子供政策についての中の(3)、児童
生徒１人当たりの教育費についてお答えいたします。
　文部科学省が実施した地方教育費調査中間報告によ
ると、令和２年度においては、本県の児童生徒１人当
たりの教育費は117万4000円で、全国と比較すると
36位となっております。
　同じく(4)、給食費無償化についてお答えいたしま
す。
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　学校給食費につきましては、学校給食法により、食
材費等は保護者が負担することとなっております。こ
うした中、県内において30の市町村が給食費の全額
または一部助成を行っております。また、経済的に困
窮している児童生徒には、生活保護や就学援助による
支援が行われております。
　県教育委員会としましては、子どもの貧困対策推進
交付金を活用した就学援助の充実を図る事業等を実施
している市町村の事例を紹介する等、引き続き市町村
就学援助担当者に交付金の活用について周知してまい
ります。
　同じく(6)、学習端末の公費調達及び通学費補助の
所得制限緩和等についてお答えいたします。
　学習端末については、今後、学校や家庭など様々な
場面で生徒が日常的に活用することが重要になると考
えております。高等学校では、このような個人が専有
する教材等は、自己負担が原則となっております。こ
のため、保護者等が購入する学習端末の購入費の一部
を補助するとともに、県指定ＥＣサイトにおいて、市
場よりも低価格で購入できる環境を整備したところで
す。端末を購入できない低所得世帯の生徒には、学校
に整備済みの端末を貸し出すこととしております。
　また、沖縄県バス通学費等支援事業においては、子
供の貧困対策として中高校生のバス通学無料化に取り
組んでおり、令和４年度は、所定の要件を満たすフ
リースクールに通学する生徒を支援の対象に加えたと
ころです。所得制限の緩和などのさらなる拡充につい
ては、持続可能な支援の在り方を検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　６、子供政
策についての御質問の中の(1)、こども家庭庁への認
識と対応についてお答えいたします。
　子供の最善の利益を第一に考え、子供の権利を保障
し、健やかな成長を社会全体で後押しするため、令和
５年４月、こども家庭庁が創設されます。
　県としましては、沖縄の未来を担う全ての子供たち
が、夢や希望を持って成長できる社会の実現は重要で
あると考えており、子供政策の司令塔となるこども家
庭庁の創設に適切に対応できる体制の構築に取り組ん
でまいります。
　同じく(2)、児童手当の高校生までの拡充について
お答えいたします。
　児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長

に資することを目的に、子育て世帯に対し支給されて
おります。児童手当は、国、都道府県、市町村の負担
及び事業主の拠出金も財源の一部となっており、その
拡充については、財源の確保等も課題になるものと考
えており、今後の動向を注視してまいりたいと考えて
おります。
　同じく(5)、放課後児童クラブの現状と取組につい
てお答えいたします。
　県では、民立民営の放課後児童クラブが多く、利用
料が高いなどの課題を踏まえ、実施主体である市町村
が行う公的施設活用クラブの整備を支援してまいりま
した。平成24年度以降、新設された公的施設活用ク
ラブは、126か所となっております。平均月額利用料
については、平成24年度の1万711円から、令和３年
度は9397円に1314円低減しております。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、公的施
設の活用促進や賃借料支援等に取り組んでまいりま
す。
　同じく(7)、医療的ケア児支援の取組についてお答
えいたします。
　現在、県では、保健、医療、福祉、保育、教育等の
関係分野が連携する協議の場において、医療的ケア児
及びその家族への支援の方法やセンター機能の在り方
等について、検討を行っております。また、今年度中
に医療的ケア児等コーディネーターを配置し、セン
ター設置に向けた総合調整等を行うこととしておりま
す。
　県としましては、市町村、関係機関等と連携して、
可能な限り速やかな医療的ケア児支援センターの設置
に向けて取り組んでまいります。
　同じく(9)のア、ヤングケアラー実態調査について
お答えいたします。
　県では、今年度、小学５年生から高校３年生までの
児童生徒を対象としたヤングケアラー実態調査を実施
することとしており、現在、調査に向けた準備を進め
ているところでございます。本調査により、ヤングケ
アラーの人数や状況等の実態を把握した上で、関係部
局や市町村と連携し、適切な支援につなげていけるよ
う取り組んでまいります。
　同じく(9)のイ、ヤングケアラーに関する県の取組
についてお答えいたします。
　県では、児童生徒を対象とした実態調査に加え、関
係職員向けの研修を実施するとともに、普及啓発の取
組などにより、ヤングケアラーの認知、理解促進を図
ることとしております。また、ヤングケアラーなど困
難を抱える家庭を訪問し、家庭状況等を把握するなど
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必要な支援につなぐための取組のほか、ひとり親家庭
や低所得の子育て家庭へのヘルパー派遣を行うなど、
ヤングケアラーへの支援を行うこととしております。
　次に７、女性政策についての御質問の中の(3)、女
性デジタル人材育成に関する県の取組についてお答え
いたします。
　令和４年４月、国の男女共同参画会議において、女
性デジタル人材育成プランが決定されました。本プラ
ンでは、コロナ禍における女性の就労支援や経済的自
立、デジタル分野のジェンダーギャップ解消などを目
的として、デジタルスキルを身につけた女性人材の育
成に取り組む方針が示されております。
　県におきましては、新・沖縄21世紀ビジョン基本
計画においてデジタル人材の育成を推進することとし
ており、今後は関係部局で連携し、取り組んでまいり
ます。
　次に８、介護士、保育士の処遇改善の取組について
の中の(1)、介護職員、保育士の処遇改善の取組につ
いてお答えいたします。
　県では、国の経済対策を踏まえ、介護職員や保育士
の処遇改善を図るため、令和４年２月から賃金引上げ
を行う事業所等に対し、職員１人当たり月9000円相
当額を補助することとしております。介護職員につい
ては、令和４年４月までに申請のあった2286事業所
に対し、約７億4000万円の交付決定を行い、６月末
から補助金を交付することとしております。保育士に
つきましては、令和３年度分として申請のありました
923施設分に当たる約３億4000万円の補助金を市町
村に対し交付しております。
　県としましては、補助金交付を円滑に行い、処遇改
善に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　９、病院事業関連
についての御質問の中の(2)、中部病院耐震補強改修
工事に係る対応についてお答えいたします。
　中部病院南病棟については、現行の建築基準法の耐
震基準を満たしておらず、耐震化を図る必要がありま
す。令和３年度には、２度にわたり、病棟を閉鎖しな
い条件での入札を行いましたが、いずれも不調となっ
ております。病院事業局としては、仮設病棟の設置な
ど他の方法の検討も行ったものの、患者の安全面から
病棟を閉鎖した工事を実施することとしたものであり
ます。耐震工事については、昨年度は地域医療支援病
院等に対し情報提供を行い、今年度は、医療機関に加

え、医師会や市町村への説明を行っているところであ
ります。
　なお、工事の開始時期については、コロナ感染症の
状況等を踏まえ、柔軟に対応することとしておりま
す。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　10、農水産物生産
者支援策についての(1)、黒糖やモズク等在庫に対す
る支援策についてお答えします。
　県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に
より急激に増加した県産黒糖の在庫対策として、令和
３年度補正予算により、沖縄黒糖ブランディング実証
支援事業を立ち上げ、スポーツや観光と連携した沖縄
黒糖のＰＲ活動等を支援しております。また、モズク
については、加工業者の需要によって価格や在庫が左
右される状況を改善するため、鮮度を生かした生モズ
クの商品開発や、モズク養殖業振興協議会と共同歩調
を図り、販売促進に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き、関係団体等と連携し、
黒糖やモズク等県産農林水産物の販路拡大に取り組ん
でまいります。
　同じく10の(2)、農林水産物条件不利性解消事業の
予算についてお答えいたします。
　新たな不利性解消事業では、国との協議等により補
助単価を見直しましたが、補助対象品目を拡充すると
ともに、北部・離島市町村への補助事業を新設し、さ
らには農林水産物や一次加工品の県内外への出荷補助
を実施してまいります。また、鮮度保持技術を活用し
た品質の安定化とロット拡大による物流コストの低減
化に向けて、実証事業に対する補助等を実施します。
　県としましては、引き続き、生産者など関係者の理
解と協力が得られるよう丁寧に対応し、円滑な事業の
実施により、持続可能な物流ネットワークを構築し、
農林水産業の稼ぐ力の向上を推進してまいります。
　以上であります。
○○副議長（仲田弘毅君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　それでは再質問をさせていただきま
す。順序を入れ替えて質問をいたします。
　まず、中部病院の病床の件についてであります。
　今局長から説明ありましたけれども、155床が使え
なくなるということで、中部地区医師会の関係者から
私に話が届いたんですが、医師会の関係者からすると
突然の説明であったと。この中部医師会の皆さん方と
の話合い、協議の場というのはいつ持ったんですか。
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○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　中部地区医師会のほうからは突然の説明というお話
でございますが、これに関しては、中部病院や病院事
業局、これまで何度も丁寧にいろいろ議論をして、方
法について検討をしてまいりました。具体的には、医
療機関への説明は、中部病院から、まず４月10日を
皮切りに、17の医療機関に説明を行っていますが、
中部地区医師会には、５月17日に院長、副院長が訪
れ、また６月10日には、私と中部病院長で説明にま
いりました。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　２年も前からそういう計画があるの
に、今年になって、５月そして６月10日、関係者の
皆さん方は155床という数字、本当に民間で受入れが
できるのかと、そういうことで非常に心配しているん
です。これ、民間の皆さん方がもし対応できませんと
いうことになったら、どういうふうになるんですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　議員御指摘のよう
に、155床を対応すると、受入れに関しては、中部病
院それから事業局でもどのようにすればスムーズに
……
○○金城　　勉君　よく聞こえない。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　行えるかというふ
うなことを検討してまいりました。まず最初に、155
床を一度に民間に受けてもらうということではなく、
南病棟を退院した場合には、入院は控えるようにし
て、可能な限り本館のほうに収容します。それから、
特に問題になる救急患者に関しては、従来どおり、患
者さんを本館のほうで受け入れるというような方針を
立てております。ある程度時間の待てる患者さんに関
しては、民間病院あるいは重点医療機関――これまで
説明をしておりますが――そういったところに協力を
お願いすると。それから、特に血液患者さんが、これ
はかなり特殊な治療を受けなくてはいけないんです
が、この方に関しては、南部医療センターやあるいは
琉球大学に治療をお願いするというふうな要請を行っ
ているところでございます。
　以上です。
○○副議長（仲田弘毅君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　やっぱり関係者の皆さん方からする
と、唐突な、そういう話合いという印象を受けており
まして、それで、その155床を受ける場合、民間の病
院もキャパが当然限られていますから、そのときには

やはり一定のラインを緩和して、そして、民間の病院
が、受け入れる側がその増床の数字を、例えば九州厚
生局との相談とか、そういうふうな行政側との、国と
のやり取りの中で受入れの枠を広げるとか、そういう
ふうな要望も聞いたんですけれども、これについては
どうですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　民間の病院が今ま
で以上に受け入れられる、いわゆるオーバーベッドと
いうことだと思いますが、これに関しての要請は、現
在保健医療部のほうに話をしておりまして、内容に
よって、九州厚生局にも話をお願いすると、問い合わ
せるというふうなことを考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　その辺の話が、やっぱり医師会の皆
さん方には受け止められていないんです。逆に、病院
事業局のほうの話としては、それは私たちの仕事では
ありませんというふうな受け止め方がされているんで
す。ですから、これだけの協力を求めようというとき
に、お互いの信頼関係というものを前提にしないと、
これだけ命を預かる現場において155床もの、そうい
う病床が使えなくなるという事態というものをもっと
真剣に重く受け止めなきゃいけないと思うんですが。
時間がないから次に進みますけれども、そういう状況
が現実として起こっておりますので、真摯に話合いを
して、そして本当に155床が休む間、どうするのかと
いうことを真剣に協議をしていただきたいと思いま
す。
　休憩お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時38分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○金城　　勉君　次に、子供政策についてですけれど
も、やっぱり私は前々からこの政策には、非常にこだ
わりを持ってやってまいりました。それで子供特区を
成案するなど、また公明党としても、子育て・教育を
国家戦略に置いていこうということで、これまでもい
ろいろな、幼児教育の無償化であるとか、あるいはま
た高校の実質授業料の無償化であるとか、様々な政策
提言を重ねてまいりました。そういうところから、今
回こども家庭庁の設置法やこども基本法も成立しまし
た。そういう中で、やはり沖縄としては、先ほど答弁
がありましたけれども、教育費36位と117万円とい
う答弁がありましたけれども、やはりもっともっと沖
縄は教育に対する政策の関わり方を強化すべきだとい
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うふうに思います。
　それで、児童手当の高校生までの拡充を国に求める
べきであるという提案をしたんですけれども、これに
ついては、知事、やはりそうしたことを地方のほうか
ら声を上げて、後々は国の制度としてつくっていく、
こういうことを提案するんですけれども、いかがです
か。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、やは
りあらゆるステージにおいて、子供を福祉的、教育
的、医療的に支えていくということは、社会全体が健
全な状況で成長していけるための大事な政策であると
いうように考えております。ぜひそのような国に対す
る要望も、積極的に行っていきたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　よろしくお願いします。
　それとそういう子供政策の一環として、給食費の無
償化。これも前々から提案しているんですけれども、
法律で保護者負担だというふうに簡単に切り捨てない
で、やっぱり市町村においては極力子供たちのため
に、その視点に立って何とかしようという努力をする
首長さんが増えてきているんです。ですから県もそう
いう視点に立って、お互いに協力をして、そういう政
策の実現に向けて頑張っていくということは、これも
ぜひ知事にお伺いしたい、財政的な面ですから、いか
がでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　学校給食費につきまして
は、先ほど教育長から答弁がありましたけれども、県
内においては30の市町村が給食費の全額、または一
部助成を行っております。これは持続可能な支援とし
て財政負担をどのように県、市町村で折り合っていけ
るのかということについても、引き続き協議をしてい
きたいというように思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　金城　勉君。
○○金城　　勉君　ぜひこれも前向きに御検討いただき
たいというふうに思います。
　それとリトルベビーハンドブック、答弁の中で御説
明がありましたように、低体重児として生まれた子供
さん方が、今までの手帳では記入のスペースがないと
いうようなことで、非常に寂しい思いをするお母さん
方がいらっしゃるという話を聞きました。他の都道府
県においても、８県６市においてこれを作成されて、
徐々に徐々にその情報が伝わっていって、取組が始
まっているんです。ですから県としてもぜひ、今年度
その作成に向けた準備をしたいという答弁でしたの

で、もう一度はっきりとした御答弁をお願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御提案のリトルベビー
ハンドブック、非常にお母さん方としても、子供の成
長を丁寧に記録する意味では必要だと思いますので、
先進県の事例を今調査させていただいております。引
き続き、早期に実現できるよう取り組んでまいりま
す。
○○金城　　勉君　ありがとうございました。
○○副議長（仲田弘毅君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後４時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○○當間　盛夫君　皆さん、こんにちは。
　無所属の会の當間盛夫でございます。
　代表質問をさせてもらいます。
　仲田議長代行、お疲れさまでございました。
　この議長席からの眺めはいかがだったでしょうか。
最後までされるのかなと思っていたんですが、お疲れ
さまでございました。
　昨日は慰霊の日ということで、令和４年全戦没者の
式典も行われたんですが、我々無所属の会は、毎年糸
満市役所から平和行進ということで、３回コロナで実
行されていないんですが、我々はもうずっと歩いてお
ります。昨日は、この平和行進、もともと奥武山から
スタートしていたということがありまして、私どもも
昨日、奥武山からスタートして約20キロ歩かせても
らいました。ただ歩くだけが目的ではなくて、やっぱ
り77年前に皆さんが本当に逃げ惑う体験がどういう
ものなのかということを、もう一度我々もかみしめな
がら、決して戦争をしてはいけないという思いを強く
持つ行進を常にさせてもらっています。よろしくお願
いします。
　それでは質問に移ります。
　まず振興計画について。
　(1)、これまでの沖縄振興予算と国税徴収額の推移
と認識について伺います。
　(2)、国が徴収した税金を税源として沖縄県に財政
移転される状況を伺います。
　(3)、沖縄振興税制の１次振計から５次振計までの
各適用実績を伺います。
　(4)、西銘大臣ビジョンについて、玉城知事は唐突
感は否めなかったとありますが、県との考えに違いが
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あるのか、あるとすれば違いは何か伺います。
　(5)、基本方針や西銘大臣ビジョンでの民間主導に
よる強い沖縄経済の実現を県としてどのように連携し
政策に図っていくのか伺います。
　(6)、１次産業の産出額を1500億円規模に目指すと
ありますが、国と県の取組を伺います。
　(7)、ＯＩＳＴ等を核とし、産学官金連携やスター
トアップ創出など拠点構想に向けて県としての支援、
取組を伺います。
　(8)、クリーンエネルギー社会の実現に向けて、地
域再生エネ主力化や水素の製造・利活用等に取り組む
とありますが、県の戦略、政策を伺います。
　(9)、持続可能な離島の振興に不可欠な担い手の確
保、人口流出の防止、交流人口・関係人口の拡大への
取組を伺います。
　２、沖縄観光の回復・復興に向けた考え方につい
て。
　(1)、入域観光客数610万人ということであります
が、国内580万人・海外30万人の目標値の根拠をお
伺いいたします。
　(2)、回復・復興に向けた経済対策に必要な財源の
確保の見通しをお伺いします。
　(3)、那覇空港国際線受入れ体制の構築にどのよう
な支援を実施していくのか伺います。
　(4)、沖縄観光の発信・アピールをどのように取り
組むのか伺います。
　３、基地問題について。
　(1)、玉城知事重要公約の基地問題において、機能
を新たに加えて建設する辺野古新基地は断固として認
められないとありますが、対話を諦めたということに
なるんでしょうか。公約実現の解決策をお伺いしま
す。
　(2)、我が国の安全保障環境の厳しさが増しており
ます。米軍と自衛隊の訓練や施設の一体化使用等の日
米同盟の軍事強化・拡大について、現状と見解をお伺
いします。
　４、沖縄県公共施設等総合管理計画について。
　(1)、コスト縮減と財政負担の平準化で、ＰＰＰ／
ＰＦＩの活用を計画的に推進するとありますが、活用
方針を伺います。
　(2)、本県の公営住宅の延床面積は全国平均の約2.1
倍とあります。県内における住宅状況と県営住宅の建
て替え状況を伺います。
　最後に、沖縄県職員・教職員住宅の改修状況と警察
施設の待機宿舎、交番・駐在所の現状と改修状況をお
伺いします。

　よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　當間盛夫議員の御質問にお
答えいたします。
　まず、振興計画についての御質問の中の(4)、西銘
大臣ビジョンについてお答えいたします。
　去る５月31日に公表された強い沖縄経済の実現に
向けた西銘大臣ビジョンについては、沖縄県に対して
事前の意見照会や説明がなかったことから、私はコメ
ントの際に「少なからず唐突感を持つ」と公表をいた
しました。その後、内閣府沖縄担当部局と意見交換を
行いまして、当該ビジョンの内容は、沖縄県の新・沖
縄21世紀ビジョン基本計画と方向性が一致するもの
と確認が取れたところであります。
　次に(8)、地域再エネ主力化等の戦略・政策につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、再エネ導入効果の早期発現が期待でき
る離島を対象に、今年度から新規事業として、太陽光
発電事業の展開に係る補助を行っております。あわせ
て、離島での水素利活用促進に向けた可能性調査に着
手したところです。また、民間事業者による投資を誘
発するため、国の各種補助制度の活用促進を図るとと
もに、沖縄振興特別措置法に基づく、再エネ設備導入
に係る税制上の特例措置の活用を促進し、クリーンエ
ネルギーの導入拡大に取り組んでまいります。
　次に、基地問題についての御質問の中の３の(1)、
辺野古新基地建設問題の対話による解決についてお答
えいたします。
　普天間飛行場にはない新たな機能を加えて建設され
る辺野古新基地は、過重な基地負担となっている沖縄
にさらなる基地負担を強いるものであること、辺野古
新基地建設の是非が大きな争点となった２度の県知事
選挙及び県民投票により、辺野古埋立てに反対する圧
倒的多数の民意が示されたことなどから、私は一貫し
て普天間飛行場の辺野古移設に反対の立場を示してき
ました。普天間飛行場の危険性の除去は、政府と沖縄
県、宜野湾市の共通した課題、喫緊の課題であり、沖
縄県としては、辺野古移設に関わりなく、同飛行場の
速やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去を実
現する必要があると考えております。その実現のため
私は、辺野古新基地建設問題は対話により解決策を求
めていくことが重要であると考えており、様々な機会
を捉えて、政府に対し、沖縄県との対話の場を設ける
よう求めてきたところであります。本年５月に新たな
建議書を岸田総理に手交した際にも、辺野古新基地建
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設問題について政府と沖縄県による対話の場を設けて
いただくよう求めたものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　１、振興計画についての
(1)、沖縄振興予算と国税徴収額についてお答えいた
します。
　沖縄振興予算の額は、平成30年度から令和３年度
までが3010億円、令和４年度が2684億円となって
おります。国税庁によると、沖縄における国税徴収
決定済額は、平成30年度が3939億円、令和元年度が
4175億円、令和２年度が4118億円となっておりま
す。国税徴収決定済額が増加傾向にあるのは､沖縄振
興予算などの活用により、本県経済の活性化に結びつ
く産業振興施策を推進し、税源の涵養が図られてきた
ことによるものと考えております。
　同じく１の(2)、国から県への財政移転の状況につ
いてお答えいたします。
　国から沖縄県に交付される交付金等については、地
方交付税、地方消費税、地方譲与税などがあります。
また、国庫支出金については、沖縄振興予算だけでは
なく、厚生労働省が所管する医療費や社会保障費等、
文部科学省が所管する教職員給与費など、各省からも
様々な支出金が交付されているところです。
　４、沖縄県公共施設等総合管理計画についての
(1)、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用方針についてお答えいた
します。
　公共施設等の更新などに際しては、民間の技術、資
金等を活用することが有効な場合もあることから、沖
縄県公共施設等総合管理計画の改訂において、ＰＰＰ
／ＰＦＩの活用方針を追記する予定です。具体的に
は、沖縄県ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程に
基づき、10億円以上の公共施設の整備や利用料金の
徴収を行う施設の整備などに当たり、ＰＰＰ／ＰＦＩ
の導入を検討するものであります。
　同じく４の(3)のうち、沖縄県職員住宅の改修状況
についてお答えいたします。
　総務部所管の職員住宅については、平成25年度に
策定した沖縄県職員住宅のあり方基本方針及び県有施
設長寿命化（予防保全）指針に基づき、施設の目標使
用年数を65年とし、長寿命化を図ることとしており
ます。令和３年度末までに、職員住宅293戸のうち、
東京34戸、宮古32戸、八重山40戸、計106戸の改修
工事を完了しており、残る住宅についても沖縄県公共

施設等総合管理計画、職員住宅個別施設計画に基づ
き、令和11年度までに全ての改修工事の完了を予定
しております。引き続き、職員住宅の環境整備にしっ
かり取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　１、振興計画についての
(3)、沖縄関係税制の適用実績についてお答えいたし
ます。
　県で把握できている沖縄関係税制の国税適用実績
については、第１次振計では約481億円、第２次振計
では約475億円、第３次振計では約1070億円、第４
次振計では約1848億円、第５次振計では約2477億円
で、合計約6351億円となっております。県では、沖
縄関係税制の活用により、企業の集積及び雇用の創
出、観光客数の増や生活等のコストの軽減に寄与する
など、産業の振興や県民生活の向上に貢献してきたも
のと認識しております。
　続きまして同じく(5)、強い沖縄経済の実現につい
てお答えいたします。
　西銘大臣ビジョンにおいては、１、観光・リゾート
産業、２、農水産業・加工品、３、ＩＴ関連産業、
４、科学技術・産学連携を重点４分野として位置づ
け、具体的戦略を示しております。これらの戦略につ
いては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画において
も位置づけられているところです。
　県としては、国、市町村をはじめ関係機関と意見交
換等を通じて連携を図り、新・沖縄21世紀ビジョン
基本計画に掲げた諸施策の着実な展開が図られるよ
う、全力で取り組んでまいります。
　続きまして同じく(7)、ＯＩＳＴを核とした産学官
金連携等についてお答えいたします。
　ＯＩＳＴでは、世界を対象に新たな技術開発による
起業を目指す人材を集め、沖縄での起業につなげるプ
ログラムを実施しており、県も支援を行っておりま
す。同プログラムを活用した企業の中には、環境ス
タートアップ大臣賞を受賞するなど、成長が期待され
る企業も出てまいりました。
　県としましては、同プログラムやＯＩＳＴの研究成
果等を活用した、県内での産学官金の連携を推進して
いく考えであります。また、人材育成の観点から、Ｏ
ＩＳＴと連携し、県内の子供たちを対象とした科学教
育プログラムの実施に、引き続き取り組んでまいりま
す。
　続きまして同じく(9)、持続可能な離島振興に関す
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る取組についてお答えいたします。
　小規模離島地域では、地理的な条件不利性等に起因
する産業や社会活動の停滞、若年層の進学等に伴う流
出などにより、人口減少、活力低下が懸念されており
ます。このため、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画
及び策定中の新たな離島振興計画では、離島を核とす
る交流の活性化と関係人口の創出を基本施策の一つと
して、ＵＪＩターンによる移住促進、定住条件の整
備、５Ｇネットワーク・ＤＸの導入による条件不利性
の克服、島々の魅力を生かした産業振興による地域の
担い手確保及び人口流出防止を図るとともに、テレ
ワーク、ワーケーション等の推進により、交流人口・
関係人口を創出し、離島地域の活性化を目指すことと
しております。引き続き、関係市町村と連携し、諸施
策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　１、振興計画につい
ての(6)、農林漁業産出額の向上に向けた取組につい
てお答えいたします。
　国が策定した沖縄振興基本方針では、農林水産業の
振興に関する基本的事項として、農林漁業産出額や農
林漁業者の所得向上を目指すことなどが記載されてお
ります。県では、当該方針を踏まえ、新・沖縄21世
紀ビジョン基本計画において、おきなわブランドの確
立と生産供給体制の強化、多様なニーズに対応する
フードバリューチェーンの強化、担い手の経営力強化
や成長産業化に向けた基盤整備など、各施策を総合的
に取り組むこととしております。
　県としましては、国と緊密に連携を図りながら、農
林漁業産出額や農林漁業者の所得向上に努めてまいり
ます。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、沖縄観
光の回復・復興に向けた考え方についての(1)、令和
４年度の入域観光客数についてお答えします。
　県では、沖縄観光の早期回復・復興を目指し、観
光収入5364億円、人泊数1751万人泊、入域観光客数
610万人を令和４年度の目標値として掲げました。入
域観光客数について、国内客は、航空会社における予
約率や需要予測を勘案するとともに、県による施策の
推進や関連イベントによる観光需要の増を考慮し、目
標を580万人として設定しております。外国客は、新

型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の令和元年
度と現在の訪日外国人数の比率及び入国者上限数の見
通しを勘案し、目標を30万人として設定しておりま
す。
　同じく２の(2)、沖縄観光の回復・復興に必要な財
源の確保についてお答えします。
　沖縄観光の回復・復興に向けては、既決予算の効果
的な活用と併せて、県が主体的かつ機動的に活用でき
る財源の確保が必要であり、観光業界との連携・協力
の下、国へ要請を行っていきたいと考えております。
要請に当たっては、県内総生産に占める観光産業の割
合が高いこと、全国の中でも厳しい感染状況であり、
感染症対策に多くの財政需要が生じたことなどの特殊
事情を丁寧に説明していきたいと考えております。
　同じく２の(3)、那覇空港国際線の受入れ体制につ
いてお答えします。
　那覇空港国際線では、空港検疫体制等の６月中の整
備完了に向け、国による準備が進められているところ
であります。国際線の復便に当たっては、航空会社に
おける運航準備及びグランドハンドリングの体制構築
等が課題となっていることから、路線再開時の航空会
社への支援について検討を進めているところでありま
す。また、県海外事務所と連携し、航空会社に対して
復便の働きかけを行ってまいります。
　同じく２の(4)、沖縄観光の発信・ＰＲについてお
答えします。
　沖縄県にお越しいただく観光客の皆様に、安全・安
心な旅行環境を提供し、県民一体となって温かくお迎
えすることが、本県の観光にとって非常に重要である
と考えております。
　県としましては、適切なタイミングで、全国の皆様
へ、沖縄への来訪を促すメッセージを発信したいと考
えております。引き続き、需要喚起策や航空会社等と
連携したプロモーション、広告やマスメディアを活用
した広報を展開することで、需要を取り込み、本県観
光産業の早期回復に向け、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　３、基地問題について
の御質問の中の(2)、日米同盟の軍事強化・拡大につ
いてお答えいたします。
　防衛省によると、自衛隊は平素から日米間で様々な
訓練を実施しているとのことであり、今月５日と７日
に、南シナ海において日米共同訓練が実施され、16
日には、木更津駐屯地において島嶼防衛のデモンスト
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レーションが実施されたものと承知しております。県
は日米同盟関係が、これまで我が国及び東アジアにお
ける平和と安定の維持に寄与してきたものと理解して
おります。一方で、我が国の平和と安定を図る上で
は、抑止力だけではなく、冷静かつ平和的な外交によ
り緊張緩和と信頼醸成が図られることが必要と考えて
おります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　４、沖縄県公共施設
等総合管理計画についての(2)、県内の住宅状況と県
営住宅の建て替え状況についてお答えいたします。
　平成30年住宅・土地統計調査によると、県内の持
ち家率は約44％と、全国で一番低く、借家率が持ち
家率を上回っております。また、世帯年収200万円未
満の低額所得者層が多いことから、公営住宅の需要が
高いと考えております。県では、沖縄県公営住宅ス
トック総合活用計画に基づき、県営住宅の整備を進め
ており、建て替え時に増戸することとしております。
これまでに13団地の建て替えで2301戸を供給してお
り、引き続き、計画的な県営住宅の整備に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　４、沖縄県公共施設等総合
管理計画の中の(3)、教職員住宅の改修状況について
お答えいたします。
　県教育委員会では、令和４年４月現在、40棟254
戸の教職員住宅を設置、運営しております。平成30
年度以降、耐震性能が低いと診断された住宅14棟に
ついて耐震補強及び改修工事を実施しており、現在、
13棟の工事が完了しております。また、残る１棟に
つきましても、今年度完了する予定です。引き続き、
計画的な教職員住宅の管理運営に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　４、沖縄県公共施設等
総合管理計画についての御質問のうち(3)、警察施設
の待機宿舎、交番・駐在所の現状と改修状況について
お答えいたします。
　待機宿舎につきましては、必要に応じ修繕を行って
いるところ、その約８割は築30年以上が経過し、修

繕を要する箇所は年々増加している現状であります。
特に、離島の待機宿舎につきましては、住宅事情の悪
化もあり、県民の安全・安心に直結する治安事象に迅
速に対応することを任務とする警察職員にとっては、
住環境を確保することが必要不可欠となっております
ことから、関係機関と調整しながら計画的かつ優先的
に整備を進めてまいる所存であります。また、交番・
駐在所につきましては、昭和50年代から平成初期に
かけ、整備年度が集中していたことから、老朽化の程
度も参考に既に計画的に整備を逐次進めているところ
であります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　議長、ありがとうございます。
　まず振興計画についてなんですが、この国税徴収の
ものが５月15日付で新報さんが掲載しているんです
よ。この沖縄振興予算というのは優遇されているんだ
ろうかということでの観点で掲載されていたんです
が、今まで県のほうは他府県との財政移転、国庫支出
金だとか地方交付税の交付金の合計額が決して一番
じゃないと。１人当たり全国５位ですよと、その分で
12位ですよという部分での、決して優遇策があるわ
けではないというような形での観点で皆さんは比較を
してきたわけです。それはいまだに変わりはないです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　そのとおりであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　知事、先ほどこの沖縄振興予算と
国税徴収額の予算の推移を言われたんですが、総額
からすると沖縄振興予算、2020年度までの部分で総
額で約12兆3000億円、そして国税徴収総額で約11兆
5000億円ということの比較をされているんですが、
知事としてこの数字の認識はどのようにお考えでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　先ほど平成30年度の沖
縄振興予算、3010億円ということでお答えいたしま
した。一方で平成30年度、国から移転のあった交付
金等――交付税、県分、市町村分、地方消費税、地方
譲与税、それから国庫支出金を含めると、総額7500
億円程度というところになります。もともと国からの
国庫支出金等については、ナショナルミニマムを実現
するための生活保護費であったり負担金等であった
り、あるいは国が進める政策、これを奨励するための
国庫支出金であったり様々な財政移転があるわけです
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が、国税収入額の多寡によってこれは比較するもので
はないのではないかというふうに考えているところで
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　知事、私の観点はそうじゃないわけ
です。皆さん、翁長県政になって予算額というのは
ずっと減らされてきたわけです。翁長県政の前は約
3500億あったものが、3300億に変わり、2020年に
なると約3010億ということになる。ところがその国
税のものになると2015年は3500億、3600億という
ことで、この沖縄振興策予算よりずっと国税徴収額が
上回るわけです。その観点を知事、お伺いしているわ
けですから、ちょっと知事の見解を聞かせてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　様々な振興計画が順調に進
んできたということによって、そのような国税の徴収
額に結びついているものというように認識しておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　別の観点からちょっとお聞かせくだ
さい。
　この沖縄振興関連税制があるんですが、この関連税
制、先ほど6350億ということで――これは国税部分
です――があるんですが、酒税の軽減、航空燃料の軽
減、電気安定供給の援助に関する部分、揮発油税制の
軽減措置、これはどれだけの金額になっていますか。
トータルで。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時37分休憩
　　　午後４時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　平成24年度から令和２年度までの９年間の合計で
ございます。合計ではなくて、それぞれの額で御紹介
いたします。酒税については262億8700万、航空機
燃料税が1285億7900万、そして電気の安定供給の部
分が268億300万、揮発油税が417億2200万となって
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　部長、５次振計のトータルの部分で
はあったんですけれども、僕は総額を聞きたかったん
ですが、まあいいです。この分から、皆さん先ほど国
税徴収額は、全体総額で11兆5000億の徴収がありま
すよという中で、国税での恩恵というのは地方税合わ

せても7000億ないわけです。ちょっとその辺の皆さ
んの見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　税制の適用実績について、先ほど紹介した額が大き
いか少ないかという比較については、その比較対象等
を何にするかという部分もあって、その辺はなかなか
説明するのは難しいのかなと思っております。
　第５次振計期間中の９年間、特区・地域制度の適
用実績について見てみますと、平成24年度が約11億
円、令和２年度が約14億円、ピーク時の令和元年度
で25億円もございました。そういった形で増加して
いる状況もございまして、また企業集積とか雇用者数
の増加についても効果が生じているというふうに考え
てございます。例えば、情報通信関連産業で見てみま
すと、立地企業数が平成23年度で237、これが令和
２年度には496社、そして雇用者数が同じく平成23
年度で２万1758、これが令和２年度には３万88人と
いう形で、効果が出ているものというふうに思ってお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　ちょっとまた別の観点から質問させ
てもらいますけれども、この振興策予算、沖縄県の復
帰50年、節目ということであるんですが、今回も新
たな振興策は、高率補助、そして内閣府の一括計上と
いうことでの予算編成ということで、これは他府県に
ない制度だというふうにも言われているんです。改め
てこの高率補助、そして内閣府一括計上という皆さん
の認識と、これがもしなくなったらどうなるのかとい
う見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　沖縄振興特別措置法の第１条に、沖縄の置かれた特
殊事情に鑑み特別な措置を講じるというような規定が
ございまして、その辺に基づいて高率補助あるいは各
種の特別制度、特別措置そういったものがあるという
ふうに考えてございます。こういった特殊事情――高
率補助制度がございますので、それはやはり他府県よ
りも優位な形で、地方の持ち出しを少なくして事業を
実施することができるという面では、他府県よりも事
業を進めやすいというところはあろうかと思います。
ただ先ほど言ったように、高率補助があるからといっ
て沖縄県が突出して国庫補助金をもらっているという
ことではなく、先ほど議員も紹介されていましたけれ
ども、そういった沖縄が特殊な予算の状況にあるから
他県よりもたくさんもらっているというような誤解が
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あるわけで、それをホームページとかで紹介して、決
して突出して多くもらっているわけではないんだとい
うような説明をして理解を求めているところでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　でも一方で、この高率補助がなけ
れば、予算の35％が減るという部分もあるわけです
よ。この辺のものが減少されるわけですから、なかな
かほかの、全ての事業に影響してくるということにも
なる。この高率補助、じゃ10年後もまた我々県は、
高率補助だとか内閣府一括計上というものを求めるよ
うなことになるのかと。そのときに、国が、いやもう
沖縄県は振興策いいんじゃないですかとなったとき
に、県の体制というのは、じゃどうなっているのかと
いうことを皆さん心配しているわけです。もしなく
なった場合の県の体制というのは――私は、知事がい
る間に、今からでも高率補助が、一括計上というもの
がなくなってもいいような体制というものをこの10
年でどう構築できるかというふうにも考えるんです
が、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　10年後の話でございま
すけれども、今後どういった形で社会経済情勢が変化
していくかというのもございます。これまで県のほう
では、この計画あるいは法律の期限が来るたびに、総
点検を実施して検証し、新しい課題があるのか、重要
性を増した課題があるのか、そういったものを点検す
る中で、その後の沖縄振興について必要な制度につい
て国に求めていくという形を取っておりますので、こ
れからもやはり社会経済情勢の変化を見つつ、新たな
課題、重要性を増した課題、こういったものもしっか
りと捉えて総点検を実施して、その上で10年後どう
するかという議論になるかと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　10年後に議論するのではなくて、
やはり今、今からでもそういう議論をぜひ並行して検
討してもらいたいというふうに思います。
　次に、西銘ビジョンでの１次産業産出額1500億規
模ということになるんですが、今の沖縄の耕地面積、
そしてまた農業、漁業の産出額の推移を部長、お聞か
せください。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　直近の令和２年の農
林漁業産出額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響によりまして、前年比7.7％減の1109億円となって
おります。

　なお、直近５年間の平均で見ますと、平成23年比
で約25％増となる1200億円前後で推移しておりまし
て、冬春期の施設野菜や全国有数の子牛供給産地と
なった肉用牛などのおきなわブランド品目の定着、ま
たは令和２年の生産量が過去最高となったモズクな
ど、各施策の効果が着実に現れているのかというふう
に考えております。
○○當間　盛夫君　あまりよく分からないんだけれど
も。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　皆さんから頂いた資料で、令和２
年で農業の産出額910億円、漁業で見ると210億円に
なっているわけです。これからの10年でこの1500億
を目指すということは、この数字的なものからしたら
相当に厳しいものがあると思うんですけれども、部長
どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　産出額の向上に向け
ては、単収の向上や経営規模の拡大などによりまし
て、生産の拡大または高付加価値化の収益力の向上が
必要であります。このため災害に強い施設整備の導
入、または各種生産振興対策による生産性の向上、経
営規模の拡大や生産基盤の推進、輸送コストの低減対
策やスマート技術等の導入による省力化や経営コスト
の縮減など、徹底したブランドづくりの推進、並びに
国内外への販路拡大や６次産業化の推進、リーディン
グ産業である観光産業との積極的な連携など、マー
ケットインを意識したデビュー戦略の強化によりまし
て、農林漁業の成長化を図ってまいり、1500億円を
達成したいというように考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　僕は今この910億でしかないのが、
どうして1500億を目指せるのかということを聞いて
いるのに、何か分からない答弁ではあるんですけれど
も。
　じゃ昭和60年で、この農業の産出額は1160億あっ
たわけですよ。ところが今もう910億にしかなってい
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ないということ。そしてまた、今もう間違いなく、現
状はこの燃料が高騰する、飼料が高騰する、肥料が高
騰するという中で、食の安全保障ということでも１次
産業、相当重要だと思うんですよ、そのことは。今い
ろんなことをあれやる、ＩＴであれやる、これやると
言ったんですけれども、部長、今の農業、漁業の現状
を教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時48分休憩
　　　午後４時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　直近５年間を平均し
ますと1199億円になりまして、この内訳を申します
と、農業で981億円、漁業で195億円、林業で14億円
となっております。
○○當間　盛夫君　だからそれを伸ばすのにどうする
のって。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　まあ頑張ってください。
　それで、基本方針でもこの流通条件の不利性解消が
基本的事項ということであります。そしてまた、稼げ
る農林水産業ということであるんですが、実現をする
ために予算措置ということは――この不利性解消事業
ですよ。本来、稼げる農林水産業ということをやるの
であれば、この不利性解消事業というのは増額すべき
だったはずです。ところが先ほどもあったように、今
度は６億も減額をされている。そのことを各業界は不
満を持っているし、疑問を持っているんですよ。その
ことに対してどう考えられますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　農林水産物条件不利
性解消事業の令和４年度の当初予算では、近年の出荷
状況等に基づきまして、必要な予算額を計上している
ところであります。県外出荷計画量として、令和３年
度実績約５万9000トンに対しまして、令和４年度は
６万4000トンの県外出荷を見込んだものとなってお
ります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　だから稼げる農林水産業をやる、
1500億円を目指しますと言っているのに、その輸送

費補助は減額される。そういったことは僕はあっては
いけないと思うんですよ。国が足りなければ県のほう
からの予算を出していくというくらいの処置をしない
と、何のための稼げるこの１次産業を構築していくの
かというのが全く見えてこない。
　もう一つ、対策は今、九州の鹿児島までの運賃なん
ですよね。今度は船でしかやらないとか、皆さん対応
しているみたいだけれども、もう一つ、例えば九州の
既存にあるその物流施設を全体的に借り上げてでも、
ここで共同でその物流のセンターをつくっていく。そ
ういう対策も取るべきじゃないですか。どうでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○當間　盛夫君　部長には、そういうのが頭にないみ
たいですので、もう答弁はいいですから。
　やっぱりこれだけ物流の運賃がかかるということで
あれば、これ物産から農業から、１次産業いろんな水
産業も含めて、大型のやっぱり九州か、鹿児島か、福
岡だとか、首都圏にそういう物流センターを沖縄県が
独自に持つというような形の、僕は考え方を持っても
いいんじゃないかなと、この不利性解消においては。
そのことをぜひ検討してもらいたいなというふうにも
思います。
　議長、休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時53分休憩
　　　午後４時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○當間　盛夫君　クリーンエネルギーの中で、今回民
間企業が、石垣において水素発電の実証実験を予定し
ているということなんですが、県はどのようにこの事
業を把握されておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　プレスリリース等によりまして、イーレックスが山
梨県で実証型の水素専焼発電所である富士吉田水素発
電所を運転開始したということは把握してございま
す。県は水素発電の先進事例である同発電所の取組に
注目しておりまして、今後県内で水素を利活用する際
の参考にしたいというふうに考えているところでござ
います。
　県としましては、今後の県内での展開の可能性を検
討するために、同事業の情報収集を行うとともに、可
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能であれば事業者と意見交換を図っていきたいという
ふうに考えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　風力も厳しい、太陽光もメガソー
ラーをつくるというのもなかなか本県では厳しいと。
地熱もない、原子力もなかなか造れないということで
あれば、この水素、この天然鉱石を沖縄に持ってき
て、沖縄でその水素をつくるというような事業になっ
ているみたいですので、ぜひ県もバックアップをして
いただければありがたいなというふうに思っておりま
す。
　次に、沖縄観光の回復・復興についてであります
が、財源のもので業界と連携して国に要請を行ってい
くということがあるんですが、じゃ国からのその予算
措置がなければ、今回この回復・復興のことはやらな
いという認識なんですか、部長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄観光の
回復・復興に向け、おきなわ彩発見キャンペーンなど
の需要喚起や、県独自の支援金を給付するおきなわ事
業者復活支援金などの事業者支援は実施しているとこ
ろでございます。また、需要喚起策の全国拡大、それ
から事業継続、経営改善に取り組む赤字の観光事業者
に最大600万円を支給する経営サポート支援、観光二
次交通の利便性向上への取組、貸切りバス・レンタ
カーへの支援、人材確保等に向けた観光業界のイメー
ジ向上を図る施策等にも取り組んでまいりますが、さ
らなる施策の展開には引き続き財源確保に向けた取組
が必要と考えております。観光業界との連携・協力の
下、県が主体的かつ機動的に活用できる財源の確保に
向け、国に対し、沖縄県の特殊事情を丁寧に説明しな
がら財源を求めていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　僕は、国に対する依存的なものが抜
けないという県の部分が分からないのがあって。
　観光関連業者は国に事業支援に対して、地方創生臨
時交付金の拡充を求めてということで、もう既に要請
活動に入っているわけですよ。そういった面で、県も
しっかりと業界と連携を取って進めていってもらいた
いと思いますのでよろしくお願いします。
　そして那覇空港の国際線の再開のめど、予定という
のはいつ頃なんでしょうか。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　那覇空港の
国際線再開に向けましては、ＣＩＱ体制、税関、入国
管理、検疫等の整備は、国において６月中に完了する
見込みとなっております。再開に向けて大きく２つ課
題がございまして、１点目が就航路線の回復ですが、
現在１日当たりの受入れ便数、それから１便当たりの
受入れ可能……
○○當間　盛夫君　部長、これ聞いているから。いつ頃
再開かと、それだけ。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＣＩＱ等に
ついては６月中に完了する見込みではございますが、
航空会社において先ほど申しました１日当たりの受入
れ便数等が示されていないことから、事業計画が立て
づらいという状況がございますので、県におきまして
は、早期の復便に向けて航空会社、それからハンドリ
ング事業者と調整を進めているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
○○當間　盛夫君　それでは、次に公共施設に関してな
んですが、先ほど県職員、教職員の住居に関しては改
修をしているということで、総務部長、県警の待機宿
舎は何で改修が進まないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後４時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　必要な改修の費用は知事部局からいただいておりま
す。ただ、大規模な改修につきましては、先ほど申し
上げましたように離島部のほうが今、必要になってき
ていますので、これから知事部局のほうに御相談を申
し上げて御理解を得ようと思っております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時59分休憩
　　　午後４時59分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　先ほどの警察の施設にか
かわらず、もろもろ財政上は多々ございます。各部局
等いろいろ御相談を受けながら、必要性、緊急性等勘
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案しながら予算措置に向けて検討してまいりたいと思
います。
○○當間　盛夫君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。

　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、６月27日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時０分散会
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議　　事　　日　　程　第４号
令和４年６月27日（月曜日）

午前10時開議　　　　　 
第１　一般質問
第２　乙第２号議案から乙第22号議案まで（質疑）

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　乙第２号議案から乙第22号議案まで
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
　　　　　　　　　　　　 　の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県犯罪被害者等支援条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第13号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第14号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　損害賠償の額の確定について
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について
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知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員

課 長 補 佐
主 幹
主 査

宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君
松　田　　　了　君
我那覇　　　仁　君
名渡山　晶　子　さん
田　代　寛　幸　君
名　城　政　広　君
半　嶺　　　満　君
日　下　真　一　君
下　地　　　誠　君
茂　太　　　強　君
安慶名　　　均　君

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

４　番　　玉　城　健一郎　君

14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君

32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、乙第２号議案から乙第22号議案まで
を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す

る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。
○○島袋　　大君　おはようございます。
　沖縄・自民党の島袋大でございます。
　質問に入る前に、当局に対して一言申し上げさせて
いただきたいと思っております。
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　県庁職員の皆さん、大変頑張っていると思いますけ
れども、大変緩んでいるんじゃないかというふうに感
じております。知事のあのゼレンスキー発言といい、
約10億円の手続のミスといい、あり得ないことが多
過ぎると思っております。ひとえに皆さんの緊張感の
なさが招いたことだと私は思っております。やっぱり
トップリーダーに緊張感がないんじゃないかなと思っ
ております。知事、今議会は玉城デニー沖縄県知事の
４年間の最後の議会です。私と対決してこういう議論
をするのは、知事、最後だと思っていますから、知事
も緊張感を持って答弁に臨んでいただきたいなという
ふうに私は思っております。
　まずは、知事におけるゼレンスキー発言でありま
す。知事、この発言について大変本当に情けないと
思っておりますけれども、議長ちょっと休憩お願いし
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島袋　　大君　知事、見てください。（パネルを掲
示）　テレビより大きいですよこれ。この映像が全国
で中継されました。もう情けない。この言葉しかあり
ません。この映像がテレビで何度も繰り返されるたび
に、最後は、私自身が全国の皆さんに申し訳ないとテ
レビの前で謝っていましたよ。それぐらい衝撃的なこ
とでした。皆さんも同じ気持ちだったと思いますよ、
どうですか。
　知事、あなたが謝罪したことも分かっております。
内容も確認しました。しかし、我々県議会は、３月２
日にロシアのウクライナ侵攻を非難した決議を全会一
致で可決したんですよ。その意味からも、知事のあの
発言がどういう意図を持ったものなのか、我々議会で
確認する必要があると思っております。皆さん、普通
我々県議会が全会一致で非難決議をしたことをちゃん
と理解していたら、ゼレンスキーですなんて――知事、
見てください、これを。冗談でも発言できないと思い
ますよ。そう思いませんか。
　知事、改めて我々議会に説明してください。あの発
言はどういう意図を持って発言したんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　去る５月25日にリモート方式で開催した第２回米
軍基地問題に関するアドバイザリーボード会議が始ま
る前、私は席に着く際に、委員の皆様がウクライナに
関する話をしていたため、他意なくゼレンスキーです

と発言し着席をしましたが、その直後に訂正をいたし
ました。議員御指摘のとおり、このような発言は軽率
とのそしりを免れず、多くの皆様を不快な思いにさせ
てしまいました。改めておわびを申し上げます。
　なお、この件についてはウクライナのコルスンス
キー駐日大使に電話で状況の説明と謝罪を行い、謝罪
を受け入れるとの回答をいただいたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　有識者の皆さんがウクライナの話を
していたから、思わずゼレンスキーですと言ったわけ
ですか。それが事実なら、知事、あなたの知事の資質
に関わりますよ。民間企業なら、某牛丼屋みたいに辞
任ですよ、辞任。知事、民間であれば辞任しているん
ですよ、世の中は。それくらい軽率、デリカシーのな
い発言ですよ。しかもあの有識者会議は、米軍基地問
題に関する有識者会議でしょう。そういう繊細な会議
の前に、よくあんな冗談が言えますね。ああいう米軍
基地問題を議論する会議の前のあの発言。何か意図が
あったんじゃないですか。本当に何も、意図もなく思
わず出たんですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　重ねて申し上げますが、他
意なく発言をし、多くの皆様を不快な思いにさせてし
まったため、おわびを申し上げた次第です。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　あのウクライナで、最低５万人の死
亡者、負傷者で数万人、国を追われた避難民に至って
は1500万人もいると言われていますよ、知事。会議
前とはいえ、マスコミが構えている前で、あんな冗談
を普通言わないですよ。繰り返しになりますけれど
も、知事、パネルを見てください。これを全国ニュー
スで見た国民は、沖縄県知事はそんなに常識がないの
かと感じたはずですよ。その意味から、あなたは知事
としての自覚が足りないんですよ。もっと言えば、軽
い。軽率過ぎる。知事としての自覚を持って発言して
ください。知事、何か言いたいことはないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　多くの皆様を不快な思いに
させてしまいまして、改めておわびを申し上げますと
ともに、公務の信頼を回復するために、懸命に努めて
まいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、あなたはウクライナ大使に電
話で謝罪したと言っていますけれども、ちょっとその
説明をしてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前10時７分休憩
　　　午前10時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　５月30日にウクライナのコルスンスキー駐日ウク
ライナ特命全権大使に知事が電話をかけまして、同月
25日の会議前に発言した内容と経緯について説明を
行いました。その上で、知事のほうからは、今回の発
言は軽率とのそしりを免れず、多くの皆様を不快な気
持ちにさせた、また、ウクライナのゼレンスキー大統
領やコルスンスキー駐日ウクライナ特命全権大使にも
大変御迷惑をおかけしたと、心からおわび申し上げる
と申し上げております。
　それと、ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会
の信頼と安全を著しく損なう行為であり、３か月を経
ていまだ解決の道筋が見えないという非常に困難な状
況は、知事も一人の日本の一県知事として大変憂慮し
ているということ、それから一日も早く停戦に向け
て、国際社会が協力して呼びかけていくことが肝要で
あり、ウクライナ国民の皆様には、平穏な生活を早く
取り戻していただきたいということを、知事の偽らざ
る正直な気持ちということで伝えております。沖縄県
では、ウクライナから日本に避難してこられた方々の
受入れを積極的に進めておりまして、住居の提供等も
含め、今後も引き続き取り組んでいきたいというこ
と、それから、今回の不用意な発言によって、ウクラ
イナの関係者の皆様に御迷惑をおかけしたことについ
ては、重ねて心からおわび申し上げる、今後、誤解を
招く発言がないよう努めてまいりますという趣旨の説
明を行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　いや、電話でそういう会話をしたと
いうことの理解でいいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　そのとおりでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、あなたに確認しているんだ
よ、あなたが答えなさいよ。あの電話した意味も分
かってないんじゃないの、知事。こういうふうな人道
支援というのは、じゃ今県はどういう人道支援してい
るんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ウクライナ
では、ロシア軍の侵攻により生活が破壊され、恐怖の

中で生きることを余儀なくされている現状に鑑み、沖
縄県では、令和４年３月14日にウクライナ避難民の
受入れを表明し、６月20日現在、９世帯12人の方が
沖縄に避難されています。ウクライナ避難民への支援
としまして、官民連携の上、多言語による相談窓口の
拡充、県営住宅の無償提供や光熱水費の支援、一時滞
在先での宿泊支援、医療費支援、食費や被服費等生活
に係る支援、商品券の配付などを行っております。
　引き続き、避難民の希望や支援ニーズの把握に努め
ながら、ハローワークなどの国の機関、市町村、民間
事業者、ＮＰＯ法人やボランティア団体など、県内で
積極的に避難民支援を実施している関係機関と連携
し、きめ細かな対応を行ってまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、あなたは電話でそういう話を
したと言うけれども、県議会は有志の皆さん方でウク
ライナ大使館に行って、大使とお会いしているんだ
よ。そこでいろいろ議論したときに人道支援してほし
いという要請があって、金曜日に、今日各派に届いて
いますよ。大使から協力してほしいということで来て
いるんですよ、知事。ちゃんとこっち見てください
よ。あなたが電話でこうやることじゃなくて、県議会
はそういう形でみんな有志で動いている。ましてや、
ウクライナ大使の娘さんは沖縄に住んでいるんです
よ。こういう医療のケアも含めて、青い空、青い海の
環境のいい沖縄で、人道支援を受け入れてくれません
かと言っている。その中でもあなたを支える与党の県
議会議員は誰も動きもしない。話にも乗ろうとしな
い。我々はあなたの批判をしてないよ。わびた後に人
道支援こうしましょうと提案しているのに、あなたを
支える県議会の皆さん、与党の皆さん、動きもしな
い。これはいかがなものかと思っていますよ。これだ
け大戦を経験した沖縄で先人の方々いる中で、慰霊の
日も迎えて、――――――――――――――――――――――ああいう罵声も
して、慰霊の日でね。私どもは、本当にしっかりとや
るためにどうするべきかということを議論したいんだ
よ。そこは考えていただきたいと思っています。
　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島袋　　大君　続きまして、このゼレンスキー発言
に関連して、マスコミでも批判されましたけれども、
当局によるマスコミ規制と取れるメールについて、詳
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細を聞きたいと思っています。経緯はこうです。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島袋　　大君　９時、県知事が有識者会議の前にゼ
レンスキーですと発言しております。その後、マスコ
ミは県当局に対して、会議前の発言だけれども報道し
ていいよねと問い合せたんですね。９時44分、当局
から１回目のメールが来ました。内容は、会議前の雑
談だから報道は控えるようにとのことでした。その
後、各社は会議前の雑談についても報道すると当局に
通告したそうです。そうしたら、12時25分に２回目
のメールが当局から来ました。内容は、会議前の雑談
は基地対策課で取扱いを確認中、改めて正式に連絡し
ますとありました。最後、13時50分に当局から３回
目のメールが来ました。内容は、会議前の委員同士の
会話については会議外の発言になりますので、報道す
る際は御留意願いますとあったそうです。こういう流
れであります。
　そこで聞きます。
　このメールをやり取りした担当課の担当者は誰です
か。担当者の役職でもいいですよ、確認させてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県政記者クラブ加盟社に対して送付したメールは合
計で３件ございまして、１、２件目は広報課、それか
ら３件目は基地対策課から送付しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　手元に３通のメールを取り寄せまし
た。知事がゼレンスキー発言をした後、マスコミが広
報課に会議前の発言を報道していいかと確認。その後
１回目のメールは、見出し会議について、会議開会前
の雑談については非公式な雑談部分となりますので、
会話内容の報道はお控えください。基地対策課よりと
あります。
　知事公室長、これは明確に報道を控えるようにとあ
るけれども、これは報道を規制する、もしくはマスコ
ミ報道を萎縮させる行為じゃないのか。会議前だろう
が会議中だろうが、公的な場での発言は報道されるべ

きじゃないのか。このメール、問題でしょう。どう認
識しているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　会議中に報道機関から広報課を通じて、会議を担当
する基地対策課のほうに対して、会議開始前の出席者
の会話を報道してよいかとの趣旨の質問がございまし
た。基地対策課はこの質問について、会議前の会話の
内容を会議内での委員の公式な発言として報道してよ
いかとの意図と受け止めたことから、その会話は非公
式なものであるので適切ではないとの趣旨で広報課を
通じて回答したものであり、報道規制するというよう
な意図はございませんでした。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　公室長、当局は会議前のどの部分の
発言を想定して報道しないでとメールしたんですか。
これ実際、台湾有事、ゼレンスキー発言、両方の発言
を報道しないでという意味でメールしたんですか。ど
うですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　特定の箇所を指してで
はなくて、会議開始前の出席者の会話ということで受
け止めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　この２回目のメール、12時25分に
出していますよ。このメールでも、会議中の発言とし
ての報道を基地対策課は懸念していると念を押してい
るんですよ。このメールの直前に地元紙は、12時21
分、ゼレンスキー発言の第１報をネットニュースで報
道しております。その後、12時25分に当局から、基
地対策課は会議中の発言として報道されることを懸念
していると、暗に報道を控えるように、メールが送ら
れているんですよ。公室長、これ偶然なんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午前10時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　当該発言は、会議終了後に記者から、委員の発言を
会議外のものとして報道してよいかとの質問がありま
して、会議外としての報道であれば問題ないとの趣旨
を伝えた上で、報道する上で気になる点として伝えた
ものでございます。この発言の意図は、事前に会議冒
頭の公開を委員には伝えていたものの、会議自体が始
まる前の非公式な雑談に近い会話であったことから、
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報道する際には委員に発言の趣旨等を確認するほうが
より正確な内容となるのではないかというものでござ
いました。
　我々としては、記事ではその報道の規制の理由とい
うような形で記述されておりますけれども、県が述べ
たとしておりますが、これは事実と異なるというふう
に考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　そして最後13時50分にマスコミに
メールが送られています。読みます。会議開始前の委
員同士の会話については、会議外の発言として位置づ
けておりますので、報道される際には御留意願いま
す。この御留意を願いますとは、どういう意味です
か、公室長。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　会議開始前の委員間の
会話を報道する場合は、あくまでも会議外の発言であ
ることを踏まえ、報道していただきたいという趣旨で
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　辞典を引きましたけれども、留意と
いうのは気をつける、心に留めるという意味だそうで
す。これも暗に、報道はやめてくださいと言っている
のと同じじゃないですか。公室長、あなたのこのよう
な態度は、知事を守ろう、あなたはまた、都合の悪い
発言は押さえ込もうというふうに見られますよ。マス
コミや県民はそう受け止めていると思っております。
そういうつもりでのメールだったんじゃないですか。
どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　マスコミとの間におい
て、我々の受け止めとそごが生じまして、結果として
誤解を生じさせたということについては、おわび申し
上げなければいけないというふうに思っております。
　当日は、当初の報道機関からの質問への回答は、会
議中でありまして、速やかな回答を求められていたこ
とから――当日は私、同会議の進行役をやっておりま
した――私への確認を取ることができず、担当者の判
断でやっておりますけれども、会議後速やかに基地対
策課のほうから私に、これまでの経過と今後の対応に
ついて報告がありまして、私のほうからも指示を出し
ております。その指示の内容ですけれども、会議外で

の発言であることを踏まえて報道していただくように
ということと、報道の規制とかそういった意図は全く
なかったということ、ただ、報道機関からの質問に対
して、広報課と基地対策課間で伝達の中でそごが生じ
まして、結果として誤解を生じさせてしまったことに
ついてはおわびを申し上げたいというふうに思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　公室長、二度とこのような誤解を与
えるようなメールはやめるようにしてください。大変
だと思いますから、その辺は、しっかりと管理してく
ださい。
　しかし、知事、職員がこんな頑張ってこういうふう
なことをやっている。知事、見てくださいよ。あなた
がこういう発言をするからですよ。知事、あなたがこ
ういう発言をするから、こういうことになるんです
よ。あなたは反省、何もないんですか。
　次に移ります。
　ソフト交付金約10億円の手続ミスについてお聞き
します。これは当初令和３年度に手続するところをし
ていなかったということですね。事業を止めるわけに
もいかないから、皆さんが国との手続を忘れて、忘れ
た10億円は令和４年度のソフト交付金を充てて対応
する、そういう理解でいいですか。細かい説明はいい
ですけれども、おおむねそういうことの理解でいいで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　これまで事故繰越の事業
については、事故繰越の年度に事業が全て完了後に請
求していたところ、今回それと同様の手続をして、請
求ができなかったというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島袋　　大君　そうすると、令和４年度で10億円
の穴が開くということになりますよね。その補塡は令
和４年度で出てくる不用額で対応するという理解でい
いですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　令和４年度予算に計上し
て、交付決定を受けた事業については、まず執行に万
全を期すというところでございます。ただし、いろい
ろな事情から不用額が生ずるのはやむを得ないところ
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もあって、不用額で相殺できるところは対応し、事業
の進捗状況を精査した上で、必要に応じて一般財源等
で補塡するという予算編成も今後視野に入れていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　不用額が確定するのはいつですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　確定という意味では年度
末になります。ただし、この事業の進捗状況に応じ
て、見込みを立てるというところもございます。そこ
も勘案しながら、その後適切に対応していきたいとい
うふうに考えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　内閣府からも不用額は出さないよう
にということもあり、皆さんも職員も努力して年々不
用額は減ってきていますよね。前年度までの過去５年
でいいですよ。不用額の経緯はどうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　現年度分の県分の不用額
で申し上げると、平成29年度が50億、30年度１億、
令和元年度９億、令和２年度１億、令和３年度７億と
いう推移でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　総務部長、あなたの説明からいろい
ろ確認しましたよ、説明を見ましたよ、聞きました
よ。不用額が10億円に足りなかったら一般財源で充
当すると言っていましたけれども、その理解でいいん
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　先ほど申し上げたとお
り、今現在計上しておりますソフト交付金事業の進捗
状況を見極めた上で、必要に応じて一般財源を補塡す
るというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　それと、この令和３年度にミスした
10億円は、後から手続で戻ってくるのか。戻ってき
ませんよね。これは、補塡はしたけれどもミスはミ
ス。あなた方の今回の手続はミスということの理解で
いいですよね。ミスと、ちゃんと言ってくださいよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　国費請求事務の誤認によ
る請求の誤りでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　この10億円の責任の取り方は、県
知事、副知事の減給でしょう。これ幾らになるんです
か。金額で説明してください。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　知事、副知事、７月１
日から知事の任期である９月29日までの間になりま
す。減額の総額が112万941円となります。
○○島袋　　大君　副知事、副知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）再開いたします。
○○総務部長（宮城　力君）　今トータルで申し上げ
ました。知事は54万6403円、副知事はそれぞれ28万
7269円でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　知事、副知事、３名足して112万。
10億円には程遠いですね。これで責任を取ったと言
えるのかね。大変なことですよ。ソフト交付金の不用
額を充てようが一般財源を充てようが、本来もらえる
べき10億円は戻ってこないんだよ。これは住民監査
請求されて、住民訴訟になったら、責任者がお金を返
せということになるよ。どうなのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回の請求漏れにつきま
しては、職員が意図して請求をしなかったというもの
でもなく、不正に手続を行ったものでもないというこ
とで、確かに10億円の請求漏れはございましたが、
――ちょっと休憩をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○総務部長（宮城　力君）　今回10億円の請求漏れ
がございましたが、違法に、あるいは不正に、あえて
請求漏れをしたというものでもございません。一般職
員については、事務手続の誤認等に至る事実関係等の
聴取を進めて、過失の程度や他県の類似事例等を総合
的に勘案の上、適切に対処したいと考えているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
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○○島袋　　大君　それ以上答え切れませんと思います
よ。知事、副知事。あなた方はそういう程度なんです
よ。職員がこういうあっぷあっぷで、自分たちがこれ
112万減給したからもう終わりだろうということか。
これじゃ許せませんよ。冗談じゃない話だよ。しっか
りと肝に銘じてください。
　次の質問に移ります。
　知事の公約についてお聞かせください。
　昨年９月22日の議会で、山内議員へ答弁した内容
を確認します。公約達成率、１年前は公約291件、完
了したのは５件、達成率は1.7％と言っておりますけ
れども、間違いないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　達成率については、議会のほうでは答弁をしており
ません。答弁では、291のうち５つ、５施策について
取組が完了ということで発言しておりまして、翌日の
新聞でそこを捉えて、新聞のほうで達成率という言葉
を使ったということでございます。
○○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　昨年９月の答弁では、５
件というふうに説明したところでございます。今回、
知事公約の状況について確認したところ、291の個別
施策のうち、世界自然遺産の登録の実現ですとか、那
覇市への新たな特別支援学校の開校など、８つの施策
につきましては一部完了し継続して取組を推進中とい
うことと、あと自立的発展を支える多面的な人材の育
成やクリーンエネルギーの推進など279の施策が取組
を推進中、そのほか４つの施策について、取組につい
ては着手ということでございます。
○○島袋　　大君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　昨年９月の答弁では、291の個別施策を掲げてお
り、そのうち５施策については取組が完了ということ
で答弁をしているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　あれから約１年たちました。４年間
の総決算であります。

　玉城デニー知事、公約291件中、完了したのは何件
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　完了という言葉なんです
けれども、例えば公約の中で、沖縄の資源となる自立
的発展を支える多面的な人材を育成しますとか、あと
はワンストップ支援センターの体制を安定的に確保
し、被害者支援の充実、関係機関との連携強化に取り
組みますということで、引き続き取り組んでいかない
といけないものも多数ございまして、そういった意味
から、この完了ということではなくて、完了しつつ引
き続き取組を継続して行うというふうなことでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　公約とは、県民に対して
政策を約束するものであると考えております。その中
には、一部完了しても引き続き公約の趣旨・目的のた
め継続して取り組まなければならないものもございま
す。このことから、公約について完了という言葉はな
じまず、やはり取組を継続して内容を充実させていく
ことが重要であるというように思っています。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたけれども、公約につきま
しては、完了という形、要するに、ある公約につい
て、一応達成というふうに見えますけれども、引き続
きこの事柄について取り組んでいかないといけないと
いう意味合いがございますので、完了という言葉は今
回の公約の中では、完了はないということでございま
す。
○○島袋　　大君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　一部完了しても引き続き取り組まないといけないと
いうことで、一部完了し取組を継続して内容を充実さ
せていくということでございます。
○○島袋　　大君　完全完了、１年間でないってことね
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……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　昨年の９月の議会で、５つの施策について取組が完
了というふうに表現をいたしております。その内容で
ございますけれども、１つは、那覇空港滑走路増設の
……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前11時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の島袋大君の質問に対する答弁を願います。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　昨年の９月議会では、完了について５件という答弁
でございました。今回はそれに３件プラスでございま
す。合計で８件ということで、８件が完了ということ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　１年たって３件増えて、完全完了し
たのが８件という理解でよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　その８件の中には、那覇空港滑走路増設の早期完成
に向け諸課題に全力で取り組みますと、あるいは世界
遺産登録の実現に向けて取り組みますということで、
一旦完了しておりますけれども、引き続きその関連の
取組がございます。継続して取り組んでまいるという
ことでございます。
○○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　繰り返しになりますけれ
ども、例えば琉球歴史文化の日の制定でありますと
か、少人数学級の中学３年生までの拡大、そういった
ものも完了しておりますけれども、引き続き取り組ん
でいかないといけないという内容でございます。
○○島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時28分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県のほうでは、完全完了という区分はしておりませ
んで、完了はしております。ただ引き続き継続して取
り組まなければならないという位置づけでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたけれども、昨年度は５件
が完了ということで、それに３件プラスして８件が完
了ということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　これがデニー県政４年間の実績です
よ、知事。過去最低であります。291件中、完了した
のが８件。達成率は何％ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　達成率というこの示し方ですね、これは成果指標的
にはそういう考え方はなじまないというふうに思って
おります。完了しても引き続き取り組んでいかないと
いけないものがございます。また、先ほども説明しま
したが、例えば人材の育成に取り組むというような公
約がありますけれども、これはずっと継続して取り組
んでいかなければならないものがあります。そういっ
たものも含めて考えたときに、達成率というものは
ちょっとなじまないのではないかというふうに思って
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　お時間を取らせてしまい大
変申し訳ありません。
　私のほうで確認をさせていただきましたが、まず私
の、知事の選挙に当たって公約を掲げ、信任をいただ
き、知事として取り組んできた公約は――公約以外の
ものは今回は数として入れておりませんが、公約で掲
げたものが291項目ということであります。そのうち
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291項目の中から、先ほど来部長が答弁しております
ように、例えば那覇空港第２滑走路の早期完成に向け
た取組、琉球歴史文化の日の制定など、この公約とし
ての完了を見た後に、今度はそこから継続して様々な
ソフトの取組を進めているというものなどが８、そし
て現在推進中が279となっており、推進中、この完了
後も継続して取組を推進しているものと、その他推進
をしているものの合計が287でございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
○○島袋　　大君　確認します。
　知事、291中８件は完全完了というような認識であ
りましたけれども、291件の公約中、８件は完全完了
したということでの認識でいいですか。ちゃんと言っ
てください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　８件につきましては、完
了はしておりますが引き続き継続して取り組むという
ことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　申し訳ありません。私自身
の公約の話ですので、私がお答えさせていただければ
と思います。
　291公約全てに着手をさせていただいております。
そのうち先ほども答えさせていただきましたが、完了
後も継続して取組を進めているものと、そしてそれと
は別に取組を進めているもの、合わせて287でありま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　池田副知事。
○○副知事（池田竹州君）　恐縮です。先ほど企画部長
からもありましたが、完了は８件でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　８件ですよ、知事。達成率は、電卓
でやれば小学生でも分かります。約2.7％。291件中

８件ですよ、４年間で。過去最低の知事であります。
これは県民に反省の弁はありませんか、知事。しっか
りと御理解いただきたいと思います。政府が悪い悪い
とかだけ言わないでください。あなたの仕事をしてい
ないだけです。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午前11時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島袋　　大君　代表質問との関連であります。
　大浜一郎議員の県立高等学校についてのゼロ校時見
直しとかがありますけれども、この県立高校のクー
ラーの稼働時間について、時間設定もろもろ含めて
クーラーが稼働していない時間帯があると。ゼロ校
時、自習時間、放課後の自習含めて、いろんな面で
クーラーが効かない。クーラーの設定で温度が、クー
ラーが入れられていないとありますけれども、この対
応策はどうですか教育長。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　各学校の空調稼働につきましては、学校環境衛生基
準等にのっとり、室温が27度を超える場合など適切
に稼働しているところであります。また、勤務時間外
の空調稼働につきましては、原則認めておりません
が、早朝講座に関しましては、授業と同様の状況に鑑
みまして、柔軟に対応しているものと認識しておりま
す。今般、電気料金の価格高騰に伴う影響もあること
から、本年４月に各学校に対しまして空調稼働に関
し、柔軟に対応するよう通知したところであります。
空調稼働につきましては、生徒の健康に影響を与える
ことでもありますので、しっかりと状況を確認し、適
切に対応してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　教育長、教えてほしいんですけれど
も、クーラーのスイッチ、稼働も含めて権限者は誰で
すか。県立学校の校長ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　原則、学校の状況として校
長の責任でそういう稼働等は判断いたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　ですから、そうであれば学校の判断
で、校長からゼロ校時、自習時間、放課後のいろんな
面で、課題をするためにクーラーをつけるというの
は、高等学校長の判断だったら認められるということ
で理解していいですか。
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○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　先ほども御説明しましたと
おり、稼働につきましては、学校環境衛生基準にのっ
とり、室温が27度を超える場合などというふうな基
準がございますので、それをしっかりと把握しなが
ら、また学校の状況がございますのでその状況をしっ
かりと踏まえて、校長が判断することになります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　教育長、今私の手元に、高校生から
話が来ております。県立高校のクーラーの稼働状況と
学習環境のアンケートを高校生自ら取っている。知
事、聞いてくださいよ。791件。稼働について困って
いること。791件のこのアンケートを見たら、コロナ
禍で窓を開けているけれども、クーラーをつけても温
度が非常に高くて蒸し暑い。自習時間に使用しようと
したら、稼働の問題で校長先生の判断が遅いものだか
ら手汗かいて、プリントもくっついて、落ちて破れて
学習ができない。
　知事、誰一人取り残さないと言っておいて、あなた
は公約の中で高校生のバス賃の無料化もできない。コ
ロナ禍の状況でこういう危機的状況の学校の１つにも
行かない。あなた粟国村に行って、何の話をしたかも
分からない。こういった形の学校現場に足も運んでい
ないんだよ、あなたは。今、高校が人材育成と言いな
がら、勉強しなさいと言って勉強できる状況だと思い
ますか、知事。ここは環境の二十何項目あるかもしれ
ないけれども、勉強しやすい環境をつくりなさいと
言っているんですよ。その辺どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　やはり子供たちの学習環
境、あるいは健康面も含めて、しっかり環境を整える
ということは重要であると考えております。現在県立
学校における空調稼働状況調査をしているところであ
りますので、例えば柔軟な稼働の事例、あるいは生徒
や保護者からの要望等、今お話がありましたとおり、
そういったものをしっかりと把握して適切に対応して
まいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　ぜひとも教育長、就任早々私がどう
こう言って申し訳ないなと思っておりますけれども、
以前の教育長は知事部局から来ていましたから何も分
からなかったはずですよ。久々に学校専門の方が教育
長になったから意思疎通ができていると思っている。
ここは早急に確認してください。高校生から私たちに
自民党に、これだけの件数のアンケートが来ているん
ですよ。高校生ですよ知事、助けてください。勉強が

できる環境にしてください。あなたは、だから公約も
３％足らずしかできないで、そこですよ。いいことば
かり言って。これは予算の問題ですか、教育長。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　今現在、昨今、原油価格高
騰に伴う電気料金の値上がり等そういった問題もござ
いますが、そういったことにかかわらず、子供たちの
健康をまず優先して、空調等の稼働そういったことを
するようにと、そういったことも通知しているところ
でありますので、そういう健康問題に影響することに
ついてはしっかりと対応してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　教育長が、現場の責任者がそういう
ことを言っているんだから知事、この原油価格高騰、
今電気料金いろんな面で、みんな節約しましょうと
言っていますけれども、沖縄県の状況は東京と違うん
だよ。いろんな面で皆勉強したい、人材育成、復帰
50年ですよ知事。復帰50年してクーラーの話をする
のか、県議会で。個々の料金問題とか、これは県がど
うにか責任を持ってやるっていうことを言ってくださ
いよ、総務部長。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　良好な学習環境の整備と
いうのは、大変重要なことだと考えます。原油価格の
高騰等でいろんなところに影響が生じておりますが、
学校関係の維持管理費のほうにあっても、影響がある
分についてはしっかり対応していきたいというふうに
考えます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○○島袋　　大君　教育長、ぜひとも学校でアンケート
を取って確認してください。予算の面は問題ないです
よ、大丈夫と言っていますから。しっかりとやってく
ださい。これぐらい沖縄は、人材育成をこれからやら
ないといけないというのに、沖縄の新しい沖振の中に
も盛り込まれているのに、こういう問題が復帰50年
たった今でも話が出てくること自体おかしいんだよ。
ここはしっかりと、玉城県政がどこに向かっているか
分からないけれども、その辺はしっかりと連携を取っ
てやっていただきたいと思っております。
　知事、もう復帰50年ですよ。51年になります。
私も誕生日を迎えて50歳になりましたよ、この態度
で。しっかりと責任を持って我々世代、私もしっかり
と頑張っていきますよ。知事は公約291件のうち８件
しかできていませんからね。達成率2.7％。
　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島袋　　大君　（パネルを掲示）　知事、最後に言
いますが、ちゃんと見てくださいよ。あなたの発言で
どれだけの沖縄県民、国民が迷惑しているかというの
を理解してくださいよ。しかも、そういう発言をして
笑っている。大変失礼な話ですよ。知事、今議会が最
後の議会になると思っていますから、しっかりとやる
ような勢いで答弁してくださいよ。我々は、おかしい
ものはおかしい、改善しようは改善しようと提案して
おります。知事、しっかりとお仕事をやっていただき
たい。その辺を私もお願いして質問を終わりたいと
思っています。
　教育長、ぜひとも現場を見て早急に対応してくださ
い。学力が下がらないようにお願いします。
　知事、何度も言いますけれども、見てくださいよこ
れ。プレゼントしますよ。ひとつよろしくお願いしま
す。
　以上です。
○○山内　末子さん　議長。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時58分休憩
　　　午前11時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際申し上げます。
　休憩中に、山内末子さんから指摘のありました件に
ついては、議長において後刻記録を調査の上、適切な
措置を講ずることにいたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午後１時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　では、よろしくお願いいたします。
　座間味島の浄水場についてお伺いします。
　水道広域化に伴い、座間味島の浄水場の新設が完了
次第、現在の座間味村管理から沖縄県管理へと移管さ
れることとなっております。当初の水道広域化のスケ
ジュールと現在の進行状況について、どのような変化
があったかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　お答えします。
　座間味浄水場建設については、当初、平成31年度
下半期に建設工事に着手し、令和２年度末に水道用水

供給を開始する計画でありました。しかしながら、当
初の建設予定地が低地であったことから、津波被害を
受けない高台への変更を求める住民からの強い要望な
どがあり、再検討の結果、令和２年８月に高台の既存
浄水場用地内に建設することを決定いたしました。令
和３年度の基本設計を踏まえ、今年度は実施設計を行
い、令和５年度に建設工事に着手し、令和７年度の用
水供給開始を予定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　今、強い要望があったという話ですけれども、どれ
ぐらいの要望があったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時22分休憩
　　　午後１時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　お答えします。
　平成30年度に最初の説明会をいたしまして、その
後平成30年の８月、10月、12月に浄水場建設予定地
の変更を求める陳情が出されております。それから、
平成31年の３月にも陳情がございまして、その後令
和２年６月にも同様の陳情が２件出されております。
そういった陳情につきまして、令和２年６月議会で、
この陳情第62号と第70号が全会一致で採択されたと
いう経緯がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　分かりました。何度か要望があった
ということですね。
　それでは今現在、この座間味村の水道管理、この座
間味島でどの程度の費用がかかっているか御存じで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　手元の資料によります
と、令和３年度でございますけれども、災害復旧の費
用等を含めまして、合計で約2830万程度の費用がか
かっているということでの報告がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　この予算というのは、どういった仕
組みになっておりますか、座間味村の中で。分かりま
すか。一般会計なのか、特別会計なのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時24分休憩
　　　午後１時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企業局長。
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○○企業局長（松田　了君）　申し訳ございません。そ
の点については現時点で把握してございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　こういったやり取りをちゃんとした
いんですね、私、この場で。だから本来であれば質問
取り来るべきですよ。これがなかった。これは次から
しっかりやってください。
　これ特別会計でやっていますけれども、もし、これ
が赤字になった場合は、一般会計からの繰入れがあり
ます。座間味村のトータルの予算は幾らか分かります
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　申し訳ございません。現
時点で把握してございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　大体、一般財源が20億、特別会計
で10億です。その中の2800万って、大きいと思いま
せんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　申し訳ございません。そ
の大小の基準について今、詳細が把握できておりませ
んので、お答えしかねます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　じゃ当初スケジュールどおりにいけ
ば、令和２年度末でこれできたんですよね。今何年で
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　令和４年でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ということは、当初の予算予定から
2800万、座間味村に余計に出させているんですよ。
本来であれば沖縄県がしっかりと手当てするべきだと
思いますけれども、その点いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時25分休憩
　　　午後１時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　当初、平成31年度下半
期に建設工事に着手して、令和２年度末に供給開始を
する予定だったことは事実でございます。しかしなが
ら、高台への変更を求める住民からの陳情等がござい
まして、用地について再度検討するというような事情
が生じましたので、建設地を令和２年に決定したと。
そういうこともございまして供給が遅れる状況になっ
ております。

○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　先ほど聞きましたね。強い要望とい
うことで、要請が上がりました。これで当初は企業局
――これは前任ですけれども、住民の方というか、村
に決めてもらうということだったと思います。しか
し、この座間味村でのアンケートを行う前に、知事が
新型コロナ関連のぶら下がりで、座間味高台へ造りま
すと言ったんですね。すなわちこれは知事、地域の意
見を、民意を確認するすべを県が取り上げてしまった
というふうに私は思うんですけれども、この点いかが
お考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時27分休憩
　　　午後１時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　令和２年８月12日の閉
会中の土木環境委員会でお答えしておりますけれど
も、いろいろな判断が必要であろうということで、三
役と調整の上、前企業局長が判断させていただきまし
たというふうな答弁をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　いやだから僕が聞いているのは、民
意を確認するすべを取り上げてしまったんじゃないか
と言っているんですけれども、その点どう考えていま
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時28分休憩
　　　午後１時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　令和２年の陳情等につき
まして、議会での全会一致での採択等もありまして、
高台への建設を決定したというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　だから、住民の民意を聞くすべがな
いんじゃないかと聞いているんですよ。
　ちなみに知事、いいですか。よく言いますよね、辺
野古。辺野古の件。沖縄の民意がとおっしゃいます。
国が決めたから、じゃこれ進めますよと言われたとき
に、いや沖縄の民意がと、ずっと言い続けているわけ
ですよ。この点については、じゃ知事はどうお考えな
んですか。地元の民意を調べるすべを奪ったと私は
思っていますけれども、この点どうでしょう。これは
ダブルスタンダードじゃないかと思っていますけれど
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も。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　手元に詳細がないので細か
い点についてはお答えすることはできませんが、今、
企業局長からの答弁にもありましたとおり、住民から
の陳情書、強い要望等があったこと、それから議会で
も全会一致の議決をいただいたことなど、一定のその
経緯は、手続は取られているものというように思料い
たします。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そもそも普天間の辺野古移設という
のも、段階踏んでやっていますよね、当初。それで進
めているはずなんですけれども、もちろんこれ、ない
ならないほうがいいと言いますよ。だけど、そこは基
地の整理縮小のために、今までいろんな人が積み重ね
てきたものですよ。それに対して、じゃちゃんと民意
を聞きましょうということで、県民投票をやったわけ
ですよね。その県民投票やりました。けれども座間味
ではそういったことはされなかった。これはおかしい
んじゃないですかと私は言っているんですけれども、
この点はどうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　令和２年９月25日の令
和２年第６回県議会代表質問で、当時の企業局長が
「企業局としては、ビーチ周辺の自然環境への配慮を
求める住民からの意見や、さきの県議会において高台
に浄水場建設を求める陳情が全会一致で採択されたこ
となど、これらのことを総合的に判断し、高台の既存
浄水場用地における建設に向けて取り組んでいくこと
を決定したところです」という趣旨の答弁をしており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　じゃこれ、国が総合的に判断したと
言ったら、どうするのか。どう答えるんですか。国が
総合的に判断しましたというふうに言われたら、どう
反論するんですか。今言っていることと同じことです
よ。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　国が総合的に住民の声を聞
いて判断をしたということで辺野古の移設を断念する
のであれば、それは受け入れられるものと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　すみません。もう、ちょっと意味が
分からないので要望だけお伝えします。これだけ座間
味村、非常に予算が小さい中で2800万、ひょっとし
たらこれ、老朽化しているのでもっと予算がかかるか

もしれない、費用がかかるかもしれないんですよ。だ
から早めにまずは県の企業局が引き取っていただい
て、それでしっかりとおいしい水、安全な水というも
のを提供する体制をつくっていただきたいと、これ要
望があるんですね。この点いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　企業局としましては、安
全・安心な水を座間味村の住民の方に提供すると、供
給するという観点から、この浄水場は現時点での規格
にあった浄水場が必要だという認識でございます。そ
ういう観点から、今新たな浄水場建設に向けて作業を
急いでいるところでございまして、その作業をして、
なるべく早く実施することで早く安全・安心な水を供
給できるように取り組んでいきたいと思っておりま
す。
　なお、その間、その座間味村の維持管理等について
は、技術的な助言等を行いまして、費用の問題である
とか、なるべく水質を安定させるということについて
技術的な助言を行っていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　じゃこれ予算措置はしないというこ
とでよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時33分休憩
　　　午後１時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企業局長。
○○企業局長（松田　了君）　地方公営企業法では、地
方公営企業の経費は経営に伴う収入をもって充てなけ
ればならないとされており、サービスを受ける者がそ
の供給されるサービスの量に応じて負担するという考
え方、いわゆる受益者負担の原則の下に、その料金収
入によって運営されております。座間味地区の水道事
業は、事業主体である座間味村が住民に水道水を供給
し、その対価として住民から水道料金を徴収しており
まして、水道用水を供給していない企業局が管理運営
費を負担することは、企業局の用水供給を受けている
事業体――この場合、沖縄本島の市町村等でございま
すけれども――そこからの料金収入により負担するこ
とになりますので、その点において受益者負担の原則
から適切ではないのではないかというふうに考えてい
るところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　これ、座間味村から委譲してもらう
ことはできませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
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○○企業局長（松田　了君）　この点につきましては、
平成28年度だったと思いますけれども、広域化をす
る８村と協定を結んでおりまして、その中で、村の施
設を譲渡すると。ただし、老朽化が著しくて新たな施
設が必要な場合は、企業局で新たな施設を造るという
ことで協定を交わしてございます。その協定に基づき
まして、粟国村の施設は企業局のほうで譲渡を受けま
して、用水供給しておりますけれども、その他の７村
につきましては、老朽化が著しいということで、企業
局で新たな施設を造ることにしております。そういう
観点から今、企業局としては新たな施設の建設に向け
て取り組んでいるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○議長（赤嶺　昇君）　これはぜひ離島の振興という
ところも含めて、離島の予算措置、そこをしっかり
やっていただきたいんですけれども、この辺りどうで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　離島振興は、県政の中でも最重要課題の一つでござ
います。予算の獲得についてもしっかりと取り組んで
まいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　取り組みたいと思いますとおっ
しゃっていただきましたので、次進みます。
　我が党関連に行きます。我が党関連。
　先ほど、うちの島袋大会派長からありましたけれど
も、強い沖縄経済の実現に向けた取組姿勢ということ
で、知事が当選した選挙時の公約は、前振興計画に
沿ったものであると私は認識しております。強い沖縄
経済の実現に向けては、これまでの選挙公約を振り返
ることも重要であると考えておりますが、令和３年９
月及び令和４年２月定例会における知事公約の答弁
は、５施策は一部完了、280施策は推進中、６施策は
着手とのことであったが、現時点及び選挙戦のある８
月末をめどに、どのようになるか見込みを伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県においては、経済、教育、福祉、保健医療、離島
振興、文化、環境、基地問題等の分野において、知事
が公約として掲げた291の個別施策の全てに着手して
おり、そのうち、世界自然遺産の登録の実現や那覇市

への新たな特別支援学校の開校など８つの施策につい
ては完了し継続して取組を推進中、自立的発展を支え
る多面的な人材の育成やクリーンエネルギーの推進な
ど279施策は取組を推進中、そのほか、４施策は取組
に着手となっております。公約は、継続して取り組ん
でいく内容となっているものが多いことから、引き続
き、公約で掲げた各種施策について、内容を充実させ
ながら推進していくことが重要であると考えておりま
す。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ちなみにこの公約は、どなたがつくったんでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　公約の策定は、知事の公
約でございますので、知事及び関係者の方々がつくっ
たというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうですね。
　じゃ知事、聞きます。
　２年前の折り返しのとき、メディアの中では、折り
返し、どうお考えですかという質問の中で、０点とい
う話もありましたけれども、半分過ぎたから50点か
なという話がありました。現在どのようになっていま
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　その発言を少し思い出して
みますと、自分としてはおこがましいということか
ら、０点と答えることもできるけれども、それでは仕
事をしていないというふうに誤解を受けてしまうの
で、中間地点ということで50点というような発言を
したのではないかと思います。残る任期についても、
この公約の実現に向けて全力で取り組んでまいりま
す。
○○新垣　淑豊君　で、何点ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今現在、一生懸命取り組ん
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でおりますので、点数でお答えするのは難しいかなと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　分かりました。
　じゃ増えた３つの公約達成というのは何があります
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　推進中から完了し、その後も継続して取組を推進中
が３つ増えております。１つは観光基金の設置の関
係、もう一つが少人数学級を中学校３年生まで拡大す
る取組、そして那覇市内への新たな特別支援学校の設
置、この３点でございます。
○○新垣　淑豊君　ごめんなさい。休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　では最初の５つ、昨年からあります最初の５つなん
ですけれども、これでちょっと聞かせていただきたい
のが、那覇空港第２滑走路の設置というのがありまし
た。これは仲井眞知事が５年10か月という短い期間
で何とかやるということを当時の政権とうまく話をつ
けたわけですけれども、玉城知事になってどれぐらい
短くなったんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　那覇空港につきましては、仲井眞知事のときにその
期間を５年10か月ということで短縮したということ
でございまして、それが着実に進んで令和元年度末に
は供用済みということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうですね。着実にやったんです
ね。仲井眞知事がやったんですよ、これ。じゃその予
算措置、予算の獲得について何か苦労したことはあり
ましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時42分休憩
　　　午後１時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　那覇空港の滑走路に係る
予算については、毎年度計画的に予算措置されたとい
うふうに記憶しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうなんですよ。これは国がやって
いるんですよね。これをまさに知事、人のふんどしで
相撲を取ると言うんですよね。
　さて続きますけれども、着手の段階のもの、これは
幾つ推進になったんでしょうか。その内容も教えてく
ださい。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　着手から推進に移行され
たものは２つございます。１つが「フィリピン、サイ
パン、テニアン等との歴史的な繋がりを活かし、人事
交流の促進とともに姉妹都市提携に取り組みます」と
いう１点。もう一つが、「消防防災体制の強化を図る
ため、市町村と連携して消防防災ヘリの導入に取り組
みます」と、この２点について着手から推進中に変
わったということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうなんですよね。これ、この中に
教育部門が２つありますね。地域連携を強化した県立
高校の存続、公立夜間中学校の設置ということ。本来
であればこの人材の育成というものが、次のこの沖縄
振興には非常に重要だということは、多分共通してい
ると思いますけれども、なぜこの辺りは取り組まない
のか教えていただけますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時44分休憩
　　　午後１時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　夜間中学校については、
公立夜間中学校の設置を進めますということで、現在
は県外の事例ですとか、あるいは情報収集、そして市
町村の一部でも動きがあったかと思いますけれども、
市町村との意見交換に関する取組を継続して進めてい
るということを聞いております。また、地域の連携を
強化し県立高校を存続させますという公約につきまし
ては、主に北部の町村の関係機関等との意見交換を踏
まえて、まずは学校のほうで魅力ある学校づくりを推
進しているところというふうに聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ちなみに、玉城知事になって、県立
高校が廃校になった件はありますか。
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○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　伊良部高校が廃校となって
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございました。
　そういう状況ですね。これが知事の４年間です。
　続きまして、次の振計に関するものですけれども、
海洋政策です。
　私は、これまで何度か議会において、海洋基本計画
の策定を提案させていただいております。そのたびに
実施計画の策定を行ってから対応と言われておりまし
た。しかし、個別の実施計画だとバランスが取れな
い、偏る可能性もあるということで、これは俯瞰的、
総合的な管理が必要だと思っております。特に今回の
振興計画では海洋立国、ブルーエコノミーなどの概念
も多く取り入れられております。港湾の整備とか物流
体制の構築、海洋資源の調査・開発、海洋ごみの回収
やリサイクル、国境を守る安全保障、またそれを担う
人材育成など多岐にわたるので、なお一層、俯瞰的に
全体のバランスを見ながら総合的に管理すべきではな
いかと思います。沖縄県として、総合指針の策定はど
のようになっているかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県におきましては、本年５月に策定した新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画におきまして、海洋に関す
る各種施策を盛り込んだところでございます。具体的
には、基本施策「持続可能な海洋共生社会の構築」の
中で、海洋島嶼圏としてのＳＤＧｓへの貢献を図ると
ともに、海の恵みを利用した持続可能な社会経済開発
であるブルーエコノミーの先導的な展開に取り組むこ
ととしております。海洋に関する総合的な指針につき
ましては、具体的な取組の明示と施策の進捗管理や効
果検証が可能となる実施計画を策定した上で、令和５
年度に見直しが見込まれております国の海洋基本計
画、この内容等も踏まえまして、検討してまいりたい
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。　　
○○新垣　淑豊君　実施計画を立てて、基本計画を立て
るというのはいかがなものかと私は思います。
　これは建設関係に聞きたいんですけれども、設計を
するときは基本設計をしてから実施設計をしますよ
ね。普通は基本があって、その後に実施をするべきだ
と私は思うんですけれども、この辺りはどうなってい
るんでしょうか。沖縄県では実施設計をやって基本設
計するんですか。

○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　基本設計の後に実施設計
ということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　なぜ、この海洋政策については基本
計画を立てずに実施計画を先に進めていくんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　まず、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画は、個別
計画の上位に来る最上位計画でございます。それに基
づく具体的な取組を実施計画に落とし込むということ
でございます。その実施計画の中で、海洋政策に係る
分野についても、取組などを整理するということでご
ざいます。
　海洋政策に限らず、まずはビジョン基本計画、これ
を上位計画として、個別計画についても、ビジョンの
基本計画の基本施策、あるいは施策を見据えた形で個
別計画を策定するということだと思います。
　また、来年度、国のほうで海洋基本計画の内容の見
直しということが計画されておりますので、その国の
策定する海洋基本計画、これの内容も確認しながらと
いうことだと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　次の10年のうちの今年、来年が既
に無駄になってしまうということが判明いたしまし
た。本来であれば、そこでしっかりと国とのやり取り
をして、しっかり情報を得る。そしてその上で私は基
本計画をつくるべきだと思っておりますので、この辺
りしっかりやっていただきたいということを要望した
いと思います。
　海洋資源に関してなんですけれども、６月25日の
産経新聞には、中国が石垣沖で試掘かということで記
事が上げられておりました。この点については御承知
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時50分休憩
　　　午後１時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　大変恐縮ですけれども、現在承知しておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　海洋資源にあまり興味ないんだなと
いうふうに思いますよ、そういうことだと。
　海洋資源、このような排他的経済水域でのよその国
の試掘というものについては、今法的に対応するすべ
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がないというふうに言われておりますけれども、この
点について沖縄県としてはどのように考えていらっ
しゃいますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県は、海底熱水鉱床等の海底資源の開発の主体であ
る国や関係機関の調査研究に関する動向の情報収集を
行っているところでございます。あわせまして、長期
的な視点から参画可能な分野を検討し、商業化を見据
え、国や関係機関と連携しながら海洋資源調査、開発
支援拠点の形成に取り組んでいきたいというふうに考
えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　もちろん国の調査をするのはやって
いただきたい。けれども、今現実にこういう状況にあ
るということを鑑みて、沖縄県から国に対してしっか
りと法整備をするべきではないかという要望を出すべ
きではないかと私は思っておりますが、この点はいか
がお考えでしょうか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時53分休憩
　　　午後１時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　海洋鉱物資源の開発につきましては、世界的にも事
例がないということで、状況としましては採算性、あ
るいは技術面、法制度の整備、環境への影響等様々な
課題があるということは承知してございます。国は、
長期的な計画に沿って調査研究に取り組んでいるとい
う状況でございます。
　県としましては、国の調査船の寄港について関係機
関と調整を行うなど、国の調査・研究がスムーズにで
きるよう協力を行っているという段階でございます。
また、長期的な視点から参画可能な分野を検討し、取
り組んでいきたいというふうに考えてございます。そ
の中で国のほうとの連携の在り方についても調整を
図っていきたいというふうに考えてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　これは以前知事が、中国船が県内の
ほうに入ってきたときに、パトロールがという話をさ
れたことがあったかと思いますけれども、こういう発

言がやはり他国にとって、いや、沖縄は別に気にして
いないんじゃないかというふうに思われて侵犯をずっ
と行っているのではないかと思っております。その
後、これを修正するためにどのようなことを発信し、
また、国に対して要望を出しているのか、もしあれば
お知らせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和３年10月に、沖縄県から沖縄及び北方対策担
当大臣宛て要望を行いました。その中の項目13、尖
閣諸島をめぐる問題についてという要望の中で、３点
ございます。尖閣諸島が歴史的にも国際法上も日本固
有の領土であることを国際社会へ明確に示すこと。そ
れから２点目として、尖閣諸島周辺の領海――排他的
経済水域における安全確保等について、海上保安庁の
巡視船による現場海域での冷静かつ毅然とした対応を
継続するとともに、さらなる海上保安体制の強化等適
切な措置を講ずること。それから３点目として、平成
26年に日中両国間で確認された日中関係改善に向け
た話合いの合意事項を尊重し、冷静かつ平和的な外
交・対話によって中国との関係改善を図ること。以上
を要望しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ちなみにこういった中国船が接続水
域に入るとか、排他的経済水域で何か活動をするとか
に対して、知事からメッセージを出すことは、どれく
らいの頻度であるんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　知事から直接メッセージを発するということはして
おりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　これ知事、私はぜひやってほしいと
思っています。それが沖縄県民を守ることにつながる
んです。この点いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　その問題については、
やはり海上保安庁をはじめ、国のほうにおいて対応し
ていただいていると考えておりまして、引き続き国の
ほうにおいて、しっかりと対応していただくことが必
要かと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
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○○新垣　淑豊君　これも先ほどのお話にもありました
けれども、私はこれはアメリカには物を言う、しかし
中国には物を言わないということで、これこそまさに
ダブルスタンダードじゃないかと思っております。
　さて続けます。感染症対策についてです。
　新型コロナウイルスの感染が流行して以来、感染症
に対して注目がされるようになってきました。ウクラ
イナからの避難民のペットの入国に対して、狂犬病対
応のための検疫がクローズアップされました。人から
人だけでなく、動物経由での感染もあり得るため、人
獣共通感染症への取組も重要になっております。ペッ
トとの生活が当たり前になっている現在、人と動物の
つながりも強くなっていることで、ワンヘルスという
理念について沖縄県はどのように取り組んでいるか伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　ワンヘルス、１つのヘルスという概念ですけれど
も、動物と人及びそれを取り巻く環境を包括的に捉
え、共有して問題解決に当たるべきという考え方であ
ります。この考え方を基に、人獣共通感染症――以前
は人畜共通感染症と申しましたが、人獣共通感染症等
の公衆衛生上の重要な課題を解決するためには、それ
ぞれの分野の関係者が緊密な協力関係を構築すること
が重要と考えています。
　沖縄県では、人獣共通感染症の発生情報について
は、医療機関等との迅速な情報共有を図っているとこ
ろでございます。また、衛生環境研究所においては、
検査技術研修への毎年の派遣、県内発生時の発生源調
査、感染症情報センターによるホームページでの情報
発信等を行っているところです。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　これは県庁内でどの部署が関わっているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　保健医療部ワクチ
ン・検査推進課というところで見ておりますけれど
も、野鳥の鳥インフルエンザ情報等につきましては、
環境部の自然保護課、それから衛生薬務課のほうでは
狂犬病関係の予防接種、それから動物愛護管理セン
ター ――出先機関ですけれども、こちらのほうは人
獣共通感染症発生時の情報共有、その他食肉衛生研究
所、家畜保健所等と連携をしているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　この連携をしているような、そう

いった連絡協議会みたいなものは県内にあるんでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　現時点では、ワンヘ
ルスを目的とした全面的な協議会のような組織はござ
いませんけれども、実際に先ほど申しました課で連携
しながら取り組んでいるところです。それからワンヘ
ルスの中には、薬剤耐性菌――抗生物質を人あるいは
動物、家畜で同様に使いますので、薬剤耐性菌につい
ての取組も重要とされておりますけれども、そちらに
ついては沖縄県感染対策支援ネットワーク運営設置要
綱というもので、薬剤耐性菌の把握を行うための対策
について、今取り組んでいるという状況でございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ちょっとここで提案です。せんだっ
てアメリカがＣＤＣの出先機関を日本に設置したいと
いうような報道もありました。日本版ＣＤＣの創設の
話が岸田総理からありましたけれども、沖縄こそ感染
症、非常に南というところもあります、人の往来も激
しいところでありますので、この設置について働きか
けるべきだと思っておりますが、この点について今沖
縄県はどのように考えているのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　日本版ＣＤＣの報道
につきましては、国立感染症研究所と国立国際医療セ
ンターの合併等の構想が報道されていたというところ
でございます。感染症関係については、国立感染症研
究所のほうと沖縄県は個別の感染事例――コロナも含
めてですけれども、それについては疫学調査を実際に
一緒に行うというふうなことだったり、データを共有
するということで連携をしているところでありますの
で、今後も引き続きその事例に関する連携は続けてい
きたいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　今後、やっぱり沖縄県の振興という
意味では、こういった分野、ぜひ取組をしていただき
たいというふうに思っております。例えば普天間基地
の早期返還がなされた後、その跡地利用をどうするの
かとか、今、西普天間のほうでは医療設備が整ってき
ていますけれども、例えばそういったところの活用を
するとか、そういったものも盛り込んでいただいて、
やはり夢のある振興計画というものをつくっていかな
ければいけないと思っておりますので、ぜひその点は
今後検討していただきたいなと思っております。よろ
しくお願いいたします。
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　先ほど、狂犬病の話がありましたけれども、沖縄
県、狂犬病のワクチン接種率が非常に低いというお話
がありました。これは県のほうでもホームページに
載っておりますけれども、今状況としてはどのように
なっているのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　狂犬病のワクチン接
種率につきましては、沖縄県は全国では最も低い値と
なっていまして、すみません、今細かい数字はありま
せんけれども、約50％前後で推移しているというふ
うに認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　50％前後というお話もありますけ
れども、犬の登録自体も非常に少ないんじゃないか
と。率として、例えば100％登録をされていないん
じゃないかというような話もありますけれども、この
辺りはどのように見ておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時６分休憩
　　　午後２時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　本県の犬の登録頭数のデータですけれども、令和３
年度末６万3991頭となっています。令和３年度に新
たに登録された犬の頭数は5730頭ということでござ
います。この数年、６万頭台で推移をしているという
ことでございます。
　未登録に関する課題については、未登録の飼養を確
認した場合にはその都度登録を行っているという状況
でありまして、特にほかの県と比べてというデータは
今こちらのほうには持ち合わせておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　獣医師さんのほうからもいろいろお
話がありまして、やはり沖縄県、少し登録が弱いん
じゃないかという話がありました。50％とはいうも
のの、実はもっと低いんじゃないかというお話があり
まして、この辺りは、たしか７割ぐらいのワクチン接
種をしなければ、予防効果がないということも聞いて
おりますので、これはぜひマイクロチップの装着とい
うものも今回、法で定められておりますので、そこを
沖縄県、さらに踏み込んだ対応をしていただきたいと

思っておりますけれどもいかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　まず接種率がとにか
く低い、自治体ごとによって少し差はありますので、
接種が進んでいないところについては、市町村と直接
やり取りをして指導していく、あるいはマイクロチッ
プ等につきましては、関係の獣医師の先生方とも情報
交換をして取り組んでいきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうですね、マイクロチップの装着
の補助とか、こういったものを考えていただきたいん
ですけれども、この点はどうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時９分休憩
　　　午後２時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　マイクロチップの装
着については、一定の費用が出るということを承知し
ておりますので、県としてどのような支援ができるか
ということは、今後検討していきたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ぜひお願いしたいと思います。
　すみません、感染症ということで、少し新型コロナ
の話に移りたいんですけれども、24日の日に、新た
なる対処方針、新しいものが県民に通達されたかと
思っております。実は、６月24日に対処方針が発表
された翌日に、沖縄市のライブハウスで知事の姿が目
撃されております。その点についてお伺いしたいと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　６月25日、夕刻午後７時
40分頃からですが、１時間足らず、沖縄市内の感染
症対策が取られているお店での周年パーティーの最終
日がありまして、そこに激励のために伺いました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　そうですか。私が調べた限り、認証
店に入っていなかったものですから、そこはちょっと
すみません、私見落としていましたけれども、そこは
認証店なんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。



– 147 –

　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私が持っていたチケット、
それからパンフレットにも店内ではマスクの着用を必
ずお願いしますということ、それから手指の消毒をお
願いしますということがしっかり明記されておりまし
て、カウンターにも、カウンターの内と外を隔てるビ
ニールの透明のカーテンがされておりました。なお、
認証店かどうかについては今確認中でありますが、感
染症対策には万全を期していたというように思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　私、県のエクセルデータで検索をか
けたときには引っかからなかったものですから、そこ
は後で確認をしていただきたいと思っております。
　ＣＯＣＯＡとか県民の皆様へのお願いというものに
関して、会食、友人との交流の際も含めて、屋内で集
まるときはマスクを着用し、大人数でマスクを外すイ
ベントでは検査で陰性を確認することという旨があり
ますけれども、私が見たＳＮＳの写真では、知事は出
演者の非常に近くでマスクを外して談笑している姿が
見受けられたんですが、この辺りはいかがお考えなん
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は代表の方にステージに
呼ばれまして、一言御挨拶をということでしたので、
そのときはマスクを外して、３分ほど挨拶をさせてい
ただきました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　我々議員は、いろんな立場の人がい
ます。ワクチンが苦手な人もいらっしゃいますし、マ
スクが嫌な人もいます。そういう者が一人一人集まっ
て、私は議会を構成していると思っていますけれど
も、行政は違うんですね。行政は、県民の皆様に何か
物事を発出したりとか、依頼をかける、そういう立場
だと思っております。その長である玉城知事が、そう
いう態度で夜、ライブハウスで御挨拶をする。そこで
一言、このマスクを着用したままで申し訳ありません
と一言御挨拶をすれば、私は県民の意識というものは
多少は変わるのではないかというふうに思っておりま
す。
　この対処方針の後ろのほうにも書いてあります。沖
縄県ではこれまでの２年間、７月の連休後に感染が拡
大していますという旨も書かれております。玉城知事

は、本来そこを一生懸命訴えるべきであり――もちろ
ん経済活動も必要です。けれども、経済活動をするた
めには、こういうことが大事なんですよということを
お伝えする。私はこれはシンボルとなるべきだと思っ
ておりますけれども、何でそういうことをしないの
か、教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　そのときは、私、最初マス
クをして挨拶しようとマイクに向かいました。ところ
が、どうも私の声がくぐもって通りにくいので、すみ
ません、マスクを取らせていただきますということ
で、マスクを外して３分間挨拶をしましたが、私と前
列のお客様との距離もかなりありましたので、そのよ
うに判断をさせていただきました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　今後いろいろなお話が出てくるかと
思いますけれども、ぜひ知事は沖縄県のトップである
と、いろいろなことを県民にお願いする、要請する立
場であるということもしっかりと考えていただきたい
と思っております。
　すみません、最後になりますが、沖縄県の食文化に
ついてであります。
　我らが沖縄県には、独特な歴史的背景を持つ琉球料
理があります。しかし、食の多様化の影響で、残念な
がら琉球料理に親しむ機会が減っていると感じるが、
沖縄県として食文化に対してどのような取組をしてい
るか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　お答えしま
す。
　琉球王朝時代に確立した宮廷料理と、亜熱帯・島嶼
の自然環境の下で育まれてきた庶民料理を源流とする
琉球料理などの食文化は、将来に継承すべき大切なも
のであると考えております。このため、県では、平成
28年度に沖縄の伝統的な食文化の普及推進計画を策
定し、伝統的な食文化の普及啓発活動を行う琉球料理
伝承人の育成や活動支援、食文化の情報発信などに取
り組んでおります。また、新たに、琉球料理が味わえ
る店、まだ仮称ですが認証制度の検討、児童生徒が学
校給食を通して食文化を学べる普及啓発ツールの作成
などを行うこととしております。
　県としましては、これらの取組を通して、県民が伝
統的な食文化の価値に気づき、愛着と誇りを持つこと
を目指すとともに、観光や食育等の関連する取組と連
携して、保存・普及・継承に向けた取組を推進してま
いります。
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　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　今の取組の中で、伝承人というとこ
ろがありましたけれども、これ非常に興味深く、今の
知識や技術を伝えることは非常に重要だと思っており
ます。しかし伝える側、いわゆる講師については特に
定まった名称もなくて、その個人の知名度などに頼っ
ている状況でありますけれども、この辺り、県として
何か取組をする予定はありますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、沖
縄食文化保存・普及・継承事業において、伝統的な食
文化について幅広い知識及び高度な技術を有する方を
担い手育成講座の講師として琉球料理伝承人の養成を
行っておりますが、琉球料理伝承人自体は知事の認証
を受けておりますが、それを育成する講師自体の位置
づけがまだ明確ではないんじゃないかという意見を
伺っているところであります。
　県としましては、講師の位置づけや認証方法等につ
いて、速やかに整理してまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○○新垣　淑豊君　ぜひ早めにしていただきたいと思っ
ております。
　あとすみません、所得制限については、また委員会
のほうでやらせていただきますのでよろしくお願いし
ます。
　以上でございます。ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　議長、ちょっと休憩お願いいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　　新君　知事、副知事、沖縄県にお願いがあ
ります。
　去る６月23日慰霊の日に、写真も撮りましたが、
遺骨混じりの土砂採取は絶対に認めないと、この慰霊
の日、亡くなった方に哀悼の意をささげる場所で署名
活動が行われている。この式典の外だったら理解でき
ますが、私は地元糸満市選出の県議会議員として、好
ましくない。それともう一点、遺骨が混じることがな
いということを強く指摘したいんです。去年も照屋副
知事に私と下地県議で申入れをしました。この南部の
土砂問題で当事者である鉱山組合の子供たち、トラッ

ク運転手の子供たち、非常に政局化された状況で不登
校になり、いじめになり、苦しんでいる方がいるんで
す。もうこのようなことを止めさせてください。南部
の土砂に遺骨が混ざることはないんです。特に照屋副
知事はよく知っています。土木建設業界の会長もし
て、このコーラルの中に遺骨が混ざっていましたか。
混ざっていないという答弁も引き出しているんです。
分かっているはずなんです。もう政局化は止めさせて
ください。苦しんでいる子供たちもいるんです。知
事、誰一人取り残さないという知事の思い、ぜひ分
かってほしい。地元選出の県議会議員として強く申入
れを行います。取り計らいを強くお願い申し上げま
す。
　それでは議長、お願いします。
　質問を行います。
　長引く梅雨時期における災害について、(1)、梅雨
時期における被害状況等と救済策や支援策について見
解を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　梅雨時期の被害状況ですけれども、大雨警報等が発
表された５月５日から６月18日までの間、人的な被
害ゼロ件、住家及び非住家の浸水が17件、河川護岸
の損壊が１件、土砂崩れが11件、道路冠水及びその
他の被害が多数発生した旨、警察、消防及び市町村か
ら県に報告がありまして、県では警戒本部等を立ち上
げ対応しております。
　県としては、住民の生命、身体及び財産を災害から
保護するため、引き続き沖縄県地域防災計画に基づき
防災対策の推進に努めてまいります。
　以上です。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時21分休憩
　　　午後２時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○○新垣　　新君　お伺いします。
　土砂災害警戒区域に当たる糸満市の通称武富ハイツ
の急傾斜地危険区域の被害、改善に向けた糸満市との
連携はどうなっていますか、伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　糸満市武富地区の通称武富ハイツの関連ですけれど
も、現在、急傾斜地崩壊事業と、あと県では崩壊対策
事業と、一方で糸満市のほうで道路災害防除事業とい
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うことで、現地を９ブロックに分けまして、県のほう
で５つのブロック、糸満市のほうで４つのブロックを
施工しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　県のほうで、急傾斜地崩壊対策事業
の中で、Ｂ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉブロック、この進捗状況
をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県では、平成27年
度から既存の施設の緊急改築事業を進めておりまし
て、令和２年度にＦブロックの工事を完了し、令和３
年度から４年度にＧブロック、令和５年度はＨ、Ｉブ
ロック、令和６年度はＢブロックの工事を予定してお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　Ｂブロックは令和６年度と今答弁が
ありましたが、知事、聞いてください。実は、Ｂブ
ロックで震度５、大雨が降ったら、中城村のように家
が崩落する危険性が非常に高いんです。ここを今、令
和６年と聞いてびっくりしまして、今年度中に急い
で、起債でも構いません。どうにか国から予算も獲得
して、私も頑張ります。これ国土強靱化です。ぜひ、
地元選出の国会議員と、また国土強靱化に強い先生も
よく知っています。そういう形で、急いでいただきた
いです。知事、見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今議員から御指摘の
ありましたＢブロックですけれども、地権者、地主の
方々からはもう全員同意を得ているということもござ
います。そして実施設計も終えていることですので、
議員御提案のとおり、早期着工の可能性について検討
していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　御答弁ありがとうございます。
　令和６年じゃなくて今年度中に進めていく、担当副
知事である照屋副知事、ぜひこれもう一度、再確認で
答弁をいただきたいですが、いかがですか。池田さん
ですか、すみませんお願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　池田副知事。
○○副知事（池田竹州君）　先ほど、土建部長からもあ
りましたが、私も現地もこの後見せてもらって、連携
して取り組みたいと思います。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時25分休憩
　　　午後２時25分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ありがとうございます、副知事。
　続いて(2)、糸満市潮平における県道82号線の大雨
冠水の改善策について伺います。
　知事、まず知事、見てください。（パネルを掲示）　
担当副知事。この状況を見て、知事どう思いますか。
まず感想を伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　写真は、82号糸満
与那原線というように承知をしております。昨今、５
月から６月にかけてはかなり梅雨の大雨が降って、写
真のとおり冠水しているということで、被害に遭われ
た方にお見舞いを申し上げるとともに、抜本的な冠水
対策を糸満市とも連携しながら取り組んでいきたいと
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　知事、大雨冠水したとき、知事は災
害対策の本部長です。知事は現地を見に行きました
か。答弁を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　映像は報道等で見ておりま
すし、またその災害については都度、部局から報告を
受けておりますが、現場には見に行っておりません
が、そのような被害の状況についても部局から報告を
受けております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　今部長、答弁いただいた糸満市と
の連携ですけれども、糸満市は去年12月に下水道の
ボックス工事をやっているんです。旧国道331号、そ
して今県道256号線になっています。82号線。これ
はもう糸満市には限界があるんです。財政も厳しい。
県が引き取って調査をしっかり行っていただきたいん
です。この水が報得川とつながっているんです、結局
は。だからそれをしっかり調査研究、調査費をつけて
いただきたいんです。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　議員御承知のとおり、この那覇糸満線の地域につき
ましては、道路が周辺より低いと、また海抜も低く満
潮時には排水機能が低下するということにより、冠水
しやすい地域となっております。これまで県では、道
路の対策としまして、側溝の詰まりを解消し、排水処
理ができるようグレーチングを増設しております。ま
た下水道の対策としましては、糸満市は令和３年度ま
でに白川１号雨水幹線の整備を完了し、今年度、令和
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４年度から新たに白川２号雨水幹線の整備に取り組む
こととしております。引き続き、県と糸満市が連携し
て抜本的な対策を行っていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　糸満市との連携って、糸満市はもう
努力を最大限にやっているんです。下水道のボックス
工事もやって。ですから、これ結局報得川というのは
２級河川で沖縄県管理なんです。82号線もあって。
だからその辺も含めて抜本的な調査研究を――調査費
をつけて一日も早く住民を安心させてほしいんです。
ここは通学路です。県民の道路でもあります。子供た
ちが遠回りして自分の家に帰れなかったと聞いている
んです。だから一丁目一番地において、一日も早く改
善してほしいんです。また夏には台風が来ます。もう
台風や大雨が来るたび、毎回こうなんです。ですから
ぜひ早めの対策を求めたいんですが、担当副知事、調
査費をつけてほしいんです。確約の答弁いただきたい
んですが、急いでいただきたいんです。まず答弁、担
当副知事お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　池田副知事。
○○副知事（池田竹州君）　先ほど土建部長からもあり
ました。私も土木のほうからまずはきちんと業務の説
明を受けて、対応していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　大雨が降っても安心して子供たちが
登下校できるように、そして県民の道路として安心で
きるような形を土木建築部長、ぜひ頑張ってくださ
い。ひとつ強く、今年度内で解決できるように強く求
めます。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　　新君　続きまして、農業共済加入促進支援
事業の事業終了についての説明を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県では、畑作物共済
と園芸施設共済の加入率向上を図るために、同事業に
より加入促進員の配置や農家への営農資材購入費など
の支援を行ってまいりました。その結果、10年間で
一定の成果はあったものの、目標としていた加入率に
達しなかったことから、事業期間の終了に伴い、令和
３年度で事業を終えたところであります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。

○○新垣　　新君　今、農家からいただいたものがあり
ますが、農業共済加入支援事業の事業終了についての
通知がありました。これは、県の言い分は、令和３年
３月31日で終了するというのを１年前から告知して
いると。聞かされていないという農家は唐突的な出来
事という声がありますが、その件に関して、説明――
ネットでは農家は分からない人が多いです、はっきり
言いますけれども。そういった電話もなかったと。正
直言って通知の文書もなかったという農家もいるんで
す。その件に関して、乱暴過ぎないかということを伺
いたいんだが、お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　農家への周知の状況
を説明したいと思います。
　農家への事業終了の周知につきましては、令和２年
度の加入推進時に、次年度で事業が終了する旨をまず
口頭で説明がされております。続きまして、令和３年
度には、引受け時に事業が終了する旨をまた口頭にて
説明しております。続きまして令和３年10月には、
はがき等により文書を送付しまして、なおかつ、共済
の本社より、各関係機関は９月にはまた文書でさらに
通知をしているところであります。議員指摘の、文書
等もしくははがき等での通知はあるんですが、口頭で
の説明につきましては十分周知されたかとかあります
ので、ここは事業実施体のところとも連携をしなが
ら、農家のほうには丁寧にまた連絡するようにしたい
と思います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　この農業共済加入支援事業のメリッ
トと加入率はどうだったのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時33分休憩
　　　午後２時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　まず畑作物共済の加
入率は、令和３年産で38.3％、令和４年産で37.4％
となっております。含めまして、園芸施設共済につき
ましては、令和３年度で21.5％となっております。
それから共済のメリットでございますけれども、これ
は農業共済への加入は、台風などの自然災害の備えと
して重要な保険制度でありまして、引き続き関係団体
と連携をして、農業共済、それから新たな保険制度で
ある収入保険もありますので、その加入促進に努めて
まいりたいと思います。
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　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　今部長が言ったように、新たな保険
制度の活用、なぜ令和４年４月１日にできなかったの
か。農業共済加入促進事業、台風になった場合の保険
で入っていると言っているんです。なぜ令和４年４月
にできなかったのかと聞いているんです、私は。答弁
を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　沖縄型農業共済制度
事業につきまして、その目標である畑作物共済と園芸
施設共済の加入率の向上、これは当初10年間のとこ
ろで一定程度の目標設定をしていたところでありま
すけれども、10年して、その目標になかなか届かな
かったということから、令和３年度で事業を打ち切っ
たという状況であります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　繰り返し申し上げますが、これを当
てにしている方がいるんです。これ非常に重要な問題
なんです。台風時における保険に入っているという。
ですから今検討すると言いましたが、今年度中に農業
共済加入に代わる新たな制度を考えて、実績として成
果として、行ってほしいんです。待ち遠しい農家もい
るんです、当てにしている農家も。これ台風が来たら
農家の自己負担が増えるんです。これを改めて、再度
このような制度、新たに代わりになる制度を早くつ
くって、９月からスタートさせるような形でも、８月
からでも構わないです、台風シーズンになるので。ぜ
ひ急いでいただきたいんですけれども、いかがです
か。検討していると担当が言っていましたので、ぜひ
伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　農業共済制度につき
ましては、制度切替えの折にも、制度要求として国と
調整してまいりましたけれども、先ほどなかなか実績
が上がらずに、ちょっと事業化までには至りませんで
した。ただし、農業者の経営にとって非常に大切な事
業、制度になりますので、どのようなことができるか
を関係機関、それから農業者の声を聞いて十分に検討
してまいりたいと思います。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　本来だったら４月１日にやっておく
べきです。打ち切ると３月31日に言った以上は、１
年前から告知していると言うならば、ぜひ急いでやっ

ていただきたいということで、本当に農家は怒りです
よ、乱暴という声です。これは真剣に受け止めてくだ
さい。
　次に移ります。
　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○新垣　　新君　件名３、新型コロナ感染対策及び経
済対策の取組について。
　まず(1)、コロナ感染状況等と全国との比較につい
て見解を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の新規陽性者に関する情
報ですが、全国的には減少傾向が続いております。沖
縄県内では５月の大型連休後に感染が再拡大をしたた
め、子供を守る取組、それからコロナ感染拡大警報
の発出など、感染対策の徹底を呼びかけましたとこ
ろ、一旦新規陽性者数は減少しましたが、現在は下げ
止まりの傾向が見られております。６月24日現在、
直近１週間の人口10万人当たりの新規陽性者数は今
566.96人となっており、全国平均よりも高い状況が
続いております。感染者が多い理由としましては、人
口密度が高い、世代間の交流が活発なことなどが考え
られると思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ワクチンの接種状況等と全国の接種
率との比較と周知についての見解を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　沖縄県内のワクチ
ン接種状況ですけれども、令和４年６月19日現在
ですが、２回目の接種が済んだ方につきましては、
全人口の70.8％となっているところでございます。
それから３回目接種につきましては、現在全人口の
45.1％、高齢者に限りますと全人口の83.9％となっ
ております。これについては全国との比較になりま
すけれども、２回目接種につきましては、全国が
80.68％、３回目接種は全国が60.99％、全国の高齢
者89.71％ということで、全国よりは低い状況となっ
ております。
　周知の方法につきましては、特に若い世代の方々に
対しまして、接種について前向きに考えてもらえるよ
うに、プロバスケットボール選手等の活用で啓発を
行っているというふうな状況でございます。
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○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　今、若い世代の接種率が低いという
答弁を伺いました。
　そこで知事に伺います。
　全国の都道府県知事の頑張り方があるんですね、今
の答弁に。テレビやユーチューブ、新聞、チラシ、ラ
ジオ、ＳＮＳ等で頑張っている知事もいます。知事自
らが県民に呼びかけています、ユーチューブ、テレ
ビ、新聞、チラシ、ラジオですね。知事を先頭に、こ
の若い世代に広告塔としてＰＲすべきだと、お願いを
すべきだと、接種を推奨すべきだと思いますが、知事
の見解を求めます。これはやはり知事を先頭にそう
いった声かけをすることは大事だと思うんですよ。全
国の知事がやっていますので。ぜひ知事の見解を伺い
たいのですが。テレビで知事を見たことがないんです
よ、実は。ぜひ伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　毎週の対策本部会議
の後に知事のほうからコメントを発出する機会がござ
います。その中でコロナのワクチン接種の推進につき
ましては、度々県民のほうに知事から直接呼びかける
ということを行っている状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　私が言っているのは、知事はコマー
シャルに出て頑張ってくださいという意味なんです
よ。部長に今聞いていないんですね、はっきり言っ
て。知事、このくらい予算を使ってラジオもユー
チューブもテレビも新聞もＳＮＳも、堂々とやって県
民に声かけをしてください。特に子供たち、10代未
満のコロナの感染がひどい。子供から親にうつるとい
う形が多いものですから、ぜひ知事、そういった予算
化して、広告塔として県民に声をかける、感染予防対
策を徹底する。知事、知事の意欲を、頑張ってほしい
という気持ちなんですが、知事の見解を伺いたいと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間、保健医療部コロナ
対策本部のワクチン接種班と協力をしながら、広域接
種会場の設置でありますとか、あるいは店舗なども利
用させていただいて、呼びかけて、新聞に掲載をした
り、それから私の記者会見の模様はユーチューブでも
流れるようになっておりまして、必ずそれを呼びかけ
させていただいております。それから、県の広報から
も、できるだけツイッターやＬＩＮＥなどでも、県民
の皆さんにワクチン接種のお願いをした際には一緒に
載せるような形でも取組をさせていただいております

が、できる限りワクチン接種、しっかりと県民の皆さ
んにさらなる協力を呼びかけていきたいというように
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　私は予算を使ってでも、これコマー
シャルに入れてほしいってことなんです、知事。分か
りやすくユーチューブでも、予算使ってもですね。長
かったら県民は見ません。ぜひ予算化して取り組んで
いただきたいと思います。
　なぜこう言うかというと、このコロナに感染した後
遺症。今、子供たちの後遺症も非常にあるそうです。
様々な後遺症があるそうですが、担当部長、答弁を伺
いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　コロナに罹患した
後、咳、倦怠感、あるいは脱毛だったり、不眠だった
りという様々な症状が遷延して、その症状に悩まされ
ている方がいるということは承知をしておりますの
で、県のほうでは、まずその方の状況をよく把握でき
ているかかりつけ医、あるいは入院していた医療機関
に御相談するようにというふうに呼びかけると同時
に、それから受診する医療機関がよく分からない、
迷っていらっしゃる方がいる場合には、コールセン
ターを通して医療機関を直接紹介するということも今
行っているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ぜひワクチンの必要性、５歳以上か
らワクチンが打てると、ぜひそのような問題等も――
知事、予算を使ってワクチンの接種の呼びかけをぜひ
強くお願いします。もう本当にコロナの後遺症で苦し
んでいる子供たち多いです。こういった第２、第３の
後遺症が出ないように、ぜひ早めの対策を、ワクチン
の推奨を心からお願い申し上げます。
　続きまして(2)、マスク着用の必要性について見解
を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　マスクを着用する必
要性につきましては、感染している方が咳、くしゃ
み、それから発声等で飛沫を飛ばして、それを吸い込
むということ等が飛沫感染の経路となりますので、基
本的な感染対策の一つとして、マスク着用は重要であ
るというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　マスコミ報道等では、国から屋外で
はマスクは外してもよいと報道がありますが、沖縄県
もこの屋外であれば同様の考えなんですか。伺いま
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す。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　国のほうから５月
23日に、マスクに関する新たな対処方針が出されま
して、特に屋外では２メーター程度の距離が確保でき
ていない場合、さらにそこで会話をする場合はマスク
が必要となっておりますが、それ以外の場合は、マス
クの必要がないというふうな見解が出されました。沖
縄県としましても同様に、５月27日の対処方針にお
いて、そのような形で県民のほうに呼びかけていると
いう状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ＢＡ．２、ＢＡ．５の変異株という
のは、感染率が非常に高い。部活動とか、マラソンラ
ンナー以外はマスクを徹底すべきだと思うんです。沖
縄県ワースト１位なんです。そこら辺も部活動以外や
お年寄りでもこの熱中症対策はできます。県民は分
かっています。子供たちの体育の時間だけはマスクを
外してくださいとか、それ以外は徹底するという形の
推奨を医師会の関係者から強く求めるべきだという声
も伺っておりますが、県にも言ってあると言っていま
すが、その件について県の見解を伺いたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　国のほうから５月の
末にこのような見解が出された大きな理由としまして
は、これから熱中症が増えていくので、マスクによる
熱中症をしっかりと防ぐという意図であったというふ
うに理解をしております。ですので、外でのマスク着
用というのはやはり熱中症リスクもありますので、そ
のことも勘案しながらこのような方針を出させていた
だいております。県の対処方針の中では、マスクだけ
ではなくて、この２年間で県民の方々に定着した手指
消毒、手洗い、あるいは換気とか３密を避けるという
基本的な感染対策をぜひ今後も併せて実践していただ
くというふうな、感染対策について呼びかけていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　再度、今以上に感染予防対策を徹底
して、マスクの着用もぜひＰＲも、心から強く求めま
す。
　続きまして、件名４、ウクライナ危機における物
価高騰について(1)、食料等の高騰について関係団体
等、県民に対する救済策と支援策について見解を求め
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　ウクライナ
危機や原油価格高騰等により、県内においても食料等
の価格が上昇し、県民生活に影響を与えております。
県においては、県民生活への影響が大きい小麦等の日
常生活品の小売価格を毎月、県ホームページにおいて
情報提供を行っているところでございます。不当な値
上げ等については、必要に応じて消費者団体等と連携
し、県民へ適切な情報提供を行い、県民生活の安定を
図ってまいりたいと考えております。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ぜひ関係団体、国とも連携して、こ
の対策を一日も早く頑張っていただきたいということ
を――知事先頭に頑張ってください。期待をしており
ます。
　続きまして(2)、トラック協会関係者等に対する支
援と救済策はどのように考えているのか見解を求めま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　トラックにつきましては、新型コロナ感染症の影響
による巣籠もり需要が拡大し、インターネットの通信
販売の宅配荷物の増加等により、県内においても業界
全体では営業収入が増加傾向にあるものの、公益社団
法人沖縄県トラック協会からは、燃油高騰による影響
を受けているとの声も届いているところでございま
す。そのため、県では、トラック事業者が燃油高騰に
よりどの程度経営が圧迫されているのか、トラック協
会等を通して実態把握に努めているところでありま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　今、どの程度という答弁がありまし
たが、調査中という形で理解してよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　はい、そのとおりでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　一日も早く調査を行い、トラック協
会関係者及び個人トラック関係者に支援と救済のめど
を一日も早くつけてほしいんですが、これはいつ頃に
なりますか。もう本当に苦しんでいるんです。だか
ら、一日も早く行ってほしいんですが、めどを答える
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ことはできますか。伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　時期については明確に示すことはできませんけれど
も、可能な限り早く対応してまいりたいというふうに
思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ぜひトラック協会関係者、個人ト
ラック関係者へ早期に、これができるように頑張って
いただきたいということを強く求めます。担当副知事
はどの副知事になりますか。照屋副知事、ぜひ頑張っ
ていただきたいと思います。見解を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　お答えいたします。
　ウクライナ危機における物価高騰につきましては、
国政の場においても相当に議論をしながら、今政策化
の段階というふうに伺っておりまして、国ともしっか
り連携をしながら対策を取ってまいりたいというよう
に考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　この件は急いで頑張っていただきた
いということを期待しております。
　続いて件名５、日本ロボット工業会主催のロボット
アイデア甲子園沖縄開催について、実行委員会より沖
縄県に後援の要望が提出されているが、見解を求めま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　ロボットアイデア甲子園につきましては、高校生等
が産業用ロボットの見学等を通してその知識を深め、
新たなロボット活用のアイデアを発表する大会である
と聞いております。
　県教育委員会としましては、本大会の取組は、将来
の産業界を担う人材育成という観点から有意義である
と認識しており、沖縄大会の開催に当たり後援の申請
がありました際には、適切に対応してまいりたいと考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　日本ロボット工業会の関係者と教育
長、面談を行ってほしいんですが、教育長の見解を伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　担当課の課長あるいは担当
者は、既に申請いただきましてお会いしたと伺ってお
ります。また申請がありましたらしっかり対応してい
きたいと思います。

○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ぜひしっかりと後に上がってくると
思いますので、面談をして、将来の日本の産業界を担
う子供たちの人材育成を頑張ってほしいということを
強く願います。
　このロボットアイデア甲子園のメリットを教育委員
会は御承知なのか、答弁を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　本大会につきましては、先
ほども申し上げました、高校生が産業用ロボットを使
用したシステムの見学等を通して、その知識を深める
とともに、新たな産業用ロボット活用のアイデアをプ
レゼンテーションするというふうな内容であると伺っ
ております。
　県教育委員会としましては、本大会の取組は県の施
策に合致するとともに、将来の産業界を担う人材育成
という観点から、本県の高校生にとっては有意義であ
るというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　実はこの問題等において、参加した
子供たちの半分、熊本もそうだったらしいですが、企
業からロボット系、ＩＴ系、ゲーム、そしてＡＩ系
等々の企業関係者から、ロボット甲子園に出た子供た
ちに就職あっせんされて、もう日本で活躍している子
供たちが育ってきていると、一、二年で。非常に創造
力というものを企業は求めていると。昔は空飛ぶ車が
あればいいねというドラえもんの世界のＳＦが、今も
う空飛ぶ車が出来上がってきている。そういうこの時
代の、新時代の、世界の、また沖縄も、日本をつくる
子供たちの問題ですので、教育委員会もぜひ後押しを
力強く求めていただきたいんですが、なるべく多くの
子供たちに、高校生に周知を行っていただきたいんで
すが、再度見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　議員からお話がありました
ように、本大会につきましては、令和元年度に開催を
されて、令和４年度は全国20か所以上で地方大会が
開催されているというように聞いているところであり
ます。これから正式な要項、申請があると思います
が、基本的には工業系の子供たちが中心になろうかと
思いますが、それ以外の普通科の高校生たちにも広く
周知をして、参加等呼びかけていけたらというように
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　ぜひ日本を担う子供たちの人材育成
含めて、教育長先頭に担当課と頑張っていただきます
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よう期待をしています。
　続きまして件名６、我が党の代表質問との関連につ
いてですが、基地問題について知事は自ら国に、総理
に直談判に行くのに、どうして疲弊している観光業界
に対しての支援を求める文書を持ち、知事自ら、総理
に直談判に行かないのか。基地問題には熱意があり、
観光業界が苦しんでいる問題に熱意を感じない。観光
業界を支援するための予備費や補助金等を獲得しに行
くべきだと、知事、知事自らが頑張っていただきたい
のですが、知事の見解を求めます。これ知事しかでき
ません。よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　お答えしま
す。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、多大な影
響を受けた観光業界への支援を含む経済対策に係る財
源の確保につきましては、これまで複数回にわたり国
に要請を行っているところであります。沖縄観光の回
復・復興に向けては、既決予算の効果的な活用と併せ
て、県が主体的かつ機動的に活用できる財源の確保が
重要であることから、観光業界の連携・協力の下、今
後も国へ要請を行っていきたいと考えております。要
請に当たっては、県内総生産に占める観光産業の割合
が高いこと、全国の中でも厳しい感染状況であり、感
染対策に多くの財政需要が生じたことなどの特殊事情
を丁寧に説明していきたいと考えております。
　以上です。
○○新垣　　新君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　部長からも答弁させていた
だきましたけれども、私の考え方としても、観光の回
復なくして沖縄経済の再生はあり得ないものというこ
とは、身にしみて感じております。ですから早期の回
復・復興に向けて、需要喚起策の全国拡大や観光事業
者への経営支援も実施していくということもあります
し、要請する時期やそれぞれのスケジュールを勘案し
ながらしっかりとやっていきたいと思います。なお、
せんだって６月23日、岸田総理と面談をする時間が
ありまして、その際にも幾つかお話をさせていただい
た中で、やはりコロナ禍からの経済回復支援について
国の財政支援をお願いしたいということも申し添えて
おきました。ですから、機会があるごとにそのような

形で経済の回復を図るため、観光関連事業者の方々へ
の支援についてもしっかりと取り組んでまいりたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　いや私が言っているのは、苦しんで
いる観光関連企業に対して、この事業規模に応じて予
算500億ぐらい必要だと思いますよ。これ事業規模に
応じてという文書でしっかり、内閣総理大臣に岸田総
理に要請してほしいんですよ。改めてこの問題を一点
にして。もちろんたくさんあると思います。これは切
り離して、問題を一点にして行っていただきたいんで
すけれども。再度、答弁求めたいのですがいかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　これまでにも、観光関連産
業への直接支援等含めて、機動的な財政支援は全国知
事会を通しても、もう度々申し上げてきておりますけ
れども、総理に要請できるよう国と調整を図って行い
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○○新垣　　新君　全国知事会は置いておいて、沖縄県
の痛み方は全国とは違うんです。基幹産業が、もう壊
れている。壊れているものを再生させないといけな
い。ですから、これは知事がこの議会が終わったら、
速やかに岸田総理に会いに行って、文書でもって、基
地問題と同様な形で熱意を持って、予算も予備費から
でもその他のコロナ交付金もこれに充てたいからと。
観光関連企業は痛んでいるからと。飲食店には出て観
光関連業界に出ないという現実を、知事、もう苦しん
でいる状況を何とか頑張ってほしいんですよ。改めて
答弁を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　可能な限りしっかりと頑
張っていきたいと思います。
○○新垣　　新君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君登壇〕
○○仲村　家治君　議場の皆さん、こんにちは。
　しばらくお付き合いください。
　まず質問に入る前に、去る６月23日、全戦没者追
悼式に県議会議員となって初めて参列をさせていただ
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きました。私の身内も77年前の沖縄戦で何人も亡く
なっておりますし、私の祖父はシベリア抑留で病死し
ておりまして、また開南中学の在学中に、父の兄であ
ります伯父が学徒で亡くなっております。その中で、
私も初めて議員として参列をする中、いろんな思う気
持ちはあるかもしれませんけれども、あの追悼式の中
で、罵声ややじが飛ぶ環境は、ぜひ沖縄県におきまし
てその辺の環境整備をしていただきたい。いろんな声
があるのは分かります。ただあの式典会場の周辺で、
このような声が聞こえるということは、私としては全
戦没者に対する愚弄だと、大変失礼だと思いますの
で、その辺の環境整備を来年以降はぜひよろしくお願
いしたいと思います。
　それでは質問通告書に基づき質問させていただきま
す。
　１、平和行政について。
　(1)、令和４年沖縄全戦没者追悼式の開催に当たっ
ての知事所見について。
　(2)、沖縄県関係者の慰霊塔の現状と課題につい
て。
　(3)、旧制私立開南中学校の概要について。
　２、沖縄県の農業生産基盤の維持について。
　(1)、生産資材価格の高騰に対する支援についての
現状と課題解決策について。
　(2)、新たな流通条件不利性解消事業についての現
状と課題解決策について。
　(3)、県産農畜産物の再生産可能な価格形成に向け
た支援について。
　３、沖縄県のエネルギー政策について。
　(1)、今後の水溶性天然ガス資源活用促進に向けた
県の方針と取組について。
　(2)、沖縄県が実施した試掘井の状況について。
　４、海の安全・安心について。
　(1)、知事が公約に掲げた、沖縄らしい観光リゾー
ト地の形成内のマリンレジャーライフガード従事者の
地位向上と支援の取組について。
　ア、どのような支援を行ったのか。
　イ、その結果、どの程度地位が向上したのか。
　ウ、公約の成果とその根拠。
　(2)、改正された水難事故防止条例について。
　ア、第３条に県の責務が明記されているが、自然海
岸の管理者である県知事は、責任を果たしてきたのか
知事答弁をお聞きします。
　(3)、沖縄県の海浜公園について。
　ア、コロナ禍の中での指定管理者の現状と課題につ
いて。

　(4)、沖縄県の水難事故の現状が全国と比べてどの
ような状況にあるか、過去４年間のデータを伺う。
　５、我が党の代表質問との関連については、座波一
議員の１(1)ア、知事のゼレンスキー発言について。
玉城知事のゼレンスキー発言について、代表質問で知
事の責任の在り方について答弁がありましたが、納得
できるものではなかった。改めて知事の責任の在り方
について問います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　仲村家治議員の御質問にお
答えいたします。
　平和行政についての御質問の中の(1)、令和４年沖
縄全戦没者追悼式についてお答えいたします。
　今年は、復帰50年の節目の年であり、新型コロナ
ウイルスの感染状況を踏まえながら、来賓として岸田
内閣総理大臣、細田衆議院議長、山東参議院議長をお
迎えし、遺族会の代表等、参列者の規模を昨年より拡
大し開催いたしました。御遺族をはじめ、県民の皆様
と共に、沖縄戦で亡くなられた方々に思いを致し、世
界の恒久平和を誓う場となったと考えております。平
和宣言では、激動が続く世界情勢の中で、二度と沖縄
を戦場にさせないために、沖縄戦の実相や教訓を正し
く次世代に伝え、平和と命の尊さを大切にする沖縄の
心・チムグクルを、国境を超えて世界に発信すること
が重要であると訴えました。平和の尊さを正しく次世
代に伝え続け、国際平和の実現に貢献し、全ての県民
が真に幸福を実感できる平和で豊かな沖縄の実現を目
指すために、全身全霊で取り組んでいくことを誓い、
県民と共に宣言したものであります。
　次に、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の(1)、米軍基地問題に関するアドバイザリー
ボード会議前の発言についてお答えいたします。
　今回の私の発言は軽率とのそしりを免れず、多くの
皆様に不快な思いをさせてしまったことを十分に反省
しつつ、今後とも真摯に、公務についての信頼を損な
うことのないよう、知事としての責務を果たしていき
たいと考えております。ロシアによるウクライナ侵攻
は、国際社会の信頼と安全を著しく損なう行為であ
り、いまだ解決の道筋が見えないという非常に困難な
状況は、日本の一県知事としても大変憂慮しておりま
す。一日も早く停戦に向けて国際社会が協力して呼び
かけていくことが肝要であり、ウクライナ国民の皆様
に平穏な生活を早く取り戻していただきたいと考えて
おります。これらの考えについては、去る23日の平
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和宣言においても述べさせていただきました。沖縄県
では、ウクライナ避難民への支援として、官民連携の
上、多言語による相談窓口の拡充や県営住宅の無償提
供及び光熱水費支援等を行ってまいります。引き続
き、希望や支援ニーズの把握に努めながら県内の関係
機関と連携し、リハビリ等の医療支援も含めたきめ細
かな対応を行ってまいりたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、平和行
政についての御質問の中の(2)、沖縄県関係者の慰霊
塔の現状と課題についてお答えいたします。
　沖縄県関係者のうち、学徒隊に関する慰霊塔・慰霊
碑については、県内に15基建立されております。平
成30年度に県が行った実態調査で、各団体が建立し
た慰霊塔・慰霊碑はおおむね良好な状態に保たれてお
り、また毎年慰霊祭が開催されていることも確認でき
ました。慰霊塔・慰霊碑は戦没者の御霊を慰めるとと
もに、後世に沖縄戦の教訓を伝え、平和を祈念する役
割も果たしておりますので、今後も慰霊塔・慰霊碑の
維持管理が継続できるよう所在自治体や関係団体と連
携してまいります。
　同じく(3)、私立開南中学校について。
　私立開南中学校は、文部大臣から認可された唯一の
旧制私立中学校として、昭和10年12月に設立認可さ
れ、翌年４月に、現在の那覇市樋川に創設されまし
たが、昭和19年の10・10空襲で校舎が焼失し、事実
上、閉校になったと聞いております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　２、沖縄県の農業生
産基盤の維持についての(1)、生産資材価格高騰の現
状と対応についてお答えします。
　今般の生産資材等の価格高騰については、農業者の
経営継続並びに食料の安定供給の観点から、強い危機
感を持っているところであります。このため、飼料高
騰対策として、配合飼料価格安定制度の生産者積立金
や粗飼料購入経費への一部を補助する事業等を進めて
いくこととしております。
　なお、肥料高騰への対応については、国の動向を注
視しつつ、今後、農業経営に影響が生じないよう努め
てまいります。
　同じく２の(2)、農林水産物条件不利性解消事業の

現状と課題解決策についてお答えします。
　新たな不利性解消事業では、国との協議等により補
助単価を見直しましたが、補助対象品目を拡充すると
ともに、北部・離島市町村への補助事業を新設し、さ
らには農林水産物や一次加工品の県内外への出荷補助
を実施してまいります。加えて、鮮度保持技術を活用
した実証事業に対する補助等を実施します。課題とし
ましては、事業の目的や仕組みについて、生産者など
関係者の理解と協力を得ること、旧不利性事業の補助
対象者の円滑な移行を図ること、北部・離島市町村と
十分連携することが挙げられます。
　県としましては、引き続き、生産者団体をはじめと
する関係者の理解と協力が得られるよう、丁寧に対応
をしてまいります。
　同じく２の(3)、県産農畜産物の価格形成に向けた
支援についてお答えいたします。
　生産資材価格等が高騰する中、持続可能な生産供給
体制の確保に向けた経営体質の強化は重要であると認
識しております。
　県としましては、引き続き、農業機械導入や災害に
強い施設整備などの各種生産振興対策、担い手の経営
力強化など、農業経営の安定化に努めてまいります。
また、価格形成に向けた県民・消費者への理解醸成に
つきましては、国による価格転嫁に向けた環境整備の
動向を注視しつつ、どのような取組ができるかを検討
してまいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　３、沖縄県のエネル
ギー政策についての(1)、水溶性天然ガスの活用に向
けた県の方針と取組についてお答えします。
　県では、民間事業者や市町村による水溶性天然ガス
の利活用を促進するため、これまでに実施した資源調
査結果の提供等を行っておりますが、現状において
は、多額の設備投資などの課題から、水溶性天然ガス
単独の事業では採算性が確保しづらい状況にあると認
識しております。そのため県では、今年度、水溶性天
然ガス、ヨウ素及びかん水の複数の地下資源につい
て、経済合理性のある複合的な利活用モデルを構築
し、民間事業者の投資を呼び込むための条件整理に取
り組んでまいります。
　同じく３の(2)、県が実施した試掘井の状況につい
てお答えします。
　水溶性天然ガス資源活用については、試掘井の所在
する３市において、それぞれの地域に適した利活用方
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法及び今後の方向性の検討が行われてきたところで
す。宮古島市では、同市が主体となった活用計画を基
に、県と同市で採掘権を取得したところです。那覇市
では、奥武山公園指定管理者からの活用提案を基に、
採掘権の取得申請をしているところです。南城市で
は、同市による民間提案公募で選定された民間事業者
の活用計画を基に、採掘権の取得申請をしているとこ
ろです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４、海の
安全・安心についての(1)のア、イ、ウ、マリンレ
ジャーライフガード従事者の地位向上等についてお答
えします。４の(1)のアから４の(1)のウまでは関連し
ますので、大変恐縮ではございますが一括してお答え
させていただきます。
　県では、ライフガード等を含む観光関連従事者のス
キルアップを支援するため、ニーズに応じた講師の紹
介を行っております。沖縄ライフセービング協会と関
係機関に呼びかけ、海の安全やライフガードの役割等
に係る意見交換会を実施したところ、水上安全条例の
改正が行われました。また、日本ライフセービング協
会の発行する資格が水難救助員の資格基準に加えられ
ることにつながり、ライフガードの活躍の場が広がっ
たものと認識しております。今後とも、ライフガード
の地位向上を含む海の安全の確保に向け、関係機関と
連携した取組を推進してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　４、海の安全・安心
についての(2)のア、海岸管理者としての責任につい
てお答えいたします。
　海岸管理者としては、海岸における安全・安心を確
保するため、水難事故の未然防止対策は重要であると
認識しております。県では、関係部局において効果的
な対策について検討を進めているところであり、海岸
管理者としての役割を踏まえ、関係機関との連携を図
りながら、海岸利用者の安全・安心の確保に取り組ん
でいきたいと考えております。
　同じく４の(3)のア、海浜公園の現状と課題につい
てお答えいたします。
　県管理の安座真海浜公園、宇堅海浜公園及び西原・
与那原マリンパークでは、新型コロナウイルス感染防
止対策を徹底した上で施設利用を行っております。現

在は、徐々に施設利用者が増えつつある状況でありま
す。引き続き、指定管理者と連携し、海浜公園施設利
用者の安全・安心の確保に努めるとともに、利用者の
サービス向上に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　４、海の安全・安心に
ついての御質問のうち(4)、沖縄県の水難事故の現状
についてお答えいたします。
　令和３年中の県内における水難事故については、発
生件数が94件、罹災者数が139人、死者数が45人で
あり、全てが実数値で全国ワースト１位となっており
ます。また令和２年以前につきましても、令和２年は
発生件数及び罹災者数がワースト１位、死者数がワー
スト２位、令和元年が発生件数がワースト２位、罹災
者数がワースト３位、死者数がワースト１位、平成
30年は発生件数がワースト２位、罹災者数及び死者
数がワースト３位となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後３時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村家治君。
○○仲村　家治君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時47分休憩
　　　午後３時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲村　家治君　御答弁ありがとうございました。
　まず平和行政についてですけれども、先ほど冒頭で
私の身内の話をしたんですが、特に私の父の兄は開南
中学在学中に、一家でヤンバルのほうに疎開をする途
中で学校関係者に再度要請されて学徒として戦場に
行ったんです。その際、うちの祖母は一人で残すわけ
にはいかないということで、小禄の家に取りあえず
戻っていって、そのときに親戚のおばさん、おじさん
が一緒に行って、伯父さんは学徒で亡くなって、うち
の祖母は南部で、途中の壕で、ガマに避難していると
きにその壕の中にいた日本兵の隊長が、アメリカ兵は
民間人を殺さないから出ていきなさいということで命
を救われたということを、もううちの祖母が80歳を
過ぎてからその話をやっとしてくれました。
　ですから、いろんな形で生きてきたということを考
えると、全てがその場面場面で何が起こるか分からな
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いという状況の中でうちの祖母は助かりました。ただ
伯父はどこで亡くなったかも分かりませんし、当時、
私立開南中学も昭和20年の終戦で解散して、それか
ら同窓生が一致団結して学徒で亡くなった方を名簿を
基に一軒一軒訪ねて、それを確認して開南健児の塔と
いう慰霊碑を造っております。父が健在のときはよ
かったんですけれども、今は亡くなりましたので、開
南同窓会はまだあるんですが、実際は遺族会をつくり
まして、私も父や祖母の遺志を継ぎ、この遺族会の役
員として今やっております。
　ただ、前同窓会会長の大田さんというんですけれど
も、ぜひこの開南中の学徒のちゃんとした人数を、再
度県に申入れをしたけれども、なかなか答えが返って
こなかった。そういう歴史があって、ただ、同窓会が
調べて教師や卒業生を含む279名の犠牲者の名前を慰
霊碑に刻みまして、今、開南健児の塔ということで祭
られております。先ほど部長からもありましたよう
に、10・10空襲で学校の組織としてほぼ壊滅状態に
なって、そういう形で個々の生徒が学徒動員されたと
いうことで正式な名簿がないと言われております。た
だこのような中、2019年に厚生労働省の学徒名簿が
国立公文書館で公開され、その中の資料から開南中学
の名簿も一部見つかったということから、開南中学も
ほかの学徒と同じであり、県が責任を持って実態を調
べ解明すべきであると考えますけれども、どうでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　開南中学校
につきましては、経緯のほうから説明させていただき
ますと、1955年に琉球政府は、国から戦没学徒の復
員処理業務に係る調査依頼を受けまして、関係生存者
等を招きまして、その行動、状況等を聴取し、その結
果を沖縄戦における学徒従軍記という形で取りまとめ
ております。その従軍記においては、私立開南中学校
につきましても、参加人数や死亡人数というものが記
載されているところでございます。しかしながら、当
該資料におきましては、学徒隊の復員処理のための資
料としてその行動処理について聴取したものであっ
て、詳細な記録としては、根拠としては乏しいという
ようなことが説明書きとして書かれておりまして、全
般的な概況として取りまとめたものであるという記載
がされております。そのため県では、県史等において
は開南中学校の戦没者等については明記をしてこな
かったという経緯がございます。
　今議員からお話がありましたとおり、厚生労働省か
ら国立公文書館に移管された資料等があるということ

は承知しておりますので、文献等の確認を行っていき
たいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　私も、公文書館からコピーを頂い
て、今日持ってきたんですけれども、居室に忘れて、
コピーなんですけれども持っております。人数が40
名ちょっとなので、多分初期の頃はそういう形で正式
に学校のほうに募集をしてその名簿だと思うんです
よ。その後が、多分組織的に学校に正式に要請をし
て、それで学徒ということで、ならなかった人たちな
のかなということで、これは同窓会の先輩方も言って
おりましたので、ぜひ調査を続けていただいて、この
279名の方々の御霊を同窓会の皆様が健在なうちに、
県として調査をしていただきたいんですけれども、知
事どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今議員が
おっしゃいました公文書館に引き継がれた資料をはじ
め、文献等の確認を実施していきたいと考えておりま
す。
○○仲村　家治君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時55分休憩
　　　午後３時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村家治君。
○○仲村　家治君　ぜひその名簿も含めて、まだ調査の
可能性があるんでしたらお願いいたします。
　もう一点、知事、追悼式のプログラムを頂いたんで
すけれども、知事が平和宣言をウチナーグチと英語で
そのメッセージをいただいたときに一部抜けていたん
じゃないかと思っているんですけれども、心当たりは
ありますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私はしっかり読ませていた
だいたというように思っておりますが、一部分、２行
ほど読み飛ばしていた箇所があったということが後に
なって判明しました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　人間ですからそういうミスはあると
思うんですけれども、追悼式ですのでしっかりと原稿
は目を通していただきたいと思っております。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時56分休憩
　　　午後３時56分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲村　家治君　２番の沖縄県農業生産基盤の件と３
番の沖縄県エネルギー政策については、２番は特に代
表質問の中でも答弁がありましたので、福岡県は今
回補正予算で22億の補正を関連でつけておりますの
で、また農業団体等と調整しながらその辺はやってい
くという答弁もありましたので、ぜひお願いします。
あわせて、トラック業界も、企画部長も先ほど新さん
からの質問に対しても、今調整中ということで、ぜひ
原油高騰による対策をよろしくお願いします。ただ、
沖縄県のエネルギー政策については、いろいろ課題が
あるようですので、今回は再質問はやりませんけれど
も、また次回以降よろしくお願いします。
　それでは、海の安全・安心についてですけれども、
この質問は私９回目になります。初質問から合わせて
９回目になるんですけれども、文化観光スポーツ部長
がおっしゃっていたんですが、今年の予算で海の危険
性の箇所とかいろんな形で予算をつけていますので、
その辺は関係者と連携して充実した内容にしていただ
きたいんですけれども、どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　７月から実
施を予定していますマリンレジャー事故防止調査対策
事業につきましては、事業立案に当たってはライフ
セービング協会等との意見交換を行い、その結果を参
考に事業スキームを構築したところでございます。こ
の調査事業の成果、地域ごとの危険性であるとか原因
とかそういう部分についての調査の仕方であるとか、
その結果の県民・観光客への普及等につきましては、
ぜひ関係団体と連携させていただきたいと思います
し、また調査結果を基に海の安全に関する講習会を予
定しております。この講習会につきましては、ライフ
セービング協会等と連携し、観光客等へ海の危険性、
マリンレジャーを楽しむ際の注意点等を周知すること
としておりますので、専門的な知見を有するライフ
セービング協会と密接に連携していきたいというふう
に考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　しっかりお願いします。
　土建部長、先ほど沖縄県の海浜公園についての答弁
をなさっていたんですけれども、令和３年度の第２回
首里城公園管理体制構築検討委員会で、指定管理の在
り方の中で、この防災とかそういったものは、指定管
理の経費としてはなかなか難しいところがあるという
意見が出ているんですが、承知しておりますでしょう

か。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　首里城の火災を受け
まして、防火対策等々につきましては、その管理を切
り離して、例えば直でやるとか、ほかのそういった消
防関係の専門のところにお願いするといったような意
見があることは承知をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　これは、海浜公園のビーチの中で
は、このコロナ禍で収益がない中、人件費、特に監視
員の人件費が大変厳しいということがありました。私
は同じことだと思いますので、県の海浜公園のこの指
定管理の在り方、特に監視員の部分です。指定管理者
に負担させないようなことをちょっと考えてはどうで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほどの首里城のお
話につきましては、やはり首里城火災を受けて防火対
策に特化した部分の御意見でございますけれども、
今、県が管理しています海浜公園でのビーチの監視に
つきましては、やはり今県としては指定管理者制度―
―要するにＰＰＰ、官民連携というところで、全県的
に取組を行っているところでございます。それを受け
て、県の３海浜公園においても指定管理を行っている
ところでありまして、特にやはりビーチの監視等につ
きましては、指定管理者のほうで公安委員会に海水浴
場というところで届出もしております。その届出の中
で、当然安全面での監視員でありますとか、そういっ
た安全対策をしっかり取るということが条件となって
おりますので、今議員御指摘の、ビーチ監視員を直接
県でというのはちょっと慎重に検討したいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　これは事業が、バーベキューとかい
ろいろそういったものがうまくいっている場合はいい
んですけれども、なかなかコロナ禍では去年、おとと
しを経験しておりますので、その辺は指定管理者の皆
さんと、どういう形が一番安定した安心・安全が確保
できるかというのは、指定管理者任せではなくて、県
もその部分に関してはぜひ関与してもらいたいと思っ
ております。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時３分休憩
　　　午後４時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○○仲村　家治君　これが平成23年から令和２年、10
年間の水難事故死の数字なんですけれども、（スク
リーンを表示）　ここを見ていただきたいんですが、
水難事故の63％は県民なんです。観光客は33％。県
民の水難事故のほうが多いという結果が出ておりま
す。また、先ほど県警本部長からありましたように、
平成29年から30年、令和元年、２年、３年とあった
んですけれども、先ほどは平成30年からということ
でありました。過去４年間、ほぼワースト３位に入っ
ております。おととしの令和２年は、発生件数がワー
スト１位、罹災者がワーストワン、死者数はワースト
２位。去年は、全てワースト１位になっております。
大変な水難事故、死者数が発生したということを受け
て、知事はこの対策をやってこなかったと言われても
しようがないと思うんですけれども、どうでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども答弁いたし
ましたけれども、県におきましては、関係機関と連携
を図りながら海岸利用者の安全・安心の確保に取り組
んでいくというところで、昨年度からは関係部局――
要するに県警をはじめ、土木建築部、知事公室、文化
観光スポーツ部の間で意見交換を行いながら、安全・
安心の確保に取り組んでいるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　我が党の代表質問の座波さんのとこ
ろでも、その答弁をなさっていたんですけれども、具
体性に欠ける答弁なんですよ。要は、これだけ水難事
故で亡くなっている方がいるのに、悠長なことを言っ
ているんじゃないですか。もう梅雨も明けて、これか
らオンシーズンになって、ますますこの辺の水難事故
が増えていく。その対策を早急にやらないといけない
のに、４部室で調整していく。じゃ今年また同じよう
な結果が出たら誰が責任を取るんですか。知事です
か。部長ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　沖縄県水難事故の防
止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例におきま
して、新たに第３条と第４条が追加をされておりま
す。その第４条の中で、海域利用者は海域におけるレ
クリエーション等のための遊泳等には常に水難事故の
危険が伴うことを認識し、海域の安全な利用に努める
ものとするというふうに記載がされております。その
ため、海での水難事故を防止するためには、海の危険
性やマリンレジャーを楽しむ際の正しい知識につい
て、広報・啓発活動をすることが最も重要だというふ

うに考えております。例えば、水は危険であることを
強く意識するですとか、ライフジャケットの着用、
シュノーケリングを正しく行う等々ございます。特に
やはり海での遊泳は、一般の海域と比べましてかなり
危険な状況もございますので、安全性の確保されてい
る海水浴場の利用を推奨したり、あるいは観光客の皆
様には、ダイビングやシュノーケリングをやるマリン
レジャーにつきましては、届出事業者を利用するよう
働きかけ等、そういったものが非常に重要となってお
ります。引き続き関係４部室で意見交換、連携・協力
の下、おのおのがしっかりその役割を果たしていくこ
とが非常に重要だと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　ですから、去年はワーストワン、死
者数も過去最高。今年も同じような人数が犠牲になっ
たら、土建部長、あなたが責任を取るんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　水難事故の防止に関
しましては、非常に重要だと考えております。先ほど
来、やはり関係する４部室で連携・協力をしながら、
水難事故、マリンレジャーの事故等の防止について取
り組んでいきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○○仲村　家治君　それでは知事、こういった過去の４
年間のデータ、また去年のワーストワンの結果を見
て、早急に水難事故の対策を取るべきだと思うんです
けれども、知事、答弁をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員が掲示をしております
この資料も、水難事故・死亡・行方不明者の63％が
県民であるということについても、非常に痛ましい状
況が続いているというように思っております。県民
は、ややもすると自然海岸の潮流や水深、潮の満ち引
きなどについて――我々もしっかりとその情報を広報
する、あるいは掲示をするということも含めて呼びか
けていきたいと思いますし、できる限り自然海岸では
ライフジャケットを着用していただくような、そうい
う啓発も必要であろうかと思います。
　今、土木建築部長が答弁をさせていただきましたけ
れども、これはもう各部室がしっかり連携して、おの
おのの関係機関とさらなる緊密な連携と情報交換を
行っていきながら、しっかりと安全対策に取り組んで
いかなくてはならないというように強く考えておりま
す。
○○仲村　家治君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。



– 162 –

　　　午後４時10分休憩
　　　午後４時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲村家治君。
○○仲村　家治君　ぜひよろしくお願いします。
　（パネルを掲示）　先ほど、知事から答弁がありま
したけれども、実は私がこの質問をする理由は、先輩
の娘さん――女子大生なんですが、松本人志さんのワ
イドナショーでこれを取り上げられたんです。それで
沖縄、ウチナーンチュとしてとっても恥ずかしいとい
うことで、おじさん、どうにかしてよと、知事どうに
かならんかねと言ったんですけれども、それに対して
どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　不快な思いをさせてしまっ
たことは心から反省をしつつ、今後とも公務について
の信頼を損なうことのないよう、知事としての責務を
しっかりと果たしてまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○○下地　康教君　宮古地区選出、会派沖縄・自民党の
下地康教でございます。
　質問に入る前に、一言申し上げたいと思います。
　今回の議会は、玉城知事の任期４年間の集大成の議
会となります。４年間の任期の中で291件の公約を掲
げ、その４年間で僅か８件が完了したということであ
ります。達成率が僅か2.7％。達成率からすると非常
に低い結果が表れております。残りの任期、どれだけ
の公約が達成できるのか分かりませんが、これからの
質問については、県民に分かりやすく誠意のある答弁
をお願いしたいというふうに思っております。
　それでは質問に入ります。
　知事の政治姿勢について。
　(1)、岸田総理は、今月７日に経済財政運営と改革
の基本方針2022、いわゆる骨太の方針を閣議決定し
ています。新たな沖縄振興計画は骨太の方針とどのよ
うに連携するのか伺います。
　(2)、６月15日現在、沖縄県は、人口10万人当たり
の感染者数が依然として全国ワーストワンの約581人
となっております。現在、その状況の認識とその対策
を伺います。
　(3)、外国人観光客の受入れが日本では今月10日か
ら始まっております。沖縄における受入れ対策はどの
ようになっているか伺います。
　(4)、ウクライナ侵略により、国際法を無視した力
による現状変更がなされておりますが、中国による台

湾有事を想定した場合、対岸の火事ではありません。
沖縄県国民保護計画による県民の避難計画を伺いま
す。あわせて、離島住民の避難計画も伺います。
　２、農林水産業について。
　(1)、新しい沖縄振興計画による農林水産物流通条
件不利性解消事業の内容を伺います。
　(2)、36年前に根絶したミカンコミバエが県内各地
で見つかっているとの報告がありますが、その対策を
伺います。
　(3)、下地島空港利活用計画に伴う県有地における
黙認耕作地について伺います。
　ア、黙認耕作地の管理状況を伺います。
　(4)、宮古地区における軽石に関するその後の状況
を伺います。
　３、宮古地区における廃棄物処分について伺いま
す。
　(1)、離島における廃タイヤ放置及び処分対策につ
いて伺います。
　(2)、自動車及びオートバイの廃バッテリー処分対
策について伺います。
　４、宮古地区における社会資本整備について。
　(1)、宮古地区県道での梅雨の大雨による冠水被害
状況を伺います。
　(2)、県道マクラム通り線の事業整備について伺い
ます。
　(3)、県道における植栽管理について伺います。
　(4)、下地島空港ターミナル施設整備について伺い
ます。
　ア、国際線受入れ体制強化支援について伺います。
　イ、空港駐車場整備の進捗状況について伺います。
　５、乙第１号議案による知事、副知事の給与の減額
率の根拠について伺います。
　６の我が党の代表質問との関連については削除いた
します。
　以上、答弁を聞いて再質問をいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　下地康教議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
沖縄振興計画と骨太の方針2022の関係についてお答
えいたします。
　去る６月７日に閣議決定されました骨太の方針
2022においては、強い沖縄経済の実現が盛り込まれ
たほか、各種産業の振興、北部・離島地域の振興、子
供の貧困対策、基地跡地の利用等が明記されておりま
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す。また、新しい資本主義に向けた改革として、人へ
の投資やデジタルトランスフォーメーションへの投資
などが明記されております。これらはいずれも、新・
沖縄21世紀ビジョン基本計画に位置づけられてお
り、その方向性は一致するものと認識しております。
　沖縄県としては、国、市町村をはじめ関係機関と連
携を図り、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げ
た諸施策の着実な展開が図られるよう、全力で取り組
んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち(2)、コロナ感染の現状と対
策についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、全国
的には減少傾向が続いています。県内では、大型連休
後に感染が再拡大したため、子供を守る取組やコロナ
感染拡大警報の発出等、感染対策の徹底を呼びかけた
ところであり、新規陽性者数は減少しましたが、現在
は下げ止まっています。感染者数が多い理由としまし
ては、人口密度が高いこと、世代間交流が活発なこと
が考えられます。
　県では、引き続き、重症化リスクの高い高齢者や妊
婦、基礎疾患を有する方への感染の広がり、医療の逼
迫が進まないよう、基本的な感染対策の徹底を呼びか
けてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、知事の
政治姿勢についての(3)、外国人観光客の受入れ対策
についてお答えします。
　沖縄県においては、那覇空港ターミナルにおいて、
厚生労働省那覇検疫所が検疫法に基づき、入国者の待
機施設、陽性時の隔離施設の確保等、検疫体制の整備
を進めており、６月中には完了する見込みと聞いてお
ります。国の示したガイドラインでは、添乗員付ツ
アーの実施に当たり、受入れ責任者となる旅行事業者
等が取るべき対応について定めております。
　県においては、同ガイドラインが旅行業者等に遵守
されるよう働きかけるとともに、多言語コンタクトセ
ンターや医療通訳サポートセンターの活用等、円滑な
受入れ体制の構築に取り組んでまいります。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(4)、沖縄県国民保護計画による避難計画に
ついてお答えいたします。
　沖縄県国民保護計画における避難の基本は、離島市
町村から船舶または航空機により沖縄本島へ避難し、
その後、県外へ避難する流れとしております。また、
宮古・八重山地域においては、宮古島または石垣島を
経由して沖縄本島へ避難するパターンと直接県外へ避
難するパターンを想定しております。事態によって避
難の在り方は一様ではありませんが、国が事態対処法
第９条第１項に基づき事態を認定し、その後、要避難
地域及び避難先地域が示された場合は、県は、国と市
町村、海運会社等の指定公共機関などの関係機関と輸
送手段の確保等に向け調整し、全庁体制で国民保護措
置を実施いたします。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　２、農林水産業につ
いての(1)、農林水産物条件不利性解消事業について
お答えいたします。
　令和３年度までは、農林水産物の生産振興を図るた
め、県外出荷量の拡大を目指し、輸送費の補助を実施
してまいりました。新たな不利性解消事業では、持続
可能な物流ネットワークを構築し、農林水産業及び離
島地域の稼ぐ力の向上を図ることとしております。そ
のため、ロット拡大等による物流コスト低減化のた
め、補助対象品目を拡充するとともに、北部・離島市
町村における農林水産業振興に向けた補助事業の新
設、農林水産物の付加価値向上のため鮮度保持技術を
活用した実証事業への補助や、出荷団体等へのアドバ
イザー派遣を併せて実施してまいります。去る２月以
降、出荷団体や市町村等に対し、本事業の目的や仕
組みについて、説明会を延べ13回実施しております
が、引き続き、関係者の理解と協力が得られるよう、
丁寧に対応をしてまいります。
　同じく２の(2)、ミカンコミバエの対策についてお
答えします。
　ミカンコミバエは、昭和61年の根絶以降も海外か
らの再侵入が継続しており、令和３年度は、県内各地
で過去最多の誘殺が確認されました。そのような中、
今後、マンゴーの最盛期を迎えることから、県では、
国、市町村及び関係団体と連携し、誘殺板の設置な
ど、防除作業の徹底に努めるとともに、農家や住民へ
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防除対策の協力等を周知しているところであります。　
　県としましては、引き続き、関係機関等と連携し、
ミカンコミバエの蔓延防止に全力を尽くしてまいりま
す。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　２、農林水産業につ
いての(3)のア、無償耕作地の管理状況についてお答
えいたします。
　下地島空港周辺の県有地につきましては、昭和46
年11月24日付、琉球政府通商産業局長と伊良部村地
主会長との間で交わされた確認書に基づき、県が使用
するまで無償耕作を認めております。令和４年２月末
時点において、耕作面積は約192ヘクタール、耕作者
数は156名であります。県は、利活用事業に伴い、平
成29年度及び令和３年度に説明会を開催し、令和６
年３月末の明渡しに向け、宮古島市と連携し取り組ん
でいるところであります。
　次に４、宮古地区における社会資本整備について
の(1)、道路の冠水被害状況についてお答えいたしま
す。
　宮古管内の道路の被害については、県道保良西里線
の城辺保良付近や、県道平良城辺線の袖山入口交差点
付近の市道において、大雨により道路が冠水し、全面
通行止め等の規制を実施したところであります。冠水
箇所については、今年度調査設計に着手しており、今
後、浸透ますの設置等、必要な対策を実施したいと考
えております。
　同じく４の(2)、マクラム通り線街路整備事業の進
捗についてお答えいたします。
　マクラム通り線は、北給油所交差点から下里北交差
点までの延長約340メートルを幅員16メートル、２
車線で整備を行っております。令和３年度末の進捗
率は、工事費ベースで約63％、用地筆数ベースで約
82％となっております。用地の残筆数は８筆、物件
の残件数は３件となっております。
　同じく４の(3)、宮古地域の植栽管理についてお答
えいたします。
　宮古地域の県管理道路においては、年１回から２回
程度の除草を行っているほか、街路樹については、視
認性を阻害する箇所の剪定を優先的に実施しておりま
す。道路除草については、現在、沖縄本島内で実施し
ている性能規定方式を令和５年度から宮古地域で実施
するため、関係団体と意見交換を行う等、導入に向け
て取り組んでいきたいと考えております。今後とも、

効果的・効率的な道路の維持管理に努めていきたいと
考えております。
　同じく４の(4)のア、国際線受入れ体制強化支援に
ついてお答えいたします。
　下地島空港国際線等旅客ターミナルは、民間事業者
により平成31年３月に供用開始しております。県で
は、下地島エアポートマネジメント株式会社から要望
のある地上支援機材及び機材庫について、一義的には
その利用者である民間事業者が行うものと認識してお
り、機材等の支援は、今後の検討課題と考えておりま
す。一方、機材庫の整備場所については、関係者と調
整の上、空港用地の使用等に協力することとしており
ます。また、国際線就航の再開に係る受入れ体制につ
いては、関係機関と連携して取り組んでまいります。
　同じく４の(4)のイ、空港駐車場整備の進捗状況に
ついてお答えいたします。
　平成31年３月の旅客ターミナル供用開始後、新型
コロナウイルスの影響を受けつつも利用者数は増加
傾向にあり、令和３年度の年間旅客数は過去最高の
約22万人を記録し、前年度比では、約２倍の増加と
なっております。一般駐車場については、増加する旅
客数に対応するため、令和４年度から５年度にかけ拡
張工事を実施する予定としております。拡張工事によ
り新たに193台が駐車可能となり、既存と合わせて合
計299台と、現状から約３倍の駐車容量となります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　２、農林水産業について
の(4)、宮古地区における軽石の状況についてお答え
をいたします。
　宮古島及び宮古島周辺離島、多良間村の海岸等にお
ける軽石については、これまでに、県、市村、ボラン
ティア等の関係機関が連携し、約1300立方メートル
を回収しております。
　県としましては、今後、軽石の漂着が確認されてい
る宮古島市島尻海岸における軽石の回収を実施すると
ともに、多良間村においても回収を実施する予定とし
ており、引き続き、宮古島市及び多良間村と連携して
軽石回収に取り組んでまいります。
　３、宮古地区における廃棄物処分についての(1)、
離島における廃タイヤの処分対策についてお答えをい
たします。
　宮古地区では、タイヤ販売店や自動車解体業者にお
いて、その事業活動により生じた廃タイヤが大量に保
管されている状況が確認されております。事業者は廃
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棄物処理法第３条の規定に基づき、その事業活動に
伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理
する必要があります。
　このことから、県としましては、沖縄県産業資源循
環協会等の関係機関と連携し、タイヤ販売店等の事業
者に対し、廃タイヤの引取りに際し、タイヤ処理費用
に係る適正な料金を徴収すること等により、適切に廃
タイヤの処分を行うよう、指導・助言してまいりま
す。
　同じく３の(2)、自動車及びオートバイの廃バッテ
リーの処分対策についてお答えをいたします。
　事業者は廃棄物処理法第３条の規定に基づき、その
事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において
適正に処理する必要があります。自動車及びオートバ
イの使用済みバッテリーについては、一般的には有価
で取引されておりますが、離島地域においては、輸送
コストが課題となっております。このため、離島地域
においても活用が可能な、鉛蓄電池再資源化協会によ
る使用済みバッテリーの無償回収・処理システムにつ
いて事業者に周知するなど、使用済みバッテリーの適
正処理推進に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　５、乙第１号議案におけ
る、知事等の給与の減額割合の根拠についてお答えい
たします。
　今回の知事等の給与減額支給措置は、令和３年度の
国庫支出金の請求に係る事務処理手続の誤認等が重な
り、公務に対する県民の信頼を損なうこととなった事
態を重く受け止め、知事の判断により、知事の給料月
額の15％、副知事の給料月額の10％を減額としたも
のであります。なお、本県においては、過去に職員が
贈収賄に関わって懲戒免職となった事例において、
知事及び副知事の給料月額を10％減額した事例があ
り、その期間は２か月または３か月となっておりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　それでは再質問に移りますけれど
も、順番を変えて質問をしたいと思っております。
　まず、乙第１号議案による知事、副知事の給与の減
額率の根拠についてですけれども、これは一括交付金
の不適切な申請手続によって、知事は、先日の代表質
問の答弁で、「指揮監督を行ったということではな
く、事務手続の誤りであることから、直接的な責任は

生じないものというように考えております」と、そう
答弁していますけれども、これ間違いじゃありません
ね。どうですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○下地　康教君　知事に問うているんですよ。
○○総務部長（宮城　力君）　代表質問での答弁でござ
います。
　知事は予算の執行権限を有しておりますが、その事
務の一部を補助職員に専決させることとしている場
合、当該職員が違法行為をすることを認識・予見し、
それを阻止すべき指揮監督上の義務に反したときに限
り、その責任を負うものとされております。先般の質
疑のときの知事の発言は、今回の事案が事務決裁規程
に基づき、所属部内において事務処理をするものであ
り、知事の政策判断に関わるものではなく、指揮監督
を行ったものでもないことから、知事に賠償責任等の
直接的な責任は生じないとの趣旨でお答えしたもので
あります。
　しかしながら、知事は県の事務について包括的な執
行管理権限を有することから、行政の長として公務に
対する信頼を損ねることとなった事態を重く受け止
め、また、再発防止に取り組む姿勢を明らかにするた
め、給与減額の判断をされたものでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　行政の理由によると、いろいろもっ
ともらしく説明をするんですけれども、指揮監督を
行っていないから、10億円、あるいは職員による不
適切な事務手続のミスにおいて、幾らでも欠損が生じ
たとしても直接自分には責任はないというふうに捉え
ているわけですね。どうですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　繰り返しになりますが、
先般の知事の発言は、今回の事案が事務決裁規程に基
づき所属部内において事務処理をするものであり、知
事の政策判断に関わるものでもなく、指揮監督を行っ
たものでもないことから、賠償責任等の直接的な責任
は生じないとの趣旨でお答えしたものです。
　しかしながら、包括的な執行管理権限を有している
ことから、行政の長として公務に対する県民の皆様の
信頼を損ねることとなった事態を重く受け止め、ま
た、再発防止に取り組む姿勢を明らかにするため、給
与減額の判断をされたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　その理由というのはもう念仏を唱え
るみたいなものですね。もう行政の基準といいます
か、そういった形でやっているということであります
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けれども、これでは、一生懸命法令にのっとって仕事
をしている職員がかわいそうですよ。真面目に仕事を
やっている職員もいるんですよね。さらに、この玉城
知事に県政を委ねている県民は、こういう事態を鑑み
た場合、もっと不幸ですよね。知事のその緊張感のな
さ、そういう中で予算執行が行われている。非常に大
変なことだというふうに思っております。それに直接
責任がないのなら、なぜ今回の給与の減給に至ったの
ですか。これはこの包括的な云々という話もあります
けれども、これつじつまが合わないですよ。これ理論
的にですよ。これはよく分からない。それはどういう
ふうに説明するんですか。知事、答弁してください
よ。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回、国庫支出金の請求
に係る事務処理手続の誤認等が重ねて発生したこと、
３月の土木建築部、それから今回の総務部、これ合わ
せまして10億を超えるという国庫支出金の請求漏れ
があった。その公務に対する県民の信頼を損ねた、こ
の事態を重く受け止めて、減額の措置をするものでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　こういう理由はもう耳にたこができ
るぐらいに聞かされるんですけれども、公表されてい
る知事の給与は約123万円だというふうに思っている
んですが、15％減給、それを３か月分。これが約55
万3000円余りだというふうに認識しています。一概
に比較することはできませんけれども、これは一つの
例として、愛知県知事はコロナ感染の対応をめぐって
県民に不要不急の外出自粛を強く要請しておりまし
た。そのとき取った行動が、給与１か月分、約120万
円全額を減額して、自らもその痛みを共有するという
考えを示しております。今回部下である職員の事務
手続ミスによる県民の大切な予算に10億円の欠損が
生じている状況で、果たして今回の条例による減給の
その度合いが、本当に適当であったのか。これが県民
にとって納得のいくものであるかどうかは、疑問が残
るところであります。これは条例として可決したとい
うことでありますけれども、しっかりとその事案の重
みを考えて、これからの県政に臨んでいただきたいと
思っております。
　次に移ります。
　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時43分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○下地　康教君　次に、知事の政治姿勢についての
2022年骨太の方針と新沖縄振興計画の関連について
でございますけれども、政府の骨太の方針では、人へ
の投資と配分によって最低賃金の引上げをするという
ものがあります。新たな沖縄振興計画の中でも、県民
所得の着実な向上につながる企業の稼ぐ力の強化、そ
れが位置づけられています。なぜ沖縄県の最低賃金が
全国一低いのですか。その理由と、どうすれば沖縄県
の最低賃金は上げることができるのか。その対策を伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　最低賃金法では、地域別最低賃金は、労働者の生計
費や賃金、通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定
めることとされております。国においては、これまで
に経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方
針において、全国加重平均1000円とすることを目指
すとしていることから、県においても、国の方針に
従って対応すべきだと考えて、まずは最低賃金1000
円を目指し、また、さらなる高みを目指すということ
で、労働生産性の向上に取り組んでいくということで
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　沖縄県では中小企業が多くありま
す。その中でも観光やサービス関連企業が多く、参入
の障壁が低い実態があります。そのために競合が参入
しやすく、まねされやすい状況が発生をしておりま
す。そこで潰し合いが起き、価格競争に走りやすく、
給料が上がらない、賃金の低下に陥りやすいというふ
うに言われています。製造業の割合が高い他の都道府
県では、県民１人当たりの平均所得が高いと言われて
いるのは、製造業があるということで、その製造業の
中でも精密機械など付加価値が高い企業の賃金は高く
なっているというふうに言っております。そこで、沖
縄の最低賃金を上げ、県民の平均所得を上げるために
は、付加価値の高い製造業の誘致がもっとも有効だと
いうことは以前から言われている。これはもう当然の
ことだと言われています。
　そこで、新たに始まる新沖縄振興計画において、ど
のように製造業を誘致していくのか、その行政手腕が
問われているところであるんです。県としては、企業
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誘致対策はそういった意味ではどのように行っている
のか、それを伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時47分休憩
　　　午後４時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　議員おっしゃるように、製造業は、農林水産業ある
いは観光産業など他産業への経済波及効果が高く、県
内自給率の向上により域内の経済循環を高めるなど、
地域経済を牽引することができる重要な産業であると
いうふうに考えてございます。そこで、今後、課題解
消に取り組み、半導体であるとか、あるいは電子部品
など高付加価値かつアジア圏域を商圏とするような製
造業の立地を促進する誘致に取り組んでいきたいとい
うふうに考えてございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　これはもう分かっているわけですよ
ね。
　それをこれからどういうふうに実施していくか、施
策の中においてどうしていくか、乗せていくか、それ
が一番重要だということであります。県民所得を上げ
る最大の理由は、企業誘致。それも精密機械など付加
価値の高い企業の誘致ということはもう歴然としてい
ます。今後とも企業誘致に積極的に取り組んで、県民
所得の向上、または最低賃金の底上げを実施するため
の具体的な施策をしっかりと取り組んでいただきたい
というふうに思っております。
　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○下地　康教君　次は、沖縄県の国民保護計画による
県民避難についてでございますけれども、現在、尖閣
諸島周辺海域においては、中国海警局の船舶が領海侵
犯を繰り返しています。また５月には、沖縄の南方海
上で中国空母「遼寧」は、艦載機の発着艦を300回以
上繰り返す軍事訓練を行っています。沖縄を中心とし
た南西諸島海域では、日米と中国との間で軍事的な緊
張が高まりつつあるということでありますけれども、
そこで、６月20日の新聞に、宮古島市と石垣市の国
民保護計画の試算が公開をされております。有事にお
いて、全島避難となる宮古島市では、島民と観光客

が避難に必要な航空機は、150人乗りで島民避難分が
363機、観光客避難分が18機、総数で381機というふ
うに試算をしています。国民保護法に基づく住民避難
は、国が避難地域を認定し、県が住民避難経路を明
示、市町村が避難誘導をすることになっています。そ
して、輸送力の確保は県が行うこととなっているんで
す。
　県において、宮古島市や石垣市などの離島における
避難経路や輸送力の確保は、どのように計画をされて
いるのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員御指摘の、現下の安全保障をめぐる国際情勢は
非常に厳しいという状況にありまして、万が一の事態
に備えて、国民保護に関する対処能力の向上を図るこ
とは重要と考えております。このため、県では、沖縄
総合事務局や自衛隊、さらには先島諸島を含む市町村
等の関係機関と平素の取組や武力攻撃事態等における
対応について整理することを目的に、意見交換を実施
しております。運送会社など指定公共機関も含めて関
係機関と引き続き協議を重ねた上で、今年度末に県独
自の図上訓練の実施を予定しております。
　議員、宮古・八重山との避難パターンについての御
質問だったというふうに思っておりまして、これはそ
の各市町村において現時点で把握できる輸送手段を想
定して、どれぐらいの日数がかかるのかといったこと
を試算しております。
　県としましても、担当課において船舶会社、それか
ら航空会社などの指定公共機関からの聞き取りに加え
まして、各社のホームページ等の運航日数や定員を確
認し、既存交通機関のみを使用した場合にかかる避難
日数等を試算しております。こういった試算日数につ
いては、市町村との意見交換において提示をしまし
て、避難パターンの作成を支援していきたいというふ
うに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　有事が発生して周辺離島で戦闘が展
開された場合、避難用の航空機や船舶の安全確保には
困難が予想されると思います。消防庁は、武力攻撃の
予兆などがある、武力攻撃予測事態でも避難誘導は可
能というふうに言っていますね。攻撃予測認定は国が
判断するということになっていますけれども、戦闘が
始まってからは避難を開始し、その避難が完了するの
は非常に困難を極めるというふうに考えます。そこ
で、武力攻撃予測事態認定等を含めた避難時期を、例
えば初期、中期、後期などに分け、年齢、性別を区分
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した避難計画をしっかりと示すべきではないかという
ふうに思っているんですけれども、こういった考え方
は今現在、この計画の中で取り組まれているのかどう
か、それをお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国民保護法における国民保護措置を実施するために
は、国がその事態対処法第９条第１項に基づき、武力
攻撃予測事態等の事態を認定する必要がございます。
　県としましては、軍事的な予兆等の情報が入った場
合には、国の事態認定を待たず県危機管理対策本部を
設置しまして、情報収集をはじめとする初動体制を取
り、国民保護措置の準備を行います。今年度の関係機
関との意見交換会では、テーマを初動から事態認定後
までとしておりまして、軍事的予兆がある段階から国
が事態認定をするまでの連携の在り方の協議を重ねた
上で、繰り返しになりますが、年度末に図上訓練を
行っていきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　防衛省が公開をしている、国民保護
計画における国民保護措置の対応があります。その内
容は、主たる任務である我が国に対する武力攻撃の排
除措置に支障の生じない範囲で行うというふうになっ
ていますね。つまり非常事態、戦闘攻撃が発生した場
合には、なかなか自衛隊のほうもそういう協力ができ
ない、そういう場合も生じる。だからこそ、その戦闘
が始まる前にそういったことを予測して事態を把握し
て、事前にその避難計画を進めていく、これが非常に
大事なことだというふうに私は考えております。
　さらに近隣諸国との国際情勢を見極めて、国民保護
計画のフォローアップを実施していくことが重要だと
いうふうに考えております。国際情勢は刻々と変わっ
ていきますから、その避難計画も変えていく必要があ
ると私は思っております。そういう意味では、ぜひそ
の対策を早急に実施していただいて、県民の安心・安
全を確保していただきたいというふうに思っておりま
す。
　休憩します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○下地　康教君　まず不利性解消事業についてですけ
れども、以前は戦略品目を指定して、県外までは――
これ宮古島に関するものですけれども――航空運賃で
花卉・水産物が１キロ当たり140円、船舶運賃で全品

目が１キロ当たり35円。今回の改正は、この戦略品
目も制限がなくなって、対象品目がほぼ全品目という
ふうになっているんですね。それで航空運賃や船舶運
賃の区別も撤廃されています。今回の制度は、物流の
合理化に取り組むべきカーボンニュートラルの実現を
目指すモーダルシフトの推進、コールドチェーンの対
策の構築などにより物流コストパフォーマンスを上げ
ることが目的となっている。制度の移行で内容の急激
な変化によって、県内の生産者において非常に混乱を
来しているということがありますけれども、この状況
の中で本当に農家の方々に理解が得られるのかどうか
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　これまでの不利性事
業と比べて、今年度から行う不利性事業につきまして
は、差額解消だけではなくて、市町村事業だとかもし
くはモーダルシフトのための技術的なところとか、難
易度は少し上がっているというふうに理解しておりま
す。これまで新たな不利性解消に関する出荷団体や市
町村など関係者への説明会は、先ほど本答弁でもあり
ましたとおり、延べ13回ほど実施しております。最
初の説明会は内閣府との協議のさなか、２月から行い
まして、５月には事業説明会、それから別途、生産者
団体とか関係者に対しては個別的な意見交換をしてお
りまして、さらには地域の生産者と接する機会が多い
農林水産のこの普及員が各出先におります。そこ、も
しくは市町村担当者にも十分に周知を行いまして、で
きるだけ生産者の不安や疑問が解消できるように努め
ているところであります。
　引き続き、また生産者の理解が得られるように頑
張ってまいりたいと思います。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○○下地　康教君　以前のその物流不利性解消事業にお
いては、その当時の関係者の皆さん方がしっかりと、
本当に熱意を持って勝ち取った事業だというふうに
思っております。しかし、今回はこの事業が後退をし
ているとしか考えられない、そういうものが見られま
す。今回の内容は、これは知事を先頭にした事務交渉
力と政治交渉力の欠如だというふうに捉えられる。こ
こにおいても、玉城知事と政府との話合いの場が、非
常にうまくいっていないというふうに私は考えるもの
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であります。そこで、ここで今回せめてもの救いは、
５年後に変更及び改変が可能であるという制度に、立
てつけになっておりますので、それをもうしっかりと
５年後に、この現在の状況を鑑みて改変していくこと
が必要だというふうに思っております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　では、一般質問をさせていただき
ます。
　１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、知事に就任し、任期もあと僅かとなったが、
公約291件中、特に重点的に取り組まれた公約と現時
点での公約達成率を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県においては、知事が公約として掲げた291の個別
施策の全てに着手しており、そのうち世界自然遺産の
登録の実現や那覇市への新たな特別支援学校の開校な
ど８つの施策については完了し継続して取組を推進
中、自立的発展を支える多面的な人材の育成やクリー
ンエネルギーの推進など279施策は取組を推進中、そ
のほか、４施策は取組に着手となっております。公約
に掲げた施策のうち、誰一人取り残さない社会の実現
に向けては、子供の貧困対策を県政の最重要政策に掲
げ、様々な取組を推進するとともに、こども医療費助
成の拡充、中高生のバスの無料化、少人数学級の対象
拡大などの取組を進めてまいりました。また、性暴力
被害者ワンストップ支援センターの拡充や国際家事福
祉相談所の設置、沖縄県性の多様性尊重宣言など、誰
もがお互いの人権を尊重し合う共生社会の実現に向け
た取組を推進してきたところであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　達成率というお話でござ
いますけれども、まず完了して取組を継続して推進中
の例で申し上げますと、琉球歴史文化の日の制定につ
いては制定後、琉球歴史文化の日とその趣旨について
普及啓発するための関連事業に加えまして、沖縄文化
のさらなる普及に向けた様々な取組を展開していると

いうことがございます。また、推進中の取組の中で、
完了とならずに推進し続けなければならないものがご
ざいます。例えば沖縄の資源となる……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時28分休憩
　　　午後５時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　公約につきましては、達
成率という成果指標的な考えはなじまないということ
で考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　達成率は出せないということです
か。あまりにも低過ぎて。どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　公約の成果指標的な考え
方としてはなじまないということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　この達成率は出せないということ
ですか。何を根拠としてそれを、達成率が出せないの
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　なじまない理由でございますけれども、先ほど途中
まで御説明しましたが、実現したとしても引き続き取
り組まなければならないものもございます。また、人
材育成についての公約もございますけれども、人材育
成も継続して取り組まなければならないと、そういっ
た公約が多数ございますので、そういった中で達成率
というのはなじまないということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　もう平行線ですので、進んでいき
ます。
　残り任期中、実現できる公約はございますでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時39分休憩
　　　午後５時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　公約には継続的な取組が多数含まれておりますの
で、公約実現の目標を申し上げることは困難でありま
すけれども、引き続き経済、教育、福祉等々各分野に
おいて各種取組をしっかりと推進してまいりたいと思
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　結論からすると、ないということ
ですね。分かりました。
　知事は、公約実現のため県庁職員の先頭に立って取
り組んできたという答弁が何かございましたけれど
も、知事の後ろに県庁職員はついてきておりますか。
どうですか知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　県民の福祉向上と県勢発展
のために一丸となって取り組んでいる、そういう思い
で頑張ってきていただいていると思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　やはり私はこの公約実現に当たっ
ては、やっぱり県庁職員が一丸となって取り組まな
ければ公約達成はできないと思っております。先日
の10億円の交付金ミスの知事答弁中、「指揮監督を
行ったということではなく、事務手続の誤りであるこ
とから、直接的な責任は生じないものというように考
えております」との答弁に対して、この答弁を県庁職
員はどのように受け止めていると思われますか。知事
の答弁を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今回、国費に関する度重な
る手続ミスが生じたことで、県民の皆様からの公務に
対する信頼を損ねて心配をおかけする結果となったこ
とは、私から改めておわびを申し上げたいと思います
し、私は知事として県の事務の包括的な執行管理権限
を有しており、またその事務を自らの判断と責任にお
いて誠実に管理し執行する義務を負っておるというよ
うに思っております。そのことをいま一度強く認識
し、行政の長としての責任から、今後このような事態
が生じないよう、職員と一丸となって再発防止に徹底
して取り組んでまいりたいということを繰り返し述べ
させていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　私は知事のこの答弁、本当にいい
答弁だと思っております。しかし、それはただ語るだ
けではなく、実践していただかないと困ります。私た
ち県民にとっても県庁職員は大変重要な頭脳集団でご

ざいますし、大切にしないといけないと思っておりま
す。ぜひとも県庁職員の仕事に対する意欲を失わせて
ほしくないと思っております。コロナ禍で様々な課題
をこつこつと皆、力を合わせて解決しております。そ
の一生懸命頑張っている職員の姿を見ると、私は泣け
てきます。知事の失言、行動に対してこの県庁職員
が、我々の県民の生活と福祉を守る職員が一人一人倒
れていくのではないかと危機感を持っています。
　ぜひとも知事、知事の答弁、言葉と行動は一致させ
てほしいです。そして職員一人一人を守っていただき
たいと思います。そのことによって県民一人一人を守
ることができると思っております。どうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私の先日のウクライナに関
する発言で、公務への信頼を損なうということについ
ては、真摯に深く反省をしております。と同時に、県
は、特に私が就任してから首里城の火災、豚熱の発
生、コロナウイルスの感染拡大、さらには軽石の漂
流・漂着など災害級の対応に職員が懸命に努力してお
ります。あわせて、医療の現場、介護の現場、保育の
現場、様々な現場の方々にも協力していただいて、県
民の生命・暮らしを守ろうと頑張っております。同時
にまた、大きな打撃を受けている観光関連産業を中心
とする業界の方々とも、何とかそれを回復させていこ
うということで、職員も業界の方々も心一つにして立
て直していこうという思いで取り組んでいます。私
は、全力で職員を守り、職員と一緒に県民の福祉の向
上と県勢の発展のためにひたすら全身全霊を尽くして
いきたいという思いで連日働かせていただいておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　知事の今の答弁、信じてよろしい
んですね。
　では、次に進みます。
　(2)、普天間・辺野古新基地建設問題等に係るトー
クキャラバンｉｎ横浜を実施するようですが、知事の
任期中の開催回数、予算額と成果を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　普天間・辺野古新基地建設問題等に係るトークキャ
ラバンにつきましては、令和元年度は４回、令和３年
度はオンラインにより２回開催し、令和４年度は３回
の開催を予定しております。トークキャラバンでは、
知事の講演のほか、開催地にゆかりのある有識者等に
登壇いただき、多角的な議論を通じた情報発信を行う
ことで、沖縄における基地負担の現状、中でも普天間
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飛行場の危険性除去と辺野古新基地建設問題及び日米
地位協定の問題について広く周知を図り、問題解決に
向けた国民的議論の機運醸成につながったものと考え
ております。また、令和４年度の予算額は、1496万
1000円となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　私はこのトークキャラバンのよう
なパフォーマンスはもうやめていただいて、その分の
予算を観光客の安全な誘致や観光関連産業への支援に
投入するべきだと思っております。まだ続けるおつも
りでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　まずその具体的な成果
というところについて答弁させていただきます。
　トークキャラバンに参加した方々からは、沖縄の問
題を身近に感じるきっかけとなったということですと
か、辺野古と沖縄の立場を考える機会を持てたなどの
声が寄せられておりまして、沖縄の基地問題の現状に
ついて周知が図られたものと考えております。それか
ら、玉城知事就任後、少なくとも全国の61の地方議
会で国民的議論を求める陳情書等が可決または採決さ
れたほか、令和３年度に開催しましたトークキャラバ
ンの登壇者が代表を務めます、本土に沖縄の米軍基地
を引き取る福岡の会というものがございますが、それ
がその構成団体となりまして、辺野古を止める全国基
地引き取り緊急連絡会が、沖縄を除く全国全ての地方
議会の６月議会に向けまして、辺野古新基地建設を断
念することや、普天間基地は本土に引き取り日本全体
で問題解決すること等を柱とした意見書の採択を求め
陳情書を送付するなど、県や県民の取組に呼応した共
感の輪が広がりつつあるというふうに考えておりまし
て、今後もこういった取組は続けていきたいというふ
うに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。
　次に進みます。
　(3)、令和４年度における観光収入5360億円の目標
値を発表されています。コロナで打撃を受けた観光関
連産業の支援は急を要する事態であり、県としての具
体的な取組を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　お答えしま
す。
　県では、コロナ禍からの早期復興を目指すため、観
光業界と意見交換を行いながら、沖縄観光の回復・復
興に向けた考え方を策定いたしました。この考え方に

基づき、事業継続・経営改善に取り組む赤字の観光事
業者に最大600万円を支給する経営サポート支援、観
光二次交通の利便性向上への取組、貸切りバス、レン
タカーへの支援、人材確保に向けた観光業界のイメー
ジ向上を図る施策等に取り組むほか、那覇空港国際線
の路線回復及び外国人観光客の段階的な受入れなどを
進めてまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。
　では、照屋副知事に伺います。
　観光関連産業の現状は、経営者の経験がある副知事
はどのように見ていますか。そして、県の今までの支
援の在り方で観光関連産業事業者は持ちこたえられる
とお考えでしょうか。照屋副知事のお考えを伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　就任以来、数回にわたりま
して、幾つもの観光事業者の皆様から陳情を受けてま
いりました。話を聞きますと、やはり経営の実態につ
きましては、非常に厳しいものがあるというふうに、
そのたびに感じてきております。観光事業者の皆さん
に対する支援につきましても、国ともしっかり連携し
ながら幾つもの対策を講じて支援してきているわけで
ありますけれども、まだなお、やはり足りないという
ふうに感じてもおります。これから先も観光業界回復
の兆しが見えてきておりますけれども、またさらにコ
ロナにおきましては、どのような変異株が出てくるか
分かりませんので、そういった事態に備える意味で
も、やっぱり観光インフラが毀損しております。それ
を一日も早く回復していく等含めて、様々な対策が待
たれているというふうにも感じているところでありま
す。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　ありがとうございます。
　副知事は経営者を経験されているんですけれども、
観光客を誘致するのもいいんですが、その受皿となる
観光産業関連事業者、今は本当に息も絶え絶えとして
いる状況なんです。そのまま放置してよろしいんで
しょうか。副知事のお考えを伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　私は、観光事業者の皆さん
とお会いするときにいつも思い出すのは、2005年６
月７日に発生しました建設業界一斉のやっぱりあの談
合問題、公正取引委員会の一斉立入検査でありまし
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て、それから解決まで５年４か月かかったんです。そ
の間に、3000名相当の建設関連従事者がこの業界か
ら去っていきました。そして、倒産業者もたくさん出
ました。皆さん、それこそ臥薪嘗胆という思いで、
５年４か月裁判闘争を繰り返しながら、28回裁判所
に通ったわけでありますけれども、本当にそういうふ
うな思いで何とかその間しのいで今日があるわけであ
りまして、観光事業者の皆さんも今のまま放置してい
いとは決して思っておりません。私自身の体験からし
ましても、いずれ早晩、対策が実って入域観光客数
――今回は610万人ですか――そういうふうな数の観
光客、それからさらに1000万人を目指して、次々と
やってくるような状況を整えていけば、必ずや回復に
向かうだろうというふうに考えておりまして、その足
並みに合わせながら県政も一緒にやって伴走していく
と、こういうふうなつもりであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　私は端的に言いますと、観光客の
受皿となるこの観光産業関連事業者に、新の予算とい
うのは確保できないのでしょうか、特別に。予算確保
ですね、支援金。そこら辺はどうなっているんでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　地方創生臨時交付金の獲得
を目指しまして、青木由行地方創生推進事務局長、審
議官のところに２度参上いたしまして窮状を訴えてま
いりました。30分の時間のところ45分も取っていた
だいて、熱心にお聞き取りいただいて大変感謝いたし
ております。今回、残念ながら異動になられるようで
すけれども、そういった形で沖縄県の窮状を積極的に
訴える機会は、まだまだこれからもつくっていかなけ
ればいけませんし、来月も、月が明けましたら上京す
る予定でありますので、そういったことも含めて臨
時・機動的に対処していきたいというふうに考えま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　ぜひ予算の確保をしていただい
て、支援していただきたいと思います。ありがとうご
ざいます。
　次です。
　(4)、知事の就任中の県庁職員の採用状況となって
いますけれども、応募、採用状況と採用辞退者数、中
途退職者数、休職者数を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　沖縄県人事委員会が実施
する職員採用試験等のうち、知事部局に関連する試

験区分の申込者数については、玉城知事就任後の平
成31年度は2005人、令和２年度は1830人、令和３
年度は1821人と減少傾向にあります。また、同期間
における県知事部局の採用者数は、平成31年度から
順に111人、105人、113人、採用辞退者数は35人、
37人、43人、定年退職者を除く退職者数は53人、53
人、62人、休職者数は34人、46人、65人となってお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　今の部長の答弁によりますと、採
用辞退者数も増えております。そしてまた休職する職
員も増えておりますね。私はこの今の県庁、沖縄県の
若者にとって魅力のない職場になっているのではない
かと思います。県執行部が絶えず国と対立をしてお
り、県職員が安心して中央省庁と相談する雰囲気が失
われているのではないでしょうか。そういったことは
ないでしょうか。お答えお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　まず総務省の調査により
ますと、全国の地方公共団体の平成23年度以降の競
争試験の受験者数は、令和２年度に一旦増加したんで
すが、全体として減少傾向が続いているという状況で
ございます。また申込者数の減少については、様々な
要因が考えられ一概に述べることはできませんが、背
景には、人口減少等の社会情勢の変化や一方でベン
チャー企業あるいはスタートアップ企業などの新種の
企業に対する認識の変化に伴う就業意識の多様化、こ
のようなものが影響があると考えているところでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。
　ぜひ我が沖縄県の県庁、本当に魅力のある若者たち
が県民のために働いてみたいという職場環境になって
いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
　続いて２番、コロナ対策について。
　(1)、コロナワクチン接種率を上げるため、特に接
種率が低い20代、30代への具体的な取組についてお
伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　６月23日時点ですが、県内の全人口の３回目ワク
チン接種率は、45.3％となっており、年代別で見ま
すと20代が27.1％、30代が33.4％となっておりま
す。県では接種率の向上を図るため、接種を前向きに
検討できるような各種広報や県広域ワクチン接種セン
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ターにおける予約なし接種、学生向けのナイト接種、
それから大規模商業施設に出向いての接種等を実施し
ているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　現状の対策以外に、新規としての
ワクチン勧奨に向けた取組をするお考えもございます
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　20代、30代、県全
体の年齢構成の中で若い方が多いということで、少し
接種率が伸び悩むというところもあると思うのです
が、特に２回目まで接種をした若い方に３回目をまだ
ためらっている理由等について直接聞き取りなどを行
いますと、やはり未知なるワクチンであるということ
からくるもの、それから副反応が心配であると。それ
からファイザーのほうがいいということ。それから予
約や時間の都合がなかなか合わないという、そういう
情報に基づきまして、情報提供それから副反応につい
ては、新しくノババックスという副反応が従来のワク
チンよりも少ないと言われているワクチンの導入が７
月以降に県の広域接種センターでもございますので、
それを勧めるような形の広報、さらに、予約時間等に
ついて団体向けの接種の呼びかけなどを行っていこう
と考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　鋭意ワクチン接種率を上げるよう
に努力していただきたいと思います。
　続きまして(2)、低所得の子育て家庭やひとり親家
庭を対象とした各種支援策が実施されていますけれど
も、令和２年度、令和３年度の活用状況を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　県では、コロナ禍において収入減少など困難な状
況にある低所得のひとり親家庭に対し、市と連携し
て特別給付金を令和２年度には２万5002世帯、令和
３年度は２万3900世帯に支給いたしました。予算の
執行率は、それぞれ94.4％、89.7％となっておりま
す。また、看護師等の資格取得を支援する高等職業訓
練促進給付金につきましては、令和２年度は147人、
令和３年度は167人で、予算の執行率は、それぞれ
81.7％、83.3％となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　私が質問したのは、ひとり親家
庭、母子家庭の諸施策は窓口申請になっておりますけ
れども、やはり後の少数の方々はなかなか窓口に来ら

れないと思うんです。アウトリーチが行われているの
か、行われていないとすれば、関連団体に補助金を出
してやっていただきたいと思うんですけれどもいかが
でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　事業の周知
につきましては、従来からチラシの配布であるとか
フェイスブック、ＳＮＳ等を活用して行っているとこ
ろです。また、ひとり親家庭への支援を確実につなげ
ていくためには、例えば役場等の窓口に来られたと
き、離婚の戸籍の手続であるとか、児童扶養手当の現
況届の提出時に直接市町村窓口で事業を周知していく
などの取組を行っていただいているところでございま
す。また、学校等と連携しまして、ひとり親家庭を対
象に三者面談等において様々な支援制度のパンフレッ
トを配付していくなど、直接的な働きかけを行ってい
るところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　なかなか市役所、役場の窓口に来
られない方もいらっしゃると思いますし、情報発信し
てもしっかりと判断できない方もいらっしゃると思い
ますので、ぜひアウトリーチ、家庭に出向いて申請手
続をしていただけるような取組をしていただきたいと
思います。いいです、分かりました。
　では３番、道路交通安全について。
　(1)、交通事故死者に占める高齢者の割合、全国的
に高くなっているとのことでありますが、本県の現状
と高齢者への交通安全に向けた具体的な取組を伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　令和３年中の交通事故死者に占める高齢者の割
合は、全国が57.7％、それに対しまして沖縄県は
42.3％となっており、全国と比較して低い状況と
なっております。また、高齢者に対する交通事故防止
対策といたしましては、各自治体の老人会やデイケア
サービス等の機会を活用して夜間の視認性を高める反
射材の活用を促したり、高齢者の身体機能の状態を自
覚していただくなどの安全教育等を推進しておりま
す。このほか、本年５月の道路交通法改正によりまし
て、これまでの認知機能の低下という身体的適正の把
握に重点を置いた対策に加え、加齢に伴う運転技能の
低下に着目した対策として運転技能検査、これを導入
しているところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
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○○石原　朝子さん　警察本部長、ちょっと確認します
けれども、新しく道路交通法の一部が改正されたその
内容なんですが、これまでは身体的検査、新しく改正
されたのは技術的検査が強化されたということでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　今おっしゃった前段に
つきましては、認知機能検査というものをやっており
まして、認知機能を検査すると。そのほかに、従来も
実際に運転していただいて、いろいろ気づいた点をこ
ちらから指導しておったんですが、今回導入した運転
技能検査というのは、実際に運転してもらって点数づ
けをして、一定点数に達しなければその免許を更新で
きないという制度でございます。だから、今までより
もちょっと拡充したという整理になります。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。ありがとうござい
ます。
　(2)、運転免許証を自主返納された高齢者、５か年
の推移と、返納された高齢者への生活支援ではなく優
遇措置制度をお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　過去５年間に運転免許証を自主返納された高齢者
の人数につきましては、平成29年が3319人、平成30
年が3285人、令和元年が4960人、令和２年が4218
人、令和３年が3981人となっております。沖縄県
は、全国に比べてより高い年齢の自主返納者の割合が
高くなっている状況でございます。
　それから次に、自主返納者への優遇措置につきまし
てですが、特にこの返納後の移動手段の確保というの
が重要でございまして、県警察から県内企業等のほう
に呼びかけまして、御協力を得まして、沖縄県バス協
会や沖縄都市モノレール、沖縄県ハイヤー・タクシー
協会による運転割引等の優遇措置が受けられるように
なっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　自主返納された高齢者の足となる
バス、モノレールそれとハイヤー、タクシーなどは、
これは企業努力によって割引をしているわけですよ
ね。県のほうで補助金を出しているわけではないです
よね。そこら辺の確認ですけれども。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　ちょっと県のほうから
その業界にどのような補助がされているか分かりませ

んが、我々はあくまでも業界のほうにお願い申し上げ
たところ、快く引き受けていただいているという認識
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　優遇措置制度、少し目を通しまし
たけれども様々な業種の優遇制度、眼鏡からいろんな
ものがありますけれども、これはそれぞれの企業が高
齢者に対して、そういった自主でもって支援をしてい
るということで担当のほうから聞いておりましたけれ
ども、そういうことですよね。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　私は全国でもこのよう
な仕事をやっておりますが、特に沖縄県に来て感じる
のは、沖縄県の企業の方は、非常にこういうことに御
理解をいただいて非常に多大な御協力をいただいてい
るという認識でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　分かりました。
　もっとより一層充実させていただけると助かりま
す。よろしくお願いいたします。
　では４番、防災対策についてですけれども(1)、沖
縄の豪雨で55万人に避難指示が出たが、実際に避難
したのは２市１町で35人だったとの沖縄タイムスの
記事でありますが、県民に対して防災知識の普及啓
発、地域全体の防災意識を高めるための具体的な取組
を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、毎年、自主防災組織リーダー育成研修会の
実施、沖縄気象台と共催で防災気象講演会を実施する
などの防災啓発活動を行っております。また、市町村
においては防災マップ、それから災害時行動マニュア
ル等の配布、自主防災組織に対する防災資機材等の補
助のほか、市町村主催の防災訓練を行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　沖縄県は、他県のような消防団組
織が脆弱であると聞いておりますけれども、そこら辺
はどうでしょうか。消防団組織です。そしてまた地域
防災への県民自体の取組が弱いのではないかと思うん
ですけれども、そこら辺どういうふうにお考えでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時13分休憩
　　　午後６時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
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○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この全国に比べて消防団、自主防災組織が脆弱じゃ
ないかというような御趣旨の質問だというふうに考え
ております。
　沖縄県が他の都道府県に比べて自主防災組織が低い
理由につきましては、自主防災組織のリーダーとなる
人材や運営ノウハウに乏しいことや、大きな河川やそ
の氾濫の経験がなく防災意識が高まりにくいこと等が
考えられます。災害対策基本法第５条の規定によりま
して、自主防災組織の充実を図ることは市町村の責務
とされておりますけれども、県といたしましても、地
域防災力向上のため、自主防災組織の果たす役割は大
きいと考えておりまして、地域防災リーダー育成研修
等を実施することで、自主防災育成の主体である市町
村の取組を支援してまいりたいというふうに考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　そうですね。各市町村の責任かも
しれませんけれども、やはり県が音頭を取って各地域
防災組織を結成するように取り組んでおかれたほうが
いいかと思います。今の世の自然災害等を見ても何が
起こるか分からない状況でございますので、やはりこ
の地域防災組織、ぜひとも県が音頭を取って各市町
村、それに取り組むようにお願いしたいと思います。
　必要があれば、防災士取得ですか、市町村において
は、市においては、それも補助、支援をしているよう
ですけれども、全県的にそれの取組もしていただきた
いと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　防災士育成のための助成についてという御趣旨の質
問だというふうに捉えておりますけれども、現在、県
としましては、防災士育成の補助は実施しておりませ
んが、地域防災力向上には防災士や自主防災組織の果
たす役割は非常に大きいというふうに考えておりま
す。今後、防災士を増やすような取組や県民の防災意
識啓発への取組について、県として新たに何ができる
のかを検討してまいりたいというふうに考えておりま
す。
○○石原　朝子さん　ちょっと休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　では６番、我が党の代表質問との

関連についてお伺いします。
　座波一県議の代表質問の中で、中高一貫校設置への
取組について、半嶺教育長の答弁で、那覇・南部地区
の設置につきましては、各校の実績や課題を見つけ、
県全体や地域の状況などを踏まえ、検討する必要があ
るとの答弁でした。県立の進学校として、向陽高校
は、開邦高校、球陽高校、３Ｋといって設置された学
校だと聞いておりますけれども、それでよろしいで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　今議員がお話になったとお
り、進学校として、そのようにスタートしていると理
解しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　1986年、那覇学区に開邦高校、
1989年に中頭学区で球陽高校、1994年に島尻学区で
向陽高校として３校設置されたんですけれども、なぜ
進学校である向陽高校だけが中高一貫校をつくってい
ただけないのでしょうか。そこら辺御答弁お願いいた
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　県教育委員会としまして
は、中高一貫校の設置に当たりまして、未来の沖縄を
牽引する人材を育成するため、難関大学進学等への対
応を図ることを目的として、大学進学に特化した併設
型中高一貫校を設置することとして取り組んできてお
ります。本県の人口及び児童数は、那覇・南部地区及
び中部地区に集中していることから、まず両地区に設
置することとしまして、那覇・南部地区においては開
邦高校、そして中部地区においては球陽高校というふ
うに設置をすることとして、今取り組んできていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　教育長、私は納得いかないんです
けれども、島尻学区に向陽高校として最初位置づけ
て、当初の目的はこの３校、進学校でしたよね。であ
るにもかかわらず、どうして向陽高校だけが中高一貫
校、取り組めないのでしょうか今。納得いく答弁をい
ただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時18分休憩
　　　午後６時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　やはり中高一貫校をつくる
考え方として先ほど御説明をしました。まず那覇・南
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部地区で１校、そして中部地区で球陽高校ということ
で、特に那覇・南部地区においては、まず視点は、特
に難関大学等に進学をするというような視点で、それ
まで最も高い実績を上げている、まず開邦高校に那
覇・南部地区としては設置するという方向で進めてき
ているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　なぜ那覇・南部と一くくりにする
んでしょうか、開邦高校と。向陽高校は島尻学区とし
て設置されているわけですよ。そして開邦は那覇、浦
添の子供たちが多い。島尻学区としての向陽高校の中
高一貫校は、今非常に求められているんですよ。現場
を経験された教育長としては、現場のこの向陽高校で
学んでいる子供たち、また先生方の思いはどのように
受け止めておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　ただいまの件に関しまして
は、石原議員からもこれまでいろいろ御質問、御要望
いただいております。また、八重瀬町の町長のほうか
らも御要望いただいているところではございます。こ
れまで我々そういった御要望があるということで、
しっかりと受け止めさせていただいているところであ
ります。やはり今現在、まず北部地区で、中高一貫校
の令和５年開校に向けて進めているところでございま
すので、まずそれをしっかりと進めさせていただきた
いというふうに思います。これまで申し上げておりま
すとおり、今後の新たな中高一貫校の設置につきまし
ては、やはり県全体の地域の状況等しっかりと踏まえ
させていただきまして、まずは既設校、今ある学科改
編あるいは学級増等も含めて、全体的な視点で、様々
な今後の設置につきましては可能性を検討させていた
だいて、研究させていただければというふうに考えて
いるところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○○石原　朝子さん　私たちの地元にあります向陽高校
でございますが、私、この八重瀬町の出身でございま
す。そしてまた八重瀬町の町長、新垣安弘町長も県議
会議員時代からずっと向陽高校の中高一貫校を質問し
てきたと思います。やはり地元でも、この向陽高校の
中高一貫校は、大分以前から県に対して求めてきたこ
とだと思いますので、ぜひとも前向きに取り組んでい
ただきたい。やはり進学校として３校、誇りを持って
先生方も、そして地域の方々も思いを持っていますの
で、そこら辺を裏切らないようにしていただきたいと
思います。ぜひお願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後６時22分休憩
　　　午後６時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○石原　朝子さん　５、教育行政についての(3)なん
ですけれども、教職員の精神疾患による休職者の割合
は、全国と比較してどのような状況なのか。これまで
の対策と効果を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　令和２年度における教育職員の在職者に占める精神
疾患による休職者の割合は、本県は1.21％、全国は
0.56％となっております。県立学校においては、メ
ンタルヘルス対策として、予防事業や相談事業、療養
及び復職支援等を行い、メンタル不調や再発防止等に
取り組んでおります。令和３年度は、新規採用及び初
めて離島に異動した教職員に対してカウンセリングを
実施しており、実施後のアンケートによりますと、約
97％が「よかった」と回答しております。また、校
長等に相談しやすくなったとの回答もあり、一定の効
果が見られたというふうに考えております。引き続き
メンタルヘルス対策に努めてまいりたいと思います。
○○石原　朝子さん　もっと質問あったんですけれど
も、どうもありがとうございました。
　終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕
○○島尻　忠明君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党の島尻忠明でございます。
　玉城デニー知事も就任４年目を迎えまして、私もこ
の議会人として長いこと務めさせていただいておりま
すが、普通一般的には、４年を終えるまでには――
しっかりとその４年前に県民、市民の負託を受けてそ
の任に就いたわけでありますから、そのときに県民、
市民と約束した公約、しっかりとこれもどの程度でき
たのかというのが普通であるというふうに私は考えて
おります。一昔前はよくマニフェストとかいろんなこ
とがありまして、やはりそれでしっかりと訴えていく
というのが我々政治家であったというふうに思ってお
ります。しかし、今日はその公約につきましても部長
が答弁をしております。これ確かに厳しいと思いま
す。やはりそれをつくった政治家おのずから答弁をし
ていただきたいというふうに思って、大変残念な思い
であります。
　それでは通告に従いまして、一般質問をさせていた
だきます。
　今年３月には、第６回那覇港長期構想検討委員会が
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開催され、次期那覇港港湾計画改訂の方向性が示され
たものと私は理解をしております。一方、今回の港湾
計画改訂は、那覇軍港移設計画との十分な整合性が求
められてくるものと考えます。那覇軍港移設につきま
しては、昨年開催された移設協議会において、浦添埠
頭地区の北側とすることが確認され、形状につきまし
ては、今年３月に防衛省が提示をしました。今後は、
形状につきましても、移設協議会を早期に開催し、関
係機関で確認をすることが求められているものと思い
ますが、今日まで開催されておりません。
　そこで伺います。
　今日まで軍港の形状、関係機関で確認することを目
的とした移設協議会が開催されていない理由につい
て、那覇港管理組合の管理者でもある知事はどのよう
に考えているのかお聞きいたします。
　次に、令和３年第10回議会11月定例会の私の、港
湾計画改訂を行うには移設協議会の開催が必要ではな
いかとの質問に対し、土建部長は、代替施設の配置が
確定した後、港湾計画の改訂に進んでいくというふう
に認識していると答弁をし、さらに知事公室長にあっ
ては、御指摘のとおり移設協議会が早期に開催された
上で港湾計画の改訂が進められていくという理解でよ
ろしいかと思いますと答弁しております。つまり、移
設協議会で軍港の形状が確認をされない限り、港湾計
画改訂作業も進捗をしないと考えますが、その認識で
よろしいのか改めて伺います。
　さらに、早期の港湾計画改訂に向け、関係部局から
知事に対し、移設協議会に応じるよう求めるべきだと
考えますが、関係部局の見解を伺います。
　次に、２の原油価格・物価高騰に伴う対応について
でございます。
　さきに先議案件で補正が組まれました。その中から
質問をさせていただきます。
　(1)、公共交通事業者への対応。
　(2)、飼料費の高騰について。
　(3)、観光事業者への対応。
　(4)、修学旅行への対応でございます。
　３、物価高騰に伴う適切な公共事業予算設定につい
てでございます。物価高騰に伴う適切な請負代金の設
定についてお聞きします。
　政府は今年４月、コロナ禍における労務費、原材料
費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適切な
請負代金の設定や適切な工期の確保について、政府全
体で取り組むことを目的に、原油価格・物価高騰等総
合緊急対策を原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚
会議において決定をしております。原材料費等の高騰

の状況下における適切な請負代金の設定や適切な工期
の確保につきましては、企業が経済の回復に伴う収益
の増大を原資とした賃上げに積極的に取り組むことが
できるようにするためにも、時期を逸することなく早
晩円滑な価格転嫁を進めることが受注業者の出来高及
び品質確保の面においても重要になってくるものと考
えます。
　そこでお伺いいたします。
　沖縄県はもとより、県内の市町村における請負契約
に物価等の変動に基づく契約変更条項が含まれている
のか否か、市町村別の実態についてもお伺いをいたし
ます。
　次に、道路行政についてでございます。
　国道58号４車線化に伴う浦添区間、約２キロの現
状と課題についてお伺いいたします。
　次に、国道58号浦添仲西－城間区間の横断歩道橋
（立体横断施設）の設置についてお伺いいたします。
　(3)、国道58号４車線化に伴う二輪車の車両通行帯
の交通規制解除後の現状と課題についてお伺いいたし
ます。
　次に、我が党関連の質疑についてでございます。
　知事は今月10日の会見で、強い――休憩お願いし
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時32分休憩
　　　午後６時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島尻　忠明君　我が党の代表質問との関連について
伺います。
　知事は今月10日の会見で、強い沖縄経済の実現に
向けた西銘大臣ビジョンの公表を受け、私としては、
えっという唐突感は否めなかったと振り返り、その発
言が「「西銘ビジョン」にチクリ」の見出しで新聞報
道をされました。西銘大臣ビジョンは、復帰50年を
振り返り、新たに向こう10年間の本県の目指すべき
具体的な方向性を示した羅針盤となる第６次沖縄振興
計画、新・沖縄21世紀ビジョンの着実な推進を後押
しするものと考えております。
　そこでお伺いいたします。
　知事は西銘大臣ビジョンについて、取りまとめには
県とも意見交換する必要があったのではとしている
が、強い沖縄経済の実現に向けた西銘大臣ビジョンの
内容をどのように受け止め評価しているのか伺いま
す。
　次に、西銘大臣ビジョンと第６次沖縄振興計画、
新・沖縄21世紀ビジョンが目標とする目指す方向性
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に違いはあると考えているのか否か。あるとすればど
のような違いなのかお伺いいたします。
　次に、西銘大臣ビジョンでは、強い沖縄経済の実現
に当たって、特に強化すべき分野として、観光・リ
ゾート、農水産業・加工品、ＩＴ関連産業、科学技
術・産学連携を重点４分野として選定し、具体的戦略
等の検討を行っています。そこで、４分野の戦略を関
係部局はどのように受け止め評価しているか伺いま
す。
　次も代表質問関連、我が党の大浜一郎県議の関連で
あります。
　１つは、那覇港関連の移設協議会の件であります。
　次に、交付金の申請ミスがありました。ここで改め
てお聞きします。今定例会でも議会に提案をされまし
たが、今のところこのようなミスはないということで
よろしいですか。それとも、今後また議会に提出をし
て承認を受けるような何か会計処理上の問題を抱えて
いるのか、その辺についてお聞きをいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　島尻忠明議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
那覇港港湾計画改訂についてお答えいたします。
　那覇港管理組合では、近年の船舶大型化や貨物量増
加に対する岸壁延長の不足、埠頭の狭隘化などに対応
するため、港湾計画の改訂に取り組んでおり、今年４
月には、那覇港長期構想を取りまとめたところであり
ます。
　沖縄県としては、港湾計画の改訂に向けて、引き続
き那覇市、浦添市及び那覇港管理組合と連携して取り
組んでまいります。
　そのほかの御質問につきましては、部局長から答弁
をさせていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　２、原油価格・物価高騰
に伴う対応についての(1)、公共交通事業者への対応
についてお答えいたします。
　県は、今回の６月補正予算において、燃料高騰分の
一部を補助する事業を措置したところであります。本
事業は、コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響

を強く受けた公共交通事業者に対し、燃料高騰分に対
する補助を行うことで、運行継続を支援する内容とし
ております。支援する業種につきましては、路線バ
ス、タクシー並びに欠損補助の対象外となっている伊
江村や竹富町の離島航路運航事業者としております。
引き続き、公共交通の運行継続が図られるよう取り組
んでまいります。
　続きまして５、我が党の代表質問との関連につい
ての(1)、西銘大臣ビジョンについてお答えいたしま
す。
　去る５月31日に公表された西銘大臣ビジョンにつ
いては、内閣府沖縄担当部局からその内容が示された
のは、前日の５月30日であり、事前に意見照会や説
明がなかったことから、不快とは申し上げておりませ
んが、「少なからず唐突感を持つ」との知事コメント
を公表いたしました。また、前日の提供であったた
め、詳細な内容を把握できなかったことから、同コメ
ントにおいて、内閣府にその意図及び詳細を確認した
いとしたところであります。その後、内閣府沖縄担当
部局と意見交換を行い、当該ビジョンの内容は、新・
沖縄21世紀ビジョン基本計画と方向性が一致するも
のと確認が取れたところです。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　２、原油価格・物価
高騰に伴う対応についての(2)、飼料費の高騰につい
てお答えいたします。
　県では、飼料費の高騰対策として、飼料価格高騰緊
急対策事業（配合飼料）を実施しており、国、生産
者、飼料メーカーが積立てを行う配合飼料価格安定制
度において、生産者積立分の一部を補助することとし
ております。また、粗飼料価格高騰緊急対策事業につ
いては、輸入粗飼料の乾牧草及び稲わらの購入価格の
一部を、県内の酪農家や肉用牛農家を対象として補助
することとしております。
　県としましては、これらの事業により畜産農家の経
営安定につなげてまいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、原油価
格・物価高騰に伴う対応についての(3)、観光事業者
への対応についてお答えします。
　観光事業者は、新型コロナウイルス感染症に加え原
油高騰・物価高騰により経営に大きな影響を受けてい
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るものと認識しております。県では、独自のおきなわ
事業者復活支援金を給付するほか、観光業界の意見を
聴取した上で、影響を受けている観光事業者への支援
策として、赤字企業であって、事業計画を策定した事
業者に対する従業員規模に応じて最大600万円を補助
する経営サポート、観光二次交通の利便性向上の取
組、貸切りバスの利用促進、レンタカーの送迎車両の
燃料費支援などを実施してまいります。
　同じく２の(4)、修学旅行への対応についてお答え
します。
　令和４年度の県外からの修学旅行予約数は、５月
12日時点の調査で1541校、30万3067人となってお
ります。県では、予定どおり修学旅行を実施していた
だき、また、新たに修学旅行先として選んでいただけ
るよう、事前・事後学習のためのアドバイザー派遣
や、沖縄への修学旅行を検討している学校向けの模擬
体験の提供、修学旅行プロモーション等により、沖縄
ならではの修学旅行の魅力を効果的にＰＲすること
で、県外からの修学旅行の誘致に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　３、物価高騰に伴う
適切な公共事業予算設定について(1)、公共工事にお
ける物価高騰対策についてお答えいたします。
　公共工事の予定価格の設定に当たっては、最新の取
引価格を反映した資材単価を適用しておりますが、原
材料費等の高騰の状況を踏まえ、市場における最新の
価格動向に注視し、適正な請負代金の設定に努めてま
いります。また、物価の急激な変動に基づく請負代金
額の変更については、工事請負契約書第26条、いわ
ゆるスライド条項により適切に運用するとともに、工
期の確保については、資材の納期実態に応じた必要な
工期変更を適切に実施してまいります。
　次に４、道路行政について(1)、国道58号浦添拡幅
の現状と課題についてお答えいたします。
　国において整備が進められている国道58号浦添拡
幅については、平成30年度に事業着手し、令和４年
３月27日に暫定８車線にて開通したところでありま
す。現在、一部用地買収が完了していないため、歩道
が狭い箇所や電線共同溝の移設、横断歩道橋等の復旧
等が未了となっておりますが、完成整備に向け、用地
買収、道路改良工などを推進しているとのことであり
ます。
　同じく４の(2)、国道58号浦添拡幅区間の横断歩道

橋の設置についてお答えいたします。
　国道58号浦添拡幅区間における横断歩道橋につい
ては、城間、屋富祖、宮城の交差点付近に復旧を行う
ため、国において工事の発注手続を進めているとのこ
とであります。
　次に５、我が党の代表質問との関連について(2)、
港湾管理者として那覇港港湾計画改訂の認識について
お答えいたします。
　那覇港管理組合では、近年の船舶大型化や貨物量増
加に対する岸壁延長の不足、埠頭の狭隘化などに対応
するため、港湾計画の改訂に取り組んでいるところで
あります。今年４月には、那覇港長期構想を取りまと
めたところであり、今後は適切に港湾計画改訂ができ
るよう、構成団体と連携して取り組んでいくとのこと
であります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　４、道路行政について
の御質問のうち(3)、交通規制解除後の現状と課題等
についてお答えいたします。
　議員御指摘の区間につきましては、本年３月27日
の道路拡幅に伴い、二輪車の車両通行区分規制を一部
解除しておりますが、現在までのところ、重大事故や
二輪車の絡む事故の発生については把握しておりませ
ん。
　県警察といたしましては、今後も交通事故の発生状
況等を踏まえ、交通の安全と円滑の確保のため各種対
策を進めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　５、我が党の代表質問と
の関連についての(3)、国費の請求事務についてお答
えいたします。
　国費の請求事務手続の誤りに関する事案として、過
去５年間で、本件を含め３件把握しており、全て議会
へ報告しております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時48分休憩
　　　午後６時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　総務部長、私が聞いているのは――
これまでのことは報告しているというふうに承知をし
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ています。今この時点で、まだそういった会計処理上
の問題で何か抱えているものはないという認識でよろ
しいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　国庫請求事務について
は、先ほど申し上げた３件把握しているところで、ほ
かのものは承知しておりません。
○○島尻　忠明君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時53分休憩
　　　午後６時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○総務部長（宮城　力君）　毎年事務監査があって、
執行には十分留意しつつ対応しているところですが、
調定の手続だとか一部会計処理上の課題は、毎年指摘
されているところでございます。国庫請求の誤りに関
する事案については、先ほど申し上げたとおり３件と
いうことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　分かりました。
　返還金も含めて、そういう事案はないということで
理解していいですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　補助金返還という話は承
知しておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　いま一度、土建部長と公室長に聞き
ます。
　私が前回質疑したときの答弁がありました。そのこ
とを改めて聞いていますので、港湾計画改訂にはやは
り移設協議会の開催が必要かどうか、そこだけ答弁を
お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時54分休憩
　　　午後６時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　移設協議会が開催されないことについて、那覇港管
理組合の管理者である知事はどのようにまず考えてい
るかというところでございますが、那覇港管理組合に
おいては、去る３月29日に開催された長期構想検討
委員会を受けて、４月28日に那覇港長期構想……
○○島尻　忠明君　議長、休憩させて。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時55分休憩

　　　午後６時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港湾施設の代替
施設の配置が確定した後、港湾計画に進んでいくとい
うことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　移設協議会が開催された上で港湾計画の改訂が進め
られていくという理解をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　それであれば、関係部局から知事に
対して早めに移設協議会の開催を求めるという、そう
いうお考えはありませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時56分休憩
　　　午後６時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　次回の移設協議会の開
催につきましては、現在代替施設の位置及び形状案に
ついて、各構成員が検討を行っているところでありま
して、これを主宰する防衛省のほうからも具体的なそ
の時期についてはまだ打診はございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　今、移設協議会の話がありました。
　それでは、中身を検討したい、那覇市と浦添市とも
協議をしたいというお話がありました。その那覇市と
浦添市とどのような協議を行ってきたのか、併せて検
証結果の報告をしている浦添市、那覇市との協議事項
の開示を求めたいと考えますが、その是非を含めた見
解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　代替施設の位置及び形
状案につきましては、担当する知事公室において環境
部それから土木建築部と連携しながら、環境への最大
限の配慮、それから面積、民港との整合等の観点から
検討を行っております。それから５月24日は、県、
那覇市、浦添市の部長級の職員で意見交換を行いまし
て、県から同案についての沖縄防衛局の確認をする事
項として説明を行っております。
　ちなみに防衛局に照会した項目ですけれども、10
項目ございます。まずは、自然的環境を保全する区
域、潮流等に与える影響、それから第２防波堤が自然
的環境を保全する区域に与える影響、それからハン
マー型の形状の必要性、環境保全への具体的な内容、
それから港湾計画改訂と代替施設の精度との関係、さ
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らには制限水域の必要性、面積の再検討、それから民
港機能への配慮、民港から離れた配置の検討、民港
施設から景観への影響ということで照会をかけまし
て、これは６月15日に回答があったところですけれ
ども、それを受けて我々としてはその回答内容を精査
しているところでございます。
　それから那覇市と浦添市との意見交換のお話もあり
ましたけれども、この意見交換の際の那覇市及び浦添
市の発言につきましては、相手方もあることですの
で、この場でお答えすることについては差し控えたい
というふうに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　しかし、やはりこれは開示するべき
だと思いますが、その辺は後でまたやります。
　やはり港湾計画改訂、移設協議会をしなければなら
ないわけであります。その中の大きなウエートを占め
るのは浦添埠頭の民港の整備でございます。この浦添
埠頭は、沖縄がアジアの物流の中継拠点となる可能性
を秘めたプロジェクトであります。浦添市民のみなら
ず、沖縄県民全体が裨益するものと考えているが、県
知事として、また港湾組合の長としての認識をお伺い
いたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　浦添埠頭地区への港
湾機能の拡充という面でお答えをしたいと思います。
　まず、那覇港管理組合におきましては、那覇港に求
められる国際流通港湾としての機能強化を図るものと
して、物流機能増後、新港埠頭地区から浦添埠頭地区
にかけて配置をしたとのことであります。また、那覇
港管理組合によれば、現在、特に新港埠頭地区は近年
の船舶大型化に対して岸壁延長や荷さばき用地が非常
に不足し、狭隘、過密な状況となっているとのことで
あり、今後、国際流通港湾として将来にわたって県産
業の持続的な成長を支えるためには、浦添埠頭地区と
連携した物流空間の拡充が必要とのことであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　部長、そのようなやっぱり大きなプ
ロジェクトでありますので、私は今現下の経済状況は
大変厳しい中でありますので、早期に進める必要があ
ると認識をしております。この件についてはいかがで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　これは前回の第28回
移設協議会のほうでも申し上げておりますが、防衛局
のほうから位置ですとか形状案につきましていろいろ

説明をいただきまして、そこについては我々は、例え
ば早期に開催したいというようなことも一部の構成員
からありますけれども、現時点での確約は難しいと申
し上げております。それから先ほど答弁させていただ
きましたけれども、我々としては、環境部それから土
木建築部とも調整しながら、なお確認を要するとい
うことで先ほど10項目について防衛局のほうに照会
をさせていただきまして、これが６月15日に回答が
あったところですので、それについて精査をいたしま
して、その結果を踏まえ適切に対応してまいりたいと
いうふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　ちなみにその防衛省から示されたも
のの回答は、皆さん防衛省に投げたと言っていますけ
れども、防衛省から返答は来ているんですか。回答
は。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　県からは５月24日に
照会を行いまして、防衛省からは６月15日に回答が
ございました。
○○島尻　忠明君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時２分休憩
　　　午後７時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　やはり港湾計画改訂を受けて、いろ
んな事業が進められていくと思います。皆さん、この
タイムラインなどはどのように考えているのかが１
つ。後は環境の話もしておりました。今どのような環
境調査等々を含めて、この事業化に向けてのタイムス
ケジュール。そしてこの回答は、皆さんは防衛省に対
してはいつ頃、回答、返答するのか、それをお聞かせ
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時３分休憩
　　　午後７時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　先ほど６月15日に回答があったということですけ
れども、我々のその照会事項が10項目に及んでおり
ます。それをしっかりと精査いたしまして、その結果
を踏まえて適切に対応していきたいというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
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○○島尻　忠明君　早めにこれを――この事業化するた
めには早めに回答して、お互いにキャッチボールしな
がらやらないといけないというふうに思っておりま
す。国交省の交通部会等も３か月ぐらい調整期間はか
かりますので、その辺も含めてもう一度、皆さんのタ
イムスケジュールとしてどういうものが念頭にある
か。ありましたら答弁をいただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時４分休憩
　　　午後７時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　那覇港管理組合によ
りますと、今後移設協議会において那覇港湾施設の代
替施設の配置が確定した後、那覇港管理組合において
港湾計画の改訂案を作成し、那覇港地方港湾審議会、
国の交通政策審議会の議を経て港湾計画の改訂となる
スケジュールと考えているとのことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　先ほど土建部長からも答弁があり
ました。やはり今現在、狭隘な民港部分、いろんな
フォークリフトが交差をして危ないんですよ。先ほど
それを早めに解消しないといけないというふうに、
やっぱりこのプロジェクトを早めにすることが、先ほ
ども申し上げましたけれども、やはり沖縄県全体がい
ろんな意味で、経済的にもそしてまたそこで働く皆さ
んが安心・安全も享受できると思っておりますので、
そのためには移設協議会を早めに進めてほしいことを
もう一度お伺いいたしますが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時５分休憩
　　　午後７時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　繰り返しの答弁になり
ますけれども、我々が照会した10項目の照会事項に
つきましてしっかりと精査した上で、その結果を踏ま
えて適切に対応してまいりたいというふうに考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　環境予測等々いろんなものがあると
思いますけれども、早めに取り組んでいただいて、で
きれば次年度から執行ができるような形が取れればい
いと思っておりますので、よろしくお願いいたしま
す。
　休憩お願いします。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時６分休憩
　　　午後７時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島尻　忠明君　先ほど答弁ありましたが、国道58
号の横断歩道橋、そこは３つ撤去をしておりますが、
それはまた設置するということで理解してよろしいで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時７分休憩
　　　午後７時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　国によりますと、横
断歩道橋につきましては、現況復旧をするということ
で、警察協議も完了したと聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　そしてこの横断歩道橋なんですけれ
ども、私は新しく設置をするものですからバリアフ
リーも含めてどうですかということを申し上げたら、
今のところ考えはないということで国のほうもお話を
しているんですけれども、横断歩道もそのまま残しま
すということなんですが、やはり年寄りとか子供さん
たち、横断歩道があれば横断歩道を渡るんですよ。だ
けど現況あの距離ですので、その辺は危険性があると
思うんですけれども、やはりこのバリアフリーも含め
て検討できないかどうか、いま一度お伺いいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　国によりますと、バ
リアフリー対応としては、横断歩道の中央分離帯に待
機所を設ける予定というふうに伺っております。ま
た、将来基地が返還され、周辺開発や土地利用が進展
する等々がございましたら、横断歩道橋の需要が増加
した場合、バリアフリー対応の横断歩道橋の設置検討
を行うことも可能であるというふうに聞いておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　横断歩道があると、やはりそこを階
段上がるよりは行きますので、ぜひ注視していきたい
と思っておりますので、よろしく対応方お願いしま
す。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時９分休憩
　　　午後７時９分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島尻　忠明君　それでは、４の道路行政の(3)につ
いてお聞きいたします。
　おかげさまで38年ぶりに交通規制緩和ができまし
て、皆さん、大変感謝をしております。そこで新聞
等々にもありましたけれども、横断歩道の信号が短い
ということがありましたが、確認をしますとしっかり
その辺も延長されているということなんですが、これ
もこういうところで取り上げないと県民にはなかなか
周知ができないと思いますので、その辺の答弁と、あ
とこの緩和によって大変感謝しているということで、
これを読み上げます。去る４月１日の二輪通行帯規制
解除エリアの拡大につきまして、県警本部長におかれ
ましては御理解と大変な御尽力を賜り、ＡＪ沖縄加盟
店一同、深く感謝を申し上げます。今後も当会といた
しましては、将来の二輪通行規制の全廃を目指す所存
でありますが、県内の二輪ユーザーへの交通安全の啓
発活動やイベント等を通して、県内の二輪車事故の減
少を目指して活動してまいります。今後とも御協力を
賜りますよう、何とぞお願いしますという大変感謝の
声も届いておりますので、横断歩道の時間帯の延長の
件も含めて答弁をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　まず、前段でございます。横断歩道の青時間の話で
ございますが、道路拡幅後、現地の渋滞状況とか国道
を実際横断されている時間を調査いたしまして、本年
５月に対象交差点の横断歩道の歩行者青時間を延長し
たところでございます。今後も交通の安全確保の必要
性に応じまして、その設定の見直しでありますとか、
機器の改良等を行って最適化に努めてまいる所存でご
ざいます。
　それから次、もったいない感謝の御言葉でございま
すが、やはり道路の利用者や周辺住民の皆様の御意
見、御要望につきましては、真摯にお聞きして施策に
反映させることが極めて重要であります。今後とも県
民からの各種意見、要望等を踏まえながら、関係機
関、団体と連携して交通の安全と円滑に資する各種対
策を推進していくことを強く決意したところでありま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　県警本部長がこの県議会で県民に
しっかり約束をして、それが実になったわけでありま
すから、私も大変感謝いたします。私も県民との約束
を守るような政治家になるように頑張ってまいります

ので、よろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時13分休憩
　　　午後７時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島尻　忠明君　我が党関連の件なのですけれども、
交付金の申請漏れに関して、総務部長、執行残とかい
ろいろ答弁をしておりますが、県の予算書には執行残
という項目があるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）予算書には執行残という項
目はございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　ですから、それを軽々に話すこと自
体おかしいんですよ。私も市にいましたけれども、初
めてですよ。県にはそういう項目があるのかなと思い
ましたよ。おかしな話ですよ。私はこの辺はしっかり
と気をつけていただきたいというふうに思っておりま
す。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時13分休憩
　　　午後７時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○島尻　忠明君　県が平成26年２月に策定をした、
いわゆるインフレスライド条項は、今のでは暫定版に
なっているんですよ。これは今でも暫定版ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時13分休憩
　　　午後７時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県におきましては、
工事請負契約書第26条５項単品スライド条項、第26
条６項インフラスライド条項の各運用マニュアルは、
国のマニュアルを準用しております。国はこれまで暫
定版としていることから、県においても現在の暫定版
の名称のまま使用させていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　これを完成版にする予定はないんで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時14分休憩
　　　午後７時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　その件につきまして
は、国の状況を注視しながら、将来的には暫定版とい
うのをどうするか検討していきたいと考えておりま
す。
○○島尻　忠明君　もう一回、最後の部分が聞けなかっ
た。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時15分休憩
　　　午後７時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　国は国ですから、やはり我が沖縄県
は、そこは大きなウエートを占める業界ですので、
しっかりとその辺は――今回、以前は労務費とか原材
料ということで資料を見ましたけれども、今回エネル
ギーとかいろんなものがあるわけですよ。しっかり完
成版をつくって、その後でまたいろんな足したり引い
たりしたら、やっぱりこの業界を守るためにも必要だ
と思いますのでぜひ検討をお願いしたいと思います
が、答弁がありましたら。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　ぜひ運用マニュアル
の暫定版というのに関しては、今後国の動向を見なが
ら、暫定版という名称が取れるように努めてまいりた
いと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時16分休憩
　　　午後７時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　農林水産部長にお聞きします。
　飼料等は、もちろん価格は上がっているんですけれ
ども、離島に送る場合は輸送費もかかると思います。
その辺の補助はこのメニューにはないということで理
解していいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　今回の飼料価格高騰
対策については、今般の輸入飼料価格高騰に対する緊
急を要する補助と考えております。本島－離島間の飼
料代の価格差は輸送コストに係るものであると認識し
ておりまして、今回の事業の中には、この輸送コスト
のところは残念ながら緊急的なこともありましたので
含めておりません。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後７時17分休憩
　　　午後７時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　農林水産部長、残念ながらじゃない
んですよ。大変、離島は規模も小さい中でいろんな農
業、第１次産業をやっているんですよ。その辺もう一
度、認識をお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　離島の資材等が本島
より高いことは認識しておりますが、生活物資を含む
様々な輸送コストを積算しまして、どのような対応が
可能か検討することはかなり難しいために、今回のこ
の事業の中では輸送コストについては加味していない
ということでございます。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○○島尻　忠明君　最後に修学旅行につきましてですけ
れども、今、修学旅行生――これは県内の方の手当て
なんですが、県外の皆さんに対しての手当ては何か考
えていますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回の補正
で措置しました観光二次交通等利便性向上体制構築事
業、企画券等の割引の部分につきましては、県外の観
光客が直接購入する交通企画乗車券に対しての支援に
なっておりまして、通常、修学旅行生につきましては
タクシーやバスの利用料も含んだ形で旅行商品として
手配する形になっていますので、本事業の対象外とな
ります。一方で、国のほうが７月前半から全国旅行支
援を開始するというふうに発表しております。全国旅
行支援では、修学旅行をはじめとする団体旅行も対象
となっておりまして、県外旅行会社と連携しまして
キャンペーンの積極的な活用を呼びかけまして、県外
からの修学旅行も含めました旅行需要を取り込んでい
きたいと思っております。
　以上です。
○○島尻　忠明君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後７時19分休憩
　　　午後７時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○○仲田　弘毅君　こんばんは。お疲れさまです。
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　会派沖縄・自民党仲田弘毅でございます。
　今日の最後の質問者になりますけれども、最後まで
お付き合いをお願いいたします。
　それでは、通告に従い、所見を交えながら一般質問
を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、沖縄の本土復帰50周年記念式典について。
　沖縄県は、本土復帰50周年を迎え、式典が記念日
の５月15日、国と県の共催で挙行されました。私
は、少年期、青年期を米国施政権下の混乱の中で過ご
してきました。復帰から半世紀が過ぎ、節目の年に県
議会を代表して東京の式典会場で参加させていただき
ましたことは、万感の思いであります。東京の会場に
おいても多くの方々に歓迎をされました。しかしなが
ら、沖縄では復帰50年に様々な考えがあることも事
実であります。基地問題をはじめ、格差、県民所得、
子供の貧困など早急に解決すべき問題が山積しており
ます。
　そこで伺います。
　ア、沖縄と本土で同時開催された50周年記念式典
について、知事の感想をお聞かせください。
　イ、復帰後、本県の50年間の発展と経緯につい
て、知事の見解を伺います。
　(2)、今年は選挙の年であります。前半の名護をは
じめ、南城、石垣、沖縄の４市長選挙が行われまし
た。これらの結果について、どう分析しているのかお
聞かせください。
　(3)、沖縄振興計画や国の基本方針に基づく西銘ビ
ジョンが去る５月31日に発表されました。県の最高
責任者として、どのように評価しているか、伺いま
す。
　(4)、骨太方針が閣議決定されました。沖縄に関す
る記述をどう受け止めるか、知事の所見をお聞かせく
ださい。
　(5)、沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）が県の
産学連携支援を受けて、2018年に開始された起業家
育成支援プログラムについて、知事の見解を伺いた
い。
　２、自然災害について。
　令和４年３月25日、政府の地震調査委員会が、日
向灘及び南西諸島周辺における地震活動の長期評価を
公表し、同地域にマグニチュード８クラスの地震が
発生する可能性を初めて明記しております。マグニ
チュード７から7.5程度の地震が、今後30年間に起こ
り得る確率として、与那国島周辺で90％以上、南西
諸島北西沖のプレート内でも60％になるという高い

数字であります。沖縄の場合、南海トラフ地震よりも
近海で起こる大地震の危険性が非常に高いことが指摘
されております。
　そこで伺います。
　(1)、南海トラフ地震と南西諸島及び与那国島周辺
地震の沖縄への被害想定について、県の見解を伺いま
す。
　(2)、自主防災組織の役割と組織率を伺います。
　(3)、災害対策として、学校や病院、インフラ等の
耐震化について伺います。
　(4)、災害対策本部に設置される非常用電源の整備
状況について伺います。
　３、教育問題について。
　(1)、復帰50周年記念式典においてエマニュエル駐
日米国大使から、沖縄の高校生に２年間の英語教育奨
学金プログラムを設立するという発言がありました。
そのことについて、教育長の見解をお聞かせくださ
い。
　(2)、教職員の志願者が減少していると新聞報道が
ありますが、教育委員会ではどのような対応を考えて
いるか伺います。
　(3)、早朝講座について、高校ゼロ校時見直しとの
報道がありました。教育委員会としての考え方を伺い
ます。
　(4)、東日本大震災では、石巻市立大川小学校にお
いて防災対策が適切に行われなかったことから、大き
な被害につながっております。本県の学校現場におい
て、避難訓練等、防災教育はどのように取り組まれて
いるのか、お聞かせください。
　４、我が党の代表質問との関連については取り下げ
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　仲田弘毅議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)、
各首長選挙の結果についてお答えいたします。
　各首長選挙につきましては、それぞれの候補者が、
地域が抱える課題等の実情を踏まえ、自らの公約を掲
げ、選挙に臨まれたものであり、このことを踏まえ有
権者がそれぞれ判断したものと認識しております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
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ついての(1)のア、沖縄復帰50周年記念式典への知事
の所感についてお答えいたします。
　去る５月15日、政府との共催の下、沖縄会場、東
京会場において開催しました沖縄復帰50周年記念式
典は、天皇皇后両陛下のオンラインでの御臨席をはじ
め、岸田内閣総理大臣、細田衆議院議長、山東参議院
議長、大谷最高裁判所長官、平井全国知事会会長、
ラーム・エマニュエル駐日米国大使ほか多数の御来賓
の出席をいただき、滞りなく終了したところでありま
す。今回の式典では、東京会場、沖縄会場をはじめテ
レビやＳＮＳ等を通して、多くの方々に、これまでの
沖縄の歴史を振り返り、先人たちの労苦や知恵に学
び、沖縄の歩みや平和を愛する沖縄の心、沖縄の自然
や文化、将来の可能性等を発信することができたと考
えております。
　次に２、自然災害についての(1)、南海トラフ地震
など地震による県内の被害想定についてお答えいたし
ます。
　内閣府の令和元年６月の公表によれば、南海トラ
フ地震による県内の被害想定に関しては、死者数は
20人、建物全壊が90棟とされております。また、平
成25年度沖縄県地震被害想定調査における沖縄本島
南東沖地震３連動による地震の死者数は約１万1000
人、建物全壊が約５万8000棟となっており、さら
に、八重山諸島南方沖地震３連動による地震の死者数
は約2000人、建物全壊が約１万1000棟となっており
ます。
　県としては、引き続き、関係機関と連携しながら、
防災対策の充実・強化に取り組んでまいります。
　同じく２の(2)、自主防災組織の役割と組織率につ
いてお答えいたします。
　自主防災組織の活動は、平時は、防災知識の普及、
地域の災害危険の把握、防災訓練の実施等があり、災
害時は、情報の収集・伝達、出火防止・初期消火、住
民の避難誘導、負傷者の救出・救護、給食・給水等の
活動が挙げられます。令和３年４月１日現在の自主防
災組織率は、昨年同時点と比較して全国は0.1ポイン
ト上昇の84.4％、県内は4.1ポイント上昇の37.2％と
なっており、引き続き組織率の向上は課題であること
から、その取組について市町村と連携して実施してま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のイ、復帰後50年間の発展と経緯について

お答えします。
　本土復帰後、これまでの５次にわたる沖縄振興計画
等により、空港、港湾、道路等の社会資本の整備が図
られるとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大前
の令和元年には、入域観光客数1016万人、情報通信
関連企業は累計で490社が新たに立地し、就業者数は
72万6000人、完全失業率は2.7％、有効求人倍率は
1.19倍と着実に成果を上げてまいりました。その一
方で、１人当たり県民所得の向上等はいまだ十分では
なく、自立型経済の構築は、なお道半ばにあります。
加えて、離島の条件不利性、米軍基地問題など本県が
抱える特殊事情から派生する固有課題や子供の貧困の
問題、雇用の質の改善などの課題も残されておりま
す。新・沖縄21世紀ビジョン基本計画においては、
これらの課題解決に向けて取り組むことにより、安
全・安心で幸福が実感できる島の形成を目指してまい
ります。
　続きまして、同じく１の(3)、西銘大臣ビジョンに
ついてお答えします。
　西銘大臣ビジョンは、新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画を後押しし、加速化する趣旨であるとされ、
１、観光・リゾート産業、２、農水産業・加工品、
３、ＩＴ関連産業、４、科学技術・産学連携を重点４
分野として位置づけ、具体的戦略を示しております。
これらの戦略については、新・沖縄21世紀ビジョン
基本計画においても位置づけられており、その方向性
は一致するものと認識しております。
　県としては、国、市町村をはじめ関係機関と連携を
図り、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げた諸
施策の着実な展開が図られるよう、全力で取り組んで
まいります。
　続きまして、同じく１の(4)、骨太の方針に対する
所見についてお答えします。
　先日閣議決定された、いわゆる骨太の方針におい
て、関係各位の皆様の御尽力により、観光をはじめと
する各種産業の振興、北部・離島地域の振興、子供の
貧困対策等の沖縄振興策を国家戦略として総合的・積
極的に推進することが盛り込まれました。
　県としては、骨太の方針に国家戦略としての沖縄振
興について記述されたことは、今後の取組の後押しに
なるものと考えており、引き続き、国と連携を図りな
がら、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づく各
種取組を推進してまいります。
　続きまして、同じく１の(5)、ＯＩＳＴ起業家育成
支援プログラムについてお答えします。
　ＯＩＳＴは、世界を対象に新たな技術開発による起
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業を目指す人材を集め、沖縄での起業につなげるアク
セラレータープログラムを実施しており、県も支援を
行っております。同プログラムを活用した企業の中に
は環境スタートアップ大臣賞を受賞するなど、成長が
期待される企業も出てまいりました。
　県としましては、同プログラムにより研究開発型の
企業が創出され、雇用効果や県内関連産業への波及、
国内外からの人材や資金の呼び込み等を期待している
ところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　２、自然災害についての
中の(3)、学校施設の耐震化についてお答えいたしま
す。
　文部科学省の調査によると、令和４年４月１日現
在の速報値における本県の耐震化率は、小中学校
97.9％、幼稚園95.1％、高等学校98.8％、特別支援
学校100％となっております。　
　県教育委員会としましては、引き続き市町村等と連
携し、学校施設の耐震化に取り組んでまいります。
　続きまして３、教育問題についての中の(1)、英語
教育奨学金プログラムについてお答えいたします。
　復帰50周年記念式典において米国大使が発表した
英語教育奨学金プログラムは、離島在住高校生を対象
とし、大使館の職員等が講師を務め、英会話等の授業
を無償で行う学習プログラムであると聞いておりま
す。本プログラムの活用は、離島地区の高校生にとっ
て語学学習の機会となり、語学力の向上が図られるも
のと期待しております。
　県教育委員会としましては、正式な要項が届き次
第、生徒が本プログラムへ積極的に参加できるよう周
知を図ってまいります。
　同じく３の(2)、教員志願者減少への対応について
お答えいたします。
　沖縄県の教員候補者選考試験の受験者数及び受験倍
率は、全国と比較して高い水準にあるものの、年々減
少しております。その理由としましては、景気拡大に
よる他業種への流出や、長時間労働など教職イメージ
の低下などが考えられます。
　県教育委員会としましては、学校現場の業務改善の
取組等を推進し、教職の魅力向上に努めてまいりま
す。
　同じく３の(3)、県立高校早朝講座についてお答え
いたします。
　早朝講座は、生徒の学習時間を確保し、学力向上と

大学等進学率の改善に大きな役割を果たしてきまし
た。一方で、新学習指導要領により、学習の質を高め
る主体的・対話的で深い学びの実現が求められていま
す。これらを踏まえ、学校教育目標の達成を目指すと
ともに、生徒個々の興味・関心や能力・適性、希望等
に応じた早朝講座の在り方について検討をお願いして
いるところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き、各学校の取
組を支援し、生徒の進路実現を図ってまいります。
　同じく３の(4)、避難訓練及び防災教育の取組につ
いてお答えいたします。
　学校においては、自然災害等から児童生徒の安全確
保を図るための防災教育を特別活動、道徳及び各教科
等で実施し、日頃から防災意識を高める安全教育を
行っております。また、毎年、県内の有識者を招いて
学校安全指導者養成講習会等を開催し、教職員の資質
向上を図っております。避難訓練につきましては、年
間指導計画に防災避難訓練を位置づけ、各種防災マ
ニュアルを作成し実施しているところであります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　２、自然災害につい
て御質問の中の(3)、病院の耐震化についてお答えい
たします。
　令和３年度に実施した病院の耐震改修状況調査で
は、89病院のうち、一部の建物に耐震性のない病院
が７病院、全ての建物に耐震性のない病院が１病院と
なっております。これら８病院のうち３病院につきま
しては、現在、沖縄振興公共投資交付金を活用し、病
院の移転新築等に着手しております。
　県としましては、今後とも、沖縄振興公共投資交付
金を活用し、県内各病院の耐震化を促進していきたい
と考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　２、自然災害につい
ての(3)、インフラ等の耐震化についてお答えいたし
ます。
　土木施設等の多くのインフラでは、地震による崩壊
等により、人命につながる重大な事故に発展する危険
性があることや、災害時等の救助・復旧における物資
や人員等の輸送機能を確保する必要があります。この
ため、土木建築部では、定期的な点検等を実施し、優
先度の高い施設から改修等を進め、施設の耐震化に取
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り組んでおります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　２、自然災害についての
(4)、災害対策本部の非常用電源についてお答えいた
します。
　沖縄県災害対策本部が設置される本庁舎の非常用発
電機は48時間稼働を想定し、本庁舎地階に整備され
ております。同非常用発電機については、地階にある
ため、災害時にあっては浸水するおそれがあります。
また、東日本大震災などを踏まえ、平成28年に策定
された国の指針において、非常用発電は72時間の稼
働を推奨しております。そのため、県においては、
72時間以上稼働する非常用発電機を本庁舎６階相当
の高さに設置する防災危機管理センター棟（仮称）に
整備することとしております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　御答弁ありがとうございました。
　再質問を行います。
　まずは、本土復帰についてであります。
　先ほど答弁で５次にわたり大変評価しているという
お話もありましたが、復帰後50年が経過して何も問
題は解決していないとか、あるいは復帰は間違いだっ
た等の県民の声もあります。知事はその御意見に対し
てどのような感想をお持ちでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時５分休憩
　　　午後８時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄県は今年で本土復帰
50年を迎えるわけであります。なお、その復帰につ
いての意見は、県民や有識者の中にも、様々な御意見
があろうかと思います。
　しかし、この50年間、５次にわたる振興開発計画
及び振興計画によって、着実に沖縄県における社会資
本整備は、順調にその整備が整い、そして５次目の沖
縄振興計画においては、まさにコロナウイルスが世界
中に感染が拡大する前においては、間違いなく沖縄の
ポテンシャルが遺憾なく発揮されていた、そのように
高い伸びを見せていた状況もあります。ですから、復
帰についての様々な意見を踏まえながら、沖縄県とし
ましては、新時代沖縄を見通す、さらなる沖縄の発展
に向けて、50年から先の将来を、しっかりと成長に

結びつけていきたいというように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　知事、沖縄が復帰したことは賢明な
判断だったと私は考えています。当時を思い返して
も、より多くの皆さんが本土復帰を望んでおりまし
た。基地問題はまだ道半ばだと私たちも認識しており
ます。しかし相対的に、本土復帰したことは沖縄県に
とって有益だったと私も確信をしております。今後も
様々な問題はありましょうが、政府と協力して沖縄県
の発展に寄与できればと考えております。そのことに
ついて、知事の所見を伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員おっしゃるとおり、や
はりその復帰においては、それぞれどの角度から評価
をするかということについては様々な御意見があるか
と思いますが、しかし、沖縄県では、これから県民が
望んでいく将来の姿を、間違いなくその復帰の延長線
上で様々な課題の解決を図りつつ、より未来の世代に
対して真に豊かな、平和で豊かな島沖縄の実現を目指
して邁進していくことにおいては、同じ方向性で向い
ているというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　ありがとうございます。
　次に、西銘ビジョンについて伺います。
　大臣ビジョンの発表に対して、知事は、事前に県に
対して意見照会もなく唐突感を持つと不快感を示した
と報道がありました。何をもって唐突感と評したの
か、教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　国においては、強い沖縄経済に向けた西銘大臣ビ
ジョン、これを５月31日に公表するという連絡が前
日の夕方にあったということでございます。これまで
沖縄振興計画あるいは沖縄振興基本方針については、
事前に双方で情報交換をしながら進めていったという
経緯がある中で、今回は前日ということでございまし
た。強い沖縄経済に向けて、大臣ビジョンの沖縄振興
特別措置法等での位置づけがどうなのか、あるいは目
的、意図、内容、こういったものについての説明がな
かったということもございまして、発表前日の提供で
あったということから唐突感を持つという表現にした
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　知事、このビジョンは、昨年12月
の岸田総理の所信表明演説、強い沖縄経済に基づく国
としての取組について語られているというふうに考え
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ております。また、大臣は地元有権者や各首長との意
見交換も行い、この策定はなされており、５月末には
発表することも公表されていたはずであります。県は
どのように認識しておりましたでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　昨年12月に西銘大臣の政策パッケージとか、そう
いったその発表の中で、５月に公表するような形で表
現がされたということで、その辺については認識して
いたということでございます。先ほども申しましたと
おり、沖縄振興基本方針でありますとか、沖縄振興計
画、これについては事前にそういった双方の情報共有
があってということもございまして、事前にそういっ
た連絡があるものと思っていた中で、前日に連絡が
あったということで、今回唐突感をということで表現
したところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　そういうことであれば、この件は、
逆に県のほうから積極的に相談とか意見を取り次いで
いくのが筋だと思うんですが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど来、企画部長から答
弁をさせていただいておりますが、西銘大臣が様々な
タウンミーティング、車座集会などを行っていらっ
しゃるということについては、幅広い方々からの意見
を聴取していらっしゃるのであろうというように認識
は持っておりました。しかし、それがその発表する前
日になって、その西銘ビジョンを発表したいけれども
何か意見はないかというように求められたものですか
ら、これまでは、特に内閣府沖縄担当部局とは綿密に
様々な情報交換をさせてきていただいておりましたの
で、どうしたんだろうという意味での唐突感を持った
んですが、しかし、確認させていただきましたら、
西銘大臣が示されたビジョンは、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画を後押しするという意味で、その方向
性も一致するものということでしっかりと確認させて
いただいたところでありますので、これからもまた、
しっかりと一体となって取り組んでいけるものという
ように思った次第であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　今の答弁も含めて、後日、21世紀
ビジョン基本計画と整合しているので納得できますと
いう記事も出ました。がしかし、そのコメントを出す
前に、目を通した後にコメントを出すべきであって、
なぜ目を通さないで唐突感、不快感が前面に出たかと
いうのは、これは大変理解できません。そして、県と

政府がこのことに対してコミュニケーションが不足し
ているということを、県民にとっては大変不安だとい
うふうに私たちは感じました。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時13分休憩
　　　午後８時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲田　弘毅君　次に、骨太について伺います。
　去る６月７日に骨太方針が閣議決定されております
が、この方針は強い沖縄経済を実現し、各種政策を国
家戦略として総合的、積極的に推進すると明記されて
おります。県はこの施策に対して、具体的にどのよう
なことを要請しているかお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時14分休憩
　　　午後８時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　骨太の方針につきましては、沖縄振興に関する記述
が盛り込まれるように、４月20日、21日に政府与党
に要請を行っております。その内容については、10
項目にわたっておりまして、その中で国家戦略として
沖縄振興策を総合的、積極的に推進すること、長期化
する新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県経済
の回復、雇用の維持、収束後を見据えた県内企業の成
長を図る取組の推進について等々、10項目について
要請を行ったところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　先ほども答弁がありましたけれど
も、国は本県における改正沖縄振興特別措置法を最大
限に活用して、観光をはじめとする各種産業の振興、
北部・離島地域の振興、子供の貧困対策、人材育成や
基地跡地の利用など、沖縄振興策を推進するとされて
います。それから、この骨太の方針を基にして、これ
から沖縄県の概算要求が組まれていくわけですが、知
事、政府としっかり連携をして、県民の声が反映され
るよう最大限に努力すべきだと思いますが、知事の所
見と決意をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　沖縄振興予算のうちの特
に一括交付金、ソフト交付金、ハード交付金について
は、全ての市町村長それから議会議長が一堂に会する
沖縄振興拡大会議、この中でも減額について、これは
復元すべきだという強い声がありました。また、６月
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に全ての市町村長―― 一部欠席した、参加が都合が
つかなかった首長さんもいらっしゃいましたが、ほと
んどの首長さんが、一括交付金についてはぜひ確保す
べきだという強い声がありました。こういう市町村の
皆様の声、これもしっかり関係要路に丁寧に説明し
て、必要性等を訴えていって、知事を先頭にして市町
村と一丸となって連携した上で、所要額を確保したい
というふうに考えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　知事、基地問題も大事であります。
しかし、沖縄148万県民のために、財源を確保すると
いうのは、最高責任者として大きな責務であること
を、ぜひ肝に銘じて頑張っていただきたいと思いま
す。
　次に、ＯＩＳＴについてでありますが、これまで起
業家育成支援プログラム事業の中で、あらゆる実績が
あるという答弁がありましたけれども、例えばＥＦポ
リマー社の問題とか、モズク、シークヮーサー、海ブ
ドウ等の遺伝子の解読・解析、この大変な実績を残し
ているわけですが、それに対する、県としてはどのよ
うに期待をしていらっしゃるかお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　今議員がおっしゃったように、県が支援しているＯ
ＩＳＴのアクセラレータープログラム、これを活用し
て、２社が法人設立をされております。また、今年度
中に２社が設立に向けた準備を進めているということ
でございます。お話のありましたＥＦポリマーですけ
れども、同社は、果物や野菜等の有機廃棄物を原料と
して、農業用の有機ポリマーを開発しております。こ
れは保水性能があって、肥料としても活用できて、干
ばつや土壌汚染等に苦しむ農家に対して、科学技術に
基づいた解決策を提案可能なことということで、海外
からも注目をされておりまして、今年の６月に、世界
規模での環境問題の解決を目的に創設されました英国
の世界的な環境賞、アースショット賞、これにもノミ
ネートをされているということでございます。同社の
ように、世界的な課題の解決に資する可能性のある企
業が県内で誕生して注目を集めていることについて
は、ＯＩＳＴとの連携における成功事例の一つだとい
うふうに考えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　県が実績を評価しているということ
であれば、さらなる拡充をすべきだと思うんですが、
企画部長いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後８時19分休憩
　　　午後８時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　同プログラムにつきましては、開始から４年を経過
したということころでございまして、先ほど申し上げ
ましたとおり成果も現れ始めてきております。
　県としましては、産業振興への効果が一層高まるよ
う、同プログラムの支援の在り方等、ＯＩＳＴと調整
をしながら検討を進めてまいりたいというふうに思っ
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　本県においても、新21世紀ビジョ
ン基本計画がスタートしておりますけれども、ＯＩＳ
Ｔは、その21世紀ビジョンの中での位置づけはどう
なっておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新21世紀ビジョン基本計画におきましては、ＯＩ
ＳＴにつきまして、ＯＩＳＴ等を核とした共同研究の
推進等によるイノベーション創出拠点の形成を掲げて
ございます。ＯＩＳＴの研究成果や国際的なネット
ワーク等を活用いたしまして、県内企業、大学等との
産学連携の研究開発や県内における企業等を支援する
ことで、県内に新たな技術やビジネスモデルを創出い
たしまして、沖縄の産業振興や科学技術の振興につな
げていきたいという考えでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　本県のこの産学連携スタートアップ
事業、大きく期待をしていきたいと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時21分休憩
　　　午後８時21分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲田　弘毅君　次に、自然災害について伺います。
　県は、東日本大震災を受けて、防災・減災の意識改
革と防災計画の見直しを行ったとありますが、内容を
お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時21分休憩
　　　午後８時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
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　私が先ほど答弁したのは、内閣府の令和元年６月の
公表というところで、この南海トラフ地震による県内
の被害想定に関しては、死者数は20名、それから建
物全壊が90棟というふうに答弁いたしました。それ
から、今回の発表を踏まえて、被害想定の見直しが必
要じゃないかというようなお考えもあるかと思うんで
すけれども、今回発表された地震の情報では、沖縄県
内で発生する最大規模の地震をマグニチュード８クラ
スとしております。これに対して、現行の沖縄県地域
防災計画では、東日本大震災の教訓を踏まえ、最大ク
ラスの地震・津波の想定として、実はマグニチュード
９クラスの地震を想定して対策を検討しておりまし
て、被害想定の緊急的な見直しは今のところ必要な状
況にはないというふうに考えております。ただ、今後
の被害想定の見直しについては、専門家の意見を参考
にしながら適切に対応していきたいというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　その見直しの中で、津波、浸水想定
区域のハザードマップの作成とか進捗状況、そして被
災が一番予想される市町村との連携、それはどういう
ふうな状況になっているかお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時24分休憩
　　　午後８時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　先ほど答弁したとおり、現時点では見直しというよ
うな検討をしておりませんけれども、今後その想定の
見直しですとか、そういった作業をするに当たって
は、当然市町村との連携というところは必要となって
まいりますので、必要に応じてしっかりと連携してい
きたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　想定区域の選定とかその対策はしっ
かりやっていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時25分休憩
　　　午後８時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲田　弘毅君　自然災害の(3)、学校、病院、イン
フラ等についての再質問ですが、災害時における負傷
者の治療はもとより、人の命を預かるのは、病院をは
じめ医療機関の大きな責務であります。各県立病院の

耐震化率を再度、もう一度お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　県立病院の耐震化
の状況についてお答えします。
　県立病院は６つありますが、その中で耐震基準を満
たしていないのは、中部病院の南病棟１か所でござい
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　これは平成28年度の資料ですが、
その当時はもちろんその中部病院の耐震化の問題も出
ていたと思うんですが、中部病院、その病院そのもの
の耐震化率、何棟何棟あると思うんですが、そのこと
に関してはどうでしょう。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時27分休憩
　　　午後８時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　中部病院は４棟ございますが、その中で適合してい
ないのは南病棟ということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　ただいまの答弁で、中部病院の耐震
補強工事が予定されているということでございます
が、その工事計画の内容について、分かる範囲で御答
弁お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時27分休憩
　　　午後８時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　現在南病棟の耐震
化について、スケジュールを策定しているところでご
ざいますが、まず耐震化工事の公告を６月末、今週の
末というふうになりますが、そこで入札に関する公告
を行うと。それから７月末に入札を決定し契約を行っ
て、早ければ１か月程度をおきまして、８月の中旬頃
には着工をしたいと。そして年度内にも工事を完了で
きればというふうに計画を立てております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　これは準備期間を入れて大体何か月
くらいの工期を予定しておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時29分休憩
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　　　午後８時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　準備期間も含め
て、工期は8.5か月を予定しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　工期が約９か月、８か月半というこ
とですが、その間、この南病棟で今医師会のほうから
報告が来ている155床の取扱いについて、大きな進言
をいただいているようですが、事業局としてはどうい
うふうに考えておりますでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　155床を――工事
は全部空床にしないと難しい、いわゆる、いながら工
事というのはできないということでございます。155
床をどういうふうにして空けるかに関しては、まず入
院病棟の退院を促進します。新規入院を控えて、残っ
た患者さんを可能な限り本館のほうに収容します。そ
れから、特殊な治療を要するような患者さんにおきま
しては――例えば血液腫瘍とかでございますが――県
立病院それから琉球大学病院に治療等をお願いする方
向でございます。
　それから、一番関心といいますか、憂慮されるよう
な救急の患者さんをどうするかということだと思いま
すが、救急疾患に関しては、基本的にはこれまでどお
り県立病院が――県立病院といいますか、中部病院が
238床を救急患者のために準備して、基本的にはそこ
で入院をすると、そういうふうな予定でございます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　この155床の受入れ問題について、
今中部地区では医師会を含めていろいろ議論が取り交
わされております。資料によりますと、局長、冬場
における中部地区救急病院の一般病床使用率はほぼ
100％を超えているという。この約９か月間の耐震補
強工事というのは冬場を越すわけですが、これはも
う、その救急病床は対応できないということになるわ
けですが、そのことを含めて、提案としてあるんです
が、この民間病院の受入れ要請に当たっては、九州厚
生局へ増床緩和要請をすべきではないかという御意見
があるのですが、そのことについては局長いかがです
か。

○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　先日の質問にもお
答えしましたが、現在今保健所――保健医療部です
ね、そこに今問合せをしているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○○仲田　弘毅君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時32分休憩
　　　午後８時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○仲田　弘毅君　最後に、学校における災害対策関係
について、教育長にお伺いします。
　先ほど、学校の耐震化率の話もありましたけれど
も、東日本大震災の津波で、児童108人のうち74名
が犠牲になった石巻市立大川小学校の仙台高等裁判所
の判決を受けて、学校現場の防災対策が大変注目され
ています。結果的には市と県が敗訴して、遺族に14
億3600万円の支払いが行われたということですが、
子供たちの命と安全を守る学校の責任は大変重いとい
うふうに私も考えております。現在海抜０メートル
から海抜10メートル以下に立地する学校施設は何校
で、この学校の高台への移転計画についてはどうなっ
ているかお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後８時33分休憩
　　　午後８時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　海抜10メートル以下に立地をしている学校につき
ましては、小学校89校、中学校27校、高等学校16
校、特別支援学校５校、合計137校となっておりま
す。しっかりと避難訓練等、年間指導計画に位置づけ
まして実施をしてまいりたいと考えております。
○○仲田　弘毅君　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明28日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後８時35分散会

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

赤 嶺 　 昇

照 　 屋 　 大 　 河

花 　 城 　 大 　 輔
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

赤 嶺 　 昇

照 　 屋 　 大 　 河

花 　 城 　 大 　 輔
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（第４号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和４年
第 ３ 回

令和４年６月28日

（第５号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和４年
第 ３ 回
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議　　事　　日　　程　第５号
令和４年６月28日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第２号議案から乙第22号議案まで（質疑）

出　席　議　員（40名）

欠　席　議　員（8名）

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

令 和 ４ 年
第 3 回

令和４年６月28日（火曜日）午後１時26分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君

24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

４　番　　玉　城　健一郎　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
17　番　　当　山　勝　利　君

20　番　　新　垣　　　新　君
35　番　　花　城　大　輔　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君
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○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた知事玉城デニー君は、本
日の会議に出席できない旨の届出がありました。
　この際、お諮りいたします。
　本日の会議は、都合により延会いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本日はこれをもって延会することに決定い
たしました。
　なお、次会は、議会運営委員会において協議の後、
追って通知いたします。
  本日はこれをもって延会いたします。
　　　午後１時27分延会

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

赤 嶺 　 昇

照 　 屋 　 大 　 河

花 　 城 　 大 　 輔
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

赤 嶺 　 昇

照 　 屋 　 大 　 河

花 　 城 　 大 　 輔





令和４年６月30日

（第６号）

沖縄県議会（定例会）会議録令和４年
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議　　事　　日　　程　第６号
令和４年６月30日（木曜日）

午前10時開議
第１　会期延長の件
第２　乙第２号議案から乙第22号議案まで
第３　陳情第101号及び第105号の付託の件　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　会期延長の件
日程第２　乙第２号議案から乙第22号議案まで
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
　　　　　　　　　　　　 　の一部を改正する条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県犯罪被害者等支援条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第13号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第14号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　損害賠償の額の確定について
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について
日程第３　陳情第101号及び第105号の付託の件　
　　　　　　　　　　　　 

出　席　議　員（42名）

令 和 ４ 年
第 ３ 回

令和４年６月30日（木曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　島　袋　恵　祐　君

４　番　　玉　城　健一郎　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
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欠　席　議　員（６名）

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君

27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
33　番　　大　浜　一　郎　君

34　番　　呉　屋　　　宏　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　６月８日から21日までに受理いたしました陳情20
件は、昨日、配付いたしました陳情文書表のとおりそ
れぞれ所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託い
たしました。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情文書表　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　会期延長の件を議
題といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、７月12日までと議決されて
おりますが、議事の都合により７月15日まで３日間
延長いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。

　よって、会期は、７月15日まで３日間延長するこ
とに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第２号議案から
乙第22号議案までを議題といたします。
　定例会における知事提出議案に対する質疑について
は、先議案件を除き、先例により、一般質問と併せて
行うこととされておりますが、６月28日の議会運営
委員会において、知事欠席に伴う今後の日程を協議し
た結果、先に委員会審査を行うことで意見の一致を見
ております。
　よって、この際、お諮りいたします。
　乙第２号議案から乙第22号議案までに対する質疑
を終結することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって、質疑を終結い
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たします。
　ただいま議題となっております乙第２号議案から乙
第22号議案までについては、お手元に配付してあり
ます議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に
付託いたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　陳情第101号及び
第105号の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情２件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。

　よって、さよう決定いたしました。
　この際、お諮りいたします。
　議案研究及び委員会審査のため、明７月１日から７
日までの７日間休会とすることにいたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明７月１日から７日までの７日間休会とす
ることに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、７月８日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時２分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長
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照 　 屋 　 大 　 河
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議　　事　　日　　程　第７号
令和４年７月８日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問

出　席　議　員（45名）

欠　席　議　員（3名）

説明のため出席した者の職、氏名

令 和 ４ 年
第 ３ 回

令和４年７月８日（金曜日）午前10時２分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

４　番　　玉　城　健一郎　君
40　番　　西　銘　純　恵　さん

42　番　　瑞慶覧　　　功　君

玉　城　デニー　君
照　屋　義　実　君

知 事　　
副 知 事

副 知 事
政 策 調 整 監

池　田　竹　州　君
島　袋　芳　敬　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

嘉　数　　　登　君
宮　城　　　力　君
儀　間　秀　樹　君
金　城　　　賢　君
宮　平　道　子　さん
糸　数　　　公　君
崎　原　盛　光　君
松　永　　　享　君
宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君
松　田　　　了　君

我那覇　　　仁　君
名渡山　晶　子　さん
田　代　寛　幸　君
名　城　政　広　君
半　嶺　　　満　君
日　下　真　一　君
平　松　伸　二　君
下　地　　　誠　君
茂　太　　　強　君
安慶名　　　均　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　質問の日程に変更があったことから、説明員として
改めて出席を求めた人事委員会委員長島袋秀勝君及び
労働委員会会長藤田広美君は、所用のため本日、11
日及び12日の会議に出席できない旨の届出がありま
したので、その代理として、人事委員会事務局長茂太
強君及び労働委員会事務局長下地誠君の出席を求めま
した。
　この際、申し上げます。
　知事から発言の申出がありますので、これを許可し
ます。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　一般質問に入ります前に発言の機会をいただきまし
たこと、誠にありがとうございます。
　私は６月28日火曜日に新型コロナウイルス感染症
の検査において陽性であることが判明し、同日より療
養しておりましたが、昨日、保健所から療養解除の連
絡をいただき、本日から登庁することといたしまし
た。
　多くの重要な議案の審議をお願いしている中で、議
事日程の変更などをお願いせざるを得なくなり、赤嶺
議長をはじめ議員の皆様には御心配と御迷惑をおかけ
しましたこと、深くおわびを申し上げます。

　本日からの本会議に当たり、真摯な姿勢で臨みたい
と存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第１　一般質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　議長、休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　質問通告後に発生した案件で、先
ほどの金武町での案件について、それから沖縄全戦没
者追悼式での岸田総理に対する抗議の声について及び
知事のコロナ感染について、執行部と議長には連絡済
みですので、先例を踏まえて質問を行いたいと思いま
す。よろしくお願いします。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　ただいま金武町の案件について
は、県警本部長から事実関係の説明がありました。
　県として、この事案に対してどういうアクションを
取ったのか、御説明お願いします。

知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長
土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長

病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
警 務 部 長
労働委員会事務局長
人事委員会事務局長
代 表 監 査 委 員
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○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時７分休憩
　　　午前10時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　昨日午後、金武町伊芸区の民家において、窓ガラス
が割れ、弾丸のようなものが落ちているとの情報が
あったことから、県は、現場に職員を派遣するなど状
況の把握に努めました。現時点では詳細が明らかでは
ありませんが、金武町では、過去に米軍による流弾事
故が度々発生しております。今回の事故が仮に米軍に
よるものであるとするならば、日常的に米軍基地と隣
り合わせの生活を余儀なくされている県民に、さらな
る基地負担を強いることにつながりかねないと考えて
おります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携を図りな
がら、情報収集に努め、適切に対応していきたいと考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　県警本部長にお尋ねしますが、こ
の案件の一報が入ったのは、何月何日何時頃だという
ふうな、もし把握していれば御説明お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時８分休憩
　　　午前10時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　県警が認知いたしましたのは、昨日の15時50分頃
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　県のほうは何時何分、どなたから
連絡が入ったのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　知事公室としまして
は、16時35分に、これはマスコミから金武町の民家
に流弾が被弾しているとの情報を入手しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　まだ事実関係がはっきりしていな
いので深い追及はしませんけれども、いずれにしても
事実関係をはっきりさせていただいて、県警本部長、
そして県民の不安を取り除くようにぜひお願いをした
いと思います。
　では、追加質問に行きます。
　沖縄全戦没者追悼式での岸田総理に対する抗議の声

がありました。知事の感想と今後の対応について伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　沖縄全戦没者追悼式は、沖縄戦で亡くなられた全て
の戦没者の御霊を慰めるための式典であることから、
静粛に行われるべきものであり、式典中のやじは好ま
しくないと考えております。やじ等への対策としまし
ては、式典会場入り口に「追悼式につき、式典進行中
はご静粛にお願いします」と書いた立て看板を設置す
るとともに、会場周辺においても、「追悼式につき静
粛にお願いします」、「式典の運営を妨げる行為はお
止めください」と表示しました警告板を提示している
ほか、直接、職員による注意・警告等を行ったところ
でございます。また、県警等とも連携して取り組んだ
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　今部長が答弁されましたけれど
も、知事も本当に同じ気持ちだと思います。私も何回
か追悼式に出ていますけれども、特に今回は、小学２
年生の平和の詩の後の総理のお言葉でした。
　私は、思想信条は理解をします。どういう考えがあ
るか、それは理解をします。しかし、あの場でああい
う発言をすることは、子供たちにもよくないと思いま
す。献花をした小学生、中学生、高校生も聞いていま
した。もちろん発言の自由、そのいろんな自由はある
にしても、場所と時をしっかり検討すべきじゃないか
なと。私も、少なくともあの方々が沖縄県民であると
したら非常に残念ですが、知事、知事本人から答弁い
ただきたいんですけれども、今後どのようにしていく
つもりですか。主催者として、我々県議会も主催者の
１つです。どのようになさるおつもりなのか、答弁お
願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　部長からも答弁がありまし
たが、沖縄戦で亡くなられた全ての戦没者の御霊を慰
めるための式典であることから、やはり静ひつな環境
の中で行われるべきであるというように思います。や
じは決して好ましいものではないと思っております。
　今後も、県警等関係機関と連携をして、厳粛な式典
が運営できるように努めてまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　ぜひお願いします。
　私も担当部局から話を聞いたときに、県の職員がそ
の前で制止をしたということは初めて知りました。そ
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ういうことで、県の職員も一生懸命頑張っていらっ
しゃると思いますが、いずれにしてもああいう場で、
ああいう抗議の声が出ることは、私はよくないと思い
ます。もう一度言います。思想信条は自由です。どん
な思いがあっても結構です。場所をわきまえてほしい
ということは強く申し上げて、この質問は終わりま
す。
　続いて、知事のコロナ感染について伺います。
　(1)の経緯説明、議運への説明の提出時間について
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　６月28日午前に行われ
ました議会運営委員会において、時系列での経緯説明
資料の提出を求められ、同日の午後４時42分に議会
事務局へ提出いたしました。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　そこまで時間を要した理由を教え
てください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　正確な情報をもって御連絡することが望ましいと判
断したことから、時間を要したものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　出された資料は僅か数行、８行か
９行ですよ。この資料は。これに僕はそんなに時間が
かかるものとは思わないですね。なぜそんなに時間が
かかったか。何かがあったのではないかというふうに
思います。
　それともう一つ、保健医療部長、会派に説明したと
きに、感染源はどなたと説明しましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　感染源等につきまし
ては、知事の接触状況を、お話を確認した際に、御親
族の方とマスクなしで１時間半程度、近い距離で接触
したということが確認されました。親族の方がその後
発症していますので、親族の方から知事のほうに感染
した蓋然性が高いというふうに考えておりまして、そ
のようにお話ししたと考えています。
○○西銘　啓史郎君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時15分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○保健医療部長（糸数　公君）　６月28日火曜日に
自民党会派でも説明を求められまして、そのときに―
―すみません、詳細どういう内容で私のほうから説明
したかというのを、ちょっと細かいところまでは覚え
ておりませんけれども、その後の情報を整理した結
果、先ほど述べたような形の判断となったということ
です。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　総務部長は、議運では何と説明し
ましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　たしか６月28日火曜日
の議運の段階で、知事の親族が陽性となった。濃厚接
触となるので議会対応ができないという説明をしたと
記憶しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　知事は、フェイスブックではどの
ように書きましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私のフェイスブックとツ
イッターで感染についてのことを書きましたが、それ
は家族の個人情報に当たるということに鑑み、ツイッ
ターは削除して記事を差し替え、フェイスブックはそ
の部分について記事を編集して掲載させていただきま
した。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　何が言いたいかというと、保健医
療部長ははっきりおっしゃっていました。総務部長は
家族Ａと言いました。知事本人がはっきりフェイス
ブックに書いて修正をしました。情報のコントロール
ができていないんですよ、県庁として総務部長をはじ
め。なぜその調整ができないで、保健医療部長が我が
会派で、個人名じゃないですけれども、特定できる人
の名前を出したのか。これは全てに言えると思いま
す。知事自らそれを出してしまった。私は、蓋然性が
高いことは分かりません、専門じゃないので。
　質問をちょっと変えますけれども、ライブハウスは
先ほど６月25日というふうにおっしゃいました。そ
の日は、その後どこにも寄らないで自宅に帰ったとい
うことでよろしいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
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○○知事（玉城デニー君）　６月25日は沖縄市内のラ
イブハウスに行き、そこで１時間程度滞在した後、近
隣の店舗に挨拶のため立ち寄らせていただいていま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　これも事実かどうか分かりません
けれども、知事をその日見かけたという情報があった
りもするわけですね。これは事実かどうか分かりませ
ん。知事が本当に直接自宅に帰ったと言うのであれば
それが事実でしょう。
　ただ申し上げたいことは、知事、そこが認証店だっ
たかどうかも問いません。いずれにしても、こういう
事態の中で知事がその場所に行ったこと――そこで感
染したかどうか分かりません。家族からの感染だとい
うふうに保健医療部長が言っているんであれば、そう
かもしれません。ただ、その行動自体は、私は決して
県民としても、また県議会としても認められるもの
じゃないと思います。そこを知事がどれだけ理解をし
ているのか。また、自分のフェイスブックにそういう
特定できる人を上げてしまった。知事自ら上げてし
まった。県の職員はそれを、個人情報も含めて家族Ａ
というふうに抑えようとしていた。その気持ちを知事
は踏みにじったんですよ。私は知事に十分に反省して
ほしいと思います。県の職員が一生懸命、その知事の
行動についてカバーする努力をしている。しかし、知
事自ら全然違う行動を取ってしまった。これは知事、
本当に私はゆゆしき問題だと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　この後、多くの我が会派の議員が
この件についても質問すると思いますので、私は次の
質問に移りたいと思います。
　通告していますけれども、知事の政治姿勢について
の(1)、国庫請求手続の錯誤についてでありますが、
事案が発覚した日及び内閣府との調整終了日を伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　本件事案が発覚した日時
は、内閣府から総務部が電話連絡を受けました令和４
年５月２日であります。内閣府から、会計法第27条
の規定に基づく過年度支出による対応を行う旨の説明
があったのが５月20日で、５月26日に実績報告の修
正及び国庫請求を行い、最終的な受入れは５月30日

となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　知事、副知事が事実を確認した日
にちを教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○西銘　啓史郎君　いや、ちょっと待ってください。
知事、副知事に聞いているんですから、副知事、いつ
これを把握しましたか。いや、副知事答弁してくださ
いよ。
○○総務部長（宮城　力君）　５月２日に事案が判明し
た後、連休でしたので５月６日に池田副知事へ報告
し、内閣府との協議を経て、５月20日に内閣府から
過年度支出による対応を行う旨の説明があったこと
を踏まえ、５月23日に知事へ報告を行いました。ま
た、照屋副知事へは、５月30日に報告したところで
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　知事は、23日に報告を受けて、
どのような指示を部下に流しましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず、５月６日の池田副知
事からは、事実関係を速やかに整理、確認して事業に
影響を与えないようというような指示があったという
こと。そして、私からは、この５月23日に報告を受
けた際に、国の対応が確定次第、速やかに公表し、再
発防止策に取り組むとともに、令和４年度の事業執行
には万全を期すようにというような内容で指示をいた
しました。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　これも危機管理だと思うんですけ
れども、総務部長、５月２日に発覚して、連休とはい
え４日後には副知事に報告をしたと。ただ、申し上
げたいことは、悪い情報はすぐ上げるべきだと思い
ます。20日の内閣府との調整が済むまで、もっと言
うと23日まで知事に一切報告が入っていない。知事
は、実はその２日後のアドバイザリーボードで、例の
ゼレンスキー発言をしています。事の重要性を知事は
把握していないんじゃないかなと思っていますよ。
10億円のその重さ、事の重さ。
　そして、私、調べました。モーニングスマイル、毎
週月曜日にやっていますね。その発覚した日、また翌
週も含めて、知事は職員に一言もその話をしていませ
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ん。沖縄の行事の話、そういったことです。私は県の
職員に対して、知事が、こういったことが起きた、こ
れからしっかりやるべきだということは、まさしく
モーニングスマイルでやるべきですよ。沖縄のことを
報告することは、県民、職員の士気高揚にはなりませ
ん。ちゃんとトップとして、職員に対してもう一度気
を引き締めてもらうことをしっかり指示するのが、私
は知事の仕事だと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　次に行きますけれども、先議案件
の与党議員に対する知事答弁について、真意を伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　知事は、予算の執行権限
を有しておりますが、判例によりますと、その事務の
一部を補助職員に専決させることとしている場合、当
該職員が違法行為をすることを認識・予見し、それを
阻止すべき指揮監督上の義務に違反したときに限り、
その責任を負うものとされております。先般の知事の
発言は、今回の事案が、事務決裁規程に基づき、所属
部内において事務処理をするものであり、知事の政策
判断に関わるものではなく、指揮監督を行ったもので
もないことから、知事に賠償責任等の直接的な責任は
生じないとの趣旨でお答えしたものであります。
　しかしながら、知事は県の事務について包括的な執
行管理権限を有することから、行政の長として、公務
に対する信頼を損ねることとなった事態を重く受け止
め、また、再発防止に取り組む姿勢を明らかにするた
め、給与減額の判断をされたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　ちょっと質問を変えますけれど
も、尼崎市での事案について総務部長、把握している
ことを報告してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　報道ベースによるものし
か承知しておりませんが、たしか情報管理の委託を受
けている業者さんが、職場外に持ち出しが禁止されて
いる、あるいは承諾を得ないと持ち出せないものを勝

手に持ち出して、そして飲酒をし、路上で寝込んでし
まってかばんを紛失したという事案と承知しておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　市長はどのような責任を取りまし
たか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　申し訳ありません。
　尼崎市長の状況については把握しておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　総務部長、それじゃいけないと思
いますね。今の事案が分かっていれば、市長が何をし
たか分かっているはずですよ。夏のボーナスを全部
カットですよ。しかも委託先で実質被害がなかったん
ですよ、これ。実被害がなかったことに対しても、尼
崎市長はボーナスの150万円ぐらいでしたか、カット
しました。我々は県の職員、私は個人的にＡさん、Ｂ
さんを責めるつもりはないんですけれども、知事が責
任がないということに対して私は非常に疑問を感じる
んです。
　権限を移譲することと、責任も移譲することは違う
と思います。ですから、私はもう本当に申し上げま
す。先ほども言いました。思想信条の話をしました。
県の職員だって全て知事と思想信条が一緒だと私は思
いません。でも、知事のために部長をはじめ、多くの
職員は知事、部長を支えるために働いているんです
よ。それを知事が、私は責任はありませんと。それを
軽々しく述べることを私はどうも信じられない。もっ
と職員を大切にしてくださいよ。知事を支えている多
くの職員、その方々の気持ちを思うと、あの発言は私
は撤回すべきだと思います。責任がないなんて言わな
いでくださいよ。全ては私に責任がありますというぐ
らいの気持ちじゃなければ、給与のカットも、私はも
うパフォーマンスにしか見えません。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　では次に行きます。
　平和で豊かな沖縄の実現に向けた建議書について。
　ア、県民からの意見募集について以下のとおり伺い
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ます。
　募集期間及び回答者数（年代別状況・特徴等含む）
について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県では、復帰50年の節目に、新たな建議書につい
て検討を行うため、今後50年先の沖縄のあるべき姿
について、２月18日から３月11日まで、県民意見募
集を行いました。意見募集においては、幅広い世代の
方々533名から回答をいただきました。そのうち、高
校生を含めた10代以下の若い世代からの回答が365
名、全体の約７割を占めておりました。
　以上です。
○○西銘　啓史郎君　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○企画部長（儀間秀樹君）　特徴ですけれども、先程
も答弁いたしましたが、533名のうち、高校生を含め
た10代以下の若い世代からの回答が365名と、全体
の７割ということで、若い世代からの回答が比較的多
かったということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　質問、問１(2)のアの(ｲ)、本土復
帰について、どのような回答だったか教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県民意見募集において、沖縄の本土復帰について
知っていたかの質問に対しまして、知っていたと答え
た方が86％、そのうち学校で学んだと回答した方が
64％となってございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　私、これも非常に違和感を感じる
んですね。このアンケート、県のホームページですけ
れども、10代以下が約７割もいる。そして本土復帰
のことは学校で学んだというのが約７割、73％です
よ。以前、沖縄歴史教育研究会のアンケートでは、復
帰した日を回答できたのは22％と出ていました。こ
の差が私は非常に何かおかしいと感じるんですが、県
はどのように感じますか。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　今回の意見募集について、積極的にその意見を出し
たというところで、意識の違いでそういうところもあ
るのかなというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　お住まいの地域というアンケート
があるんですけれども、中部地域が360人ですよね。
非常に私、偏りがあるような気がするんです。まあ分
かりません、どういう方々がこのアンケートに答えた
か知りませんけれども、あまりにも、高校生の全体の
中とこの差。意図的に教育をして回答したのではない
かという気もします。分かりません、これは。
　ですから、申し上げたいことは、こういった県民意
見募集やりましたよ、多くの声を拾いますと言うけれ
ども、本当に声なのか私は疑問があります。このこと
について、あまりとやかく言いませんけれども、ぜひ
県民の声を拾ったという形にするのであれば、この中
身をしっかり精査してもらいたいと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　有識者との意見交換会について、
開催の詳細、公開・非公開、テーマ、議題、意見等に
ついて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県では、復帰50年の節目に新たな建議書を検討す
るに当たり、地方自治権の確立と県民本位の経済開発
に関する分野、そして反戦平和と基本的人権の確立に
関する分野、この２つのテーマに分けて、将来の沖縄
の姿などについて有識者の意見交換会を実施いたしま
した。有識者からは、基地の整理縮小や沖縄から平和
の発信、経済的自立・発展などを求める意見などが寄
せられました。当該意見交換会については、その内容
が県内部の検討段階の情報であり、出席者の自由かつ
率直な意見交換を確保する必要があったことから非公
開としておりましたが、建議書公表後、速やかに議事
録を県ホームページにて公表したところでございま
す。
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○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　(ｲ)については取り下げたいと思
います。
　次、ウに行きます。
　「沖縄を取り巻くアジア太平洋地域の今後の情勢等
について重大な危機感を持たざるを得ません」とある
が、重大な危機感とは何か具体的に伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、アジア太平洋地域の安全保障環境が厳
しさを増している中、軍事力の増強による抑止力の強
化がかえって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずる
ことを懸念しており、ましてや米軍基地が集中してい
るがゆえに沖縄が攻撃目標になることは、決してあっ
てはならないと考えております。
　今年２月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻
は、77年前の沖縄戦の記憶を呼び起こすものであ
り、今なお住民を巻き込んだ戦争が起こり得るという
現実と、戦争の悲惨さを改めて認識させるものである
と考えております。これらのことを踏まえて、重大な
危機感と表現したものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　次に行きます。
　沖縄県を取り巻くロシア・中国・北朝鮮情勢につ
いて、ア、日経新聞５月25日、「中国、砂漠に日米
「標的群」」の記事について、知事は目を通したと思
いますが、その知事の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　御指摘の記事は、中国
のタクラマカン砂漠に、米軍の空母や自衛隊の早期警
戒管制機等に似せた構造物が設置されていること、こ
れらはミサイルの命中精度を高めるための標的である
こと等を指摘する専門家の見解を示しつつ、中国のミ
サイル能力の向上に向けた活動の一つであることを報
じたものと認識しております。
　県としては、中国のミサイルを含む軍事力の強化等
によってアジア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを
増していると認識しておりまして、同地域の緊張が高
まり、不測の事態が生ずることがないよう、関係国等
による平和的な外交・対話によって緊張緩和、信頼関
係の構築が図られることが必要であると考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　以前の質問で私、軍事衛星の話を
しました。中国、ロシア、軍事衛星の話をさせてもら
いました。もう、軍事衛星によって各国の武器が手に

取るように分かる――これもまさしくこの軍事衛星か
らの情報だと思います。
　私が申し上げたいことは、現実をやはり正確に捉え
ることが大事だと思います。こういうことが行われて
いる、中国で行われていることを、私たち県民、国民
も知りながら、その中でどういった平和を守るのか。
よく積極的な平和主義であるとか、消極的、現実的と
いいますか、要は、理想的な平和主義とよく言われま
すけれども、私は平和は理想だけでは守れないと思っ
ているんですね。ですから、もちろんこの後質問にも
行きますけれども、現実を見据えた上で何をするかが
大事だと思います。
　そこで(4)番に行きます。
　知事としての危機管理体制についてですけれども、
危機管理の重要性等、基本的な考えについて伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　危機が発生するおそれ
がある場合または発生した場合において、危機の発生
を防止し、またはその被害、損失を最小限にとどめる
ため、迅速な初動体制の確立と的確な応急対策等を実
施することが重要であると考えております。このた
め、想定される事象に応じた緊急対応マニュアル等の
整備や見直し、それに基づく訓練や研修等を行い、平
素から職員の危機管理意識の向上を図っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　７月の初旬に通信障害がありまし
たね、ＫＤＤＩの通信障害。これも多分総務企画委員
会で質問が出たのかもしれませんけれども、こういう
いろんな被害というか、病院なりいろんなところで出
ていると思うんですよね。県として実態を把握されて
いるかどうか、ちょっとお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としましては、平成18年３月27日に、沖縄県危
機管理指針というものを作成しておりまして、その危
機については主に４つに類型しております。
　災害対策基本法で規定する災害、石油コンビナート
等災害防止法で規定する災害、さらに武力攻撃事態対
処法で規定する武力攻撃事態等、これらのほかに、テ
ロですとか有害化学物質、それから暴動、重大な食
品・飲料水の事故等々やっておりまして、その想定さ
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れる具体的な危機事象として54の危機事象を想定し
ております。今議員御指摘の大規模通信障害というこ
とですけれども、県庁舎の通信については、対応マ
ニュアルというものは策定しておりますけれども、こ
の民間企業がサービスの提供者となる今回のような事
案については、住民生活への影響等を踏まえまして、
関係部局で連携して検討する必要があるというふうに
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　続いて、ロシアのウクライナ侵攻
から学ぶものは何か伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　ロシアによるウクライ
ナ侵攻は、戦争が過去のものではなく、今も起こり得
るものであること、住民の生命財産、社会インフラ等
に甚大な被害が生じること、戦争状態となった地域に
おいては、住民の避難は困難を極めること等を改めて
示したと認識しております。このため、事態が切迫す
る前の早い段階から、外交による緊張緩和、信頼醸成
を図る必要があるということを、重大な教訓として受
け止めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　次に行きます。
　知事の台湾有事についての認識を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　令和３年版防衛白書に
おきましては、台湾周辺での中国側の軍事活動の活発
化と台湾側の対応により、中台間の軍事的緊張が高ま
る可能性も否定できない状況となっているとされてお
ります。また、台湾をめぐる情勢の安定は、我が国の
安全保障はもとより、国際社会の安定にとっても重要
であるとしております。
　県としましては、関係国の平和的な外交・対話によ
る緊張緩和、信頼醸成が極めて重要であると考えて
おり、本土復帰50年に向けた要請や新たな建議書な
ど、機会あるごとに日米両政府に求めているところで
あります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　いろんな国民のアンケートでは、
やはり台湾の有事については、もう知事が発言した、
まことしやかではなくて、やはり危機管理――先ほど
からお話があるように、最悪のことを想定していろん
な準備をするべきだと思います。ですから私は、知事
のそういった危機管理の認識が甘いと、救えるべき県
民の命も救えなくなる、そのように思います。
　次に行きます。

　エ、北朝鮮の弾道ミサイル発射等、威嚇行動がなぜ
行われるか、その背景には何があると考えるかを伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　令和３年版防衛白書に
おきましては、北朝鮮が極めて閉鎖的な体制を取って
いることなどから、北朝鮮の動向の詳細や意図を明確
に把握することは困難とされております。
○○西銘　啓史郎君　それだけですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　防衛白書におきましては、北朝鮮の動向の詳細や意
図を明確に把握することは困難とすると同時に、北朝
鮮が軍事先行の原則で軍事を全ての事業に優先させる
先軍政治を堅持していること、それから通常戦力にお
ける著しい劣勢を大量破壊兵器や弾道ミサイルの増強
により補おうとしていると考えられることと記載して
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　もちろん、国防は国の専権事項な
んですが、我が県としても、やはりいろんな――先ほ
どからロシア、中国、北朝鮮というのは、動きは注視
すべきだと思います。特に、人口2500万人と言われ
ている国家で、しかもこの2022年６月５日現在でミ
サイル17回33発も発射しているという、この威嚇行
動が行われることは、やはり後ろにロシアがいたり中
国がいたり、いろんな形でのものが私はあると思いま
す。もし仮に、中国、ロシアが北朝鮮に全く何の支援
もしないような国家だとしたら、私はそこまでできる
かどうかは疑問です、これは個人的な見解です。
　その中で、オに行きますけれども、国民保護計画に
ついて以前も質問しました。どのように取り組むべき
かを伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　県では、沖縄総合事務
局や自衛隊、先島諸島を含む市町村等の関係機関と、
平素の取組や武力攻撃事態等における対応について整
理することを目的に意見交換会を実施しておりまし
て、引き続き協議を重ねた上で、今年度末に県独自の
図上訓練の実施を予定しております。また、消防庁や
内閣官房とは、国民保護に関する取組や住民避難の課
題等について、密に調整を行っているところでありま
す。
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○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　その県の計画の中で、平素からの
備え５項目、その１、その２、６項目ありますけれど
も、今どのような状況になっているかお答えくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平素からの備えや予防としまして、今議員がおっ
しゃられた県における組織・体制の整備ですとか、関
係機関との連携体制、それから非常通信体制の整備、
さらには避難及び救助に必要な基礎的資料の準備です
とか、運送事業者の輸送力の把握、それから国民保護
に関する訓練の実施等々定めております。その中で、
県における組織・体制の整備ということにつきまして
は、国民保護法による国民保護措置を実施するために
は、国による武力攻撃事態等の事態の認定が必要とな
ります。そのため、事態認定前の場合は、万一の事態
に備え、県として全庁的に対処するため、県危機管理
連絡会議の招集、または知事を本部長とする危機管理
対策本部を設置いたします。事態認定後には、国から
県国民保護対策本部の設置すべき県の指定の通知が
あった場合については、直ちに沖縄県国民保護対策本
部を設置して新たな体制に移行すると、そういう体制
を取っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　知事の５月25日の会議の結論と
して、要は輸送が困難だと。島の人たちの輸送は困難
だから、これは絶対起こしてはならないという、何か
あったようですが、これは事実ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　同会議の中で、国民保
護に関する意見も幾つか出されまして、輸送に関する
問題も出されました。その武力攻撃事態等における輸
送量の確保につきましては、国が作成した国民の保護
に関する基本方針におきまして、沖縄県の住民の避難
については、国が特段の配慮をすることが必要とされ
ておりまして、３つございます。航空または海上によ
る避難のための運送手段の確保、それから陸路による
避難のための運送手段及びルートの確保、それから県
外での避難住民の受入れ、そういったものが明記され
ております。
　県としましては、国と連携、協力して沖縄関連路線

における航空機、それから沖縄関連航路に係る船舶等
の優先的な確保を依頼することなどによりまして、避
難に必要な航空機、船舶、飛行場及び港湾の確保に努
めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　先ほど言いました、現実的な平和
主義といいますか、有事にもう何があるかわからない
中で、そういうことが想定されて、これが救済できな
いという結論になるなんて私は考えられないんです
ね。もちろん、それを起こさないために何が必要か
は、国なり、米国とか含めたいろんな動きがあると思
いますけれども、そういう想定をしないで、無理だか
らということは、もう有事のときには我々島民を救え
ないということを知事はもう認めているということで
よろしいんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど来答弁させてい
ただいておりますのは、やはり平素における訓練、そ
ういったものが重要であるというふうに考えておりま
して、当然これは県だけで実施できることではありま
せんので、国、それから関係市町村、それから運送事
業者等々、連携しながら取り組んでいくべきものであ
るというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　私はこの質問、以前公室長にしま
したけれども、二千二十何年に予定ですぐらいの話で
した。訓練はですね。図上訓練も含めて。
　私はウクライナの侵攻によって学ぶべきことは、い
つ何が起こるかわからないということは、我々は県
民、国民としてしっかり現実を見据えるべきだと思い
ます。その中で何ができるか。県民、市民の命を守る
ために、離島の住民を守るために何ができるのかを改
めて準備しておかないと、想定していませんでした、
まさかこんなことが起こるとは思いませんでした、だ
から市民、県民、島民の命は守れませんなんて知事が
言ったらだめですよ。それを、本当にまことしやかに
という発言も私は非常に問題だと思いますけれども、
いまだにまことしやかにと知事が思っているなら、も
う知事の危機管理を疑います。
　ぜひこれは、危機管理というのは最悪のことを想定
して準備をするんです。それが起こらなかったとして
も、その準備をしっかりやる。これは、県、国が一緒
になってやってほしいと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
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　　　午前10時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○西銘　啓史郎君　令和４年度の重点施策、冊子に
なって目を通しました。
　重点施策は所信表明とほぼ同じ内容だと思います
が、知事の思いが込められているという理解でよろし
いかどうか、知事、答弁をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　重点施策は、県政運営の基本方針と当該年度におけ
る重点的に取り組む事業を明らかにし、広く県民に周
知するために作成をしております。その内容ですけれ
ども、向こう１年の知事の所信、県政運営の方針など
を表明した知事提案説明要旨の内容と、令和４年度重
点テーマや県政における重要性等を考慮した重点施策
事業で構成されておりまして、知事の決裁を経て決定
をしたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　これは企画部で作成をして、知事
は目を通しているという理解でよろしいですか。知
事、お答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この重点施策、先ほど部長
からも答弁がありました、県政運営の基本方針、当該
年度における重点的に取り組む事業、それを明らかに
して、県民に周知するために作成をしておりますが、
当然私の向こう１年の所信と県政運営の方針などを表
明した知事提案説明要旨の内容としっかりと重なって
いるものということになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　企画部長、すみません。知事提案
説明要旨、知事の所信表明の７ページの17行から23
行まで読み上げてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　読み上げたいと思います。
　「県としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日
も早い危険性の除去につながらないと考えており、政
府に対し、対話によって解決策を求める民主主義の姿
勢を粘り強く求めていくとともに、普天間飛行場の速
やかな運用停止を含む危険性の除去、県外、国外移設
及び早期閉鎖・返還と辺野古に新基地は造らせないと

いう公約の実現に向けて、今後も、あきらめず、ぶれ
ることなく、全身全霊をもって、取り組んでまいりま
す」。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　じゃ重点施策の８ページ目、上か
ら７行目ですかね、そこから最後、十何行まで読み上
げてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　読み上げます。
　「県としては、辺野古移設では普天間飛行場の一日
も早い危険性の除去にはつながらないと考えており、
政府に対し、対話によって解決策を求める民主主義の
姿勢を粘り強く求めていくとともに、普天間飛行場の
速やかな運用停止を含む危険性の除去、県外、国外移
設及び早期閉鎖・返還と辺野古に新基地は造らせない
という知事公約の実現に向けて、取り組んでまいりま
す」。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　なぜ、「今後も、あきらめず、ぶ
れることなく、全身全霊をもって」という文字が削除
されたんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　知事提案説明要旨について、全身全霊をもってとい
うふうな言葉がございます。これは知事の所信表明と
いうことでございまして、知事の思いも含めて記載さ
れているということでございます。一方で、この重点
施策は、行政として今後１年間のということでござい
ますので、そういう思いとかそういったものは記載し
ないような形にしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　知事は、これに目を通したとおっ
しゃいました。私は、知事の思いが弱くなったんじゃ
ないかなという気がしました。
　前も言いました。いろんな所信表明で、毎年ごとに
基地の問題がページが下がっています。知事はページ
は関係ないとおっしゃいました。でも今、重点施策で
も明らかに、この今後諦めずに、これ県としてはとい
う主語ですよ。同じ内容ですよ。私は、こういうもの
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一つを取っても、恐らく知事の思いというのは――正
直言うと知事目を通していないんじゃないかと思った
んですが、こういう思いが伝わらない表現になるとい
うことを知事は御存じでしたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど答弁をさせていただ
きました、重点施策として公表する、あるいはこれを
進めていくために取りまとめるという場合において
は、県においてのいわゆる県民に対して県の姿勢を明
確に示していくという点においては、私はこの方向性
は一貫しているというように思います。
　ただし、所信表明は、先ほどこれも答弁にありまし
たように、私の思いの部分をやはり載せて発信をして
いくというところから、そのような言葉の使い方など
についても、当然その所信表明という中においての私
の熱意というものが感じ取れるように述べさせていた
だいているものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○○西銘　啓史郎君　恐らくそういう思いが私はもうだ
んだん弱まっているんじゃないかという気もします。
　それと、今回の質問で取り下げましたけれども、私
は県の職員の士気高揚、どうなっているか非常に気に
なります。特に、知事部局、いろんな方々が知事のた
めに汗を流しています。先ほども言いました、知事と
は思想信条が違う職員もいると思います。その方々
の、部長も含めてとにかく知事を支えている。私は県
の職員の幸福度といいますか、ウェルビーイングとい
う言葉を質問では使っていますけれども、それは非常
に大事だと思います。県が一つの会社だとしたとき
に、県の職員一人一人、株主は県民かもしれません。
納税者として。その一人一人の県民の思いを知事がど
れだけ本当に把握をしているのか。
　イギリスの首相も今回辞任をするそうです。その理
由が、コロナ禍でパーティーをしたことだそうです。
申し上げたいことは、知事が今まで行ったことは、正
直言って大変県民にはショックを与えています。発言
もしかり。
　知事がこれから２期目に出馬されるということを表
明されました。県民はしっかり見ています。知事のこ
れまでの対応。この県民に対する軽い思いをしっかり
追及をして、私の質問を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　まだおはようございますと言って
もいい時間だと思います。
　会派自民党の小渡良太郎でございます。
　このまま質問の要旨に従って早速一般質問をさせて

いただきたいと思うんですけれども、まずは１、ス
ポーツ行政に関して(1)、来年2023年８月、沖縄県
で第19回ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ
が開催されます。このバスケットボールは、2019年
に行われたラグビーをはるかにしのぐ、４億5000万
人、世界第２位の競技人口と言われている世界有数の
スポーツでありまして、その世界大会ともなれば、相
当の観客が沖縄を訪れることになるだろうと予想され
ます。また、沖縄を訪れないにしても、かなりの方々
が沖縄に注目するということにつながると思うんです
が、主催県として、大会のつつがない開催以外にも
様々な事柄について相応の対応が期待されると考えて
いるんですが、現状、県の認識とこれまでの県の取組
について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　お答えしま
す。
　令和５年８月から開催される本大会は、世界の
トップ32か国中、日本を含む８か国が沖縄に集結す
る世界最高峰の大会であります。本県の豊かな自然や
独自の歴史・文化を世界に発信する絶好の機会となり
ます。これまで県は、各種のスポーツ試合会場、メ
ディア、県内外の空港等を活用して大会の周知や誘客
プロモーションを行ってきました。今月中旬には、沖
縄市をはじめとする関係機関と開催地支援協議会を創
設し、大会成功に向けた各種取組を推進していくこと
としております。また、大会開催に係る沖縄への誘客
促進や国際交流等について、国庫補助金の活用を調整
しているところです。
　県では、本大会を通じて、スポーツコンベンション
の推進による地域経済の活性化を図ってまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　今答弁にもありました、この開催
のための経費に関してもう少し詳しく現状を教えてく
ださい。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　大会を主管
する日本バスケットボール協会によりますと、全体で
は39億円でございます。そのうち、地域に係る部分
ということでは、約25億円と見込んでおります。大
会の運営主体であるＪＢＡ、日本バスケットボール協
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会におきましては、開催地負担金のスキームは見直し
た上で、本大会を通じて得られる沖縄への誘客促進、
県民の国際交流等の沖縄振興に関する経費について、
国庫補助金、今、具体的には特定事業推進費の民間補
助金、それの活用を調整しているところでございま
す。
　県におきましても、同大会は沖縄振興に資するもの
であると考えておりますので、同補助金の活用につき
まして積極的に関与しまして、調整を進めているとこ
ろでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　この開催地の負担金に関して、関
係市町村といろいろと調整が難航しているという話を
以前聞いたんですが、現状どうなっているのか教えて
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　開催自治体
が連携して大会を支援する開催地支援協議会、これを
７月の中旬、今月中旬に創設することを予定しており
ます。創設時の構成は、沖縄県の知事、副知事、それ
から関係部局、それから教育庁、関係市町としまし
て、沖縄市、那覇市、宜野湾市、北谷町それから内閣
府沖縄総合事務局、県警本部、沖縄観光コンベンショ
ンビューロー、沖縄県スポーツ協会、それからＦＩＢ
Ａバスケットボールワールドカップ2023日本組織委
員会――ＬＯＣと呼んでおりますが、これらを構成団
体とする協議会を設置することとしておりまして、関
係市町の了解は得られているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　協議会経費の分担に関して、いろ
いろと先ほどみたいに、調整が難航しているという話
があったんですけれども、現状はどうなっています
か。もう一回聞きます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　先ほども御
説明したところですが、大会の運営主体であるＪＢＡ
におきまして、開催地負担金のスキームを見直した上
で、本大会を通じて得られる沖縄への誘客促進、県民
の国際交流等の沖縄振興に関する経費について、特定
事業推進費、民間補助金の活用を調整しているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。

○○小渡　良太郎君　その調整によって市町の負担分と
いうのはどうなりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　現在、内閣
府のほうと国庫補助金の活用について検討していると
ころでございますので、その調整を経て、さらに関係
市町村のほうとも、引き続き調整を進めていきたいと
考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　先ほども申し上げたように、関係
市町の負担、分担について調整が難航しているという
話を聞いたと、再三述べているんですが、今後この関
係市町の負担が、例えば当初の額よりも増えるとか減
るという想定は、県で今何か持っているでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時８分休憩
　　　午前11時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国庫補助金
を最大限活用できるように調整しているところでござ
いますので、そこを国のほうに、ＪＢＡも含めまし
て、丁寧に説明しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　この協議会なんですけれども、県
が入るのは分かります。警察とかビューロー、あと沖
総局が入るのも理解できるんですけれども、関係市町
村として沖縄市、那覇市、宜野湾市、北谷町の４市町
だけになっている理由は何でしょうか。教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄市は、
開催会場である沖縄アリーナの所在地となっておりま
す。それから那覇市においては、公式ファンゾーンと
いうものを設置することになっております。また、北
谷町と宜野湾市におきましては、選手の宿泊等、そう
いった形で密接な関係がございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
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○○小渡　良太郎君　それでは、現在の県の考え方とし
ては、この４市町以外はワールドカップの云々にあん
まり関わらないということで認識をしている、そのよ
うに進めるということで理解してよろしいでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩　　　　　　
　　　午前11時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県及び市町
が中心となった開催地支援協議会、そこで受入れサ
ポートを中心に行ってまいりますが、それ以外に、市
町村への情報共有を目的とする全41市町村で構成す
る市町村連絡会を設置することとしております。そ
ういう市町村に対しまして、情報共有することによ
り、例えば今始めているところでございますが、トロ
フィーを活用した離島を含めた学校への訪問などを通
じて出前講座を実施したり、あるいは出場チームの事
前合宿の誘致、それから子供たちの交流、または離島
を含め県内の多くの子供たちが大会を観戦できるよう
な仕組みづくり等々、そういう幅広い取組を全市町村
と情報共有をしながら進めていきたいと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　関係市町、４市町からいろいろと
話を聞くと、県は県全体の観光振興に資すると、ま
た、いろんな形で沖縄のイメージアップ、ＰＲにもつ
ながっていくという話をしていて、今の答弁だと、離
島を含めて事前合宿の誘致とかいろんなことを行って
いくつもりが県にはあるという話は分かりました。で
も、開催地協議会の取組は全県でやるのに、何で４市
町だけで費用負担しないといけないかというふうな不
満の声も聞こえているわけであります。もし、全県的
にこういった形でやっていくというのであれば、県が
一括して持ちますよというふうな形で言ってもいいと
思うんですが、県の考えを教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　４市町にお
きましては、それぞれ主会場であったり、あるいは
ファンゾーンを構築していただいたり、あるいは選手
の事前合宿なり、来られた観光客の宿泊が想定された

りというところで、大きな関わりを持っていただきま
す。そういう関わる中での市町の取組度合い、そう
いったものを勘案しながら、市町のほうに開催地協議
会として負担をお願いすると、そういう調整を進めて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　開催地協議会としての負担をお願
いするその見返りとして、事前合宿とか、宿泊地と
か、公式ファンゾーンとかいろんな部分、沖縄市はア
リーナを持っていますから、開催地としての部分があ
るよという話をしたんですけれども、一方で、離島と
かでも事前合宿ができるように誘致を進めていくとい
う話をしているじゃないですか。開催地の負担金は４
市町で負って、このワールドカップのものは全県でや
りますという話になると、市町からしたら、何で私た
ちが負担金を出しているのに、ほかのところでやって
いるのという話にならないですか。全県でやるんだっ
たら、全県で連絡会もやるという話もありました。全
県である程度負担していく、でも離島の町村には厳し
いから、県がしっかり持ちますよというぐらいの気概
を持って臨むべきだと思うんですが、今の話だと負担
金は４市町でやります、取組は全県でやりますと。ア
ンフェアかなと思うんですけれども、見解をお聞かせ
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　特に４市町
につきましては、関わりが深く、積極的に関わってい
ただく役割がございますので、そこを理解していただ
きながら連携して取り組んでいきたいと思っておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　関わりが深いという話をされたん
ですが、那覇市の公式ファンゾーンについて、これは
那覇市からファンゾーンを設けたいということで打診
があったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時15分休憩
　　　午前11時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　大会主会場
以外に、人が多く集まれる場所というところで、ＦＩ
ＢＡから提案がありまして、那覇市が適当だというと
ころで、那覇市のほうに御相談をしているところで、
那覇市も設置することについて理解を得られていると
ころでございます。
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○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　設置の理解は得られるでしょうけ
れども、負担金を分担しなさいというところについて
は、あんまり理解は得られていないような気がしま
す。事前合宿とか宿泊に関しても、宜野湾市、北谷町
という話がありましたが、負担金――この協議会経費
の負担をするということについては、あんまり芳しく
ない答えが私のほうには来ております。
　先ほども申したように、全県で盛り上げていく、全
県を活用して、離島も含めて、例えば離島へ事前合宿
に行くという話になったら、バスケットボール競技者
以外も盛り上がってくるわけです。そういう形で、沖
縄全県を利用して、この機会をうまく活用していくと
いうのは非常に重要だと思うんですけれども、じゃ一
方で、開催地の負担金を一部の市町に押しつけるとい
うことにならないかと。県がそういうつもりで拡大し
てやろうと言うんだったら、全体から取るか、県が持
つか、どっちかしかないんじゃないのという話をして
いるんですが、改めて県の見解を、負担金は４市町に
押しつけるけれども、全県盛り上げていきますという
つもりなのか、そうじゃないのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　大会の運営
主体であるＪＢＡにおきまして、現在、開催地負担金
のスキームは見直した上で、沖縄振興に資するという
観点から、特定事業推進費の民間補助金の活用を調整
しているところでございますので、そういった国庫補
助金を活用することによりまして、地元の負担、それ
を軽減するというところと、あと各市町村がこの大会
を通して、いろんな効果が出てきますので、そういっ
た効果に着目して積極的に関わっていただくというと
ころで、連携して取り組んでいただきたいと思ってい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　ラグビーのワールドカップのとき
でも、東京都と国が、ばんとやるという形で決めて、
いろいろな形の協力を区とか市町村とかにお願いをし
てきたというふうに聞いております。
　世界大会が行われるということは、全県に影響す
る、下手したら県を超えて他府県にまで影響するとい
う部分もあるとは思うんですけれども、そういう意味
で国からしっかり予算を取っていくということは重要
です。でも、開催の負担を一部にだけ押しつけるとい
う考え方はいかがなものかと、何で県はこんなけちけ
ちしているのかと思います。我々がやるから、しっか
りプロモーション、または機運醸成、誘致の部分の話

とか県とも調整しながら、連携しながら、それは独自
でやってください。でも、負担は我々がやるから、ど
うぞそれを活用して市町村を盛り上げていってくださ
いというふうに何で言えないんですか。何でこんなけ
ちけちした話をしているんですか。
　ぜひ国からしっかり予算を取ってくると、今、市町
村の負担を減らしていきたいという思いも部長から述
べられましたので、知事として、どのように臨むおつ
もりなのか、知事の見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時20分休憩
　　　午前11時21分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　ＪＢＡと連
携しまして、国のほうに丁寧に説明を進めまして、特
定事業推進費、それを最大限活用することによって、
市町村を含めた地域の負担というのをなるべく軽減し
ていくと、そういった取組を進めていきたいと思いま
す。
　先ほど来ありますように、ワールドカップ、議員も
おっしゃっていましたように、190か国以上の国と地
域で放映される大きなイベントでございます。本県に
とりまして、独自の文化・歴史、自然環境を全世界へ
アピールする絶好の機会となります。世界における沖
縄県の認知度、これは地元も含めて、地域の魅力も含
めて発信する大きな期待ができる大会でございますの
で、スポーツの振興のみならず、観光振興、国際交
流、青少年、地域の活性化につながるように、市町村
と連携して大会成功に向けて取り組んでいきたいと
思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　開催地の沖縄市は、知事の地元で
もあります。その知事から、やる気があるような答弁
が聞かれなかったのは非常に残念でありますが、何度
も申し上げて――ほかの質問でも、委員会の質疑でも
申し上げているように、行政というのは予算をつけて
事業化して初めて行動が見えるというのは、私の基本
的な考えでございます。今回の６月補正、2023年の
大会関連で5643万円余のプロモーションの経費が計
上されました。そういった形で目に見えて予算がつい
て事業化されたということは、非常にありがたいと思
うんですけれども、正直この予算規模では、私ども沖
縄市の感覚だと、全島エイサーまつりも開催できませ
ん。今、部長の答弁にもありましたように、世界190
か国で試合が中継されて、視聴者、これ2019年大会
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ベースだと30億人、動画再生数は15億回以上という
形になっています。これも答弁でありました、コロナ
禍で落ち込んだ沖縄観光の復興ということにも大きく
寄与するというふうに考えているんですけれども、ま
た、これも答弁にありました。沖縄という島のあらゆ
るものを広く世界にＰＲする格好の機会だというふう
にもあるんですが、何で予算がこれだけしかついてな
いのか、今後どのように考えているのか見解を――方
針をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　本大会を通
じて得られる沖縄への誘客促進、県民の国際交流等の
沖縄振興に資する経費につきまして、特定事業推進費
を最大限活用しまして、そこの活用が、交付決定が見
込まれる段階で補正予算を計上させていただければと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　沖縄市は、今回の６月補正で１億
5000万円を計上して、プロモーション活動を行って
いくという話をしておりました。この１億5000万を
つけても、沖縄市は沖縄市でしかプロモーションでき
ないんです。県全体の、まだ県民の認知度もそんなに
高くないと。来年に開催が迫っているのに。県庁の１
階でトロフィーは飾られていますけれども、誰も分か
らない。もう１年を切ろうとしているタイミングで、
まだそういう状況であるということに、私は正直、強
い危機感を感じております。
　細かい部分、この受入れ体制に関しても、またこれ
2019年の話で言うと、１試合平均の観戦者8600名、
これはその開催会場に訪れた人の数です。パブリック
ビューイングとかも入れたら、もっと多くの人が観戦
をするということにつながります。ワールドカップ
2023の沖縄ラウンドは、８月25日から９月10日まで
の10日間行われると――20日間か。延べ20試合行わ
れるというふうに聞いております。そうすると、１試
合平均8600名ですから17万人、観客が訪れるという
ことにつながるわけです。それを受け入れるための体
制というのは、準備も非常にいろいろなことをやらな
いといけないという形になるんですけれども、その中
で幾つか確認したいんですが、まず宿泊施設につい
て、今受入れ体制の部分でどのように県が考えている
のか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　議員先ほ
どありましたように、１試合当たり平均8000人余。
ファンゾーンの参加も含めまして、仮に１試合当たり

１万人が観戦に訪れて、その方々が沖縄に宿泊すると
された場合には、20試合で20万人、10日間でありま
すので、１日当たりの宿泊人数は２万人というふうに
仮定しますと、大会期間中が８月から９月ということ
で、観光客も多く見込まれる時期でありますが、その
８月から９月の時期の一月当たりの観光客は約100万
人ほどおりますので、１日当たり３万3000人という
形になります。これに２万人が加わると、5.3万人が
宿泊する施設が必要になってまいりますが、令和３年
の宿泊施設実態調査結果によりますと、令和３年12
月現在の沖縄本島における宿泊施設、ホテル、旅館の
収容人数は、約10万1000人となっておりますので、
宿泊施設は十分足り得るものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　その10万室あるという話は、開
催地が沖縄市であるということも勘案されています
か。北部の大分遠いところにも部屋がありますよとい
う話も含めて10万人とおっしゃっているんじゃない
ですか。教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　10万人の
宿泊施設の内訳ですけれども、中部が２万1000、そ
れから南部が４万4000、うち那覇市が４万1000と
なっております、それから北部が３万4000というと
ころで、近郊でも十分対応できるというふうには考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　じゃ交通手段については、今レン
タカーも足りないという状況になっていると聞くんで
すけれども、来年の今頃、交通手段、しっかりとこの
観客の方々が移動できる状況にあるのかどうか、県の
見解を教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　現状の沖縄
アリーナへのアクセスにつきましては、駐車場の台
数、あるいは路線バスによるアクセス等々について、
様々な意見、課題があるというふうには承知しており
ます。大会期間中は、開催地支援協議会が主体となり
まして、空港、那覇市内、県内主要箇所から、沖縄ア
リーナへのシャトルバスの運行等も検討しているとこ
ろでございます。また、沖縄市におかれましては、今
年度中に新たに1400台分の駐車場を整備するという
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ふうに聞いておりますので、そういう沖縄市の取組と
いうこともございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。
　県の関わりが――ＦＩＢＡはこういうことをやるよ
と、沖縄市は駐車場を準備するよと答弁いただいたん
ですけれども、県としてどのようなことに取り組むの
かという答弁がなかったように思うんですが、もう一
度お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　受入れ支援
につきまして、県と４市町を中心としまして、開催地
支援協議会におきまして、いろいろな取組はやること
となっております。その中で沖縄県は、中心的な役割
を果たしていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　じゃその中心的な役割を担うべき
県はどのように考えているのか、改めて教えてくださ
い。渋滞するかもしれない、路線バスもバス停が近く
にない、そういう状況をどう解消しようと考えている
のか、県の見解、方針、今後の取組を教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　開催地支援
協議会の役割としましては、大会運営のサポートとい
う位置づけになりますが、主な役割としまして、運営
のサポートとしまして、練習会場・施設等の手配、そ
れから物品輸送、通関とか、それから歓迎レセプショ
ン。広報につきまして、広報の誘客プロモーション、
公式ロゴ、アンバサダー、マスコット等の活用等。そ
れから機運醸成としまして、県全体に係るシティード
レッシング、カウントダウンクロックの点灯式、１年
前イベント等、それから公式ファンゾーンの構築、交
流事業の実施。今ございました警備・輸送に関しまし
て、観客に係る警備計画の策定、それから観客に係る
輸送計画の策定・手配、それに携わっていただきます
ボランティアの募集、あわせまして、県警・医師会等
との関係機関との調整、そういったものを進めてまい
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　今の答弁を聞いていても、県にあ
まりやる気があるように感じないんです。課題・問題
はこういうことがある、これを解決するために県とし
てこういうアイデアを持つ、そのアイデアを実現する
ために関係各所、市町村とも連携をしてその課題解決
に取り組んでいく、そういう姿勢が全く見えない答弁

になっているんじゃないかなと正直思います。そうい
う姿勢でいるから、開催１年、もう来ようとしている
のに、開催地の負担金で市町村ともめるということに
もつながっているんじゃないですか。ぜひ主体的に、
具体的に、もう日は刻々と迫ってきているわけですか
ら、本当に沖縄の発展に資するため、観光再興につな
げていくため、そういったことでやっていくんだった
ら、もっと県の主体的な取組が問われるだろうと私は
思います。ぜひまた改めて別の機会で一般質問させて
いただきますので、次はその姿勢をしっかりと示して
いただきたいと思うんですが、この経費に関しても当
初６億という話がありました。６億で足りないんだっ
たらもっと、10億でも取ってくるという気概があっ
てもいいでしょうし、様々な課題についてもしっかり
とこれを機に整備を促進していくと。
　以前、復帰の後に海洋博があったと思います。それ
でいろんな整備が進んだという側面もあります。コロ
ナ禍で落ち込んだ沖縄観光、または県民のいろんな生
活の部分も含めて、このワールドカップでもっと盛り
上げていくという話をされるんであれば、いろんな整
備もここで促進するという気概を持って取り組んでい
ただきたいと思いますが、最後、知事の思いをお聞か
せください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　丁寧な御質問に、部長のほ
うからもできるだけ現在の対応についての説明をさせ
ていただきました。沖縄市をはじめとする関係機関と
開催地支援協議会を創設して、具体的に取組が展開さ
れていくものというように期待をしておりますし、議
員御案内のとおり、やはりその沖縄アリーナに対する
アクセスをどうしていくかとか、様々な企業体の方々
との協議もこれからしっかりと取り組んでいかなけれ
ばならないと思います。ですから、丁寧にこの大会が
しっかりと盛り上がっていけるように広報なども徹底
していきたいと思いますし、また、それぞれの個々の
課題についてもしっかりと掘り下げていきながら、全
県的にお客様を迎える沖縄の魅力が十分堪能できる、
そういうＦＩＢＡワールドカップの開催につなげてい
きたいというように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　改めて、行政は予算をつけて事業
化して何ぼだと思いますので、思いは結構ですが、
ちゃんと行動で示していただきたいと思います。
　次２番、沖縄県の民間防衛の現状に関して、沖縄県
の行政が沖縄戦の希少な経験を鑑みて、有事に対して
どのような認識を現在持っているのか、改めてお伺い
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させていただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　県としましては、アジ
ア太平洋地域の安全保障環境が厳しさを増している
中、軍事力の増強による抑止力の強化がかえって地域
の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念してお
り、ましてや米軍基地が集中しているがゆえに沖縄が
攻撃目標になることは、決してあってはならないと考
えております。今年２月に勃発したロシアによるウク
ライナ侵攻は、77年前の沖縄戦の記憶を呼び起こす
ものであり、今なお、住民を巻き込んだ戦争が起こり
得るという現実と、戦争の悲惨さを改めて認識させる
ものであるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　最近、「島守の塔」という映画が
一部で話題になっています。これは沖縄戦当時、県民
の命を守ることこそが自らの使命であるとして、一人
でも多くの県民を戦火から避難させるべく、最後の最
後まで尽力した島田叡、当時の沖縄県知事と、荒井退
造、当時の警察部長の住民避難の努力を描いた作品で
ございます。この映画のタイトルとなった島守の塔
は、平和祈念公園の中にあります。戦没県職員469柱
を祭る慰霊碑という形になっているんですが、知事、
ここを訪れたことはありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　毎年の慰霊祭には、この島
守の塔へも献花をさせていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　この沖縄県行政、先ほど公室長の
答弁にもあったんですけれども、重大な危機感という
話がありました。周辺の国際情勢の変化だけじゃなく
て、国民保護に関する県の準備不足というのも含まれ
ていなければならないんじゃないかと思います。先
日、宮古島とか石垣島が住民避難のために必要な航空
機、船舶の数など見積もったという報道があったんで
すけれども、これについて、県は宮古島、八重山も含
めて、どのような議論または調整をしているのかお聞
かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　国民保護、住民避難に
関しましては、市町村とも意見交換をしておりまし
て、その意見交換会は県から関係機関、各市町村担当

者等に対しまして、県国民保護計画に係る県の取組等
を提示するとともに、国民保護措置、それから訓練実
施に向けた懸案等に関して意見を交換しまして、今後
の国民保護訓練計画等につなげることを目的に実施し
ております。令和４年度は、初動から事態認定後まで
の連携についてということを検討テーマとしまして、
市町村と意見交換会を実施していく計画としておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　改めて確認をしたいんですが、国
民保護法に規定されている都道府県の責務とはどうい
うものがあるのか、教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　国民保護法上で、輸送
力の確保に関しまして、第11条にて、都道府県の実
施する国民保護措置が定められておりまして、住民の
避難に関する措置としまして４つございます。住民に
対する避難の指示、それから避難住民の誘導に関する
措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措
置、それからその他住民の避難に関する措置が明記さ
れております。うちこの避難の指示については、国民
保護法第54条で定められておりまして、都道府県知
事は、国から避難措置の指示を受けたときは国からの
指示内容のほか、主要な避難経路、それから避難のた
めの交通手段とその他避難の方法を示さなければなら
ないというふうにされております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　住民の避難以外の責務はどうなっ
ていますか。住民の避難以外の責務。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　失礼いたしました。
　先ほど私は避難の指示等について説明をさせていた
だきましたけれども、それ以外にも、緊急通報ですと
か、防除措置といったものが県の役割として位置づけ
られております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　国民保護法第11条の１項から５
項に定められている事項が都道府県の主な責務という
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形になっていると思うんですけれども、それが近々、
もし何か有事が発生するということがあった場合、今
どの程度県はできると見積もっているのか、達成率に
なると思うんですけれども、今の現状を教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　今その万が一起こった
場合にはどの程度かという話でしたけれども、今明確
にここで数字等をお示しすることはできませんが、や
はり行政の立場としては備えをしておくことが非常に
大事だというふうに考えております。まず、その現下
の安全保障をめぐる国際情勢は大変厳しいというふう
に認識しておりまして、この万一の事態に備えて、国
民保護に関する対処能力の向上を図ることはとても大
事だというふうに考えております。それから、市町村
国民保護計画の整備ですとか、避難実施要領のパター
ンを作成することなど、市町村における備えも重要で
あるというふうに考えております。
　このため県では、市町村支援といたしまして、国民
保護の基礎知識やＪアラート、それから避難実施要領
パターン作成研修等、国と連携して実施しているほ
か、沖縄総合事務局や自衛隊、それから市町村など関
係機関と意見交換を実施しておりまして、協議を重ね
た上で今年度末に県独自の――これはあくまでも図上
訓練の実施を予定しております。そういった図上訓練
を実施する中で、もろもろの課題等々見えてくると思
いますので、そういったことを各関係機関とも共有し
ながら、より精度を高めていきたいというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○○小渡　良太郎君　我が国最後に国民保護条例を制定
した読谷村の話が先日報道されましたが、その話の中
で、沖縄戦の記憶を持つ住民の方々に対して云々とい
う話がありました。それは一定、私も理解はするんで
すけれども、行政としてはやるべきことをしっかりと
備えておかないといけないというのが当たり前のこと
だと思います。特に、我々沖縄にとっては、住民避
難、沖縄戦のときにおいても沖縄県と当時の警察が主
体となって――軍は戦っていますから、県と警察が主
体となって住民避難を行ったと、これは先ほど申し上
げました映画の中でも描かれている部分であります。
疎開に関しても、対馬丸が有名なんですが、県外疎開

は米軍が上陸する９か月前から始まっております。そ
ういった形で沖縄戦の中で当時の知事、または当時の
県職員が文字どおり必死で努力をしてきた。また、そ
の努力があってもなお、12万人余の沖縄県民が亡く
なったということを勘案したら、我々その後を継ぐ沖
縄県としては、どの県よりもある意味、世界で一番住
民の保護に関しては先進地であるという状況をつくっ
ていかないといけないと、私は前々から思っておりま
す。取組は遅い。しっかりと取り組んでいただきたい
と、行政がやるべきこと、行政がしなければならない
ことをまず整理して、しっかりと備えを万全にしてお
くということを要望して一般質問を終わります。
　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○○中川　京貴君　沖縄・自民党会派、中川京貴です。
　一般質問を通告していますので、項目に従い順次質
問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、玉城知事は就任約４年になりますが、これま
での実積と結果について伺いたい。
　(2)、玉城知事の「ゼレンスキーです。よろしくお
願いします。」発言について、軽率で不謹慎極まりな
い言動は、ウクライナ国民はもちろん、全国、世界中
の皆さんに対し恥ずかしい発言であります。玉城知事
は、これまでの数々の失言等を県民に対し、おわびと
説明責任を果たしたのか伺いたい。
　(3)、玉城知事は普天間基地を名護市辺野古に造ら
せないと公約を掲げ、知事に当選した。しかし、現状
は名護市辺野古で日米ＳＡＣＯ合意により工事は進め
られている。県民との約束は果たされていない。なぜ
工事を止めることができないのか伺いたい。
　(4)、玉城知事の県民の命と生活、財産を守るため
の国防についての意識と考え方を伺いたい。
　(5)、日米同盟について伺いたい。
　(6)、玉城県政において、行財政改革の必要性につ
いて伺いたい。
　２、基地問題について。
　(1)、嘉手納基地では、現在、常駐機の訓練に加
え、相次いで飛来する外来機によって航空機騒音被害
を及ぼしている。県の、これまでの状況と今後の対策
について伺いたい。
　(2)、基地の整理縮小、基地被害、負担軽減をどの
ように考えているか伺いたい。
　３、子ども・子育て支援について。
　(1)、市町村の現物給付制度の状況について伺いた



– 222 –

い。
　(2)、県内において小中学校で給食費の無料化をし
ている市町村について伺う。
　(3)、県内全ての市町村で小中学校での給食費を
無料化した場合の予算額は幾らか（学校数・対象者
数）。
　４、農林水産業支援について。
　(1)、軽石漂着対策について。
　ア、県内全域に軽石被害が発生した。沖合や漁港、
海岸、河川など漂着した除去の状況や予算、国からの
支援について伺いたい。
　イ、軽石被害における漁船の故障や燃料補助、組合
員やボランティア団体に対する支援について伺いた
い。
　ウ、軽石漂着により操業被害を受けた漁業者、船舶
運航者や支援状況について伺いたい。
　(2)、畜産農家への飼料価格高騰に対する支援策に
ついて伺いたい。
　(3)、コロナ禍の給食需要減で酪農農家が厳しい経
営状況に追い込まれている。県の支援について伺いた
い。
　(4)、一括交付金による農業共済加入促進支援事業
が令和４年３月31日に終了したが、農業従事者から
唐突で困惑しているとの声がある。県としては、この
事業の目的が達成したと確認しているのか、今後、必
要性はないのか伺いたい。
　(5)、パラオ共和国近海でのカツオ・マグロ漁につ
いて、パラオ周辺海域内20％の範囲で漁業協定が締
結され、日本のマグロ漁操業が期限付で可能となっ
た。長期的・安定的な操業が必要であるが、県の今後
の取組を伺いたい。
　(6)、パラオ共和国の排他的経済水域（ＥＥＺ）に
おける本県のマグロはえ縄漁船の安定的な操業に向け
た水産技術交流に関するＭＯＵ締結について進捗状況
について伺う。
　５、我が党の代表質問との関連については質問いた
しません。
　答弁を聞いて再質問を行いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　中川京貴議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(6)、
行財政改革の必要性についてお答えいたします。
　沖縄県では、沖縄県行政運営プログラムに基づき、
バランスの取れた財政運営、電子申請手続の推進、押

印見直しをはじめとする業務の効率化・ＩＣＴ化等を
行うことにより、行政運営の質の向上に取り組んでま
いりました。次期計画の策定に当たっては、社会のデ
ジタルトランスフォーメーション化の進展や多様化す
る県民ニーズにも的確に対応する取組を検討している
ところであり、行財政改革を通して、さらなる質の高
い行政サービスの提供を目指してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。 
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての中の(1)、就任後の実績等についてお答えいた
します。
　県においては、経済、教育、福祉、保健医療、離島
振興、文化、環境、基地問題等の分野において知事が
公約として掲げた291の個別施策の全てに着手してお
り、そのうち世界自然遺産の登録の実現や那覇市への
新たな特別支援学校の開校など８つの施策については
完了し継続して取組を推進中、自立的発展を支える多
面的な人材の育成やクリーンエネルギーの推進など
279施策については取組を推進中、そのほか、４施策
は取組に着手となっております。公約に掲げた施策の
うち、誰一人取り残さない社会の実現に向けては、子
供の貧困対策を県政の最重要政策に掲げ、様々な取組
を推進するとともに、こども医療費助成の拡充、中高
生のバスの無料化、少人数学級の対象拡大などの取組
を進めてきました。また、性暴力被害者ワンストップ
支援センターの拡充や国際家事福祉相談所の設置、沖
縄県性の多様性尊重宣言など、誰もがお互いの人権を
尊重し合う共生社会の実現に向けた取組を推進してき
たところです。
　続きまして４、農林水産業支援についての(1)の
ウ、軽石漂着に関する船舶運航者への支援についてお
答えいたします。
　県は、離島航路の確保・維持のため、国及び市町村
と協調して、運航に伴い生じた欠損額を補助してお
り、エンジンの修繕にかかる費用など、軽石の影響に
よって航路事業者の収支が悪化した場合においても、
本事業による補助の対象となっております。また、軽
石漂着による離島航路への影響については、沖縄旅客
船協会によると、令和３年度が180便の欠航、令和４
年度は欠航の実績は無いと聞いております。
　県としましては、引き続き、国、市町村と連携し、
軽石漂着による事業者への影響緩和に取り組んでまい
ります。
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　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(2)、失言等に係るおわびと説明責任につい
てお答えいたします。
　知事御自身の発言等において、県民の皆様に不安や
不信を抱かせる事態に至った際には、率直におわびす
るとともに、自ら説明されてきたところであります。
　同じく１の(3)、辺野古新基地建設についてお答え
いたします。
　知事は、辺野古に新基地は造らせないとの公約を掲
げて当選し、多くの県民の負託を受けております。ま
た、辺野古新基地建設に反対する民意は、辺野古埋立
ての是非に絞って行われた県民投票で明確に示されて
おります。しかしながら、政府はこのような民意を一
顧だにせず工事を強行し続けております。
　県としては、引き続き、政府に対し、対話によって
解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く求め、辺野
古に新基地は造らせないとの知事公約の実現に全力で
取り組んでまいります。
　同じく１の(4)、国防に関する意識と考え方につい
てお答えいたします。
　日本を取り巻く安全保障環境については、中国の軍
事力の強化、東シナ海・南シナ海における現状変更の
試み、台湾をめぐる問題、朝鮮半島をめぐる問題など
が存在しており、より厳しさを増していると理解して
おります。
　県としては、沖縄県を含む我が国が独立国として、
国民が安心して生活し、国が発展と繁栄を続けていく
上で平和と安全は不可欠であることから、専守防衛の
ための最低限度の自衛力は必要であると考えておりま
す。
　同じく１の(5)、日米同盟についてお答えいたしま
す。
　県は、日米安全保障条約に基づく日米安全保障体制
が、これまで我が国及び東アジアにおける平和と安定
の維持に寄与してきたものと認識しております。しか
しながら、戦後77年となる現在もなお、国土面積の
約0.6％である本県に約70.3％の米軍専用施設が存在
する状況は、異常としか言いようがありません。日本
の安全保障が大事であるならば、日本国民全体で考え
るべきであり、その負担も全国で担うべきでありま
す。
　県としましては、このような基本認識の下、過重な
米軍基地負担の軽減に取り組んでまいります。

　次に２、基地問題についての(1)、外来機飛来への
今後の対策についてお答えいたします。
　嘉手納飛行場においては、昼夜を問わないエンジン
調整や訓練、外来機の度重なる飛来や暫定配備に加
え、パパループの一時使用など、負担軽減と逆行する
状況にあると言わざるを得ません。このため県は、在
沖米空軍及び沖縄防衛局に対し、外来機の飛来制限な
ど地元が負担軽減を実感できる取組を行うよう強く要
請しており、去る23日の沖縄全戦没者追悼式の前の
知事と岸田総理との面談においても、外来機の飛来制
限を米側に申し入れていただきたいと申し入れたとこ
ろです。今後ともあらゆる機会を通じ、三連協とも連
携し、日米両政府に対し地元が負担軽減を実感できる
取組を求めてまいります。
　同じく２の(2)、基地の整理縮小等についてお答え
いたします。
　本県には、戦後77年、復帰後50年を経た今もな
お、全国の約70.3％の米軍専用施設が集中してお
り、騒音、水質汚染等の環境問題、米軍関係の事件・
事故は後を絶ちません。本県の基地負担の状況は異常
であり、到底受忍できるものではないことから、昨年
５月に行った復帰50年に向けた要請や、先月岸田総
理大臣に手交した新たな建議書などにおいて、在沖米
軍基地のさらなる整理縮小等を求めております。引き
続き、目に見える形で過重な基地負担の軽減が図られ
るよう取り組んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　２、基地問題についての
(1)、嘉手納基地の航空機騒音被害の状況についてお
答えいたします。
　県では、平成９年度以降、関係市町村と連携し、航
空機騒音の常時監視測定を実施しております。嘉手納
飛行場周辺では６から９地点で恒常的に環境基準を超
過する状況にあり、令和３年度においても測定結果速
報値で、嘉手納飛行場周辺22地点中８地点で環境基
準を超過しております。また、外来機が多数飛来した
今年５月下旬以降、即時にデータを把握できるオンラ
イン測定局15地点中、全ての地点で騒音レベルが増
加しており、このうち14地点で騒音発生回数も増加
しております。
　県としましては、引き続き航空機騒音の実態把握に
努め、米軍や国に改善を求めてまいります。
　４、農林水産業支援についての(1)、軽石除去の状
況、予算、国からの支援についてお答えいたします。
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　県、国、市町村等で回収した軽石は、６月10日時
点で、港湾で約６万3800立方メートル、漁港で約
2500立方メートル、その他海岸等で、約３万1500
立方メートルと、全体で約９万7800立方メートルと
なっております。現在、漁港及び港湾における軽石の
回収はおおむね完了し、沖合や河川における軽石も、
ほぼ見られない状況となっております。また、今後の
県内各地の海岸等における軽石の回収見込みは、約
１万3800立方メートルとなっております。
　次に、軽石除去に係る予算としましては、港湾及び
漁港については、国の８割補助の支援がある災害復旧
事業を、海岸については、国の９割補助の支援がある
海岸漂着物等に係る地域環境保全対策費補助金を活用
しております。令和４年度における予算措置額は、令
和３年度からの繰越分を含め、港湾災害復旧事業で
約８億9900万円、漁港災害復旧事業で約６億100万
円、海岸漂着物等地域対策推進事業で約18億8400万
円となっております。また、海岸漂着物等地域対策推
進事業における軽石対策に係る令和３年度の執行額は
約6200万円で、このうち、県分は約5500万円、市町
村等への補助金は約700万円となっております。同事
業の令和４年度における予算措置額約18億8400万円
のうち、県分は約14億9300万円、市町村等への補助
金は約３億9100万円となっております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　３、子ども・子育て
支援についての中の、こども医療費助成制度について
お答えいたします。
　こども医療費助成制度につきましては、令和４年４
月から県内全ての市町村において、通院対象年齢の中
学校卒業までの拡大と現物給付、いわゆる窓口無料化
が実施されております。これにより、子供の疾病の早
期発見・早期治療を促進し、子供の健全な育成が図ら
れるとともに、経済的理由で受診を控えることがあっ
た世帯においても、必要な医療を受けることができる
ことから、子供の貧困対策にも寄与するものと考えて
おります。
　県としましては、引き続き、市町村等と連携し、安
定した運営が図れるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　３、子ども・子育て支援に
ついての中の(2)、学校給食費の無償化についてお答

えいたします。
　令和４年５月時点で学校給食費の無償化を行ってい
るのは、13市町村であります。
　同じく(3)、学校給食費の予算等についてお答えい
たします。
　令和２年度本県公立小中学校における学校給食費
の内訳は、小学校256校で９万9904人に対し約41億
3000万円、中学校140校で４万5062人に対し約21億
2000万円、総額で約62億5000万円となっており、
無償化にした場合、同額の予算が必要となります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　４、農林水産業支援
についての(1)のイ、軽石被害における漁業者等への
支援についてお答えいたします。
　県内漁業者は、軽石の影響により、操業自粛を余儀
なくされるなど、漁業活動に多大な影響を受けており
ます。漁船の故障につきましては、漁船エンジンの修
理、交換、また、洋上での救助費が漁船保険の対象と
なっております。県では、軽石対策協議会等での議論
を踏まえ、漁業者等による軽石除去作業の支援、モズ
ク、アーサへの異物混入対策、海水こし器の設置補助
や１か月分相当の燃油使用料の補助等、漁業経営への
影響緩和に向け、様々な支援を行っているところであ
ります。
　なお、ボランティアに対しては、軽石対策協議会
が、寄附金を活用し、軽石除去作業に用いる道具類の
支援を行っております。
　同じく４の(1)のウ、軽石漂着の被害を受けた漁業
者への支援状況についてお答えいたします。
　県では、海水こし器の設置補助を行っており、令和
４年５月20日時点で、要望を受けた53台のうち46台
を設置したところであります。漁業者等による軽石除
去作業の支援としましては、県内６漁協に対して、作
業を業務委託し、取り組んできたところであります。
また、１か月分の燃油費の補助についても、現在、事
業実施主体である市町村に対し、要望調査を実施し、
事業を進めているところであります。
　同じく４の(2)、飼料費高騰に対する支援策につい
てお答えいたします。
　県では、飼料費の高騰対策として、飼料価格高騰緊
急対策事業（配合飼料）を実施しており、国、生産
者、飼料メーカーが積立てを行う配合飼料価格安定制
度において、生産者積立分の一部を補助することとし
ております。また、粗飼料価格高騰緊急対策事業につ



– 225 –

いては、輸入粗飼料の乾牧草及び稲わらの購入価格の
一部を、県内の酪農家や肉用牛農家を対象として補助
することとしております。
　県としましては、これらの事業により畜産農家の経
営安定につなげてまいります。
　同じく４の(3)、酪農家への生産支援策についてお
答えいたします。
　県では、今般の飼料費高騰などで厳しい経営環境に
ある酪農家に対し、生産の維持に必要な経費の一部を
補助することとしております。補助内容は、県外から
乳量の優れた乳用雌牛の導入に要する補助、並びに収
益性の高い和牛受精卵を生産するための黒毛和種雌牛
導入に要する補助となっております。さらに、配合飼
料価格安定制度の生産者積立金の一部や粗飼料購入価
格の一部を補助することとしております。
　同じく４の(4)、沖縄型農業共済制度事業の目的達
成と今後の必要性についてお答えいたします。
　県では、畑作物共済と園芸施設共済の加入率向上を
図るため、同事業により加入促進員の配置や農家への
営農資材購入費などの支援を行ってまいりました。そ
の結果、10年間で一定の成果はあったものの、目標
としていた加入率に達しなかったことから、事業期間
の終了に伴い、令和３年度で事業を終えたところであ
ります。
　県としましては、農業共済への加入は台風など自然
災害への備えとして重要な保険制度であることから、
引き続き、関係団体と連携し、農業共済や新たな保険
制度である収入保険の加入促進に努めてまいります。
　同じく４の(5)、パラオＥＥＺにおける沖縄漁船の
安定操業に向けた今後の取組についてお答えいたしま
す。
　本県マグロはえ縄漁船が、パラオ水域において、長
期的、安定的に操業を継続するためには、沖縄県とパ
ラオ共和国の友好関係をさらに深めていくことが極め
て重要であると考えております。
　県としましては、今後、ＭＯＵの締結も含め、水産
業の振興や海洋環境の保全などに関する人材交流、技
術支援などに取り組んでまいります。
　同じく４の(6)、ＭＯＵ締結の進捗状況についてお
答えいたします。
　パラオ共和国とのＭＯＵの締結については、今年８
月をめどにオンラインでの調印式開催案で県とパラオ
側との間で共有しております。なお、ＭＯＵの内容に
ついては、パラオ政府から、農業・水産業分野、環
境・公共インフラ分野など、様々な協力の要望がある
ことから、県庁関係部局で構成するワーキング会議を

設置して、準備を進めているところであります。
　県としましては、このＭＯＵの締結によって、パラ
オとの友好関係をより一層深め、沖合漁業の振興など
双方の発展に資するよう、未来志向型の取組を進めて
まいります。
　以上であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
時間の都合もありますので、中川京貴君の再質問は午
後に回したいと思います。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後１時30分再開 
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　説明員として出席を求めた警察本部長日下真一君
は、別用務のため午後の会議に出席できない旨の届出
がありましたので、その代理として、警察本部警務部
長平松伸二君の出席を求めました。
　中川京貴君の再質問を行います。
　中川京貴君。
　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　皆さん、こんにちは。
　自民党会派の仲里全孝でございます。
　午前中の衝撃でかなり動揺しておりますが、通告し
ております一般質問を行います。
　まず、玉城デニー知事がコロナに感染し、議会が延
期となりました。その件で若干質問をさせてくださ
い。
　感染ルートはどこからか。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　一般質問の１日目が
終了した後に、知事の行動などを確認した際に、親族
の方とマスクなしで１時間半程度、近い距離で接触を
したという状況を確認いたしました。本来、感染ルー
トは保健所における疫学調査を踏まえ判断されるもの
ではございますが、保健医療部においては、これまで
の感染状況に関する見識と照らして、その親族の方が
先に発症して陽性が確認されたことから、親族の方か
ら知事に感染した蓋然性が高いものと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　ありがとうございます。
　コロナに感染したからといって批判するつもりはあ
りません。日常的な、知事としての姿勢に非常に疑問
がある。その後、知事のツイッターで、孫から感染し
たとの自身からのツイートがされておりますけれど
も、それは事実ですか。
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○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　このようなツイートが
あったことは承知しております。しかし、家庭内にお
ける個人情報が含まれていたことから、知事御自身が
修正し、再掲をしたと伺っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　修正した理由をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　家庭内における個人情報が
含まれていたと認識したからであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　だからその辺が、非常に知事の姿勢
に疑問がある。議会も延期をした中で、知事自ら「孫
からうつったコロナウイルス陽性から７日経過」と。
これをツイートした要因は何ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時34分休憩
　　　午後１時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　コロナ感染から１週間がた
ち、症状が落ち着いていること、それから多くの方々
に御心配、御迷惑をおかけしたというようなことをツ
イートさせていただいたということであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　その真意は何ですかということで
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げました、
感染をして多くの方々に御心配、御迷惑をおかけした
ということについてであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事、孫であっても個人情報がある
んですよ。沖縄県のリーダー、知事が、議会を延期し
ていると県民は知っているんですよ、みんな。その中
で孫からうつったと、自らそういうツイートを出すの
に私は疑問がある。
　そこで次に進みます。
　１、ゼレンスキー発言について。
　５月30日、セルギー・コルスンスキー駐日ウクラ
イナ大使と電話で会談し、発言した経緯を説明した上
で謝罪したとありますが、謝罪内容をお願いします。

○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　去る５月30日、コルスン
スキー大使に電話をかけ、私が５月25日の会議前に
発言した内容と経緯について、まず説明を行いまし
た。そしてその上で、今回の発言は軽率とのそしりを
免れず、多くの皆様を不快な気持ちにさせたこと、ゼ
レンスキー大統領やコルスンスキー大使にも大変御迷
惑をおかけし、心からおわびいたしますということ、
また、今後は誤解を招く発言がないよう努めていくこ
とを申し上げたところであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　（パネルを掲示）　全国放送され、
知事が冗談でゼレンスキーという発言のパネルであり
ます。
　そこで、今知事の真意を聞いてみると、公の場で、
私はゼレンスキーですと発言をする前に、その前の会
合でゼレンスキーの話題がありましたと。そこでうっ
かりして私はゼレンスキーと言ってしまったと。そう
いう謝罪のことがありました。どの団体で、誰と、ゼ
レンスキーの話をしたんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時40分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　会議前の委員からの発言としましては、望月委員と
野添委員を中心にウクライナに関する話がなされてい
たものと承知しております。中身としましては、在沖
海兵隊内ではウクライナ侵攻を受けて、海兵隊は中国
に対し、ここまで徹底的に陸上で戦えないのではない
かといったような意見もあるようだというようなやり
取りがなされておりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　それは、どういった団体ですか。ど
ういう委員、委員会ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほども答弁させてい
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ただきましたけれども、これはアドバイザリーボード
会議前の委員からの発言に当たります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　それは公の会議ですよね。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　繰り返しになりますけ
れども、会議前の委員からの発言ということで捉えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　だから公の会議ですよね。知事が、
私はゼレンスキーですと発言する前の会議というの
は、公な会議ですよねということ。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　会議自体は公の会議で
はありますけれども、あくまでも会議開始前の発言で
あるというふうに答弁しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時42分休憩
　　　午後１時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　これは繰り返し答弁さ
せていただいておりますけれども、会議自体は公の会
議でございます。ただし、その会議の始まる前の発言
ということで我々は捉えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　当該発言は、会議が開
始される前になされた発言でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　その発言は公の発言ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　これは繰り返し答弁さ
せていただいておりますけれども、会議自体は公の会
議ではございますが、あくまでも会議開始前の発言と
いうことになります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事は謝罪でそうは言ってないです
よ。そうは言ってないですよ、知事は。会議前、ウク
ライナの話が出たので、たまたま席に着くときにゼレ
ンスキーと言ってしまった。ゼレンスキーですと発言
した。そう言っているんですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時44分休憩
　　　午後１時44分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　当該発言があった後
に、会話が終わった後に、それではその会議を開会さ
せていただきますということで、正式に会議は開催し
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　いや、知事が謝罪を述べているんで
すよ。発言する冒頭の前の会議でゼレンスキーの話が
ありましたと。謝罪しているじゃないですか、知事
が。どういった話をしていたんですかと、これから聞
こうと思っても、軍特委員会でも、これは公の話と、
公の会議というふうに答弁していますよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　繰り返しになりますけ
れども、会議自体は公の会議ではございますけれど
も、正式には開会していない段階でそういった発言が
あったということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事の謝罪に疑問があるね。疑問が
あるよ。発言する前の会議と言っているのに。これ公
の場で、知事は謝罪しているんですよ。会議の前の前
と言ってないですよ。公の前で会議の、自分の発言の
前の会議と言っているんですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど来、公室長から答弁
をさせていただいておりますが、まさに会議が始まる
前、私が席に着くときに、委員の方々が会議の前のい
わゆる意見交換といいますか、話をしている中でウク
ライナの話がありましたので、ほかに他意はなくゼレ
ンスキーですと発言して着席をいたしました。それは
事実であります。しかしこの会議は、私が発言したの
は、着席をする、会議が始まる冒頭でありまして、そ
れから後、正式に会議はスタートしているというよう
に考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　それだったら知事、会議の前の冒頭
の話じゃないですか。いや、これは公の会議というふ
うに知事も認めていますよ。その前の会議の内容を教
えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時47分休憩
　　　午後１時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
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　このアドバイザリーボード会議前の委員からの発言
として、望月委員と野添委員を中心にウクライナに関
する話がなされていたものと承知しておりますという
ことで、内容としましては、在沖海兵隊内ではウクラ
イナ侵攻を受けて、海兵隊は中国に対し、ここまで徹
底的に陸上で戦えないのではないかといったような意
見が交わされておりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　その場にいたのは、知事と部局長、
誰が参加されていましたか。その会議の内容を話して
いるときに。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　県側からは知事、副知
事、それから知事公室長の私と基地対策課の職員が参
加しておりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　その内容に皆さんは異議を出さな
かったんですか。知事、私、ゼレンスキーですと。よ
ろしくお願いしますと。その発言のときに。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　特に申し上げてはおり
ません。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　そこなんですよね、知事。バーベ
キューの件も自分でツイートして、コロナ感染、この
ゼレンスキー発言についても真意が全く分からない。
自らツイートされているんですよ。自ら公の会議で、
そういう発言をしているんですよ。
　今、ウクライナの状況はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この発言、席に着く前に、
ゼレンスキーですと発言をして着席し、その直後、直
ちに、すみません、冗談です、他意はありませんとい
うことで、その発言を訂正させていただきました。し
かし、このような発言が軽率とのそしりを免れず、多
くの方々を不快にさせたことに対して反省をし、おわ
びを申し上げたという次第であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　次の質問に移ります。
　２番、国頭村比地川改修事業計画について。
　事業の進捗状況をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。

○○土木建築部長（島袋善明君）　比地川は、流路延長
約7.7キロメートルで、流域面積約18.8平方キロメー
トルの２級河川でございます。平成11年度から下流
部の河川整備事業に着手し、比地ダム及び奥間ダムの
計画が検討中であったことから、手戻りとならないよ
う左岸側のみ護岸整備を進めてまいりましたが、平
成22年度にダム建設が中止となっております。今後
は、比地川水系に係る河川整備基本方針・整備計画の
策定について検討することとしております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　着工はいつ頃でしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　現在、河川の整備事
業につきましては、都市部や浸水被害が起きている箇
所等に優先的に実施を行っております。今後の比地川
の河川整備基本方針・整備計画につきましては、今後
のスケジュール等も踏まえ、予算状況等も鑑みながら
検討していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　この事業のために、村から用地買収
で皆さんのほうと契約締結していると思うんですけれ
ども、いつ頃ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　比地川下流側の右岸
側の用地を県が取得したのは、平成18年でございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、平成18年に、皆さんが事業
に協力してくださいと村にいろんな協議をして、村は
同意したんですけれども、いまだに事業も進まないん
ですよ。さっきの部長の答弁でも、なかなか着工する
のがいつかも知らない。そういった状況で、一旦この
土地を村に戻すべきではないんですか。いかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　河川整備につきまし
ては、先ほど申し上げましたが都市部の国場川、安里
川、あるいは浸水被害の著しい屋部川、報得川、小波
津川等を今優先して整備を行っております。比地川に
つきましては、近年大規模な浸水被害は発生していな
いものの、やはり下流部のボトルネックになる部分で
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すので、将来的に河川整備は必要だと考えておりま
す。ですから、河川整備の基本方針や整備計画、その
スケジュールを今後、村とも調整をしながら、早急に
策定できるよう努めてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　部長、私も現場に行きましたよ。部
長も行ったと思いますよ。今日、明日、来年、本当に
ここ、整備が必要だと思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　近年の比地川につい
ての水害等の発生状況ですが、近年では平成12年、
あるいは平成７年、昭和61年と、おっしゃるとおり
平成の後半には被害は発生しておりませんけれども、
やはり近年のこの異常気象ですとか河川被害等の甚大
化等に伴いまして、やはり河川整備自体は必要だとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　なぜ必要と感じているのに、十何年
も事業をしないのか。皆さん15年、16年前に村に、
これ協力してくださいと、この部分が必要だからと。
村も皆さんに協力していきましょうと。事業はいまだ
に進んでないじゃないですか。村とこの土地の関係
で、皆さんはいろいろこれまで何度か協議されている
んじゃないですか。村の反応はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　国頭村長をはじめ、
役場の職員の方々と意見交換をさせていただきました
けれども、やはり議員御指摘のとおり、村としてホテ
ル用地等々の計画があるのでどうにかならないかとい
う御相談がございましたが、先ほど申し上げましたと
おり、やはり下流部に位置するところで防災上の観点
から、河道整備については必要不可欠だというふうに
お答えをしてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　それが必要不可欠というのは知って
いるんですよ。進まないでしょう。15年も、あと５
年も。そうであるんだったら不利益を与えないよう
に、村ともう少し協議を深めて――村が計画している
んだから、ここ。不利益を与えないように、皆さんも
今回も村のほうに協力して、もう少しこの部分とか、
これだけだったら大丈夫ですよとか、そういう協議を
重ねたほうがいいんじゃないですか。

○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　当該国頭村が要望し
ているところは、河川の右岸側のすぐそばとなってお
ります。ある一定の距離があるような土地ではござい
ませんで、河川の護岸のすぐ右隣になっておりますの
で、これについては先ほど申し上げたとおり、将来
我々が河道整備を行うということで計画をしておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　皆さんの将来がいつになるか分から
ないから、私、一般質問にも取り上げているんです
よ。十何年前からやるやる、やるやると、やっていな
いじゃないですか。将来というのは、10年先も将来
なんですよ。将来というのは、20年先も将来なんで
すよ。前に進まないのに。
　部長、いずれにしても村ともう少し協議して、この
事業を進めていただきたいと思います。いかがでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今、議員御指摘の点
につきましては、国頭村としっかり調整を行っていき
たいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　よろしくお願いします。
　次に進みます。
　３番の県立北部病院附属診療所について、伊是名
村、伊平屋村診療所の建て替え工事の進捗状況をお願
いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　病院事業局におけ
る施設整備につきましては、劣化度調査の結果を踏ま
え、令和３年度に沖縄県立病院施設等総合管理計画を
策定したところでございます。同計画では、伊是名及
び伊平屋診療所の施設については、屋上や外壁の修繕
等を実施する必要があるとなっていることから、必要
な修繕等については迅速に対応していきたいと考えて
おります。また、これらの施設につきましては、公立
沖縄北部医療センターの附属の施設となる見込みであ
ることから、建て替えについては、今後の同センター
の整備方針や伊是名、伊平屋両村の意向を踏まえ、関
係機関と調整を行っていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　局長、今、修繕は取り組んでいると
いう理解でよろしいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
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　基本的に附属診療所においては、親病院が修繕等は
行っておりますが、大きな修理とかに関しては、局の
ほうから協力してやっているところでございます。現
在、不具合があるところは迅速に対応するようにして
おります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　その修繕はどこで行っているんです
か。誰が行っているんですか、この修繕は。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　基本的に、修繕は
その親病院といいますか、所属の親病院が行っており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　局長、修繕が必要というのは誰が判
断したのですか。この建物が修繕は必要ですと誰が判
断したのですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　その診療所の職員
の要望によって、親病院のほうにその要望が来て、そ
ちらから視察をして改善すると。そういうふうなこと
になります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　雨漏りしますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　診療所の雨漏りと
いうことは聞いておりまして、それに関しては、屋上
の排水溝の詰まりがあったということで、そこは対応
していると聞いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　いや、この建物は雨漏りしますかと
聞いているんですよ。雨は漏っていたんですかという
ことを聞いているんですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。

○○病院事業局長（我那覇　仁君）　天井からどんどん
雨が降っているというふうな、漏れているような状態
ではなくて、しみ込んで壁に雨の跡があったと、そう
いうふうな状況だと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　私が言っているのは、雨が降ってい
るかとは聞いていないですよ。雨漏りしますかと。私
は現場に行ったんだから、雨漏りしますかと聞いてい
るんですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　過去に雨漏りが
あった、その苦情がありました。それに関して対応し
たということはございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　電気は全てつきますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　私たちが承知して
いる限りでは、電気はつくというふうに思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　局長、全部確認していますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　私が実際行ったと
きには、その全部の電気とか電源について確認したわ
けではございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　皆さんの対応、非常に疑問が残る。
非常に疑問があるよ。今まで修繕とか、何で局長が判
断するのか。専門家に委託とかするでしょう。人が住
んでいるんですよ。公の医療施設ですよ、公の。現場
に行ったことありますか局長。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　５月の終わりと６
月の初めに伊平屋と伊是名、現場に行って視察してま
いりました。職員の皆様とそれから役場の村長さんと
も意見交換をしてまいりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事も現場踏査をされていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時６分休憩
　　　午後２時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　池田副知事。
○○副知事（池田竹州君）　今、知事の行政視察を確認
したところ、平成30年に両村へ行ってはいるようで
すが、診療所のほうまで足を運んで要請を受けたかに
ついては、今確認中です。私は４月に副知事になりま
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して、伊是名、伊平屋の両村長から診療所の建て替え
については――伊是名村は議会御一緒に、５月だった
と思いますが要請を受けさせていただいています。そ
の際に、ぜひ近いうちに両村を訪れて現場を見てほし
いというような要請を受けましたので、それについて
はぜひ日程を調整して、なるべく早期に現場に足を運
びたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　これまで知事部局、誰も現場に行っ
ていないんですか。３年前から文厚委員会で問題に
なっているんですよ。誰も行っていないのですか、現
場に。技術的に問題があるんですよ。雨漏りしても直
さないんだから。これ問題ですよ。防災責任者は誰で
すか、この建物の。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　建物の管理責任者は病院事業局と、そういうふうに
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　局長でいいですか。誰ですかと聞い
て……
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　はい、そのとおり
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　火事があった場合、消火栓とかが設
置されているんだけれども、確認したことはあります
か。防災責任者ですよね。確認したことはあります
か。イエスかノーかで。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　すみません。今手
持ちの資料がなくて確認まではしておりません。
○○仲里　全孝君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　防災管理につきま

しては、基本的には当該病院の施設とか、一応調査と
か視察はしていると思いますが、その具体的な内容に
ついては少し調査をして確認したいと思います。
○○仲里　全孝君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　固定資産、病院の
ものなんですが、基本的には、院長が固定資産の管理
を行います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　さっきは局長と言いながら、今度は
院長と言いながら。調べたかどうかチェックしたかだ
けは、確認してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　大変申し訳ありま
せんが、今お答えすることはできません。確認したい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事、副知事、どちらでもいいです
けれども、今の局長との私の話を聞いてびっくりしな
いですか。雨漏りするし、電気もつかないところもあ
るし、水漏れもするし。火事が起きても誰も責任者が
いないんですよ。公の施設。
　耐震構造はどうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　今回の県立病院の
総合管理計画におきましては、耐震の対象施設ではな
かったため、耐震に関しては調査しておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　検査したかしていないか。該当して
いるかどうかは聞いていない。耐震はどうですかと聞
いているんです。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　伊是名及び伊平屋診療所の施設については、建築物
の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断義務
付け対象建築物ではないことから、耐震診断を実施し
ておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　これは局長が判断したのか。局長
が判断したんですか。私、冒頭で何回も言ったで
しょう。この建物は修繕が必要ですよ、建て替えが必
要ですよ。誰が判断するのか。玄関のドアにも、ガム
テープで人が見えないようにやっているところなんで
すよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほどから申し上
げていますけれども、日常的には病院が確認している
ところですが、今回の劣化度調査といいますのは、病
院や診療所などの対象施設の建築部位、設備機器につ
いて、一級建築士や建築設備士などの専門技術者が現
地調査及び病院職員へのヒアリングを行い、施設の劣
化度や危険度の定量的な評価・改善等について調査を
行うものでございます。
○○仲里　全孝君　ものを行いました。行いました……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　調査を行ったとい
うことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　結果は、修繕の必要はないと。建て
替えも必要ないと。どういうコメントを出しているの
か、専門家が。専門家が本当にこれ――電気がついて
いないところもあるんですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　劣化度調査の結
果、附属診療所や医師住宅等の建物については、経年
による劣化が進行しており、屋上や外壁の修繕、建具
の更新を実施する必要があるとの評価になっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　それで職員がドアにテープを貼った
り、電気が落ちないようにこうテープを貼ったり。こ
んなするのか。これは公共施設ね。公の施設ですか、
これ。誰が見てもびっくりしますよ。この玄関に入る
ときにガムテープでやられているんですよ、人が見え

ないように。局長、建て替えしてくださいよ。そうこ
う言わんでもさ、建て替えしてくださいよ。まだまだ
修繕するって、どこを修繕するのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　今議員のおっしゃ
るように、いろいろな不具合のところがあることは、
実際に現場に行って承知しております。伊是名診療所
及び伊平屋診療所等の建て替え等については、令和
10年度に予定されている公立北部医療センターへの
統合前に建て替えが行えるよう、迅速に関係機関と調
整を図っていきたいと、そういうふうに考えておりま
す。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　今局長、令和10年をめどにしてい
るという話をしていましたか。令和10年ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　令和10年度をめ
どではなくて、以前にということで、御理解をいただ
きたいと……
○○仲里　全孝君　前に。前に。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　そういうことで
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　大体着工は何年ぐらいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　それについては、
今はっきりこの時期とは申し上げることはできません
が、関係者と協議しながら対応していきたいと考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事、この件についてちょっと意見
を聞きたいんですけれども、これは伊是名、伊平屋に
も本当に深刻な問題ですよ。今どきこういう公共施設
があってはいけない。副知事もぜひ現場を見て、建て
替えしてくださいよ。一般の人が出入りするパブリッ
クじゃないですよ。行ったら分かりますよ。文厚委員
会の方も何回も現場に行っています。陳情も採択され
ているんじゃないですか。どうですか。意見をお願い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私が平成30年度に伊是
名、伊平屋両村に視察をさせていただいたときには、
空港建設予定地、それから漁港荷さばき所、高齢者福
祉センター、ライスセンターなど視察をさせていただ
きながら、関係者の方々ともまた意見交換もさせてい
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ただきました。しかしその後、やはりこの伊平屋、伊
是名診療所の修繕等を実施する必要があるということ
が問題になっていたということも確認をさせていただ
きました。ですから、その機能を維持するための修繕
については、迅速に行っていきたいと思いますし、ま
た、先ほど病院事業局長からも答弁がありましたが、
今後は伊是名、伊平屋両村の意向を踏まえて、関係者
と調整をしながら建て替えの方向も検討していきたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　知事、ぜひよろしくお願いします。
一日も早く。知事の公約の一つにもあると思います
よ。よろしくお願いします。
　続きまして、４番に移りたいと思います。
　中学校における部活動指導員の配置事業について
(1)、文化・スポーツ部活動指導員の各市町村への配
置、補助状況をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　市町村立中学校への文化・運動部活動指導員の配置
につきましては、令和元年度より行っております。
令和元年度は４市村へ35名、２年度は８市町村へ54
名、３年度は10市町村へ57名が配置されておりま
す。令和４年度は、12市町村へ95名の配置を予定し
ております。配置に要する費用につきましては、国、
県、市町村でそれぞれ３分の１を負担することとなっ
ており、国と県合わせて、令和元年度は647万円、２
年度は1163万2000円、３年度は1102万8000円を各
市町村へ補助しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　次の、スポーツ庁の改革提言で、休
日部活動指導の地域移行について2025年度末を目指
すとあるが詳細を教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和４年６月、スポーツ庁の運動部活動の地域移行
に関する検討会議において、令和５年度から令和７年
度を地域移行に向けた改革集中期間として位置づける
ことが決定されました。その内容としましては、休日
の運動部活動の段階的な地域移行と、生徒の多様な
ニーズに合った活動機会の充実及び地域のスポーツ団
体等と学校との連携・協働の推進等が提言されており
ます。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　文化部活動について、休日部活動指

導の地域移行計画の状況をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和２年９月に、文化庁から、学校の働き方改革を
踏まえた部活動改革についてが示され、生徒にとって
望ましい指導の充実と、教職員の負担軽減を図るた
め、休日の部活動については、令和５年度以降、段階
的に学校教育から切り離し、地域の文化活動へ移行し
ていくとの方針が出されました。文化庁においては、
地域移行に向けて、各課題解決を図るための地域部活
動推進事業を実施しており、県内では南城市におい
て、令和３年度と本年度の２年間、モデル事業として
実践研究しているところであります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　その地域移行で、地域の受皿、地域
との調整がどういうふうになっているか教えてくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　地域の受皿について今現
在、方向性が出されている内容としましては、まず各
市町村が地域人材の確保に向けて人材バンクを整備・
活用し、民間人材の活用の仕組みを構築していきま
す。現在部活動については、実践研究――先ほど申し
上げました運動部活動については、糸満市、うるま
市、文化部活動については南城市で行われております
が、それぞれの市が民間企業に委託をして、今現在、
地域人材と学校とのマッチングを行っているところで
ございます。
　県では、今後地域移行に関する検討会議を立ち上げ
まして、地域の運営主体や財源等の確保の在り方につ
いて検討してまいりたいと考えているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○○仲里　全孝君　そのとき、ちょっと懸念するのは、
中体連とかあるじゃないですか。この指導者と学校と
の関わりはどうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　現在、中体連主催の大会の引率については、出場校
の教職員または部活動指導員が引率を行うこととなっ
ております。地域移行後については、その受皿となる
スポーツ団体等の指導者も担うことが可能となるかと
いうように思います。この点は国の動きを踏まえて、
関係団体と検討してまいりたいと考えております。
　以上です。
○○仲里　全孝君　これで一般質問を終わります。
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　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○○末松　文信君　皆さん、こんにちは。
　今日は、大変残念なことが起きて、今、チルダイし
ているところであります。
　というのは、安倍元総理が狙撃されたという報道に
接して、本当に大きなショックを受けているところで
す。そして、容態が気になっております。一日も早い
回復を祈っているところであります。
　沖縄・自民党会派、末松文信一般質問を行います。
　今日は、傍聴席に伊平屋、伊是名両村から村長はじ
め議員団、そして関係者の皆さんが、診療所や医師住
宅等の老朽化に伴う移転、建て替えの陳情要請につい
て、その行方を見守るため、遠路はるばる海を渡って
本会議場に傍聴に見えております。去る６月28日に
も、傍聴のため運天港まで来られたようでありますけ
れども、知事がコロナに感染し、議会の日程が変更さ
れたため、一行はとんぼ返りになったようでありま
す。
　知事におかれましては、この後の質問に誠意ある御
答弁をお願いしたいというふうに思っております。ま
た、赤嶺議長におかれましては、早速両村を訪問さ
れ、実情を把握されたとのこと、速やかな対応、心か
ら感謝申し上げます。ありがとうございました。
　それでは、１、知事の政治姿勢について。
　(1)、米軍基地の整理縮小について。
　ア、普天間飛行場代替施設建設埋立工事の進捗状況
について伺います。
　(2)、令和３年度一括交付金、約10億円の交付金請
求漏れについて。
　アとイについては、取り下げます。
　ウ、今後の一括交付金の確保や運用に影響はないか
伺います。
　２、北部・離島地域の振興について。
　知事は、新たな沖縄振興計画、いわゆる新・沖縄
21世紀ビジョンにもうたわれておりますように、北
部・離島地域は、過疎化と高齢化が進み、人口減少に
歯止めがかからない中、離島の不利性解消という命題
を克服するためにも、医療、福祉、教育そして雇用な
ど、定住条件の整備が急務となっております。伊平
屋、伊是名両村から要請がある診療所等の建て替えに
ついては、先ほどの仲里全孝議員や上里善清議員から
も質問がありましたけれども、また、去る７月５日の
沖縄県議会文教厚生委員会でも、このことについて審
査をいたしました。その結果も、最終本会議で報告さ

れると思います。
　そこで、(1)、北部医療センター設置の取組状況と
課題について伺います。
　(2)、伊平屋村及び伊是名村から診療所等及び医
師・看護師住宅の整備促進に関する両村の切実な陳
情、要請について、知事の御所見を伺います。
　(3)、伊平屋村の伊平屋診療所及び歯科診療所の高
台移転に関する対応策について伺います。
　(4)、伊是名村の診療所及び医師住宅並びに看護師
住宅建設に関する対応策について伺います。
　(5)、人材育成について。
　ア、名護高等学校附属桜中学校の開校準備状況につ
いて伺います。
　次に、北部地域の管設備工事業界では、技術者が不
足し、工事の受注にも支障を来しているとのことであ
ります。同時に若い技術者が少なく、後継者が途絶え
るのではないかという心配をしておられます。現在、
名護商工高校には、建築科や工業技術科等が設置さ
れ、その道の人材育成には取り組まれているようであ
りますけれども、管設備系の科目がなく、北部地域に
おける人材の確保が大変厳しい状況にあります。
　そこで、イ、名護商工高等学校への新たな管設備系
の学科設置について伺います。
　次に(6)、農林水産業の振興について。
　県は沖縄県食肉流通合理化計画の中で、名護食肉セ
ンターの経年劣化によって、不具合や故障が発生する
ことに加えて、ＨＡＣＣＰ対応など、移転、建て替え
を余儀なくされている状況にあることから、計画的な
取組を推進するとあります。
　そこで、ア、名護市食肉センターの移転整備計画の
進捗状況について伺います。
　次に、漁民は、軽石の漂流により、離島航路を確保
するため汚濁防止膜を設置されたことから、漁に出ら
れない日が続き、また、暴風雨により汚濁防止膜が破
断するなど、度重なる被害で窮地に追い込まれている
ようであります。
　そこで、イ、名護市羽地漁業協同組合より軽石の早
期撤去及び大量流入被害に係る漁業者の支援要請に関
する対応策について伺います。
　あとは、再質問をやっていきます。
　よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　末松文信議員の御質問にお
答えいたします。
　２、北部・離島地域の振興についての御質問の中の



– 235 –

(1)、公立沖縄北部医療センターの取組状況と課題に
ついてお答えいたします。
　北部医療センターにつきましては、現在、昨年度策
定した整備基本計画に基づき、建物の平面計画、備え
るべき機能、内外のデザイン等を行う基本設計業務に
取り組んでおります。また、設置主体となる一部事務
組合については、構成団体の県議会及び北部12市町
村議会に対して規約案の説明を行うなど、令和５年４
月の設置に向けて準備を進めております。今後の課題
としては、新たな経営システムへの移行、病院建設の
ための財源確保、医療従事者の確保などであると考え
ております。
　沖縄県としましては、このような課題解決に向け
て、引き続き、関係機関と協議を行ってまいりたいと
思います。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　１、知事の政治姿勢
について(1)のア、代替施設建設事業の進捗状況につ
いてお答えいたします。
　令和２年４月に沖縄防衛局から提出された公有水面
埋立変更承認申請書によると、埋立てに関する工事に
要する費用の額は、約7200億円となっております。
また、沖縄防衛局によると、令和２年度末までの支出
済額は、約2573億円との回答があったことから、仮
に変更後の総事業費に対する発注事業費の比率を算定
すると、約35.7％と推計されます。一方、投入土砂
量を確認したところ、令和４年５月末時点における埋
立ての進捗は、埋立全体に必要な土砂量に対して約
10.6％と推定されます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)のウ、一括交付金の確保や運用への影響に
ついてお答えいたします。
　会計法第27条に基づく過年度支出は、内閣府にお
いて本事案への対応のための手続として行われたもの
であり、今後の一括交付金制度の運用に影響を与える
ものではないと考えております。内閣府は、一括交付
金の確保について、毎年度の予算編成過程で検討を行
い、必要と考える額を計上しているとしていることか
ら、県としては、一括交付金の必要性や活用事業の成
果等を丁寧に説明し、国に対し所要額の確保を求めて

まいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　２、北部・離島地
域の振興についての御質問の中の(2)、伊是名、伊平
屋診療所等に係る対応についてお答えいたします。２
の(2)から２の(4)までは関連しますので、一括してお
答えします。
　病院事業局における施設整備については、劣化度調
査の結果を踏まえ、令和３年度に沖縄県立病院施設等
総合管理計画を策定したところであります。同計画で
は、伊是名及び伊平屋診療所等の施設については、屋
上や外壁の修繕等を実施する必要があるとなっている
ことから、必要な修繕等については迅速に対応してい
きたいと考えております。また、これらの施設につい
ては、公立沖縄北部医療センターの附属の施設となる
見込みであることから、建て替えや高台移転等につい
ては、今後の同センターの整備方針や伊是名、伊平屋
両村の意向を踏まえ、関係機関と調整を行っていきた
いと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　２、北部・離島地域
の振興についての御質問の中の(3)のうち、伊平屋村
立歯科診療所の移転についてお答えいたします。
　県では、僻地における安定的な医療の確保を図るた
め、僻地診療所の新築や改修等の施設整備を行う市町
村に対して補助を行っております。伊平屋村立歯科診
療所につきましては、築40年を迎えることから、老
朽化が著しく診療行為に支障を来している場合は、同
事業を活用し新たに建て直すことが可能だと考えてお
ります。
　県では、引き続き、市町村の要望を踏まえ、僻地診
療所の施設整備に対し支援を行っていきたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　２、北部・離島地域の振興
についての中の(5)のア、名護高等学校附属桜中学校
の開校準備状況についてお答えいたします。　
　附属桜中学校につきましては、現在、教育課程の編
成や校舎等の施設整備を進めているところであり、９
月に学校説明会の実施、11月に入学者の募集、12月
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に適性検査等を実施し、来年１月には入学予定者を決
定する予定となっております。また、今月下旬には県
の広報番組うまんちゅひろばにおいて、開校に向けた
ＰＲを放送予定であり、引き続き、令和５年４月の開
校に向けて取り組んでまいります。
　同じく(5)のイ、名護商工高校への設備系学科設置
についてお答えいたします。
　県立高校の学科等につきましては、地域の生徒数の
動向、生徒・保護者のニーズ、地域の実情等を考慮し
て設置しております。名護商工高校においては、今年
度から学科を再編し、工業技術科、建築科を設置した
ところであります。設備系学科の新設に関しまして
は、同校の充足率の推移を分析するとともに、学校や
関係団体との意見交換を踏まえ、検討する必要がある
と考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　２、北部・離島地域
の振興についての(6)のア、名護市食肉センターの移
転整備計画の進捗についてお答えいたします。
　名護市食肉センターについては、施設の不具合や故
障が続発し、食肉処理業務に支障が生じていると認識
しております。名護市食肉センターの修繕や移転整備
については、所有者である名護市と施設の指定管理者
である北部食肉協業組合が主体となって判断するもの
と考えております。
　県としましては、食肉センターの整備には家畜防疫
措置の観点や家畜の処理頭数などの実情を踏まえる必
要があることから、移転整備の必要性や補助事業の活
用を含めた対応策について、名護市と北部食肉協業組
合を含めた３者で検討を続けているところでありま
す。
　続きまして２の(6)のイ、軽石被害に係る支援要請
への対応についてお答えいたします。
　県は、羽地漁業協同組合より、軽石の除去、汚濁防
止膜の管理徹底、漁業者への補償等、軽石対策に関す
る要請を受けており、庁内の関係部局で対応を検討し
ているところであります。軽石漂着等により被害を受
けた漁業者への補償につきましては、災害等に伴う漁
業者の減収対策として、国による漁業共済制度が整備
されており、一義的には、共済制度で補塡されるもの
と考えております。
　農林水産部としましては、軽石対策協議会等での議
論を踏まえ、漁業者等による軽石除去作業の支援、モ
ズク、アーサへの異物混入対策、海水こし器の設置補

助や１か月分相当の燃油使用料の補助等、漁業経営へ
の影響緩和に向け、様々な支援を行っているところで
あります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ちょっと休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○末松　文信君　再質問を行います。
　再質問は、時間の都合上、２の(2)を先にして、後
は順次行いますのでよろしくお願いいたします。
　初めに、２の北部・離島地域の振興について(2)、
伊平屋、伊是名村診療所等の建設に関連いたしまし
て、この伊平屋、伊是名両村の診療所の現状につい
て、病院事業局長は先日、両村を訪問して調査された
ようでありますけれども、この両村の診療所及び医
師・看護師住宅の経過年数について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えいたしま
す。
　まず、伊是名村におきましては、診療所の経過年数
は、これ増築も途中でやっておりますが、46年から
31年というふうになっています。伊平屋診療所にお
きましても、41年から31年というふうな経過でござ
います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　局長は現場へ行っていろいろ調査さ
れたと思いますけれども、現状を、伊平屋村から寄せ
られていることを少し紹介しますと、まず、待合室が
狭くて車椅子が回転できない。それから、診療室が狭
くて診療機器も置けない。さらには、バリアフリー化
が困難で、狭小で障害者が気兼ねしていると。回転で
きないですよね。防災・減災にも対応できていない。
それから、コンクリートの劣化が著しく、雨漏りで内
装が剝がれ落ち、衛生上も問題であると。それから建
物の耐力度調査――これ先ほど全孝議員からもありま
したけれども、やっぱり耐震性も危惧されているとい
うようなことで、大変危険な状態ではないかというふ
うに言われております。
　それから、県が令和４年３月に策定した沖縄県立病
院施設等総合管理計画の管理に係る基本方針につい
て、説明をお願いしたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　今、議員がおっしゃったように、私は現場に行っ
て、車椅子が入らない、狭いとか、それからバリアフ
リーとか、そういったことも視察して、改善が必要だ
とそういうふうに考えております。御質問の沖縄県立
病院の施設総合管理計画はどのようなものかというこ
とでございますが、対象施設に対して定期的に劣化度
調査を実施し、調査の結果を踏まえ、計画的な修繕、
改修の実施により、施設の長寿命化を図ることを基本
方針としております。今後は、県立病院の建物及び設
備の計画的な修繕、改修を行うとともに、その長寿命
化に取り組んでまいりたいと思います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　局長、大事なところは飛ばさないで
ください。私から申し上げましょう。基本方針の中
は、１つには、県立病院は、築30年程度で建て替え
ている。30年程度で建て替えをしている。それから
25年を超えると、施設は予防保全を行っても不経済
であるから、不経済であるから、建て替えや大規模修
繕等の検討を行うこととしている。そういった基本方
針があるわけです。それにもかかわらず、何でこの基
本方針に従って、今回の伊平屋、伊是名の調査をやら
なかったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　管理計画におきま
しては、基本的には修繕とか、改修によって長寿命化
を図るということでございますが、この中に、25年
以上経過した建物については、これはやっぱり変化や
その劣化度の診断に基づき、建て替えや改修を実施す
ると、そういうふうな方向性は出しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　局長、建物を見たら分かるんです
よ。それをそんなふうに言わないでください。実は、
加えて申し上げますと、昭和50年代は、国際海洋博
覧会が開催されて建築ラッシュですよ。その時期のコ
ンクリートの骨材、何が使われていましたか。照屋副
知事はよく分かっていると思いますが、海砂が使われ

ていることが多かったです。そういう意味で、その間
こういった建物は全部風化して、今、耐力度調査ある
いは耐震診断すると、シュミットハンマーを当てたら
壊れるんですよ。何でそういう調査しかしないんです
か。建て替えに向けての調査をするんであって、何も
補修の話をしているんじゃないですよ。もう一度答え
てください。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　今回の調査計画で
は、目視によって外壁等の劣化度を見たんですが、耐
力度調査については、今回、行われておりません。議
員の指摘もありまして、これが必要であるという場合
には、対応していきたいと、そういうふうに考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　局長は、必要ないと考えているんで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時59分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えいたしま
す。
　耐力度調査につきましては、劣化度調査時の外観目
視調査において、建物軀体に影響があるような損傷等
は見られないことから、現段階においては、建物軀体
の耐力度調査は実施しておりません。しかしながら、
耐震診断や耐力度調査の要望があれば、実施について
検討していきたいと、そういうふうに考えておりま
す。
○○末松　文信君　ちょっと休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えいたしま
す。
　先ほど答弁をしましたが、現在の伊是名、伊平屋の
診療所の劣化度、老朽化具合、それから、内部の構造
の状態から、やはり早期に建て替えを検討するという
ふうな方向で調整してまいりたいと思います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　いつ頃からこの調査に入るんです
か。
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○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　調整については、
今年度から速やかにやりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ここで、土建部長でも教育長でもい
いんですけれども、皆さんの公共施設、耐震診断する
ときに、建て替えようとしたときに、どういった診断
をするんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　申し訳ございません。建て
替えの基準については、今手元に資料がございません
ので、正確な説明ができない状況でございます。すみ
ません。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時２分休憩
　　　午後３時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　知事部局の職員住宅の場
合には、耐震それから劣化度調査を行います。そし
て、耐震性能を満たしている場合には、継続使用に耐
え得るということですので、設備等の改修工事等の長
寿命化を図ってまいります。耐震性能がないというこ
とになれば、その施設が今後も必要ということであれ
ば、建て替えを行うというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　調査の結果、建て替えが必要と判断
されたら、それは当然そうなりますよ。だから、伊平
屋、伊是名の診療所、住宅はそうなっていないのかと
聞いているわけですよ。先ほど局長は、速やかに調査
を入れるとおっしゃっていただいたので、それを確認
したからよかったと思いますけれども、それから、局
長、答弁の中で、何か北部医療センターと関連づけて
答弁していますが、これはどういうことですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　北部医療センター
は、令和10年、あと６年後統合されるということで
すけれども、決してそれに合わせて建て替えをすると
か、そういう意味ではございません。先ほど答弁しま
したように、迅速に対応していきたいと、そういうふ
うな考えでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。

○○末松　文信君　そうであれば、関係ない答弁はしな
いほうがいい。
　それから、この件について最後ですけれども、両村
の安全・安心な医療体制を確保するためには、現代の
ニーズに合った診療所の整備はもとより、医師・看護
師の快適な住環境を提供することが、最も重要なこと
だと思っております。両村は、移転先の建設用地も確
保しており、一日も早い移転、建て替えを望んでおり
ます。ここで、改めて知事の所見を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えいたしま
す。
　両村においては、この前視察に行ったときに、土地
も準備して待っているというふうなことをお伺いしま
した。なるべくそれに沿うように、早期に診療所、そ
れから医師住宅等の建て替えについて迅速にやってい
きたいと思います。先ほどありましたように、特に医
師住宅におきましては、やはり離島の医師を確保する
意味において、非常に重要なことだと考えております
ので、取り組んでいきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　知事、一言。あなた、北部地域から
出ている知事でしょう。いつも北部・離島の話をされ
ている割には、答弁してくださいよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、やは
りその北部・離島地域の振興については、その地域の
実情に応じて、迅速に対応すること、計画的に検討し
実施をすることが非常に重要であると思います。先ほ
ど病院事業局長からも答弁がありましたが、県として
も、その方向性をしっかりと確認して進めていきたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ありがとうございます。
　それでは次に移ります。
　知事の政治姿勢についてのところの、普天間飛行場
の埋立事業の関連ですけれども、これ私は、埋立事業
は知事が承認したことに基づいて進めているものと理
解しておりますが、これに相違ありませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　普天間飛行場代替施
設の当初の埋立承認につきましては、平成25年12月
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に、当時の仲井眞知事によって埋立ての承認がなされ
たところでございます。
○○末松　文信君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　繰り返しになりま
すが、平成25年12月に、当時の知事が埋立承認をし
て、現在の状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　仲井眞知事がやろうと、どの知事が
やろうと、知事に変わりはありませんので、そのよう
に理解しておきたいというふうに思います。
　それで先ほど知事にも新聞記事をお配りしましたけ
れども、報道、この記事によりますと、普天間飛行場
代替施設建設に伴う埋立変更申請を承認するようにと
の国土交通省の是正指示に対して、沖縄県は、工期が
延びることから、埋立ての必要性が普天間飛行場の危
険性の一刻も早い除去であるということを棚上げして
しまおうとするかのようなもので、到底容認できない
などとしております。その報道に間違いありません
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　お答えいたします。
　埋立ての必要性につきましては、普天間飛行場の危
険性の除去ではなく、「早期の除去」、「一刻も早く
除去」ということを前提に、承認処分がなされたもの
でございます。「極力短期間での移設」、「移設を着
実に実施」につながるものとは認められないので、埋
立ての必要性の観点からも承認は難しいというところ
で、反論をしてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　時間があまりありませんので、具体
的にお聞きしますけれども、部長、工期が延びるから
といって変更申請などを不承認とした事例があれば教
えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。

○○土木建築部長（島袋善明君）　本件承認申請につき
ましては、当初の工期の実に３倍以上もの長期間を要
するということでございます。本件変更承認までの期
間が合計でも16年を超えるということで、かなり予
期し得ない長期間であるということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　いや、予期し得ないと誰が判断する
んですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　公有水面埋立法に照
らし合わせて、そういう処分をしたというところでご
ざいます。
○○末松　文信君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　公有水面埋立法の第
４条第１項、あと各号に照らし合わせて処分をいたし
ました。
○○末松　文信君　いや、だから……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　判断に当たりまして
は、環境保全の条件、あるいは災害防止に関する条
件、埋立ての必要性に関する条件、正当の理由につい
て等々、それぞれの項目で判断をしているところでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　事業者は、この普天間飛行場代替施
設事業に係る技術検討会の指導助言の下で、技術的に
施工が可能としている。工期も含めてそうですよ、予
算も含めて。予算は国の予算でやるわけでありまし
て、知事がどのような知見と権限を持って、これを不
承認としたのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　災害防止・環境保全
等につきましては、地盤の安定性が十分検討されてお
らず、災害防止に配慮をしていないと。具体的にいえ
ば、軟弱地盤の存在する最も重要な地点、Ｂ27地点
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において、必要な力学的試験を実施していないため、
地点周辺の性状が適切に考慮されていない。あとジュ
ゴン等に及ぼす影響についても、適切な予測がされて
いない。地盤改良、サンドコンパクションパイルに伴
いまして、地盤の盛り上がり等が環境に及ぼす影響等
について、適切に情報収集がされていない等々に基づ
いて判断をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　それでは、事業者側のこの技術検討
会の指導というのは、全く指導になっていないと、こ
ういう見解でいいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時15分休憩
　　　午後３時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　国において検討さ
れている技術検討会で出された資料についても、
我々は判断の参考資料ということで、それも参考にし
ながら判断をしたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　ですから、このメンバー以上の知見
を持っているのかと聞いているんです。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。　
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほど申し上げまし
たけれども、国の技術検討会で出された資料等々につ
きましても、参考資料ということで、それも我々の判
断材料というところで処分を行ってございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　だから、どういう知見を持って反対
したのかと聞いているんです。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　災害防止や環境保全
等々、必要な、例えば港湾の技術指針でありますと
か、海岸の必要な指針等に照らし合わせて判断を行っ
たところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　じゃこの検討委員の皆さんは、指針

を無視しているということですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　我々は、公有水面埋
立法にのっとって、先ほども申しましたが、例えば災
害防止で必要なＢ27地点で力学的な試験が行われて
おらず、適切な性状把握がされていない等々、港湾の
技術指針に基づいて判断を行ったところでございま
す。
○○末松　文信君　ちょっと休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　先ほども申しました
けれども、例えば港湾の施設の技術上の基準・同解説
に基づき、設計手法により検討されているものか等々
について、災害防止に十分配慮した検討が実施されて
いるかどうかについて、県として判断をしたものでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　この件について、上位団体、国交省
に確認したことがありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今回の変更承認に関
しまして、特に国土交通省に問い合わせたことはござ
いません。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　そういうことだから、是正措置が出
るんです。
　それからもう一つ確認しておきますけれども、この
先ほどの棚上げにしてしまおうとするかのようにと
言っておりますけれど、この、かのようにというの
は、どういう意味ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時21分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　埋立ての必要性につ
きましては、先ほども述べましたけれども、普天間飛
行場の危険性の除去ではなく、危険性の一刻も早い除
去ということでございますので、それを前提に、不承
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認処分ということが前提でございます。
○○末松　文信君　休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○土木建築部長（島袋善明君）　埋立ての当初承認に
おきましては、普天間飛行場の約５年という工事の期
間が、今回の変更承認申請につきましては９年という
ところで、危険性の一刻も早い除去であるということ
が、５年から９年になったということでの発言でござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　何か、国語分かる人に説明していた
だいたほうがいいと思うんですけれども、この、しま
おうとするかのようにということは、想定の話ですよ
ね。想像でそういうことをおっしゃっているんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時24分休憩
　　　午後３時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　繰り返しになります
けれども、やはり早期の除去、一刻も早い除去という
ことにつながらないというところで、移設を着実に実
施するもの、埋立ての必要性の観点から不承認処分と
したというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　それではお聞きします。
　知事、日頃仮定の話では答弁もしませんというお話
をされておりますけれども、この仮定の話で埋立承認
を不承認にしたんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分休憩
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今般の変更承認申請に関し
ては、公有水面埋立法に照らし合わせ、厳正に審査し
た結果、不承認としたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時26分休憩
　　　午後３時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。

○○土木建築部長（島袋善明君）　反論書の文をちょっ
と読み上げさせていただきますけれども、国土交通大
臣が「埋立ての必要性に影響を及ぼすようなものでは
ない」というような発言がございました。その、もと
もと５年というものが９年かかるということを「影響
を及ぼすようなものではない」というような主張を
行っていることに対して、反論として、「普天間飛行
場の危険性の一刻も早い除去である」ということ、そ
の発言に対して、その文脈に対して「棚上げにしてし
まおうとするかのようなものであって」ということの
記述でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　これ以上議論してもあれです。こん
な内容では、とてもじゃないけれども勝てませんよ。
埋立ての必要性に影響を及ぼすことはないというの
は、当たり前の話ですよ、承認した人は。
　次に行きます。
　10億円の交付金請求……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時28分休憩
　　　午後３時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○末松　文信君　（パネルを掲示）　この絵を見ても
分かるように、この３万3000円というのは、令和２
年の実績、これは請求されているわけです。なぜ、こ
の10億は請求しなくても済むというふうに判断した
のか、そのところをちょっと教えてください。 
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　これまで、過去に６件事
故繰越の案件がございました。１年目、現年度分は請
求し、２年度目で本来は完了するところ、３年度目に
事故繰越をした場合には、２年度分の出来高は請求せ
ずに、３年度事故繰越の事業が全部完了した後に繰越
分全ての実績報告をし、請求し、交付を受けてきたと
ころでございます。今回は、２年目と３年目で繰越し
の事由が違うので、一旦繰り越せる額、全額繰越しす
るのではないという取扱いをしたところ、請求はしな
かった。これまでの６件の事案と同じように請求しな
かったために生じたものでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　まあこれからの一括交付金に影響は
ないということをお聞きしたので、それでいいかと思
いますけれども、ここで、知事は、識名トンネルの事
案では、損害金約7000万円に対し、2000万円の賠償
金を職員２人にそれぞれ1000万円ずつ求めておりま
す。この事例からすると、今回10億円の欠損金に対
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し、知事、副知事の報酬減額は、総額で約112万円、
知事が約54万6000円、副知事がそれぞれ28万7000
円となっております。この金額は到底納得できるもの
ではありません。あの1000万に比べるとですね。我
が自民党会派は、乙第１号議案「沖縄県知事及び副知
事の給与の特例に関する条例」に対しては、反対いた
しました。しかし、与党多数に押し切られて強行採決
されましたが、そもそもこの乙第１号議案は、なぜ先
議にする必要があったのか教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回のこの減額の条例案
については、速やかに再発防止に取り組む姿勢を見せ
るということもございます。それで７月、これまでも
月の始めから減額の時期を開始しておりまして、今回
６月議会ですと７月の当初12日閉会ですので、８月
１日から、８月１日適用となります。そうなる前に７
月１日適用ということで、速やかに措置を講ずること
から、先議案件としてお願いしたところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　私が問うているのは、何で代表質
問、一般質問の後にしなかったのか。これ最終日に
やっても遅くはないでしょう。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時32分休憩
　　　午後３時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　議決をいただいた後に公
布するという手続も必要になります。その辺りも勘案
し、先議案件としてお願いしたというところでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　いろいろありますけれども、知事、
今こういった請求ミスであったり、いろんなところで
不具合が生じていますが、この原因は何だと思います
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回の事案につきまして
は、違法または意図して不正な手続を行ったものでも
なく、また、補助金適正化法に違反して補助金に利息
を加えて国に返還するときのようなものでもございま
せん。先ほど申し上げたとおり、過去６回の事故繰越
と同じような手続を請求の時点でも行ってしまった、
誤ってしまったというところが原因でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。

○○末松　文信君　そういうことであれば、知事は減給
の条例を提案しなくてもいいわけですよ。なぜ提案し
たんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回の提案――提案とい
いますか、減額の措置をこちらのほうから提案いたし
ました。国庫支出金の請求に係る事務処理手続の誤認
が３月の土木建築部、それから５月の総務部と重ねて
発生し、また、合わせて11億円規模という算定違い
が生じたことから、公務に対する県民の信頼を損ねた
事態を重く受け止め、知事の判断により給与を減額し
たものでございます。
○○末松　文信君　いろいろ御答弁ありがとうございま
した。終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き、一般質問を行います。
　花城大輔君。
○○花城　大輔君　沖縄・自民党、花城大輔です。
　いろいろありますけれども、いつもどおりにやらせ
ていただきたいと思います。
　まず質問に入る前に、先日一般質問の１日目に感じ
たことを少しお話ししたいと思っています。
　我が会派の石原議員の質問で、県庁の職員は涙をこ
らえていたというお話も聞いています。どの言葉が刺
さったかは聞いていませんけれども、私が非常に印象
に残ったのは、知事が後ろを振り返ったときにそこに
県庁の職員はいますかという質問でした。その際の答
弁では、知事の答弁、あまり入ってこなかったんです
が、知事が誰であっても県庁の職員はその矜持に立っ
て県民のために働くものであると私はそのように理解
をしました。豚熱のときに、豚を追い込む現場に派遣
されて心身ともに疲れ果てていても、愚痴一つ言わな
かった職員、またコロナで休日も取れないくらい多忙
を極めても、私たちは給料満額支給されるから幸せだ
よねと、お互いを励まし合ってきた職員が……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時57分休憩
　　　午後３時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○花城　大輔君　そのように頑張ってきた職員が、今
ネガティブな言葉を口にするようになっています。こ
れ全て知事の発言と振る舞いですよ。これ例を挙げた
ら、座波議員の代表質問の冒頭であった、５分間かか
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ります。そんな時間はありませんから申し上げるわけ
にはいきませんけれども、特に知事と副知事の給与を
下げる条例のときの質疑で、私に直接的な責任はない
といった発言は決定的だったそうです。今の知事の発
言、振る舞いで県庁の職員、大変パワーダウンをして
います。失望をしているようであります。
　そんな中で、知事が僕を使ってＣＭを作りなさい
と、自身のメディア露出を高めるように指示したと聞
いています。県産品を使った知事が、口にしたものが
おいしいとか、これいいねとコメントして経済を活性
化させる内容だと聞いていますけれども、これに対し
て職員は、公務と政務を混同することについての戸惑
いがあると、公費を使っての選挙運動になるのではな
いかという疑念、さらに、公務員としての仕事の在り
方に戸惑いを感じているということでありました。知
事、沖縄県が大変なときに沖縄県のことを真剣に考え
ないといけないと思いますし、その沖縄県を支える職
員のことを考えないといけないと思います。
　ではちょっと順番を変えて、質問をしたいと思いま
す。
　３番から入ります。
　陸上自衛隊第15旅団緊急患者空輸１万回について
(1)、感謝状に込めた知事の考えを伺いたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時58分休憩
　　　午後３時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　さきの大戦で激しい戦
闘が行われた本県には、戦後77年を経て、今なお多
くの不発弾が残されています。陸上自衛隊は陸上にお
ける不発弾の除去及び処理という重要かつ危険な任務
に当たり、これまで無事故でその任務を遂行し、県民
の生命財産の安全確保など、県勢発展に大きく貢献さ
れており、深く感謝しているところであります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　これは、県庁で感謝状を手交したわ
けでありますけれども、当初、陸上自衛隊にまで赴い
て直接感謝状をお渡しすることも検討されていたと聞
いています。その経緯について説明をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時０分休憩
　　　午後４時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　感謝状の贈呈について
は、知事が自衛隊基地へ赴いてお渡しする旨申し入れ
たところでありますけれども、先方の御意向により、
旅団長の御訪問をいただくことになりました。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　私は祖国復帰50周年、緊急患者空
輸１万回のこのタイミングで、多くの隊員の前で感謝
を述べる、そして隊員の士気を高めていくことができ
る大きなチャンスであったのではないかなと思って
います。また一部の県民からは――自衛隊を支援する
方々からですけれども、感謝状を贈呈するから取りに
来いという形はいかがなものかという意見が出ていま
す。非常にチャンスを失った感が強いですね。
　次に(2)、緊急患者空輸における事故について伺い
ますとありますけれども、この間、どのような事故が
あって、どのような被害があったのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　これまで平成２年２月
に宮古島へ向かう途中、自衛隊隊員３名、それから添
乗医師１名が宮古島東方沖合で遭難事故に遭われ、平
成19年３月には鹿児島県徳之島に向かう途中、自衛
隊隊員４名が徳之島北部の天城岳東側の山中付近で墜
落事故に遭われ、殉職されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　そして鹿児島県に向かった４人の方
は遺体も見つかっていないわけです。自衛隊に入隊す
る際に、服務の宣誓というのがあります。抜粋して読
み上げますけれども、「事に臨んでは危険を顧みず、
身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託にこ
たえることを誓います」と、世の中には危険と隣り合
わせの職業は少なくはないと思いますし、多くの経営
者は、社員やその家族を守るために命をかけて仕事を
している人も多いというふうに思います。しかしなが
ら、このように「事に臨んでは危険を顧みず」、これ
をわざわざ文章にして、声に出して宣誓をする職業は
ないというふうに思っているんです。そしてこの緊急
患者空輸は、そのような考え方の下に、悪天候であっ
ても飛び立っていく。そのような背景が自衛隊の任務
の中にはあるんだということを改めて理解していただ
きたいと思っていますけれども、知事いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
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○○知事公室長（嘉数　登君）　自衛隊ですけれども、
これまで災害復旧だけではなく、議員御指摘の１万回
に達した離島における急患搬送、それから不発弾処理
等、県民の生命財産を守るために、沖縄県に対して多
大な貢献をしているものというふうに考えておりま
す。
○○花城　大輔君　知事はありませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時３分休憩
　　　午後４時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　やはり生命を賭して、その
ように高い倫理観を持って、しかも宣誓を行った上で
勤務していただいているということについては、非常
に尊敬の念に堪えません。しかも、多くの県民がやは
りそのことによって命を救われているということにつ
いても、心から感謝を申し上げる気持ちであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　知事、毎回自衛隊についてはそのよ
うなコメントをなされますけれども、どうも私は信用
ができない部分があります。先日行われた総務企画委
員会の中で、沖縄を再び戦場にしないための陳情とい
うものが出されて、その中で配備済みのミサイルを直
ちに撤去させるための行動を起こすことという内容が
ありました。それに対する県の処理概要は、自衛隊の
配備増強が重なると、県民としては大きな不安を抱か
ざるを得ませんとわざわざ書いてあるんです。そし
て、県民が不安になると断言しているんです。これで
は、自衛隊は迷惑組織であるとでも言いたいのではな
いですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　陳情処理概要で記載し
た内容については、その趣旨ですけれども、県として
は、日米安保体制の必要性は理解する立場にありまし
て、沖縄県を含む我が国が独立国として国民が安心し
て生活し、国が発展と繁栄を続けていく上で、平和と
安定は不可欠であることから、専守防衛のための最低
限の自衛力が必要であるというふうに考えておりま
す。また、これは先ほども答弁させていただきました
けれども、本土復帰後に県内に配備された自衛隊は、
災害復旧だけでなく、１万回に達した離島における急
患搬送や不発弾処理など、県民の生命財産を守るため
に多大な貢献をしていると考えております。一方で、
県内の自衛隊に関しましては、先島地域だけでなく勝
連分屯地へのミサイル部隊配備や、米軍と自衛隊の共

同訓練の増加があるところであり、県としては、かね
てから沖縄の米軍基地の整理縮小、さらなる基地の返
還を求めているところに、自衛隊の配備増強等が重な
ると、県民としては不安を抱かざるを得ないものと考
えております。さらに、自衛隊配備をめぐりまして
は、我が国の安全保障や地域の振興、それから住民生
活の影響等をめぐりまして、様々な意見があるものと
承知しております。
　これらのことを踏まえまして、自衛隊の配備につい
ては、国において、地元の理解と協力が得られるよ
う、一層丁寧な説明を行う必要があるというふうに考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　では知事、なぜ自衛隊が増強されれ
ば県民は不安になるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　県民の皆様には様々な意見
がおありだと思います。しかし、日本全体の米軍専用
施設面積の70.3％を担わされている沖縄に、さらに
自衛隊が配備され、米側と共同訓練を増強するという
ことになると、やはりそのような負担についての不安
を覚える県民の方もいらっしゃるというように思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　話がかなり飛躍していますね。風が
吹けばおけ屋がもうかるより、ロジック破綻していま
すよ。私は処理概要を変えるように要望しておきま
す。
　次に(3)、訓練に対する協力体制について伺いま
す。
　これは緊急患者空輸を想定しての訓練の協力体制で
ありますけれども、県としてどのような協力を行って
いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県では、離島空港に
おける急患搬送等の訓練の重要性について認識してお
り、訓練に協力しているところでございます。空港ご
とに、滑走路を保護するため、航空機の重量制限があ
ることから、訓練の実施に当たり、訓練回数などの確
認が必要ではありますけれども、県としては、引き続
き急患搬送等の訓練に協力してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　緊急患者空輸は、夜間で危険性があ
る、または悪天候のことも多い。なのに暗視スコープ
はほとんど見えません。そんなときですから、事前に
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着陸経験を持つことが安全を担保するためにどうして
も必要であります。県はここ数年間、非常に協力的で
あったときとそうでなかったときがあるというふうに
聞いています。その辺りをいつも訓練に対して最大限
提供できるように要望したいと思いますけれども、い
かがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時９分休憩
　　　午後４時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　急患搬送のための訓
練の重要性につきましては、先ほども述べさせていた
だきましたけれども、非常に重要だと考えております
ので、引き続き急患搬送のための訓練に協力をしてま
いります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　次に(4)、不発弾処理に対する考え
方について伺いますとありますけれども、これは今回
の緊急患者空輸１万回の感謝状の報道を受けて、不発
弾処理についても何らかの謝意を表す必要があるので
はないかと私のところに声が寄せられておりますが、
現段階において知事の考えをお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時10分休憩
　　　午後４時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　陸上自衛隊の不発弾処
理に関しましては、これまで機会があるごとに感謝の
意を直接伝えてまいりました。
　県としましては、これまでの取組につきまして、ど
のような形で感謝の意を表すことができるか検討して
いきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　あの不発弾の処理は、信管を素手で
回すんですよね。指揮官の号令で８分の１回せと。そ
れに対して８分の１ずつ回していく。そのような恐怖
の中での作業であることも伝えておきたいと思いま
す。
　それでは、通告に従って１番から始めさせていただ
きますけれども、知事の政治姿勢について。
　(1)、知事就任４年間の評価について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　知事はこの４年間、
新・沖縄21世紀ビジョン基本計画の策定、子供の貧

困対策、名護市辺野古への新基地建設問題など、本県
が抱える様々な課題の解決に向けて全力で取り組まれ
るとともに、県政の情報を県内外に積極的に発信して
きたところです。特にこの２年余りは、首里城の火
災、豚熱や新型コロナウイルスの発生、そして海底火
山噴火による軽石の漂着など、災害級の対応に迫られ
ながらも、医療提供体制の確保、観光関連産業をはじ
めとするあらゆる分野で経済の回復を図り、県民の暮
らしを支え、県勢発展のために奮闘努力する県庁職員
の先頭に立って、取り組まれております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　本年の２月定例会の中では、知事は
県民と約束した291の公約を掲げて、５つの公約を達
成したとのことでした。本定例会では８つということ
でありましたけれども、１番目に那覇空港第２滑走路
が入っていますが、これは本当に知事がやったんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　那覇空港の滑走路増設につきましては、事業主体は
国でございまして、ただその早期完成に向けて、県と
しても取り組んできたということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　当時の菅官房長官がこういうふうに
話をしていました。仲井眞知事が官邸に訪れたとき
に、この人と勝負をしてみようと思ったと。この意味
分かりますか。この中に分かる人いないんじゃないで
すか。私には、予算を取りたいのなら取れるようなも
のを持ってこいということだというふうに理解してい
ますけれども。
　我々自民党、東京に行って、頭なでられて予算をも
らってくると思っていますか、知事。我々勝負してい
るんですよ。仲井眞元知事も、桑江沖縄市長もアリー
ナも勝負してやってきているんですよ。それを何にも
しないで、早期実現のためにどのような努力があった
か分かりませんけれども、これ恥ずかしいですよ。次
のカジノ誘致反対も何かをしたわけではない。世界自
然遺産登録、これは歴代取り組んできたものではない
かなと思います。その後、読み上げませんけれども、
那覇市内の新たな特別支援学校の設置では、我が会派
の島袋大議員が、あれは俺がやったと言っていました
よ。
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　この達成したという全てが、何かを成し遂げたと胸
を張って言える内容にはなっていないと思います。い
かがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時15分休憩
　　　午後４時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　例えば、完了して取組は
継続して推進中ではございますが、琉球歴史文化の日
の制定については、制定をしその後、琉球歴史文化の
日とその趣旨について普及啓発するための関連事業を
実施しているということ。さらに、少人数学級の中学
３年生までの拡大につきましても、それは完了したわ
けですけれども、引き続き少人数学級を維持するため
に取り組んでいるというところでございます。こう
いったものがあるということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　関わった職員を愚弄する意味で発言
はしていません。知事が胸張って言えるかどうか、そ
れだけ確認したかったわけです。
　それでは(2)、任期中の見通しについてはいかがで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県におきましては、知事が公約として掲げた291の
個別施策の全てに着手しており、そのうち８つの施
策については完了し継続して取組を推進中、279施策
は取組を推進中、４施策は取組に着手となっておりま
す。
　公約は、継続して取り組んでいくものが多いことか
ら、公約実現の見通しを申し上げることは困難ではあ
りますが、引き続き、各分野における取組を進めてま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　一般質問の初日、達成率についての
答弁で企画部長はかたくなに拒みましたね。達成率と
表現するのはなじまないとのことでしたけれども、
291の公約のうちの８件と明確に述べているのに、達
成率との表現だけなじまないとするのはおかしいので
はないかと思っています。
　最終的にこのような答弁内容にすることを判断した
のは誰ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時18分休憩

　　　午後４時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　知事三役とも調整をし
て、そういう形で整理をさせていただきました。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　過去の県議会の一般質問の答弁で達
成率について言及したことはありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　達成率という言葉を使っ
たことはないということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　非常に印象に強く残りましたけれど
も、議長からも何度も注意されていましたね。私は、
あのような姿は議会に入ってから見たことはありませ
ん。そしてそれでも答弁しない。このようなことが認
められるのであれば、答弁したくない内容があった
ら、これはなじまないと言えば、それが前例になりま
すよ。
　知事、こんなことが許されますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　公約は継続して取り組んでいくものが多いことか
ら、完了した施策のみをもって算出する達成率という
成果指標的な考えはなじまないというふうに考えてお
りまして、取組を継続して内容を充実させていくこと
が重要であるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　議長にお願いですけれども、質問通
告で明確に達成率と書いて出して、三役が決めたから
それはなじまないと。議員の質問を軽く見ているので
はないですか。これちょっとどういうやり方があるか
分かりませんけれども、ぜひ取り上げて、我々会派が
納得いくような答えを出していただきたいと要望しま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時20分休憩
　　　午後４時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○花城　大輔君　知事はこのような中で、２期目の出
馬会見を開いたわけですよね。知事は２期目に挑戦す
る際に、県民に対して、この任期中の公約についてど
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う説明するつもりですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は、誰一人取り残さない
沖縄らしい優しい社会を目指し、新時代沖縄の到来に
向けて取り組んでいくことを決意して、先般２期目の
出馬を正式に表明させていただいきました。そして、
この間、新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄ら
しい優しい社会の構築のそれぞれの分野において、
291の公約の実現に向けた取組を今議会でも各部局長
から答弁をさせていただいております。
　それから、私は、自立、共生、多様性という理念の
下、ＳＤＧｓの推進、子供の貧困対策、基地負担軽減
など沖縄が抱える様々な課題の解決に向けて全力で取
り組んでまいりました。しかしこの間、首里城の火
災、豚熱の発生、新型コロナウイルスの感染拡大、そ
して海底火山噴火による軽石の漂着など、災害級の対
応に迫られながらも、県民の暮らしを支え、県勢発展
のために奮闘努力する県庁職員の先頭に立って、県知
事として東奔西走してまいりました。そしてこれから
も、沖縄県知事として、県民の命と暮らしを守る様々
な施策と公約の実現に向けてしっかりと取り組んでい
きたいということを表明させていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　これは県民に対して、今のコメント
は、私が就任してから様々な問題がたくさんあったか
ら、公約については勘弁してくださいということです
か。私は、一県民の立場としても納得できないです
よ。これまで約束したことを果たせずにいる中で、
しっかりとした説明もなく、責任についても語らず、
出馬会見を行うことに不快感を示す県民はいますよ。
また、知事は２月定例会の中で２期目の出馬について
質問を受けたときに、任期中の公約達成に向けて全力
で取り組むというふうにしか発言していないわけです
よね。なのに、この２月の定例会の状況と今の状況、
ほとんど変わっていないのに、なぜ知事、２期目の出
馬を決意することができるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　出馬の決意に当たっては、
様々な方々への相談、家族、関係者、後援会、支援者
の方々、いろいろな方々に御意見を聞かせていただき
ながら、自分の中で深く深く考えそして決意をさせて
いただいたものです。

　なお、先ほども申し上げましたが、291の公約の全
てに着手をさせていただいており、現在、一部完了し
て取組を推進中と推進中を合わせると287項目の公約
が進められています。そして着手が４、検討中はゼロ
ということで、291全ての公約についてはそのような
取組を進めているということも、この間答弁をさせて
いただいている次第であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　特に、最近はあまりこういうことを
言う人もいなくなりましたけれども、知事の公約の一
丁目一番地である普天間飛行場代替施設の工事につい
ては、全く打つ手がないですね。工事は進んでいる。
これについては、私は引き続き反対を訴えますという
ことが公約になるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は自分の公約として、辺
野古の新基地建設を断念し普天間飛行場の一日も早い
危険性の除去を実現するということに、真摯に取り組
んでおります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　知事は近く、新たな公約を発表する
ことになると、普通ならなると思うんですけれども、
知事はやはり公約というものに対しての意識が希薄で
あると言わざるを得ないですね。これでは今後も県民
の選挙離れ、政治離れに拍車がかかってくるものと私
は思います。せめて真摯な態度で県民と向かい合う、
説明責任を果たすところから始めてみてはいかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員がどのように受け止め
ていらっしゃるかは、私もよくお話を伺いたいなと思
いますけれども、常に県民と向き合い、様々な方々の
意見を聞き、党派を超え政党の垣根を乗り越えて、県
民の福祉の向上、県勢の発展のために全身全霊で取り
組ませていただいているということは重ねて申し上げ
ておきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　次の質問に移ります。
　(4)、本定例会で提出された乙第１号議案について
伺います。
　これは、職員の誤認によって10億円以上のソフ
ト交付金を損失してしまうということで、知事が



– 248 –

15％、副知事が10％の給与を３か月間減額するとい
う条例でしたけれども、この条例の中で、なぜ職員が
ミスをして発生した損失を、知事と副知事が給与を減
額して責任を取るというのか、改めてその理屈をお聞
かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時28分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回の知事等の給与減額
支給措置は、令和３年度の国庫支出金の請求に係る事
務処理手続の誤認等が重なり、公務に対する県民の信
頼を損なうことになった事態を重く受け止め、知事の
判断により減額としたものでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　それと、知事が15％、副知事が
10％というのは、たしか総務部長の説明では、知事
から提案がなされたということでありましたけれど
も、これの根拠は何ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　本県において、過去に国
庫支出金の事務処理手続の誤認等で減額をした事例は
確認できておりませんけれども、過去に職員が贈収賄
に関わって懲戒免職となった事例において、知事及び
副知事の給料を10％減額した例がございまして、そ
の期間は２か月または３か月となっているところでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　今回の条例、私たち自民党は、もう
少し議論してから採決に入りたいということで提案し
ましたけれども、あっさり蹴られてしまいました。そ
の結果、10億円の損失を出せば知事は15％、副知事
は10％という先例ができたと思います。
　それと、知事は公務に対する県民の信頼を損ねたと
いうことで説明がありましたけれども、冒頭でも話し
ましたが、今回の事案については、「例えば私が何ら
かの政策判断を誤ったものであるとか、あるいは、指
揮監督を行ったということではなく、事務手続の誤り
であることから、直接的な責任は生じないものという
ように考えております」、これ、私は悪くありません
よと言いたかっただけじゃないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　知事は、予算の執行権限
を有しておりますが、判例によると、その事務の一部
を補助職員に専決させることとしている場合、当該職

員が違法行為をすることを認識・予見し、それを阻止
すべき指揮監督上の義務に違反したときに限り、その
責任を負うものとされております。先般の知事の発言
は今回の事案が事務決裁規程に基づき、所属部内にお
いて事務処理をするものであり、知事の政策判断に関
わるものではなく、指揮監督を行ったものでもないこ
とから、知事に賠償責任等の直接的な責任は生じない
との趣旨でお答えしたものでございます。
　しかしながら、知事は県の事務について包括的な執
行管理権限を有することから、行政の長として公務に
対する信頼を損ねることとなった事態を重く受け止
め、また、再発防止に取り組む姿勢を明らかにするた
め、給与減額の判断をされたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　全く心が籠もっていない条例です
ね。
　次に(5)、コロナ対策と経済復興について伺いま
す。
　我が会派の座波議員の代表質問で、コロナ対策と経
済対策の予算が52対48でコロナ対策のところに重き
が置かれていると。しかしながら、全国平均ではコロ
ナ対策が27、経済対策が73ということであります。
これは知事が、このコロナ禍の中での定例会の中で、
観光に対して全力で取り組みますと何回も答弁してい
ますけれども、この数字、具体的に上げていかなけれ
ば、経済界に対して何も起こらないのではないです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄観光の
回復・復興に向けては、既決予算の効果的な活用と併
せて、県が主体的かつ機動的に活用できる財源の確保
が必要でありますので、観光業界と連携・協力の下、
今後も国へ要請を行っていきたいと考えております。
要請に当たりましては、県内総生産に占める観光産業
の割合が高いこと、それから今議員がおっしゃいます
ように、全国の中でも厳しい感染状況であり、感染対
策に多くの財政需要が生じたことなどの特殊事情を丁
寧に説明していきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　全国的にコロナの感染者が、陽性者
が非常に多いということは理解していますけれども、
それでも人は生きていかないといけませんよ。しっか
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りと先ほど観光業界と連携を取ってというコメントが
ありましたけれども、これしっかり具体的に答えて
やっていただきたいと思います。
　次に(6)、国連の沖縄県民を先住民とする勧告につ
いて伺います。
　この件については何度も質問させていただきました
けれども、１回もかみ合わないですね。県は、沖縄県
としては議論がなされていないから答弁ができないと
いうふうに何度も避けてきました。
　そこで今回は質問ではなくて、１つ紹介したいこと
があります。これはある方の祖国復帰50周年の祝賀
の挨拶の内容を一部抜粋する内容です。この祝辞を述
べた方は、第二尚氏第23代当主の尚衞先生という方
であります。挨拶に当たっては、尚本家の当主として
挨拶するのは初めてのことであると。また、祖国復帰
50周年は沖縄のみならず、日本国全体において非常
に重要な節目だとしています。また、尚家の役割とし
て、琉球の歴史的文化を正しく継承すること、尚家の
魂は常に沖縄とあり、沖縄あっての尚家、琉球文化
あっての尚家であるとされています。その上で、ここ
10年来、沖縄はもともと琉球という日本とは異なる
国だから、沖縄の人々は先住民族であり、その権利を
認めないことは琉球人差別だと訴える人を見ることが
あります。しかし、それは沖縄と内地との対立を生
み、私どもが願っていることとは対極にあり、とても
悲しいことですとあります。
　この件について、知事個人からの見解を伺いたいと
思いますけれども、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先住民族に関しまして
は、これまでも繰り返し答弁してきていますように、
県では、先住民族であるかどうかの議論をしておら
ず、また、県全体においても大きな議論となっていな
いことから、このことについて意見を述べる立場にな
いと考えております。 
○○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○○花城　大輔君　尚家が今の沖縄県についてどのよう
な存在か、また当主である尚衞先生の発言がどのよう
な意味があるのか。それは分かりませんけれども、私
はこのメッセージは決して無視できない内容だと思い
ますよ。ぜひ検討していただきたいと思います。
　最後に去る沖縄市長選、非常に腹が立ちましたけれ
ども、知事が相手候補を推した大義というものは何で
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩

　　　午後４時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今回の沖縄市長選挙では、
私と近い政策を持ち、共に取り組んでいただけるとい
うその方を応援させていただいたということです。
○○花城　大輔君　あ、終わりか。できない公約ばかり
並んでいましたよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ちょっと議長、休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○又吉　清義君　沖縄・自民党、又吉清義です。
　一般質問をさせていただきます。
　まず１番目、コロナ感染症対策について(1)、マス
ク着用について、国はどのように通達をしているか伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　国のマスク着用の考
え方についてですが、５月23日に国が基本的な対処
方針を発出いたしました。マスク着用は基本的な感染
対策として重要ではあるが、屋外にて他者と身体的距
離が確保できる場合などはマスクの着用は必要ないこ
と、特に、夏場については熱中症予防の観点からマス
クを外すことを勧奨することが示されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　今部長がおっしゃるとおりなんです
けれども、ぜひお願いしたいのは、このマスク着用に
ついて、まず、マスクを着用していない場合と比べる
と、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度
が上昇するなど身体に負担がかかることがあります。
したがって、高温や多湿といった環境下でのマスク着
用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、
屋外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクを
外すようにしましょうという中で、屋外でどのような
状態でマスクを外していいのか。屋内でもどのように
外していいのか。これ一般の方々が知っていると思い
ますか。その点について詳しく御説明お願いしたいの
ですが、一般の方々は知りませんよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　先ほど申しました国
の対処方針に従って、県のほうも５月27日から、対
処方針でマスク着用の考え方を追加しております。こ
のことについては、記者会見における知事のコメン
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ト、それから県のホームページ、ＲＩＣＣＡなどの
ＳＮＳ、市町村への通知などで広く周知しているとこ
ろでございまして、先ほど言いました具体的にどのよ
うな場合にマスクが必要ないか、特に、夏場にあって
はマスクを外すことを推奨するかというふうなことに
つきましては、国のほうのイラストつきのパンフレッ
ト等がございます。屋外であれば、例えば公園での散
歩、徒歩や自転車での通勤、あるいは屋外で人とすれ
違う場面というふうな例示がされております。屋内で
マスクを着用する必要がないというのは、距離が確保
できて会話をほとんど行わない――例えば図書館での
読書、芸術鑑賞というふうなこともそのパンフレット
には示されているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ぜひこの点について、ＳＮＳで流す
こと、これは分かります。でも一般の方は見ますかと
いうことなんですよ。ほとんど見ないですよ。屋外、
屋内でのマスク着用についてですが、屋外で距離が確
保できたらマスクなんか必要ないですよと。ただし、
近くでユンタクヒンタクするんだったら着用してくだ
さいと。そして、お互い屋外で会話がなければ、マス
クはほとんど必要ありませんよと。まずそれを知らな
いということが１点目、屋外で。
　次、屋内でも会話をする場合はマスク着用を推奨し
ますよと。しかし、会話がほとんどないところであれ
ば、２メートル以上離れていれば、まずマスクは必要
はありませんと。そういったものも、屋内で会話がな
ければお互いマスクは必要ないですよと。例えば私で
す。今会話しているからマスクが必要なんですよ。
なければ私もマスクは必要ないわけですよ。誰とも
２メートル以上離れていますから。そういうものがな
かなか周知徹底されていないということです。
　それについて皆さん、今までの周知徹底の在り方で
よろしいかどうかお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　屋内でマスクを着用
する必要がない場合は、やはり会話がほとんどないと
いう条件がございますので、会話する場合は、屋内で
距離が取れてもマスクを着用するということにはなっ
ております。
　そして、議員御指摘の県民への周知については、や
はり課題はあると感じていますので、今後季節的にも
熱中症に注意が必要な場面もございますので、定期
的に行われる対策本部の後の知事の会見やその後の
ＳＮＳ、様々な媒体を使って、このような周知を引き
続き続けていきたいと考えております。

　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　次は３番のほうに移らせていただき
ます。
　教育委員会は、学校現場においてマスク着用をどの
ように周知徹底しているか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和４年５月24日の文部科学省の事務連絡に基づ
きまして、県教育委員会は５月26日に、マスク着用
に関するリーフレット等を配付しております。その内
容としましては、熱中症などの健康被害が発生するお
それがある場合や、体育の授業、運動部活動及び登下
校の際には、マスクの着用は必要ないこととしてお
り、児童生徒及び保護者に対しても理解・協力を求め
るよう、各市町村教育委員会等へ周知をしたところで
ございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　今教育長がおっしゃるように、確か
に６月13日にそういうふうに周知徹底されておりま
す。現状はどうなっているか、確認したことはありま
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時45分休憩
　　　午後４時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　先ほども申し上げましたと
おり、特に、熱中症につきましては命に関わることで
ありますので、しっかりそういう状況がないように、
必要に応じて外すようにということを通知しておりま
すが、実際に、コロナ感染の不安であったり、本人及
び保護者の意向等、様々な理由によりマスク着用の必
要ない場面でも着用を続ける児童生徒が一定いるとい
うことも聞いております。引き続きしっかりと周知を
図っていきたいと、丁寧に説明していく必要があると
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　現状は、この周知、ほとんど守られ
ておりません。子供たち一人で行く場合も、一人であ
ろうとマスクをしております。マスクをしている子供
に聞きます。どうしてマスクをしているのかと。一人
の場合、やらないと他人の目が気になるのよねと。お
母さんから言われているのよねと。そこで一番大事な
のがあります。子供たち、さっき言った何が起こるか
というと、やはり低酸素であり、しっかり空気を吸わ
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ないと免疫、体力がつくかということです。これを懸
念しております。
　既に熱中症もがんがん増えています。実際、県外の
高校でも、体育の授業でマスクをさせて熱中症で何名
か運ばれているのも、これも事実です。今からそうい
う現象が起きますので、やはり他人の目は気にしなく
ていいよと。一人で歩く場合は堂々とおいしい空気を
いっぱい吸いなさいと。そしてそればかりじゃないで
すよと。子供の教育で表情を見て、親の表情を見て、
そして子供同士表情を見て、この成長する過程におい
て弊害があると思いますか、ないと思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　御指摘のとおり、特に低学
年等の子供たちにとっては、やはり担任の表情が見え
ないがために不安を覚えるというようなことも聞いて
おりますので、そういった場合には、プラスチックの
マスク等、学校では様々な工夫をして対応してきたと
ころであります。外せる場合には外しながら、しっか
りと表情を見ながら対話できる。そういった状況も必
要であると思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　これは児童心理学のほうでは、特に
保育園、幼児関係、常に顔の表情が分からないそうで
す、子供。全く表情が読み取れない。大変な障害が起
こると非常に危惧されております。危惧されておりま
す。これは小学校低学年でもそうです。怒っているの
か笑っているのか、さっぱり分かりません、子供たち
同士も。感じ取ることができない。これは教育上よく
ないですよ。
　ですから知事に伺います。
　今、こういった周知徹底がなかなか県民に伝わらな
い。どうぞ新聞にでも、新報、タイムスだろうと、マ
スコミに、国からこういうふうな状態はお互いマスク
をしなくてもいいんですよと、屋内・屋外こうですよ
と、しっかりとコロナ対策もする中で実践してくださ
いというのを県民全体に知らせるべきだと思います
よ。ＳＮＳを見ていない方は、一切分からないです
よ。また、子供たちも親も、マスクを外した場合に他
人の目がどうしても気になると。気になると。気にし
なくてもいいんだよと。一人で歩く場合、気にしなく
ていいんだよと。これしっかり県が周知徹底しない
と、いつまでも一人で歩く中でも、暑い中でも汗流し
て、ふうふうふうふうしてマスクをしますよ。いかが
ですかこれ、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　そういうマスクの着

用の仕方の啓発についても、総括情報部、保健医療部
では、毎日ブリーフィングということで記者の質問に
答える会見を行っておりますので、適宜マスコミに情
報提供を行って、記事として取り上げていただくとい
うような形を含めて、継続的に啓発を続けていきたい
と考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長、継続的にするんじゃなくて、
一発で解決する方法がありますよ。新聞紙面に、沖縄
の新聞２社に載せてください。それで一発で終わりま
すよ、一発で。先生方も学校から周知徹底されている
この資料、こんなにたくさん読まないですよ。理解す
るのは難しいですよ。国から来た、厚労省から出るや
つなんか見た場合、難しいですよ。あんなたくさんの
資料。それで新聞に一発ぽんと沖縄のマスコミ関係全
てに載せると。1000万円もしませんよ。と私は思い
ますけれども、そうすることによって子供たち一人一
人の健康を守ることができる。免疫力を高めることが
できる。笑顔を見ることができたら最高じゃないです
か。もちろん感染症対策もマスクをつける中でやって
くださいと。野放しにするんじゃないですよ。これが
伝わっていないのが現状です。いかがですか。私はや
るべきだと思いますよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　新聞、それから先ほ
ど言いました若い人がよく見るＳＮＳなど、様々な媒
体がございますので、どういうふうな広報をしたら効
果的かということを検討しながら、ぜひ啓発を続けて
いきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ぜひ部長、今ＳＮＳも使いながら―
―これは若い皆さんがよく見ます。小さい子供たち、
先生、主に何を見るか。校長先生で止まっているかも
しれませんよ。先生方は忙しいですから、この資料見
ないですよ、僕から言わせると。新聞にぽんと載せて
しまえば、ほぼ一発で終わりますよ。逆に教育長、教
育委員会の予算でやったらどうですか。子供たち喜び
ますよ。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　新型コロナウイルス感染が収まらない中にあって、
学校においては、教育活動を継続していくためには感
染予防対策の徹底を図っていく必要があると考えてお
ります。また、特に夏場に向けて、命に関わる熱中症
のリスクを回避していくことも重要であります。各学
校においては、関係文書が届いた際には、職員朝会あ
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るいは職員会議等を通して、しっかりとその内容を確
認し、生徒や保護者へ周知を行い、教育活動の中で適
切に対応しているというふうに考えております。文部
科学省のリーフレットの活用等により、マスク着用が
不用な場面やその際の留意事項については、しっかり
と引き続き周知をしてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　本当にマスク着用の仕方について、
熱中症について、なかなか周知徹底されていないとい
うことを皆さん、県民の命を預かる行政側としてぜひ
理解してください。
　皆さんは理解しているかもしれませんけれども、ま
ず県民は理解していない方が多いということをぜひ御
理解して、それをどうするか。解決に向けて取り組ん
でいかないと、これから熱中症の季節が始まります
よ。始まってからでは遅いですよ。
　次に移らせていただきます。
　(4)の厚生労働省が今年発表した３月から４月11日
までの統計と４月12日以降のワクチン未接種者と１
回目、２回目のワクチン接種者の30代以上の方の10
万人当たりのコロナ感染者数はどちらが多いか伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時53分休憩
　　　午後４時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　これは、ワクチンの
接種状況によって感染者がどう違うかという比較のた
めの資料を国のほうでずっと出しておったんですけれ
ども、厚生労働省がアドバイザリーボードで公表して
きたワクチン接種歴別の新規陽性者数の資料につい
て、ＨＥＲ－ＳＹＳの登録上、接種歴の入力がない人
について、接種歴不明ではなくて未接種として集計し
ていたということについて、今年の５月の会合におい
て変更した旨の報道がございました。それまでは、接
種の欄が空白の人を全て未接種ということで集計をし
ていたということを、接種歴不明に改めたというふう
な状況でございます。
　御質問の30代以上の10万人当たりの新規陽性者に
ついては、４月10日までの統計では、ワクチン未接
種者のほうが陽性者が多いんですけれども、４月11
日以降の統計では、ワクチン２回目接種者のほうが感
染者が多くなっていたということで、この集計方法の
見直しの影響を受けたものと考えております。
○○又吉　清義君　ちょっと休憩してください。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時54分休憩
　　　午後４時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○保健医療部長（糸数　公君）　４月10日までの統
計においては、30代からその上の世代は、全て未接
種のほうが新規陽性者が多いという結果ではありま
した。その集計方法が変わった後、こちらの手元に
は４月25日から５月１日の１週間のものがあります
けれども、30代では未接種のほうが高い、40代では
２回目接種者のほうが高い、50代ではまた未接種の
ほうが高い、60代・70代では２回目接種者のほうが
高く、80代では未接種者のほうが高いという結果と
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　大ざっぱに言えば、要するに、４月
９日以前のものは、接種歴不明というのはワクチンを
２回、３回打ったんだけれども何月何日に打ったかが
分からないということで、これ全部、未接種者のほう
にカウントをしていたと。しかし、これをワクチン接
種したんだからということで、そのカウントに入れ
なければやはりワクチンを打った方がこの20代であ
り、30代であり、10代であり、40代であり、65歳か
ら69歳であり、これが逆に高くなっていると。こう
いう現状になっているわけですよ。
　ですから今、部長にあげました資料、一番直近の資
料です。６月13日から6月15日の資料を見てくださ
い。この資料も、この未接種とこの30代、40代、そ
して50代、60代、70代までどのように変化していま
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　今議員のほうから提
供されました資料につきまして、30代以上の新規陽
性者数の比較について接種歴ごとに申し上げたいと思
います。
　まず30代では、未接種の方が新規陽性者数10万人
当たり77.3、同じく30代で2回目接種の方は83.9、
そして３回目接種という欄もありますので、３回目
接種になりますと54.2となっております。40代でも
同様に、未接種者は50.2、２回目接種者は67.2、３
回目接種者は40.8、50代は、未接種が64.2、２回目
接種は46.3、３回目接種は24.0、60歳から64歳は、
未接種は32.3、２回目接種は42.7、３回目接種は
20.2、65歳から69歳は、未接種の方は11.9、２回目
接種の方は38.2、３回目接種は17.0、そして70代の
方は、未接種が21.3、２回目接種が38.3、それから
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３回目接種は12.0、そして最後80代ですけれども、
未接種の方は184.8、２回目接種は36.6、そして３
回目接種は11.9となっております。概して申します
と、未接種者よりも２回目接種したほうが、10万人
当たりの新規陽性者数が高い世代もあるということで
すが、３回目接種をすると、ほとんどの世代で未接種
者よりも少なくなっているという結果というふうに考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　多分、部長。そこをくるだろうと
思っておりました。これ間違いですよ。部長、３回目
接種した方は確かに未接種者より低いように見えま
す。しかし、２回目、特に３回目した方、接種歴不
明。自分は何月何日にやったかが分からない方、どの
くらいいますか。恐ろしいぐらいいますよ、皆さん。
恐ろしいぐらい。何でこれカウントしないんですか。
そのカウントをして、私が勝手に作ってみました。部
長にあげた資料の６のところ見てください。それをカ
ウントしてみましたよ。皆さん大変ですよ。接種歴不
明なんか10代で3400人、20代なんか3700人、30代
なんか4900人、これ全部一切カウントに入れないん
ですよ。これをカウントに入れて２回目の人口、３回
目の人口、そしてコロナに感染された人数を全部入
れて比率を出してみました。出してみるとどういう
ふうになっているかというと、10代では、これは未
接種のほうは総人口の0.114％。しかし、今のワクチ
ン接種をした方は0.117％で0.003ポイント大きい。
次の20代のところは0.005ポイントワクチン接種者が
多い。30歳から39歳なんかは約0.032ポイント近く
も大きい。そして40歳から49歳、これも0.027ポイ
ント大きい。ただ、不思議なのが部長も御存じのとお
り、50代がなぜ少なくなるのか、これだけ非常に不
思議ですね。これが解決できたら、また新たなことが
始まるかと思います。ただ、60代のところも御存じ
のとおり、60歳から64歳はワクチン接種した方が若
干多いが、65歳から69歳はワクチン接種者が圧倒的
に多い。そういったふうになるというのは、やはり
もうこれ数字はうそを言いません。例えば10代、20
代、そして30代、40代、そして60代、65歳、そして
70代。ワクチンを接種したら感染率が高いと、数値
が出てしまっているわけですよ。ですから、ワクチン
接種というのは私、かねがね皆様に訴えています。ワ
クチンって感染を抑えるものなのか。発症を抑えるも
のは何なのかと。これを正しく県民に周知徹底しない
とコロナは収まりませんよと。脇が甘くなるから。
　部長、ワクチンというのは感染を抑えるものです

か。発症を抑える、重症化を抑えるものですか。どち
らですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　オミクロン株が出現
して以降は、ワクチンについてはなかなか感染予防と
いうところでは、今議員が指摘したような形で、ブレ
イクスルー感染ということが出ておりますので、県と
しては、重症化予防のためのワクチンという形で、例
えばこの夏の４回目接種を60歳以上の方に推進する
という形で今呼びかけているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長のほうで、もう明確にまた言っ
たほうがいいですよ。感染を抑えるものではありませ
んよと。発症というのは感染して無症状の方もいれ
ば、重症化する方もいる。ですから、ワクチンを打て
ば感染しても重症化しないのが特徴であって、感染と
は別ですよと。しっかり県民に、やはり私はこれ周知
徹底してくださいと。皆さんがやらないから、見てく
ださい。見事にたくさん増えているじゃないですか。
心理的に、打った人は感染しないと思いますから、脇
が甘くなるんですよ。甘くなる。これは大きな原因で
すよ。ぜひその辺周知徹底して――ですから４回目の
ワクチン接種を見てください。基礎疾患のある方しか
打てないですよね、正直言って。元気な方は打っちゃ
いけないですよと。重症化を抑えるのが目的だからで
すよ。
　すみません、あまり時間がないからデージなった
な。ちょっと休憩……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○又吉　清義君　ちょっと順番入れ替わりますけれど
も、前後しますがお許しください。
　５番のほうに入りたいと思います。
　知事の就任中、多くの県民を驚愕させた出来事のそ
の思いを知事に伺います。
　まず(1)、2019年10月31日に起きた首里城火災に
ついて知事の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。                  
○○土木建築部長（島袋善明君）　首里城火災は、県民
はもとより多くの方々に、いかんともし難い喪失感を
与えたと理解しております。県は、施設の管理者の責
務として、首里城火災に係る再発防止策（具体的な方
向性）を策定し、さらに具体的な取組を計画的に進め
るため、首里城公園管理体制構築計画を策定しており
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ます。
　県としては、焼失した正殿を一日も早く復元し、安
全性の高い管理体制の構築に向けて、引き続き国と連
携し、取り組んでまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長、残念ですね。私は首里城火災
について知事の思いを伺っているのに、今まで経緯は
何回も聞いています。
　次、知事に伺います。
　2020年養豚農家を窮地に追い込んだ豚熱の発生に
ついて知事、どのように解釈していますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　では、豚熱発生時の
取組についてお答えいたします。
　豚熱については、陽性確定後、沖縄県特定家畜伝染
病防疫対策本部を即時に立ち上げまして、多くの関係
機関、団体の協力の下、全庁体制で防疫措置を講じ、
早期収束を図ることができました。また、豚熱発生農
家への補償につきましては、令和３年の12月までに
全ての手当金等の支払いを完了いたしました。その
際、県独自の支援策として、移動制限を伴う一時待機
畜舎の補助や種豚供給などを行いました。
　県としましては、引き続き、特定家畜伝染病の侵入
防止のため、危機管理体制の強化や畜産農家における
飼養管理衛生基準の遵守と指導等に取り組んでまいり
たいと思います。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　残念なことに、知事は一切、こう
いったことは思いも何もないということですか。先ほ
ど、花城議員からもありましたよ。豚熱について自衛
隊がどんなに苦労したか。どんなに苦労したか。知事
はそれに関して何にも感じていないということです
か。はい、もう感じなかったら感じなくていいです
よ。
　じゃ知事、2019年全世界を網羅したコロナ禍時代
の到来について、知事どう思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　新型コロナウイルス
につきましては、令和２年の２月14日、県内で１人
目の新型コロナウイルス感染症陽性者が確認されて以
降、何度も大きな流行を経験しましたが、感染症対策
専門家会議や経済対策関係団体会議からの意見を踏ま
え、様々な対策を講じ、県民や事業者の皆様からの協
力を得て乗り越えることができたと認識しておりま

す。また、ウイルスが変異して感染力や病原性を変化
させてきましたが、社会生活への影響を最小限に抑え
つつ感染拡大を抑制し、重症化、それから死亡者を減
らすことを目標に、ワクチン接種、検査体制、医療提
供体制の拡充などに努めているところです。
　これまでの経験を生かしつつ、引き続き感染拡大防
止と社会経済活動の回復に向け、全力を挙げて取り組
んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　やはり知事、こんなに沖縄中、大打
撃を与えるコロナについても、何にも感じていないん
ですね、答弁がないということは。ですからバーベ
キューであり、そして６月25日ですか、ロックコン
サートに行って、認証店でないお店にも出かける。全
く意識がないというふうに理解してよろしいですね。
こんなに社会は大変な中で、お互い自粛であり規制を
されていますが、知事にすれば、何にも感じていない
から、こういったバーベキュー問題であり、先ほどの
６月25日の件もあったということで理解してよろし
いでしょうか。何にも考えていなかったから。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私が2018年10月に県知事
に就任して以来、本当に多くの県民の方々を驚愕さ
せ、そして失意させるような社会的な現象が立て続け
に起こりました。首里城の焼失、豚熱の発生、新型コ
ロナウイルスの世界的な感染拡大、そして、最近に
あっては海底火山の噴火に伴う軽石の漂流・漂着な
ど、その都度県庁職員は本当に昼夜分かたずしっかり
頑張っていただいていますし、また、医療関係、自衛
隊を含むあらゆる方々の協力を経て、その危機に対す
る迅速な対応について、本当に精力的に取り組んでい
ただいたことに関しては、心から敬意と感謝を申し上
げたいと思います。そして、県庁職員と共に、私も
様々な現場の声を聞きながら、一日でも早く、一人で
も回復できるよう――特に新型コロナウイルス感染対
策については、４階の講堂を利用しました対策本部に
もできるだけその状況を伺うようにし、沖縄県が独自
に医療チームが担当しているＯＣＡＳを使った入院調
整についても、保健所の負担を軽くしながら、重症
者、あるいは死亡者をなくしていこうということでの
懸命な24時間を分かたないその取組によって、この
間頑張ってこられました。
　様々な方々が頑張っているという状況において、私
もきちんと正確に物事が判断できるよう、三役、部
長、局長共々連日意見交換をしながら、その都度県の
対処方針を国の対処方針と重ねながら検討し、一日で
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も早く県民に安心・安全な日が戻ってくることを願い
つつ、連日取り組んできております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　今、ひとつ大変失礼いたしました。
私が暴言を吐いてしまいました。おわび申し上げま
す。
　先ほどの、この周知徹底していないと、感染と発症
の違いで、やはり正しい情報が行かないために、コロ
ナ感染が私は「見事に」増えてしまったと。大変失礼
しました。コロナ感染が「残念なことに」増えてし
まったということに訂正させていただきます。
　その中で今、知事、本当にその思いがあるのならば
お答えください。
　６月25日、非認証店でのロックコンサートに参加
をいたしました。情報によると、その後、知事は何
軒はしご酒を行ったんですか。その情報が――民間の
方々から私は聞かれて大変ですよ。まさか知事がそん
なことをしないよなと思うんですが、はしご酒を何軒
したのかお答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時11分休憩
　　　午後５時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　６月25日、ライブハウス
で挨拶をさせていただいた後、沖縄市内の近隣の店舗
２軒に御挨拶に伺いました。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　本当に２軒かどうかはまだ調査中な
のですが、２軒ほどじゃないと来ていますよ。大丈夫
ですか。虚偽だったら大変なことになりますよ。知事
は、感染症対策の本部長ですよ。本部長が見事に非認
証店に行って、コロナ持ってきて、そして、なおかつ
飲み歩く。幾ら経済の活性化とはいえ――気持ちはよ
く分かります。男ですから理解いたします。理解いた
します。しかし、やっちゃいけない、そこまでは。
やっちゃいけないと思います。
　ですから、知事は今――私は今までのこのもう一つ
についてお伺いします。
　まず2022年５月に発覚した交付金申請の10億円ミ
スについては、やはり自分には責任はないと、直接責
任はないとおっしゃっておりますが、本当にいまだに
そのとおりに思っているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開

○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　先般の知事の発言は、今
回の事案が事務決裁規程に基づき、所属部内において
事務処理をするものであり、知事の政策判断に関わる
ものでもなく、指揮監督を行ったものでもないことか
ら、知事に賠償責任等の直接的な責任は生じないとの
趣旨でお答えしたものであります。
　しかしながら、知事は県の事務について包括的な執
行管理権限を有することから、行政の長として公務に
対する信頼を損ねることとなった事態を重く受け止
め、また、再発防止に取り組む姿勢を明らかにするた
め給与減額の判断をされたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　知事はお答えしません。じゃ部長に
お伺いします。
　この５番の内容、この５つの就任中の大きな事件で
す。県民に与えた損害額はどのくらいになるか、皆さ
ん試算したことはありますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時14分休憩
　　　午後５時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　これらの事象、事案につ
いてトータルでどの程度の損失等があったかというの
は、試算はしておりません。トータルでですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　ですから私はその辺が、皆さんの意
識の低さ、反省のない点だと私は思います。私がネッ
トに載っている情報だけ調べてみても、100億円は優
に超しますよ、皆さん。知事の就任中に、既に我が沖
縄県民に100億以上の損害を与えている。ですから、
この出来事を見て、私は、知事というのは本当に徳の
ない人だなと、もうそう思っております。
　例えばこういうことですよ。どんなに波瀾万丈で
も、徳のある方は七転び八起きができます。しかし、
我が県知事は、七転びチャークルビです。一度も上
がっていません。そうでないと言うんだったら、具体
的にどのような転機と前進があったのか――こういう
難問に対してですね。お答えください。今の沖縄県
政、七転びチャークルビですよ、はっきり言って。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間、県民の皆さん、各
業界の方々、本当に大変な苦労をしながら、コロナウ
イルス対策に懸命に取り組んできていただいておりま
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す。医療の現場、保育の現場、介護の現場、あらゆる
現場においては、たくさんの方々が自分の感染を恐れ
ながらも、献身的にその職務にしっかり全うしていた
だいていますし、また、観光関連産業の方々も、この
観光の回復なくして沖縄経済の回復はないということ
を先般、その意見交換の中でもお話を聞かせていただ
きました。しかし、私は自分自身の気持ちとして、疾
風に勁草を知るという思いを一番強くしております。
激しい､厳しい状況にあるときこそ、地に足を踏ん
張って、しっかりと耐え抜いて、県民の皆さんの先頭
に立って、その前線で全身全霊で頑張っていくという
思いを強くしているという日々でもあると思います。
○○又吉　清義君　ありがとうございます。全然その傾
向まだ見たことありませんでした。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　では最後ですので、よろしくお願い
します。
　追加質問にさせていただいたんですが、実は私、６
月23日の慰霊の日、各議員が質問をしていますけれ
ども、あの式典会場にいて非常に違和感を感じたんで
すね。その二、三日前から、今参議院選挙も行われて
いますけれども、その参議院選挙でもその日だけは遊
説車を止めて、慰霊の日だからというような特別な日
だったと思うんですよ。しかし、あの総理が出てきて
からの罵声だとか、衆参両院の議長がしゃべっている
ときのやじだとかを聞いていて、非常に心が痛かった
んですね。知事は、それをどう感じましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　沖縄全戦没者追悼式は、沖縄戦で亡くなられた全て
の戦没者の御霊を慰めるための式典であることから、
静粛に行われるべきであり、式典中のやじ等は好まし
くないものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　知事はどう感じましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　慰霊の日の式典というの
は、やはり静粛な中で行われるべきであるというよう
に感じました。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　要するに、あのやじは好ましかった
のか、好ましくなかったのかを今問いかけているんで
す。どう思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

○○知事（玉城デニー君）　議会でも答弁させていただ
いておりますが、あのようなやじは好ましくないとい
うように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　それで、この知事の言葉というの
は重いんですよ。ですから、あの23日の式典が終
わった後、そういうものに対して、どこかで、記者が
いらっしゃる前で、そういう式典の場でのああいうや
じのことについて、知事は何かコメントしたことはあ
りますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時21分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　やじ等への対策として、立て看板であるとか掲示板
であるとか、それから直接職員を配置しまして注意・
警告等を行ってきたところでございますが、実際には
式典最中のやじという状況がございました。来賓の皆
様をはじめ出席者の方々に、また県民の皆さんに不快
な思いをさせたことについては、式典運営の担当とし
て申し訳なく思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私から特に記者の方々へ、
そのような状況においてのコメントというものは発し
ておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　私たちにとっては、６月23日とい
うのは、政治的にぶつかる日でもなければ、県民が一
つになって、77年前の終結の日、本当に痛ましいあ
の出来事をみんなでちゃんと守りながら平和を希求し
ていこうという日のはずなんですよ。ですから僕は、
何かの記者会見のついででも、知事が、６月23日の
あの式典でのやじというものについては、やっぱり自
粛していただかないと駄目だよねということをどこか
で言っていただきたいと思うんですね。そうじゃない
と、また来年も続く。あの場にいて非常に嘆かわしい
思いがしましたし、これが沖縄が来賓を迎える気持ち
なのかというような、そういう思いさえしました。そ
の代表はやっぱり知事ですから、そこはよくどこかで
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注意喚起しなければいけないと思います。
　そして、知事にコロナ感染についてお聞きしますけ
れども、知事は、今回陽性になってどういう責任を感
じましたか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時24分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　失礼いたしました。
　感染拡大防止に県民が一丸となって取り組んでいる
さなかに、私が感染したことによって、県民の皆様を
はじめ多くの方々に御心配と御迷惑をおかけしたこと
については、大変申し訳なく思っております。また、
議会においても、多くの重要な議案の審議をお願いし
ている中で、議事日程の変更をお願いせざるを得なく
なり、赤嶺議長をはじめ議員の皆様にも御心配と御迷
惑をおかけしたことについては、大変申し訳なく思っ
ております。その点についても、深くおわび申し上げ
たいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　今のコロナについては、もう本当に
誰がかかってもおかしくないような状況になっていま
すので、ただ私は、やっぱり知事という、県議会議員
と知事という立場も全く違いますし、首長というのは
非常に責任が重たいところだと思っているんですね。
だからより一層の部分を、この感染したことで何か考
えたことがあったのかなと思って聞かせていただきま
した。
　次に、知事が出席したライブハウスがかなり問題に
なっているんですけれども、ここは実際どうなんです
か。クラスターになっているんですか。どうなんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　ライブハウスが該当
する―― 一般事業所という形で分類されているんで
すけれども、そこについては、現在は濃厚接触者の特
定、それから積極的疫学調査を行っておりませんの
で、今保健所のほうからクラスター等の報告はござい
ません。また、知事が訪問したライブハウスの関係者
等からも相談等がありませんので、当該ライブハウス
でクラスターとかそういう状況については、今把握し
ていない状況です。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　私がよく知っている人で、そこのラ
イブハウスに行って、知事以外に３名が感染している

んですよ。知事入れて４名なんですよ、私が知ってい
るだけで。ですから、そこにあと何名いたのかという
のが、保健医療部はあまりこれを触らないようにして
いるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　現在、国の方針がご
ざいまして、事務連絡では、オミクロン株の特徴を踏
まえて、濃厚接触者の特定、それから積極的な疫学調
査については、重症化リスクの高い入所施設あるいは
病院等で重点化するというふうな形で行われておりま
すので、現在感染拡大期にある沖縄県では、今一般の
事業所では調査等を行っていないという状況でござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　今回残念ながら、この県議会の日程
が少し延びたのもそうですが、ただ僕は知事に聞きた
いんだけれども、あそこで知事以外に感染者が３名い
たということは、まだほかにもいると思っているんで
すね。今日の朝からの議論を聞いていますと、家族か
らの感染だという話になっているんだけれども、逆
じゃないのかなと、そんな感じさえするんですよ。そ
こに知事だけが、後に感染したというんだったら分か
るけれども、そこに感染者が知事以外に３名も４名も
いるということは、ここで感染したのを家族にうつし
たんじゃないかとさえ思っているんですけれども、あ
なたが言う蓋然性ってどういうことですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　まず、そのライブハウスで陽性者がいたというふう
な情報は、まだこちらは正確にといいますか、把握し
ておりませんけれども、可能性として蓋然性の話をさ
せていただきましたが、知事がライブハウスにいる中
での感染対策、マスクを外した時間は非常に短い時間
で、会話などもしなかったというふうにお聞きしてい
ます。それに比較してといいますか、それと比較して
御親族との接触については、マスクを着けない、そし
て時間も１時間半、距離も近かったというふうなこと
を勘案しますと、蓋然性としては、御親族の方からの
感染が高いのだろうというふうに判断しているところ
です。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　多分これは、誰が誰にうつしたかと
いうのは分かりませんよ。ただ、家族からと決めつけ
るのも僕はおかしいと思う。保健医療部長がそういう
こと言うのはおかしいと思いますよ。よくＳＮＳに写
真が出て、知事がマスクを外して挨拶しているところ
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がありますけれども、保健医療部長としての見解を聞
きますが、あれだけたくさんいる中で、マスクを外し
て挨拶をしているのは、あなたにとっては好ましいと
思っているんですか、思っていないんですか。あれは
好ましかったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時29分休憩
　　　午後５時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　先ほどマスクの話が
ありましたけれども、屋内で距離を取っていて会話な
どをしない場合については、マスクを外すというふう
なことも、今、国のほうからも出ております。短い時
間、そして感染に気をつけた上でというふうなことで
マスクを外し、ほかの人と対面で話をするなどがない
という状況であれば、その状況に応じた判断というこ
とは理解できるかなと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　いいですか、部長。さっき又吉議員
が言っていましたね。あなた方のメッセージはなかな
か学校に届かないと。しかし、今メッセージ性が一番
高いのは、玉城デニー知事なんですよ。その知事が
ＳＮＳでああいう写真を送って、マスクを外して挨拶
している写真ががっと広まっていくと、ああ、こうい
うことをしていいんだと、間違ったメッセージを与え
ることにならないですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間、議会でも答弁をさ
せていただいておりますが、私がお伺いしたライブハ
ウスは、チケットやパンフレットにもお客様にマスク
着用の徹底を呼びかけ、お店に入るときの手指消毒の
徹底も呼びかけておりました。店内は、カウンターに
はビニールの遮蔽のカバーがつけられ、そしてお客様
は皆さんマスクをし、店内には議場で回しているよう
な大型扇風機、恐らく２台ぐらい回っていたと思いま
す。つまり換気にも気をつけると、エアロゾルの環境
をつくらないということもありました。そういうよう
な状況で、お店はしっかりと感染対策をしていたと思
いますし、また、そういうようなことで私がマスクを
外したのは、挨拶に招かれた３分程度ぐらいの時間、
マスクを外して挨拶させていただき、それ以外は、私

はマスクをしっかりとしておりました。そして、お店
には約１時間ほど滞在をして、お店から失礼をいたし
ましたということもしっかりと答弁させていただいて
おります。
　ですから、そのようなことについて、やはりお店側
もしっかりと――認証店の登録はまだ取っていらっしゃ
らないんですが、感染症対策もしっかりと頑張ってい
ただいていたということについても、正しい情報とし
てお伝えしなければいけないだろうというように思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　本当はこれ予定の質問ではなかった
のでこの辺で締めますけれども、私は、知事、あなた
がマスクを３分外したとか１分半外したとか、関係な
いんですよ。周りがあなたのあの写真を見てどう思う
かなんだよ。この責任感というものをしっかりと持っ
てくださいと。別に、そこに対してぐだぐだ言ってい
るわけではないんですよ。あなたの今の立場からし
て、周りがあなたをどう見ているか、それがやっぱり
知事が外しているんだから大丈夫だろうというような
間違ったメッセージを与えてしまうんじゃないかとい
うところが、今の問題点だと僕は言っているんです
ね。もうこれ以上のことはしません。
　それでは本題に戻って、ロシアとウクライナの戦争
について、知事の考え方を伺います。
　現在行われている戦争を今すぐにでも止めるべきだ
と思っているのか、それとも侵略されている戦争なの
で、元に戻るまで戦うべきだと思っているのか、これ
は知事の見解をちょっと聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　ロシアによるウクライナ侵
攻については、３月１日、国連総会において、ロシア
によるウクライナ侵攻を非難し、ウクライナに対する
武力行使を直ちに停止し、ウクライナの領土から全て
の軍隊を完全かつ無条件に撤退させることをロシアに
要求する決議が採択されております。また、同様の趣
旨の決議が、衆参両議院及び沖縄県議会においても採
択されております。このような見解は、岸田総理大臣
の記者会見においても示されております。
　ですから、沖縄県としては、一日も早い停戦に向け
て、国際社会が協力して呼びかけていくことが肝要で
あり、ウクライナ国民には一日も早く平穏な生活を取
り戻していただきたいと強く思っております。
○○呉屋　　宏君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
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　　　午後５時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事（玉城デニー君）　答弁をさせていただいたつ
もりですが、もう一度お答えいたします。
　沖縄県としては、一日も早い停戦に向けて、国際社
会が協力し呼びかけていくことが肝要であるというよ
うに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　それでは、領土は戦争前になるまで
戦うというような判断をしていいんですかね、僕は。
今僕にはそういうふうにしか聞こえなかったんだけれ
ども。
　それでは、ウクライナから避難した皆さんへの支援
について伺いますけれども、今現在どうなっているん
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄県で
は、令和４年３月14日にウクライナ避難民の受入れ
を表明し、７月７日現在、９世帯12人の方が沖縄へ
避難されております。そのほか、避難希望の問合せが
５件程度寄せられております。ウクライナ避難民への
支援として、多言語による相談窓口の拡充、県営住宅
の無償提供、光熱水費の支援、一時滞在先での宿泊支
援、医療費支援、食費や被服費等生活に係る支援、商
品券の配付などを行っているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　この間、うるま市の市長とも話をし
ましたけれども、うるま市にも結構いらっしゃるんで
すね。このうるま市の皆さんが困っているのは、実は
言葉の問題で、日本語を使えるようにしたいというよ
うな思いでした。ところがこれがスムーズにいってい
るかというと、やっぱりうるま市は苦労していて、県
にもその半分は何とか担ってもらえないかという話も
していましたけれども、この言葉の問題はどうなって
いるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　日本語学習
を希望している避難民につきましては、必要に応じて
支援を申し出てもらっている県内の日本語学校が複数
ございますので、そこのマッチングであるとか、国に
よるオンラインでの日本語学習支援の情報等、そう
いった情報提供なり、それから支援を申し出ている
方々のマッチング、そういうことを行っているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　どこがいいとか悪いとかの話は具体

的にはしませんけれども、ただ、今私たちが聞いてい
る中に、やっぱり80代の方もいらっしゃるんだそう
です、うるま市には。車椅子じゃないかとかという、
そういう人たちのケアはどうするのかとか、非常に細
かいところまでやらなければいけないから大変だとい
うことだったと思うんですよ。ただ、やっぱり戦争地
から出てきて、本当に平和な暮らしで、ここ沖縄で
ゆっくりしてほしいという思いがあるのであれば、こ
れを前面に出して、県は一生懸命やっていただきたい
と思っているんですね。それだけはここで言っておき
たいと思います。
　それと通告の(3)番目ですけれども、最近県の事務
的なミスが続いているんだけれども、これはどうなん
でしょう。どこが問題でこういうふうな現象が、３月
だとか５月だとか起こっているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今回重ねて発生しました
補助金請求の事案のうち、３月の土木建築部の事案
は、確認不足等でハード交付金の繰越額を誤って国に
報告したこと、５月の総務部の事案は、過去の事例か
らソフト交付金の実績報告の手続を誤認したことが、
それぞれの原因となります。事務の遂行に当たり内部
統制上の課題が確認されたことから、実績報告書等の
チェックリストや添付書類を見直したほか、本事案
の発生経緯や対応状況等の情報共有を図り、ダブル
チェックを徹底することなどで全庁的な再発防止に努
めていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　この答えは前から聞いていますよ。
僕が言っているのはそうじゃなくて、根っこはどこに
あるんですかと。僕は今回の４月の人事を見ていて
も、こんなに大幅な人事ってあるんだろうかと。ある
いは、さっき花城議員からもありましたけれども、そ
の職員のテンションが非常に下がっているんじゃない
かと。その要因はどこにあるのかな。行政も人間がや
るわけですから、この職員たちのテンションをどう上
げていくのか、どう仕事がしやすいような状況をつ
くっていくのかというのが、皆さんの仕事じゃないの
かと僕は思っているんですよ。その延長にこういうふ
うなミスが出てきているんじゃないのかなとさえ私は
思っているんですけれども、どうなんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　人事のお話が今ございま
した。人事配置に当たっては、希望する業務それから
所属、勤務地など、職員本人の意向を確認するととも
に、人事評価に基づく能力及び実績等を総合的に勘案
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した人事配置を行っているところで、いわゆる適材適
所に努めているところでございます。また、職員の仕
事と私生活の両立にも可能な限り配慮しているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　あのね部長、あなたの今の答弁は教
科書どおり、それ以外にあなたは言えないと思うんだ
よ。だけど、私たちが接している職員なんかでも、何
でここまでやる気がなくなっているんだろうというの
は、肌で感じるんだよ。
　もちろんそれ以上のことは答えられないと思うか
ら、もうこれ以上は話はしませんけれども、本題に
戻って、もともと２月に私が通告をしておりました教
育問題、これを頭からやりたいと思います。
　県立高校の寮についてですけれども、これは２月に
もやりました。県立高校に設置された寮は平等に運営
されているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　学寮の管理運営につきましては、高等学校管理規則
によりまして校長が定めることとなっておりまして、
特に土日の食事提供等は、各学校の実情あるいは生徒
のニーズを考慮して行われているという状況でござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　では教育長、北部市町村だとかそう
いうところから出てくる人たち、特に離島から出てき
ている人たちが、なぜ那覇まで来るのか。土日に食事
があるからなんだよ。今言う北部の高校の寮の中に、
土日に御飯を出しているところはどこがあるのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　北部地区の寮につきまして
は、土日の食事が出ているところはございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　これは平等というんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　寄宿舎の食事の基本的な考
え方につきましては、先ほども申し上げました学校の
状況や生徒のニーズを考慮して各学校で計画し、調理
業者に委託して食材費を受益者負担として実施をして
おります。土日に食事提供を実施している学校につき
ましては、土日に模試や部活動等があるために多くの
生徒が寄宿舎に残ると。そういった状況がありまし
て、学校として判断をして出されているというふうに
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。

○○呉屋　　宏君　２月に私が質問してから、この寮に
いる皆さんに聞き取りをして、話合いをしたことはあ
りますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　土日の食事提供につきまし
ては、ニーズ調査を行ったところでございます。現
在、土日に食事を提供していないのは７校ございます
が、その中の１校で半数以上の生徒が土日の食事提供
が必要だと回答しているところでございます。土日の
食事提供につきましては、どうしても寮費を値上げを
すると、そういったこともありますので、各学校にお
いて保護者と話をしっかり行って判断していくという
必要があるというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　教育長は当然、北部のさくら寮につ
いて分かっていますよね。このさくら寮の考え方、今
度の教育長の考え方はどう思っているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　北部合同寄宿舎さくら寮につきましては、名護市内
の県立高校に通学する遠隔地出身者の生徒を支援する
ために、名護市が平成15年度に島田懇談会事業を活
用して整備されたものでありまして、現在、名護市県
立高等学校北部合同寄宿舎運営協議会により運営をさ
れているところであります。
　教育委員会としましては、現在、その舎監１名の配
置、それから補助金の交付をしておりまして、教育委
員会のスタンスとしては、さくら寮の生徒たちの安全
な修学環境をしっかりと支援をしていきたいというふ
うに考えているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　これからもこの寮問題は、僕は直接
生徒とも話をしていこうと思っていますから、しっか
り見ていきたいと思いますけれども、久米島にも寮が
ありますね。じんぶん館と。これは久米島町が造って
いるんだよね、30名限定で。これについて教育長の
感想をちょっと伺わせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後５時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　今お話がございました久米島町では、将来を担う人
材育成、地域活性化、人口増及び生徒の学力向上を目
的に、久米島高校魅力化プロジェクトを立ち上げまし
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て、平成26年度から離島留学としまして島外から入
学生の募集を開始しております。平成28年には町営
寮と町営塾を併設した地域支援交流学習センター、通
称じんぶん館を設置し、現在27名が入寮していると
ころであります。その子供たち、久米島高校に通って
おりますが、久米島高校の活性化に寄与しているもの
というふうに理解しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　これは皆さん、何を努力したのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　久米島高校の支援について
でございますが、まず、これまでの教育課程の改変が
ございました。平成30年入学者の栽培中心の学習内
容から、栽培した生産物を生かす食品加工系の内容を
取り入れ、栽培から加工、販売、流通までの６次産業
化の流れを教育課程上に位置づけるというようなこと
で、魅力ある教育課程編成に併せて、学科棟改築時
に、野菜調整あるいは食品加工室、食鳥処理室、ある
いはボイラー室を新設し、設備も充実させてきている
ところでございます。このように魅力ある学校づくり
に向けて、学校等の改変に取り組んできたところでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　なぜそんなことを言うかというと、
この久米島高校の魅力化事業というのを町がやってい
るんだけれども、あなた方は向こうの園芸科を廃科し
ようとしたんでしょう。さっき僕は、今どうなってい
るのと副町長に聞いたら、執行猶予中ですと。どうい
うことかといったら、廃科が止まったわけではない
と。しばらく様子を見ようという話だと。だけど、あ
なた方は、廃科をするのは幾らでもやるけれども、こ
こを伸ばそうとする努力はしないでしょう。僕はそこ
がおかしいと言っているんだよ。だから町は独自に
県外から10名ずつ入れて、30名の寮があるわけだよ
ね。この30名の寮は、町はこの久米島高校の生徒数
を増やそうと思って一生懸命努力しているんだよ。だ
けど、あなた方はそこに何の手も差し伸べない。
　一時期、３年か４年前に50名が久米島高校にリク
エストをした。10名しか入らないから、40名は断っ
たんだよ。今は１学年120名に60名しか入っていな
いでしょう。そこを埋める努力もした。この人たちが
交ざり合ったら、もっと久米島の魅力が出るかもしれ

ない。
　分からないと思うけれども、今年の２月から３月、
この２か月で久米島の人口は124名減った。何でです
か。何でだと思いますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時49分休憩
　　　午後５時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　申し訳ございません。久米
島町の人口の減少につきましては、根拠等を私は持ち
合わせておりませんので、しっかりとした答えはお答
えできない状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　私はもう12年通っていますから、
それをお話ししますと、いいですか。久米島高校より
も少しレベルの高い学校に行きたい、子供たちが本島
に行きたいとなったら、あそこで親は働きながらこっ
ちで子供を生活させるという余裕はない。だから、お
父さんもお母さんも子供たちも一緒に那覇に出てく
る。２か月で124名の減ですよ、今年は。普通１年で
100名ちょっとですよ。
　だから過疎化というのは――あそこで企画部が一生
懸命やっていると言っているけれども、企画部だけで
これができると思いますか。あなた方も協力しないと
いけない。全部のところが協力しないといけない。昨
日も僕は沖振委員会で言ったんだけれども、国頭村安
田にいる人たちが、今年もこの３月に子供を連れて、
また辺土名に行ったんだよ。教員宿舎に住んでいた。
これが老朽化した。老朽化したから、結果的には移ら
なければいけない。安田に借りるアパートなんかない
んだから。だから、過疎を抑えるにはアパート造った
りさせなければいけないんだよ。だけど全く県は気が
ついていない。現場を分からないから。アパートを造
る半分でも補助金を出して、業者に造ってくれと言っ
て、その代わり３万円以上は家賃を取るなよとかとい
うような規制をかけながらアパートを造っていく。そ
ういうような施策展開をしていかないと、過疎地に人
が残るわけがない。
　知事、聞いてくださいよ。チカンフーナーしている
のか。大宜味村の結の浜というところがある。埋立て
しているところ。ここに民間が48世帯のアパートを
造った。３か月で埋まりました。その大半が国頭から
来ている人たちですよ。
　県が団地はもう造らないという方針を出した。僕は
過疎を止めるのは何なのかというのをもっと考えたほ
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うがいいと思うよ。ただインフラ整備で道をきれいに
したとか、電話回線あるいは光ケーブルを引いたと
か、こんな問題じゃないと思う。どう思いますか、過
疎対策をしているところは。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時52分休憩
　　　午後５時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　過疎対策は、当該市町村と
県、あるいは国のメニューなども活用しながら、いろ
いろな形で取り組まなければならないであろうという
ように思いますし、議員御案内のとおり、地域には地
域のそれぞれの課題や目標というものがしっかりとあ
ると思います。我々ももっとその地域の課題を掘り起
こしていって、その課題解決に向けてどのような取組
ができるのかということを真摯に探求してまいりたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　時間がないですから、もうこれ以上
皆さんとやったって、これは多分できないだろうなと
思っているので、もう民間でやるしかないのかなと諦
めてもいますよ。昨日、部長にも話をしてある。だか
らきっちりやってください。
　それ以外にも、過疎は40年前から沖振の中に過疎
対策と載っているんだよ。40年かかって一体何を
やっているのかと。40年間。これは村長だけの話を
聞いたり、役場の話を聞いているだけで過疎対策はで
きませんよ、絶対。これは住民の区長だとかそういう
人たちの話を聞かない限り、こんな過疎対策なんかで
きるわけがない。
　時間がないからもう一つだけ、酪農について最後に
質問させてください。
　乳牛の農家は、現在どれぐらいあるのか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　県が実施している家
畜・家きん等の飼養状況調査によりますと、乳用牛の
飼養戸数は、平成23年12月末時点の82戸に対し、令
和２年12月末時点では63戸となりまして、飼養戸数
は減少しております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　部長は分かると思うけれども、ウク
ライナ問題だとか、あるいは円安だとかの問題で、今
飼料はどれぐらい上がっているのか。何倍になってい
るのか。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時54分休憩
　　　午後５時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和２年にトン当た
り６万2470円に対しまして、令和３年には７万1349
円と、トン当たり約9000円から１万円ほど上がって
おります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　これに対する皆さんの補助は。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時55分休憩
　　　午後５時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　さきの先議案件で審
議した件でありますけれども、配合飼料で、約24万
トンの飼料に対しまして予算額4942万5000円、粗飼
料に対しましては、約２万1000トンに対しまして予
算額１億4411万5000円を計上してございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　そんな難しい話はしないで、トン当
たり幾ら補助するの。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時57分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　配合飼料につきまし
ては、上昇した生産者積立分のトン当たり200円、粗
飼料で約8000円ほどの支援になります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○○呉屋　　宏君　いいですか、部長。今のこの補助の
在り方を見ていてもそうだけれども、沖縄から牛乳が
消えますよ。僕は南部の乳牛を扱っているところを何
軒か回ってきた。中部も回ってきた。これは抜本的な
対策をしない限り、給食に出す牛乳は、熊本から来た
り宮崎から来たりするようになりますよ、今の状況で
は。先が見えていない。しっかりと沖縄県の先を見て
行政をやってください。こんな乱暴なやり方はないで
すよ。しっかりと寄り添ってやってください。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問を終わ
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ります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、７月11日定刻より会議を開きます。

　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時58分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

赤 嶺 　 昇

照 　 屋 　 大 　 河

花 　 城 　 大 　 輔
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議　　事　　日　　程　第８号
令和４年７月11日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
　　　　　　

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問

出　席　議　員（45名）

欠　席　議　員（3名）

説明のため出席した者の職、氏名

令 和 ４ 年
第 ３ 回

令和４年７月11日（月曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
４　番　　玉　城　健一郎　君 
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

３　番　　島　袋　恵　祐　君
40　番　　西　銘　純　恵　さん

42　番　　瑞慶覧　　　功　君

玉　城　デニー　君
照　屋　義　実　君

知 事　　
副 知 事

副 知 事
政 策 調 整 監

池　田　竹　州　君
島　袋　芳　敬　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

嘉　数　　　登　君
宮　城　　　力　君
儀　間　秀　樹　君
金　城　　　賢　君
宮　平　道　子　さん
糸　数　　　公　君
崎　原　盛　光　君
松　永　　　享　君
宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君
松　田　　　了　君

知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長
土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長

病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人 事 委 員 会 事 務 局
総 務 課 長
代 表 監 査 委 員

我那覇　　　仁　君
名渡山　晶　子　さん
田　代　寛　幸　君
名　城　政　広　君
半　嶺　　　満　君
日　下　真　一　君
下　地　　　誠　君

屋　我　はづき　さん

安慶名　　　均　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に、申し上げます。
　去る７月８日、安倍晋三元総理大臣が奈良県で遊説
中に銃撃され、逝去されました。
　本県議会は、今回の事件により亡くなられた安倍氏
に対し御冥福をお祈りするとともに、御遺族に対し哀
悼の意を表するため、黙禱をささげたいと思います。
　全員御起立願います。
　黙禱。
　　　〔全員起立　黙禱〕
○○議長（赤嶺　昇君）　黙禱を終わります。  
　御着席願います。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、報告いたします。
　本日質問予定の島袋恵祐君から発言通告の撤回があ
りました。
　次に、人事委員会委員長の代理として出席を求めた
人事委員会事務局長茂太強君は、体調不良のため本日
及び12日の会議に出席できない旨の届出がありまし
たので、その代理として人事委員会事務局総務課長屋
我はづきさんの出席を求めました。
　なお、人事委員会委員長から、本定例会の説明員に
同委員会事務局総務課長屋我はづきさんを委任したと
の通知がありました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　一般質問を行いま
す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。

　照屋守之君。
○○照屋　守之君　議長、休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○照屋　守之君　おはようございます。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○照屋　守之君　おはようございます。
　追加質問のお願いです。
　１、玉城知事のツイート及びフェイスブックについ
て。
　２、沖縄全戦没者追悼式について。
　３、ライブハウスの参加と玉城知事のコロナ陽性の
関係については……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○照屋　守之君　質問通告後に発生した看過できない
重大な問題でありますので、先例を踏まえ質問を行い
ます。
　議長及び執行部には通告してあります。質問の順番
を入れ替えて行います。
　初めに、銃撃の蛮行によってお亡くなりになられた
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安倍元総理に心より哀悼の意を表します。
　安倍元総理は、できることは全てやるとし、沖縄県
に思いを寄せ、大きく貢献をしていただきました。心
より御冥福をお祈り申し上げます。
　さて、玉城知事の任期が近づき、信じ難いことが連
続しております。ゼレンスキー発言、手続ミスによる
10億円問題、玉城知事のコロナ陽性の感染経路の問
題、玉城知事は、県知事として自らの限界を感じてい
ると考えております。特に、玉城知事は陽性になった
ことについて、「孫からうつった」、「保育園で感染
した孫」などと自ら公表しております。このことは個
人情報保護条例に反するものと考えます。県知事とし
ては、失格ではありませんか。どう考えても、コロナ
対策本部長でもある県知事が、自分の孫からうつった
とは言わないし、公表はしないと思います。玉城知事
は25日にライブハウスへ行き、そこからの感染の蓋
然性が大きいのではないかと考えております。特に、
６月24日、県としてコロナの対処方針を県民に示し
た翌日の25日に、対策本部長である玉城知事がライ
ブハウスに行き、その様子がネットで公表されている
わけであります。ライブハウスでの感染状況をしっか
り確認するようにお願いしておりますけれども、後ほ
ど説明をお願いします。県の対処方針にも反しており
ます。対策本部長も直ちに辞任をし、そしてまた出馬
表明も撤回すべきであると考えております。
　以上を申し上げ、質問に入りますけれども、玉城知
事が積極的に答弁を願います。また、的を射た答弁を
お願いするとともに、繰り返し答弁はぜひやめていた
だくことを重ねてお願いをいたします。
　１、玉城知事のツイート及びフェイスブックについ
て。
　７月３日のツイートで、玉城知事は孫からうつった
と公表している。なぜコロナ感染７日目に孫からう
つったと公表したのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　答弁いたします。
　コロナ感染から１週間がたち、症状はまず落ち着い
ているということ、そして多くの方々に御心配と御迷
惑をおかけしたということをツイートしたものであり
ます。しかしその中に、家庭内における個人情報も含
まれていたことから、ツイートは削除し、修正をして
再掲いたしました。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　なぜ県知事でありながら、個人情報
保護条例ということも分かりながら、孫からという表
現をしたんですか。

○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　そのように家庭内の個人情
報も含まれているということから削除したものであり
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　対策本部長としても県知事としても
失格でしょう。孫からと言えますか、自分で。さらに
また、７月３日のフェイスブックでは、「保育園で感
染した孫から」という表現をしております。フェイス
ブックでこのように公表しております。なぜこのよう
な説明を加えて公表したんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　フェイスブックでも、私が
コロナ感染から１週間がたち、症状が落ち着いている
ということ、そして多くの方々に御心配、御迷惑をお
かけしたということについての内容で投稿いたしまし
た。そこの状況の中にも、家庭内における個人情報、
その他の情報が含まれていたことから修正した上で、
再掲したものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　だから、個人情報が入っているとい
うのはまずいから、修正したわけでしょう。そうする
と県知事自ら沖縄県個人情報保護条例に違反している
じゃないですか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　個人情報を保護する観点か
ら削除したものであります――訂正したものでありま
す。
○○照屋　守之君　休憩いいですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時11分休憩
　　　午前10時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　知事のフェイスブックに
よる発信につきまして、まさしく個人情報保護、これ
を遵守するという視点で一旦破棄し、再掲したものと
いうふうに考えております。
○○照屋　守之君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時11分休憩
　　　午前10時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○総務部長（宮城　力君）　個人情報保護条例でう
たっておりますのは、沖縄県が保有する情報でござい
ます。今回は、知事が発信した内容については、沖縄
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県が保有する情報ではございませんが、知事の関連す
る親族の情報を発信したという意味では適切ではな
かったのかなと考えております。そして知事は、そこ
で当初発信した内容について削除して再掲したという
ところでございます。
○○照屋　守之君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午前10時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○総務部長（宮城　力君）　先ほど実施機関のお話を
申し上げました。これは県の行政機関たる実施機関が
保有する個人情報を保護するという目的でございまし
て、私人である知事が有する情報とは異なるものとい
うふうに考えております。
○○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時21分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○○照屋　守之君　確認します。
　個人情報保護条例の県民の責務は――今知事は私人
ということでしたけれども、じゃ私人というのは、県
民という立場であれば、県民の責務とは何ですか。第
５条を読み上げて説明してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　今、条例の第５条をとい
うことでございました。
　「県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら
自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人
情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害する
ことのないよう努めなければならない」というふうに
規定されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ということは、私人という表現でし
たけれども、知事は一県民としてこの条例に反してい
るんですよ。そうでしょう。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　答弁が重複して大変申し訳
ありません。私が、家庭内における個人情報を含んだ
ツイートを行ったということについて自ら反省し、

今、議員が掲げていらっしゃるこのツイートは、全文
削除したものであります。そして改めて、個人情報を
含まない内容でツイートさせていただいております。
そのことをぜひ御理解いただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから、最初は孫とツイートしま
したと。それは、こういう個人情報を保護する観点で
問題があるので削除したと。そういう理解でいいんで
しょう。この条例に照らして問題があるんでしょう。
いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　その条例で、努めることと
するということに鑑み、私もそのように努めたいとい
うことで削除し訂正をしたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　認めているじゃないですか。これ
は、県の個人保護条例に反するということを知事自ら
認めて、だから訂正したわけでしょう。
　次、フェイスブックに「保育園で感染した孫」とい
う、また丁寧に説明しています。これも個人情報に抵
触しませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　家庭内における個人情報が
含まれていることから、訂正をしたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから、そこも保育園というもの
を特定されるというふうなことが分かって、それを反
省して削除したという、そういう理解でいいんでしょ
う。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　個人情報から推測される情
報も含まれるということから、削除したものでありま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですからこれは、やっぱり県知事た
る方は行政機関でそういうような県民の保護をしない
といけない立場ですから、そういう方がそういうこと
を公然とやるという、そのもの自体に非常に大きな責
任を取ってもらわないといけませんよ。まさにコロナ
対策本部長としてもしかり、同時に県知事としてもし
かり。これはしっかり責任を取ってもらわないといけ
ませんよ。とんでもないことですよ。
　２番目の追加質問です。
　６月23日の沖縄全戦没者追悼式について。
　総理大臣の挨拶中に、帰れなどの発言があり、岸田
総理や玉城知事も聞いていたと思います。玉城知事の
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見解と対応を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　沖縄全戦没者追悼式は、沖縄戦で亡くなられた全て
の戦没者の御霊を慰めるための式典であることから、
厳粛に行われるべきものでありまして、式典中のやじ
等は好ましくないというふうに考えております。この
対策としましては、式典会場入り口への立て看板の設
置でありますとか、会場周辺への警告板の設置、また
は職員を配置しまして注意・警告等を県警と連携しな
がら実施してきたところでございます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　知事に聞いています。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄全戦没者追悼式は、沖
縄戦で亡くなられた全ての御霊を慰めるための式典で
あることから、やはり厳粛、静粛に行われるべきであ
り、式典中のやじ等は好ましくないと考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　何らかの対応はしないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　答弁が重複して大変申し訳
ございません。先ほど子ども生活福祉部長から答弁が
ありましたとおり、式典会場入り口に、「追悼式につ
き、ご静粛にお願いします」と表示する立て看板を設
置するとともに、会場周辺においては「追悼式につき
静粛にお願いします」、「式典の運営を妨げる行為は
お止めください」と表示した警告板を提示し、直接、
職員による注意・警告なども行い、県警等とも連携し
て対応させていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　総理大臣、衆議院議長、参議院議長
などの来賓は、誰が要請して、出席されたんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　内閣総理大
臣、衆議院議長、参議院議長等の御臨席につきまして
は、挨拶及び献花の御依頼と併せまして、文書により
沖縄県知事名でお願いをしたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。

○○照屋　守之君　県知事が招聘して、総理の挨拶中に
帰れとかという発言があって――主催者でしょう。何
も対応しないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　当日の対応
としましては、会場の整理班として37名の職員を配
置し、やじがあった場所に職員が直接赴きまして、静
粛にお願いしますというような対応したところでござ
います。また、県警とも連携しながら対応したところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　意味が分かっていませんね。総理大
臣に対して帰れと言う、総理大臣にも聞こえているん
ですよ。それに対して何らかの対応をしないんですか
ということを聞いているんですよ、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど答弁にありますよう
に、県庁職員からも直接注意や警告なども行い、対応
させていただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○照屋　守之君　いや、私は総理大臣に対するそうい
うふうな発言があって、やっぱり主催者である県知事
は何らかの対応をしないといけないと思いますよ。今
からでもいいですから、やってください。
　次に、平和宣言文の中で、「ウクライナでは」から
「受けております」まで読み上げをお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今回の平和
宣言におきましては、「ウクライナではロシアの侵略
により、無この市民の命が奪われ続けています。美し
い街並みや自然が次々と破壊され、平穏な日常が奪わ
れ、恐怖と隣り合わせで生きることを余儀なくされて
いる状況は、77年前の沖縄における住民を巻き込ん
だ地上戦の記憶を呼び起こすものであり、筆舌に尽く
し難い衝撃を受けております。沖縄県民は、国際社会
の連帯と協力による一日も早い停戦の実現を切に願っ
ております。　沖縄県としては」……
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○○照屋　守之君　以上でいいですよ。もう過ぎていま
すから。「受けております」までです。
　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　知事、今読み上げた「ウクライナで
は」から入れると、そうであれば、玉城知事のゼレン
スキー発言の対応は、これは記述すべきであったと思
いますけれども、なぜ入れなかったんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　平和宣言で
は、さきの大戦で過酷な地上戦が行われた沖縄の経験
に基づきまして、戦争体験を継承し、平和を希求する
沖縄の心を発信するとともに、恒久平和の実現に取り
組むという決意を宣言したというところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　やっぱり知事はゼレンスキー発言の
対応をしっかり入れるべきだったんでしょうね。
　次に、玉城知事のゼレンスキー発言の真意を問いま
す。
　どういう意味でしたか、知事。もう一回教えてくだ
さい。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　去る５月25日に、リモー
ト方式で開催しました第２回米軍基地問題に関するア
ドバイザリーボード会議が始まる前、席に着く際に、
委員の皆様がウクライナに関する話をしていたため、
他意なくゼレンスキーですと発言し、着席をしました
が、直後に訂正をしたものであります。このような発
言が軽率とのそしりを免れず、多くの皆様を不快な思
いにさせてしまいましたことに対しては、おわびを申
し上げる次第であります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　要するに、会議の前に場を盛り上げ
ることを意識して、笑いとか受けを狙った発言だった
んでしょうか。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今回の私の発言は、先ほど
も申し上げましたが、軽率とのそしりを免れず、多く
の皆様に不快な思いをさせてしまったことについて十
分反省しつつ、そして公務に対する信頼を損なうこと
のないよう、しっかりと努めていきたいというように

考えているものであります。
○○照屋　守之君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時35分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事（玉城デニー君）　そのような私の発言が、や
はり様々な皆様の考えを引き起こしてしまったという
ことが、まさに軽率であるというそしりを免れないと
いうことで、反省をしているものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　それと、知事は発言の後、笑ってい
ますよね。映像を見たらそうなっていますよ。笑って
いましたね。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　発言の後、申し訳ありませ
ん、冗談ですというように答えたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから、笑いを狙う、受けを狙
う、冗談です、で、笑う。もうとんでもない話で
しょう。無意識と言いながら、本当に職員とか委員が
ウクライナの話をしていたんですか。誰が言ったんで
すか。説明してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この知事の着席前、各委員と事務局との挨拶と併せ
て、委員間で在沖海兵隊内ではウクライナ侵攻を受け
て、海兵隊は中国に対し、ここまで徹底的に陸上で戦
えないのではないかといった意見もあるようだなどと
いった趣旨の発言がございました。それから、主に会
議前は、望月委員と野添委員というところで会話がな
されておりましたけれども、海兵隊司令官バーガー氏
の発言に関する議論を把握しているかですとか、ある
いは在沖海兵隊内ではウクライナ侵攻を受けて、海兵
隊は中国に対し、ここまで徹底的に陸上で戦えないの
ではないかといったような意見のやり取りもされてお
りました。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですからそういう発言で、ウクライ
ナで――知事がゼレンスキー発言を出したというの
は、御本人に、知事にそういう気持ちがあったからで
すよ。それがなければ、不謹慎です、やめてください
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と言いますよ。大事な会議の前だからやめてください
と言いますよ。知事がそういうふうな思いで、無意識
じゃなくて、ウクライナの問題も含めて笑いを取ると
か受けを狙うとかというふうな思いがあるから、そう
いうことになるんですよ。これはですから、絶対わび
では済まないんですよ、知事。
　９時44分に、雑談部分は報道を控えるように各社
へ通知。どういうことですか。報道機関を規制するん
ですか。誰が指示したんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　今のやり取りの件は、報道機関から広報課を通じて
会議担当課の基地対策課のほうに確認があったところ
なんですけれども、報道機関からの問合せ内容を誤解
したというところで、その内容がマスコミのほうまで
伝わってしまい、それがマスコミのほうにおいて報道
を規制するような理解につながったものであるという
ふうに考えております。その後、我々としましては、
マスコミからの報道の内容に関する問合せの内容をき
ちんと把握できましたので、その後メールで、会議前
の発言ですので報道される際には御留意願いますとい
うような形で、再度メールで通知しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　知事の発言を隠そうとしているんで
すよ。おかしいでしょう。公の会議の前であろうが、
後であろうが、知事の発言を報道しないように通知を
出す。何という県政ですか。皆様方が中部病院のあの
集団感染、死亡者、あれはマスコミをコントロールし
ていると堂々とメールで送ったじゃないですか。何で
すか、この県政は。こんなことを平気で堂々とやるん
ですか。これは大きな責任問題ですよ。いかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この会議に係る報道機関とのやり取りは、全て知事
公室の基地対策課及び広報課で行っておりまして、知
事から当該発言に関することを含めまして、報道に関
する指示は一切ございませんでした。それから、広報
課のほうから県政記者クラブに対し、会議開始前の会
話については報道を控えるよう通知したメールは、繰
り返しになりますけれども、広報課及び基地対策課の
連絡ミスにより、基地対策課の意図とは異なる内容で
送付したものであったことから、会議終了後に速やか
に訂正のメールを送付いたしました。本件はあくまで
も担当課間の連絡ミスによるものでありまして、知事
の該当発言の報道を規制する意図は一切ございませ

ん。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　自分たちのミスでそうなった。沖縄
県政ですよ。県の行政機関ですよ。都合の悪いのは報
道させないような、そういうのを平気でやる。まさに
そうじゃないですか。マスコミだって萎縮しますよ。
こんな県政を、知事の発言をそういうことで報道を規
制しようなんて、メールでやる。それを指摘したら、
内部のミスだった。何ですか、この県政は。第三者委
員会をつくって、これ調べてください。実態どうだっ
たか、委員の発言も含めて。いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　再度メールでお送りし
た際に、我々からは、会議前の発言を含んでおります
ので、報道される際には御留意願いますということで
メールを送付しておりまして、これは決して報道の規
制に当たるものではないというふうに思っておりま
す。ただ、担当課間のやり取りでもって、マスコミに
その誤解を生じさせてしまったことについては、これ
はおわび申し上げなければいけないというふうに考え
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　おわびでは済まないんですよ。沖縄
県の最高権力でしょう、皆さん方は。沖縄県で一番権
力があるんですよ。そういうところから報道機関が指
摘されたら、どうなりますか。とにかくこれはしっか
り第三者委員会をつくって、何でそうなったか。中部
病院の公表の問題もありますから、１回だけじゃない
でしょう。ちゃんとやってくださいよ。
　次に、平和宣言文に「沖縄県民は、国際社会の連帯
と協力による一日も早い停戦の実現を切に願っており
ます」とあります。この件でどのように県議会と調整
しましたか。知事、伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　今年の平和宣言におきましては、県民の皆様から寄
せられた世界の平和への思いを踏まえまして、執行機
関の長である沖縄県知事としての考えや信念を表明す
るために、平和を希求する沖縄の心を世界に発信する
とともに、平和の大切さを次世代に伝えていくこと
で、恒久平和の実現に取り組む決意を県民と共に宣言
をしたものでございます。
○○照屋　守之君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
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　　　午前10時43分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　繰り返しに
なりますけれども、執行機関の長である沖縄県知事と
しての考え方や信念を表明するためにということで取
りまとめた平和宣言となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　繰り返しで
大変恐縮ですが、執行機関の長である沖縄県知事とし
ての考え方や信念を……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　県議会との
調整は行っておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　沖縄県議会の意思はどういう意思に
なっていますか。これに入っていますよね、平和宣言
に。沖縄県議会はどういう意思ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　６月23日
の全戦没者追悼式におきましては、式辞ということで
沖縄県議会議長から御言葉をいただいたところでござ
います。
○○照屋　守之君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　議長の式辞
におきましては、「沖縄県議会では、ロシア連邦によ
るウクライナ侵攻に対し、早期停戦、撤退を求める決
議を全会一致で可決しました。私たち沖縄県民は、沖
縄の歴史の」……
○○照屋　守之君　もういいです。そこでいいです。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　県議会は、早期停戦と撤退ですよ。
何で県知事は停戦だけですか。説明してください。

○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今回の平和
宣言に際しましては、県民の皆様から御意見をいただ
き、その意見を取り入れながら取りまとめたところで
ございます。その言葉、県民の意見を踏まえまして、
このような表現としてまとめたところでございます。
○○照屋　守之君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　ロシアによるウクライナ侵
攻は、国際社会の信頼と安全を著しく損なう行為で
す。そして、その困難な状況から、やはり私も日本の
一県知事として大変憂慮しておりますし、そういう思
いからすると、一日も早く停戦に向けて国際社会が協
力して呼びかけていくということが肝要であるという
考えにおいては、県議会と一致するものというように
考えております。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事（玉城デニー君）　すみません。今少し私たち
も考えを確認しておりましたけれども、県政としての
考え方、そして議会としての意見は、当然、我々はそ
れぞれを尊重するということにおいては、全く他意は
ないというように思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　いやですから、なぜ撤退を入れな
かったんですかと聞いているんです。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　先ほども申
し上げましたとおり、今回の平和宣言に際しまして
は、県民の皆様から御意見をいただきまして、それを
踏まえて取りまとめたものでございます。その表現を
取り込むような形で、一日も早い停戦の実現をという
ような表現に取りまとめております。それに続く平和
宣言としましては、「ウクライナからの避難民受け入
れ等の支援を行っており、一日も早い平和の回復を強
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く望みます」というふうに平和宣言の中でつないでい
るところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　とにかくこの平和宣言は、平和宣言
になっていませんよ。これだけ県議会の意思を無視さ
れて、我々県と県議会、共催でそういう追悼式典があ
るわけでしょう。その調整もしない。これ停戦と撤退
とでは大変な違いですよ。
　（パネルを掲示）　実はこの宣言文、平和宣言の中
で、知事は発言していないそうですね。そうですか。
この２行。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時53分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　この２行は、式典の際には知事は、この部分につい
ては読まれておりません。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　何で、知事。何で読み上げなかった
んですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この２行、「沖縄県民は、
国際社会の連帯と協力による一日も早い停戦の実現を
切に願っております」という部分については、大変申
し訳ありません。当日、私がその部分を読み飛ばして
しまったということでありました。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　これだけの文章ですよ。これ絶対
に、読むなと言っても読みますよ。これをあの式典
で、平和宣言ですよ。追悼式典で、何でこの２行が抜
けるんですか。それで抜けて、今まで何も対応してい
ないでしょう。ちゃんと県民に説明しましたか。実は
これ、翌日の本土の新聞に報道されていたというんで
しょう。県内紙、報道されましたか。読み上げてない
ものを読み上げたということで、全部そうなっている
わけでしょう。どうですか。これおかしくないです
か、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まずは私が間違えてしまっ

た本人ですので、後で思い返してみますと、その部分
で「筆舌に尽くし難い衝撃を受けております」の次の
「沖縄県民は、国際社会の連帯と」という段落のその
次が、「沖縄県としては、人道支援の立場から」とい
うことで、「沖縄県」が二重にかぶっていたために、
恐らく同じところを読んでしまうのではないかという
ことでの、結果的にはそこを読み飛ばしてしまったと
いうことになったのではないかというように思料いた
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　知事、これは軽率では済みません
よ。本来は――副知事も両方いらっしゃっていたんで
しょう。職員もいるんでしょう。抜けたら、その式典
の中でこの部分は抜けていましたと、アナウンサーも
含めてやるべきなんでしょう。何でそれをやっていな
いんですか。それもやらない。今まで23日から今日
まで何の説明もしない。これ意図的にやっていません
か。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　宣言の後に、報道機関
に対し文書を提供しまして、その当該文書が正式な平
和宣言だということで、これまでも取り扱っていただ
いてきております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　これは御霊に対しても失礼ですよ。
あそこで宣言をしていないのに、世界中に宣言したか
のようになっている。知事は何の説明もしない。何で
説明しないんですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど公室長が答弁しまし
たとおり、マスコミを通してそのような説明をさせて
いただいております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　知事自身が、これについてきちんと
した説明をしていませんよ。本来はきちんと報道機関
を通してちゃんとやるべきですよ。おかしいですよ。
だからこの２行は、先ほど言ったように、県議会の停
戦、撤退が入っていないんです。これが入っていな
い、これ停戦だけなのよ。だから何か知事として、そ
ういう平和宣言の中にこれが入っていないというふう
なことが、心の中にあったんじゃないですか。だから
読み上げていないんじゃないですか。どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御指摘の点につきまし
ては、私にそのような他意があったことではありませ
んが、先ほども申し上げましたとおり、議会の意思と
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して停戦、撤退ということは、今後もしっかり尊重し
てまいりたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　やって後から、後始末もちゃんとや
らない。こういうことを繰り返し繰り返し、こういう
ことをやっているじゃないですか。それを追悼式典の
平和宣言、この２行を抜かしました。自らは何も説明
しない。とんでもない県政じゃないですか。
　ライブハウスの参加と玉城知事のコロナ陽性の関係
について。
　ライブハウスの参加の目的、招待されたのか。参加
人数及び認証店か、コロナ対策がどのようにされてい
たか問います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御質問のライブハウス
は、私は当該店舗の７周年の記念ライブで、最終日と
いうこともあり、個人的に招待されて参観をしており
ます。人数については、正確には把握しておりません
が、当日店内には30名前後の方々がいらっしゃった
というように記憶しております。なお、この店舗で
は、チケットやパンフレットにも、お客様に対しては
店内でのマスク着用の徹底や手指消毒の徹底などの呼
びかけを行い、消毒液の設置、検温、ドアの開放や大
型扇風機による換気、カウンターと客席との間をビ
ニールシートで遮断するなどの感染防止対策をしっか
りと取っておられたというように認識しております。
　なお、後日確認しましたところ、当該店舗は、沖縄
県感染防止対策認証制度の認証店ではございませんで
した。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　これ今、玉城知事はこのライブハウ
スに行って、そこから感染したのではないかという、
いろんなこういう情報が流れていて、そう言われてい
ます。（資料を掲示）　この写真を見る限り、知事は
マスクをしていませんよ。そこの参加者と寄り添って
写真を撮る。これもマスクしていませんよ。これはど
ういうことですか。対策本部長がこんなことをやって
いいんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　一般的に、写真を撮る場合
に、その写真を撮られる方から、瞬間的にマスクを外
してというようなリクエストがあった場合には、マス
クを外し、無言で撮影に応じる場合も度々ございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　保健医療部長、この前、我々の会派

室に来たときに、ここの知事の６月25日にコロナ陽
性者がいましたというのは調べてくださいとお願いし
ました。調べましたか。この期間中のコロナ感染陽性
者も含めて、どうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　国の事務連絡におい
て、オミクロン株の特徴を踏まえて、感染状況など地
域の実情に応じ、また自治体の判断により、濃厚接触
者の特定や積極的疫学調査については、重症化リスク
の高い方が入院・入所している病院施設等に重点化し
て実施することが可能とされております。ライブハウ
スは一般の事業所に該当するんですけれども、一般事
業所については、感染拡大期において、今県のほうで
は調査等を行っていないため、感染者数の把握が困難
という状況です。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　孫から感染したというのは、１時間
一緒にいたから、皆さん方はすぐそういう特定するん
だけれども、25日に実は２人感染しているというん
ですよ、そのライブハウスで。知事は25日に行かれ
ているんですよね。その前もあるみたいですよ。何で
調べないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　先ほど申し上げまし
たが、ライブハウスが該当する一般事業所について
は、保健所のほうにその情報が入ってこない場合は調
査ができないと。そして、その他の濃厚接触者の特
定、積極的疫学調査等を現在行っていないということ
です。また、知事が訪問したライブハウスの関係者か
ら相談等もございませんので、ライブハウスにおける
感染状況について、把握は今していない状況でござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　沖縄県知事、コロナ対策本部長がラ
イブハウスへ行きました。25日です。私は情報提供
しました。25日に２人いると聞いていますよと、伝
えましたね。普通、調べるでしょう。県知事ですよ。
コロナ対策本部長ですよ。その方が行った同じ日に、
２人いると言いましたよ。何で調べないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　濃厚接触者の特定
や疫学調査は保健所のほうで行うことになっており
ます。保健所のほうには、当時ですと１日700人から
800人の新しい陽性者のリストが届いているという状
況の中で、その状況の中で特定のライブハウス等の情
報は今書かれておりませんので、どの方がそういう該
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当をするのかということを特定することも困難であ
り、そのライブハウスにおける感染状況についての調
査が、現状では困難な状況にございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　この前言ったように、知事もいらっ
しゃって２人陽性者がいるのかとなったら、感染経路
はここかもしれない。もしかしたら知事がそこにい
て、そこで感染しているかもしれないというのは、調
べるのは当然の話じゃないですか。県知事ですよ。対
策本部長ですよ。何で調べていないんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　繰り返しますけれど
も、保健所を通してそのライブハウスに関する感染者
の情報が入ってこないという状況があります。それか
ら、知事のライブハウスの中での行動が、皆さんマス
クをしていた、写真を撮る３分間程度マスクを外して
いた等の接触状況がございます。その一方で、陽性者
となりました御親族の方とは濃厚に接触をしていたと
いうことで、蓋然性ということを考えると、御親族の
ほうから感染したという蓋然性が高いというふうに考
えているところでございます。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は議会での答弁で、挨拶
に招かれたときに、およそ３分程度マスクを外して挨
拶しましたというように答弁させていただいておりま
す。なお、店内には１時間程度滞在をしておりました
けれども、その間は一切マスクを外すことなく、写真
撮影のときには瞬間的にマスクを外して撮影には応じ
ましたけれども、マスクを外しての会話は行っており
ません。
○○照屋　守之君　休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　知事が訪問したライ
ブハウスでの状況は、知事のお話等の情報を基に、今
知事がおっしゃったように挨拶が３分間程度、写真撮
影や飲物を口にするとき以外はマスクを着用していた
ということの情報が今共有されているところでござい

ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですから、全て知事が言うようにと
言うけれども、対策本部長、責任者ですよ。その人が
こういうふうなことをやってというのは、皆さん方が
客観的に調べてやるべきなんでしょう。
　６月24日に対処方針が出ていますね。これちょっ
と説明していただけませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　６月24日に出され
たものでございます。まず、身につけた感染対策を定
着させましょう。そして、県民へのお願いということ
では、日頃からというところでは、先ほど言いました
感染対策を心がけるというところで、密集・密接・密
閉を回避し、混雑した場所や感染リスクが高い場所へ
の外出、移動を控えましょう。換気、マスクの正しい
着用、手指消毒、毎日の健康観察を習慣化しましょ
う。それから、会食や友人との交流の際には、できる
だけ大人数、長時間での集まりを控え、室内ではマス
クを着用しましょう。体調不良の際には、通勤・通
学、外出、会食等を控える。そしてワクチン接種をお
願いしたという状況でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　２の会食や友人との交流の際の一番
下、屋内で集まるというのを読み上げてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　会食や友人との交流
の際はの一番下のポツですが、「会食にあたっては
「感染防止対策認証店」を利用し、感染防止対策が徹
底されていない飲食店等の利用は控えること」となっ
ております。
○○照屋　守之君　休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時８分休憩
　　　午前11時10分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○保健医療部長（糸数　公君）　会食や友人との交流
の際には、３番目の項目になりまして、照屋議員がお
持ちのものではページの一番下のほうにあるというこ
とで、少しずれてしまいました。「屋内で集まるとき
はマスクを着用し、大人数でマスクを外すイベントで
は、検査で陰性を確認すること」となっています。
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○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　ですからコロナ対策本部長が、24
日に対処方針を出して、コロナにうつらない、うつさ
ない意識を心がける。で、大勢で集まるときは検査で
陰性を確認すること。これやっていますか。どうです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　ただいまの方針につ
きましては、それまで飲食の場合は４人以下、２時間
以内というふうな形で制限といいますか、立てていた
ところを解除するということで、その際に今申し上げ
た、屋内で集まるときにはマスクを着用、大人数でマ
スクを外すイベントでは検査で陰性を確認することと
いうことを、その主催者あるいは集まってくる人、県
民の方々に呼びかけるというふうな形の文章となって
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　呼びかけても、対策本部長である県
知事は堂々とそういうリスクがあるところに行く。こ
れは個人的に行かれたんですか。どうですか、知事。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　その前に、まず当該店舗
は、お客様にはマスクの着用の徹底、それから手指消
毒の徹底などを呼びかけ、お客様も店内では皆さん全
員がマスクをしておられたということは申し上げてお
きたいと思います。さらに、当日は個人的に招待され
て参観をしたものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○○照屋　守之君　とにかく今の玉城県政、公私混同が
甚だしいですね。対策本部長はどこに行っても対策本
部長ですよ。県知事はどこに行っても県知事ですよ。
今のように都合が悪いときはプライベートとかという
形で逃げて、こんなの日本全国どこに行っても通用し
ませんよ。対処方針を出して、そういうところから感
染もする。
　ぜひ早めにコロナ対策本部長を辞任してください。
以前も自民党はお願いしたでしょう。だからこういう
形で全国最悪の状態も続いて、余計ひどくなる話じゃ
ないですか。挙げ句の果ては自分の孫とか保育園も、
そういうプライベートのことまで暴露してしまう。法
にも違反してしまうという。ぜひ速やかに辞めて、正
常なコロナ対策をやってください。

　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
○○上原　　章君　おはようございます。
　初めに、安倍晋三元総理の死去に改めて心から哀悼
の意を表し、御冥福をお祈りいたします。
　自由な言論を暴力によって封鎖する卑劣な行為は、
断じて許すことはできません。強い憤りを禁じ得ませ
ん。一日も早い事件の全容解明を求めるとともに、安
全な社会の構築に一層努めていくことが重要だと考え
ます。
　それでは、通告に基づき、質問を行います。
　１、令和４年度補正予算（第１号）について。
　(1)、地方創生臨時交付金の金額、事業内容、効果
を伺います。
　(2)、一般会計226億8000万円余りの編成につい
て、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急
対策の比率が低いとの声があるが見解を伺います。
　(3)、バス・タクシーなど地域公共交通の経営支援
について伺います。あわせて、トラックなど地域の物
流維持に向けた経営支援が急務と思うがどうか。
　(4)、観光事業者事業継続・経営改善サポート事業
の内容と効果を伺います。
　(5)、ひとり親世帯生活支援特別給付金事業の内容
（対象者数等）及び取組を伺います。
　(6)、学校給食事業費の内容を伺います。県内の保
育園・小・中・高校等における給食費の物価高騰分は
保護者負担とならないよう対応が必要と思うが、取組
はどうか。
　２、コロナ禍における観光関連産業は深刻な経営状
態が続いています。経営規模や損失額に応じた直接補
助及び固定費等への具体的な支援が必要と思うがどう
か。沖縄県観光振興基金を活用し、直接給付が可能な
スキームへの見直しの声があるが対応を伺います。
　３、改正所得税法の成立を受け、賃上げに積極的な
企業に対し、法人税から一定割合を控除する賃上げ促
進税制が４月から大幅に拡充されております。内容と
県の取組を伺います。
　４、改正児童福祉法が成立しました。内容と県の取
組を伺います。虐待などにより、児童養護施設や自立
援助ホームなどで暮らす若者の自立支援に関して、こ
れまで最長22歳までとしていた年齢を撤廃できると
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のこと。対応を伺います。
　５、那覇市は精神障害者保健福祉手帳の更新手続の
個別の案内を推進しています。県全域でできないか伺
います。
　６、本県の教員不足、養護教諭のコロナ禍による負
担増、離職者増などが報道されています。教職員の病
気休職者の増加、とりわけ精神疾患による病気休職者
数は十数年にわたり全国ワーストワンが続いており、
憂慮すべき事態となっています。実態と対策を伺いま
す。
　７、県立高校や特別支援学校の女子トイレへの生理
用品設置について取組を伺います。
　８、沖縄県犯罪被害者等支援条例について、具体的
な支援案はどうなっているか。先進県と比べて支援内
容が乏しいとの声があるがどうか。担当する職員の人
材育成も併せて伺います。
　９、ウクライナ避難民受入支援事業の取組について
伺います。
　答弁によって再質問をさせていただきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。
　１、令和４年度補正予算（第１号）についての御質
問の中の(2)、コロナ禍における原油価格・物価高騰
等総合緊急対策についてお答えいたします。
　今回の補正予算においては、新型コロナウイルス感
染症の新規陽性者数が依然として高い状況にあること
から、病床確保やＰＣＲ検査等のコロナ対策経費とし
て約８割に相当する約187億円を計上しております。
また、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊
急対策においては、公共交通事業者、畜産農家、漁業
者、観光事業者に対する支援のほか、設備投資や資金
繰りに対する支援、県立学校給食の食材費支援など約
29億円を計上しております。
　今回補正予算に計上できなかった事業者等について
もやはり支援の必要があると考えておりまして、急ぎ
予算を編成し、原油価格・物価高騰等の影響を受けて
いる県民、県内事業者の支援にしっかりと取り組んで
まいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　宮城　力君登壇〕
○○総務部長（宮城　力君）　１、令和４年度補正予算

（第１号）についての(1)、地方創生臨時交付金につ
いてお答えいたします。
　補正予算（第１号）において地方創生臨時交付金
は、約60億円を計上したところです。新型コロナウ
イルス感染症対策については、医療機関等に対する協
力金やＰＣＲ一般無料検査の経費など交付金ベースで
約37億円を計上し、感染拡大の防止に努めることと
しております。また、コロナ禍における原油価格・物
価高騰等総合緊急対策については、公共交通事業者、
畜産農家、観光事業者等に対する支援など同じく約
23億円を計上し、事業者等の負担の軽減に努めるこ
ととしております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　１、令和４年度補正予算
（第１号）についての中の(3)、公共交通事業者等へ
の経営支援についてお答えいたします。
　県は、今般措置された令和４年度６月補正予算にお
いて、バス・タクシー等の公共交通事業者に対する燃
料高騰分の一部を補助する支援として、約３億円の補
助金を支給することとしております。トラックについ
ては、新型コロナ感染症の影響による巣籠もり需要が
拡大し、インターネットの通信販売の宅配荷物の増加
等により、県内においても業界全体では営業収入が増
加傾向にあるものの、公益社団法人沖縄県トラック協
会からは、燃油高騰による影響を受けているとの声も
届いております。
　そのため、県では、トラック事業者が燃油高騰によ
りどの程度経営が圧迫されているのか、トラック協会
等を通して実態把握に努めているところでございま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、令和４
年度補正予算（第１号）についての(4)、観光事業者
事業継続・経営改善サポート事業についてお答えしま
す。
　本事業は、コロナ禍における原油価格・物価高騰に
伴い、大きな影響を受けている観光事業者の事業継
続・経営支援のため、赤字企業であって、事業計画を
策定した観光事業者に対する、従業員規模に応じて最
大600万円を補助する経営サポート、貸切りバスの利
用促進、レンタカーの送迎車両の燃料費支援を行うも
のであります。経営サポート支援の活用により、人員
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を増員することで稼働率が上昇し、経営改善につなが
ることなどが期待されます。
　次に２、コロナ禍における観光関連産業についての
(1)、観光関連産業への支援及び観光振興基金の活用
についてお答えします。
　県では、コロナ禍における観光事業者等への県独自
の支援策として、おきなわ事業者復活支援金や観光事
業者事業継続・経営改善サポート事業を実施してまい
ります。観光振興基金については、これらの既存事業
の執行状況等を勘案しながら、機動的な活用を図って
まいります。
　さらなる施策の展開には、引き続き財源確保に向け
た取組が必要であり、観光業界と連携・協力の下、県
が主体的かつ機動的に活用できる財源として、国へ財
政支援を求めていきたいと考えております。
　次に９、ウクライナ避難民受入支援事業の取組につ
いての(1)、ウクライナ避難民への支援についてお答
えします。
　沖縄県では、令和４年３月14日に、ウクライナ避
難民の受入れを表明し、７月７日現在、９世帯12人
の方が沖縄へ避難されており、そのほか、避難希望の
問合せが５件程度寄せられております。ウクライナ避
難民受入支援事業において、多言語による相談窓口の
拡充、一時滞在先での宿泊支援、食費や被服費など生
活費に係る支援、商品券の配付、医療費支援、県が無
償提供する県営住宅に入居する避難民への光熱水費支
援など、きめ細かな対応を行ってまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、令和
４年度補正予算（第１号）についての御質問の中の
(5)、ひとり親世帯生活支援特別給付金事業について
お答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、低所得のひとり親世帯に対し、生活の支援とし
て、児童１人当たり一律５万円の給付金を支給いたし
ます。支給対象世帯は、県が所管する町村部で5479
世帯、11市で２万236世帯、県全体で２万5715世帯
を見込んでおります。令和４年４月の児童扶養手当受
給者については、申請なしで口座に振り込まれます
が、公的年金受給者及び家計急変者につきましては、
申請が必要であり、ホームページ、テレビ、ラジオ、
ＳＮＳ等で広く周知を行ってまいります。
　同じく(6)、保育所等の給食に対する物価高騰対策
についてお答えいたします。

　物価の高騰は、県内の保育所等で提供される給食に
も影響を与え始めているものと認識しております。県
では、子供たちの健やかな成長のため、保護者に新た
な負担を課すことなく、これまでどおりの栄養バラン
スや量を保った給食が実施されるよう、市町村と連携
し、必要な措置について調整を進めているところでご
ざいます。
　次に４、改正児童福祉法についての(1)、児童福祉
法改正と社会的養育経験者の自立支援に対する県の対
応についてお答えいたします。
　今回の児童福祉法改正では、児童の意見聴取等の仕
組みの整備や一時保護開始時の判断に関する司法審査
の導入等が盛り込まれたところでございます。また、
社会的養育経験者への支援については、令和６年４月
１日以降、年齢要件を弾力化し、都道府県知事が認め
た時点まで児童自立生活援助事業を実施することが可
能となります。
　今般の改正は、子育て世帯に対し包括的な支援を行
うための体制強化を目的とするものであり、県におき
ましても、適切に対応できるよう体制を整備してまい
ります。
　次に８、沖縄県犯罪被害者等支援条例についての御
質問の中の(1)、具体的な支援及び人材育成について
お答えいたします。
　県が実施する具体的な施策については、条例に基づ
き、犯罪被害者等支援計画で定めることとしておりま
す。同計画の策定に当たっては、広く県民や被害者等
の意見を求めるとともに、有識者等で構成する審議会
において調査審議を行うこととしております。
　人材育成につきましては、沖縄被害者支援ゆいセン
ターと連携し、支援活動員の養成や市町村職員向けの
出前講座等を実施しており、引き続き、犯罪被害者等
支援に従事する職員の資質の向上に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　１、令和４年度補正予算
（第１号）についての中の(6)、給食費の物価高騰へ
の取組についてお答えいたします。
　現在、世界的な原材料価格の高騰により、学校給食
における食材費の価格も高騰しております。
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　県教育委員会としましては、物価高騰の中、保護者
に新たな負担を課すことなく、これまでどおりの栄養
バランスや量の学校給食が提供できるよう、各県立学
校の給食食材費高騰分に対して国庫事業を活用し補助
を行うこととしております。また、県内市町村におい
ては、５月時点で９市町村が臨時交付金を活用する予
定と聞いており、国庫事業の活用について各市町村へ
情報を提供するなど、引き続き市町村と連携を図って
まいります。  
　続きまして６、教職員の精神疾患による病気休職の
実態と対策についてお答えいたします。
　令和２年度の教育職員在職者に占める精神疾患によ
る休職者の割合は、本県は1.21％、全国は0.56％と
なっております。県立学校においては、メンタルヘル
ス対策として、予防事業や相談事業、療養及び復職支
援等を行い、メンタル不調や再発防止等に取り組んで
おります。令和３年度は、新規採用及び初めて離島に
異動した教職員に対してカウンセリングを実施して
おり、実施後のアンケートによると、約97％が「よ
かった」と回答、また、校長等に相談しやすくなった
との回答もあり、一定の効果が見られました。
　県教育委員会としましては、引き続きメンタルヘル
ス対策に努めてまいります。
　続きまして７、県立高校や特別支援学校の女子トイ
レへの生理用品設置についてお答えいたします。
　保健室では、必要な児童生徒のために無償で生理用
品の配布を行っております。学校には、市町村からの
配付や個人・団体等からの寄附などもあり、その活用
が図られております。令和４年３月に行った調査によ
ると、県立高等学校59校のうち18校、分教室を含む
特別支援学校23校のうち６校がトイレに生理用品を
設置しております。
　県教育委員会としましては、児童生徒が安心して学
校生活を送れるよう、トイレへの設置について、各学
校へ促してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　３、賃上げ促進税制
についての(1)、賃上げ促進税制の内容と県の取組に
ついてお答えします。
　賃上げ促進税制は、中小企業者等が前年度より給与
等の支給額を増加させた場合、法人税額または所得税
額の20％を上限として、最大でその増加額の40％を
法人税等から税額控除できる制度です。県では、本税
制の活用に当たり、経済団体等で構成する中小企業振

興会議等における意見交換の機会を通して周知を図っ
てまいります。あわせまして、県内企業における給与
所得の向上や正規雇用化等を促進する本県独自の所得
向上応援企業認証制度の取組により、従業員の所得向
上を促進してまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　５、精神障害者保健
福祉手帳の更新手続の案内についての(1)、手帳の更
新案内についてお答えいたします。
　精神障害者保健福祉手帳につきましては、２年ごと
に市町村に更新の申請を行うこととなっております。
手帳には、有効期限や更新申請に係る案内が明示され
ておりますが、有効期限を迎える対象者に早めの更新
申請手続を進めていただくために、県内では、那覇市
を含め６市町村において、個別に文書や電話等による
更新申請の案内が行われております。
　県としましては、申請の遅れを防ぐ取組の一例とし
て、他市町村へ情報提供し、共有してまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　どうも御答弁ありがとうございまし
た。
　幾つか再質問させていただきたいと思います。
　今回の地方創生臨時交付金について、国は１兆
1655億円、コロナ禍における原油価格・物価高騰対
応分ということで創設しております。非常に様々な業
界が本当に御苦労されている中で、なぜトラック事業
者を今回外してしまったのかが、私は非常に理解がで
きない。先ほど部長は、営業実績の状況を確認しなく
ちゃいけないと。原油高騰は明らかにこれだけ進んで
きているわけです。国交省からもトラック業界の関係
者にもしっかり支援をするという通達もされている中
で、この業界の人たちからは、輸送実績の落ち込みを
確認できないから交付対象にならないと。この業界は
たしか大手のところは売上げも、こういう物流のそう
いう需要があるという中で、だけど県内の陸路のト
ラック関係者は、本当に大変な中で今御苦労されてい
るわけです。そこはバスやタクシーもそうですけれど
も、今回の原油高騰の影響を間違いなく受けていると
いうのは想定できることが、私はなぜできなかったの
かと思うんですが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
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　まず、公共交通事業者ですけれども、バス事業者あ
るいはタクシー事業者、令和元年度と比較して、令和
２年度、３年度ともに減収状況でございまして、そう
いった中でトラック業界はここ数年、この営業収入を
伸ばしているというところがございます。今回は、ま
ずは公共交通事業者にということで予算措置していた
だいておりますけれども、そういったトラック業界全
体の経営状況もございますので、それと燃油の高騰部
分――燃油の高騰によって、どの程度経営が圧迫され
ているかというところをしっかりと確認した上で、実
態を把握した上で、検討をしていく必要があるだろう
ということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　一部の宅配事業者、大手の事業者等
は間違いなくこういう売上げも大幅に増えていると、
これは私も聞いております。また、この業界の中で、
燃油の高騰分に関して、サーチャージ制度という荷主
に請求するそういった仕組みはあるけれども、これは
やっぱり力の強いところの業者さんは、そういうのも
求められるんですけれども、陸路の、本当に個人事
業、中小企業、小規模企業のトラック事業を営んでい
る方々は、そういった燃油高騰分を補助できる仕組み
は全くない中で、全部自腹で今やっている状況なんで
す。ですから実績を確認する――これ大手の実績があ
るのを平均して売上げあるんじゃないかという、そん
な調ベ方なんていうのは、もうナンセンスだと思うん
です。
　業界の人たちから今、県に陳情が来ていますけれど
も、ぜひ早急に関係者とその辺の状況を確認して、廃
業にならないようにしっかりサポートしていただきた
いんですけれども、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるように、大手についてはそういう
ことがあるかもしれません。また一方で、個人でト
ラック事業を営む方々、そういった方々もいらっ
しゃって、非常に厳しいという話は聞いております。
そういったものも含めてトラック協会と実態把握に努
めて、できるだけそういった影響が出ているところに
ついて、実態を把握した上で対応してまいりたいとい
うことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　県内では、陸送のトラック事業者、
7000台いらっしゃると聞いております。中小零細企
業、事業者でございます。荷主との関係も圧倒的に弱
い立場でございますので、その辺ぜひ早めに対応をし

ていただきたい。よろしくお願いします。
　次に、ちょっと幾つか確認ですが、ひとり親世帯へ
の特別給付、先ほど２万5000世帯という話がありま
した。請求しないともらえない世帯は何世帯くらいあ
りますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　令和４年４月に児童扶養手当の支給を受けている世
帯については、申請なしで給付をするということに
なっておりまして、県が所管しております町村部で
は5479世帯、それ以外の11市におきましては、２万
236世帯となっております。
　以上でございます。
○○上原　　章君　いやいや……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時47分休憩
　　　午前11時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　先ほど、県が所管している町村部においては、
5479世帯が対象だというふうに申し上げましたけれ
ども、この中で申請が必要な世帯については約500世
帯ということで見込んでいるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　500世帯と
申し上げましたのは、県が所管する町村部についてと
いうことでございます。約10％程度ということで見
込んでおりまして、11市では２万世帯ということに
なりますので、約10％というのは2000世帯程度とい
うふうに見込んでいるところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　今回県は補正予算で４億8600万計
上していますが、これは県が対応する分、そして11
市の対象の皆さんの予算になりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午前11時50分再開
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○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今回計上し
ましたのは、県のほうから支給をします町村部につい
てということになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　約5000の町村分に関して、約５億
ということを考えると、11市の２万世帯を超えると
いうのは非常に大きい金額だと思います。ぜひ、先ほ
どホームページや様々な形でお知らせすると言います
けれども、本当にもらっていただきたい方々への予算
なので、ぜひ市町村と連携を取って、必ず対象の方々
に届くようにしっかり県がリードしていただきたいん
ですが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時51分休憩
　　　午前11時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　市町村の窓
口に現況届等でいらっしゃる機会もございますので、
そのときには適切な支援につながるように情報提供と
いうのをしっかりするよう、市町村と連携して取り組
んでまいりたいと思います。また、様々な広報媒体を
活用しながら、広報をしていきたいと思っておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　よろしくお願いいたします。
　あと給食費の高騰分ですが、教育長、県の公立高
校、特別支援学校等の、先ほどしっかり対応するとい
うことですが、今回補正予算で組まれているのは、こ
れ何か月分ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時52分休憩
　　　午前11時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　今回の補助額については、
令和４年度分というふうに計上してございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　要するに４月に遡って、これ全部対
象になるということですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　今現在、令和４年の５月時
点で給食費を値上げしている学校は、対象26校中３
校、また検討している学校については９校というふう

になっておりますので、しっかり状況を見まして対応
していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　いずれにしても保護者の負担になら
ないという、これはもう原則でよろしくお願いしま
す。
　あと保育園等も非常に重要だと思うんですが、先ほ
ど市町村と連携を取るとおっしゃっていましたが、こ
れも保護者に負担にならないということで認識してい
いですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　保育の実施
主体であります市町村と連携して、この後、補正予算
に計上するということで準備を進めているところでご
ざいます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　よろしくお願いします。
　あと観光産業への支援なんですが、知事、この２年
半、もう本当に県内の観光業界の厳しい状況というの
は、十分御理解いただいていると思うんですが、６月
27日に県内の観光業関係者が国に対し、コロナによ
り県内の飲食業に1200億円超の協力金が支払われた
一方、観光事業者への損失補助はほぼないとして、同
様の協力金の支給を求めました。
　県は先ほど、観光業界の皆さんの支援、しっかり国
に求めるとおっしゃっていましたけれども、これ求め
たんですか。まだ求めていないなら、いつ求める予定
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、多大な影響を受けた観
光業界の支援を含む経済対策に係る財源の確保につい
ては、これまでも複数回にわたり、国に要請を行って
きたところであります。沖縄観光の回復・復興に向け
ては、既存予算の効果的な活用と併せて、県が主体的
かつ機動的に活用できる財源の確保が必要であること
から、観光業界との連携・協力の下、国へ要請を行っ
ていきたいと考えております。要請に当たっては、県
内総生産に占める観光産業の割合が高いこと、全国の
中でも厳しい感染状況であり、感染対策に多くの財政
需要が生じたことなどの特殊事情を丁寧に説明してい
きたいと考えております。
　具体的な要請日程につきましては、観光業界と連携
の下、国のほうに具体的なスケジュールについて調整
しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
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○○上原　　章君　具体的にいつ行くというのは決まっ
ていないということですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　知事が国の
関係要路に直接働きかけられるよう、それぞれのスケ
ジュールがございますので、今具体的にスケジュール
を調整しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　知事、非常に今業界の厳しさを御存
じだと思います。待ったなしで、本当にこれから観光
業が夏場にかけて、本当にいろんな形でいい方向に行
く、一方で、感染、これもしっかり収めないといけな
いわけですので、知事としてしっかり国に、沖縄の観
光産業が日本全体を牽引するというぐらいの――今、
次期振計にもあるわけですから、よろしくお願いした
いと思います。知事からちょっと答弁お願いできます
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　観光関連産業の回復なくし
て県経済の回復はないというように、我々も常に強く
意識を持っておりますし、またその財源の確保につき
ましても、先ほど部長からも答弁をさせていただきま
したが、県としても、私知事、副知事、それぞれ分担
して関係省庁にしっかりと要請を行ってまいりたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　一点、これまで飲食の協力金等がい
ろいろあって、これも非常に評価するわけですけれど
も、県独自の観光関係企業への支援というのはこれま
であったんですか。それともこれからしっかり考えて
いきたいということですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　観光関連事
業者の事業継続支援につきましては、これまでも全庁
的な取組を進めているところでございまして、県単融
資等による資金繰り支援、雇用調整金の県単独の上乗
せ助成、観光関連事業者等応援プロジェクトの実施・
拡充、宿泊事業者感染症対策支援事業などを実施して
きたところでございます。また、今年度は国におい
て、事業規模に応じて最大250万円を給付する事業復
活支援金が実施されておりまして、県では、独自にこ
の支援金に上乗せ給付するおきなわ事業者復活支援
金、これを速やかに執行しているところでございま
す。また今般、観光事業者事業継続・経営改善サポー
ト事業を計上、措置させていただきましたので、これ
につきましても速やかに実施していきたいと考えてお

ります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　今部長が言っているのは、その売上
げが――国がやっているメニューに県が少し足すよう
なイメージなのかと思うんですけれども、そうじゃな
くて、今業界からは、本当に固定費の支援。要するに
ホテルやお土産品店も、閉めていても家賃は払わない
といけないわけです、毎月。そういった方々がこれ以
上持ち切れないという状況があるんです。そういう固
定費の支援、あと本当に規模に応じて、売上げが減少
した分に対しての支援、こういうのはあるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今般計上さ
せていただきました観光事業者事業継続・経営改善サ
ポート事業でございますけれども、観光業界の意見を
聴取した上で、事業スキームを構築したところであり
ます。内容としましては、赤字企業であって事業計画
を策定した事業者に対して、従業員規模に応じて最大
600万円を補助するという内容にしております。事業
計画の例でございますけれども、施設情報のオープン
データ化に係る経費、それから業務回復に必要な人材
確保に係る経費、閑散期において誘客プロモーション
等を行う経費というところで、幅広い事業内容につい
て、経営改善につながるというような説明をしていた
だく事業計画を作成していただくことによって、支援
の対象とするということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　県の財政も限りがありますので、
しっかり今回国に要請する中で、今の業界のどういっ
たところが本当に支援が必要なのか、どのぐらいの予
算が必要なのか、これぜひ対応をお願いしたいと思い
ます。
　もう一点、観光に関して、この２年半、これだけ業
界がダメージを受けていることを考えると、私は県の
中に観光復興支援室――仮称ですけれども、そういっ
た対策室をつくらないと、今の業界が、沖縄県リー
ディング産業が、本当にここ―― 一気に元に戻ると
いうのは大変だと思うんですけれども、こういった対
策室を、知事の直接的なそういった支援室をつくるべ
きだと思うんですがいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、コ
ロナウイルス感染症の影響を受けている観光関連事業
者の支援を組織的に拡充するという趣旨で、令和３年
度から観光事業者等支援課という課を新たに設置し
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て、先ほどの経営改善サポート事業等を速やかに実施
できるような体制を整えているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　これ何名体制ですか。知事が直接
しっかりそれに関われるような仕組みになっています
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後０時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　文化観光ス
ポーツ部の１課として設置しておりまして、現在９名
体制になっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　ぜひ、部の１つの課という位置づけ
じゃなくて、全庁の中で横断できるように、この復興
のための、とにかく沖縄のリーディング産業がここま
で大きな、今厳しいダメージを受けている。これを一
日も早く回復させなくちゃいけないんだと。それは県
がしっかり国ともタイアップしながら、また業界と
しっかり意見交換もしながらやる、僕はそういう支援
室が必要だと思うんですが、いかがですか。知事直結
の支援室をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　県としては、それぞれの部
局の状況に鑑みつつ、必要な支援に対しては、班の設
置、あるいはこの令和３年度からは支援課を新たに設
置いたしまして、よりそこに情報を集中しながら各部
局に連携していけるようにということでの体制を取ら
せていただいております。議員御提言のとおり、やは
りその必要なところには必要な人材をしっかりと充て
て、各部局がスムーズに連携を図り、また外部の団体
等とも連携が図れるように取り組んでいくという、そ
ういう所存で向かっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　知事、それは評価しますけれども、
やっぱり業界からは、本当に県がどのくらいの支援、
その意気込みがあるのかないのか、ただ１つの部の課
の中に相談窓口がありますとか、そういうレベルじゃ
なくて、しっかり――今回沖縄の本当に中心的なリー
ディング産業が、レンタカーも含めてここまで厳しい
状況だというのは、知事は十分御認識していると思う
んです。ですから、しっかりした対策室を県がつくっ
たと、この課が一つのまた拡充した形で、国にそう
いった支援室を基に、業界の人たちと一緒にやってい

くんだと。この間は業界の人たちだけで国に行ってし
まっているわけですけれども、それはそれで非常に大
事なことだと思うんですが、県がやっぱりしっかりし
た意気込みを示すべきだと私は思うんですが、いかが
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　当然その業界の皆さんの独
自の行動といいますか、要請も非常に重要ですし、ま
た我々がしっかりそれを意識して、なお踏み込んで要
求をしていく、要請をしていくということについての
取組も、さらに細部まで点検して、力強く進めていき
たいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　今回コロナという世界的なパンデ
ミックが起きて、これは本当にもろに沖縄の業界に影
響したわけですから、２年半、外国人観光客も来ない
中で、国内も本当に限られた中で、ましてやこれだけ
コロナが全国の中でも沖縄が厳しい、そういうのを
国内外がやっぱり感じているわけですから、それを
しっかり知事がリーダーシップを取って、この難局を
どう乗り越えるか、本気度を示すべきだと私は思いま
す。よろしくお願いいたします。
　あと精神障害者手帳、これは２年に１度、市町村に
は――那覇市は保健所があるから、今は個別にしっか
りしたサポートをしていただいているんですけれど
も、私幾つか県内の市にも確認したら、もう独自では
できないと、これは県の保健所を通してやらないと、
２年に１度のこの方々への更新手続が発信できないん
だと。私、結構幾つかの要望も受けて、市町村に確認
したら到底それは、那覇以外は特に電話とかあるんで
すけれども、那覇は非常に個人情報のそういった保護
も兼ねて、（資料を掲示）　こういう三つ折りの文書
でしっかりサービスが――３か月前に、もうそろそろ
更新の日ですと。これが切れたらサービスが受けられ
ないんです。だから、これは県がしっかりリードする
べきだと思うんですが、いかがですか。
○○保健医療部長（糸数　公君）　先ほども答弁をさせ
ていただいた中で、現在更新の案内、市町村で行って
いるのは６自治体ありまして、そのうち市は那覇市だ
けとなっていて、残りの５つは、全て小規模離島であ
る自治体となっております。自治体の規模によって対
象者の数なども変わってくると思いますので、やはり
大きな市部はなかなかまだ取り組めていないというと
ころがございます。先ほど答弁したように、こういう
取組もあるということをまず情報提供しているところ
です。
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　一方で、その法的な整理としましては、交付申請、
それから本人への交付というのは管轄する市町村を通
じて行わなければならないということもあるんですけ
れども、それは市町村と少し意見交換等しながら、ど
ういう方法があるかということは、今後また意見交換
等していきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　よろしくお願いします。
　あと女子トイレへの生理用品の設置なんですが、う
ちの那覇の女性市議のほうに相談があって、中学校は
ちゃんとトイレにあったけれども、高校に進学してみ
るとないと。先ほど幾つかやっていると聞いています
けれども、ある高校ではやっていただいて、ある高校
はやっていないというのはちょっとおかしいのかな
と。保健室にもらいに行きなさいと言っても、なかな
か行けないです。特に貧困、そういった御家庭は。こ
れもう全県でやるべきだと思うんですがいかがです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　先ほど答弁でも申し上げま
したが、学校においては、市町村からの配付や予算、
あるいは個人や地域からの寄附、学校予算等で購入を
しておりまして、学校によって、充実している学校も
そういう予算がしっかりあると、または保健室で準備
できている分で間に合っているという学校もございま
す。しかし、やはりレッドボックスジャパン等のそう
いう取組もございますので、必要が生じた際にはしっ
かりと申し込むような周知もしっかり行っていきたい
と思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　ぜひ教育長、リードして全県下設置
できるようにお願いしたいと思います。
　あとウクライナの支援についてですが、避難民が入
居する県営住宅の方からの御相談で、自治会長さんが
非常に御苦労して、県は支援するという中で、紙だけ
渡して、あと生活物資は自分たち――この自治会、呼
びかけているところが準備して、言葉のいろんなそう
いうのもあるんですけれども、もう少し丁寧にできな
いかという声がありますがいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時９分休憩
　　　午後０時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県におきま
しては、避難民の様々な支援ニーズ、それは直接聞き

取りをして把握するのと併せて、ＮＰＯ法人であると
か地域の方々、あるいは民間団体、それから医療機関
等々、支援を申し出ている団体との支援内容、それを
マッチングするとそういった形もやっております。ご
ざいましたように、県営住宅に避難民が入居された団
地の関係者から、こういった支援をしたいという申出
等についても随時把握しまして、そこをしっかり避難
民の方につなげるように、マッチングしていきたいと
考えています。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　窓口はありますか、県に。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　今回拡充し
まして、多言語で対応できる相談窓口を、県のほうが
国際交流・人材育成財団、そこに設置するという形に
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○○上原　　章君　よろしくお願いします。
　最後に、犯罪被害者支援についてですが、私、こ
の……。
　ちょっと休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時10分休憩
　　　午後０時11分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○上原　　章君　審議会に、直接当事者の皆さんの声
が、私は必要だと思うんですが、これを最後にお聞か
せください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　審議会の委
員につきましては、現在条例案におきまして、委員８
人以内で組織し、民間支援団体の職員や学識経験のあ
る者、その他知事が適当と認める者ということで定め
ているところでございます。具体的な委員の選任につ
いては条例制定後ということにはなりますけれども、
犯罪被害者等支援に関する知識と経験を有する支援団
体の方、また心理、医療、法律、人権擁護の専門的な
知識を有する方などで構成することを考えておりまし
て、犯罪に遭われた当事者の方々の委員の参加につい
ても、今後検討してまいりたいと考えております。
○○上原　　章君　どうもありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時12分休憩
　　　午後１時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き一般質問を行います。
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　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　議長、休憩をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時31分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○大城　憲幸君　こんにちは。
　皆さん、大変お疲れさまです。
　大体、私の質問は３点なのですけれども、今日も沖
縄振興及び県民のためにどうしても必要な３つの項目
について、代表質問でうちの當間からも議論があった
ものも含めて議論を深め、これまでもやってきました
ので、具体策を提言しながら取組の強化を求めていき
たいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願
いいたします。
　１点目は、公共施設等の整備や管理運営に関する公
民連携について。
　(1)、公共施設やインフラの老朽化が進む中、県の
財政は厳しさを増す状況にあるが、公民連携の状況と
今後の方針についてまずお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　公共施設等の整備などに
際しては、民間の技術、資金等を活用することが有効
な場合もあることから、県では現在、大型ＭＩＣＥ施
設、宮古広域公園などの所管部局において、ＰＰＰ／
ＰＦＩ手法の導入について検討を進めているところで
ございます。また、公共施設マネジメントを推進する
ことを目的とした沖縄県公共施設等総合管理計画の改
訂において、ＰＰＰ／ＰＦＩの活用方針を追記するこ
ととしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　我々この辺については、ずっとＰＦ
Ｉの活用についてはもっと積極的にやるべきだという
お話をさせていただきました。次のところは、民間活
用の経済の分は別にして、この公共施設の整備、運営
についての積極的な部分は、この行革を含めてもっと
積極的に取り組んでいっていいんじゃないかなと思っ
ています。
　それでここでは、現在は第８次の行政運営プログラ
ムに基づいて様々行われていますけれども、９次の行
革プログラムが今策定されていると思います。そこの
中にも我々積極的に明記をして強化していったらとい
う考えを持っているのですけれども、その辺について
の検討状況は今どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　新型コロナウイルス感染

症対策に県を挙げて、全庁挙げて優先的に取り組んで
いるところでございます。そこで第９次行財政改革プ
ランの策定時期を令和４年度まで延長したところで、
新たな行財政改革プランにあっては、基本理念、それ
から２つの目標を定めて、今後細かい調整を進めてい
くこととしているところでございます。
　公民連携による取組については、限られた財源を有
効に活用して財政マネジメント力を強化するという視
点は、非常に重要だと考えているところで、御提案の
内容についても、新たな行革プランの策定の中で検討
していきたいというふうに考えているところでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　公共施設の部分もそう。　
　(2)に進みます。
　国の定めた沖縄振興基本方針では、その取組の冒頭
に民間主導がうたわれているが、自立型経済に向けた
公民連携の状況と今後の方針についてお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　県では、新たな事業機会の創出等を図るとともに、
効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めるため
に、平成31年２月でございますが、沖縄県ＰＰＰ／
ＰＦＩ手法導入優先的検討規程、これを策定いたしま
した。当該規程においては、公共施設等の整備等に当
たって、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入可能性について検
討することとしておりまして、現在、所管部局におい
て検討が進められているというところでございます。
　県としましては、引き続き、公共施設等の整備等に
当たって、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入可能性検討を進
め、行政コストの低減や資金調達の多様化、これを推
進してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　代表質問だったか、別の方の質問
で、ＰＦＩの推進については、10億円以上の公共事
業については検討をするという部分がありましたけれ
ども、その辺というのは、さっき言った公共サービス
の部分も、民間あるいは経済自立に関係している部分
も１つにしてどこかの部署でどういうところでやって
いるのか、その辺再度、説明を願えますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　先ほども答弁させていただきましたけれども、
ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程について企画
部で所管をしておりまして、これを31年の２月に策
定したということでございますが、その規程に沿った



– 286 –

形で各部局、従来型の手法とＰＰＰ／ＰＦＩを導入す
る際の比較検討、こういったものをやった上でどっち
を採用するかと、その辺の検討も踏まえて事業を進め
ていくということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　知事、この前愛知県へ行ってきたん
ですよ。それで愛知県は、大村知事に言わせれば、
我々はＰＰＰ／ＰＦＩを全国でもとにかく積極的に進
めていると。それで、本当にＭＩＣＥあるいはスポー
ツ体育館はもちろん、上水道あるいは下水道の整備、
あるいは高校、県営住宅、運転免許試験場、有料道路
の建設だけじゃなくて運営、あるいはスタートアップ
支援事業、そして最近話題になっているジブリパー
ク、あらゆる事業をとにかく民間の力を借りてできな
いかなという議論をしているわけですよ。それ、知事
と話す機会があったものですから、もう今東京に次ぐ
第２位のＧＤＰを誇る愛知県が、もう１兆円を超える
税収もある愛知県が何でそこまで民間との連携にこだ
わるのですかと聞いたら、国に頼らない県行政をつく
るために、国に頼らない自立型経済をつくるために
は、やっぱり民間との連携、公民連携を強めるしかな
いと。そういう知事の強いリーダーシップで、向こう
は30近くの事業を積極的に毎年毎年やっているんで
すよ。
　我々これまでも青果市場の民間活用はどうかと、あ
るいは製糖工場も莫大な予算がかかるけれども、エネ
ルギーとの連携、民間の提案も受け入れてもいいん
じゃないのということで提案をしてまいりました。企
業なども紹介をしてまいりました。ただやはり、例え
ば農林水産部だけの議論だけではなかなか進まないで
すよね。今あるように、企画部は平成31年２月から
取り組んでいますよと言うけれども、なかなか我々の
目に見えるような取組がまだ見えてこないんですよ。
やっぱりそこは、愛知県の知事の話を聞くと、知事、
三役の強いリーダーシップというのを非常に感じたん
ですけれども、その辺について議論を踏まえて知事の
所見をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるとおり、愛知県では、ＰＦＩの導入
が進んでおりまして、ＰＦＩの導入ガイドラインとい
うものを策定しているようでございまして、これに基
づいて、個々の職員がＰＦＩを意識して事業を進める
というような展開になっているようでございます。
　県においても、新しいビジョン基本計画において、
克服すべき沖縄の固有課題の中に、固有課題克服のた

めの行財政システムの強化・拡充の項目がございまし
て、そこの中でＰＰＰ／ＰＦＩを活用して、地元の企
業の積極的な参画を含めた民間事業者のノウハウや資
金を活用する事業手法の導入に取り組み、行政コスト
の低減や資金調達の多様化を推進していくというよう
な形で、新しいビジョン基本計画の中にも位置づけて
おりますので、この31年に策定した規程に沿った形
でしっかり各部局が取り組むように、企画部のほうか
らも促していきたいというふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　事務方の取組は分かりました。知
事、私さっき言ったように、事務方の取組は認めます
けれども、具体的にまだ進み切れていませんよと。愛
知県の知事はそういう強いリーダーシップで進んでい
ますよと。沖縄県も誰一人取り残さない優しい沖縄を
つくるため、自立型経済をつくるためには知事のリー
ダーシップが必要じゃないかというような問いかけを
したつもりですけれども、知事のお考えはありません
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　部長からこう答弁がありま
すように、今それぞれの所管部局において、様々なそ
の施設の取組についての検討を重ねさせていただいて
おります。従来、いわゆる行政側が整理をするという
意味ではサービスの、何ていうんでしょうか、この限
定的な展開であったり、あるいは施設の運用の限界で
あったり、非常に大きなコストが重なってしまうとい
うような問題等から、様々な民間の活力を導入する
ＰＰＰ／ＰＦＩの検討についても各部局で進めており
ます。しかし、県全体で必要な事業と、それからその
事業規模と財政のスタミナ化を総合的に勘案した上
で、具体的にそれをどのような計画とスケールメリッ
トに落とし込んでいくかということに関しても、丁寧
に検討を進めさせていただいております。そのような
状況からも、さらに民間事業者との連携による調査研
究を進めていきたいというように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　お願いします。
　やっぱり事務方では限界があると思います。特に、
沖縄みたいな体力のある企業が少ないところは、リス
クも大きいと思うんですよ。だからこそ、やはり今の
ような沖縄の経済だからこそ、誰かがリスクを背負っ
てでも積極的に進めるということが必要だし、今これ
だけ毎年毎年予算が減っていく中で、どう沖縄の経済
をつくるのか、どう行政サービスを守るのかというの
は、今言ったような議論、視点が大事だと思いますの
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で、知事の強いリーダーシップをお願いします。
　２番に進みます。
　本県のエネルギー施策について。
　脱炭素社会の実現に向けて、沖縄県クリーンエネル
ギー・イニシアティブの数値目標が本年３月に改定さ
れた。しかし、その後の急激な国際情勢や社会状況の
変化に伴い、その在り方や実効性が危惧される。
　(1)、再生可能エネルギーの電源比率について、直
近の状況と今後の方針を伺う。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　本県の2020年度再エネ電源比率は8.2％となってお
り、うち太陽光が76％、バイオマスが18％程度を占
めております。
　県は、太陽光とバイオマスは今後も主力になる再エ
ネ電源と考え、導入拡大に向けて取り組むこととして
おります。また、民間投資の誘発による様々な再エネ
設備の導入拡大を図るため、離島における太陽光発電
の第三者所有モデル事業に対する補助のほか、沖縄振
興特別措置法に基づく税制上の特例措置及び国の補助
制度の活用を促進してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　今言ったとおり8.2％です。９割以
上は化石燃料ですよね。それはいいとして、今後、
最低でも我々はこの再生可能エネルギーを8.2％から
18％に持っていかないといけない。できれば26％と
いう挑戦的目標というものが掲げられています。
　ところがここに来てＦＩＴ価格は毎年下がる、パネ
ルの価格は毎年上がる。そういうことで、企業からし
ても、非常にこの太陽光をめぐる状況は一気に厳しく
なっているということがある。今部長からあったよう
に、再エネの８割近くは太陽光なわけですから、そこ
にある意味、大きなブレーキがかかっているわけです
よね。そしてバイオについても今話があるけれども、
中城バイオマス発電所が５万キロワットが動きますか
らもう少し上がりますけれども、ただ今後、県の施策
としてのバイオの取組というのが見えないんですよ
ね。
　そういう意味では、今のソーラーの状況、今後のバ
イオにどう力を入れていくのか、現時点では具体的な
ものというのはあるんですか。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では民間投資の誘発によりまして、主に太陽光発
電、それとバイオマス発電の導入を拡大して目標達成
していくことを目指していこうと考えております。

　まず、太陽光発電ですが、今後は家庭や事業所にお
ける自家消費の普及が重要になることから、第三者所
有モデルの事業の展開を促進してまいります。具体的
には、効果の早期発現が期待できる離島において、今
年度から補助事業に取り組むこととしております。ま
た、バイオマス発電ですが、こちらは昨年稼働を開始
した中城バイオマス発電所の状況を注視しながら、家
畜排泄物あるいは食品廃棄物等を活用した新たな発電
施設の導入を促進してまいりたいと考えているところ
でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　今聞いてもなかなか具体的な、これ
をやれば18％は大丈夫だなというようなものが出て
こないんですよね。これ、本来は第６次の振興策にも
うちょっと目玉を入れたかったところです。民間の企
業も期待していましたけれども、なかなか目新しいも
のが入ってこなかったというのは残念です。それはも
う過ぎたものは言ってもしようがありませんから、
やっぱり強化を、今のままではなかなか厳しいと思い
ますので、強化をお願いします。
　関連しますので(2)お願いします。
　水素・アンモニア電源比率について、直近の状況と
今後の方針についてお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　水素・アンモニア発電につきましては、現時点では
実用化に至っておりませんが、県は、2050年度脱炭
素社会の実現に必要な技術革新と考えておりまして、
2030年度電源比率目標１％というものを掲げてござ
います。
　県では、水素利活用モデルの構築を目指しまして、
今年度は離島における可能性調査に着手しておりま
す。また、沖縄電力など民間企業３社が、国事業とし
て今年度実施するアンモニア発電の可能性調査につき
ましても注視しながら、沖縄における水素・アンモニ
アの最適な利活用の在り方の検討に向け、取り組んで
まいりたいと考えているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　アンモニアの部分は、沖縄電力さん
も取り組んでいるということで、よく新聞報道等で
も見ます。水素の部分が、次世代エネルギーとして
2030年に１％を目指すということですけれども、代
表質問でうちの當間の議論にもありました、水素につ
いては、いろんな議論を聞いても、やっぱりアンモニ
アより今後は水素だよねと。本当に安全な期待の持て
るエネルギーだよねという議論がありますけれども、
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水素については現時点で皆さんは――将来の、あるい
は今後の次世代エネルギーというからには、課題が
あってそれはクリアするというところが問題ですけれ
ども、課題についてはどういう課題を認識しています
か。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では水素の利活用に向けましては、主に２つの課
題があると認識しております。まず、１つ目に、水素
は現時点では製造や輸送、保管に高額なコストが必要
とされております。また、発電にかかるコストについ
ても、太陽光などの再エネ電源と比べて高額となって
ございます。２つ目に、水素の製造過程において化石
燃料を用いた場合、温室効果ガスの排出が課題になる
というふうに認識しております。
　県としましては、水素の発電コストの動向、あるい
は温室効果ガスを排出しない製造技術の進捗を注視し
ながら、今年度県が実施する調査の結果も踏まえまし
て、水素利活用のモデル構築に向けて取り組んでまい
りたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　課題は、製造コストと製造過程で
ＣＯ₂を出すということです。コストについては、今
どれぐらいかかっているから高いと感じているんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時49分休憩
　　　午後１時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　水素の発電コストですが、専焼の場合、キロワット
アワー当たり97.3円です。10％混焼の場合に関して
いいますと、キロワットアワー当たり20.9円という
ことになります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　コストについては、一般的に言われ
ているのが、製造するだけで100円ぐらいかかります
よと。そして高圧で一般的に扱われますので、輸送コ
ストがまたキロワット百五十、六十円かかりますよ
と。だから250円から300円なんていうような話があ
るわけです。
　それでうちの當間も話していましたけれども、富士
吉田市の発電所を見てきました。富士吉田市について
は現時点で皆さん把握していることを簡単に説明をお
願いします。

○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　イーレックス社がプレスリリースしておりますとこ
ろによりますと、山梨県で実証型の水素専焼発電所で
ある富士吉田水素発電所を運転開始したということは
把握してございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　これは世界で初めての技術で、天然
鉱石に水をかけるだけで水素が発生するというよう
な、世界で初めての技術です。そして、日本で初め
て水素専用の専焼の発電所ができた。300キロワット
の発電施設です。見てきましたけれども、ここでは
さっき言ったようなＣＯ₂を出すか出さないか、これ
も天然の岩石に水をかけるだけですから、ＣＯ₂は発
生しません。もう一つのコスト、250円から300円と
言われていますけれども、この300キロワットの発電
所でも既に30円を実現している。今後、５年後には
25円を目指している、10年後にはキロワット20円で
つくるということを目指している。そのところが、１
年以内にぜひ沖縄に、あるいは今非常に電気のコスト
がかかっている沖縄の離島にというところまで言って
くれている。これ皆さん、もっともっと積極的に関
わっていくべきだと思っているんですけれども、その
イーレックスさんとのやり取り、あるいは接触という
のは、今のところその後もないんですか。お願いしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県としましては、このイーレックス社に関しまして
は水素発電の先進事例でありますので、今後、県の水
素利活用モデルの構築に向けた取組の参考にしたいと
いうふうに考えているところでございます。
　あと、県としましては、県内における水素事業の展
開の可能性について検討するために、同事業の情報収
集をしているというところでございますが、可能であ
ればこの事業者さんと意見交換をしていきたいという
ふうに考えてございますが、ただその企業さんの御意
向、あるいは御都合もあると思いますので、その辺も
確認しながら、可能であれば意見交換をしてまいりた
いというふうに考えてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　知事には答弁求めませんけれども、
知事、今言ったように、もう200円から300円かかる
から水素は難しいよと。あるいは製造過程でＣＯ₂が
出るから難しいよと言っていたのが、やっぱり本当に
ベンチャー企業が開発した技術で、それに大きなイー
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レックスという会社が全面的に支援をして、実際に発
電所が動いているわけですから。そしてそこはまた、
沖縄の離島に貢献したいとまで言ってくれているわけ
ですから、これは沖縄から頭を下げてでも関わりを持
つべきだと私は思いますので、ぜひ積極的な取組をよ
ろしくお願いします。
　大きな３に進みます。
　コロナ禍と生産資材等の高騰に苦しむ農畜産業への
支援と農政課題について。
　順番を変えましたので、まずは(1)の多くの関係者
が見直しを求める不利性解消事業の方針についてお願
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　新たな不利性解消事
業では、国との協議等により補助単価を見直しました
けれども、補助対象品目を拡充するとともに、北部・
離島市町村への補助事業を新設しまして、さらには農
林水産物や一次加工品の県内外への出荷補助を実施し
てまいります。加えて、鮮度保持技術を活用した実証
事業に対する補助等を実施します。
　県としましては、本事業の円滑な実施に向けて、引
き続き、生産者団体をはじめとする関係者の理解と協
力が得られるように丁寧に対応してまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　これ今議会でも何名か質問をする中
で、やっぱりそれだけ関係者からも非常に不信感とい
うか、そういうのが大きいんですよ。部長はそれは認
めた上で、丁寧に関係団体に説明する中で、理解を得
ながら事業を進めていきたいということですけれど
も、２月から説明していますよという話をするんです
が、やっぱりどの関係者から聞いても具体的に単価
が出てきたのが５月、６月。もう４月から事業は始
まっているのに、５月、６月に具体的な単価が出てか
ら各関係者が大騒ぎしているという状況なんですよ
ね。そばで見ていると、これからどんなに丁寧に皆さ
んが説明をしても、なかなか今そのまま強行するとい
うのは、非常に難しいと思っているんですよ。
　その辺について、関係団体との話合いの状況とか、
その後の取組というのはどうですか。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　先ほど議員からあり

ましたとおり、２月に説明会をしているのですが、こ
のときに国との協議をまだ調えておりませんでしたの
で、補助単価と具体的な数字案も示されていませんで
した。４月以降、国との協議を経まして、５月に説明
会をした折に具体的な補助単価等が出まして、関係者
の方々からいろんな意見をもらっているところでござ
います。このため、県では、新たな不利性解消事業に
関する出荷団体や市町村など、関係者に対しては説明
会や個別の意見交換を精力的に実施しているところで
あります。その中でも、従来の不利性解消事業が令和
３年度までの10年間期限とするところを、４年度か
らの不利性解消事業を実施するに当たっては、国の制
度提言や国との協議を経まして実施してきたというと
ころであります。
　引き続き、生産者などの関係者の理解と協力を得ら
れるように説明なりを継続してまいりたいと考えてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　事務方の思いとしては、もう国との
関係の中でこの事業を残すだけで精いっぱいだった
というような本音も見え隠れ、私にも聞こえてきま
す。ただやっぱり、28億の予算が22億まで削られた
中で、様々な新たな取組もしないといけないという
と、やはり単価が大幅に落ちるんですよね。畜産なん
か本当にひどいもので、これまで飛行機で運んだらキ
ロ60円、船で運んだらキロ20円だったものが、一律
キロ５円なんですよ。今まで本当に20円、30円当て
にして、トン当たり２万、３万当てにしていたもの
が、４分の１以下になってしまう。農業を取り巻く状
況がこんなに厳しい中で、何を根拠にここまで下げた
のかと言うと、なかなか明確に説明がもらえない。こ
れはもう畜産は特異な例ですけれども、モズクでもそ
うです。モズクもキロ５円になります。花なんかも、
これまで飛行機で運んでいたら80円だったのが33円
になります。軒並み半分以下に下がってしまう。やっ
ぱりこれは国が、大臣の話でも、沖縄の農林水産業は
1500億円を目指すんだといいながら、これだけ農家
が厳しい中で、実際当てにしていた不利性解消事業が
これかということで、非常に憤りの声が多いんです。
その辺、照屋副知事、生の声も聞いたと思うんですけ
れども、これ知事、副知事含めて、事務方では限界だ
から、やっぱり国とのもう一回のやり取りが必要だと
思うんですが、その辺についてどう感じております
か。お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　農水産業を元気にするプロ
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ジェクトというのが発足したようでありますけれど
も、しかしながら、新年度の予算を見ていきますと、
なかなか私ども現場が思うような形にはなっていない
という現実が突きつけられているというふうに考えて
おりまして、私はこれをそのまま是認するのではなく
て、しっかり現場に耳を傾けながら、これから進んで
いく現場の取引などについても検証した上で、しっか
り政府に対して言うべきことは言わないといけないと
いうふうな意味で、理論武装しないといけないんじゃ
ないのというふうなことを申し上げております。今月
の第３週ですか、改めて国に要請しに伺うというふう
なつくりでおります。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　もう４月から事業はスタートしてい
ますので、せめて２年後、３年後に向けて、モーダル
シフトを進め船に替えていくというのだったら、まだ
農家の皆さん、あるいは関係者の皆さんも理解すると
思いますけれども、やっぱり今毎日仕事進んでいる中
で、納得いかないでお互い悶々としながら仕事してい
るものですから、そこは何とか――22億は幸い予算
はついていますので、その中で動かしながら少し何年
かかけて、こういうものに近づいていくとかというこ
とを、何とか国の理解も得ながら進められればいいと
思いますので、ぜひとも知事、副知事、三役の尽力を
お願いいたします。
　関連もしますので次に進みます。
　(2)、肥料や飼料高騰対策と今後の方針についてお
願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　今般の生産資材等の
価格高騰につきましては、農業者の経営継続並びに食
料の安定供給の観点から、強い危機感を持っていると
ころであります。このため、飼料高騰対策として、配
合飼料価格安定制度の生産者積立金や粗飼料購入経費
への一部を補助する事業等を進めていくこととしてお
ります。
　なお、肥料高騰への対応につきましては、国の動向
を注視しつつ、今後、農業経営に影響が生じないよう
努めてまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　これは委員会でも議論しましたから
いいんですけれども、今回も配合飼料対策で4000万
余り、いわゆる牧草等の粗飼料対策で１億余りとい
う、小さくない額が措置されています。ただこれを、
農家の側に行くと、トン当たりとかキロ単価でいく

と、なかなか十分な額とは私には見えないんですよ
ね。国の財源を利用させてもらって、皆さんが頑張っ
ているのは分かりますけれども、昨今の非常に厳しい
情勢の中では十分じゃないと思うんですが、改めて今
度の補正の部分で配合飼料に対する支援が単価的に幾
らなのか、粗飼料に対する支援が幾らなのか、その辺
お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　まず配合飼料に対す
る補助につきましては、国の制度がございますので、
去年から今年にかけまして単価がアップした分の生産
者積立分、これがトン当たり200円になります。これ
の契約数量が24万トンございますので、合計しまし
て4942万5000円の予算計上。続きまして粗飼料につ
きましては、令和２年から３年への価格の上昇率を令
和３年度のそこに乗じまして、今年の単価を設定し、
約２万1000トンの粗飼料を対象にその単価上昇分を
含めて１億4411万5000円予算計上したところでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　知事、今あったように、今回の補正
でも頑張ってくれているのは認めます。ただ、配合
飼料に関してはトン当たり200円――これ積立金の一
部を負担するということですから意味のあることで
はあるんですけれども、ただ、今月に入ってからで
すか、畜産関係者が危機突破の総決起大会をしまし
た。その中でもありましたけれども、２年前に６万円
ちょっとだった餌が、もう今９万円後半になってい
る。この７月からというのは、過去最高の１万1400
円のトン当たりの値上げですよ。だから、６万円の餌
がもう10万近くなっているのに、トン当たり200円
を補助しますよと言われても、なかなか本当に県は
我々を支えてくれるのかというのは不安になる。粗飼
料のところは大きいですよね。トン当たり7000円く
らいの補助になりますから大きいですけれども、ただ
これも５万ぐらいの牧草飼料が７万、８万になってい
るわけですから、なかなか本当に厳しい。そういう中
でどう県が農家を支えていくのか。これはもう酪農だ
けじゃない、もう養鶏農家なんかも本当に今必死なん
です。
　ちょっとごめんなさい、戻りますけれども、農水部
長、この前県内最大の酪農グループの代表と意見交換
したようですが、その辺についてどういう感想を持っ
ていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　酪農農家との面談を
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受けまして、やはり酪農をめぐる経営状況は非常に厳
しいということをまず感じました。これまでの乳価並
びに粗飼料、燃料それからコロナ禍、いろんなことが
重なって非常に今苦しい環境だなというのを実感した
次第であります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　時間がなくなってしまいましたか
ら、そろそろ最後に知事の所見を聞いて締めたいと思
います。
　玉城知事、亡くなった菅原文太さんがいろんな対談
でもよく言っていた言葉で、政治の役割は国民を飢え
させないことと、絶対戦争をしないことというのは、
私も印象に残っています。私も一義的には国が国民の
ために、食料というのは食料安保も含めてしっかり守
るべきだと思っています。財源も県がやることは限界
がある。ただ一方で、いつまでも国がやらないから、
県はお金がないからできないという話は通らないわけ
ですよ。やっぱり特に日本の国の中で一番、何かあっ
たら離れている沖縄、陸あるいは海も輸送手段が途絶
えてしまうと、県民の食料というのはどこよりも危機
感を持って準備しなければならない。その沖縄におい
て、沖縄県のトップとして、今の沖縄の食料自給率、
米が少ないという部分もある。そして今畜産も含めて
いろんな生産資材が高い、出荷するときにもお金がか
かる、そういう不利性も抱えている。そういう中で、
やはり国に食料安保を求めるのは当然ですけれども、
いま一度沖縄県政として、この県民に対する食料の自
給の責任、農家を守るという責任、それを痛感して、
今具体的な施策を求めたいと思うんですが、その辺に
ついて知事の所見をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず今般の飼料価格の高騰
については大変厳しい状況であるということも認識を
しておりますし、そのために６月補正で予算を計上し
て何とか対応させていただいております。
　沖縄県としましては、関係団体と共に、飼料価格
が高止まりした場合においても一定の補塡が受け
られるよう、さらなる発動要件の見直しなど国に
も要請していきたいと思いますし、議員御案内の
自給率についても、やはり沖縄県で若い方々が農
畜産業に参入するための換金性の高いそういう業
種、それからそれを維持するための体力等々につ
いて、我々十分調査分析をしなければいけないと
思いますし、そのために県で組める予算の範囲と
いうものをどの程度見直しができるのかというこ

とも再構築していかないといけないと思います。
　そのようなことと併せて、沖縄県内における様々な
食材及び県民のエネルギーベースを上げるための自給
率については、これは当然議員御案内のとおり向上さ
せていくということを前提に、国との調整や研究も進
めていくべきだと思います。昔から身土不二という言
葉がありますけれども、その地域で取れたものを食べ
て健康になるというのは、これは現代のいわゆるフー
ドマネジメントにおいても、非常に重要な考え方だと
言われています。そういうことも含めて、沖縄県内の
各農林、水産、畜産業の方々のこれからの経営が安定
できるように、県としてもしっかり研究して検討して
いきたいというように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○○大城　憲幸君　おっしゃるとおりです。ただ、今回
の補正は認めますけれども、これでは足りない、十分
じゃないのはもうそのとおりです。国に要請するのも
ぜひお願いしたい。ただ、具体的に今後、本当に悲鳴
を上げている農家経営に対して、具体的にどう県がで
きるかというものを今求められていますのでお願いし
ます。
　そして、今後に向けても本当はみどりの食料システ
ム戦略の議論をしたかったんですけれども、それはも
う次回にしますので、まずは今、明日経営できるか分
からない農家の皆さんを支えるためにお力添えをお願
いして私の質問とします。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○○照屋　大河君　こんにちは。
　会派てぃーだ平和ネットの照屋大河です。
　一般質問に入る前に一言お話をしたいと思います。
　参議院選挙の街頭演説中に、凶弾に倒れ亡くなられ
た安倍元首相に対して、深く哀悼の意を表したいと思
います。
　安倍元総理と今年４月に亡くなった父、照屋寛徳衆
議院議員は、国会の場において厳しく議論を交わした
というふうに承知しておりますが、４月の父の告別式
に際しては、安倍さんから丁寧なお悔やみの言葉、そ
して家族に対する激励の言葉もいただいていたところ
です。回復を願っていましたが、亡くなられたことに
改めて心より御冥福を申し上げたいと思います。
　それから、父の逝去に際しては、安倍さんもそうで
したが与党野党、保守革新問わず、たくさんの政治家
の皆さん、国会議員の皆さんからお悔やみの言葉をい
ただきました。知事はじめ執行部からもそうですし、
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議長はじめ県議会議員の皆さんからもたくさんの温か
いお悔やみの言葉をいただきました。心より感謝を申
し上げたいと思います。
　ちょうど３年前にがんが見つかって闘病ということ
で頑張っておりましたが、なかなか頑固親父で、医者
があるいは家族が集中して治療が必要だよと言っても
聞かずに、つえをついて国会に向かい、そして車椅子
に乗って国会に向かうというようなことを繰り返し、
病魔は容赦なく、４月に亡くなってしまいましたが、
365日沖縄県民のために、そしてウチナーンチュの未
来はウチナーンチュが決めるんだといった言葉、その
遺志を引き継いで努力を重ねていきたいというふうに
思います。
　改めて多くの皆さん、父の生前にたくさんの思いを
寄せていただき、思い出を語って伝えていただき、心
から感謝を申し上げて一般質問に入っていきたいと思
います。よろしくお願いします。
　まず大きい１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、知事は２期目の出馬を力強く表明した。出馬
の決意を固めた最大の理由について伺います。
　(2)、戦後77年、復帰50年の節目の全戦没者追悼式
における知事メッセージに込めた平和への思いについ
て伺います。
　(3)、復帰50年の節目に当たって、５・15メモを全
面的に見直すよう、県として国に強く求めていくべき
ではないか。那覇軍港のオスプレイの利用、津堅島で
のパラシュート降下訓練などで県と国の見解に相違が
見られます。米軍施設の統合計画が進む中、復帰当時
に日米合意した米軍基地の使用条件や目的は、現実の
利用実態と異なる点が多くあります。50年前の遺物
に固執せず、抜本的に見直すべきと考えますが、県の
見解について伺います。　
　大きい２番、アジア太平洋多文化協働センター設立
構想について、設立構想に対する知事の考えと県の検
討状況を伺います。３月末には、県にも協力要請が
あったというふうに思います。県は、理念は県の方向
性と合致するとして、平和発信拠点の形成を掲げる沖
縄振興計画に沿うものかどうか検討すると報道されて
いますが、検討状況について伺います。
　大きい３番、基地問題について。
　(1)、嘉手納基地に大挙して飛来している外来機に
ついて。
　ア、周辺地域における騒音被害の状況と県の対応に
ついて伺います。
　(2)、嘉手納・普天間爆音合同訴訟について。
　嘉手納・普天間両爆音訴訟の原告が初めて合同で起

こした行政訴訟は、米軍機の違法な爆音を放置し続け
る国の責任を具体的に追及し、飛行差止めにつなぐ狙
いがあるとされています。原告は、復帰50年たって
も続く沖縄の不条理を子や孫のためにも放置するわけ
にはいかないと訴えています。
　伺います。
　ア、政府や司法は長年の騒音被害に向き合うべきと
考えるが、訴訟の提起に対する県の見解について伺い
ます。
　(3)、うるま市における米軍貯油施設ＰＦＯＳ流出
事故について。
　ア、事故発生から１年となるが、貯水槽の撤去と汚
染水処理の状況について伺います。
　４、差別と偏見をなくし、人権が大切にされる社会
の実現について。
　(1)、ハンセン病をめぐる様々な課題の解決に取り
組む協議会の設置について。
　ア、設置に向けた取組状況と、可能な限り早期に実
現してほしいとの回復者の声にどのように応えるか伺
います。
　(2)、ヘイトスピーチ規制条例について、制定に向
けた作業の進捗状況について伺います。
　５、県教委の国際性に富む人材育成留学事業につい
て、事業の成果と課題について伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　照屋大河議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、
出馬を固めた最大の理由についてお答えいたします。
　私は、誰一人取り残さない沖縄らしい優しい社会を
目指し、新時代沖縄の到来に向け取り組んでいくこと
を決意し、先般２期目の出馬を発表させていただきま
した。誇りある豊かさ、イデオロギーよりアイデン
ティティーとの思いで県政運営を実践されていた翁長
雄志前知事の逝去に伴い行われた県知事選挙で、県民
から多大な負託を受け、2018年10月に私が県知事に
就任してからあっという間に４年近くになろうとして
おります。
　私は、自立、共生、多様性の理念の下、ＳＤＧｓの
推進、子供の貧困対策、基地負担の軽減など沖縄が抱
える様々な課題の解決に向けこの間全力で取り組んで
まいりました。しかし、首里城の火災、豚熱や新型コ
ロナウイルスの発生、そして海底火山噴火による軽石
の漂着など、災害級の対応に迫られながらも、県民の



– 293 –

暮らしを支え、県勢発展のために奮闘努力する県庁職
員の先頭に立って、沖縄県知事として東奔西走してま
いりました。沖縄に住む誰もが自ら輝きを放ち、そし
て誰もがその存在を尊重され、そして誰もが希望のう
ちに喜びを見つけることが当たり前に実現できる島、
幸福が真に実感できる沖縄をこれからも目指して努力
してまいります。新時代沖縄のさらに先へ、誰一人取
り残すことのない、全てが県民のために、あらゆる課
題の解決に向けて、これからも沖縄県知事として、全
ての県民の命と暮らしを支えるとともに、県勢発展の
ため全身全霊でヌチカジリ取り組んでいく所存であり
ます。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(2)、平和宣言につ
いてお答えいたします。
　沖縄全戦没者追悼式においては、国籍の区別なく犠
牲になられた全ての御霊に哀悼の誠をささげました。
復帰50年の節目である今年の平和宣言では、激動が
続く世界情勢の中で、二度と沖縄を戦場にさせないた
めに、沖縄戦の実相や教訓を正しく次世代に伝え、平
和と命の尊さを大切にする「沖縄のこころ・チムグク
ル」を世界に発信することが重要であると訴えまし
た。平和の尊さを正しく次世代に伝え続け、国際平和
の実現に貢献し、全ての県民が真に幸福を実感できる
平和で豊かな沖縄の実現を目指すために、全身全霊で
取り組んでいくことを誓い、県民と共に知事が宣言し
たものでございます。
　続きまして４、差別と偏見をなくし、人権が大切に
される社会の実現についての御質問の中の(2)、ヘイ
トスピーチ規制条例制定に向けた進捗状況についてお
答えいたします。
　県では、条例制定に向け、有識者等からの意見聴
取、県外自治体条例の取組状況調査、県内市町村への
実態調査などを行うとともに、那覇地方法務局との意
見交換を行っているところです。全ての人々の人権が
尊重されることは、平和で豊かな社会にとって重要で
あり、人権を侵害する不当な差別的言動は許されるも
のではないと考えており、検討を重ねながら条例案の
作成に引き続き取り組んでまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕

○○知事公室長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)、５・15メモの全面的な見直しについて
お答えいたします。
　５・15メモは、日米地位協定第２条第１項に基づ
く、日米両政府が締結した個々の施設及び区域に関す
る協定であります。県は、平成29年に行った日米地
位協定の見直し要請において、同協定について、施設
及び区域の使用範囲、使用目的、使用条件等を詳細に
記載することや、協定の締結に際し、関係地方公共団
体の意向を尊重するよう求めております。今後とも引
き続き、使用条件等の明確化について、日米両政府に
求めてまいりたいと考えております。
　次に３、基地問題についての(1)のア、外来機飛来
に対する県の対応についてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、去る６月１日から嘉手納飛行
場に多数の外来機が飛来し、最大でＦ22戦闘機やＦ
16戦闘機など合計４機種32機の外来機が駐機してい
たとのことです。また、６月６日から三連協が実施し
た航空機騒音測定結果では、北谷町において最大で
112デシベルが観測されております。同飛行場におい
ては、昼夜を問わないエンジン調整や訓練、外来機の
度重なる飛来や暫定配備に加え、パパループの一時使
用など、負担軽減と逆行する状況にあると言わざるを
得ません。このため県は、在沖米空軍及び沖縄防衛局
に対し、外来機の飛来制限など地元が負担軽減を実感
できる取組を行うよう強く要請しております。
　同じく３の(2)のア、嘉手納・普天間爆音合同訴訟
についてお答えいたします。
　嘉手納飛行場及び普天間飛行場の騒音をめぐって
は、これまで数次にわたり、それぞれの周辺住民によ
り米軍機の夜間の飛行差止めや損害賠償等を求める訴
訟が提起されている中、今回のように合同で行政訴訟
が提起されることは、初めてであると承知しておりま
す。戦後77年、本土復帰から50年を経た今もなお、
依然として、このような訴訟が提起されることは、誠
に残念であります。両飛行場においては、昼夜を問わ
ない訓練や外来機の度重なる飛来など、負担軽減と逆
行する状況にあると言わざるを得ません。
　県としては、今回の訴訟を大きな関心を持って注視
していくとともに、今後とも引き続き、日米両政府に
対し、両飛行場の騒音の軽減を粘り強く働きかけてま
いります。
　同じく３の(3)のア、うるま市陸軍貯油施設の貯水
槽等についてお答えいたします。
　県は、昨年12月３日、沖縄防衛局に対し、陸軍貯
油施設を含む在沖米軍基地において保管するＰＦＯＳ



– 294 –

等の速やかな撤去、撤去するまでの間の適切な管理等
について要請したところです。沖縄防衛局からは、県
からの要請内容は、すぐに東京に伝えている、現在、
東京において米側と調整しているとの回答がありまし
たが、現在まで撤去の連絡はありません。そのため、
改めて、同施設の貯水槽の撤去及び汚染水の処理の状
況について、沖縄防衛局へ照会したところ、防衛省と
しては、米側に対し、速やかな撤去等が行われるよう
求めているところですとの回答がありました。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　２、アジア太平洋多文化
協働センター設立構想についての(1)、設立構想に対
する検討状況等についてお答えいたします。
　アジア太平洋多文化協働センター設立構想は、アジ
ア太平洋諸国との多文化協働により創出するソフトパ
ワーを基本に、平和で安定した社会の構築と発展に資
する教育・研修・研究・交流を行う国の国際機関を設
立するものであります。同構想に係る設立構想委員会
において、当該機関の沖縄への設立を目指し、国等へ
の働きかけなどの活動が行われていることから、県と
しましては、これらの取組について注視してまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　３、基地問題についての
(1)のア、外来機による嘉手納基地の騒音被害の状況
についてお答えをいたします。
　嘉手納飛行場に令和４年５月29日以降、外来機が
多数飛来した前後２週間の騒音測定結果を比較した
ところ、即時にデータを把握できるオンライン測定
局15地点全てで、期間中の騒音レベルが増加してお
り、最大騒音ピークレベルは、砂辺局で112デシベ
ル、美原局で110.2デシベルなど、５地点で100デシ
ベルを超える騒音が測定されております。また、この
うち14地点で騒音発生回数も増加しております。こ
れらのことから、外来機の飛来に伴う騒音が嘉手納飛
行場周辺の生活環境に大きな影響を与えていると考え
ております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　糸数　公君登壇〕
○○保健医療部長（糸数　公君）　４、差別と偏見をな
くし、人権が大切にされる社会の実現についての御質

問の中の(1)のア、ハンセン病問題の解決に向けた協
議会の設置についてお答えいたします。
　令和３年11月15日の沖縄県ハンセン病回復者の会
からの要望書の提出を受け、県では協議会の年内設置
に向け、回復者の会等の関係者と準備会を３回開催し
たところであります。準備会では、協議会の構成員や
協議内容等について、関係者から御意見を伺いながら
検討してまいりました。
　県としましては、ハンセン病問題の解決に向け、で
きるだけ早期に協議会が開催できるよう、引き続き準
備を進めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　５、国際性に富む人材育成
留学事業の成果と課題についてお答えいたします。
　県教育委員会では、平成24年度に本事業を立ち上
げ、これまで高校生602名を海外へ派遣しておりま
す。成果としましては、ハーバード大学をはじめ、海
外や県外の難関大学へ進学した者や、パイロット、総
領事館職員、ジャーナリスト等として県内外の各界で
活躍している者もおります。課題としましては、テロ
や感染症流行時の安全確保や派遣生徒のコミュニケー
ション能力のさらなる育成が必要であると考えており
ます。
　県教育委員会としましては、引き続き国際性に対応
できるグローバル人材の育成に努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　教育長、今、国際性に富む人材育成
留学事業についての成果をお話しいただきました。
602名の皆さんがこの事業を経て、様々な場面で活躍
されているということですが、実は、この事業を高校
時代に経験した沖縄の若い学生が、秋田県に進学し、
この事業が非常にすばらしかったということで、本人
自身が現在大学生でありながら、秋田で高校生にこの
事業が展開できないかということで行動を起こして、
周りの大学生を巻き込み、そして行政を巻き込んで事
業をスタートさせようとしているということで報道が
ありました。こういったことも成果の一つじゃないか
というふうに思っています。彼は、沖縄のこの事業を
モデルにした留学制度を秋田で展開したいというふう
に言っているんですが、教育長にアドバイス等が――
問合せとかがあるのかという点について、あるいはこ
ういった取組について、こういった若い人たちの行動
について、教育長の見解を伺いたいというふうに思い
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ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　ただいま議員からお話があ
りました件につきまして、私も記事を読ませていただ
きました。本県における留学事業で派遣された生徒
が、その体験を通してその意義を理解し、進学先の秋
田県においてふるさとに貢献する人材を育てたいと高
校生を対象とする長期留学事業を計画していること
は、本県の事業の趣旨にも沿うものであり、積極的で
すばらしい取組であるというふうに考えております。
　御本人から問合せもございまして、事業概要に関し
ての情報提供を行ったところであります。今後とも本
事業に関する情報提供等含めて、可能な支援を行って
いきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　ぜひ支えてあげていただきたい。ま
た、こういった行動が起こせる存在を激励していただ
きたいというふうに思います。
　知事、先ほど２期目の出馬の決意を述べられまし
た。今お話しした学生については、家庭の事情で留学
に行きたくても行けないという、そういうことも含め
て支えていきたい、自分自身の経験を次につなげてい
きたいということで行動を起こした学生です。ぜひ知
事の２期目の公約、政策にもこういった若い人たちを
応援できる施策を取り入れていただきたいというふう
に思いますが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　国際性に富む人材育成留学
事業がそのように――それを体験した生徒本人が、ま
たさらにいい事業として展開していきたいというよう
な人材になり得るということが、この事業の最大の魅
力にもつながっていると思います。私は若い方々と
もっと積極的に意見交換をして、若い方々がぜひ自分
ならこうしたいと思い、願い、かなえられるような、
そういう施策をしっかりと整えていきたいと思いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　次に、ヘイトスピーチ規制条例につ
いて伺います。
　既に委員会でも議論がありましたが、委員会におい
ては、今年度内での制定を目指すという力強い答弁が
あったというふうに考えていますが、先ほどは条例案
の作成に検討を重ねてまいりますというような答弁
だったんですが、この点について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　現在、有識

者等からの意見を参考に、県外自治体等の取組状況の
調査、市町村の実態調査、那覇地方法務局との意見交
換などを行いながら、県案の作成の作業を進めるとい
うこととしております。その後パブリックコメントで
県民の意見を聞いていくということと、スケジュール
感を考えているところでございます。条例制定後の運
用も見据えて検討をしておりまして、令和４年度中の
制定を目指して、現在取り組んでいるところでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　委員会では罰則規定、あるいはイン
ターネット上での沖縄ヘイトへの規制についても、委
員から多くの質問が出ましたが、その辺りの検討につ
いて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　憲法で保障
されました表現の自由を制約するに当たっては、要件
や基準の明確化が求められまして、過度に広範な規制
とならないように慎重な対応が必要であると考えてお
ります。罰則が合理的で必要やむを得ない限度にとど
まるものとなるのかということなど、慎重に検討する
必要があるというふうに考えているところでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　慎重な議論、かなり時間をかけて、
この議会でも委員会でも議論されています。実は２月
ですか、警察官に衝突というか、事故があって被害を
受けた高校生、彼の事件に対しても、非常に本人を中
傷するようなことも含めて、そのインターネット上で
様々な書き込みがあった。先ほど議場でも申し上げま
したが、この安倍さんの事件についても既に多くの書
き込みがあるというふうに言われています。事件が起
こった当初は、民主主義を攻撃するものだというふう
な言説もありましたが、一方で、容疑者が逮捕され、
動機などが明らかになっていくにつれて、インター
ネット上では殺されても構わないんだというようなこ
とも、事実を確認できないままにそういったものが広
がっていく。あっという間に今の時代、そういうふう
に広がっていくというような状況にあります。
　そういう意味では、先ほど今年度内ということでは
あります。慎重に議論を重ねるということではありま
すが、改めて命の危機、危険すら感じるむき出しの憎
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悪というんですか、そういうものがインターネットで
流れていくわけですから、丁寧な慎重な議論もそうで
すが、早急な制定に向けて頑張っていただきたい。も
う一度答弁をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　昨今のＳＮＳなど社会的な
その影響においては、やはり議員御指摘のように言葉
による暴力が拡散されていく。そして、それが拡散さ
れるだけではなく、そこに事実ではないことが絡まっ
ていき、やがてはそれがさもファクトであるかのよう
な、そういう存在になっていく。そうするともう、誰
にもそれを止めることはほぼ不可能だと言われている
のが、そういう言論空間の中における重要な問題であ
り、課題だというように認識しています。
　ですから、今般、我々がヘイトスピーチ規制条例と
いうものを、そのＳＮＳの言論においてもどのような
範囲でそれを規制することができるのか、可能なの
か。今般、法令が改正されたことに伴い、そのような
改正された法令の罰則を規定するということ、準用す
るということが可能かどうかということも検討してい
るわけでありますが、いずれにしてもそのような言論
による、いわゆる暴力を絶対に生み出さないというこ
との一番根幹の部分については、しっかりと光を当
て、さらにこのヘイトスピーチ条例が効果あるものと
して広く認知されるように、部局共々、令和４年度中
の制定に向けてしっかりとさらに検討を進めていきた
いと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　続いてハンセン病に対する協議会の
設置についてですが、３回ほど意見交換の場を持って
当事者の意見を聞いているということでした。６月の
ハンセン病に関する正しい知識を普及する月間に合わ
せて、県は新しい啓発リーフレットを作成していま
す。沖縄における歴史の記述を従来より増やして、県
においても国の施策に関わってきた時代があったこと
を深く反省すると、行政の関わりをわびた玉城デニー
知事のコメントが盛り込まれたのが特徴とされていま
す。
　回復者は、らい予防法が1996年に廃止された後
も、過去を打ち明けられない状況が続いて、今なお生
きづらさを訴えていますが、知事、この回復者の皆さ
ん、ハンセン病を抱え差別を受けた皆さんについて、
先ほど知事のコメントもあったということですが、改
めて真に幸福が実感できる沖縄、知事のこの問題に対
するコメントをいただきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

○○知事（玉城デニー君）　私も実は衆議院に在籍して
いたときにも、ハンセン病最終解決をする議員連盟に
在籍させていただいて、様々な角度から、このハンセ
ン病問題の解決に向けた活動の支援をさせていただい
た経験がございます。そこで今般、この協議会の構成
や協議内容等について関係者からもしっかりと御意見
を伺いながら、我々は行政として、かつてらい予防法
によって隔離政策をし、人権を著しく損ねたという反
省に立って、この方々の人権を回復し尊厳をこれから
もしっかりと守り抜くための、そのような協議会の設
置と方向性を見いだしていきたいというように考えて
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　続きまして基地問題、うるま市の貯
油施設のＰＦＯＳの件ですが、いまだ処理がされてい
ないということですので、この点については市民の生
命、それから健康、安心・安全な生活を軽視するもの
だというふうに思います。ぜひこれからも強く防衛
局、あるいは米軍に申し入れていただきたいというふ
うに思います。
　それから、嘉手納基地の問題です。
　先ほど、案内があったような大変ひどい外来機の飛
来による爆音の状況です。先日、米軍基地関係特別委
員会で嘉手納町議会基地対策特別委員会の皆さんと意
見交換を行いましたが、これに加えてパパループ地区
の使用を即刻禁止する、そのパパループの問題。航空
機のエンジン調整の際に排出される悪臭の被害。米軍
基地を取り巻く課題が集中した地域であります。出か
けていってお話を直接聞いたことについては、非常に
よかったなと思っていますが、公室長、４月に就任さ
れていますが、直接嘉手納町に行って状況を聞く、あ
るいはもう既にそういう嘉手納町への訪問は行ったの
かについて、公室長の考えを聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　私は４月の拝命以来、
４月13日に道の駅かでなの展望台から嘉手納飛行場
を視察させていただきました。その際、嘉手納町の當
山町長から丁寧な御説明をいただきまして、地域が抱
える課題など直接伺いまして、周辺住民の厳しさを実
感でき、大変有意義な機会だったというふうに思って
おります。
　町長の説明からは、今議員が御指摘の騒音ですと
か、悪臭、それからそのまちづくりに大変苦慮してい
ると。苦しい胸中をお察しいたしました。それと同時
に、その歴代の町長、それからその町民の方々が長年
苦しめられ続けている米軍由来の課題の深刻さという
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んですか、そういったものを改めて認識しまして、連
携して取り組んでいかなければならないというような
思いを強くいたしました。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　ぜひこの嘉手納地域の皆さんの切実
な訴えというんですか、もう我慢に我慢を重ねてきた
が、その外来機の飛行、直接聞くとその負担軽減のた
めにということで県外、あるいは国外に訓練移転する
期間もあるが、それ以上に外来機の飛来する期間があ
るということもありましたので、そこを目に見える形
で、肌で感じる形で解決できるような、導けるような
強い姿勢で取り組んでいっていただきたいというふう
に思いますので、よろしくお願いします。
　それから、最後になりますが、知事は先ほど２期目
の決意を述べられました。昨日ですが、この知事選の
前哨戦とも言われた参議院選挙の結果が出ました。結
果は伊波洋一さんの勝利ということでした。その伊波
さん勝利の結果に示された有権者の民意について、知
事はどのように受け止められているのか。あるいはこ
の参議院選挙、伊波さんの勝利が知事選に与える影響
についてどのように考えるか、知事の見解を伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　昨日、投開票が行われまし
た参議院議員選挙においては、伊波洋一候補が勝利を
し、私どももその政策理念が一致する伊波洋一候補を
一生懸命応援させていただきました。伊波候補の大き
な争点といいますか、公約は、今のこのコロナの状況
によって大きな打撃を受けている県経済の回復、そし
て観光業界の回復はもちろん、生活に苦しむ方々のそ
の困窮の状況を一日も早く支援すること等々、まず経
済の対策と併せて、沖縄の振興のためにはやはり基地
負担の軽減が必要であるということも明確に訴えてお
られたと思います。１期６年間、その国会で、特に委
員会においては170回以上の質問を重ね、沖縄の現状
の課題、それから将来への展望も含め、総理はじめ各
関係大臣へのその質問によって、沖縄の課題を明らか
にするとともに、政府の姿勢をただすということと併
せて、沖縄は将来このように政府が力を注ぐべきであ
るというような形での提言も含めて取り組まれたこと
と思います。そのようなことを選挙戦で御自身も、そ
れから後援会の皆さんも訴え、それが多くの有権者の
方々に、相手候補よりも多くの、その負託をいただい
たというような状況にあろうと思います。
　ですから、私も当然、沖縄県知事として県民の命と
暮らしを支え、県勢発展のために全身全霊で日々、精

励を重ねているつもりではありますけれども、なお、
昨日の選挙結果を踏まえ、全てのこの投票に参加され
た方、あるいは参加されなかった方々も含めて、さら
にこの沖縄における現状の課題の分析と、今後それを
どのように解決、解消していくのか、さらには発展基
調に乗せていくための取組をどのようにして検討して
いくのかということを改めてしっかりと考えたいとい
うように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋大河君。
○○照屋　大河君　１期４年間の、その知事としての経
験を重ねて、あるいは今回の参議院選挙の結果、今
おっしゃられたような知事の受け止めに重ねて、そし
て冒頭２期目の決意、知事からありましたが、そう
いった思いに重ねて、ぜひ知事選挙を一緒に頑張って
いきたい、頑張っていく決意を申し上げて、私の一般
質問を終わりたいと思います。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時51分休憩
　　　午後３時54分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き一般質問を行います。
　平良昭一君。
○○平良　昭一君　おきなわ南風の平良昭一でございま
す。
　一般質問、通告の順番を変えて行いたいと思いま
す。よろしくお願いします。
　まず我が会派関連の質問でありますけれども、次呂
久議員の県立八重山病院隣接の暫定ヘリポートの使用
の件ですが、総務企画委員会で２件の陳情を審査しま
したが、その中で時系列的に理解し難いことがありま
したのでお聞きします。
　暫定ヘリポート建設以前、現在の石垣市役所庁舎の
隣接地に石垣市が国庫補助を活用して真栄里ヘリポー
トを設置しているが、真栄里ヘリポートが設置された
時期はいつなのか教えていただきたい。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　お答えいたします。
　真栄里ヘリポートは、石垣市が設置主体となりまし
て、沖縄県地域医療再生臨時特例基金事業補助金を活
用して、平成26年３月に設置しております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　その後に石垣市新庁舎が隣に建設さ
れ、ヘリポートが活用できなくなっておりますよね、
今。平成26年３月ということと新庁舎建設というの
は、期間にすると３年ぐらいですよ。その時点では分
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かっていたことですか、使用できないというのが。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　石垣市の新しい庁舎
につきましては、真栄里ヘリポートの完成から約２年
後、平成28年２月に建設位置に関する住民投票が行
われ、旧石垣空港跡地に建設することが決定されまし
た。その後、基本計画、基本設計、実施設計及び建設
工事を経て、令和３年11月に完成しているという状
況であります。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　この国庫補助は何％ですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　真栄里ヘリポート設
置に活用しました地域医療再生臨時特例基金事業補助
金というのは、国庫10分の10という事業でございま
した。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　100％の補助ですよね。そういう中
で、この真栄里ヘリポートが国庫補助を受けて建設し
たのに、新庁舎建設でその後は３年余で使えなくなっ
ているという状況。このような国庫補助の対象の事業
というのはあり得ますか、常識的に。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　その後の様々な状況
の変更で、設置主体である石垣市においていろいろ検
討されているところだとは思うのですけれども、石垣
市において、今後の利活用の方針がどうであるかとい
うところをまず決定していただいて、確認する必要が
あるとは考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　３年間使うために全額の国庫補助を
使ったということでありますけれども、現在このヘリ
ポートというのは、機能を果たしているんですか。現
在もヘリポートとして使用できるのか。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　真栄里ヘリポートの
設置をした隣に市役所――駐車場もですけれども、新
庁舎が建てられたということでございまして、現在は
ヘリポートとしての活用は行われていないという状況
と理解しています。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　行えないわけです、行っていないわ
けですよね。そうなれば100％の補助の返還というの
があり得るような状況になりませんか。
○○副議長（仲田弘毅君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　先ほど申し上げまし

たように、石垣市のほうで今後の利活用の方針、どう
いうふうに取り扱うかということを決定し、その財産
を処分するという場合にあっては、県を通しての補助
となりましたので県に申請することとなります。
　県としましては、国庫補助金の返還の要件等を確認
した上で、その場合は国と協議していきたいと考えて
おります。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　離島振興協議会から、その代替施
設、いわゆる新石垣空港を使うような状況では時間的
なロスがあるということの中で、県はそれを受けて早
急にヘリポートを建設しましたよね、南側に。その
後、石垣市からヘリポートは恒久的に使うことは認め
られないというような要請も出てきている。陳情も出
てきているわけですよ。県はそれに対してどういうふ
うな感覚を持っていますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時１分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　海上保安庁のヘリコプターが継続して離着陸できる
ヘリポートの条件、それから石垣市が旧空港跡地にて
実施する土地区画整理事業との関係などを整理する必
要があるということで、令和２年に複数の想定例につ
いて調査を実施しております。調査におきましては３
つ出ておりますけれども、１つには、八重山病院敷地
内でのかさ上げ型ヘリポート、それから八重山病院近
接地でのかさ上げ型ヘリポート、それから八重山病院
近接地での地上型ヘリポートを主として整理しており
ます。この令和３年度に、恒久ヘリポートの設置案に
ついて石垣市を含めた関係機関と意見交換を行って―
―複数回やっておりますけれども、現在のところ、ま
とまっていないといいますか、合意には至っていない
ということがございます。
　この緊急搬送ヘリポートについては、今議員御指摘
のように、様々な経緯、意見が地元のほうにもあるこ
とから、令和４年度はより多くの関係者を集めて、参
加する協議の場を設けて調整していく必要があるとい
うふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　総務企画委員会の中でいろいろ議論
したんですけれども、この石垣島周辺の離島からの急
患輸送、これは大事なことなんですよね。命を守るた
めのものである。しかし、命に代わる問題として、地
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元石垣市の土地区画整理事業が優先されているような
状況が見えるんですよ、陳情の中から。ここがポイン
トになりますので、命がないがしろにされて取り残さ
れていないかということが心配なんですけれども、そ
の辺はこれからどういうふうな話合いをしていくつも
りですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　いずれの案に持ってい
くにしろ、一番はやっぱり人命といいますか、石垣市
だけじゃなくて周辺離島の住民も含めた命をどう守っ
ていくかというところを主眼に検討していくべきもの
というふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　今後、これ相反するような陳情が出
てきている状況がありますので、きれいにうまく整理
していって、石垣市だけじゃなくて周辺離島の方々の
命を預かるようなものなんですから、様々な問題が浮
上してきますけれども、丁寧に丁寧に対応していただ
きたいというふうに思っております。どうでしょう
か。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど答弁もさせてい
ただきましたけれども、１つの市だけの事情だけでは
なくて、いろんな経緯があって、県としても暫定ヘリ
ポートということで早急に整備する必要があるという
ことで対応してまいりましたが、今後は、石垣市だけ
ではなくて周辺の離島も含めて、この島々の人々の生
命をどう守っていくかという観点も含めて整理してい
く必要があるというふうに考えております。これまで
は意見交換ということでいろいろ持ち回ってやってい
たんですけれども、やはり話合いのテーブルというも
のを設けて、そこで率直に話し合って調整を進めてい
きたいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　頑張っていただきたいと思います。
　次に、公共交通対策とたばこ特別税の関連の中で聞
きますけれども、県の都市計画・モノレール課の公表
するゆいレールの１日の平均乗車数は、令和元年度の
５万6000人から令和２年度は３万人に減少、令和３
年度は３万2000人と回復傾向であるが、コロナ前と
比べると４割以上減少している。そういう面から、生
活基盤の確保としての支援策は当然あるべきだと思い
ますけれども、どうでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　沖縄都市モノレール
株式会社の経営状況につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により厳しい状況が続いているとの
ことであります。
　県としては、沖縄都市モノレール株式会社からの要
請を受け、令和２年度から今年度まで貸付金の返済猶
予を行っております。今後、新たな要請があれば、関
係機関と連携し、同社の経営安定のため、必要な支援
を検討してまいります。
　以上です。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　少しこれから議論していきたいと思
いますけれども、この国鉄時代の赤字補塡等に対し、
平成10年、24年前の1998年、たばこ特別税が導入さ
れ、負債を補ってきました。直近のたばこ特別税の年
間徴収額は、沖縄県は幾らになっておりますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　たばこ特別税について、
沖縄国税事務所の公表されている資料に基づき推計い
たしますと、導入時から令和元年度までの県内の税収
の総額は約294億7200万円、令和元年度の税収額は
約９億500万円となります。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　これは全国の何％になりますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時７分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　全国の令和２年度の税収
額、先ほど県は令和元年度と申し上げましたが、全
国、令和２年度の税収額は約1121億5100万円となり
ますので、１％弱ということになります。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　294億、年間１％は納めているわけ
ですよね、国鉄の赤字補塡のために。沖縄県は鉄道が
ないためにたばこ特別税による恩恵を受けていないと
考えられるが、その実態をどう思いますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　たばこ特別税は、旧国鉄の長期債務等を国の一般会
計に承継するに当たり、安定的な財源を確保するため
特別立法により創設されたものでございます。創設の
際には、たばこと旧国鉄との間に受益、負担関係を認
めて負担させるものではないとの説明に基づき、国会
で議論され承認されたことから、国からは特定地域に
おける受益と負担を想定したものではないというふう
に聞いております。
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○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　そういうことを言っておりますけれ
ども、ある雑誌の対談の中で、当時のたばこ特別税創
設の担当課長が、沖縄県選出の国会議員から、沖縄に
は国鉄なんか走っていないのにどうして沖縄の人も負
担するのかと正論を言われて、立ち往生したことがあ
ると言っているんですよ。当時の担当者が正論と言っ
ているんですよ。その点からすると、おかしいという
ような状況が感じられませんか。
○○副議長（仲田弘毅君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　実は県においても、過去
にたばこ特別税の県民負担相当額を財源に、公共交通
の利用環境改善を図るための制度について検討を行
いました。これは平成24年度の沖振法の改正に向け
て、平成23年度にそういう制度提言ができないかど
うかということで国と調整をしたところでございま
す。そのときに国からは、立法趣旨や国会での議論を
踏まえ、たばこ特別税は特定地域の受益と負担を想定
したものではないと。そういう国会の議論であった、
先ほどの指摘と同じような形で国からは説明を受け
て、そのときは制度創設には至らなかったということ
がございます。ですから、たばこ特別税を財源とした
施策展開は厳しいのかなというふうに考えているとこ
ろでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　これは沖縄県としたら絶対おかしい
んじゃないかなと私は思いますよ。そうであれば――
このたばこ特別税による国鉄時代の債務補塡じゃない
と言っていますけれども、債務補塡なんですよ、実
際。これをいつまで継続される見込みですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　総務部長。
○○総務部長（宮城　力君）　たばこ特別税がいつまで
継続されるかについては、特に示されておりません。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　これまで約290億円ですよ、沖縄県
が払ってきたのがですね。それがいつまで払うか分か
らない。何の恩恵も受けていないんですよ。そういう
観点からすると、全国知事会等の中でも、これは議論
に値するものじゃないかと思います。たばこ特別税の
相当額を公共交通等に補塡するため、国に沖縄県から
要請することは十分可能だと思いますけれども、知事
いかがですか、これ。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時11分休憩
　　　午後４時12分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。

　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　先ほどもお話ししましたけれども、たばこ特別税の
創設に当たりまして、当時の国会での大臣答弁を見て
みますと、たばこは特殊な嗜好品であり、景気動向に
比較的左右されずに安定的な財源確保に資する、いわ
ゆる財政物資として位置づけられているということ
で、そういう説明がございました。それで、いわゆる
財政物資としての位置づけの中身なんですけれども、
たばこ事業法の第１条にその趣旨が入っておりまし
て、それをちょっと簡単に説明しますと、途中省略し
ますが、この法律は、製造たばこに係る租税が財政収
入において占める地位等に鑑みということで、製造た
ばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行う
ことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、
もって財政収入の安定的確保に資することを目的とす
るということで、たばこ事業法にそういった趣旨が盛
り込まれているということもございまして、なかなか
厳しいのかなというふうに思っています。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　幾ら嗜好品であっても、これまで
294億円も払ってきたんですよ。国鉄の赤字の補塡の
ために沖縄県民、嗜好品であろうが納めてきているん
ですよね。当然、全国で唯一鉄道のない本県において
は、公共交通にこれを当てるべきだということを、持
論を持って言えるんじゃないですか。さきに言いまし
たとおり、沖縄県選出の前の国会議員に正論だと言っ
ているんですよ、当時の担当者が。こういう気持ちで
臨まないといけないと私は思いますけれども、いかが
ですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　先ほども申し上げましたけれども、そういう思いも
あってだと思うんですけれども、10年前、平成23年
度にそういった制度提言ができないものかということ
でいろいろ検討し、国とも調整をした結果、やはり先
ほどの説明で実現に至らなかったということがござい
ますので、そういう思いはございますけれども、なか
なか厳しいのかというふうに思っております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　これまで我々は鉄軌道の問題も県の
中で取り組んできているわけですよ。言えるチャンス
じゃないですか。どうですか、知事。言えるチャンス
だと思いますよ、今後のことに関して。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　これまでの経緯、様々な内
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容については、部長から答弁をさせていただいており
ます。なお、我々が上下分離方式で新幹線整備方式の
制度の導入も国に求めているということ等を含めて、
どのような財源を充てるべきであるかということにつ
いては、またさらに研究をしていきたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　ぜひ研究して、当然言える権利があ
ると私は思っていますので、勉強していただきたいと
思っています。
　次に、環境対策についてお伺いをいたしたいと思い
ます。特に赤土対策。
　５月に、東村で赤土等流出防止の実証実験を行って
いる現場を会派で視察してきました。圃場から流れ出
る赤土流出抑制素材を散布する、液状タイプの土壌改
質新素材で、その効果がてきめんであることを実証実
験で見せられました。県において、その素材の可能性
について議論したことがあるか、お聞きいたします。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　議員から御質問の農業用
赤土等流出防止材につきましては、環境部と農林水産
部において意見交換等を行っているところでございま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　それをどういうように思っています
か。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　まず、環境部といたしま
しては、沖縄県赤土等流出防止条例に基づき事業行為
に伴って発生する赤土等の流出防止対策に取り組んで
おります。また、海域の赤土等堆積状況調査などのモ
ニタリング調査を行うことで、赤土等流出防止対策の
取組の効果検証や進捗管理を行っているところでござ
います。
　議員から御質問の当該赤土等流出防止材を用いた赤
土対策の事業化につきましては、作物に対する安全性
の確保や実用化に当たってのコスト、土壌や公共用水
域等への影響などの観点から、引き続き十分な検証が
必要であると考えております。こうしたことも含めま
して、環境部といたしましては、さらなる情報収集に
努めるとともに、関係部局とも連携し、議員御提案の
赤土等流出防止材の活用の可否等についても検討して
まいりたいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　安全性の問題等をやっぱり考えてい
るということも必要だと思いますけれども、ただ、
我々が聞いたところによりますと、腐植酸も含まれて

いるので作物の成長促進もできるという説明も受けて
いるんですよ。そしてまた、土壌と共に流出していた
肥料の流出も抑制できるということも言われているわ
けですよね。であれば、当然農林水産部としては、こ
ういうものに関してはやっぱり研究すべきものだと思
いますけれども、どうでしょうか。この素材に対し
て、安全性というものに関してまだ不安を持っている
ような状況ですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　議員からありました
新たな赤土等流出防止材につきましては、担当課から
聞いているところでございまして、農林水産部として
は、まず１つにはコスト面での課題、それから継続性
の課題等があると思いますので、環境部局と連携して
勉強してまいりたいと思います。
　以上です。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　やっぱり安全性、コスト面、いろい
ろあると思いますけれども、とにかく我々が説明を受
けた中では抜群の防止対策だなということを感じまし
たので、担当部署がいろんなところにわたると思いま
す。環境部あるいは農林水産部になるか、いろいろあ
りますけれども、ぜひ研究課題の中で取り組んでいた
だきたいというように思っております。
　次に、外来種対策でありますけれども――ちょっと
休憩お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時19分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○平良　昭一君　（スクリーンに表示）　このモニ
ターを見ていただきたい。これは私の事務所です。先
週金曜日の朝９時でありますけれども、網戸がなけれ
ば中に入っているんですよね。これはタイワンハブで
す。今年３匹目です。片田舎にある事務所ではありま
せん。そういうことからすると、かなり生活圏を脅か
しているような状況になりますので、以前から私はそ
れを頻繁に言ってきた。このタイワンハブの捕獲の現
状は今どうなっていますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えします。
　まず、タイワンハブの捕獲実績でございますけれど
も、令和３年度におきましては確認、目撃情報があり
ました未定着であると思われる大宜味村押川、津波地
域や、マングースの第３北上防止柵付近――これは名
護市の源河から東村の有銘までの県道14号線付近に
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なりますけれども、ここの捕獲トラップを計400台設
置して検証を行いました。この結果、この400台、令
和３年度分については、この一帯についてはタイワン
ハブの捕獲はございませんでした。一方、タイワンハ
ブの分布の北限と思われる名護市仲尾次、それから真
喜屋地区におきまして捕獲トラップ計80台を設置い
たしました結果、３匹のタイワンハブが捕獲をされた
ということでございます。
　ただ一方で、市町村が咬症被害防止を目的として各
市町村及び県で行っている令和２年度の実績でいきま
すと、合計で3580匹という数のタイワンハブが捕獲
をされております。内訳といたしましては、名護市で
1234匹、本部町で1339匹、それから今帰仁村におい
て391匹などとなっております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　以前から、この世界自然遺産の地域
に北上しているということで危惧している状況があり
ますけれども、それに対する対策というのはどうして
いますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　県としましても、タイワ
ンハブにつきましては鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類
を広く捕食するということで、希少種が多いヤンバル
地域で広がった場合におきまして、希少種であるアカ
ヒゲでありますとかオキナワトゲネズミ、ハナサキガ
エル、ホルストガエル等といった在来種への影響が大
きいということに加えて、在来ヘビ類等の餌、資源や
隠れ家をめぐる場合等と、在来ヘビ等との交雑による
生態系への影響が懸念されるということで、対策を講
じているところでございます。県として講じた対策と
いうのは、先ほど申し上げたところのタイワンハブの
分布の北限と思われるところに捕獲トラップ計400台
を設置したということ、それから名護市仲尾次と真喜
屋地区に捕獲トラップ80台を設置して、３匹のタイ
ワンハブを捕獲したということでございます。そうし
た対策を行っているということでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　市町村予算の中では、限りがあって
対応できない。この捕獲トラップを仕掛けるのも、２
人１組のチームをつくってやらないといけないんです
よ。３日に一遍ハツカネズミを見回りに行かないとい
けないという、やっぱり金がかかるものなんですよ
ね。であれば、その対策費としてかなりの予算を確保
しないと北上は止められないものだと思っています。
なかなかこのタイワンハブの性質の研究が進まない。

　私の友人がこれを捕獲して、在来のハブとタイワン
ハブの体内の卵の状態を見てみたらしいです。在来の
ハブは８個から20個を体内に持っていると。タイワ
ンハブは20個から40個持っているんですよ。根本的
にそういう性質が違う。また、餌の小動物が多いもの
だから、豊富なので、タイワンハブの発生が非常に早
くなるわけですよ。であれば、こういう本格的な調査
もしながら、在来のハブとタイワンハブがどう違うか
ということを考えて対策をしないといけないものだと
思いますけれども、どうですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　先ほども申し上げたとおり、例えば捕獲トラップを
仕掛けてもタイワンハブは捕獲されておりませんけれ
ども、関係市町村において捕獲された実績等をお伺い
しますと、既存のハブ等がほとんど捕獲されない中で
タイワンハブが圧倒的な数で捕獲されているという状
況があるというふうに聞いております。
　議員御指摘のとおり、かなり急激に北部市町村で増
加しているという状況がございますので、環境省それ
から関係市町村を交えて、緊急の対策の協議を行いた
いというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　マングースの北上防止柵を改良して
いろいろ調整したらいいんじゃないかという意見もあ
りますけれども、その辺も研究の課題としていただき
たいのと、北上もそうですが、写真にあるように民間
地でも普通に見られるようになってきている。これだ
け多いんですよ。生活のパターンが違ってきている。
もう夜の歩け歩け運動はできません、今のところ本
部、今帰仁、名護は。そういう状況がありますので、
その対策を急いでいただきたい。とにかく市町村の予
算の中では限りがありますので、これは環境部の中で
考えていただきたいと思っております。
　そして、県内のツルヒヨドリの対策の状況を教えて
いただきたい。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ツルヒヨドリにつきましては、繁殖力が旺盛であ
り、覆いかぶさることで在来の植物を枯らすことや、
被覆による農作物の収穫への影響があるというふうに
されております。市町村では、特に名護市や東村等で
取組が行われており、名護市においては、市内におけ
るツルヒヨドリの生育状況を調査した結果、189地点
で８万1660平米の生育を確認し、その６割が農用地
であったというふうに聞いております。
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　県といたしましては、こうした状況も踏まえて、ツ
ルヒヨドリの生育状況調査等を行っているところであ
り、今年度は沖縄島北部や石垣島などで駆除やボラン
ティアによる駆除イベントの実施など、対策を強化し
てまいりたいというふうに考えております。引き続
き、環境省及び市町村とも連携した形で、ツルヒヨド
リの防除対策に取り組んでまいりたいというふうに考
えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　名護市が非常に対策を頑張っている
んですよね。これは非常に評価できるものだと思いま
すけれども、ほかの市町村の対策を県がどういうふう
にして指導していくのか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　名護市につきましては、先ほど申し上げたとおり、
令和３年３月にツルヒヨドリ防除実施計画を策定して
おりまして、この中で市民や名護市、土地の所有者等
の役割を示し、防除対策に取り組まれているところで
ございます。他市町村における取組といたしまして
は、私が５月10日、11日に石垣島、西表島を視察し
た際に、石垣市長からもツルヒヨドリの被害への懸念
もございましたし、それから環境省からも、早期に対
策を講じなければかなりの勢いで広がってしまうとい
うことで、対策をするとすればできるだけ早い時期が
望ましいという御意見もいただいておりますので、で
きるだけ早い時期に、先ほど申し上げましたけれど
も、関係市町村とも連携した形での対策を講じてまい
りたいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　とにかく成長が早い。農業ができな
くなるような状況もありますので、その対策は急ぐべ
きだというふうに思っていますので、各市町村の対策
に頑張っていただきたいと思っています。
　続いてロードキルの問題です。
　新聞等の中で６月上旬にヤンバルクイナ、ケナガネ
ズミの被害が増えている状況でありますけれども、看
板の設置やドライバーの制限速度の遵守が求められて
いるが、どのように取り組んでいるのかお聞かせ願い
たい。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　ヤンバルクイナ等のロードキルを防止するため、関
係機関が連携し、道路へのアンダーパスの設置や林道
の夜間通行規制、注意喚起のための案内板の設置によ
る情報発信などの対策を講じております。加えて、県

では、今年度から沖縄島北部におきまして、運転者の
視界の妨げとなる雑草の温水除草を行うこととしてお
ります。八重山地域においては、カンムリワシの事故
が多発した際に、関係機関が共同して、カンムリワシ
交通事故非常事態宣言を発出するなど、注意喚起をし
ているところでございます。引き続き関係機関とも連
携し、希少種のロードキル防止対策に取り組んでまい
りたいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　先般、会派で石垣の視察をしてきた
ときに、このカンムリワシの件、レンタカーがすごい
スピードなんですよ。それで環境省の職員が、これを
抑えるためには道路のゼブラゾーン、いわゆる段差が
あるもの、それの設置が有効だというふうに言われて
きたんですけれども、そのような対策は考えていない
ですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　私も西表島を視察した際
に、そのような御意見もお伺いしました。今講じてい
るのは、道路へのアンダーパス設置というものについ
て、野生生物保護センターの職員から効果があるとい
うことで、これを西部地域まで広げていきたいという
ふうな御意見もお伺いしたところでございます。今議
員から御提案のありました対応策についても、検討事
項として対応してまいりたいというふうに考えており
ます。
○○平良　昭一君　ちょっと休憩お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時31分休憩
　　　午後４時32分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○環境部長（金城　賢君）　私が環境省と意見交換し
た際にはちょっとそのお話はございませんでしたけれ
ども、議員御指摘のとおり、カンムリワシは地上にお
いては非常に行動が遅いということで、交通事故が
多発しているということです。令和３年度は13件あ
り、そのうち７件が死亡事故でございまして、令和４
年度においても８件に対して５件、この時点で発生し
ているということでございました。
　具体のゼブラゾーンということにつきましては、環
境省とも意見調整しながら、具体の対応策として有効
性等も検討しながら対応してまいりたいというふうに
考えます。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　いろいろ考えていただきたいと思い
ます。
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　海岸漂着ごみの件です。
　うちの次呂久議員が常々八重山諸島の漂着ごみの件
を取り上げてきましたが、先般、会派で石垣、西表を
視察する機会がありましたけれども、離島の漂着ご
みの実態を見ることができました。これまで沖縄本
島の漂着ごみもたくさん、場所も見てきましたけれ
ども、離島の漂着ごみは明らかに違うということに
びっくりいたしました。量も多く、その大きさが根本
的に違います。外国からの漂着物がほとんどであるた
め、ボランティアの範囲の中では到底回収は無理で
す。回収除去作業は、もう絶対これは県レベル、国レ
ベルの中でやらないといけないと思います。今後の国
境を担うものであれば、防衛だけじゃなくて、ほとん
どが海外由来の廃棄物ですから、国レベルでの対策を
講じることがどうしても必要だというふうに私は認識
しましたが、その点どうでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　県の調査によりますと、
本島周辺離島、宮古、八重山諸島における漂着ごみ
は、県全体の漂着量の約８割を占めております。この
漂着したペットボトルの生産国の調査結果から、漂着
ごみのおよそ６割が海外に由来するものであるという
ふうに考えております。このうち約50％が中国、そ
れから台湾、ベトナム、韓国がおのおの４％程度とい
う調査結果が出ております。議員から御指摘のとお
り、海岸漂着ごみを抜本的に解決するということにお
いて、国際的な対応が非常に重要だというふうに考え
ております。
　県といたしましても、全国知事会あるいは九州知事
会において、国に対し、海洋ごみ対策に係る国際的な
対応や回収・処理等への支援制度について、国の全額
負担による恒久的な財政支援制度などを要望している
ところでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　離島県であるという我々、国防に関
していろいろ問題とされていますけれども、まさしく
この離島県である、国境を挟むがゆえにこういう外国
からの漂着ごみが多くなっているというのは、これ沖
縄県だけの責任ではないと思うんですよ。国レベルの
中で話合いをしていくべきであって、当然知事会の中
でもそういう提言はなされているということでありま
すけれども、私はさらに強く要求をすべきだというふ
うに思っておりますので、その辺、知事、副知事、ど
うでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、離

島地域、非常に個性豊かな自然、文化等の貴重な財産
を有するとともに、我が国の領海、排他的経済水域等
の保存でありますとか、海上交通の安全の確保、海洋
資源の開発、あるいは領土、海洋環境の保全など、多
岐にわたって重要な国境貢献をしているというふうに
考えております。そうした観点からも、当該地域にお
ける持続可能な生活支援というのは非常に重要だとい
うふうに考えております。私も、議員が多分御覧に
なったところだと思いますけれども、西表のホネラ海
岸、それから石垣島の空港周辺の海岸を見ましたが、
議員御指摘のとおり、やはり漂着物の種類が違うなと
いうこと、それから市町村レベルでは対応が難しいと
いうのは強く認識をしたところでございます。
　先ほど全国知事会、九州知事会等に対し、国レベル
の対応を求めたところでございますけれども、この海
岸漂着ごみにつきましては、都道府県の廃棄物担当課
長会議等もございますので、九州各県との意見交換の
場もございます。そうした各県との情報収集等もしな
がら、その連携のありよう等も研究をして、国に対す
る要求というものを検討してまいりたいというふうに
考えております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　次に、道路の除草業務の性能規定型方式について
ちょっとお聞きしますけれども、令和６年度に雑草を
ゼロにするという沖縄県の取組は大いに評価いたしま
す。観光立県として、知事を筆頭にしっかり実現して
もらいたいわけでありますけれども、今後、県管理の
全区間で導入する予定であるということも聞きまし
た。であれば、一方、国道、市町村道は今後どうして
いくのか教えていただきたい。
○○副議長（仲田弘毅君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　性能規定方式により
ます道路の除草については、今年度、沖縄本島の県管
理道路の約４割で実施しているところでございます。
そして令和５年度以降、宮古・八重山地域を含めた県
全域への導入に向けて取り組んでいきたいと考えてお
ります。さらに、国、市町村への普及拡大について
は、昨年度国道事務所や市町村への説明を行ったとこ
ろでございますので、引き続き説明する機会などを設
け、技術的な情報提供を行う等、普及拡大に取り組ん
でいきたいと考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　これは全国初ですから、非常に評価
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が高いと思いますので、ぜひ観光立県としての位置づ
けとして取り組んでいただきたいと思いますけれど
も、その一方で、いわゆる高木、高い木のぶつ切りな
どいろいろ問題、課題もまだまだ多いような状況もあ
ります。低木と高木の剪定基準や、その性能規定方式
の導入についても今後検討していくべきだというふう
に思いますけれども、いかがでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　低木の剪定につきま
しては、令和４年度から性能規定方式の発注の一部路
線において、除草業務と併せて実施をしております。
今後の課題や効果の検証を行いながら導入路線の拡大
を図っていきたいというふうに考えております。
　次に、高木の剪定につきましては、今後関係団体と
の意見交換を継続しながら、試験的な導入を目指して
いきたいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　高木も今後考えていただきたいと思
いますので、よろしくお願いします。
　あと条件不利性解消事業についてですけれども、こ
れは代表質問と一般質問でもある程度理解はできまし
たが、これまで支援を受けてきた生産者に対しての説
明が不十分な感は否めないんですよ。そういう観点か
ら、過去の事業の対象になるために３人以上の生産組
合を設立した小規模の皆さんは十分な説明を受けてい
ないというふうに聞いております。非常に不安視して
いるわけですよね。いわゆる大事業者のみを対象とし
ていくのではないかという不安がありますけれども、
その辺をどう説明していくような状況ですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　新たな不利性解消事
業は、これまでの状況にちょっと詳しく事業をしてい
るので、関係者への説明は非常に必要と思います。小
規模出荷者の県内外への出荷コストの負担軽減とし
て、まず中南部地域等における令和３年度の補助対象
者については、経過措置として令和４年度から令和５
年度までの２年間は、従前と同じように補助金の申請
ができるように条件を緩和しております。またさら
に、北部・離島地域につきましては、令和４年の４月
１日から８月31日までの出荷分に関しては、引き続
き県にも補助金の申請ができるようにしておりまし
て、９月以降は北部・離島市町村に移行できるように
しております。
　以上です。
○○副議長（仲田弘毅君）　平良昭一君。
○○平良　昭一君　この辺は十分説明していただかない

と、農業の意欲を失ってしまうような可能性がありま
すので、今後の対応をお願いいたします。
　時間がありませんけれども行きます。
　県立病院附属診療所の医療従事者の宿舎の老朽化で
ありますけれども、これまでいろんな方々からありま
した。伊是名、伊平屋の問題は、これは基幹病院設立
のために遅れるというのは筋違いだと思います。この
前に文厚委員の皆さんが何度も何度も言って、陳情も
上がってきている。基幹病院と整合性を保つためのも
のは必要かもしれませんけれども、それが理由で遅れ
るというのは筋違いだと私は思いますよ。そういう面
では、緊急的な状況の中で考えていただきたいと思い
ますけれども、どうですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　病院事業局長。
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　先日お答えしまし
たように、現在の伊是名、伊平屋の診療所に関しては
四十数年たっていると、非常に古くなっているという
ことでございます。内部を見てもかなり構造的に改善
が必要ということで、早急に建て替えについて関係の
方々と検討してまいりたいと考えています。
○○平良　昭一君　終わります。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　立憲おきなわ会派の崎山嗣幸です。
　一般質問をさせていただきます。
　まず１番目でありますが、沖縄戦の被害実態報告書
についてであります。
　去る太平洋戦争における沖縄戦は、1941年、住民
を巻き込み、地上戦が行われ苛烈な戦場となり、戦
没者20万656人、一般住民約９万4000人、県出身軍
人・軍属合わせて12万2000人（県の資料）を超える
犠牲者となっております。この沖縄の戦争被害実態
が、政府の太平洋戦争による我国の被害総合報告書か
ら沖縄県だけ抜け落とされております。太平洋戦争と
は、1941年の日本の真珠湾攻撃からポツダム宣言を
受諾した1945年までの期間であります。県は戦後77
年、復帰50年を迎える節目に歴史を検証し、後世に
再び戦禍がない平和を創造する機会として沖縄戦の記
録を国の公式資料に掲載させるべきだと考えておりま
す。
　以下伺います。
　(1)、政府による1949年発行の太平洋戦争による我
国の被害総合報告書の中から沖縄戦が抜け落ちた理由
は、解明できたのか。同じく、1977年から2009年ま
で総務省により実施された全国戦災史実調査報告書か
らも沖縄県が欠落させられた理由について説明をお願
いしたいと思います。
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○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた
します。
　太平洋戦争による我国の被害総合報告書につきまし
ては、昭和24年に当時の経済安定本部が作成したも
のでありますが、同組織は既に廃止されておりまし
て、後継省庁が判明しないことから、沖縄県の記載が
ない理由の解明には至っておりません。また、総務省
に対して、全国戦災史実調査報告書に沖縄県の記載が
ない理由を改めて確認をいたしましたが、判明してい
ないということでございました。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　ただいま部長から、経済安定本部が
廃止されているということで、不明ということで答弁
がありました。これは、2015年、当時翁長知事のと
きに政府へ要請してからもう７年になりますね。それ
からこの報告書は、（資料を提示）　これはコピーな
んですが、琉球大学の図書館に保管されている1949
年の資料なんですが、この資料そのものが実際は日本
における太平洋戦争の実態報告書、唯一この報告書の
みであるということを政府が言っているんですよ。そ
れで、とても貴重な資料であるので、この中に記述が
ありますが、戦争放棄を表明した我が国の戦争被害実
態調査報告は極めて重要な意義があるということで、
この報告書の重要性の意味を政府自らこれに書かれて
いる。これが沖縄県だけなくて、北海道から鹿児島県
まで46都道府県しか載っていないと。どういうこと
かというのが、当時、翁長知事にお願いして国に要請
をさせたことでありますが、今の答弁のように７年
たって原因が分からないということであります。
　県としては、この報告書の重要な意味を認識、捉え
ているのか。あるいは再度、原因究明を求めていくの
かについて答弁をお願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　県としまし
ては、国に対して原因を究明するため、引き続き後継
省庁の確認等を行っていきたいというふうに考えてお
ります。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　原因については、引き続いて解明す
るようにお願いしたいと思います。
　それから、中のほうで説明したように、復帰して
50年になりますが、1977年から2009年に、実は総
務省は、史実調査報告書を出しているんです。しか
し、その中にも沖縄の10・10空襲とか、それから対
馬丸疎開とか、あるいは沖縄戦の戦場の実態につい

て、これも欠落させている。先ほどの1949年は、戦
後の混乱期の中において解明するのは時間がかかると
いうのは分かるんだけれども、何でこの50年、復帰
をしたときに実態調査をしながら何で沖縄だけやらな
かったのかなということも含めて、総務省に疑問が起
こるわけです。先ほど言ったように、あの報告書は、
経済安定本部は解散しているが総務省は50年もある
わけだから、何で総務省はやらなかったかについてこ
れは明確に説明できるんじゃないですか部長。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　全国戦災史
実調査報告書に沖縄県の記載がないことにつきまして
も、総務省に対して理由を改めて確認しておりますけ
れども、総務省においては判明していないというよう
なお答えでございました。
○○崎山　嗣幸君　議長、ちょっと休憩。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時50分休憩
　　　午後４時51分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　当該資料
は、国が戦後まもなく確認しました資料で、大変貴重
な資料であるというふうに認識をしております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　実際はね――これは時間がないから
話はしないんですが、ちゃんと一読したほうがいいと
思うのです。この資料は重要な資料なんだけれども、
電柱から船舶から全ての物的被害、家屋も道路も港湾
も全てが破壊されたことがきめ細かく書かれているん
だが、何で46都道府県は書かれていて沖縄がないか
と私は問うているので、県としてもこれは重要な資料
だと認識しないと、これ欠落しているということを認
識しないとどうしようもないわけよ、これは。再び原
因究明をしますと言ったって、何を原因究明するのか
ということになってしまうわけですよ、僕は。これに
欠落されていることは、何が欠落されているかについ
ては、県は把握しないといけないんじゃないですか。
これはそういう指摘だけ。
　それから次に行きます。
　２番目なんですが、政府、総務省なんですが、今
言った指摘を受けて、2015年はホームページに、そ
れから今年の３月なんですが、沖縄県における戦災の
状況の報告書を発行しているんです。この内容は、今
私が言ったことを含めて、多分に翁長知事のときか
ら、それから玉城デニー知事も要請していますので、
それから地元選出国会議員も要請した経過の中におい
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て、総務省は多分に、沖縄県を別冊版として、今年の
３月末にこの報告書を出したんです。これは総務省で
もらってきたんですが、（資料を提示）　この資料そ
のものは、捉え方なんですが、先ほど言った1949年
の被害総合報告書に沖縄県の資料、各市町村から資料
を集めて掲載、これを補足するものなのかと私は聞い
ているんです。これは、補完するものなのかと聞いて
いるんだけれども、これは多分に国が実態調査をした
のではなく、沖縄県から資料を取り寄せて作っている
んです。私は、このことについては総務省の努力は
やっぱり評価するものなんです。しかしこれは、不十
分ではないかと私は言っているんです。実態調査では
なくて、沖縄県からもらった資料をかき集めているの
で、だったらさきの実態調査とこれとはやっぱり違う
ので、実際それをカウントするんだったら、欠落して
いた1949年にこれを加えるという形ができるのかと
いうことを私は聞きたいのですが、そういった意味で
はこの実態調査については、私が今言っていること
に、1949年発行のものに補正をするかということを
聞いている。これに答えてください。
　それから玉城デニー知事は、2020年２月に国に要
請書を出しましたね。知事は2020年に要請書を出し
てありますので、2020年２月７日総務省にこれを出
していることの真の意味なんですが、知事が出してい
るのも、こう書いてありますよね。戦災史実調査報告
書に補正するという、補正してくれと。戦災に関する
記録は欠かすことができない極めて重要なものである
ということで、デニー知事も要請しているのですが、
この要請したことについて、これは補正するというこ
となのかどうかの確認をしましたかということで答弁
お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時56分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　沖縄県にお
ける戦災の状況は、沖縄戦の痛ましい戦争の記憶を風
化させないよう、その記録を確実に後世に継承するた
めに、沖縄県及び各市町村が情報を提供し、国におけ
る図書として整理されたものであると考えておりま
す。そのため、1949年に発行されております太平洋
戦争による我国の被害総合報告書における太平洋戦争
の犠牲者数の補正にはなっていないと考えておりま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。

○○崎山　嗣幸君　私が聞いているのは、この総務省が
出したものについては評価すると言っているんだけれ
ども、この評価したそのものが――県が言っているの
は、全国戦災史実調査報告書の沖縄県版を作成してく
れということを県が総務省に出しているんです。これ
は、県の要望どおりの史実調査報告書の沖縄県版なん
ですかと私は聞いている。だからそうですかと聞いて
いるんです。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　全国戦災史
実調査報告書につきましては、沖縄県に関する記載が
ないことから、県では国に対し平成27年及び令和２
年に国の責任において図書による記録に残すように要
請を行ったところでございます。その要請を受けまし
て、国において図書として今般整理されたものである
と考えております。
○○崎山　嗣幸君　後で知事に聞きましょうね。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　知事に聞く前に、日本における太平
洋戦争の戦没者数、1949年発行の被害総合報告書を
補正して、沖縄戦を含む戦没者を加えた実数を、政府
公式統計資料にすべきではないかと私は思うのです
が、そうなると日本の太平洋戦争における被害総数に
ついては、幾らになっていますか。これをカウントす
るとして。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後４時59分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　太平洋戦
争による我国の被害総合報告書における記載があり
……。
　ごめんなさい、休憩お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時１分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　太平洋戦争
による我国の被害総合報告書における人的被害の状況
としましては、185万4793名とございまして、これ
に沖縄県の死亡者、民間死亡者数９万4000人を加え
ますと約194万ということになります。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　今、日本の被害調査では185万人と
いうのは、さっき私が聞いた、この1949年の日本の
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北海道から鹿児島県までで亡くなった方々が185万と
いうことですか。そうですよね、これがね。この中に
沖縄県で亡くなられた沖縄県の住民と軍人・軍属合わ
せて12万2000人がこの中には入っていませんよとい
うことを私は言っているんです。しかしこの中には
しっかりと、沖縄戦で亡くなられた人数が全部書かれ
ていますよね。これ、書かれていますよね。沖縄県で
亡くなった方、関係者は12万2000と書かれているん
だけれども12万2000と今これを合わせて、政府とし
ては太平洋戦争の定義を先ほど言ったので、その期間
で亡くなられた方々は、合わせて政府としては、太平
洋戦争における被害実数は沖縄戦の被害者も含めて、
今後公式資料とするんですかというのが私の聞きたい
ことなんです。今、194万と言った数字が。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　沖縄戦の戦
没者の推計状況については、昭和32年当時に琉球政
府が推計としてまとめた数字で、今、議員のお手元に
ある書物に記載の数字でございます。ただ、そもそも
の太平洋戦争による我国の被害総合報告書について
は、今現在所管も分からないという状況がありますの
で、これについての数字を補正するというのは難しい
のではないかというふうに考えているところでござい
ます。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　県の要請は、1949年のものに加え
てくれということなんですが、今加えるのは難しいと
いうことだから、この別冊、せっかく作られたものが
別々になってしまっているものだから、国としては―
―国に太平洋戦争の犠牲者、日本の国の犠牲者は何名
ですかと聞いたら、185万と政府は答えるんですかと
聞いているんです。だから、いやいや、またこれは別
冊を作ったから加えますよと政府が答えるのかどうか
分からないものだから、せっかく総務省が作られたも
のをこれはやっぱり加えさせないと、何の意味もない
んじゃないかと私は聞いているので、犠牲者数だけで
はなくて疎開船も10・10空襲もいっぱい入っている
わけよね、各市町村のものもね。せっかく県が頑張っ
て作らせたわけだから、これを生かさない手はないん
じゃないかと私は言っているんです。
　最後に知事、総務省が作ったことについては――今
年の３月末に作られている。発行させているものが、
全く別々に政府の資料としたって何の意味もないの
で、太平洋戦争の資料としてぜひ補正できるようなこ
とを含めて検討してくれませんか。知事から決意のほ
どを。

○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　国が発行した全国戦災史実
調査報告書については、沖縄県に関する記載がないと
いうことから、県では、国に対して平成27年及び令
和２年に国の責任において図書による記録を残すよう
要請を行ったところであり、当該要請を受けて整理が
行われたものと思います。ただやはり、この戦災史実
の調査というものは国の中でも整合が取られ、それが
その地域の調査資料としっかりと一対を成すものであ
るというような整備を基にするという考え方に基づけ
ば、さらに政府については、そのような整備を行うべ
きであるということも重ねて要請を行うべきであると
いうように思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　たぶん、もうこれ数字のことだか
ら――日本は、太平洋戦争の犠牲者は幾らかと聞いた
ら、さきの大戦と言うのよ。さきの大戦は、日中戦争
からなのか真珠湾攻撃からなのか基準が定まらない
と、私が先ほど言ったように、真珠湾攻撃からポツダ
ム宣言までですかと聞いたわけです。だからその点
は、これからぜひ検証してもらいたいと思います。
　議長、ちょっと休憩お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後５時６分休憩
　　　午後５時６分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○崎山　嗣幸君　次、那覇軍港について伺います。
　2022年３月と６月、立て続けに在沖海兵隊250人
が返還予定の那覇軍港でオスプレイ、ＣＨ53型ヘリ
の離発着や海軍輸送艇の軍事訓練を反対の声を無視し
て強行しましたが、５・15メモで、使用目的を港湾
施設及び貯油所と明記しながら、拡大解釈して、軍事
訓練を強行しております。知事は、直ちに容認できな
いと日米両政府に抗議をしましたが、県の５・15メ
モへの見解を伺いたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、那覇港湾施設に係る５・15メモには
航空機の離着陸について記載されておらず、また、市
街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空港に
近接している同施設において、復帰後50年間行われ
てこなかった運用は、基地と隣り合わせの生活を余儀
なくされている県民にさらなる基地負担を強いるもの
であり、決して容認できないと考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　県は容認できないと、知事の立場は
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評価したいと思いますが、５・15メモの主目的を厳
格運用させるというのが県の立場だと理解しています
ので、５・15メモそのものが、本来なら基地使用を
制限する５・15メモじゃないといけないと私は思う
んです。米軍の都合にというか、不条理に勝手にとい
うか、拡大解釈されていることに対して問題だと私は
思いますが、県は厳格運用を求めると再三言っていま
すが、この政府と米軍の解釈が大きく違っています。
この違っていることに対する県の対抗措置というの
か、何か持っていますか。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　米海兵隊は、去る２月８日から13日にかけて、那
覇港湾施設においてオスプレイ等を飛来させ、人道支
援それから大使館補強等を目的とした訓練を実施しま
した。政府は今回の訓練について、使用の主目的に
沿ったものとの認識を示しております。
　しかしながら県としては、市街地に位置し多くの民
間機が離着陸する那覇空港に近接している同施設にお
いて、復帰後50年間行われてこなかったこのような
訓練が行われることは、県民に新たな基地負担を強い
るものであり、断じて容認はできません。このため県
は、２月15日に外務省特命全権大使沖縄担当及び沖
縄防衛局長に対し、厳重に抗議をしたところでありま
す。
○○崎山　嗣幸君　何か対抗策はないかということ。な
ければないで。今検討中なり。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時10分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　５・15メモは、日米地位協定第２条第１項に基づ
く日米両政府が締結した個々の施設及び区域に関する
協定であります。県は、平成29年に行った日米地位
協定の見直しの要請におきまして、同協定について、
施設及び区域の使用範囲それから使用目的、使用条件
等を詳細に記載することや、協定の締結に際し、関係
地方公共団体の意向を尊重するよう求めております。
今後とも引き続き、使用条件等の明確化について日米
両政府に求めてまいりたいと考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　(2)番行きます。
　在沖海兵隊のニール・オーエンズ大佐が、航空機と
船舶を使う人道支援訓練には、那覇軍港は理想的な場
所と発言し、岸信夫防衛相も、政府も港湾施設の使用

目的に合致すると述べ、全く迎合しておりますが、県
や県民の感覚と全く相反する態度であり、県、知事の
見解はいかがですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　那覇港湾施設への国の
対応に対する見解についてということで、繰り返しの
答弁になりますが、米海兵隊は、去る２月８日から
13日にかけて、那覇港湾施設においてオスプレイ等
を飛来させ、人道支援や大使館補強等を目的とした訓
練を実施いたしました。政府は今回の訓練について、
使用の主目的に沿ったものとの認識を示しておりま
す。
　しかしながら県としては、市街地に位置し、多くの
民間機が離着陸する那覇空港に近接している同施設に
おいて、復帰後50年間行われてこなかったこのよう
な訓練が行われることは、県民に新たな基地負担を強
いるものであり断じて容認できません。このため県
は、２月15日に外務省特命全権大使沖縄担当及び沖
縄防衛局長に対し、厳重に抗議したところでありま
す。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　基地負担軽減に反する、これは県民
の意見を無視する傍若無人な発言だろうと思います。
　次行きます。
　(3)番、県の考える移設予定の現有那覇軍港の施設
規模の内容を伺いますが、さらに、県はあくまで現行
施設の移設であり米軍訓練は含まないとの認識か伺い
たいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　現在の那覇港湾施設の面積は約56ヘクタールであ
り、米軍が必要とする貨物や人員の沖縄と他の地域と
の間の輸送のため、その積卸し等が行われているほ
か、岸壁及び船舶修理場、倉庫、野積み場等として使
用されているものと承知しております。また、那覇港
湾施設の代替施設については、現有の機能を確保する
ことを目的としていることが、これまでの移設協議会
において繰り返し確認されてきております。県は、訓
練が港湾施設の使用主目的とは考えられず、５・15
メモに記載されている使用主目的に沿って厳格に運用
されるべきであると考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　今の答弁ありましたように、現有施
設というのは、航空機の離発着訓練を含まないという
立場と理解しますけれども、県は、この現有施設の範
囲を超える場合、超える施設については認めないとい
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う立場であるということで理解してよろしいですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　議員御指摘のとおり、
そのとおりでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　(4)番目行きます。
　先ほども、50年間この米軍訓練はここでは行われ
なかったということで、防衛省も今回が初めてだとい
うことを述べておりますが、那覇軍港の浦添移設の協
議の中、政府から、一度でも米軍訓練をここですると
いうことの話はあったかどうか伺います。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　これまでの移設協議会においては、訓練の実施を容
認する趣旨の発言はなかったものと承知しております
けれども、去る３月30日開催の第28回移設協議会に
おいて、県から訓練の認識について確認したところ、
防衛省から、一般論として申し上げれば、那覇港湾施
設で行われる運用や訓練は代替施設においても想定さ
れ得るものと考えているとの趣旨の発言がございまし
た。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　そういった趣旨の発言があったとい
う意味では、県はこの移設協議会の中で歯止めができ
るかどうかについての検討はいかがですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　那覇港湾施設への航空
機の飛来に対する県の基本的な認識というところにな
りますが、市街地に位置し、多くの民間機が離着陸す
る那覇空港に近接している那覇港湾施設において、復
帰後50年間行われてこなかった運用が行われること
は、基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県
民にさらなる基地負担を強いるものであり、決して容
認はできません。このため県は、６月15日に外務省
沖縄事務所及び沖縄防衛局に対し、厳重に抗議をした
ところであります。県は米軍及び日米両政府に対し、
那覇港湾施設においては５・15メモの使用主目的に
沿って厳格に運用を行い、今後航空機の離着陸や訓練
を一切行わないよう引き続き求めてまいります。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　(5)番行きます。
　那覇軍港の移設は、港湾計画の改訂に位置づけられ
ないと進捗できないのか伺いたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　那覇港湾施設の移設については、現在、那覇港管理

組合において、民港との整合を確認していると承知し
ております。この整合が確認され、その後に開催され
る移設協議会において、那覇港湾施設の代替施設の配
置が確定した後、那覇港管理組合において港湾計画の
改訂案を作成し、那覇港地方港湾審議会、それから国
の交通政策審議会の議を経て、同計画が改訂されるも
のと考えております。同計画の改訂後、日米合同委員
会において那覇港湾施設の位置や形状が合意されるも
のと承知しております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　国会で立憲民主党の山岸議員が質問
しているのですが、５・15メモ合意の枠組みを移設
後も適用させるかと聞いたら、防衛省は、アメリカ側
と技術的な検討を進めており、５・15メモの適用は
予断を持って答弁することは差し控えるということを
やっているのですが、そういった政府の立場の中にお
いて、先ほど言ったように県の意向は受け入れられて
いない状況なのですが、そこを港湾計画の中でこの解
釈を曖昧にしたまま、港湾計画の事業計画は進捗でき
るかということを聞きたいのです。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　県としましては、
５・15メモの厳格な運用というものを求め続けてい
きたいと考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　最後になりますが、では、第28回
の移設協議会で知事公室長が現有施設及び代替施設
で、今後、航空機の離発着や訓練を一切行わないよう
米軍に働きかけることを強く求めておりますが――前
の公室長ね――この協議会の中で、政府から航空機の
軍事訓練は行わないとの確約を取るべきではないかと
いうことを言ったんですが、これはどうですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、那覇港湾施設においては５・15メモ
の使用主目的に沿って厳格に運用を行い、今後現有の
那覇港湾施設及び代替施設において、航空機の離着陸
や訓練を一切行わないよう米軍に働きかけることを移
設協議会等において引き続き求めてまいりたいと考え
ております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　知事、最後に答えてもらいたいので
すが、知事の毅然たる態度については県民も評価して
いるとは思います。こっちは訓練するところではあり
ませんよというのは――港湾機能についてね――私は
評価したいと思いますが、しかし、県や県民の立場を
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頭越しに一顧だにしない態度で日米両政府が強行して
きたときに、知事はこの軍港移設の立場について、変
更することも含めて検討するかということについては
いかがですか、知事。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほど知事公室長から答弁
をさせていただきましたけれども、やはり航空機の離
着陸や訓練を一切行わないよう米軍に働きかけていく
こと、これを移設協議会等においても引き続き求めて
まいりたいというように考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　崎山嗣幸君。
○○崎山　嗣幸君　やっぱりこう、一歩踏み込んでいか
ないと県民が抱えるせっかくの民港の港湾計画その
ものにも影響を与えかねないし、ここで軍事訓練し
てはいけないよというのが県民の声なので、そこを
やっぱり県民の立場に立って、知事は断固としてこの
５・15メモ、地位協定、軍事訓練させないというこ
とを確約取らないと、将来にわたって禍根を残すの
で、ぜひ決断力を持ってそれは検討してもらいたいと
いうことで終わります。
　ありがとうございました。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○○仲村　未央さん　こんにちは。
　私、仲村未央で本日最後になりますので、どうか歯
切れのよい答弁で簡潔に進めていきたいと思いますの
で、御協力よろしくお願いいたします。
　１、北谷浄水場ＰＦＡＳ問題について。
　(1)、米環境保護庁（ＥＰＡ）の基準が約3000倍に
厳格化された。従来よりはるかに低い値で健康に悪
影響を及ぼす可能性が判明したとの報道であるが、
ＥＰＡの分析について県は把握したか伺います。
　(2)、飲料水へのＰＦＡＳ混入を絶つ根本解決は、
原水に影響を与える箇所の汚染土壌を全て浄化するこ
とであるか。
　(3)、米軍は嘉手納基地の立入調査を６年間拒み続
けている。調査により、汚染の原因が嘉手納基地にあ
ると断定されれば、米国として浄化の責任を免れられ
なくなるからではないか。ドイツなど他国での駐留米
軍の対応はどうか。
　(4)、日米地位協定は、米国が返還後の原状回復義
務を負わない旨を規定している。立入調査ができず、
このまま原因を突き止められなければ、究極には日本
政府がその責任を肩代わりすることになるのか。
　(5)、45万人の給水に係る命の水、住民の健康が危
ぶまれる事態であるにもかかわらず、立入調査さえ認

めない米軍基地の運用が主権国家として許されるの
か。県の見解と対応を伺います。
　２点目、米軍基地の使用条件について。
　(1)、那覇軍港施設の移設に関し、政府は現行機能
の維持であり、機能強化には当たらないとしている
が、使用条件（５・15メモ）は、移設後の施設にお
いても同じ内容で適用されると理解してよいか。普天
間飛行場の代替施設とされる辺野古新基地はどうか。
　(2)、日米両政府において、使用目的等の拡大解釈
は織り込み済みなのか。実態は、自由使用を許容して
いるようにさえ見えるが、都合のよい解釈がなされる
余地のないよう使用条件に明文化させるべきではない
か。県の認識と今後の対応を伺います。
　３点目、水産業の振興について。
　(1)、コロナ、軽石、燃料高騰、条件不利性解消事
業の補助単価見直しなど、漁業を取り巻く環境は幾重
にも厳しさが増している。漁業者への影響、経営状況
を伺う。
　(2)、高度衛生管理型荷さばき施設が完成し、県水
産物のブランド化に期待が高まる。他方、水揚げ量の
確保や気仙沼、那智勝浦などとの産地間の競争力も求
められる。課題や取組について伺う。
　(3)、沖縄市漁業協同組合は昨年、（仮称）泡瀬漁
港新施設基本計画書を策定した。冷凍冷蔵倉庫や水産
加工所、荷さばき所等の充実はもとより、鮮魚直売や
魅力ある飲食店の展開などを通じた６次産業の推進、
観光施設としての展開など東海岸の開発・発展と連動
する拠点づくりとしての期待が高い。漁港内の県有地
の活用など県の協力も欠かせないが、当該組合や沖縄
市との連携について伺います。
　４点目、沖縄戦の記録について。
　沖縄戦の戦災報告として、初めての政府刊行物とな
る沖縄県における戦災の状況が本年３月に発刊され
た。47都道府県中、沖縄県１県のみを調査報告の対
象外としてきた国の対応について、翁長雄志前知事並
びに玉城デニー知事により政府への要請が行われ、さ
らに県選出の国会議員が超党派でこれを後押しし、こ
のたびの刊行に至ったものである。
　以下、伺います。
　(1)、発行の目的、発行部数、活用方法について。
　(2)、沖縄戦の戦災を調査対象外としてきたことの
理由、経緯等について確認できたか伺います。
　(3)、内容は、沖縄県と県内市町村から寄せられた
戦災の記録を掲載する形となった。国による主体的な
調査は行われないのか、不可能なのか伺います。
　(4)、沖縄県が提供した箇所は、冒頭から８ページ
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にかけて、「１、沖縄県における戦災の状況」として
まとめられている。沖縄戦に関わる史実として重視し
た点を伺う。
　(5)、沖縄県は、これまで正規軍より一般住民の犠
牲がはるかに多かったことを沖縄戦の最大の特徴とし
て挙げてきた。また、日本軍による住民犠牲や日本軍
の強制による集団死等について、「沖縄戦の特徴とし
て後世に語り継がなければならない重要な史実であ
る」との認識を示してきた。今回、県が提供した報告
において、これらに一切触れていないのはなぜか伺
う。
　(6)、沖縄戦を調査・記録し、その実相を歴史の教
訓として共有していく取組は、今日ますます重要さを
増していると考える。第32軍司令部壕の保存・公開
についても県民の関心は高い。平和行政に当たる知事
の認識、所見を伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　仲村未央議員の御質問にお
答えいたします。
　沖縄戦の記録についての御質問の中の(6)、平和行
政についてお答えいたします。
　沖縄県民は、さきの大戦で、苛烈な地上戦により、
多くの貴い命とかけがえのない文化遺産や美しい自然
を失い、戦争の不条理さと残酷さを身をもって体験し
ました。忌まわしい戦争の記憶を風化させないため
に、沖縄戦の実相や教訓を次の世代に正しく伝えてい
くことは、私たちの大切な使命です。沖縄県では、国
籍を問わず沖縄戦などで亡くなられた全ての人々を刻
銘する平和の礎、沖縄戦の実相を記録・展示する沖縄
県平和祈念資料館、平和の構築・維持に貢献した団体
等を顕彰する沖縄平和賞、県内において活動される
方々を表彰するちゅらうちなー草の根平和貢献賞等を
柱に平和行政に取り組んでいるところであります。令
和３年度には、沖縄県平和祈念資料館に新たに正規雇
用の学芸員を配置し、沖縄戦や平和に関する継続的な
調査研究を行うとともに、展示活動やレファレンス対
応等の充実を図っているところです。令和４年度は、
復帰50周年事業として、第32軍司令部壕の保存・公
開に向けた調査や情報発信等に取り組むとともに、資
料館による米軍統治下時代の証言映像の収録や編集、
公開等を実施してまいります。
　沖縄県としましては、沖縄から世界へ平和の声をつ
なげ、二度と沖縄を戦場にさせないために、平和を希
求する「沖縄のこころ・チムグクル」を広く内外に発

信し、恒久平和の確立に向けて、これからも全身全霊
で取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○副議長（仲田弘毅君）　企業局長。
　　　〔企業局長　松田　了君登壇〕
○○企業局長（松田　了君）　１、北谷浄水場ＰＦＡＳ
問題についての(1)、米国環境保護庁の分析について
お答えします。
　米国環境保護庁は、子供に対する破傷風やジフテリ
アワクチン接種効果への影響を勘案し、ＰＦＯＳが１
リットル当たり0.02ナノグラム、ＰＦＯＡが0.004ナ
ノグラムという新たな健康勧告の暫定値を６月15日
に公表しております。現在、公表された内容の詳細に
ついて、情報収集に努めているところであり、国にお
いても、諸外国の動向等も確認しながら対応を検討し
ていくとのことです。あわせて、新たな健康勧告値が
公表されたことを踏まえ、国や米軍に対し、県が求め
ている基地内への立入りを認めることや、国や米軍に
よる調査と対策の実施などについて、早急に実現する
よう強く求めてまいります。
　同じく(2)、汚染土壌の浄化についてお答えしま
す。
　ＰＦＯＳ等問題の解決には、汚染源の究明と対策の
実施が必要不可欠であります。土壌が汚染されている
場合、汚染土壌の浄化や除去は、水道水源へのＰＦＯ
Ｓ等混入を絶つ有効な手段であると考えております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　１、北谷浄水場ＰＦＡ
Ｓ問題についての(3)、他国での米軍基地への対応に
ついてお答えいたします。
　沖縄県が実施した他国地位協定調査において、ヨー
ロッパの４か国、オーストラリア及びフィリピンで
は、受入れ国側の立入り権が何らかの形で確保されて
いるほか、ボン補足協定及び同協定の署名議定書にお
いては基地の使用にドイツ法令が適用されることや、
軍隊等が自ら引き起こした有害物質による汚染の除去
に係る費用負担を含め、環境保全を目的とする詳細な
規定が設けられていることを確認しております。基地
内での汚染など環境分野の実際の運用等については、
さらに詳細な調査が必要になると考えております。
　同じく１の(4)、原因不明の際の責任の所在につい
てお答えいたします。
　平成12年９月に発出された日米による環境原則に
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関する共同発表では、「米国政府は、在日米軍を原因
とし、人の健康への明らかになっている、さし迫っ
た、実質的脅威となる汚染については、いかなるもの
でも浄化に直ちに取り組むとの政策を再確認する」と
しております。一方で、在日米軍を原因としているか
不明である場合について、同共同発表や環境補足協定
に記載がなく、責任の所在は明確ではありません。
　同じく１の(5)、基地への立入調査が認められない
ことへの見解と対応についてお答えいたします。
　平成27年９月に締結された環境補足協定により、
現地調査のための米軍基地への立入り申請やサンプル
採取申請ができることとされております。しかしなが
ら、米軍基地への立入り等への可否については、米軍
に裁量を委ねられる形での運用となっており、普天間
及び嘉手納飛行場への立入調査がいまだ実現していな
い状況となっております。そのため、県では、平成
29年９月に日米両政府に対し、環境保全に関する日
本国内法の適用等、環境条項の新設の明記を求め、日
米地位協定の見直しに関する要請を行っております。
政府においては、国民の安全及び健康を保持する観点
から、主権国家として、日米地位協定の見直しを米側
に求めていく必要があると考えております。
　次に２、米軍基地の使用条件についての(1)、代替
施設への５・15メモの適用についてお答えいたしま
す。
　那覇港湾施設の代替施設等に現在の同施設に係る
５・15メモが同じ内容で適用されるかについて、沖
縄防衛局に照会したところ、予断を持ってお答えする
ことは困難であるとの回答がありました。
　同じく２の(2)、米軍基地の使用条件についてお答
えいたします。
　県は、平成29年に行った日米地位協定の見直し要
請において、日米合同委員会による個々の施設及び区
域に関する協定について、施設及び区域の使用範囲、
使用目的、使用条件等を詳細に記載することや、協定
の締結に際し、関係地方公共団体の意向を尊重するよ
う求めております。今後とも引き続き、使用条件等の
明確化について、日米両政府に求めてまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　３、水産業の振興に
ついての(1)、コロナ、軽石、燃油高騰による漁業者
への影響と経営状況についてお答えいたします。
　令和２年における沖縄県の海面漁業については、コ

ロナウイルス感染症拡大や軽石の漂流・漂着の影響
等により、平成26年から平成30年までの平年値に比
べ、漁獲量で約19％、産出額で約24％減少しており
ます。また、令和４年３月の県内の重油価格について
は、前年同月に比べ、約27％高騰しており、本県の
漁業経営は厳しさを増していると認識しております。
そのため、県では、海水こし器の設置補助や１か月分
相当の燃油使用料の補助等、軽石対策に係る様々な支
援を行うとともに、別途、燃油高騰対策として、燃油
費の一部を補助する事業を進め、漁業経営の負担軽減
に取り組んでいるところであります。
　同じく３の(2)、糸満新市場の課題や取組について
お答えいたします。
　高度衛生管理型荷さばき施設の完成に伴い、本年
10月に開設が予定されている糸満新市場は、水産物
流の拠点となることが期待されており、集出荷機能強
化を図るためにもプロモーションが重要と考えており
ます。新市場では、開設者となる沖縄県水産公社を中
心とし、県も参画する市場運営協議会が７月に発足さ
れる予定であります。
　県としましては、様々な媒体で新市場の周知に向け
た情報を発信するとともに、同協議会において市場運
営の基本的な課題を整理するほか、効果的な販売戦略
などについて検討してまいります。
　同じく３の(3)、沖縄市漁協が策定した基本計画へ
の対応についてお答えいたします。
　県管理の泡瀬漁港の用地は、国が定める漁港施設用
地利用計画策定要領に基づき、県が利用目的を定める
必要があります。このため、同漁港内で整備される施
設については、水産振興に資することを前提に、利用
目的に合わせ、用地利用計画を変更する必要がありま
す。
　県としましては、沖縄市及び沖縄市漁協に、他地区
での同様の取組を紹介するとともに、用地利用計画変
更に向けて、施設の利用目的の確認などの調整を行っ
ていきたいと考えております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　４、沖縄戦
の記録についての御質問の中の(1)、発刊の目的、発
行部数、活用方法についてお答えいたします。
　発刊の目的については、沖縄県がさきの大戦で、国
内で最も苛烈な地上戦の場となり、20万人ものかけ
がえのない命が失われたこと等、痛ましい戦争の記憶
を風化させないよう、その記録を確実に後世に継承す
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るためとされております。発行部数は600部で、その
活用方法について国は、国立国会図書館への納本や各
図書館等へ配付し後世に継承するために役立てたいと
考えているとのことでございます。
　次に、同じく(2)、調査対象外の理由、経緯につい
てお答えいたします。
　総務省に対して、沖縄県に関する記載がない理由を
改めて確認しましたところ、その理由は判明していな
いとのことでした。なお、県では総務省に対し、戦災
の報告書の沖縄県版を作成するよう要請を行い、今年
３月に図書として整理されたところでございます。
　同じく(3)、国の主体的調査についてお答えいたし
ます。
　国が発行した全国戦災史実調査報告書については、
沖縄県に関する記載がないことから、県では国に対
し、平成27年及び令和２年に、国の責任において図
書による記録を残すよう、要請を行ったところであり
ます。当該要請を受け、国において図書として整理さ
れたものであると考えております。
　同じく(4)、県提供の箇所について、(4)と(5)は関
連しますので一括してお答えいたします。
　本図書は、総務省のホームページで随時更新されて
いる沖縄県の各都市の戦災の状況を取りまとめたもの
でございます。県分の箇所は、疎開、対馬丸避難学
童、10・10空襲、地上戦、学徒隊、戦争マラリア被
害等、各市町村全体の戦災の状況を網羅的に取り扱っ
ており、沖縄県の戦争被害の実相を概括的に説明した
ものとなっております。
　以上でございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　ＰＦＡＳの件でお尋ねをいたしま
す。
　ドイツなど他国での駐留米軍の対応はどうかという
ふうにお聞きしたのは、ドイツでのＰＦＡＳ汚染に対
する対応はどうかと聞いているんですけれども、お尋
ねいたします。
○○副議長（仲田弘毅君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　ドイツのカッターバッ
ハ陸軍基地における状況はどうかという観点からお答
えしたいと思っております。
　2020年８月27日付のアメリカ欧州・アフリカ陸軍
のプレスリリースによりますと、このカッターバッハ
陸軍基地のＰＦＡＳ汚染の原状回復の決定に署名が行
われまして、米軍が原状回復のための設計及び工事の
契約を行う予定であること、それから設計のための予
算が既に承認されていることが示されております。そ

の後の動向について、同じくアメリカ欧州・アフリカ
陸軍のプレスリリース、それから新聞報道、カッター
バッハ基地が所在するアンスバッハ市のホームページ
を確認した限りでは、原状回復が完了したことは確認
できておりませんが、引き続き情報収集に努めたいと
考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　ドイツでは具体的に――これは恐
らく2014年あたりでその汚染が発覚し、これについ
て既に米軍が予算を組んで、その原因者責任を全うし
て汚染の浄化に入っているというような報告だったと
思うんです。同じように海外に駐留するこの沖縄にお
いては、調査すら許されていないと。このあまりの対
応の乖離というのは、とても許されるものではないと
思うんですよ。
　それでお尋ねしたいのは、特に４点目の原因者責任
を負おうとしない、それから原状回復義務がそもそも
地位協定上、これは負わないというふうに規定をして
いるわけですから、このままずるずると行かれても、
その県民の健康について、何も懸念が払拭できないわ
けです。払拭できないどころか、現に今、皆さんが把
握している状況というのは、沖縄中が非常に環境汚染
に、土壌がさらされている、水がさらされているとい
う状況にあります。
　それで県の対応を求めたいんですけれども、この土
壌調査に関してどのように対応していく考えかお尋ね
をいたします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後５時46分休憩
　　　午後５時47分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県が平成28年度から実施している調査におきまし
て、基地周辺の湧水等で高い濃度のＰＦＯＳ等が継続
して検出されていたことから、令和元年６月に、国に
対し水質及び土壌の基準の設定等を求めております。
また、環境省が令和２年５月に、環境中の水質に関す
るＰＦＯＳ等の暫定指針値を定めたものの、土壌の基
準値等は未だ設けられておりません。
　県としては、県民の生活環境の保全の観点から県内
の土壌汚染の状況を把握するための調査を必要と考え
ており、米国において飲料水等の健康勧告値の暫定値
が示されたことも踏まえ、国に対し、土壌調査に必要
な基準値等の設定を引き続き求めるとともに、現在基
準値等が設定されていない中で、どのような調査が実
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施できるのかを検討してまいりたいというふうに考え
ております。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　今の答弁は、土壌調査をしますよ
ということですか。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　現時点におきまして、国による分析方法や基準値等
の設定がなく、調査結果について評価することができ
ない状況にあることから、先ほども申し上げましたと
おり、国に対し、基準値等の設定を求めているところ
でございます。こうした中にあって、きちんとその設
定がない中にあって、どのような形で土壌調査を実施
することができるのかについて検討したいということ
を申し上げたところでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　もう一度お尋ねします。
　土壌調査をするのかしないのか。もう一度お尋ねい
たします。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　この問題につきまして
は、まずは県が土壌調査を実施した上で、土壌汚染の
現状を確認すると。その上で、国に対し基準値の設定
を求め、国による責務としての具体案等を求めるとい
う考え方もあろうかと思いますので、環境部といたし
ましては、土壌汚染調査を実施できるような方向で検
討を進めたいということでございます。
○○仲村　未央さん　議長、休憩お願いします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後５時49分休憩
　　　午後５時50分再開
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○環境部長（金城　賢君）　現時点におきまして、例
えば予算上、その土壌汚染調査の予算等を計上されて
おりませんので、そういったことも含めて、どういっ
た形でできるのかということについて検討したいとい
うことでございます。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　今、環境部長言いかけて、途中
は、やるという方向でとおっしゃっていたと私は聞こ
えたので、確認をしたんですね。というのは、去る軍
特委員会の中でも、これは強く要求を申し上げました
けれども、皆さんは基準がないからできないというこ
との一点張りでこの間、答弁を繰り返しやってきたん
ですね。
　ところが今、ＥＰＡ（アメリカ環境保護庁）から出

されている今回の厳格化された基準によれば、もはや
自然界に本来ない、このようなＰＦＯＡが存在してい
ること自体を認めないという――に匹敵するような厳
格な基準が今取られたということなんですよね。そし
てこの毒性についても、先ほど企業局長から答弁が
あったように、子供の、乳児の破傷風、ジフテリア、
このワクチン接種に対して効き目を低下させるような
影響があるというふうに先ほど答弁されたと理解をし
ています。
　そうであれば我々は、今皆さん環境部がまさに調査
をしているその47地点の７割超えで環境基準値を超
えて、汚染が発覚しているという今の状態、私たちが
暮らしているこの環境というのは、もう普天間基地か
らキャンプ・ハンセンに至るまで、マクトリアス、天
願も嘉手納周辺も、もう全て土壌汚染が懸念されてい
る状況が、まさに皆さんの環境結果から明らかになっ
ているわけですよね。そういうはるかにその環境基準
値を、現の基準値も超えているが、これが実際には今
回ＥＰＡが出したものは、もはやあってはいけないよ
というレベルの基準になったわけだから、これは直ち
に今土壌を調査し、この調査に基づいて国に対して環
境基準をつくらせるならつくらせるでいいんですけれ
ども、急がせるような踏み込んだ取組をしなければ、
今どこも動かないんですよ。基準がないという中で、
ただ時間だけが過ぎている。何度となくこれ、要求が
上がっていることか、地域からも。そのことについて
もう一度明快にお答えをいただきたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、今回米国の環境保護庁におい
て、従来の77ナノグラムから約2000倍の基準が示さ
れている、これは人体に対する影響というものをさら
に強く認識した上での見直しだというふうに考えてお
ります。現在議員から御指摘のとおり、環境部が実施
している調査におきましては、47地点中33地点で基
準値を超えているという状況にございます。さらに近
年で申し上げますと、令和２年４月に普天間飛行場
から14万3000リットルの泡消火剤が流出をいたしま
した。その後も令和３年２月には航空自衛隊那覇基地
からの泡消火剤の流出と、それから令和３年６月には
うるま市の陸軍貯油施設からの汚染水の流出もござい
ました。さらに申し上げますと、令和３年８月には普
天間飛行場から米軍が浄化したと、ＰＥＴＳというシ
ステムを使って――した汚染水を、これは６万4000
リットルですけれども、放出をしております。さらに
中城村、西原町における、ここは米軍基地由来かはど
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うかは明らかではありませんけれども、そういった地
域においてもＰＦＯＳが出ているという状況がござい
ますので、現時点において基準値等ございませんけれ
ども、まずは実態を把握すると、その上でどれくらい
の状況にあるのか確認をするというのは非常に重要な
ことだというふうに考えておりますので、環境部とし
ては、土壌調査する方向で検討を進めたいというふう
に思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　知事にあえてお尋ねをしたいんで
す。
　今、環境部長は土壌調査をする方向でということ
で、踏み込んだというふうに理解をしました。知事は
先日、ＥＰＡの基準値の厳格化、約3000倍も厳しい
ＰＦＯＡ0.004ナノグラムというようなこういう基準
が出てきたときに、基準の厳格化は大歓迎だという発
言もされたわけです。そういう意味で、今地域は何を
しているかというと、血中の、自分たちの体にどれほ
どの汚染があるのか――これほどの毒性が指摘される
ようなものが長年飲水として、北谷浄水場から45万
の人たちが供給を今受けているわけです。私もその中
で育ってきたし、ここの議場にいる議員も恐らくほと
んど大半になりますよ、今７市町村の人口45万人か
らすると。何十年とこの水を飲み続け、水を飲んでき
ただけじゃなくて、庭にかけたり、野菜を作っていれ
ばそこにかけたり、地域の行事としては、そのウブ
ガーを使ったり、井戸水を大事にしてきた文化もある
わけですよね。それが今もろとも、人が――飲み水と
いうのは命そのものだし、それどころじゃなくて、地
域の文化や私たちが生活をしていくその根底が今破壊
されるような状況が、この沖縄の今の汚染の実態なん
ですよね。それが実際には分析をされて、皆さんは、
地下水については十分これを把握されている。だから
私が土壌調査、それから住民の皆さんが独自にやって
いる血中濃度調査、これに係る調査、これはやっぱり
県がしっかりと関わって――まず国が事を動かそうと
しない。先ほど皆さん言ったように、原状回復も米軍
がやるんですか。いや分かりません、裁量ですと。こ
れじゃ何も一つも解決しないわけだから、やって見せ
て、国に対して調査結果を持って、必要な対応を求め
ていくということに踏み込むということが非常に重要
だと思っているんです。だから土壌調査も、血中濃度
調査も県として関わることを求めたいんですけれど
も、知事の答弁を伺いたいと思います。
○○副議長（仲田弘毅君）　照屋副知事。
○○副知事（照屋義実君）　議員御指摘の今回の米国環

境保護庁の公表につきましては、県としても大変重く
受け止めているところであります。一方で、公表内容
の詳細とその背景が明らかになっていないために、県
民に大変な不安が広がっております。また、令和元年
と３年に行った立入調査や対策の実施等に関する要請
内容についても実現をいたしておりません。そのため
に、国に対し、対応方針を定めることや県が求めてい
る立入調査の実現について、今月中の遅くない時期
に、早いうちにと言っていいでしょうか、要請を行う
予定でおります。この事案に触れたときに、私はすぐ
に日程を取るようにというふうに指示をしてありまし
た。あれから幾日かたっておりますけれども、要請の
席では、改めて県の要望について強く求めてまいりた
いと思っております。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　知事、もう一度聞きますね。
　今、副知事の答弁だと、国に要請するという域を出
ていないんですね、申し訳ないですけれども。
　過去に覚えていらっしゃいますか。沖縄市のサッ
カー場で枯れ葉剤のドラム缶が出現したときに、枯れ
葉剤の疑いがあるのではないか。ある米国の企業――
これはまさに枯れ葉剤を扱っていた事業者名が書かれ
たものが出てきたということもあって、沖縄市は独自
にそのサンプルを県や国とは別に取って、防衛局とは
別に取って、自ら自治体として調査をして、そうする
とオレンジ剤が出てきたんです。オレンジ剤に関わ
る、まさに２・４－Ｄ何とかという、ちょっとごめん
なさい、化学物質の名前覚えてないですけれども、そ
うやって自ら自治体として、その分析をかけて明らか
にして、そうやって国に１か所のドラム缶の場所だけ
じゃなくて、サッカー場全体の調査をさせたわけです
よ、土壌調査を。そうやって今実態を県がもう踏み込
んでこれを調査して、分析をして、どれほどこれが今
アメリカの基準に照らしても、国が暫定としてつくっ
た50ナノグラムに照らしても、いかにこれがあり得
ない事態であるかと。あってはならない事態であると
いうことを突きつけなければ、何も動かないんです。
だって６年間結局、嘉手納基地の調査、発覚してから
この間一つも動いてないわけですから。だから、先
ほど来答弁求めているのは、先ほど環境部長がおっ
しゃったように、調査をするということを明言いただ
きたいんです。いかがでしょうか。
○○副議長（仲田弘毅君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず、沖縄市の例のドラム
缶が工事現場から発掘されたとき、あそこはもう返還
された跡地で、アスファルトを多分敷き直すために掘



– 317 –

り返したところ、ダウ・ケミカル社のドラム缶――
エージェント・オレンジという、いわゆる枯れ葉剤作
戦に使われていたドラム缶が出てきたということで、
沖縄市が独自にそこ一帯の土壌を調査したという、そ
ういう経緯を、私も実は衆議院議員のときに、そこの
土壌調査にうりずんの会で参加させていただいて、現
場を視察し、その後の詳細を追加調査まで含めて行わ
せていただきました。
　ですから、何を言いたいかというと、自分たちがで
きる範囲の調査というものは、やっぱり調査をすべき
であるということは事実だと思うんです。米軍基地内
に立ち入って調査ができないのであれば、47地点の
水から33地点で基準が超えているということについ
て、そのことについてもやはりその調査の事実を積み
上げておく必要がありますし、また今、民間の方々が
大学の協力によって血中濃度についても調査をしてい
る。これはまだ血中濃度の基準というものは規定され
ておりませんが、それが蓄積されているかどうかとい
うことから調べたいということの調査であるというよ
うに思います。
　ですから、まずその調査をすることについては、沖
縄県も、どうしても必要な、例えば中部井戸群ですと
か、そういうところから定期的にくみ上げている水を
きちんと調査も今、続けてもおりますし、また、周辺
の住民の皆さん、あるいは45万人の県民の皆さんの
給水に係る実態についてもきちんと調査して、それを
どこで食い止めていくか、原因はどこにあるのかとい
うことは政府に厳しく、原因追及の責任は求めていか
ないといけないのではないかというように思います。
　かような観点から、やはり県としてできる調査につ
いてはしっかり行っていくべきであるというように認
識しております。
○○副議長（仲田弘毅君）　仲村未央さん。
○○仲村　未央さん　今すごく、詰め寄るような物言い
をせざるを得ないのは、やはり命を守る責任というの
は、これはやっぱり自治体の最大の仕事だと思うんで
すね。もちろんその原因を突き詰めていけば、明らか
にその蓋然性は米軍基地であろうと。北谷浄水場で言
えば嘉手納基地であろうと分かっていても、今の地位
協定の壁、様々な――先ほどの基準がない云々という
中では、この間も含めて非常に県民の命がこの間も危
ぶまれてきたと。今も現在進行形であるということを
思えば、やはりここは今知事が答弁されたように県が
踏み込む、もはやその時期であろうと。先ほどドイツ
のカッターバッハの例もあえて公室長に調べてもらっ
たんですよね。私が１年半前にドイツのこともお聞き

したけれども、結局その後のフォローが、実際には県
として情報がなかったんですよ。皆さん、他国の地位
協定の検証もして、わざわざドイツまで出かけていっ
てやったわけですから、やっぱり実際に同じようなＰ
ＦＡＳの汚染があるところで、外国では、他国ではさ
れている。沖縄ではなぜされないんだということにつ
いては、やっぱりアンテナを十分に持って、何のため
にワシントン駐在も置いているのか。そこはしっかり
様々な海外のチャンネルも十分生かして、この今の状
況を検証し、証拠を突きつけながら科学的にこれを立
証しながら、国に詰め寄るということが、私は非常に
今、大事な時期だと思いましたので強く申し上げまし
たが、先ほど知事が、県として対応していくというこ
とで明言をされたので、そのことについてはぜひお願
いをしたいと思います。よろしくお願いをいたしま
す。
　休憩お願いいたします。
○○副議長（仲田弘毅君）　休憩いたします。
　　　午後６時４分休憩
　　　午後６時４分再開　
○○副議長（仲田弘毅君）　再開いたします。
○○仲村　未央さん　もう時間がほぼほぼなくなってし
まいましたので、所見だけでもいただきたいと思っ
て、沖縄戦の記録の件です。
　これは先ほど正直言って、部長の答弁だと、申し訳
ないが答弁になっていないんですよね。本当に長いこ
と行われた実態調査の中で、平成に入ってまで、平成
25年でしたか――行われた総務省のシリーズの調査
の中でですよ、直後に、そのどうしてこれができない
んですか、なぜ沖縄県だけ対象外とするんですかと、
外されていることに対して、やっぱりそこはしっかり
詰め寄るということは非常に大事だと思う。
　これにまた加えて、今回の沖縄県の報告書ですけれ
ども、私が先ほど質問に上げた沖縄県の実相のことに
ついての捉え方、これも含めてぜひ検証されて、整理
をされて、このほどの新聞で戦前世代も、もう今年で
１割を切るというような調査があるという衝撃的なこ
とも載っていましたので、こういう継承に関しての平
和行政に対する取組というのは非常に大事だと思いま
して質問しましたが、もう時間がありませんので、こ
ちらの所見として申し上げて質問を終わりたいと思い
ます。
　ありがとうございました。
○○副議長（仲田弘毅君）　以上で本日の一般質問を終
わります。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
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　次会は、明12日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。

　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時７分散会
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説明のため出席した者の職、氏名

令 和 ４ 年
第 ３ 回

令和４年７月12日（火曜日）午前10時２分開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
４　番　　玉　城　健一郎　君 
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君

22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

３　番　　島　袋　恵　祐　君
28　番　　照　屋　大　河　君

40　番　　西　銘　純　恵　さん
42　番　　瑞慶覧　　　功　君

玉　城　デニー　君
照　屋　義　実　君
池　田　竹　州　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事

政 策 調 整 監
知 事 公 室 長
総 務 部 長

島　袋　芳　敬　君
嘉　数　　　登　君
宮　城　　　力　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

儀　間　秀　樹　君
金　城　　　賢　君
宮　平　道　子　さん
糸　数　　　公　君
崎　原　盛　光　君
松　永　　　享　君
宮　城　嗣　吉　君
島　袋　善　明　君
松　田　　　了　君
我那覇　　　仁　君

企 画 部 長
環 境 部 長
子ども生活福祉部長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文化観光スポーツ部長
土 木 建 築 部 長
企 　 業 　 局 　 長
病 院 事 業 局 長

会 計 管 理 者
知事公室秘書防災統括監
総 務 部 財 政 統 括 監
教 育 長
警 察 本 部 長
労働委員会事務局長
人 事 委 員 会 事 務 局
総 務 課 長
代 表 監 査 委 員

名渡山　晶　子　さん
田　代　寛　幸　君
名　城　政　広　君
半　嶺　　　満　君
日　下　真　一　君
下　地　　　誠　君

屋　我　はづき　さん

安慶名　　　均　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　一般質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　山里将雄君。
○○山里　将雄君　やる気満々で来たのに、腰を折られ
た気分でありますけれども、ちょっと議長休憩お願い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○山里　将雄君　それでは質問させていただきます。
　まず１、沖縄復帰50年を迎えてについてでござい
ますけれども、今年は沖縄復帰50周年を迎え、去る
５月15日には沖縄の本土復帰50周年式典が行われま
した。50年を迎え、終戦から復帰までの苦難の道、
復帰後、沖縄の歩んだ50年を県民が振り返り、復帰
前の沖縄を知らない若い人たちに伝えていくいい機会
となったと思います。同時に、今もなお続く沖縄が抱
える問題を改めて浮き彫りにして考える機会でもあり
ました。
　そこでお聞きしますけれども、(1)、平和で豊かな
沖縄の実現に向けた新たな建議書についてア、復帰
50年を迎えた今の沖縄について知事の所感をお伺い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。おはようございます。
　では、本日も真摯に答弁に努めてまいりたいと思い

ます。
　山里将雄議員の御質問にお答えいたします。
　本土復帰50年を迎えての御質問の中の、復帰50年
を迎えた知事の所感についてお答えしたいと思いま
す。
　本土復帰以降、沖縄県は、沖縄振興開発特別措置法
等により、ダム、港、空港、道路など、社会資本整備
が着実に進められ、観光・リゾート産業や通信関連産
業の成長など、様々な成果を上げてきております。し
かし一方、１人当たり県民所得の向上等はいまだ十分
ではなく、自立型経済の構築も、なお道半ばにあると
いうように捉えております。加えて、米軍基地など、
沖縄の特殊事情から派生する固有課題をはじめ、子供
の貧困の問題等、重要性を増した課題等も明らかと
なってきております。
　沖縄県としましては、持続可能な沖縄の発展と誰一
人取り残さない社会を目指すとともに、安全・安心で
幸福が実感できる島を形成し、自立的発展と県民一人
一人が豊かさを実感できる社会の実現に向けて、復帰
50年の年にスタートいたしました新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画に基づき、今後様々な施策を展開して
まいりたいというように考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　ありがとうございます。
　これまでにも知事は答弁しているところであるんで
すけれども、こういった思いというのは沖縄県民、み
んなが共有できる部分ではないかというふうに思って
います。
　続けてお伺いします。
　イ、新たな建議書は50年過ぎた今の沖縄の現状と
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課題、それから県民の願い、未来への希望など十分に
入れ込めたか、建議書に込めた知事の思いを伺いま
す。ちょっと重複するかもしれませんけれども、お願
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新たな建議書の検討に当たっては、開催した有識者
との意見交換会においては、基地の整理縮小や沖縄か
らの平和の発信、経済的自立・発展などを求める意見
が寄せられ、県民意見募集においては、50年先に望
む姿として、沖縄の豊かな自然の保全や伝統文化の継
承、平和で安全・安心に暮らせる社会の構築など、沖
縄21世紀ビジョンで描く将来像の実現を求める意見
が多く寄せられました。こうした県民の思いや復帰当
時の先人たちの願いを踏まえるとともに、いまだ残る
課題への対応や県民が望む沖縄の将来像の実現に向け
た未来への決意等と併せて、新たな未来を展望する観
点から米軍基地の整理縮小等の４項目を建議事項とし
て新たな建議書を取りまとめたところでございます。
　以上です。
○○山里　将雄君　ちょっと休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時７分休憩　
　　　午前10時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　山里将雄君。
○○山里　将雄君　ありがとうございます。
　50年前の復帰措置に関する決議書、これはいわゆ
る屋良建議書と言われているものですけれども、これ
に「沖縄に存する米軍基地は、民主主義の原理に違反
して、県民の意思を抑圧ないし無視して構築、形成さ
れてきたものであり」、「その基地の存在が県民の人
権を侵害し、生活を圧迫し、平和を脅かし、経済の発
展を阻害している」というふうにあります。これは新
たな建議書の第１章でも取り上げられているものなん
ですけれども、屋良建議書にはこうもあります。「そ
ればかりでなく、いわゆる「基地公害」や米軍人軍属
の犯罪、基地があるがゆえに発生する人権侵害の問題
は、さらに深刻であります。空からトレーラーが落下
したり、ジェット機が墜落したり、基地から流れ出た
廃油によって井戸水が汚染されたいわゆる「燃える井
戸」、米軍の演習等による流弾事故、米軍人軍属によ
り頻発する交通事故による人身傷害、婦女子が殺傷、
暴行されたり、また、原子力潜水艦による放射能汚
染、ミサイル発射演習による漁業への影響等々、その
数は枚挙にいとまがありません」。このように書かれ

ているんですね。
　これは本当に今の沖縄そのもの、今の沖縄の状況を
そのまま言っているような感じがして、私は本当に愕
然とする思いがあるんですけれども、今の沖縄、空か
らいろんな物が降ってきています。飛行機やヘリコプ
ターの部品、小学校に窓枠が落ちる。水筒とかコンテ
ナまで落ちてきました。ヘリの不時着も頻繁に起きて
います。最近も国頭のほうで起こりました。それから
ＰＦＡＳ、毒性のある物質が基地から垂れ流されてい
る。事件・事故も後を絶たない。そしてつい最近、金
武町の民家で米軍の演習の流弾と思われる弾が見つ
かったと。本当に今も枚挙にいとまがないという状況
であります。
　社会資本の整備は進んで、生活環境は大きく変わっ
たかもしれませんけれども、根本的には沖縄の現状は
変わっていないということ、とりわけ米軍基地が集中
し、米軍関係の事件・事故が多発し、県民の生活に大
きな影響を及ぼしているという現状は変わらないとい
うことを改めて認識をさせられました。今回復帰50
年で新たな建議書を表す意義、必要性は何だったのか
お伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　戦後、基地があるゆえの筆舌に尽くし難い被害を経
験した県民は、基地のない平和の島としての復帰を強
く望んでおりました。また、本土復帰に当たり日本政
府が発表した声明には、「沖縄を平和の島とし、わが
国とアジア大陸、東南アジア、さらにひろく太平洋圏
諸国との経済的、文化的交流の新たな舞台とすること
こそ、この地に尊い生命を捧げられた多くの方々の霊
を慰める道であり、沖縄の祖国復帰を祝うわれわれ国
民の誓いでなければならない」と記されており、沖縄
県も日本政府も沖縄を平和の島とするという目標を共
有していたものと認識しております。
　しかし、現在もなお沖縄県に米軍基地が集中し、騒
音、水質汚染等の環境問題、米軍関係の事件・事故が
後を絶たないことに加え、近年の安全保障環境の変化
等を理由として沖縄の軍事的機能を強化しようとする
動きなどを見ると、沖縄を平和の島とするという目標
はいまだ達成されていないと考えております。
　このような現状を踏まえまして、復帰から50年の
節目となる今年、沖縄を平和の島とすることこそが政
府と沖縄県の共通の目標であることを改めて確認する
ことに大きな意義がありまして、その認識を踏まえた
上で、県民が今なお直面している米軍基地負担の軽減
を政府に求める必要があるというふうに考えておりま
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す。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　50年たった今、また新たな建議書
をつくらなければならなかった、それを著さなければ
ならなかったというのは、やはりこの沖縄の現状、い
まだにひどい状況がまだ続いているということだとい
うふうに理解をしております。
　新たな建議書の「５　平和で豊かな沖縄の実現に向
けた新たな建議」の章で、「建白書の趣旨も踏まえ、
在沖米軍基地の更なる整理・縮小、日米地位協定の抜
本的な見直し、基地の県外・国外移設、事件・事故等
の基地負担の軽減、普天間飛行場の速やかな運用停止
を含む一日も早い危険性の除去、辺野古新基地建設の
断念等、構造的、差別的ともいわれている沖縄の基地
問題の早期の解決を図ること」と表現しています。
　沖縄が抱える不条理に対して、知事が思っている、
知事の強い気持ちが表れているのではないかというふ
うに思うのですが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　御質問の平和で豊かな沖縄
の実現に向けた新たな建議書は、おっしゃるとおり、
まず復帰時における沖縄と復帰措置に関する建議書に
ついて振り返り、それから本土復帰50年のこの間の
沖縄県の取組あるいは課題についての状況についてを
振り返りました。そして、その中でいまだに残る課題
をさらに再び――再びといいますか再認識をし、であ
れば、どのような沖縄に向かって進んでいくかという
ことを今度は第４章でそのような方向性を、いわゆる
未来志向型の方向性も記させていただいています。そ
の上で、これまで述べた復帰当時の先人たちの願い、
今を生きる私たち県民の思いを踏まえ、政府において
も平和で豊かな沖縄の実現に向けて積極的に取り組ん
でいただきたくということで、４項目にわたっての建
議を述べさせていただいております。
　ですから、この間の沖縄県民のたゆまぬ努力と、そ
していまだかなわぬ課題の解決に向かっては、これか
らも一丸となって政府に対しては、このように建議を
申し上げるとともに、県民が平和で豊かな沖縄に向
かって力を尽くしていこうということを再認識すると
いう意味で、この課題についての解決の必要性を挙げ
ているものであります。ですから、構造的、差別的と
も言われているという表現は、いわゆる日米同盟の中
の地位協定上の問題、あるいは国土面積0.6％の本県
に70.3％もの米軍専用施設面積が集中しているとい
うことなど、そのような現実的な課題に向かってしっ
かりと政府、沖縄挙げて、米国の協力もいただきなが

らしっかりと解決していくという思いをしたためたも
のであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　50年前、屋良建議書に込めた沖縄
の思いは届かず、50年後の今に課題を残すこととな
りました。新たな建議書に込めた知事の、ひいては沖
縄県民の思いは内外にしっかりと発信していく、後世
に伝えていくということが必要になると思います。
　そこで聞きますけれども、ウ、新たな建議書をどう
伝え、活用していくかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　新たな建議書につきましては、５月７日に記者会見
において発表しております。また、沖縄県のホーム
ページにも掲載しているところでございます。今後、
県内市町村や図書館等へ配布することとしておりまし
て、引き続き、効果的な発信方法を検討してまいりた
いというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　いろんな方法で伝えていくというこ
とは聞いていますけれども、ぜひこれはああいった学
校現場での活用等々、若い世代にその思いをしっかり
伝えるように、今後も取り組んでいただきたいと思い
ます。
　次ですけれども、新たな建議書では辺野古の新建設
問題にも言及をしております。３のほうですね。「い
まだ残る課題」の章で、辺野古新基地建設に係る政府
の対応は、民主主義の根幹に関わる重大な問題を顕在
化させました。建設に反対する民意が民主主義の手続
により明確に示されているのにもかかわらず、工事が
進められています。法令により、権限と責任を委ねら
れた知事が行った処分が、国により取り消されるとい
う事態が生じています。地方自治の観点から大きな問
題がありますと表現されています。本当にそのとおり
だというふうに思います。
　(2)ですけれども、沖縄防衛局が提出した公有水面
埋立地用途変更・設計概要変更承認申請に対し、県が
不承認としたことについて、現状と今後の対応方針に
ついてお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県では、沖縄防衛局
から提出された公有水面埋立変更承認申請書につい
て、昨年11月25日に不承認とする処分を行っており
ます。沖縄防衛局が県の処分に対し行政不服審査法に
基づくとする審査請求を行ったことから、令和４年４
月８日に国土交通大臣は不承認処分を取り消すとする
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裁決を行うとともに、同月28日には当該申請を承認
するよう是正の指示を行いました。県は、沖縄防衛局
が固有の資格において不承認処分を受けたものであ
り、審査請求を行うことは認められないことなどか
ら、同年５月９日に国地方係争処理委員会に裁決の取
消勧告を求める審査の申出、さらに、是正の指示が国
の違法な関与であることから、同月30日にその取消
勧告を求める審査の申出を行ったところであります。
　県としては、国地方係争処理委員会による審査にお
いても、引き続き、今回の不承認処分は公有水面埋立
法に基づき適正に判断したものであることを主張して
まいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　先ほども言いましたけれども、辺野
古新基地は、これまで民意を無視して今建設が進めら
れています。翁長前知事が埋立承認を取り消して、そ
して今、国地方係争処理委員会に諮られている玉城知
事の下した設計変更不承認に対して、国のこの対応は
まさに民主主義を無視して地方自治を否定するもので
あります。今後、国地方係争処理委員会の結果によっ
て対応していくということになると思うんですけれど
も、玉城知事の後ろには辺野古新基地建設に反対する
圧倒的民意があります。そのことを忘れずに毅然と対
応していただきたい。それを申し上げてこの建議書に
ついては終わりたいと思います。
　２については先ほど言いました、ウクライナについ
ては取り下げさせていただきます。ただ、これは今多
くのウクライナ国民が国外へ避難しておりまして、日
本にもたくさん来ております。これからも来ると思い
ます。沖縄でも受入れが多くなってくると思いますの
で、長期に及ぶことも視野に入れながらしっかりと県
には対応していただきたいということを要望したいと
思います。
　それじゃ３ですけれども、北部広域医療センターの
進捗状況についてお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　公立沖縄北部医療セ
ンターの進捗状況について答弁いたします。
　北部医療センターにつきましては、現在、昨年度策
定した整備基本計画に基づき、建物の平面計画、それ
から備えるべき機能、内外のデザイン等を行う基本設
計業務に取り組んでいるところでございます。また、
設置主体となる一部事務組合については、構成団体の
県議会及び北部12市町村議会に対して規約案の説明
を行うなど、令和５年４月の設置に向けて準備を行っ

ております。今後は、北部12市町村及び建設地周辺
での住民説明会、全県立病院及び北部地区医師会病院
を対象とする転籍意向調査等、北部医療センターの早
期整備に向け取り組んでまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　この北部広域医療センターについて
は、ちなみに私は北部名護の選出でございますので、
これからもずっと聞いていきたいというふうに思って
いるんですけれども、２月に第２回協議会で279億程
度の整備費用がかかるという試算を示しているんです
が、その財源については前議会の段階ではまだ決まっ
ていないということだったと思っています。頂いた資
料がここにあるんですけれども、この中では既存の補
助制度では負担が大きいということで、新たな補助制
度を国に求めると、お願いするということになってい
ます。そのことについて少し、御説明していただきま
す。
　それから見通し、その補助制度、補助金が獲得でき
るかどうか、見通しについても少しお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　整備費用についての
財源ですけれども、現在既存のハード交付金という国
の補助事業がありますけれども、それは基準額方式で
ありますので上限が設けられておりまして、それを超
える分につきましては負担をしないといけないという
ことがございます。
　県としましては、現在内閣府の担当部署に対して、
新たな補助制度が必要との説明を行っているところで
す。要望している補助制度、具体的には総事業費に対
して補助率10分の８を乗じるなどの上限を設けない
形で制度の提案などの説明をしているところです。内
閣府のほうからは、新たな制度が必要な特殊事情、そ
れから北部医療センターの安定的な経営確保、離島・
僻地を含めた医療提供体制、名護市のまちづくりと連
携した病院整備などが課題、宿題としてこちらのほう
に投げられておりますので、今その調整を行っている
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　今の説明であった新たに要請してい
る補助金なんですけれども、これと既存の場合と、そ
の差額が幾らになるか今答えられますか。さきに言っ
ていないので、もし今資料がないというのであれば、
後で知らせていただいて結構ですけれども。もし分か
るのであれば。
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○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　まず具体的な額では
なくて、北部医療センターの整備費は、国庫補助金と
病院事業債の活用を想定しております。既存のハード
交付金を使った場合は、国庫補助金の上限額がござい
ますので、その残りについて病院事業債で賄うという
形にしております。その利息を含む元利償還金という
ものについては、設置主体である一部事務組合の病院
事業収益、それから残り２分の１は県の一般財源の繰
り出しで支援をするというふうな形となっているとこ
ろです。その場合、県のほうからの繰り出しについ
ては、総務省のほうからの普通交付税が25％ないし
40％の措置が見込まれるというふうな状況でござい
ます。すみません、詳細な数値については、まだ精査
中という感じでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　ありがとうございます。
　北部医療センターについては、職員の問題が以前か
ら指摘されているんですけれども、既存の診療科目に
加えて新たな診療科目を設定するということになって
います。当然ながら職員の数も必要になってきますけ
れども、両病院の正職員の転籍意向調査では77％と
いうことになっているようです。去年の調査より多く
なっているようですけれども、その辺がちょっと気に
なるところですが、必要な職員が確保できるのか、そ
の見通しについてお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　医療従事者の確保の
ための転籍意向調査、令和３年度に実施をいたしまし
た。両病院の職員、回答率55.9％の中で、開院時に
継続勤務が見込める割合が77％という結果でありま
した。ただ、この77％の方の中には、条件によって
は転籍してもいいというふうな回答も含まれておりま
すので、今年度は同じく転籍意向調査を行いますけれ
ども、給与、それから休暇制度などの具体的な質問項
目を組み込んで、どういう条件であれば転籍できるか
というところも詰めた形で、対象も増やして、その意
向を確認していこうというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　しっかり取り組んでいただいて、期
待したいと思います。
　それじゃ最後に１つだけ、ずばり聞きますけれど
も、2028年度の開院、これ予定どおりということで
よろしいですね。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　現在、予定どおり

令和10年度の開院に向けて調整を行っているところ
で、その予定は今、変更はございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　ありがとうございました。
　それじゃ次、４のＧＩＧＡスクール構想についてお
伺いをいたします。
　ちょっと休憩をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○山里　将雄君　それではＧＩＧＡスクール構想につ
いて。
　国の進めているＧＩＧＡスクール構想ですけれど
も、義務教育については、2020年度に前倒しで実施
をされています。しかし、拙速な実施となって課題が
今残っているというふうに認識しているんですけれど
も、その中において、この４月から高等学校において
１人１台の学習端末が――ＰＣ、タブレットの購入が
求められているという状況です。さきの２月定例会で
我が会派の瑞慶覧功議員の代表質問に、金城前教育長
が、高校生のタブレットについては購入費用の一部を
助成するという答弁がありましたが、改めて高校生の
学習端末、タブレット、ＰＣの公費負担についてお伺
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　学習端末につきましては、今後、学校や家庭など
様々な場面で生徒が日常的に活用することが重要にな
ると考えております。高等学校では、このような個人
が専有する教材等は自己負担が原則となっておりま
す。このため、保護者等が購入する学習端末の購入費
の一部を補助するとともに、県指定ＥＣサイトにおい
て、市場よりも低価格で購入できる環境を整備したと
ころであります。端末を購入できない低所得世帯の生
徒には、学校に整備済みの端末を貸し出すこととして
おります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　原則としては個人負担ということは
分かるんですけれども、沖縄のそういった非常に経済
的に厳しい家庭が多いという状況を踏まえれば、やは
り県として何らかの対応が必要だと思うんですよね。
４月19日に、名護市議会から要請があったと思いま
す。名護市議会では決議をしていますけれども、その
要請内容を少しお聞かせください。
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○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　名護市議会の要請につきましては、県立高校新入学
生への学習端末の公費負担を求める意見書により、次
の要請がございました。１、国はＧＩＧＡスクール構
想の高等学校への拡充に必要な予算措置等を行うこ
と、２、沖縄県は令和４年度県立高校新入生の学習端
末購入に係る保護者負担を撤回すること、３、沖縄県
は国の予算措置を待たず、公費によって学習端末を学
校備品として購入し、在学中は無償貸与することと
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　これは名護市議会ですけれども、ほ
かの市町村議会からも同様な要請が来ていると思うん
ですが、その状況はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　石垣市議会から県立高校における学習端末の公費負
担を求める同様の要望がございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　石垣だけなんですね。しかし、ここ
に書いてあるとおり、やはり各市町村がその対応に非
常に苦慮していると思います。保護者からもいろんな
声が来ていると思いますので、ですからこういった決
議をなされるというふうに思っていますので、本当に
その辺はお考えいただきたいというふうに思います。
　(2)ですけれども、学校現場の状況についてお伺い
します。
　４月から始まったんですけれども、学校現場では混
乱なくそれが対応できているのか。そこをお答えくだ
さい。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　高等学校においては、１人１台端末を活用した学び
が実施できるよう、ＧＩＧＡスクール推進リーダーを
定めるなど校内組織体制を整え、学校が主体となった
取組を進めているところです。県教育委員会では、２
学期からの本格運用の開始に向け、教員研修やＩＣＴ
支援員の派遣、授業でのＩＣＴ活用ガイド配付等を
行っております。今後とも学校との連携を図り、教員
のスキルアップやサポートの充実に取り組んでまいり
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　先ほどの答弁にもありましたけれど
も、確保するのが難しい生徒には貸出しをしていると
答弁があったんですけれども、どれくらいの数――こ

れまだ始まっていないんですかね。もう始まってい
る。どれくらい対応していて、どれくらいその準備が
あるのか。要するに十分なのか、その辺はどうでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時32分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　申し訳ございません。今、
台数の資料が手元にございませんが、要望がございま
したら、それに対応できるような必要な台数は整えて
いる状況です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　せめてそこはしっかりとやっていた
だきたい。でも、先ほど言ったとおり、やはり県の助
成というのは、真剣に考えていただきたいというふう
に思います。
　それから、名護市議会の要請の中の最初に、先ほど
答弁ありましたけれども、国はＧＩＧＡスクール構想
の高等学校への拡充に必要な予算措置を行うこととい
うことも含まれていまして、皆さんとしては、県の教
育庁として、国との折衝といいますか、国への働きか
け、沖縄の特殊事情を配慮した、そういった取組が国
にも必要だと思うんですけれども、そのことについて
国との調整とか、そういうことは行っているんでしょ
うか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　現段階で臨時交付金以外で高等学校の端末整備に充
てられる国庫補助金はない状況でございますが、県教
育委員会としましては、全国都道府県教育長協議会等
を通して、１人１台端末の整備環境に必要な経費につ
いて、現在、国に対し財政支援の拡充を求めていると
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　ぜひ国ともしっかりと調整していた
だきたいというふうに思います。
　この件については終わりまして、次、我が会派の代
表質問との関連について通告しておりますのでお伺い
します。
　まずは、上里善清議員の代表質問の農業についてに
関連して、ゆがふ製糖についてなんですけれども、上
里議員の代表質問の回答では、令和２年の農業生産額
は910億円程度ということでしたが、その生産額につ
いては答弁がなかったように思うんですが、サトウキ
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ビの生産量、それから生産額の推移等、答えることが
できたらお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　令和３・４年期の沖
縄本島地域におけるサトウキビの生産量は、約12万
1822トンとなっております。また、本島地域のサト
ウキビ生産額については、約29億3000万円となって
おります。ちなみに、昨年度２・３年期が、これ生産
量ですが12万5260トンということで、昨年度も今年
度と大体同じ量が生産されている状況であります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　サトウキビは、前から沖縄にとって
は非常に重要な基幹作物だというふうに思っているん
ですけれども、今生産量伸びていないといいますか、
大体同じ水準だという答弁でしたが、県にとってこの
サトウキビの生産というものはどんな位置づけとなっ
ていますか。これからやはり伸ばしていかなければな
らない、そういう位置づけでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　サトウキビは本県農
業の基幹作物であり、沖縄本島地域においても、製糖
業を通して、雇用機会を確保するなど、農家経済はも
とより、地域経済を支える重要な作物と認識しており
ます。このため県では、市町村、ＪＡ、製糖企業等関
係機関と連携しまして、ハーベスタ等の導入による機
械化の促進、または農作業受託組織の育成など各種支
援に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、沖
縄本島におけるサトウキビの生産振興に取り組んでま
いります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　老朽化が進んでいるこのゆがふ製糖
は本島唯一の工場ですから、早期の建て替えが必要と
いうことは共通の認識だと思っています。その建て替
えについて、県としては、既存の補助事業は事業主体
の費用負担が大きいと、難しいというふうに言ってお
りましたけれども、高率補助の要望をしているという
ことでしたが、その見通しについてはいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩

　　　午前10時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○○農林水産部長（崎原盛光君）　老朽化が著しいゆが
ふ製糖工場につきましては、沖縄本島地域のサトウキ
ビ生産振興や製糖工場の安定操業が重要であることか
ら、工場の老朽化対策の緊急性は高いと認識しており
ます。一方で、工場整備には多額の建設費用を要する
ことから、既存事業の活用だけでは事業実施主体の費
用負担が大きく、実施困難と考えております。
　このため、県としましては、引き続き、関係機関等
と連携しまして、高率補助による工場整備に係る具体
的な方策について検討を進めているところでございま
す。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　最近、会派でゆがふ製糖の皆さんと
少し意見交換をする機会があったんですけれども、県
がそういうふうに取り組んでいるということについて
は感謝しているということでしたが、老朽化が進んで
いることから事業化が見通せていないということに非
常に不安を持っておられるということでした。ぜひ早
めに事業を推進して、沖縄の農業振興の基盤をつくっ
ていただきたいというふうに要望して終わりたいと思
います。
　次に、比嘉京子議員の代表質問、知事の政治姿勢に
ついてに関連してお伺いします。
　知事の４年間の成果や実績、２期目への思い、決
意、それに関連してなんですけれども、知事に就任し
て４年間で多くの公約を知事は実現しました。経済や
教育、離島振興、何より復帰50年間変わらず県民に
押しつけられている基地問題に全力で取り組んできた
と思っています。またそんな中で、就任後４年の間に
豚熱の発生、首里城正殿の火災、新型コロナ感染拡
大、軽石漂着と異常な事態が次々と発生し、これまで
の知事も経験したことのない状況が続いたということ
でありました。困難な状況に向き合った４年間だった
と思います。次々に起こる事態に、県職員と共に取り
組んだその手腕は高く評価されてしかるべきものだと
私は思っています。
　これまで代表質問や一般質問で４年間の実績につい
て質問、答弁がありましたが、改めて知事の４年間を
振り返っての所感をお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　2018年10月に就任して以
来、私は、県民の生活の向上、暮らしの安定、そして
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県勢の発展のため、様々な項目について真摯にその実
現、課題の解決に向けて取り組んでまいりました。
291の公約を掲げ、その全てに着手をし、さらには公
約以外のＳＤＧｓの推進などをはじめとする、今の現
代社会において県行政がしっかりと取り組むべき新た
な課題についても、真摯に各部局の連携・協力をいた
だき、また職員には、そのＳＤＧｓマスターズという
ような形で積極的に各部局からも参画をしていただき
ながら、現代の様々な課題に対してしっかり取り組ん
でいこうという思いで努力を重ねてきたものというよ
うに、自分では振り返るとそのように思います。さら
には、議員おっしゃるとおり、首里城の火災による焼
失、豚熱、新型コロナウイルスの発生、さらには海底
火山の噴火による軽石の漂流・漂着など、この４年間
では災害級のそのような事象に対しても、県庁職員一
丸となって、昼夜分かたず、医療関係を含む様々な業
界、分野の方々と一致団結、協力して懸命に取り組ん
できた、その先頭に立って、私も頑張らせていただい
たというように思います。
　しかし、沖縄県には子供の貧困問題をはじめとする
新たな課題、そして基地問題などのこれまでまだ解決
が見られていない重要な課題などが山積しているとい
うことから、この任期をしっかりとそれらの課題解決
に向けて全うさせていただき、新時代沖縄のさらなる
先に向かって、これからも奮闘していく思いでありま
す。この４年間を振り返りますと、本当に職員の協力
によって様々な県の取組に真摯に向き合って、精励で
きたことに対してはまず心から感謝を申し上げたいと
思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　知事は、北部の振興についてもたく
さん取り組んでいただきました。北部圏域の振興につ
いて知事はどのような思いで取り組んで、そして何が
達成できたかお伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　北部振興は、県土の均衡ある発展と持続可能な県土
づくりを推進する上で重要であることから、県におい
ては、医療、福祉、教育など、様々な分野の取組を進
めてきたところでございます。具体的には、世界自然
遺産登録の実現、北部基幹病院の整備に向けた合意書
の締結、県立農業大学校の移転整備への着手、中高一
貫教育校の設置に向けた条例の改正、新本部大橋や金
武湾港海岸ギンバル地区の海浜整備などに取り組んで
まいりました。そのほかにも、全県的に取り組んだも
のとして、沖縄県希少野生動植物保護条例制定による

希少種保護対策の強化、こども医療費助成の拡大、中
高生のバス通学費の無料化などについても、北部地域
の振興に寄与しているものと考えているところでござ
います。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○○山里　将雄君　本当に北部についてもたくさん取り
組んでいただきました。感謝申し上げたいと思いま
す。
　最後に、知事は２期目の出馬を決意なさっていま
す。２期目に向けて北部圏域、北部振興についてどの
ように取り組むお考えか、お伺いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　まず県全体を振り返ります
と、この２年余の間に、コロナウイルスによる経済へ
の大きな打撃については、まさに経済の回復なくして
県勢回復なしというような思いで、観光関連産業の
方々とも協力をしながら、特に沖縄県の魅力は決して
失われたわけではないということを広く全国にも発信
をしていきながら、県全体の回復を図ってまいりたい
と思います。その上で、さらに北部振興について取り
上げますと、県土の均衡ある発展と持続可能な県土づ
くりを推進するという観点から、やはり北部振興は重
要だという位置づけは変わりません。新・沖縄21世
紀ビジョン基本計画に基づき、先ほど企画部長からも
幾つか答弁がありましたが、公立沖縄北部医療セン
ターの整備による安定的な医療提供体制の構築、中高
一貫教育校としての県立名護高等学校附属桜中学校の
令和５年度開校に向けた取組の推進、それから国内外
の来訪者等の増大に対応するための体系的な道路整備
やシームレスな交通体系の整備・拡充、世界自然遺産
に登録された沖縄島北部地域の環境保全と持続的な利
活用の両立を図る取組の推進と外来種対策へのさらな
る取組、そして、ＯＩＳＴ等を核としたイノベーショ
ン・エコシステムの構築による国際的な学術研究・観
光拠点の形成、離島北部市町村におけるテレワーク環
境の充実強化の支援、ワーケーションと連動した企業
誘致の推進などの施策をこれからも展開していくこと
というように位置づけております。これらの取組を通
じ、若者が定着する魅力ある北部圏域の活性化を図る
こととしております。また令和５年８月には、第７回
山の日全国大会が開催されるということになっており
ます。
　沖縄県としては、引き続き北部圏域の市町村と連携
して、持続可能な地域の活性化、魅力ある生活環境の
整備、雇用機会の創出にもしっかり取り組み、総合的
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に北部振興を着実に進めてまいりたいというように考
えております。
○○山里　将雄君　共に頑張っていきましょう。終わり
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　議長、休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○当山　勝利君　よろしくお願いします。
　てぃーだ平和ネット当山勝利です。
　１番の知事の政治姿勢について(1)、自衛隊のミサ
イル部隊配備と日米の基地共同使用との有機的な運用
は可能であり、そのことで攻撃目標の可能性が高まる
と考えますが、知事の所見を伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　１月７日の２プラス２共同発表では、日米は、「同
盟の役割・任務・能力の進化及び緊急事態に関する共
同計画作業についての確固とした進展を歓迎し」、
「南西諸島を含めた地域における自衛隊の態勢強化の
取組を含め、日米の施設の共同使用を増加させる」旨
が示されました。
　県としては、県内における日米共同訓練の激化等、
これ以上の基地負担があってはならず、ましてや沖縄
が攻撃目標とされるような事態は決してあってはなら
ないと考えており、引き続き、情報収集を行った上
で、適切に対応してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　今、知事公室長から答弁いただい
たとおりだと思うのですが、例えば2020年12月18日
に、ミサイル防衛に関する文書というものに、新たな
ミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛
能力の強化についてということがありまして、あくま
でも報道ベースですけれども、沖縄を含む南西諸島に
配備される地対艦誘導弾の射程距離を延ばしてスタン
ドオフ、いわゆる誘導弾、長距離の誘導ミサイルを配
備できるようにするというようなことが明記されてい
る。先ほど答えられた１月７日の共同使用の問題、そ
れから、それより前で報道ベースではありますけれど
も、米海兵隊の戦略として日米共同作戦計画がつくら
れた等々考えると、今進められている自衛隊のミサイ
ル部隊の配備というのが、本当に敵基地攻撃能力を持
つ、そしてまず優先されて攻撃される目標を持つ、そ
ういう基地になりかねないということと認識していま

すが、どのように皆様方は認識されていますでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　今議員から御指摘のあった件は、先ほど私、情報収
集を行うというような答弁をしておりますけれども、
県内の米軍及び自衛隊の施設における共同使用の増加
について、具体的な施設名も併せて、沖縄防衛局のほ
うに照会を行っております。施設・区域の共同使用
は、運用に係るより緊密な日米間の調整、相互運用性
の拡大などの観点から充実すべき日米協力分野の一つ
であると考えており、これまでも様々な検討を行って
きているということ、それから他方、日米間の具体的
なやり取りや検討状況については、相手方との関係や
情報保全などもあり、お答えを差し控えるというよう
な回答がございました。
　しかしながら県としましては、地元に与える影響が
大きい米軍及び自衛隊の運用については、県をはじめ
とする地元自治体へ速やかに情報提供が行われるべき
であると考えておりまして、引き続き米軍及び日米両
政府に対して機会あるごとに十分な情報開示について
求めるとともに、それらの情報に基づいて適切に対応
してまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　答弁は今までと変わらないですね、
過去のものと変わらないと思います。ただ、いろんな
状況が変わってきているし、敵基地攻撃能力というも
のが、その声が大きくなっているというのは、今の状
況だと思います。その中で状況が分からない、情報収
集されるということは、まだ情報が入ってこないとい
う中ですから、であるならば、状況が分からない中で
情報収集する、それから住民に説明するというのでは
なく、分からないならきっちりと分かるまで、このミ
サイル配備については反対すべきだと思いますがいか
がでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としては、県内の米軍基地を自衛隊と共同使用す
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ることは、県民の過重な基地負担の軽減につながるも
のではないことから、在沖米軍の県外または国外の分
散移転、ローテーション配備をより一層促進する必要
があるというふうに考えております。それは、議員御
指摘のミサイル配備を含めても同様であるというふう
に考えております。そのため、本土復帰50年に向け
た基地の整理縮小の要請におきまして、在沖米軍の県
外または国外への分散移転、ローテーション配備をよ
り一層促進すること、本土への分散移転・ローテー
ション配備に当たっては、米軍専用施設と比較して日
本政府が米軍の運用に責任を持つことにより、地元へ
の影響が軽減できる自衛隊基地の米軍との共同使用を
含め検討していただきたいというふうにしておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　これ以上議論しても平行線ですの
で、これは終わりたいと思いますけれども、しっかり
と対応していただきたいと思います。まずは、県民の
命を守るという方向でお願いしたいと思います。
　次(2)、那覇軍港において、日本政府はオスプレイ
機などの航空機の使用を認めているが、知事の所見を
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空
港に近接している那覇港湾施設において、復帰後50
年間行われてこなかった運用が行われることは、基地
と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民にさら
なる基地負担を強いるものであり、決して容認できま
せん。このため、県は６月15日に外務省沖縄事務所
及び沖縄防衛局に対し、厳重に抗議したところであり
ます。県は、米軍及び日米両政府に対し、那覇港湾施
設においては、５・15メモの使用主目的に沿って厳
格に運用を行い、今後、航空機の離着陸や訓練を一切
行わないよう、引き続き求めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　この件は、昨日も議論がありました
のでこれで終わりたいと思います。
　(3)に移ります。
　第28回那覇港湾施設移設に関する協議会におい
て、防衛省が示した軍港案は、県がこれまで面積の縮
小を求めていたが従前より示されていた面積と変わら
ず、さらに自然的環境を保全する区域に近づいてい
る。県の評価を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。

　県は、第27回移設協議会におきまして、民港部分
においては環境保全に最大限配慮することとしている
ことなどを踏まえまして、移設に必要な面積を検証
し、移設面積を可能な限り縮小していただきたい旨の
意見を述べております。また、県は第28回移設協議
会において、防衛省が報告した那覇港湾施設の代替施
設の位置及び形状案につきまして、５月24日に沖縄
防衛局に対し、自然的環境を保全する区域に与える
影響や面積の再検討など、これは10項目の照会を行
いまして、６月15日に回答があったところです。現
在、沖縄防衛局の回答内容を精査しているところであ
り、その結果については、知事等に報告の上、適切に
対応してまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　この件に関して、国は必ず整合性、
要するに民港と整合を図る形で決めていきたいという
ことの、整合ということ。あまりにも曖昧過ぎるの
で、港湾議会におきまして港湾組合のほうの見解を聞
いたところ、これは民港に対して影響がないこと、そ
れからもう一つは自然的環境を保全する区域に影響が
ないこと、この２点であるということを聞いており
ます。県のほうが照会をしたこの10項目にその件も
入っておりますので、ぜひ皆様方が求め、那覇港管理
組合を含め、構成団体である皆様方が求めているこ
と、特に面積の縮小であるとか、自然環境を守るとか
ということは必要だと思いますから、そこら辺はしっ
かりと求めていっていただきたいと思いますが、いか
がでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほども答弁させてい
ただきましたけれども、県は第28回移設協議会にお
いて、防衛省が報告した那覇港湾施設の代替施設の位
置及び形状案につきまして、沖縄防衛局に対して先ほ
ど10項目という答弁をさせていただきました。その
中には自然環境を保全する区域、潮流等に与える影響
ですとか、第２防波堤が自然的環境を保全する区域に
与える影響、それから環境保全への具体的な内容、面
積の再検討等を盛り込んでおりますので、そういった
照会事項というものをしっかりと精査した上で対応し
てまいりたいというふうに考えております。
○○副議長（仲田弘毅君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　私は民港に影響がない軍港が配置で
きるとも思いませんし、自然環境に影響が全くないよ
うな形で配置できるとは思っておりません。そこら辺
も踏まえて、この軍港ということ自体は、本当にあの
海を埋め立てて造るわけですから、本当に必要なのか
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ということも含め検討していただきたいと思うし、私
はあくまでも反対という立場は貫きたいと思っており
ます。
　次、行きます。
　２番、新・沖縄21世紀ビジョンについて。
　(1)、アジア経済戦略構想と新・沖縄21世紀ビジョ
ンについて伺います。
　そのアですが、アジア戦略構想から新・沖縄21世
紀ビジョンへの移行についてお伺いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えします。
　県では、平成28年３月にアジア経済戦略構想推進
計画を策定し、アジアの活力を取り込む各種施策を推
進してまいりました。同推進計画は令和３年度で終了
しましたが、関連施策は新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画に引き継がれております。今後も、成長が見込
まれるアジアのマーケットを取り込むことは、県経済
の成長・発展に引き続き重要であることから、新たな
計画に掲げたアジア経済戦略の関連施策を積極的に推
進してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　引き継がれているんですけれども、
まずこのアジア経済戦略構想、これまでのことに関し
て、その成果について伺いたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　アジア経済戦略構想推進計画の推進によりまして、
インバウンド需要の取り込みや情報通信関連産業及び
ものづくり産業の集積、沖縄からの農林水産品、食品
の輸出拡大等が図られております。中でも、沖縄から
輸出される飲食料品の輸出額、臨空・臨港型産業の新
規立地企業数、外国人観光客などの指標では大幅な伸
びを示しております。また、外部有識者で構成するア
ジア経済戦略構想推進検証委員会からは、これまでに
ない沖縄の産業、経済の成長に貢献したと評価された
ところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　その成果を今度は、新・21世紀ビ
ジョンのほうに引き継がれるわけですが、この成果を
今度はどう生かしていこうとされているのか伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。

○○商工労働部長（松永　享君）　アジア経済戦略の効
果的な推進が今後も図られるよう、引き続き商工労働
部におきまして、関連施策の進捗確認など総括的な役
割を担いながら、関係部局と連携して引き続き取り組
んでいきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　もう一つ、確認させてください。
　なぜアジアを取り込む政策が重要なのかという、そ
の認識を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　アジア諸国の経済発展を背景としまして、沖縄経済
は地理的な優位性を生かし、インバウンド需要や外国
資本の流入等が進み、アジアのダイナミズムを取り込
んだ発展のメカニズムが始動する兆しが見られたとい
うところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○当山　勝利君　（スクリーンに表示）　タブレット
のほうに今通知させていただきましたけれども、商工
労働部長がおっしゃったことは、まあそうなんです
が、そもそも論で言いますと、これは２年前ですか、
このアジア経済戦略構想をどう21世紀ビジョンに引
き継いでいくかというときに議論された中身の一つだ
と思います。要は、人口減少が起こっている。これは
もう2005年から起こり始めて、これは2050年ですけ
れども、生産年齢、若年人口、それが減っていくとい
う図です。ちょっと古いデータですけれども、最近の
ものを確認したらほぼほぼ傾向は全く同じだったの
で、分かりやすいのでこちらのほうを使わせていただ
いています。ここでは生産年齢と書いてあるので分か
りにくいんですが、結局これは何を意味するかという
と、逆に消費をする人口が減っていくということであ
ります。これは２月の代表質問でもさせていただきま
したが、消費する人口が減るということは、日本の内
需が減っていく。日本の内需が減るということは、日
本の経済がどんどん縮小傾向にあるということは間違
いないということを示しているものであります。その
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中にあって、アジアの経済をしっかりと取り込んでい
く必要があるということの一つとして、皆様方がこれ
を根拠にされたものと認識しておりますので、本来
だったらこれが、こういうこともあり、また沖縄が日
本の中ではアジアの位置に近いという地理的優位性も
ある。だから日本の経済を支える、また、沖縄の経済
を支えるという面で、アジア経済戦略構想もしくはア
ジアのこれからの経済を取り込む政策が重要であると
いうことが分かると思います。
　これだけ重要な政策ですから、やはりしっかりと全
体的な体制でもって取り組まなければいけないと思い
ますので、イになりますが、アジア経済を取り込むた
めの県の統括体制について、今どうなっているか伺い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　アジア諸国を中心とする海外の需要を取り込み、域
内に経済効果が波及する地域経済の好循環を図ること
が重要であると考えております。新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画に掲げたアジア経済戦略に係る取組に
つきましては、関係部局とも連携の上、商工労働部に
おいて総括的な検証・評価を行ってまいりたいと考え
ております。さらに、海外の有識者も交えた委員会を
設置し、今後の取組に対する提案や改善等について意
見をいただきながら、アジア経済戦略の効果的な推進
を図ってまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　今御答弁いただいた体制というの
は、もう既にしかれているというふうに理解してよろ
しいでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　商工労働部を中心とした取組というのは今年度から
スタートしてございます。あと、海外の有識者も交え
た委員会というところでございますが、こちらは今立
ち上げに向けて準備を進めているというところでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　ぜひ、重要な政策だと思います。要
は統括的な体制がなければ、こっちのほうに行くと
いったときに、それぞれ部署が分かれていますからベ
クトルを合わせなきゃいけない。そのベクトルを合わ

せるためにはどこかが統括しなければいけないので、
そういう意味でもこういう体制が必要だと思いますか
ら、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時７分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○当山　勝利君　（スクリーンに表示）　今通知させ
ていただきました。これは日本の現地法人、いわゆる
海外に進出している法人の仕入れの状況です。アジア
を例に取ると、調達先が現地と域内で74％を調達し
ているんですね、現地法人は。次の右側のページは販
売先です。アジアを例にすると、販売先は現地と域内
で78.6％なんですね。左上のアジアのところです。
それは何を意味するかというと、結局あくまでもこれ
は日本の法人ですけれども、仕入れは域内で、販売も
域内でということは、サプライチェーンがそこでもう
出来上がっているんですよ。だから外から物を売ろう
とか買おうというのはなかなかしづらい状況にあるわ
けですね。だけど沖縄県は、アジア経済戦略構想、ア
ジアの経済を取り込むというためには、そこにしっか
りと入り込まなきゃいけないんです、企業は。だけど
企業は中小企業が多いので、なかなかその体力はない
んですね。そこを県がサポートしなきゃいけないと思
います。だから大交易会にしたって、そういう販売す
るための窓口、接点をつくりましたよとか、渡航する
ためのお金は補助しますよとか、それじゃ駄目なんで
すよ。もっとしっかりとサポートできるような状況に
してあげないと、これだけサプライチェーンが組まれ
ている中で、中小企業がそこに入り込んでいくという
のは、ほぼほぼ無理に等しい。ですので、そこら辺は
考えていただきたい。
　１つの提案ですが、沖縄県の持っている海外事務
所、アジアに海外事務所があると思います。最近北京
もできたと聞いておりますが、北京とか上海とか香
港、シンガポールですか。そういう海外事務所を通し
て、しっかりとサポートしていく。現地にどういう企
業があってどういうものを欲しているのかとか、沖縄
県がどういうものがあるのかとか、そういうことも
ちゃんとリサーチしていただいてサポートしていくと
いう体制も必要かと思いますが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県内事業者の海外展開を後押しするためには、輸出
先国、地域における現地活動の支援が重要であるとい
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うふうに考えております。海外事務所では現在、現地
のビジネス慣習や法規制、消費者の嗜好やニーズなど
の情報提供、プロモーション活動の支援等を実施して
いるところでございます。事業者の皆様に海外事務所
を活用していただき、現地ニーズの把握やビジネス
パートナー探しなど、ビジネス拡大に向けた取組を連
携して行っていきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　ぜひよろしくお願いします。
　知事、これまでの議論、アジア経済戦略構想から
21世紀ビジョンに引き継がれたこの戦略はとても重
要だと思いますが、ぜひこれを成功させるための決意
等ありましたらお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、沖縄
県は海外に県の出先事務所を設けまして、現地法人と
県内企業との連携、それから現地での様々なその需要
とされているものの調査研究などを含め、広く県内か
らの企業の進出についてのサポートをさせていただい
ております。海外展開に関して一元的に支援する相談
窓口としては、沖縄県産業振興公社内にビジネスコン
シェルジュを設置し、県内企業の海外進出に関するサ
ポートも行っております。何といいましても、沖縄は
アジアのダイナミズムを取り込むという位置において
は、地理的優位性を有しているということ、それから
中国、台湾を含む、そのマーケットエリアの人口と、
それぞれの東南アジアに近いという距離的な優位性も
含めると、県外にいわゆる移出をしたい、輸出をした
いというような、そういう都道府県や企業との連携も
さらに沖縄の優位性として今後高まってくるものとい
うように思います。ですから、アジアをターゲットに
したその戦略を、アジア経済戦略構想が新・沖縄21
世紀ビジョンに引き継がれておりますので、そのこと
についてさらに関係機関と連携しながら強力に推進し
ていきたいというように思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　この件はこれで終わりますけれど
も、目の前には、大きな世界の工場と言われる国があ
ります。そこと連携するということはとても重要で
す。ですので、沖縄県の製造業というのはまだまだで
す。次やりますけれども。そういう意味においても沖
縄県の製造業を発展させていかなければいけないとい
うことで、次に移らせていただきます。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩

　　　午前11時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○当山　勝利君　今通知させていただきました。
　これは……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩
　　　午前11時13分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○当山　勝利君　すみません、スクリーンに表示はで
きないようなんですけれども、沖縄県工業連合会が琉
大のほうに委託してつくられたレポートなんですが、
まず沖縄県の製造業の現状というのがここに載ってお
ります。これは何を示しているかというと、沖縄県の
製造業の総需要、必要なものとして１兆8609億円ほ
どになっているわけですね。それだけが沖縄県で必要
とされている額なんですが、そのうち沖縄県でつくら
れているものが5193億円です。そのうち外から買っ
ているものが１兆3415億円ある。つまり、製造業で
これだけ１兆8000億以上のものが必要なのに、県内
でつくっているのは5000億程度しかないんですよ。
それだけ沖縄県の自給率は低いということがここで示
されております。
　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○当山　勝利君　今もう一つ通知させていただきまし
た。自給率の上昇シミュレーションというのが書かれ
ております。これは自給率を例えば３％、６％、９％
上げると、生産誘発額がこれだけ増えますよというよ
うなことで、自給率を数％上げるだけで効果が大きい
んですと。雇用者も万単位で変わってきますというこ
とのシミュレーションの結果なんですね。そういう意
味において、しっかりと県内自給率を上げるというこ
とが必要だと思いますが、その政策について伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　製造業の自給率シミュレーションから見ますと、自
給率上昇に伴う県内への経済波及効果が大きいという
ことでございます。県におきましては、製造業におけ
る商品や原材料の多くを県外からの移輸入に頼らざる
を得ず、県外に所得が流出し域内経済循環が不十分で
あるという状況にありまして、県内で自給できるもの
を増やし、安定的に供給する体制をつくる必要がある
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ということを考えてございます。
　そこで既存産業の技術力、あるいは商品開発などを
増強するということ、また、ものづくり産業の高度
化、具体的に言いますと、生産性の向上であるとか付
加価値の高い製品を開発するというような取組、ま
た、県内需要に応えられるようなサポーティング産業
を集積・振興していくことに取り組んでいるというと
ころでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　自給率が上がればこれだけの効果が
ありますよというのは皆様方ももう認識されていると
思いますので、頑張っていらっしゃると思いますけれ
ども、そのためにはしっかり取り組んでいただきたい
と思いますので、よろしくお願いします。
　やはり自給率を上げるためには、ものづくり産業を
県内で振興させるということがとても重要だと思うん
ですね、県内に今企業はないわけですから。ですの
で、イ、そのものづくり産業振興のための施策につい
て伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時16分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、これまでに県内企業の付加価値の高い製品
開発や生産性向上に向けた取組への支援に加え、高付
加価値製品を製造する企業等の誘致を進めるととも
に、バイオ関連産業の活性化に向けた研究開発や事業
化支援などに取り組んできたところです。
　県としましては、引き続きＩＣＴ活用などによる生
産性向上やサポーティング産業の振興、バイオ関連産
業の持続的な発展などに取り組み、ものづくり産業の
高度化や新たな産業の創出などに努めてまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　ものづくりの振興でいつも出てくる
のが、サポーティング産業というのがネックになって
いるようなキーワードになっているんですね。これは
ずっとこの何年間変わらない状況にあると思うんです
よ。いかにこのサポーティング産業をつくっていくか
ということを、皆様方は腐心されているというか、苦
労されているとは思うんですが、そこが解決しないと
なかなか上だけの企業ではどうしようもなくて、しっ
かりとそれを支える企業というのがないといけない。
そこら辺をどう解決しようとされているのか伺いま
す。

○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるように、県のものづくり産業の課題
というところは、最終製品をつくる過程で必要とな
る、基盤技術を提供するサポーティング産業の裾野を
広げるというところにございます。そのため、県では
平成22年に素形材産業振興施設を開設しまして、令
和４年現在で11社が入居しているという状況にござ
います。入居企業につきましては、工業技術センター
と連携して、新技術、新製品の開発であるとか、人材
育成をすることによって、さらなる充実を今後も図っ
ていきたいというふうに考えてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　このものづくりの件で意見交換させ
ていただいて、県の施策としてもっと粘り強くやって
ほしいと、ものづくりに関しては。やります、予算が
なくなったのでやめます、こんなんじゃ困ると。もっ
としっかりと支えてほしいという声もあります。ある
企業では、ものづくりの素地ができていないと言われ
ました。そこら辺はしっかりと、何が必要でどういう
ことが必要か、皆様方は企業の皆様方の意見をよく聞
いていると思いますから、しっかりと聞いていただい
て、先ほど言われたような裾野を広げるのであれば、
それに注力していただきたいと思います。
　次、移ります。
　３番、臨空・臨港型産業として誘致した企業の継続
的な支援が必要ではないか。県の取組について伺いま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、立地企業の成長に向けて、企業が抱える課
題の把握や取組の提案、検証などを進めるため、専門
家を派遣して一貫した経営支援に取り組んでございま
す。具体的には、共通ニーズを持つ企業による検討会
を立ち上げ、製造品の共同物流や金属部品の表面処理
加工など、課題解決に向けた仕組みづくりを行うほ
か、資材等の県内調達に向けたマッチングを実施して
おります。今後とも、きめ細やかな支援により、立地
企業の成長を促進し、県経済のさらなる発展につなげ
ていきたいと考えてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　ここで１つ提案というよりも、もの
づくりネットワーク沖縄の金城理事ですか、御提言が
ありました。これは何かといいますと、要はマッチン
グの部分において、企業と企業をマッチングさせて、
はい、後はどうぞ企業間でやってくださいねというや
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り方だと、大体失敗すると。確かに私も県外へ行って
視察して、1000件に１件、２件できたらいいぐらい
ですよねというような話――そこは全部一緒なんです
よ。企業と企業を会わせてどうですかといってお見合
いをさせて、お見合いの後はどうぞ皆さん勝手にやっ
てくださいなんですね。それだとなかなかうまくいか
ない。それじゃ駄目ですよと。沖縄県の場合は、しっ
かりと伴走型という言い方をしている。一緒に関わっ
て、当然技術を持っているところが関わって、しっか
りと技術を確立し、物をつくっていくということが必
要だとおっしゃっていました。そこら辺どのようにお
考えでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、国際物流拠点うるま地区立地企業支援事業
というものを実施してございまして、企業間のマッチ
ングの場を提供するということではなく、取引の成立
に必要な条件整理や改善支援、マッチング後のフォ
ローアップを行うなど、伴走型の支援を行っていると
ころです。また、製造業者が抱える技術的課題の解決
に向けては、専門家招聘事業や工業技術センターでの
各種支援メニュー等により、総合的な支援に取り組ん
でいるというところでございます。今後も企業の支援
ニーズを踏まえたきめ細やかな伴走型支援により、安
定的操業や事業拡大を促進していきたいというふうに
考えてございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　そういう体制ができていて、しっか
りと伴走型ができるのであれば、もっともっといい製
品がもっと出るはずなんですよね。ぜひそれがきちん
と成果が出るように頑張っていただきたいと思いま
す。
　次、移ります。
　４番です。発達障害への支援について。
　(1)、小中学校における発達障害を持つ児童生徒の
人数について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　発達障害のある児童生徒の人数を把握する調査は今
のところございませんが、平成24年の文部科学省の
調査によりますと、教員の見立てによる発達障害の可
能性のある児童生徒の在籍率は、全国で6.5％程度と
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　では伺います。
　特別支援学級とか通級指導教室とか、それぞれ、そ

のトータルでもいいんですが、小中学校何名いらっ
しゃいますか。分かりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　令和３年度の学校基本調査によりますと、沖縄県で
ありますけれども、特別支援学級に在籍する児童生徒
数は8305人、通級による指導で学ぶ児童生徒は2188
人となっております。これは小中学校についてであり
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　すみません、小学校で何名、中学校
で何名って出していただけますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時23分休憩
　　　午前11時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　まず、特別支援学級に在籍する生徒でありますが、
小学校が6058人、中学校が2247人、通級指導教室で
学ぶ生徒につきましては、小学校が1647人、中学校
が541人となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　それぞれにおいて、小学校、中学
校、大体児童生徒というのは半分ですから、小学校か
ら見て中学校は。それと人数比で考えれば、中学校の
ほうが減っていくんですよね。その減っている理由に
ついて伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　議員からお話がありましたとおり、クラス数が小学
校６学年から中学校は３学年に減少するため、生徒数
は減少するというふうに考えられますが、さらに、支
援が必要な児童に対し適切な手だてを行ったことによ
り、障害の状態が改善され、学びの場の変更が行われ
たこともその要因であるというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　小学校で特別支援、それから通級指
導で7700名、中学校で約2800名ぐらい、半分になっ
たら――もっと多いはずなんだけれども、中学校は。
もっとそれより少ないという数になっていますので、
先ほど指導が行き届いているからということで安心い
たしました。
　次(2)、小中学校における個別の教育支援計画及び
指導計画の作成状況について伺います。
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○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和３年度の個別の教育支援計画作成状況につきま
しては、特別支援学級では、小学校99.8％、中学校
99.5％、通級による指導では、小学校95.6％、中学
校87.4％となっております。個別の指導計画の作成
状況につきましても、おおむね同様の状況となってお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　いずれにしても高い割合で作成して
いただいているということですので、次、移りたいと
思います。
　小中学校における発達障害と思われる児童生徒の支
援について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　小中学校における発達障害の可能性のある児童生徒
への支援につきましては、保護者、児童生徒との合意
形成を図りながら、実態に応じて、座席配置の工夫、
文字の拡大、ルビ振り、支援機器の活用等の合理的配
慮を行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　ということは、そういう発達障害と
思われる児童生徒についてもちゃんと支援していると
いうことでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　支援計画に基づきまして、
しっかり対応しているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　支援計画はつくられているんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　必要な児童生徒に個別の支援計画を作成して対応し
ているところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　分かりました。ちょっと細かなこと
はまた別の機会にと思います。
　(4)、高等学校における発達障害を持つ生徒への支
援について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。

　高等学校における発達障害の可能性のある生徒への
支援につきましては、中学校高等学校連携協議会等に
おいて情報共有を行い、保護者、生徒との合意形成を
図りながら合理的配慮を行っております。また、生徒
の実態に応じて特別支援教育支援員の配置や通級によ
る指導も行っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　この支援については、何名程度の
方々が受けているんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時28分休憩
　　　午前11時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　人数につきましては、37
名となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○○当山　勝利君　中学校で2800名近くの方々が支援
を受けていて、高校に行くと、がくっと減るんですよ
ね。この現状はきちんと変えなければいけないと思い
ますが、教育長、どのように考えていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　今現在、高等学校において
は通級による指導に取り組んでいるところであります
ので、しっかりその学校の拡充等も図っていきたいと
思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時30分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　当山勝利君。
○○当山　勝利君　分かりました。人数があまりにも少
ないので、しっかりと高校生でもそういう特別な支援
を要する方がいらっしゃると思いますので、そこら辺
は高等学校に行っても安心して受けられるように、ぜ
ひしっかりと環境整備をしていただきたいと思いま
す。
　すみません、ウクライナ避難民の件はできませんで
した。申し訳ありませんでした。
　これで終わります。ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
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○○玉城　ノブ子さん　こんにちは。
　日本共産党の玉城ノブ子です。
　一般質問に入る前に所見を申し上げたいと思いま
す。
　まずは７月８日の金曜日、安倍元首相が街頭演説中
に、銃撃を受け御逝去されたことに対し、言論を暴力
で封殺するということは絶対に許してはならず、心か
らの哀悼の意を表明いたします。
　さて、６月23日、糸満市摩文仁で慰霊祭が行われ
ました。沖縄戦で20万人余の貴い命が失われまし
た。再び戦争の悲劇を繰り返させてはならない、県民
の譲ることのできない平和への決意です。玉城デニー
知事は平和宣言において、「沖縄は本土復帰50年の
節目の年です。（中略）しかしながら、今なお国土
面積の約0.6パーセントしかない沖縄に、日本全体の
米軍専用施設面積の約70.3パーセントが集中してお
り、米軍基地から派生する事件・事故、航空機騒音、
水質や土壌等の環境汚染など、県民は過重な基地負担
を強いられ続けています。辺野古新基地建設の断念を
求め、沖縄から世界へ平和の声をつなげ、二度と沖縄
を戦場にさせないために、核兵器の廃絶、戦争の放
棄、恒久平和の確立に向け絶え間ない努力を続けてま
いります。命ドゥ宝、子供たちが瞳を輝かせて全ての
人々が幸せだと実感できる希望に満ちた社会を今から
未来へ築いていこう」との力強い平和宣言がありまし
た。
　戦争の悲劇を繰り返させてはならないとの固い決意
の下に制定をされたのが平和憲法です。しかし今、憲
法９条改悪、敵基地攻撃能力の保有や防衛費の大幅
増、南西諸島へのミサイル部隊の配備など戦争のでき
る国へ突き進もうとする危険な動きが強まっていま
す。憲法９条を生かした平和外交でこそ、戦争のない
平和な社会を実現することができるのではないでしょ
うか。
　以上を申し上げ、質問を行います。
　１、戦争遺跡の整備・保存・継承について。
　(1)、沖縄戦の戦争遺跡の実態調査と現状、整備・
保存・継承についての取組について伺います。
　(2)、糸満市山城のマヤーガマ、真栄里の白梅の塔
に隣接するマチドーヌティラの保存・継承と平和学習
として利活用できるよう整備することについて伺いま
す。
　２、県民の命と暮らしを守ることについて。
　４月の消費者物価指数は2.5％の上昇で、光熱水
費、食料品などの生活必需品は4.8％という値上がり
をしています。企業物価指数は過去41年で最高の前

年比10％も上昇し、中小企業や個人事業者の経営を
脅かしております。このコスト増が価格に転嫁されれ
ば一層の値上げが家計を直撃いたします。現在の物価
高騰の原因は新型コロナとウクライナ侵略だけではあ
りません。日本だけが異次元の金融緩和を続けている
ことが異常円安をもたらし、物価上昇に拍車をかけて
います。
　以下、質問をいたします。
　(1)、コロナ禍において、燃油価格、物価の高騰が
暮らしと営業に深刻な影響を与えています。県民の負
担軽減を図るための緊急の支援が求められておりま
す。国に支援を要求すると同時に県の具体的支援につ
いて伺います。
　(2)、物価高騰による学校給食費の保護者負担の軽
減を図ることについて、県の支援策を伺います。
　３、子供の貧困対策について。
　(1)、就学援助の実施状況と今後の具体的な推進計
画について伺います。
　(2)、憲法で義務教育は無償と定めています。国に
学校給食費の無償化を求めるとともに、市町村と連携
して、無償化実現に取り組むことについて伺います。
　(3)、ヤングケアラー条例の制定と支援について伺
います。
　(4)、ひとり親や非課税世帯の中学・高校生のバ
ス・モノレールの通学費を無料にした成果及び拡充す
ることについて伺います。
　４、介護・障害福祉職員、保育士・幼稚園教諭の処
遇改善対策について伺います。
　５、農水産業の振興、地産地消の推進について。
　(1)、県内食料自給率を50％まで回復させるための
実効ある対策を取ることについて伺います。
　(2)、県として、地産地消を本格的に進めることに
ついて。
　そのための学校給食、病院、福祉施設などで数値目
標を定めて推進すると同時に、ホテル、民間事業者と
も協力して推進することについて見解を伺います。
　(3)、肥料、飼料の価格高騰で農家が大きな影響を
受けています。輸入粗飼料や配合飼料の価格安定のた
めの緊急措置を図るよう国に求めるとともに、県の支
援策についても伺います。
　(4)、施設園芸、菊、果樹等の資材、化学肥料の高
騰対策等を実施することについて伺います。
　(5)、漁業の燃料高騰対策を国に求めるとともに、
県独自の支援策を実施することについて見解を伺いま
す。
　６、ヘイトスピーチ条例の早期制定について伺いま
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す。
　７、県道82号線、潮平交差点の冠水被害対策につ
いて伺います。
　８、糸満市の南部病院跡地の利活用について。
　(1)、南部病院跡地の現状と今後の利活用について
伺います。
　(2)、南部病院跡地については、市民から、医療・
福祉関連の活用を図ってほしいとの要望が上がってお
ります。糸満市が計画している市民ふれあいセンター
について、県の対応策について伺います。
　９、我が党の代表質問との関連について。
　瀬長美佐雄議員の代表質問のデニー県政の成果と２
期目に向かう決意についてに関連して、以下の４点に
ついて伺います。
　公約で掲げたもののうち、取組の成果について伺い
ます。
　(2)、公約における推進中の取組の考え方について
伺います。
　(3)、公約以外で知事の取組の成果について伺いま
す。
　(4)、知事の２期目に向けた決意を伺います。
　以上でございます。
　答弁をよろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　玉城ノブ子議員の質問にお
答えいたします。
　まず、我が党の代表質問との関連についての御質問
の中の(1)、公約における取組の成果、及び(4)、２期
目の決意についてお答えいたします。なお、９の(1)
と９の(4)は一括して答弁をさせていただきます。
　私は、新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄ら
しい優しい社会の構築の３つの視点から公約として掲
げた291の施策全てに着手し、取組を進めてまいりま
した。新時代沖縄の到来では、国際競争力の高い魅力
ある観光地の形成を図るため、40億円の沖縄県観光
振興基金を設置したほか、企業の事業継承や従業員へ
の奨学金返還支援に対する補助の創設など中小企業へ
の支援の拡充、持続的な農業の発展を行うための沖縄
県農作物種苗生産条例の制定、沖縄県性の多様性尊重
宣言によるマイノリティーの尊重と共生の環境整備な
どに取り組んでまいりました。誇りある豊かさでは、
米軍基地問題について、辺野古新基地建設問題等に係
るトークキャラバンを行うとともに、全国知事会にお
いて日米地位協定の抜本的見直しに向けた連携を呼び
かけ、米軍基地負担に関する提言が全会一致で決議さ

れるなど、国民的議論を喚起する取組を積極的に展開
するとともに、去る５月には、平和で豊かな沖縄の実
現に向けた新たな建議書を取りまとめ、内閣総理大
臣、衆議院、参議院両院議長等に手交をしたところで
す。沖縄らしい優しい社会の構築では、子供の貧困対
策として、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を積み増
しして60億円とするとともに、沖縄県子どもの貧困
対策計画に基づく取組の着実な推進、こども医療費助
成――中学卒業までの通院費窓口無料化の拡大、中高
生のバス無料化、少人数学級の対象拡大、那覇みらい
支援学校の開校、北部地域への中高一貫教育校の設置
に向けた条例の改正、子どもの権利尊重条例の制定、
ヤングケアラーの実態調査の実施など、子供が健やか
に成長することができる社会の実現に向けた取組の推
進、性暴力被害者ワンストップ支援センターの拡充や
国際家事福祉相談所の設置など、誰もがお互いの人権
を尊重し合う共生社会の実現に向けた取組を推進して
まいりました。
　また、沖縄本島と北大東島を結ぶ海底ケーブルの整
備、粟国－那覇航空路線の再開、水道の広域化など、
離島の定住条件の整備、琉球歴史文化の日の制定や沖
縄空手世界大会の定期開催化、しまくとぅばの保存・
普及・継承に向けたしまくとぅばアーカイブロード
マップの策定など伝統文化の継承と発展に係る取組の
推進、世界自然遺産登録の実現、沖縄県気候非常事態
宣言、沖縄県希少野生動植物保護条例の制定による在
来種保護の強化、沖縄県クリーンエネルギー・イニシ
アティブの策定による再生可能エネルギーの導入拡大
の推進など、世界に誇る沖縄の自然環境を守る取組な
どを推進してまいりました。
　以上、３つの視点による取組に加え、今後10年間
の沖縄県の総合的な基本計画となる新たな振興計画に
ＳＤＧｓを取り入れ、従来計画の柱である経済と社会
の２つの基軸に、新たに環境の枠組みを加え、誰一人
取り残すことのない優しい社会の形成、強くしなやか
な自立型経済の構築、持続可能な海洋島嶼圏の形成の
基軸的な３つの基本方向を示しました新・沖縄21世
紀ビジョン基本計画を策定しております。このよう
に、291施策のうち、完了し継続して取組を推進して
いる８施策を含め、287施策について取組を推進して
いるところであり、その多くについて、前進させてき
たところであります。
　次に、２期目の決意についてお答えいたします。
　私は、知事就任後、祖先への敬い、自然への畏敬の
念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを大切にし、自
立、共生、多様性の理念の下、包摂性と寛容性に基づ
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き、経済、教育、離島振興、基地問題等、あらゆる分
野の施策に全力で取り組んでまいりました。今後も、
県民の命と暮らしを支える様々な施策を進めてまいり
たいと考えております。そして、誰もが輝き、誰もが
尊重され、そして誰もが、希望のうちに喜びを見つけ
ることが当たり前に実現する島、幸福が真に実感でき
る沖縄を目指してまいります。新時代沖縄のさらに先
へ、誰一人取り残すことのない、全てが県民のため
に、あらゆる課題の解決に向けて、県勢発展のため全
身全霊で取り組んでいくことを決意し、２期目の出馬
を正式に表明をさせていただいた次第であります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　半嶺　満君登壇〕
○○教育長（半嶺　満君）　１、戦争遺跡の整備・保
存・継承についての中の(1)、戦争遺跡の調査と現状
等についてお答えいたします。
　戦争遺跡は、沖縄県の歴史の正しい理解のために欠
くことのできないものであることから、その保存と活
用を図ることは重要と認識しております。県教育委員
会では、平成10年度から平成17年度に県内全域で分
布調査を実施し、1077か所の戦争遺跡の所在を確認
しており、戦争遺跡の文化財指定を促す文書を市町村
教育委員会に対して発出しているところであります。
　同じく(2)、マチドーヌティラの保存・継承につい
てお答えいたします。
　マチドーヌティラは、県教育委員会の分布調査で把
握された戦争遺跡の一つであります。マチドーヌティ
ラ等の戦争遺跡は、文化財保護法に基づく周知の埋蔵
文化財包蔵地として、開発行為に対し届出等の義務が
課されており、保護が図られております。
　県教育委員会としましては、地域の文化財は地域で
守るという観点から、当該市町村が主体となって保存
等を図る必要があると考えており、引き続き市町村教
育委員会における文化財指定への取組を助言してまい
ります。
　続きまして２、県民の命と暮らしを守ることについ
ての中の(2)、学校給食費の物価高騰における県の支
援策についてお答えいたします。
　現在、世界的な原材料価格の高騰により、学校給食
における食材費の価格も高騰しております。
　県教育委員会としましては、物価高騰の中、保護者
に新たな負担を課すことなく、これまでどおりの栄養
バランスや量の学校給食が提供できるよう、各県立学
校の給食食材費高騰分に対して国庫事業を活用し補助

を行うこととしております。また、県内市町村におい
ては、５月時点で９市町村が臨時交付金を活用する予
定と聞いております。
　続きまして３、子供の貧困対策についての中の
(1)、就学援助の実施状況等についてお答えいたしま
す。
　市町村及び県教育委員会では、子どもの貧困対策推
進基金を活用し、認定基準緩和や単価引上げのほか、
周知広報事業等に取り組んできたところであります。
これにより、令和２年度の受給者数は、平成27年度
に比べ5722人増の３万5261人となり、就学援助率
は、3.74ポイント増の24.1％で、全国２位となって
おります。今年４月には子どもの貧困対策推進基金が
新たに60億円規模に積み増されたところであり、今
後とも市町村と連携して就学援助の充実に取り組んで
まいります。
　同じく(2)、学校給食費の無償化についてお答えい
たします。
　学校給食費につきましては、学校給食法により、食
材費等は保護者が負担することとなっております。こ
うした中、県内において30の市町村が給食費の全額
または一部助成を行っております。また、経済的に困
窮している児童生徒には、生活保護や就学援助による
支援が行われております。
　県教育委員会としましては、市町村も含めた関係機
関と連携し、他県の状況も注視しながら検討していく
必要があると考えております。
　同じく(4)、中高生バス・モノレール通学費無料化
の成果と拡充についてお答えいたします。
　県では、一定の所得基準に満たないひとり親家庭及
び住民税所得割非課税世帯の高校生等を対象として、
令和２年10月１日からバス・モノレール通学費の無
料化を実施しており、令和３年度は約4400名の方を
認定しております。令和４年度は、所定の要件を満た
すフリースクールに通学する生徒を支援の対象に加え
たところであります。さらなる拡充につきましては、
持続可能な支援の在り方を踏まえ、調査・検討してま
いります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　１、戦争遺跡の整備・保
存・継承についての１の(2)、マヤーアブの整備・保
存・継承についてお答えいたします。
　平和創造の森公園内にあるマヤーアブについては、
崩落の危険性が高いことが判明したことから、平成
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30年４月以降閉鎖しております。一方、地元から現
況のままでの内部観覧について要望があったことか
ら、令和３年度に自然洞穴の景観を維持した上での補
強方法について委託調査を実施したところ、技術的に
困難であることが確認されました。そのため、有識者
検討会の意見を下に、説明板の設置やＷＥＢでの内部
観覧の疑似体験ができる３Ｄコンテンツの公開等を
行ってきたところであります。引き続き、マヤーアブ
の保存・継承と平和学習としての利活用に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　２、県民の命と暮らしを
守ることについての(1)、燃料価格を含む物価高騰に
係る国への支援要求等についてお答えいたします。
　コロナ禍の影響が長期化し、地域経済が疲弊する
中、ウクライナ情勢等の影響による物価高騰など、社
会経済活動へ大きな影響を及ぼしております。こうし
た状況を踏まえ、去る４月15日に地方創生担当大臣
に対し、物価高騰による県経済への対策に必要な財源
として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金の追加配分の要請を行ったほか、全国知事会と
も連携し、同交付金の財源確保について政府に働きか
けを行ったところです。今後とも、全国知事会とも連
携し、県民生活や経済活動への影響に緊急かつ機動的
に対応するため、同交付金の財源確保に向けて取り組
んでまいります。また、県は、今回の６月補正予算に
おいて、同交付金を活用し、公共交通事業者に対し燃
料高騰分の一部を補助する予算を措置したところであ
ります。引き続き、公共交通等の運行継続が図られる
よう取り組んでまいります。
　続きまして９、我が党の代表質問との関連について
の(2)、公約における推進中の取組の考え方について
お答えいたします。
　推進中の取組の中には、例えば、こども医療費助成
の窓口での完全無料化を着実に実施し、子供医療の拡
充に取り組むという公約があります。当該公約に基づ
き、令和４年度から、中学校卒業までの窓口無料化を
実現し、取組は大きく前進しましたが、子供医療の拡
充に継続して取り組んでいく必要があることから、公
約の進捗状況としては、完了ではなく、推進中と評価
を行っております。そのほかにも、沖縄県性暴力ワン
ストップセンターの体制を安定的に確保し、被害者支
援の充実、関係機関との連携強化に取り組むという公
約については、令和元年８月に沖縄県性暴力被害者ワ

ンストップ支援センターを病院拠点型に移行し、24
時間365日体制の運営に拡充、沖縄県ＬＧＢＴ宣言な
どマイノリティーの尊重と共生の環境整備に取り組む
という公約については、令和３年３月に沖縄県性の多
様性尊重宣言を発信、希少野生動植物保護条例を制定
し、固有種・希少種を含む在来種保護に取り組むとい
う公約については、令和元年10月に沖縄県希少野生
動植物保護条例を制定、北部地域への中高一貫教育校
の設置に取り組むという公約については、令和４年３
月に沖縄県立名護高等学校附属桜中学校の設置に向け
た条例を改正と、これら取組についても大きく前進し
ましたが、取組状況を踏まえた関係機関との連携強化
や環境整備等を引き続き行っていく必要があることか
ら、完了ではなく、推進中と評価したところです。
　続きまして同じく(3)、公約以外の取組の成果につ
いてお答えいたします。
　知事は就任以降、首里城の火災、豚熱や新型コロナ
ウイルスの発生、そして海底火山噴火による軽石の漂
着など、災害級の対応に迫られながらも、医療提供体
制の確保、観光関連産業をはじめとするあらゆる分野
における経済の回復を図り、県民の暮らしを支え、県
勢発展のため政策を推進しております。首里城火災に
ついては、再発防止に向けて、首里城火災に係る再発
防止策、首里城公園管理体制構築計画を策定するとと
もに、首里城復興基本計画及び首里杜地区整備基本計
画の策定、中城御殿跡地整備基本計画の改定等を行
い、復興に向けた取組を推進してまいりました。豚熱
については、陽性確定後、沖縄県特定家畜伝染病防疫
対策本部を即時に立ち上げ、多くの関係機関・団体の
協力の下、全庁体制の防疫措置により早期収束につな
げるとともに、発生農家への手当金等の支払い、沖縄
県独自の支援策である一時待機畜舎への補助や種豚供
給などの対策を講じました。新型コロナ対策について
は、コロナ本部への医療コーディネーターの配置や独
自の入院調整システムの導入等による迅速かつ適切な
医療提供、高齢者施設等への医療チーム支援等による
重症化の予防、一般無料ＰＣＲ検査の実施、接触者無
料ＰＣＲ検査の高齢者枠の拡充、抗原定性検査・陽性
者登録センターの設置、学校・保育ＰＣＲ、有症状の
小・中・高校生世帯への抗原定性検査キットの配布事
業など、全国に先駆けた検査体制の拡充などに取り組
んでまいりました。さらに、ＳＤＧｓの理念や方向性
を県政運営や新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に取
り入れるとともに、企業・団体等の参画・連携を促進
することで、ＳＤＧｓの全県的な展開を図ってきたと
ころであります。
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　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　２、県民の命と暮ら
しを守ることについての(1)、燃油価格、物価の高騰
に対する農林水産部の具体的な支援についてお答えい
たします。
　県では、今般の飼料価格の高騰を受け、畜産農家の
経営安定を図るため、酪農の優良乳用牛の導入費等の
補助、配合飼料価格安定制度の生産者積立金、及び粗
飼料の購入費用の一部補助を行うこととしておりま
す。また、漁業者に対しては、燃油高騰の影響を緩和
する対策として、燃油費の一部を補助することとして
おります。
　続きまして５、農水産業の振興、地産地消の推進に
ついての(1)、食料自給率向上の取組についてお答え
いたします。
　本県の食料自給率は令和元年度概算値で、カロリー
ベースで34％、生産額ベースで63％となっておりま
す。今般のウクライナ情勢等による資材価格高騰など
により、食料安全保障並びに食料自給率向上の重要性
は、一層高まっているものと認識しております。
　県としましては、各種生産振興対策、担い手の育
成・確保や経営力強化、生産基盤整備の促進、耕作放
棄地を含む農地の有効活用など、農林水産物の生産拡
大による自給率の向上に努めてまいります。
　同じく５の(2)、地産地消の推進についてお答えい
たします。
　県では、第４次沖縄県地産地消推進計画において、
学校給食やホテルにおける県産食材利用率の目標を設
定し、県産食材の利用促進に取り組んでおります。さ
らに、県産食材を積極的に活用する飲食店をおきなわ
食材の店として登録し、同計画において、登録店舗数
の目標を設定し、制度のＰＲ等を通じて、登録店舗数
の拡大を図っているところです。
　県としましては、引き続き、関係部局や関係機関と
連携しながら地産地消の推進に取り組んでまいりま
す。
　同じく５の(3)、飼料高騰対策に係る国への要望と
県の支援策についてお答えいたします。
　県では、飼料費の高騰対策として、新型コロナウイ
ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、飼料価
格高騰緊急対策事業（配合飼料）を実施しており、
国、生産者、飼料メーカーが積立てを行う配合飼料価
格安定制度において、生産者積立分の一部を補助する
こととしております。また、粗飼料価格高騰緊急対策

事業については、輸入粗飼料の乾牧草及び稲わらの購
入価格の一部を、県内の酪農家や肉用牛農家に対し、
補助することとしております。
　県としましては、これらの事業により畜産農家の経
営安定につなげてまいります。
　同じく５の(4)、施設園芸に対する生産資材価格高
騰対策についてお答えいたします。
　今般の生産資材等の価格高騰は、施設園芸農家の経
営継続への影響が懸念されるなど、強い危機感を持っ
ているところであります。このため、生産資材価格高
騰対策として、加温機を導入しているマンゴー農家に
対し、省エネに取り組む産地へ補塡金を交付する国の
セーフティーネット構築支援、また、菊農家に対し、
電照栽培のＬＥＤの導入など、経営安定化対策に取り
組んでいるところであります。なお、肥料高騰への対
応については、国の動向を注視しつつ、今後、農業経
営に影響が生じないよう努めてまいります。
　同じく５の(5)、漁業の燃料高騰対策に係る国への
要望と県独自の支援策についてお答えいたします。
　県は、漁業者に対する燃油高騰対策として、国の新
型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金によ
り、１億8702万5000円を予算措置し、燃油費の一部
を補助する燃油費緊急支援事業を進めているところで
あります。本事業では、沖縄県内の全漁業者を対象
に、燃油価格の高騰分の費用について、８分の１から
最大４分の１を補助することとしております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さんの答弁途中で
ありますが、時間の都合もありますので、午後に回し
たいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後１時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前の玉城ノブ子さんの質問に対する答弁を続行い
たします。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　２、県民の
命と暮らしを守ることについての(1)のうち、燃油価
格、物価の高騰に対する具体的支援についてお答えし
ます。
　観光事業者は、新型コロナウイルス感染症に加え、
原油高騰・物価高騰により経営に大きな影響を受けて
いるものと認識しております。県では、独自のおきな
わ事業者復活支援金を給付するほか、観光業界の意見
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を聴取した上で、影響を受けている観光事業者への支
援策として、赤字企業であって、事業計画を策定した
事業者に対する従業員規模に応じて最大600万円を補
助する経営サポート、貸切りバスの利用促進、レンタ
カーの送迎車両の燃料費支援などを実施してまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　３、子供
の貧困対策についての御質問の中の(3)、ヤングケア
ラー条例の制定と支援についてお答えいたします。
　ヤングケアラーへの支援については、子どもの権利
尊重条例の全ての子供はその尊厳にふさわしい生活を
保障される権利を有するとの規定に基づき、今年度
は、児童生徒を対象とした実態調査や、ヤングケア
ラーなど困難を抱える家庭への訪問支援、福祉・介
護・医療・教育等の職員を対象とした研修を実施する
こととしております。また、独自の条例制定の可能性
については、他県の事例等の調査研究を行っていきた
いと考えております。
　次に４、介護・障害福祉職員、保育士・幼稚園教諭
の処遇改善対策についての御質問の中の(1)、介護・
障害福祉職員、保育士等の処遇改善対策についてお答
えいたします。
　県では、国の経済対策を踏まえ、介護職員等の処遇
改善を図るため、令和４年２月から賃金引上げを行う
事業所等に対し、補助することとしております。介
護・障害福祉職員については、令和４年４月までに申
請があった3891事業所に対し、約12億6000万円の
交付決定を行い、６月末から補助金の交付を開始した
ところです。保育士については、令和３年度分として
申請のあった923施設分に当たる約３億4000万円の
補助金を市町村に対し交付しております。
　次に６、ヘイトスピーチ条例の早期制定についての
御質問の中の(1)、ヘイトスピーチ条例の早期制定に
ついてお答えいたします。
　県では、条例制定に向け、有識者等からの意見聴
取、県外自治体条例の取組状況の調査、県内市町村へ
の実態調査などを行うとともに、那覇地方法務局との
意見交換を行っているところです。全ての人々の人権
が尊重されることは、平和で豊かな社会にとって重要
であり、人権を侵害する不当な差別的言動は許される
ものではないと考えており、検討を重ねながら、令和
４年度中の制定を目指して取り組んでまいります。
　以上でございます。

○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　島袋善明君登壇〕
○○土木建築部長（島袋善明君）　７、県道82号線、
潮平交差点の冠水被害対策について(1)、道路の冠水
対策についてお答えいたします。
　県道82号那覇糸満線の当該地域は、道路が周辺よ
り低いことや、海抜も低く満潮時には、排水機能が低
下することにより冠水しやすい地域となっておりま
す。これまでに、県では、道路の対策として、側溝の
詰まりを解消し、早めに排水処理ができるようグレー
チングを増設しております。また、下水道の対策とし
て、糸満市は令和３年度までに白川１号雨水幹線の整
備を完了し、令和４年度から白川２号雨水幹線の整備
に取り組むこととしております。
　県としましては、引き続き、糸満市と連携して抜本
的な対策を行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○○病院事業局長（我那覇　仁君）　８、糸満市の南部
病院跡地の利活用についての御質問の中の(1)、旧県
立南部病院の土地の利活用についてお答えいたしま
す。８の(1)と８の(2)は関連しますので、一括してお
答えします。
　旧県立南部病院土地は、昭和54年、当時の松下電
器産業株式会社から県の医療及び福祉に貢献したいと
の理由により無償譲渡され、昭和57年に県立南部病
院として、平成18年４月からは、友愛会南部病院と
して活用がなされてきたところであります。現在、同
土地については、糸満市が市社会福祉センターや市立
図書館等から成る市民ふれあいセンターの設置構想を
検討しており、令和３年12月には、県に対し用地取
得に係る要請を行ったところであります。
　病院事業局としましては、今後、県の公有財産管理
運用方針等に準じ、県庁内部での利活用の有無や糸満
市の意向も踏まえ、検討を行っていきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　御答弁ありがとうございまし
た。
　再質問をいたします。
　戦争遺跡の整備・保存・継承についてでございます
けれども、国定公園内の戦争遺跡の現状はどうなって
いるでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
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　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　失礼しました。
　国定公園内の戦争遺跡は96遺跡でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　特に、なぜ国定公園内の戦争遺
跡について再質問しているかと申しますと、国定公園
内の戦争遺跡については、整備・保存を急ぐべきだと
いうふうに思っております。なぜ沖縄戦が起きたの
か、住民犠牲や一家全滅がなぜ起きたのか、その実態
をやっぱり全国全県に発信していくということが必要
だし、次世代に内容を継承していくということも必要
です。国定公園内の遺跡の整備・保存については、県
としても、市町村と連携を取りながら、早急に整備を
進めていただきたいというふうに考えておりますがい
かがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時38分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　戦争遺跡の文化財指定等につきましては、市町村教
育委員会と協力して実施をすることになりますので、
先ほども申し上げましたが、文化財指定を促す文書等
も発出しておりますので、しっかりと連携を図ってい
きたいと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひ、積極的に整備・保存・継
承ができるようにしていただきたいというふうに思い
ます。
　あとヤングケアラーについてですけれども、学級担
任を対象にしたアンケートで、ヤングケアラーと思わ
れる子供たちが1088人、うち学校生活に影響が出て
いる子供は523人いるとの答弁で、次年度、児童生徒
を対象とした実態調査やヤングケアラーなど困難を抱
える家庭への訪問支援、関係職員向け研修を実施する
との答弁がありました。早めに具体的な支援につなげ
ていくことができるような体制づくりを進めていただ
きたいというふうに思っていますが、いかがでしょう
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　ヤングケア
ラー等の実態調査、アンケートにつきましては、今現

在、アンケートの発出に向けての準備を進めていると
ころでございます。これがアンケートを実施して取り
まとめるのがもう少し後になりますので、支援につき
ましては、この実態調査の結果を待つことなく、これ
までに要対協等で把握をされている家庭であるとか、
困難を抱える家庭に対しての食支援等を通して、家庭
を訪問しまして、家庭状況を把握して必要な支援につ
なげていく、このような支援というのは、アンケート
結果に先立って、実施をしていきたいというふうに考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひ子どもの権利尊重条例は、
子供が適切に育つ取組、その尊厳にふさわしい生活を
送る権利が明記されておりますけれども、私はその趣
旨を基本にして条例制定をぜひ進めていただきたいと
いうふうに思っています。具体的な支援につなげてい
くためには、条例制定が重要ですので検討していただ
きたいと思いますが、知事どうでしょうか。ぜひお願
いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　独自の条例の制定の可能性
については、他県の事例等の調査研究を行っていきた
いと思いますが、まずは今年度、児童生徒を対象とし
たヤングケアラーについての実態調査、それからヤン
グケアラーなどを抱える家庭への訪問支援、福祉・介
護・医療・教育など、様々な関連する分野での職員、
教員の方々への研修を実施することによって、よりヤ
ングケアラーの実態の把握に近い報告も上がってくる
であろうと思いますので、その実態調査等含めて、ど
のような支援の形態を取るべきかについてしっかり検
討してまいりたいと思います。
○○玉城　ノブ子さん　ちょっと休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事（玉城デニー君）　子どもの権利尊重条例の中
での条例の改正、もしくは新たな独自の条例の制定に
ついても併せて検討してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　どうもありがとうございます。
ぜひよろしくお願いいたします。
　次、バス・モノレールの通学費の無料化の件なんで
すけれども、これが実施されたことによって本当に多
くの人たちが大変助かっているという声がございま
す。先ほどの件で、実績の人数と金額について、再度
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答弁をお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和３年度は約4400名の認定をしておりまして、
決算額につきましては、全体で約３億3700万円と
なっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　今、やっぱり非課税世帯が対象
になっているんですけれども、ただそうじゃない皆さ
ん方からも、１日2000円、月４万円の通学費の負担
が出るという御家庭の声もあるんです。大変厳しいと
いうことがございますので、ぜひ無料化の対象を非課
税所帯だけではなくて拡充してほしいという、とても
大変切実な要求として、声として出ているんだけれど
も、検討していただきたいと思うんですがいかがで
しょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　令和４年度は所定の要件を
満たすフリースクールに通学する生徒を支援の対象に
加えてまいりました。今後の取組につきましては、バ
ス通学費等の高額負担者を支援することで学校の選択
や入学後の学生生活にどのような効果が生まれるかど
うかを把握するために、各県立校通して、高校１年生
及び２年生の保護者を対象に通学の実態等についての
アンケート調査を７月後半まで行う予定であります。
８月までに調査結果を取りまとめ分析をし、令和５年
度からの支援に向けて関係部局と調整する予定でござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　ぜひ支援の拡充をよろしくお願
いいたします。
　次に、介護・障害福祉、保育士・幼稚園教諭の処遇
改善なんですけれども、ここは女性が多く働いている
介護や保育、障害施設のケア労働は、高度な専門性を
持つ仕事でありながら低賃金であるというのが当たり
前にされてきたんです。平均給与は、全産業平均より
月10万円も低いという実態が長らく放置されてきて
おります。その影響でケア労働で働く人材も確保でき
ないという厳しい状況にあります。処遇改善は大変重
要になっておりますので、今後とも処遇改善に取り組
んでいただき、国にも要求していくことが必要だとい
うふうに思いますがいかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　介護・障害
福祉職員等の処遇改善を図るということで、今般１
人当たり約9000円相当の報酬改定を行うということ

で、今現在手続を進めているところでございます。こ
の補助金というのが９月までの取組となっておりまし
て、10月以降は介護報酬であるとか、保育であれば
公定価格の中でそれが手当てされてくるということに
なります。この介護報酬等の加算が適切に行われるよ
う周知をしっかり図っていきたいというふうに考えて
おります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
○○玉城　ノブ子さん　これについては継続して、支援
の拡充が必要だと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。
　あとヘイトスピーチ条例ですけれども、川崎市がス
ピーチ条例制定をしていますが、日本国憲法及び日本
国が締結した人権に関する諸条約の理念を踏まえて、
あらゆる不当な差別の解消に向けて一人一人の人間、
尊厳を最優先する人権、尊厳、平等とも多様性を尊重
した条例をということで、実施しております。川崎市
は全ての市民が不当な差別を受けることなく個人とし
て尊重をされ、生き生きと暮らすことができる条例の
制定を前文で述べております。ぜひ、インターネット
上でのヘイトスピーチも大きな問題になっております
ので、それも含めて規制をしていくことが必要です。
川崎市の条例も参考にしながら実効性のある早期の条
例制定が求められておりますけれども、デニー知事の
決意を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今、部局においては、先進
地の条例の内容についてもしっかりと精査をさせてい
ただいております。また、罰則規定等々についての可
能性ですとか、あるいはＳＮＳ、いわゆるインター
ネットの中におけるヘイトスピーチの捉え方等々、懸
命に今、その条例化に向けてどのような内容で整備し
ていくかについて検討しておりますので、またそこも
加速化してまいりたいと思います。
○○玉城　ノブ子さん　どうもありがとうございます。
　先ほど、玉城デニー知事の２期目に向かう力強い決
意も伺いました。県民の命と暮らしを守って、誰一人
取り残さない沖縄らしい優しい社会実現に頑張ってい
ただきたいというふうにお伝えいたしまして、質問を
終わります。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　よろしくお願いいたします。
　沖縄が日本に復帰して50年の節目を迎えました。
今年は沖縄にとって、また日本にとって、沖縄の本土
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復帰は何だったのか、このことがずっと問い続けられ
る１年になると思います。
　そこで伺いますが、知事は去る５月にこの新しい建
議書を政府に手交いたしました。米軍統治下にあった
沖縄の人々はなぜ祖国復帰を望んだのか、見解をお聞
かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○○企画部長（儀間秀樹君）　お答えいたします。
　昭和46年に作成されました復帰措置に関する建議
書によりますと、米国施政権下にあった沖縄において
は、排他的かつ恣意的に膨大な基地が建設されるとと
もに、軍事優先政策の下で、政治的諸権利が著しく制
限され、基本的人権が侵害されてきたと記されており
ます。また、平和経済の発展は大幅に立ち後れ、いわ
ゆる基地公害や米軍人・軍属の犯罪、基地があるがゆ
えに発生する人権侵害の問題は深刻であったとされて
おります。このような状況下に置かれていた当時の県
民の心情として、「平和憲法の下での基本的人権の保
障」を願い、「基地のない平和の島としての復帰」を
強く望んでいたと記されております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　私は1974年に生まれました。復帰
後の世代の一人です。沖縄戦で私たちの島は捨て石に
されて、戦後はサンフランシスコ講和条約によって切
り捨てられ、そうした私たちの沖縄の歴史の中で、な
ぜ私たちの父や母、祖父や祖母の世代がみんなで島ぐ
るみで立ち上がって日本を祖国と呼び、復帰運動に立
ち上がったのか分からなくなった時期もありました。
そのときに、当時復帰運動に立ち上がった先輩たちに
お話を聞くと、皆さん迷わず、それは日本国憲法の下
に帰りたかったからなんだ、国民に主権がある、基本
的人権が尊重される、そして何よりも二度と戦争をし
ない、そう誓った憲法の下に帰ろうとあのときみんな
頑張ったんだよと先輩たちからお聞きしました。その
話を聞いて、この島で生まれ育った県民として本当に
誇らしく思いました。1972年の５月15日、確かに私
たち沖縄は本土に復帰をいたしました。しかし、それ
はあくまで施政権の返還であり、あの頃私たちの先輩
たちが望んだ祖国復帰は本当の意味ではまだ実現して
いないのかもしれません。復帰から50年たった今の
沖縄のこの現状を見ると、そう思わざるを得ません。
　知事は復帰から50年に当たり改めて日本国憲法の
理念を追求することをこの新たな建議書の中に求めま
した。新たな建議書に込められた日本国憲法への知事
の思いをお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

○○知事（玉城デニー君）　平和で豊かな沖縄の実現に
向けた新たな建議書、去る５月にも岸田総理大臣に直
接手交させていただきましたが、その建議書において
は、日本国憲法が保障する民主主義や地方自治につい
て、正当な手続により示された民意や地方公共団体が
自らの判断と責任で行政を運営するという原則を尊重
し、日本国憲法に掲げる理念の追求に向け不断に取り
組むことを建議書において求めたものであります。こ
れは50年前の復帰に当たって、平和憲法の下での基
本的人権の保障や地方自治権の確立、基地のない平和
の島としての復帰を強く望んだ県民の思いと、全国の
地方公共団体に共通する原則的な考えを引き続き尊重
する必要があるという考え方に立って、併せて建議を
したものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　やはり憲法の理念というのは、私た
ちの復帰への思いの原点だと思います。しかし今50
年たって、日本政府がやっている沖縄への姿勢という
のを見ると、本当に私たちの――特に地方自治は尊重
されているのかと思います。県民投票の民意は無視さ
れ、翁長雄志前知事が行った埋立承認の撤回、玉城デ
ニー知事の設計変更の不承認、これもまるでなかった
かのように、今も新基地建設が強行されております。
地方自治は今も沖縄では、ないがしろにされているの
ではないかと思います。
　そこでお聞きしたいのですが、この新たな建議書の
中で知事が書かれている、この辺野古新基地建設を断
念させ、基地のない平和な島を目指していく、この新
しい建議書をぜひこれから先の、次の50年で私たち
本当の意味で実現していかないといけないと思います
が、この決意をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　新たな建議書においては、
復帰前の時代、復帰から50年間、そして今なお残る
課題とこれから沖縄が目指していく未来像を含めて建
議書として取りまとめさせていただきました。当然、
先ほども申し上げましたけれども、日本国憲法が保障
する国民の権利、主権在民、基本的人権の尊重、平和
主義、そして私はもう一つあえて加えるとすれば、国
際協調という言葉も必要だと思います。
　昨今では、我が国を取り巻く国際情勢を踏まえ、ア
ジア太平洋地域において武力による抑止力が国・地域
間の緊張を過度に高め、不測の事態が起こることがな
いよう最大限の努力を払うべきであるということも建
議書に織り込ませていただきましたし、平和的な外交
を対話により緊張緩和と信頼醸成を図ることで、地域
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の平和の構築に寄与するということがまさしく憲法で
求める日本国としての諸外国との協調・連携の姿であ
るということを、我々はこの建議書でも再確認をして
おくべきであるという思いを込めて記述させていただ
いたものです。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　ぜひそのためにも、この地方自治の
尊重というところをこれからも求めていっていただき
たいと思います。
　米軍統治下の時代、キャラウェイ高等弁務官が沖縄
の自治は神話だと言い放ちました。しかし私たちの先
輩たちは、自らの手で主席公選を勝ち取り、サンフラ
ンシスコ講和条約という国際条約の厚い壁を破って復
帰を実現しました。私は沖縄の歴史を学ぶたびに、自
治は神話ではなく自ら立ち上がり勝ち取っていくもの
だということを沖縄の歴史から学んできたつもりで
す。ぜひ、知事には県民と力を合わせて、この建議書
の実現に向けて頑張っていただきたいと思います。
　それでは続いて、米軍機の飛行訓練による県民生活
への影響について伺います。常駐機や外来機による騒
音被害の実態はどうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　県では、平成９年度以降、市町村と連携して航空機
騒音の常時監視を実施しており、令和３年度の測定
結果速報値では、嘉手納飛行場周辺22地点中８地点
で、普天間飛行場周辺15地点中３地点で航空機騒音
に係る環境基準値を超過しております。令和２年度と
比較しますと、嘉手納飛行場周辺で、嘉手納Ｂ局と知
花局の２地点、普天間飛行場周辺で、新城局の１地
点、環境基準値を超過した地点が増えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　嘉手納基地も普天間基地も、昨年に
比べて環境基準を超えている地域が新たに増えてい
る。全然基地の負担軽減になっていないことが明らか
になっていると思います。
　再質問では、この嘉手納基地について中心に伺って
いきたいと思います。
　嘉手納基地、これまでも常駐機による被害は深刻で
したが、この頃は外来機の飛来によってさらに状態は
悪化しております。嘉手納基地の騒音被害、夜間訓練
飛行の実態はどうなっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局の調査によりますと、令和３年度の嘉
手納飛行場の離発着回数は４万1997回で、前年度

の４万7886回と比べ5889回、12％減少しておりま
す。一方で、外来機の離発着回数は１万1974回と、
前年度の１万1061回と比べ913回、約８％増加を
しております。それから夜間・早朝の離発着訓練は
1849回で、前年度の1362回と比べ487回、約36％増
加しており、特に外来機の夜間・早朝の離発着回数は
787回で、前年度の492回と比べ295回、約60％増加
をしております。
　また、嘉手納飛行場周辺の令和３年度の航空機騒音
測定結果速報値では、夜の22時から翌朝６時までの
月平均の騒音発生回数については、欠測などにより参
考値扱いとなった地点を除きまして、前年度との比較
が可能な20地点全てで前年度より増加をしていると
いう状況にございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　嘉手納基地、本当に深刻な事態なん
ですよね。私たち県議会にも毎議会のように嘉手納町
からの陳情が上がっております。この間、軍特委員会
で嘉手納町議会の皆さんとの意見交換に行きました。
嘉手納基地全体がひどいのですけれども、その中でも
特にパパループ、この地区が本当にひどいと。住宅地
からも近く、それなのに一番訓練が激しいところに
なっているというふうに言っています。
　このパパループの騒音状況についてお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　パパループに近いロータリープラザに設置されてお
ります嘉手納Ｂ局について、令和３年度の速報値で
は、航空機騒音に係る環境基準値を超過している状況
にあり、夜の22時から翌朝６時までの月平均の騒音
発生回数についても156.4回と、嘉手納飛行場周辺で
最も多い地点となっております。また、１日当たりの
騒音継続の累積時間が最も長い地点となっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　本当に殺人的な騒音だと聞いており
ます。これまで政府は繰り返し、在沖米軍基地の目に
見える形での負担軽減と説明していますが、実態は全
く名ばかりで、これではもう新たな基地の大幅な負担
増だと思います。この姿勢を絶対に許してはいけない
と思うんです。県民の安全・安心より米軍の訓練が優
先されている、米軍基地の訓練が優先されている、こ
ういった状況をやはり私たち黙っていてはいけないと
思います。この異常な米軍機の訓練の中止を求めるこ
と、そして特に、このパパループの使用は即時に中止
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をする、このことを強く求めるべきだと思いますが、
いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　嘉手納飛行場のパパループですけれども――これは
第353特殊作戦航空団区域の開発計画に伴いまして、
ＭＣ130特殊作戦機等の一時的な駐機場として使用さ
れているほか、外来機の使用も確認されております。
同飛行場をめぐりましては、昼夜を問わないエンジン
の調整、訓練、外来機の度重なる飛来や暫定配備に加
えまして、パパループの一時使用など負担軽減と逆行
する状況にあると言わざるを得ません。
　こうしたことから県としては、騒音及び悪臭防止対
策の強化拡充は解決すべき喫緊の課題であるとの認識
を持っておりまして、昨年11月に同飛行場の騒音軽
減が図られるよう内閣官房長官に要請したところであ
ります。それから、令和２年８月には、知事が嘉手納
町長と面談をして現場も視察しておりますし、同年６
月には、当時の知事公室長が嘉手納基地の第18航空
団司令官キャリー准将と面談をしまして、特に住宅地
域に近いパパループの使用をめぐって、地域住民から
騒音、排気ガスといった健康被害等を含めて非常に深
刻な状況にあるということを伝え、改善を求めたとこ
ろであります。それから私も４月に知事公室長を拝命
いたしまして、４月13日に道の駅かでなの展望塔か
ら嘉手納飛行場を視察いたしました。その際、嘉手納
町の當山町長から丁寧な御説明をいただきまして、地
域が抱える課題等を直接伺いまして、周辺住民が厳し
い状況にあることをより一層実感いたしました。
　県としましては、引き続き嘉手納町とも連携し、あ
らゆる機会を通じて日米両政府に対し、パパループを
使用しないよう求めていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　嘉手納町も三連協も、そして沖縄県
もずっと抗議の声を上げているのにもかかわらず、改
善されておりません。この沖縄防衛局が測定もしてい
るわけですよ。実態を知っているのに何ら米軍に働き
かけることができない、本当に堕落だと思います。
　そこで提案をしたいのですが、沖縄県は20年前に
嘉手納基地周辺の健康影響調査を行いました。その調
査結果では、長年の航空機の騒音による聴力の損失あ
るいは低体重児の出生率の上昇、幼児の身体的・精神
的影響など、こうしたことが調査によって明らかに
なって、日米両政府に訴えるその一つの資料となりま
した。あれから20年たって、基地の負担はさらに増
加しているわけですから、私はいま一度この嘉手納の

皆さんの健康のことが大変心配です。これ沖縄県が率
先して――日米間の合意事項も守られていないわけで
すから、こうしたことを明らかにするためにも、この
基地周辺地域の健康被害調査、これを行うべきだと思
いますがいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員から御質問の基地周辺の健康被害調査につきま
しては、県におきましては、今年度より沖縄振興特別
交付金を活用いたしまして、夜間の航空機騒音の実態
把握を行うとともに、健康リスクの評価を実施したい
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　20年前の県の調査は、爆音訴訟の
裁判でも資料として使われた大変貴重な資料になりま
した。今回は、この米軍戦闘機の騒音データを基に、
健康リスクを評価する内容になると聞いております
が、これ、もっとより因果関係が明らかになると思う
んです。
　今回、県が計画している健康被害調査の特徴、そし
て今後のタイムスケジュールなどをお聞かせくださ
い。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　令和４年度より実施を検討しておりますこの健康調
査につきましては、まず騒音による健康への影響につ
いては、特に睡眠障害による影響が懸念されているこ
とから、県では沖縄振興特別交付金を活用いたしまし
て、夜間の航空機騒音の実態把握を行うとともに、健
康リスクの評価を実施したいというふうに考えており
ます。具体的には、令和４年度におきましては、嘉手
納飛行場周辺５地点の航空機騒音測定機器を航空デー
タが収集できる機器に入れ替えいたします。それを踏
まえまして、令和５年度よりデータの収集を実施した
上で、得られたデータを基に夜間の騒音コンター図―
―騒音の地図を作成し、専門家による健康リスクの評
価を実施する予定としております。この事業の実施に
より得られました夜間航空機騒音がどれだけ心疾患や
高血圧症といったリスクを高めるか、いわゆる健康リ
スクの評価を行った上で、その結果を基にして夜間騒
音に係る環境基準等の設定を国に求めていきたいとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　今国際的にはＷＨＯとかも研究が進
んでいるそうです。ぜひ、そうした知見も活用しなが
ら、実態を明らかにしていただきたいと思います。



– 349 –

　続いてですが、住宅地上空の飛行訓練、これも日常
的に行われていると思いますが、実態はどのように
なっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　米軍による飛行訓練については、嘉手納飛行場や普
天間飛行場のみならず、伊江島補助飛行場、北部訓練
場、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン等の周
辺においても騒音被害を発生させておりまして、地域
住民の生活環境に深刻な影響を与えております。この
ため県は、これまで航空機のさらなる安全確保を求め
るとともに、住宅地上空の飛行回避や航空機騒音規制
措置の厳格な運用について、米軍及び日米両政府に対
して求めてきたところであります。今後とも引き続
き、軍転協などと連携を図りながら、粘り強く働きか
けていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　住宅地上空を飛ぶなという、こうし
た決議は私たち県議会も上げているわけなんですが、
その実態が明らかにされていないと思うんです。
　再質問の中では、特にオスプレイが配備されるとき
は、これが大問題になって建白書にもつながるわけで
すけれども、このオスプレイがヘリモードで私たちの
頭の上を飛んでいるのがもう日常の風景となっていま
す。こうした状況は日米合意の違反ではありません
か。このオスプレイの市街地上空の飛行について実態
は把握できていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　オスプレイの運用については、平成24年９月に、
できる限り学校や病院を含む人口密集地上空を避ける
ことや、米軍の施設及び区域内においてのみ垂直離着
陸モードで飛行し、転換モードでの飛行時間をできる
限り限定することなどの日米合同委員会合意が公表さ
れております。平成24年12月に県が求めた飛行状況
の検証に対し、平成25年７月に、日本政府は当該合
意に基づき飛行運用を行っているものと認識している
と回答しております。
　県としては、米軍の裁量に委ねられた当該合意事項
に基づく飛行運用は、県民不安の解消につながるもの
ではないと考えておりまして、引き続き軍転協と連携
し、日米両政府に対しまして、日米合同委員会合意事
項の徹底的な遵守や飛行実態の確認を求めてまいりた
いと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　この合意事項ではできる限りと書い

てあるわけですが、これ毎日のように飛んでいるわけ
です。これは絶対許してはいけないと思うんです。
　続いて、低空飛行訓練の実態はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　米軍機の低空飛行につきましては、令和２年12月
末から翌年１月にかけて慶良間諸島周辺で、また、令
和３年２月に国頭村辺戸岬周辺で、いずれもＭＣ130
Ｊ特殊作戦機が行ったことが確認されております。
　県としては、県民の生命、生活及び財産を守る立場
から、こうした低空飛行の事案に強く抗議するととも
に、提供施設・区域外における訓練を実施しないこと
や県民に不安を与えるような低空飛行を行わないよ
う、日米両政府に求めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　昨年、この低空飛行が大きな問題と
なり、私たち議会でも議論がありました。私たちの党
から、県民から目撃情報を募ってはどうかということ
を提案し、沖縄県もその調査事業を行いました。どれ
ぐらいの目撃情報が寄せられていますか。また、その
目撃場所が多かったのはどの市町村ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　米軍の行う低空飛行訓練などの諸活動については、
全容把握が困難です。このため県では、一般県民等か
らの情報提供が米軍や日米両政府への働きかけを行う
際の根拠資料の一つになり得ると考え、高知県や岡山
県など他の自治体を参考にしまして、昨年６月１日
から８月31日まで、県のホームページ上で低空飛行
に関する目撃情報の募集を行いました。調査の結果
ですけれども、合計で135件の目撃情報が寄せられま
した。市町村別にいきますと、那覇市が41件、浦添
市が32件、西原町が15件というふうになっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　今回の調査は、低空飛行に限った調
査になっています。でも、こうした実態を明らかにす
ることが、日米両政府に求めていく上でも大変大きな
材料になると思います。今、県は頑張っていますけれ
ども、一方で県民の中にも運動があるわけです。この
米軍機の横暴勝手な飛行を日常的に目撃している県民
が情報を寄せ合っている。ツイッター上でＯＨアラー
トというアカウントがあります。県民が暮らしの中で
目撃した米軍機の飛行情報をリアルタイムで共有して
注意喚起をしています。このＯＨアラートのアカウン
トですが、公室長はこれ御存じでしょうか。知ってい
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ればその見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　報道によれば、そのツ
イッターのハッシュタグ機能を使いまして、米軍機の
飛行情報を共有し、問題飛行の可視化を試みる一般の
方々による取組で、2018年２月に開始されたと承知
しております。また、同取組では、機種や目撃の時
刻、場所などの情報のほか、画像や動画も投稿される
ことがあるとのことでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　このＯＨアラートに寄せられてい
る目撃情報、昨年の１年間で５万623回、米軍機がい
つ、どこで、どんな機体がどんなルートで飛んでいる
かがデータ化されております。昨年の県が行った調査
は低空飛行を対象にしたものでしたが、しかし、県民
が不安に思っているのは低空飛行だけではありませ
ん。この住宅地の上空であり、深夜・早朝の爆音被
害、こうしたこともみんな不安なんですよ。日米合意
ですら守られていない今の現状をしっかりと明らかに
する必要があると思います。そのためにはこの沖縄の
異常な日常、米軍機の飛行について可視化する、こう
したことが今大切だと思います。
　県民からのこの目撃情報をもっと本格的に集めて、
このデータを解析する、分析する。そして日米両政府
に求めていくときの資料にしていく、こうした取組が
必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県においては、情報収集の一環としましてＯＨア
ラートによる投稿を参考とすることもございます。例
えば、昨年９月に発生しましたＦ15戦闘機によるフ
レア誤射事故につきましては、ＯＨアラートの投稿に
誤射と思われる画像を確認しております。今後、県に
おいて同取組をどのように活用できるかについては、
研究してまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　私たち、この異常な日常に慣れては
いけないと思います。県民と力を合わせてしっかりと
求めていきたいと思います。
　続いての質問ですが、沖縄らしい優しい社会の構築
について、デニー知事がずっと柱に据えて頑張ってき
た取組だと思います。
　最初に生活困窮者の自立支援の成果についてお聞か
せください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　お答えいた

します。
　県及び市が実施しております生活困窮者自立支援事
業の令和元年度から令和３年度までの３年間の実績
は、速報値ではありますが、新規相談受付件数が５万
5414件、自立支援プランの作成件数が9362件となっ
ております。同プラン等による継続的な支援を行った
結果、1816人が就労し、697人が増収につながって
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　玉城県政になってコロナが襲いか
かってきました。こうした中で休業などにより収入減
となり、家賃が支払えない、追い出されるかもしれな
い、こうした相談も多かったと思います。
　次に、こうした住居の相談について、住居確保給付
金という事業があると思いますが、その実績はどう
なっていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　住居確保給
付金は、離職等により住居を失った方、または失うお
それの高い方に対しまして、求職活動などを条件に一
定期間家賃相当額を支給するというものでございま
す。令和元年度から令和３年度までの県及び市の実
績は、新規支給決定件数が4881件、支給額が約11億
8523万円となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　本当にこの事業によって、家を追い
出されることなく暮らせた方が大変多くいらっしゃい
ます。一方で、実際に住居を失い、ホームレス同然と
なって相談に来る方も多くいらっしゃいました。こう
した住居がないと、私たちは相談を受けても生活保護
の申請をしようにも、居住地がないと申請ができな
い、こういった壁があります。そうしたときに、玉城
県政の下で一時生活支援事業というものをやっている
と思いますが、この実績はどうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　一時生活支
援事業は、住居を持たない方や不安定な居住形態のあ
る方に対し、一定期間衣食住などの日常生活に必要な
支援を行うというものになっております。令和元年度
から令和３年度までの県及び市の実績は、利用件数が
676件となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　この生活困窮者の自立支援というの
は、本当に玉城県政の中ではすごく力を入れてきたも
のだと思います。もちろん国のほうも事業をやってい
るわけですが、国が示した目標値と比較して県の取組
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はどうでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　国におきま
しては、生活困窮者自立支援制度の効果について、毎
年度支援の目安値というものを設置しているところで
ございます。令和元年度から令和３年度までの県事業
の実績は、支給相談受付件数、プラン作成件数、就労
支援対処者数において国の目安値を大幅に上回ってお
りまして、一定の成果が現れているものと考えており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　続いて、ひとり親家庭への支援策に
ついての成果をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　県では、市
と連携をしまして、平成30年度から令和３年度まで
の間、看護師等就職に有利な資格取得のための訓練を
受けるひとり親619人に対し、生活費の補助をしてき
たところでございます。また、一時的に生活援助や保
育のサービスが必要になったひとり親家庭に対するヘ
ルパー派遣につきましては、1099件となっておりま
す。このほか、民間アパートを活用し、生活、就労、
子育て、子供の学習等を総合的に支援するゆいはぁと
事業を行い、同じく平成30年度から令和３年度まで
の間、139世帯を支援しております。これらによりま
して、収入の向上でありますとか、債務整理等の家計
の改善、生活環境の改善が図られております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　コロナ禍の中で大きな影響を受けた
ひとり親家庭への支援を頑張ったことに敬意を表した
いと思います。
　続いてですが、新年度注目をされているのが、新た
な子どもの貧困対策計画です。知事はこの貧困対策基
金60億円を積み立ててその活用に当たっていると思
うんですが、その取組についてお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今年３月に
第２期沖縄県子どもの貧困対策計画を策定いたしまし
た。第１期計画の最終評価で得られた成果やヤングケ
アラーなどの新たな課題を踏まえまして、困窮世帯
の割合など45の指標を設定しまして、若年妊産婦の
支援など165の重点施策を掲げているところでありま
す。具体的には、今年度に60億円規模に積み増しを
しました子どもの貧困対策推進基金を活用しまして、
若年妊産婦の居場所の整備やひとり親の支援、教育に
係る負担軽減など、貧困の連鎖を断ち切るための総合

的かつきめ細やかな支援に取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　先ほど聞いたひとり親家庭の支援に
ついては、厚労省のメニューを活用されていると思い
ます。この新たな子どもの貧困対策計画の中では、そ
の基金を活用して、また県独自の取組も進められてい
ると聞いています。先ほど聞いた実績の中で、ひとり
親の保護者の方が国家資格を取得して就労につなげて
いくというメニューがあるわけですが、ただお話を聞
くと、やっぱり国家資格だとなかなか難しくて手が出
せない。こうしたお母さんもいると聞きました。もっ
と就労につながるような様々な資格もあると思いま
す。また技術もあると思います。こうした就労支援と
いうのも必要だと思うんですが、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　県では、ひ
とり親家庭の生活基盤の安定を図るために、勤務条件
や転職など就労関係の改善に役立つ技能習得支援を実
施しておりまして、その受講中の子供の一時預かり等
の子育て支援も併せて実施しているところでございま
す。簿記や電子関係事務の講座を実施しているところ
でございまして、当初は那覇校のみで実施をしており
ましたが、希望者が多かったことから、転職等に有利
な資格取得の機会を拡充するということで、令和２年
度からうるま校を開校しているところでございます。
令和３年度の両校の実績としましては、転職した方が
10名、処遇改善につながった方が12名となっており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　続いてですが、そのひとり親世帯の
方たちにヘルパーを派遣する事業があります。これが
大変好評で、その活用が広がっているわけですが、こ
れひとり親家庭だけじゃなくて、やはり今なかなか核
家族も進んでヘルパーの支援が必要だという家庭も多
いそうです。近年、ヤングケアラーの課題とかも見え
てきたわけですが、このヘルパー派遣事業について
も、やはり基金を活用して拡充すべきだと思います
が、いかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　ひとり親家
庭に加えまして、令和４年度から新たに子どもの貧困
対策基金を活用しまして、低所得の子育て家庭に対し
ても、自立のための資格取得や就労、疾病などにより
一時的に生活、保育のサービスが必要になった場合に
ヘルパーを派遣する事業を実施することとしておりま
す。対象は、子供を養育している非課税世帯としてお
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りまして、ひとり親に限らず、ヤングケアラーの支援
にもつながるものというふうに考えているところで
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　ひとり親世帯が安心して就労するために、学童保育
の利用というのはすごく大切だと思います。しかし、
全国と比較して沖縄県の学童保育の利用料はまだまだ
高い状況です。ひとり親家庭の放課後児童クラブの利
用料減免制度、喜ばれておりますが、今後この基金を
活用してもっと拡充できないのか、この点についても
お聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　県では、ひ
とり親家庭や低所得世帯を対象にして、放課後児童ク
ラブの利用料の負担軽減を行う市町村に対し、負担軽
減に要する経費の一部を補助するひとり親家庭等放課
後児童クラブ利用支援事業というのを実施しておりま
す。これは、昨年度までは貧困対策推進基金を活用し
て実施しておりましたけれども、今年度からはソフト
交付金を活用しまして、事業を拡充して実施していく
こととしております。具体的には、保護者が負担する
放課後児童クラブの利用料の半額――上限が5000円
ということで設定しておりますが、これを減免する制
度を有する市町村に対し、市町村の負担額の４分の３
を県が補助するという仕組みになっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　予算も増えて、対象が広がることを
期待したいと思います。
　玉城県政の下で子供の貧困対策、様々な取組が行わ
れましたが、中でも、この子ども食堂に代表される食
の支援の事業が大きな役割を果たしたと思います。そ
の実績と評価をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　食支援連携
体制構築事業――おきなわこども未来ランチサポート
という愛称で実施をしております。令和２年10月か
らスタートしている事業でございます。実績としまし
ては、県内58の協賛企業から約71万6000点の食品の
寄贈をいただきまして、61の団体に延べ1923回の配
付をしております。これを通しまして、子供の居場所
であるとか、その先にある子供のいる家庭に対して食
品を届けることができたというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　この食の支援自体もすばらしいので

すが、やはり私が思うに、この仕組みをつくったこと
が一番大きかったのではないかなと思います。行政だ
けじゃなくて企業の皆さん、ボランティアの皆さん、
地域、こうやって県民みんなが力を合わせて子供の貧
困の解決をやろうというふうになったことが大切だと
思います。この沖縄子どもの未来県民会議、この仕組
みをしっかりと今後も継続する必要があると思いま
す。
　この食の支援だけではなくて、子育てに必要な衣類
や様々な道具があると思いますが、県民も何かしたい
と感じている方も多いと思うんです。そうしたリサイ
クルの仕組みなども、こうした子どもの未来県民会議
とかでさらにやることができないか、その点について
はいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　今現在こど
も未来ランチサポートでは、食料支援を基本としてお
りますけれども、例えばリクルートスーツであるとか
マスク、また、各企業から頂いている日用品なども、
子供の居場所等を通して必要としている家庭に提供
したという実績はございます。また、食品だけでは
なく、先般の子ども調査においても、衣類を買えな
かった経験があると答えた家庭の割合も困窮世帯では
50.5％という結果がございますので、そこについて
のニーズもあるかというふうに考えているところでは
ございますが、各家庭から衣類の提供を受けるに当た
りましては、サイズ、種類、季節であるとか、多種多
様な問題がございます。状態によっては使用できない
物であったり、保管場所の確保であるとか、そういっ
た様々な課題があるというふうに考えております。衣
類等の提供体制については、より身近なところでの取
組というのが効果的ではないかというふうに考えてお
りまして、今関係団体等でも実施をされているという
状況がございますので、そういった情報共有を図って
いきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　課題はあると思いますが、ぜひ県民
と力を合わせてクリアしていただきたいと思います。
　最後に、那覇の中心商店街の治安が悪化している問
題です。
　住民からの苦情に対する県警の対応をお聞かせくだ
さい。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　那覇市中心商店街がある牧志や松尾地域におきまし
ては、酔客による騒音やけんか、口論等の110番通報



– 353 –

のほか、商店街関係者の方から騒音等に関する相談を
受けております。こうした声を受け、県警察では、管
轄する那覇警察署を中心に、夜間における警戒のほ
か、関係機関、団体等と連携した現場調査、会議の開
催、合同防犯パトロールなどを実施しております。そ
の他、平和通りなどアーケード街における進入車両や
駐車車両などの違反車両に対する取締りのほか、商店
街の事業者に対する指導等を実施しております。
　県警察といたしましては、引き続き夜間における警
戒活動、防犯情報の提供や指導、違反車両に対する取
締りのほか、関係機関・団体等と連携した合同防犯パ
トロールなどの各種活動を実施してまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　これまで地域の方が県警に通報して
も、店舗への注意喚起、お願いなどはするけれども、
それ以上の対策を取ってくれないと聞いております。
　確認ですが、こうした騒音問題について、風営法や
軽犯罪法、こうした法で取り締まることは可能なの
か、その点についてお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○○警察本部長（日下真一君）　お答えいたします。
　騒音事案に対する県警察の対応でございますが、騒
音事案へ対応するための法律につきましては、風俗営
業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のほか、
軽犯罪法がございますが、いずれの法律におきまして
も、騒音について直ちに検挙することができるもので
はありません。まず、前段の風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律における騒音事案につきま
しては、立入調査を踏まえた行政指導や行政処分によ
り違法状態の解消を行っているところでございます。
また、軽犯罪法における騒音につきましても、指導に
従わなかったことを対象としているものでございま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
○○比嘉　瑞己君　すぐに厳罰を科せというわけではな
いのですけれども、ぜひ地域と協力してこの解決に力
を尽くしていただきたいと思います。
　終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○○仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派おきなわ南風、仲宗根悟です。
　一般質問を行いたいと思います。

　実は、梅雨の真っただ中でしたけれども、会派一緒
にヤンバル、国頭村、東村のほうへ視察に行きまし
た。私が住んでいる読谷村からも夜は星空が見えるこ
とは見えるんですけれども、ヤンバルはもっと見える
んだろうなと期待しながら行ったんですが、あいに
く、アンシェ　スーマンボースーヌ　カコマーサッ
ティ　アメフイナヤーもありまして、見ることはかな
いませんでした。実は、読谷村、見えないことはない
んですけれども、隣の嘉手納飛行場の水銀灯がまぶし
くて、星が半分しか見えないんです。これも基地被害
なんですよね。それでヤンバルに非常に期待しなが
ら、車に５名便乗しながら行ったんですが、その翌朝
にヤンバルクイナが道を横断するのに遭遇しまして、
ウッサナーのウフッチュがですよ、大きな声でもう、
わーと騒いで、あれぐらい感嘆したのはまた久しぶり
だなというふうに思いました。会派視察の内容は、赤
土流出防止の対策ですとか、あるいは自然遺産、廃校
になった小中学校の跡利用方法を見せていただきまし
たけれども、非常に有意義なヤンバルの視察でした。
　それでもう一つ、ヤンバルの話題といいましょう
か、２月の議会でも御紹介申し上げたいなと思ってい
たのが、実は、77年前のヤンバルクンジャンにユン
タンジャから戦争の疎開に出られた家族のお話なん
です。そこで10人余りの家族を引き連れたお母さん
は、食うのに困って、疎開先の方に米３升と着物を交
換してくれというふうに頼んで、米３升をいただいた
と。ところが戦時中にもかかわらず、その着物はぜひ
交換してちょうだいと。要らないとは言ったらしいん
ですけれども、交換した側、米を取った側は、アン
シェ　シヌバランムヌということで、着物を置いて
いったと。その着物が何と九十何歳になる持ち主が今
年現れまして、実は資料館に寄附しましょうというこ
とで飾ってあるんですが、92歳になる方の十三祝い
に作った着物だったということで、非常にこう、持ち
主が見つかってよかったなと。それもまたワッター　
ケートゥナイのおっかあで、小さい頃から顔見知りな
ものですから非常にうれしくて、私のほうも、戦時中
にウムトーリ話がいい話だなというふうに思って、
77年間も着物を虫食い一つもないような状態で保管
されていたということで、私自身も非常に喜んだ話題
の一つでした。ヤンバルにまつわる話はたくさんある
んですが、チューヤ　ウッサー　サビラヤーサイ、よ
ろしくお願いし、また次の機会にいろいろお話し申し
上げたいと。ひとつよろしくお願いします。
　それでは、一般質問に入りたいと思います。
　知事の政治姿勢についてお願いします。
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　(1)、県は2022年度の沖縄観光の回復・復興に向け
ての方針・目標を定めましたが、その内容を伺いたい
と思います。
　次に、政府は、訪日外国人観光客の入国を再開いた
しました。観光業界は規制緩和に期待を寄せるところ
ですけれども、コロナ対策指針を定めており、必ずし
も手放しでは喜べない状況にあるとしています。県の
取組をお伺いしたいと思います。
　(3)、日銀那覇支店は県内の経済概況を発表いたし
ました。厳しい状況にはあるが持ち直しの動きが見ら
れるというようにしているとのことです。そのことに
ついては、県の受け止め方、どう受け止めているか伺
いたいと思います。
　(4)、県内企業の人材確保や定着のための支援制
度、奨学金返済支援事業がスタートしたとしていま
す。この事業内容について伺いたいと思います。
　次２は、基地問題についてです。
　(1)、那覇軍港におけるオスプレイ飛来は、航空機
運用の常態化を狙った基地機能の強化である。県の対
応を伺いたい。
　(2)、南大東空港に米軍機の使用通告が相次いでい
ると南大東空港管理事務所は困惑し、今後の使用の動
きの懸念を示しているとの報道があります。県の対応
と対策について伺いたいと思います。
　(3)、嘉手納基地及び普天間基地において、常駐機
に加え外来機による訓練が実施されました。日常的に
騒音被害に苦しむ周辺住民、そして学校、職場、介護
や医療施設、あらゆるところから苦情が寄せられてい
ます。県の対応と取組を伺いたいと思います。
　環境問題についてですが、世界自然遺産登録に伴い
増加が予想される見学者あるいは観光客の林道利用に
関して、利用者の安全確保が求められると同時に、自
然環境保全策に取り組まなければならないと思います
が、対応策について伺いたいと思います。
　(2)、外来種対策について伺いたいと思います。
　(3)、不法投棄が最近また多くなってきているのか
なと思うのですけれども、この現状と対策を伺いたい
と思います。
　最後の我が会派の代表質問との関連については取り
下げたいと思います。
　よろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　仲宗根悟議員の御質問にお
答えします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)、

外国人観光客受入れに係る県の取組についてお答えい
たします。
　観光は、沖縄県のリーディング産業であり、新・沖
縄21世紀ビジョン基本計画において、世界から選ば
れる持続可能な観光地の形成を目指しております。魅
力ある自然、独自の歴史、伝統文化等を有する沖縄に
は、これまで、多くの外国の方にお越しいただきまし
た。外国人観光客は、滞在日数が比較的長く、１人当
たりの観光消費単価が高いことから、沖縄経済の重要
な推進力として、振興発展に寄与しております。今
般、国において策定されたガイドラインに基づき、感
染防止対策が徹底された添乗員付パッケージツアーが
実施されています。
　沖縄県においては、同ガイドラインが旅行業者等に
遵守されるよう働きかけるとともに、外国人観光客へ
観光情報等を案内する多言語コンタクトセンターや医
療に関する通訳を行う医療通訳サポートセンターの活
用等、円滑な受入れ体制の構築に取り組んでまいりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　宮城嗣吉君登壇〕
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　１、知事の
政治姿勢についての(1)、沖縄観光の回復・復興につ
いてお答えします。
　沖縄観光の早期回復・復興に向けては、観光業界及
び県が一体となって、実効性のある取組を展開してい
く必要があると考えております。このため、観光業界
と意見交換を行いながら、沖縄観光の回復・復興に向
けた考え方を策定しました。この考え方において、
観光収入5364億円、人泊数1751万人泊、入域観光客
数610万人を令和４年度の目標値として掲げておりま
す。
　県では、目標値の達成に向け、観光業界と連携しな
がら、需要喚起策の全国拡大や経営改善に取り組む観
光事業者への支援を実施していくほか、那覇空港国際
線の路線回復及び外国人観光客の段階的な受入れなど
を進めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)、日銀の県内金融経済概況についてお答え
いたします。
　日銀那覇支店が発表した県内金融経済概況による
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と、４月の百貨店・スーパーの売上高、入域観光客
数、客室稼働率、新設住宅着工数は、いずれも前年を
上回るなど改善が見られました。一方で、自動車登録
台数、非居住用の着工建築物床面積は前年を下回るな
ど、一部弱い動きがあり、全体として、県内景気は、
厳しい状況にあるが持ち直しの動きがみられるとして
おります。県内経済の先行きについては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大に伴う経済活動の制限による影
響、ウクライナ情勢に端を発する物価高騰の動向など
を十分注視する必要があると考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　１、知事の政治姿勢
についての(4)、奨学金返還支援事業の内容について
お答えします。
　県では、県内中小企業が従業員の奨学金返還支援を
行う際、企業が負担する費用を、正社員１人につき、
最大年間９万円、最長５年間補助する奨学金返還支援
事業を実施しております。また、新たに創設した所得
向上応援企業認証制度の認証企業につきましては、補
助額の引上げを行うこととしております。
　県としましては、優秀な人材の獲得に向けた企業の
人材投資を促進するとともに、奨学金の返済負担を抱
える従業員が安心して働ける環境づくりを支援してま
いります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　嘉数　登君登壇〕
○○知事公室長（嘉数　登君）　２、基地問題について
の(1)、那覇港湾施設へのオスプレイ飛来に対する対
応についてお答えいたします。
　市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空
港に近接している那覇港湾施設において、復帰後50
年間行われてこなかった運用が行われることは、基地
と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民にさら
なる基地負担を強いるものであり、決して容認できま
せん。このため、県は６月15日に外務省沖縄事務所
及び沖縄防衛局に対し、厳重に抗議したところであり
ます。県は、米軍及び日米両政府に対し、那覇港湾施
設においては、５・15メモの使用主目的に沿って厳
格に運用を行い、今後、航空機の離着陸や訓練を一切
行わないよう、引き続き求めてまいります。
　同じく２の(2)、南大東空港への米軍機使用通告に
ついてお答えいたします。
　民間航空機の円滑な定期運航及び安全性を確保する

ため、米軍による民間空港の使用は、緊急時以外は使
用すべきでないというのが、県の一貫した方針であり
ます。このため、県は、日米地位協定の見直し要請の
中で、合衆国軍隊による民間の空港の使用は、緊急時
以外は禁止する旨を明記するよう求めております。
　同じく２の(3)、外来機飛来への県の対応と取組に
ついてお答えいたします。
　普天間飛行場及び嘉手納飛行場においては、基地負
担の軽減を図るため、航空機騒音規制措置に関する合
意や、航空機の訓練移転が実施されておりますが、昼
夜を問わない訓練や外来機の飛来等により、周辺地域
住民に多大な騒音被害を及ぼしており、負担軽減と逆
行する状況にあると言わざるを得ません。今般の嘉手
納飛行場へのＦ22等の外来機の飛来について、県は
在沖米空軍及び沖縄防衛局に対し、外来機の飛来制限
など地元が負担軽減を実感できる取組を行うよう強く
要請しており、去る23日の沖縄全戦没者追悼式の前
の知事と岸田総理との面談においても、外来機の飛来
制限を米側に申し入れていただきたいと求めたところ
です。今後ともあらゆる機会を通じて、航空機騒音規
制措置の厳格な運用等について、日米両政府に対し求
めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　崎原盛光君登壇〕
○○農林水産部長（崎原盛光君）　３、環境問題につい
ての(1)、林道利用者の安全確保についてお答えしま
す。
　県では、林道利用者の安全確保を図るため、道路の
除草や危険木の除去、側溝の清掃、路面の補修などの
維持管理を実施するとともに、道路賠償責任保険にも
加入しております。また、世界自然遺産登録に伴い、
観光客等の林道走行に不慣れな一般利用者の増加が見
込まれることから、通行ルールを周知する看板や距離
標の設置等を行っており、引き続き林道利用者の安全
確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　３、環境問題についての
(1)、世界自然遺産登録に伴う自然環境保全対策につ
いてお答えいたします。
　令和３年７月に、沖縄島北部と西表島が世界自然遺
産に登録され、自然環境の保全と利用の両立が重要な
課題となっております。そのため、ヤンバル３村にお
いては、沖縄島北部における持続可能なマスタープラ
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ンに基づき、来訪者の遺産周辺地域への計画的な誘導
を行う観光管理を行っております。また、西表島で
は、現行の計画を遺産地域内外での観光管理の基本方
針等を設定した西表島観光管理計画へ改定し、遺産地
域の過剰な利用の防止に取り組むこととしておりま
す。今後も、遺産地域の環境保全を図り、生物多様性
の豊かな自然環境の次世代への継承に努めてまいりま
す。
　同じく環境問題の(2)、外来種対策の取組について
お答えいたします。
　県では、沖縄県対策外来種リストを作成し、マン
グース等15種を重点対策種として位置づけ、防除対
策に取り組んでおります。今年度は、タイワンハブや
ツルヒヨドリ等の防除対策を強化するとともに、マン
グースの北上を防止する既存の柵に、外来ヘビ侵入防
止機能を付加する改良工事を行うこととしておりま
す。また、シンポジウムや駆除体験ツアーの開催等に
よる普及啓発や、外来種の専用サイトを開設し情報発
信を強化していくこととしております。
　県といたしましては、生物多様性の保全のため、引
き続き、環境省及び市町村と連携して、外来種対策に
取り組んでまいります。
　同じく３、環境問題についての(3)、不法投棄の現
状と対策についてお答えいたします。
　令和３年３月末時点の県内不法投棄は105件、総重
量は2073トンとなっています。県では、不法投棄を
防止するため、県警察、市町村等と沖縄県廃棄物不法
処理防止連絡協議会及び各保健所ネットワーク会議を
設置し、情報交換、合同監視等を実施しております。
また、各保健所に警察官ＯＢを廃棄物監視指導員とし
て配置しパトロールを行うほか、市町村における監視
カメラや立て看板設置費用の一部を補助するなど不法
投棄の防止対策を進めております。今後も、排出事業
者や県民等に対する啓発活動、関係機関と連携した監
視・指導を行い、不法投棄の防止を図ってまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　それでは、再質問をさせていただき
たいと思います。
　観光入客数610万人と、そのうち30万が外国人と
いうような目標を立てているということで、県民広場
の前、議会棟の入り口に大型バスが連なると、非常に
ほっとしたりしていますけれども、現在の観光客の入
域状況というんでしょうか、今の状況はどういうあん
ばいなんでしょうか。

○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　海外からの
定期路線は、令和２年３月24日以降、新型コロナウ
イルス感染症の影響により全便運休となっておりま
す。国の動向も踏まえ、沖縄県は、５月25日に、厚
生労働大臣、国土交通大臣及び沖縄担当大臣に那覇空
港国際線の再開について要請を行ったところです。那
覇空港国際線のＣＩＱ体制、税関、入国管理、検疫の
整備は、６月中に完了したと承知しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　バスの話もさることながら、私の地
元の読谷村もお土産品のお菓子の原料であります紅芋
の産地なんです。農家も基腐病とかいろいろありまし
たけれども、観光客を待ち望んでいるのは、待ち望ん
でいるわけですよ。国際通りからお菓子メーカーの袋
をひっ提げてバスに乗る姿を見たら、また余計にほっ
とするんですよ。早く日常生活が戻るようにお願いし
たいところです。
　もちろん観光客は来てもらいたい。そのためには、
やはり現在まだまだ収束のめどの立たない新型コロナ
ウイルスの対策にも気をつけながら経済を回していく
という両柱を進めなければいけないというふうに思っ
ているんです。観光客はどうぞいらしてくださいとい
う知事の強いメッセージですとか、あるいは行政の
メッセージは非常に大きなウエートを占めていくと思
うんです。
　そしてもう一つは、欠かせないのが観光業界との連
携なんです。彼らもやはり再開するに当たってもいろ
んな支援がほしいと。こういう整備をしなくちゃ受入
れ体制には間に合わないぞというようなお話も聞くこ
とは聞きます。苦しんでいるこの業界をどうしても立
て直さないといけないというのがまたあるわけですか
ら、その辺の連携も取りながら進めなくてはいけない
というふうに思っているんですけれども、その辺につ
いてはいかがでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時58分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県におきま
しては、おきなわ彩発見キャンペーンやおきなわ観光
体験支援事業などの需要喚起策のほか、おきなわ事業
者復活支援金などにより観光事業者等への経営支援を
実施しておりました。また需要喚起策、彩発見につき
ましては、今後国の制度を活用して全国に拡大してい
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くこととしております。これらの既決予算の効果的な
活用や沖縄観光振興基金の機動的な活用を進めていく
ほか、赤字の観光事業者が事業計画を策定した場合
に、最大600万円の支援を行う取組やバス・タクシー
等の交通企画乗車券に対する支援、人材確保に向けた
観光業界のイメージ向上に対する取組などについても
速やかに取り組んでまいります。また、那覇空港国際
線の路線の回復及び段階的な外国人観光客の受入れ再
開などに取り組みまして、観光需要の回復に努めてい
きたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　この観光業界が盛り上がっていく、
観光客にいらしていただいて経済が潤っていくのは、
非常にありがたい喜ばしいお話なんですよ。持ち直し
は、もう観光客にかかっているといっても過言ではな
いというふうに思っておりますので、ぜひお力を貸し
ていただきながら、業界を支えていただきたいなとい
うふうに、頑張っていただきたいと思います。
　次に、奨学金返済支援制度なんですけれども、こち
らのほうは課題とした若い人材の確保につなげていく
んだというようなお話でした。非常にいい事業だと思
いますので、こちらは答弁はいりません。ぜひ頑張っ
てください。エールを送って終わりたいと思います。
よろしくお願いします。
　あと基地の問題ですよね。那覇軍港しかり、そして
南大東空港しかりなんですけれども、答弁では、復帰
後これまでなかったことが起きているんだと。南大東
にしてもそうなんですよ。これまで本当になかったこ
とが起きかけているし、起こっている。そのことにつ
いても、やはり皆さんも毅然とした態度で臨んでいま
すよというようなお話なんです。これはまさに既成事
実化を狙ったような基地の使用のありよう、それから
訓練のありようそのものというのを、厳しくこれは、
ナママディ　ネーランタルムンがまた発生したり、そ
ういったものはまかりならぬという強い気持ちでもっ
て臨んでいただきたいですし、またやはり県民は非常
に不安なんですよ。日常さらされているその爆音です
とかいろいろとあるんですけれども、その辺のところ
も、毅然とした態度を取っていただきたいと思いま
す。
　普天間、それから嘉手納ですよ。外来機が来ての訓
練。特に現在は学校なんか、いろんなところもそうな
んでしょうけれども、コロナ対策で窓を開ける、ドア
を開けながら授業や仕事活動をしなければならない状
況の中で、ああいった昼間からガーガーガーガー、そ
して夜通し爆音を響かせるというようなことでは、先

ほどもお話があったように、健康をむしばむような殺
人的な爆音が繰り返されているという意味では、これ
もぜひ毅然とした態度で臨んでいただきたいというふ
うに思います。
　改めて決意のほどを聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時２分休憩
　　　午後３時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　外来機飛来の県の対応ということですけれども、今
後ともあらゆる機会を通じまして、航空機騒音規制措
置の厳格な運用等について、日米両政府に対して強く
求めてまいりたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　この生活環境が破壊され続けている
ような現状を、ぜひ県も毅然とした――まかりならぬ
というような方針を持っているわけですから頑張って
いただきたいというふうに思います。
　それでは最後に、環境部長、不法投棄です。
　産業廃棄物の不法投棄もさることながら、この間、
地域住民と一緒に海岸清掃をしました。普段、生い
茂っている草むらしか見えなかったんですけれども、
一旦刈り取ると、もうそこらじゅうに不法投棄、ごろ
ごろしているんです。僕はかなり減ってきたかなと
思ったんですけれども、そうでもないことに非常に
ショックを受けまして、もちろん県民一人一人のモラ
ルの問題であろうと思うんですが、これはどうしても
行政の指導ですとか、いろいろ手を加えないと解決で
きない部分ではないのかなというふうに思っているん
です。こういった不法投棄に対して、環境部長、どう
いった取締りとか減量作戦ですとか、いろいろ――な
いほうがいいのはいいんですけれども、今の現状のお
話を聞いて、これからの対策をどう取っていこうかと
いうお気持ちを持っていらっしゃるんでしょうか。よ
ろしくお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○○環境部長（金城　賢君）　お答えいたします。
　仲宗根議員から、減っているんじゃないのかという
御質問でございましたが、実質的には、令和２年度末
で申し上げますと2073トンということで、前年度で
比較いたしまして320トン増えている状況にございま
す。内訳といたしましては、産業廃棄物が約200トン
ほど増えていると。それから、一般廃棄物についても
約100トンほど前年と比較で増えているという状況に
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ございます。
　県といたしましては、この不法投棄を防止するた
め、県警察、市町村等と沖縄県産業廃棄物不法処理防
止連絡協議会、あるいは各保健所が連携した形での情
報交換、行動監視等を実施しているところでございま
す。不法投棄の内訳を申し上げますと、2073トンの
うち一般廃棄物、家電等が最も多くて635トンでござ
いますけれども、一方、産業廃棄物という形で申し上
げますと、廃タイヤ、この関連で約579トンという形
で、かなりの量を占めている状況でございます。
　こうした状況から、県といたしましては、市町村等
とも連携しながら、この不法投棄の問題について取り
組んでまいりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○○仲宗根　悟君　本県、観光立県ということで、観光
客もどうぞいらっしゃいと、ウエルカムというような
立場ではあるんですけれども、一たび海岸線、茂みに
行くとこういった状況を見るとがっかりして帰って、
沖縄に行かなかったほうがよかったかなというような
思いをさせたら非常に残念ですし、ぜひその辺のとこ
ろを頑張っていただいて、県サイドにも、ちりのない
ような沖縄に、どうぞ皆さんも御協力をお願いしま
す。
　それでは、時間となりましたので終わりたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　休憩お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○渡久地　修君　どうも御苦労さまです。
　質問の順番を入れ替えて行います。
　まず６番目の子供の貧困解消と教育について、今議
会、知事の実績についていろいろ質問がかなり出てい
ます。今配付しましたこの資料は、９年前、2013年
12月議会に、当時仲井眞知事でしたけれども、その
ときに質問したときの表です。当時、沖縄の学力テス
ト全国最下位だということで質問がかなり集中してい
まして、教育委員会の教育の問題だというのがかなり
出ていたんです。私は、それは大変一面的じゃないか
ということで、当時の学力テスト１位の秋田県、２位
の福井県、そして47位の沖縄県、これを経済状況、
家庭状況、行政の福祉施策、教育費の状況などについ
て一覧表にして質問しました。当時この表を出したと

きは、ほとんどの指標で全国ワーストだったんです、
沖縄が。私はこれを解消するために、これは教育だけ
の問題だけではなくて、行政としてやるべきことをや
るべきだということで、４つのことを提案したんで
す。１つは教育予算の抜本的な増額、２つ目が30人
学級、少人数学級の全学年での実施、３つ目が就学援
助金を必要な子供たちが受けられるようになること。
もう一つは、子供の医療費を中学校卒業まで拡大する
こと。この４つが行政の最大の仕事だということをや
りました。その後2014年、翁長県政が誕生し、2018
年、玉城デニー県政が誕生しました。その間もこの問
題を取り上げてきましたけれども、今日の質問で、ま
ず確認したいのは、９年たって、この表を配付したと
きから今日まで、この４つの問題がどれだけ変わった
かということを確認したい。
　そこで、教育長、少人数学級について2013年の質
問時と、あれから９年たって比較、どうなっているか
ということをお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えいたします。
　少人数学級の実施状況につきましては、平成25年
度でありますけれども、小学校１・２年生で30人学
級、小学校３年生で35人学級を実施しておりました
が、令和３年度には小学校１・２年生で30人学級、
小学校３年生から中学校３年生で35人学級を実施し
ているところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　その質問をしたときは、小学校１年
から３年生までだった。これが今は中学校までに全部
実施されたということで、同様に小学校、中学校の児
童生徒１人当たりの教育予算、これがどんなふうに推
移したかをお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　文部科学省の地方教育費調査によりますと、平成
23年度と令和２年度の比較でありますけれども、本
県の小学校児童１人当たりの教育費は、全国の順位は
38位のままですが、86万2000円から96万6000円と
なり、10万4000円増加しております。また中学校で
は42位から37位に上昇するとともに、96万1000円
から115万となり、18万9000円増加しております。
○○渡久地　修君　ちょっと休憩。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　当時と比較して、１人当たりの建設
費を除いた教育費についてお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　同じく文部科学省の地方教育費調査によると、学校
建設費等の資本的支出を除いた教育費は、平成23年
度と令和２年度の比較でありますけれども、小学校で
は47位から44位に上昇するとともに、62万3000円
から70万3000円と８万円増加しております。また、
中学校では42位から37位に上昇しておりまして、76
万7000円から87万8000円と、11万1000円増加して
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　同様に、今度は教員が１人当たり子
供たちをどれだけ受け持っているかという点で、沖
縄、物すごく多いよと当時指摘をしたんだけれども、
これがどうなったかお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　本県の教員１人当たりの児童生徒数でございます
が、内閣府の公表している数値によりますと、平成
25年度と令和２年度の比較でありますけれども、小
学校で18.2人から16.3人、中学校では14.1人から
13.1人となっておりまして、いずれも改善をしてお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　就学援助金、これは子ども生活福祉
部になるんですか、質問した当時と現在の就学援助金
の受給状況についてお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○○教育長（半嶺　満君）　お答えします。
　令和２年度の就学援助の受給者数についてでありま
すが、子どもの貧困対策推進基金を活用し、認定基準
緩和やテレビ等による周知広報に取り組みました。そ
の結果、平成23年度に比べ、8367人増の３万5261
人、就学援助率は5.8ポイント増の24.1％となってお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　就学援助金もかなり頑張って増やし
てきたと。あと同様にこども医療費の助成事業につい
て、当時と今、お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○○保健医療部長（糸数　公君）　こども医療費の助成
事業につきまして、資料の2013年12月には、通院の
助成の年齢が県としては３歳までということでござい

ました。その後、この年代については、平成27年に
就学前まで拡大をし、今年の４月からは中学校卒業ま
でに拡大をしたところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　いろんな実績の話とかありますけれ
ども、この８年間、９年間を見ると、子供の貧困対
策、それから子供に対する医療費の問題、福祉の問題
とか、このように見ると、僕も改めて振り返ってみた
んですけれども、前進しているんじゃないかと一定評
価できるんです。
　それで、知事に聞きますけれども、この４点、教育
費の抜本的な増額、30人学級、少人数学級の全学年
での実施、就学援助金を必要な子供たち全員が受けら
れるようにする、医療費を中学校卒業まで拡大すると
いうことを提案しました。今の答弁で分かるように、
この８年で大きな前進勝ち取っているわけです。特に
こども医療費、就学援助、少人数学級、大きな前進だ
と思う。特に、こども医療費、この４月から一気に中
学校卒業まで拡大した。これは沖縄の福祉施策、ある
いは教育施策、僕はある意味で復帰後の施策の中でも
一番大きな巨大な一歩の前進じゃないかと思います。
だから僕はこの質問、振り返りながらやったら、諦め
ずに我々がずっと議会で取り上げて、我々も取り上げ
てきたんだけれども、やっぱり知事の姿勢でこんなに
も違うのかと。だから諦めずに頑張れば政治は動かす
ことができるし、県民の暮らし、子供たちの状況をよ
くすることができると思う。だからそういう意味で
は、頑張り続けて県勢さらに――特に知事の決意、姿
勢というのはとても大事だと思うので、まず知事、知
事の姿勢がとても大事だと思いますので、その知事の
感想をまず聞かせてください。
　そしてその上で、そうは言っても、子供たちの置か
れている状況は実際まだ大変なんです。学校は今これ
でも、教員の精神疾患になる割合はまだ全国より高
い。だから改善したと言っても、まだまだ改善しなけ
ればならない余地はいっぱいある。沖縄の貧困率は全
国の２倍ですから、もっともっと力を入れないといけ
ない。これはもう当然です。これで前進前進だとは言
えない。改善すべきところはいっぱいあるので、１つ
は就学援助制度、先ほど伸びたとは言っても、まだ対
象者が全員受けられているとは僕は思わない。だか
ら、全員が受けられるように、全力を挙げてやっても
らいたい。そして、２つ目が35人学級の学年を30人
学級にするという大方針を立てて、これぜひ取り組ん
でいただきたい。そして３つ目に、学校事務員を増や
して――30人学級やると教員が増えるんです。あと
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事務員をやっぱり増やす必要がある。学校の先生方が
教育に専念できるように事務員を増やしていただきた
い。そして４点目に県が今度貧困基金に60億円を積
んだけれども、親の経済状況の改善を含め、子供貧困
対策を全庁を挙げて取り組む。この４つ、ぜひ知事に
これから取り組んでいただきたいんですけれども、
さっきの感想と含めて知事、決意聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この間、沖縄県における子
供の貧困の問題は社会全体の問題であるという共通の
認識の下、全庁を挙げてその貧困対策には取り組んで
まいりました。そこには教育庁、教育委員会の判断と
協力、病院事業局の判断協力、そのように知事部局で
はない局にも協力をいただきながら、沖縄県全体の県
民の皆さんの暮らしを支え、そして子供たちの成長を
温かく見守るという、そういう姿勢で取り組んでいた
だいたことが、今議員が挙げていただいたことの一つ
一つの課題の解決につながっていると思います。子供
の貧困は貧困の問題として、そこにどのような支援を
しっかりと講じていくかということと、そして公平な
子供たちの成長を見守り支えるためにはどのような手
だてが必要かということを我々は常に検討し、それに
充てる財源と、そしてその財源の成長率との関係も含
めながら、税収等含めた県行財政改革の中でのきちん
とした持続可能性のあるという取組に鑑みて取り組ん
でまいりました。当然、これからもそのように沖縄県
の子供たちを含む、あらゆる県民の幸福が実感でき
る、そういう将来を展望できるように、県としてもな
お一層気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　知事、ぜひ頑張ってください。
　次、公契約条例を実効性のあるものにということ
で、２月議会で県発注の公共工事、労務単価２万
5625円が下請、孫請に行ったらどれだけになってい
るかというのを報告求めて、総合評価制度で次の入札
に参考にすべきだということを提案しました。部長は
検討すると答弁しましたが、検討状況どうなっている
かお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　賃金改善に向けた取
組のお話ですけれども、土木建築部におきましては、
建設業の賃金上昇に向けた取組としまして、令和４年
２月から「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の
試行を行っております。この取組は、元請企業が下請
企業へ見積り依頼する際に、下請企業から労務費を内
訳明示してもらい、これを尊重するとの宣言を公表し

た元請企業を総合評価落札方式における入札に際し、
加点評価をするものであります。これにより元請企業
と下請企業が協調して賃金改善が図れていくという好
循環が定着されることが期待されます。試行工事はこ
れまで４月に橋梁上部工で１件、５月にも１件の契約
を行ったところでございます。今後、試行工事への状
況を確認しながら、適宜制度の改善を図っていきたい
と考えております。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　部長、ぜひ実効性のあるものにして
いただきたいんだけれども、そもそも本来公契約条例
というのは、働く労働者だけじゃなくて、元請、下
請、あるいは孫請、いろんな企業の皆さん、そしてそ
こで働いている皆さんに、皆に喜ばれるものだと思う
んですが、その辺はいかがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○○商工労働部長（松永　享君）　お答えいたします。
　県では、条例の実効性を高めるため、土木建築部を
はじめ関係部局と連携を図りながら、全庁的に沖縄県
の契約に関する取組方針の浸透を図っているところで
す。具体的には、同方針に掲げられた取組の実施数を
増やすとともに、契約審議会の意見を踏まえて、同方
針を改正することにより条例の実効性を確保している
ところです。今後とも同方針に新たな取組を追加する
など、引き続きＰＤＣＡサイクルを回すことにより、
実効性の確保に取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　知事、この公契約条例、僕は県発注
公共工事、元請、下請、孫請、そこで働いている人た
ち、みんなに喜ばれるものだと思うんです。これが
しっかり運営されれば。そういう意味ではいろんな部
局にまたがるので、ぜひこれ知事先頭に立って実効性
のあるものにしていただきたいんですが、決意聞かせ
てください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　この条例の実効性を高める
ため、先ほども答弁がありましたけれども、沖縄県の
契約に関する取組方針の浸透を図りつつ、契約審議会
の意見を踏まえて、またこの方針の改正などによって
実効性を確保していこうというように考えておりま
す。引き続き、実効性のあるもの、実のあるものにし
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ていくために鋭意努力してまいりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　これは元請、下請、孫請、みんなに
喜ばれるものだと思うので、ぜひ頑張ってください。
　次、コロナで傷んだ観光関連産業への支援につい
て、議会前に、この団体の皆さんと意見交換がありま
して、参加しました。皆さんの一番の要求は、事業規
模に見合った直接支援でした。私たちの党は、国会で
も一貫して、この事業規模に見合った直接支援を取り
上げてきました。
　県としても、やっぱりこれを強く政府に、事業規模
に見合った直接支援を求めるべきだと思いますが、い
かがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　県では、沖
縄観光の回復・復興に向け、経営改善等に取り組む赤
字の観光事業者に対して、最大600万円を支給する経
営サポート支援などを実施することとしており、さら
なる施策の展開には引き続き財源確保に向けた取組が
必要であります。財源確保に向けては、県内総生産に
占める観光産業の割合が高いこと、全国の中でも厳し
い感染状況であり、感染対策に多くの財政需要が生じ
たことなどの特殊事情を丁寧に説明する必要があると
考えております。
　県としましては、観光業界との連携・協力の下、県
が主体的かつ機動的に活用できる財源について、国へ
財政支援を求めていきたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　今部長は、観光関連産業の割合が沖
縄が高いということを言っていましたけれども、他県
との比較をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時29分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　令和元年度
の沖縄県の付加価値誘発効果が5890億円で、県内総
生産、当時の約4.4兆円に占める割合が13.3％となっ
ております。県内総生産に占める付加価値誘発効果
の割合については、把握できる範囲内で、東京都が
4.3％、北海道が5.8％となっておりまして、沖縄県は
東京都に比べ約３倍、北海道に比べて約２倍高くなっ
ていると、それだけ観光産業の比率、重要性が高いと
いうことだと思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。

○○渡久地　修君　知事、これは団体の皆さんからもそ
ういう要請が来ていると思いますけれども、やっぱり
観光に占める割合というのは、沖縄はほかのところと
比較にならないわけです。そういう意味では全国一律
というよりも、やっぱり沖縄のこの事情をしっかりと
訴えて、政府からの直接支援を要求していく必要があ
ると思う。そういう意味では、知事、観光関連団体の
皆さんと一緒になってしっかりと政府に、知事が先頭
になって要請に行くということを私はやるべきだと思
います。知事、これはぜひやっていただきたい。どう
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　観光は沖縄のリーディング
産業として県民の雇用や暮らしを支えるとともに、沖
縄経済の重要な推進力として沖縄県の振興発展に大き
く寄与しております。観光の回復・復興なくして沖縄
経済の再生はあり得ないということを私もしっかりと
認識をさせていただいております。今後の施策展開に
ついての必要な財源については、要請する時期やそれ
ぞれのスケジュールを勘案しながら調整をしていたの
ですが、私がコロナウイルスに罹患をしたことによっ
て、議会の日程等も変更をお願いを――協力をお願い
して、変更をさせていただきました。それで今週にで
も私が関係要路に要請できるよう、今現在、日程の調
整を進めております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　ぜひ知事、団体の皆さんも一緒にこ
れは強く要請していただきたいと。
　あと１つ、この団体の皆さんからいろいろありまし
たけれども、観光が回復しつつある中で、コロナでこ
の間、離職した人たち、なかなか戻ってこないと、人
材不足だと、そういう意味――人材確保のための支援
を訴えていたんです。観光関連産業で働く人たちの人
数、割合というのが分かれば教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　国が実施し
ている、毎月勤労統計調査によりますと、本県の観光
関連産業の代表的な職種である宿泊業、飲食サービス
業の令和３年の常用労働者数は４万9009人、対前年
比2773人の減、率にして5.4％の減となっているとこ
ろです。また、本県の全産業における令和３年の常用
労働者数は47万7877人で、宿泊業、飲食サービス業
が全産業に占める割合が10.3％となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　これはぜひ沖縄全体の雇用の観点か
らも雇用確保、そして今経済が観光産業を回復しよう
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とするときになかなか戻ってこないというのがあるか
ら、やっぱり時限的でもいいから、支援してください
というのが関連団体の皆さんなんです。ずっとでなく
てもいいと、回復するまでの１年２年でもいいから
やってくれというのが要求だったと思うんですが、こ
れは雇用の関係からもやるべきだと思うんですがいか
がですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　沖縄観光の
早期回復・復興に向けては、観光関連産業に従事する
人材の確保は大変重要であると考えております。この
ため、スキルアップ研修の実施、インターンシップの
受入れ支援、観光業界のイメージアップにつながる情
報発信、経営改善に取り組む事業者への人件費支援な
どに取り組み、観光関連産業の人材確保に努めてまい
ります。引き続き、観光関連事業者と意見交換を行い
ながら、人材の確保やスキルアップにつながる取組に
ついて検討してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　部長、今あった直接支援というの
が、時限的でもいいからやってほしいということなん
だけれども、その際大事なのは、観光関連団体の皆さ
んが何を求めているかということなんです。だから、
よく意見交換をして、それをぜひ実施してください。
　次に、平和外交の重要性、１番目について、まず最
近台湾有事というのが盛んに言われていますけれど
も、一般的に台湾有事というのはどういうふうに皆さ
ん解釈していますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　いわゆる台湾有事です
けれども、正確に定義されたものは把握しておりませ
んが、一般的には、中国が台湾を統一するために武力
を行使する事態を指しているものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　まさに、中国が台湾を武力で統合す
るとか、介入するということだと思うんですけれど
も、去年11月17日に米中経済安全保障調査委員会、
これアメリカ議会の諮問機関が報告書を出したんで
す。台湾有事の際にということで。これについてどの
ような報告か教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　御指摘の報告書におい
ては、中国指導部の核戦力の拡大意図に関する幾つか
の解釈が示されております。その一つとして、中国指
導部が核戦略の情勢を決定した場合、インド太平洋地
域における核兵器を備えない特定の軍事目標に対し

て、低出力でより精密な核兵器の限定的な先制使用を
含む核戦略を取る可能性が高いとされております。さ
らにこのような戦略により米国空母やグアム・沖縄の
米軍基地など、米国の軍事作戦にとって重要な資産を
破壊できるのなら、その戦略は、台湾有事における米
国の介入を抑制し、あるいは非常に大きな軍事的優位
性を与えるものになると、中国指導部は考えているだ
ろうというふうにされております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　アメリカの諮問機関が議会に――こ
れ去年も取り上げましたけれども、台湾有事にアメリ
カが介入したら、中国は低出力の核兵器で空母、グア
ム・沖縄の米軍基地を先制攻撃する可能性があるとい
うことを初めて公式に出している。衝撃なんです。こ
れは、日本が攻撃されていなくても、いわゆる安保法
制、我々は戦争法と言っているんだけれども、それが
発動されたら沖縄の基地なんかも攻撃対象になるとい
うことなんです。そうなったら大変なこと、絶対避け
なければならないと。だから沖縄を再び戦場にさせて
はならないと思うんですけれども、知事の新たな建議
書、平和宣言からいってもこういうのは危険な――絶
対沖縄を戦場にさせてはならないと思うんですけれど
も、知事、見解をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　新たな建議書において、政
府に建議を申し上げました４項目めにも書かせていた
だきましたが、我が国を取り巻く国際情勢を踏まえ、
アジア太平洋地域において、武力による抑止が国・地
域間の緊張を過度に高め、不測の事態が起こることの
ないよう最大限の努力を払うとともに、平和的な外
交・対話により緊張緩和と信頼醸成を図ることで、こ
のアジア地域の平和の構築に寄与するなど、我が国が
国際社会において名誉ある地位を占めるべく積極的な
役割を果たしていただきたいということを申し上げま
した。その際、独自の歴史や多様性を持つ沖縄を平和
の緩衝地帯として最大限活用してほしいというような
気持ちもその中に込めさせていただいております。で
すから、このアジア全体の平和的な安定的な繁栄が日
本にとっても、アメリカにとっても実は経済的に非常
に支え合っている３つの国、韓国も入れると４つの国
との関係で、お互いがお互いを必要としているという
状況に鑑みれば、武力の行使などというものがあり得
るはずはなく、さらなる経済の振興発展に向けて、各
国が戦略的互恵関係にのっとって、発展をしていくこ
とこそが、最良の政治の道であるというように思いま
す。
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○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　今、知事が平和でこそ沖縄の観光経
済も成り立つと言うんだけれども、観光は平和でなけ
れば成り立たないわけ。それで2001年９月11日、同
時多発テロがありました。そのとき沖縄の経済、観光
は大打撃を受けました。その状況についてお願いしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○○文化観光スポーツ部長（宮城嗣吉君）　平成13年
９月11日に米国で発生した同時多発テロ事件によ
り、本県の観光産業は大きな影響を受けました。修
学旅行のキャンセル等により、入域観光客数は、平
成12年の452万1000人から平成13年は443万3000
人となり、８万8000人、率にして1.9％の減少となり
ました。また、観光収入は、平成12年の3791億円か
ら平成13年は3390億円となり、401億円、率にして
10.6％の減少となったところです。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　武力ではやっぱり解決しない、平和
的に解決すべきだという点で、もう既に実践している
ところが、ＡＳＥＡＮです。ＡＳＥＡＮは武力行使を
否定して、そして外交によって平和を維持すると物す
ごく努力して、そして東南アジア友好協力条約、ＴＡ
Ｃという条約も70か国と結んでいると。これについ
て県の認識をお聞かせください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　東南アジア10か国に
よる地域共同体であるＡＳＥＡＮは、民主主義、人
権、法の支配、紛争の平和的解決、内政不干渉等のＡ
ＳＥＡＮ諸原則を再確認し、ＡＳＥＡＮ共同体の構築
に向けて同機構の強化、意思決定過程の明確化を目的
とするＡＳＥＡＮ憲章を採択しております。また、東
南アジア友好協力条約（ＴＡＣ）は、ＡＳＥＡＮ加盟
国を中心に日本、中国、米国、ＥＵを含む38の国・
機関が締約国となり、経済、社会、文化、科学等の分
野で積極的に協力し、東南アジア諸国の繁栄や平和な
共同体の基礎を強化するための地域における経済成長
の促進等、相互の信頼醸成と関係強化を図る仕組みと
されているものと認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　ＡＳＥＡＮは宗教、政治体制、いろ
んなあれには、紛争は絶対戦争にしないと努力してい
るんです。年に何回会議しているか御存じでしょう
か。教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　これは2022年のＡＳ

ＥＡＮ議長国であるカンボジアＡＳＥＡＮ事務局の
ホームページで確認しているんですけれども、2022
年６月16日時点の年間計画で、615回の会議等が予
定されているということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　今年は600回。これは年間、我々が
調べたのは1000回。１日に３回以上会議しているん
だよ。だから、すごく会議をやって、絶対戦争にさせ
ないという努力をやっているんです。そして、ＡＳＥ
ＡＮ、アジアに東アジアサミット、東アジア首脳会
議、これ日本も参加しているＥＡＳという枠組みがあ
りますが、その構成と役割について教えてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　東アジア首脳会議、Ｅ
ＡＳですけれども、地域及び国際社会の重要な問題に
ついて、首脳間で率直な対話を行うとともに、地域共
通の課題に対して、首脳主導で具体的協力を進展させ
る目的で、2005年12月に、マレーシアのクアラルン
プールで発足しております。これにはＡＳＥＡＮ10
か国に加えまして、日本、アメリカ、ロシア、中国な
どが参加し、現在の参加国は18か国となっておりま
して、政治・安全保障分野の取組強化等を確認してお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　部長、さらに2019年、ＡＳＥＡＮ
は、ＡＳＥＡＮインド太平洋構想というのを打ち出し
ていますけれども御存じですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　ＡＳＥＡＮインド太平
洋構想――ＡＯＩＰですね――協力の指針となる見通
しを提供すること、共通課題への取組、それからルー
ルに基づく地域制度枠組みの支持、経済協力推進、信
認と信頼強化により平和、安定、繁栄を可能とする環
境をつくること、ＡＳＥＡＮ共同体形成プロセスの強
化と既存のＡＳＥＡＮ主導のメカニズムを強化するこ
と、それから海洋協力、連結性、持続可能な発展目標
を含むＡＳＥＡＮの優先協力分野を実施することを目
的としております。この構想は、東南アジア友好協力
条約（ＴＡＣ）の重要性と、地域の平和と安定の維持
への40年以上の貢献を認識し、インド太平洋地域の
国々の友好と協力の促進のために、紛争の平和的解
決、威嚇や武力の使用の放棄、それから法のルールの
促進を含むＴＡＣの目的と原則が指針となっているも
のと承知しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　これには日本なんかも入っている、
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日本、中国、ロシア、アメリカも。
　それで先ほど新建議書、僕はこの精神を受け継いで
いると思うんです。新建議書で沖縄の果たす役割を述
べていますけれども、この東南アジア友好協力条約
（ＴＡＣ）、東アジア首脳会議（ＥＡＳ）、それから
インド太平洋構想（ＡＯＩＰ）などのこういう会議、
やっぱり沖縄に誘致して、沖縄を平和の拠点にすると
いうことでやったほうがいいと思うんですが、それい
かがですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　県としては、中国の台
頭や米中対立など、沖縄を取り巻く安全保障環境が厳
しさを増している状況を踏まえまして、アジア太平洋
地域の緊張緩和と信頼醸成を図る必要があると考えて
おります。そのため、アジア太平洋地域平和連携推進
事業等を実施することにより、同地域の平和と安定、
ひいては沖縄の基地問題、基地負担の軽減につなげる
ことを目指してまいりたいと考えております。これら
の取組を実施する中で、御指摘のＡＳＥＡＮの関連会
議の誘致も含めまして、東アジアや、ＡＳＥＡＮをは
じめとした東南アジア等の国・地域と、様々な分野で
連携を図っていきたいというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　知事、知事が出した新建議書の４の
中に、こう書いてあるんです。「アジア太平洋地域等
における信頼醸成や緊張緩和のための平和貢献の地域
協力外交を通じて平和の拠点としての役割を担ってい
くための取組を進めていく必要があります」と、平和
の拠点として、知事は取り組むということをここで述
べているわけです。やっぱりそこは――ここにＴＡＣ
などの会議を招致して、沖縄を平和の拠点だというこ
とをやっていくことも必要だと。これは知事の決意が
ないとできない。知事、ぜひこれやっていただきた
い。知事お願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げましたけ
れども、私が直接岸田総理に手交いたしました新たな
建議書においても、我が国を取り巻く国際情勢を踏ま
え、平和的な外交・対話により緊張緩和と信頼醸成を
図ることで、アジア地域の平和の構築に寄与するな
ど、我が国が国際社会において名誉ある地位を占める
べく、積極的な役割を果たすことを求めています。
　また、県としては、アジア太平洋地域平和連携推進
事業において、アジア太平洋地域の国・地域に対し
て、沖縄県から地域の平和と安定の重要性などを発信
するとともに、当然この地域の５つの国・地域、ある

いはＡＳＥＡＮなどを対象に、沖縄との連携の可能性
等に関する調査でありますとか、あるいは有識者会議
などの実施や、この我々の事業の成果などを今度は県
内外に広く発信するためのシンポジウムを開催するな
ど、あらゆる形でアジアにおける平和の構築に向けた
寄与できる取組を進めていこうというように検討して
おります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　会議の誘致はとても大事になると思
うので、ぜひやってください。
　次に、新建議書、今との関係で、英語版を発行して
米国議会・政府、国連、アジア各国、今のＡＳＥＡＮ
とか、ＴＡＣなどに送っていただきたい。どうです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　本土復帰50年を迎え
た沖縄の現状等について、米国政府関係者等の理解を
深めることは重要であると考えております。そのた
め、県では、新たな建議書の英語版を作成し、米国に
おいてはワシントン駐在を通じて、連邦政府、連邦議
会、国連、市民団体や県人会等の関係各所へ送付した
ところです。アジア各国等、米国以外の関係者への新
たな建議書の送付につきましては、どのような方法が
可能か、検討してまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　次に、オスプレイの墜落死亡事故に
ついて。
　これ相次いでいますけれども、実態についてお願い
します。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　報道によると、今年３
月、ノルウェーでＮＡＴＯの訓練に参加していたオス
プレイ１機が墜落し４人が死亡したほか、６月にも米
カリフォルニア州で訓練中のオスプレイ１機が墜落し
５人が死亡したとのことです。また、オスプレイは開
発段階から事故が繰り返されており、県が把握してい
る墜落等の重大事故件数は21件で、死亡者は52名と
なっております。県は、これまで建白書の精神に基づ
きまして、オスプレイ配備に反対してきたところであ
り、引き続き米軍及び日米両政府に対して、オスプレ
イの配備撤回や住宅地上空の飛行を回避することを求
めてまいりたいと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　オスプレイの事故で52名、開発段
階から亡くなっているんです。そういう意味では、欠
陥機だと我々指摘してきました。これが沖縄で訓練が
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激化している。その実態についてお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時50分休憩
　　　午後３時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　沖縄防衛局が行って
いる24時間目視調査によりますと、令和３年度の普
天間飛行場におけるオスプレイの離着陸回数は3938
回、嘉手納飛行場におけるオスプレイの離着陸回数は
487回となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　オスプレイは、これまでＭＶ22だ
けだったと思ったんですが、どんな機種が来ています
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
　　　午後３時51分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　機種としましては３種
類ですか、ＭＶ22のほか、ＣＶ22、それからＣＭＶ
22が飛来しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　訓練の実態は、常駐機だけでなく、
外来機も相当来ているということで理解――来ている
実態がありますよね、どうですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時52分休憩
　　　午後３時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど申し上げました
３機種、ＭＶ22は常駐ですけれども、それ以外のＣ
ＭＶそれからＣＶ22、これは外来機になるというふ
うに捉えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　嘉手納――ＭＶ22は沖縄もあるけ
れども、外来機も来ているのよ。これ皆さんの資料で
あるけれども、沖縄が相当の訓練で――52名が墜落
で亡くなっているんだけれども、とても危険だと。こ
れは配備撤回、撤去、これを求めることが大事だと思
いますので、改めてオスプレイのまず飛行を中止、直
ちに配備撤回、知事、決意聞かせてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　重複する答弁で申し訳あり

ませんが、県はこれまで建白書の精神に基づき、オス
プレイ配備に反対してきており、引き続き米軍及び日
米両政府に対しては、オスプレイの配備撤回、住宅地
上空の飛行を回避することを求めてまいりたいと考え
ております。
　なお、普天間飛行場の運用停止は、このオスプレイ
の運用と陸上部隊との訓練を移転することによって、
実質的にはオスプレイの配備も撤回できる、つまり訓
練移転できるというように考えておりますので、その
ような内容も含めて、明確に求めてまいりたいと思い
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
○○渡久地　修君　オスプレイは本当に墜落が相次いで
危険ですので、配備撤回、飛行中止、ぜひ頑張ってい
ただきたいと思います。
　終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時54分休憩
　　　午後４時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き一般質問を行います。
　山内末子さん。
　　　〔山内末子さん登壇〕
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時15分休憩
　　　午後４時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○山内　末子さん　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　今議会、最後の質問となります。よろしくお願いい
たします。
　安倍元総理が凶弾に倒れ、お亡くなりになりまし
た。慎んで御冥福をお祈り申し上げます。
　事件後、いろいろな状況が判明してまいりました。
特に警備の重大なミスということも言われておりま
す。私たち沖縄県は基地の所在地でもありまして、政
治的にも大変厳しい環境があります。これまでにも国
内外から多くの要人が訪れたこともありますが、私の
記憶の中では、県警の厳しい警護で大きな問題はな
かったかと思っております。これからまた知事選や那
覇市長選挙、大きな選挙を控えておりますので、こう
いう衝撃的な事件の後には、いつも模倣犯やあるいは
暴力の連鎖等が絶えません。そういう意味では、どう
か日下県警本部長、これまでよりも一層緊張感を持っ
て、ぜひ警備のほうをお願いしたいと思います。もっ
てよろしくお願いいたします。
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　それでは一般質問に入ります。
　まず、追加質問でございます。
　金武町伊芸区で起こった流弾事故について、質問通
告後に発生した看過できない問題でありますので、先
例を踏まえ質問を行います。
　米軍から訓練との関係性がないという報告がありま
すが、県警の受け止めと、これまでの金武町伊芸区周
辺における被弾事故の件数と未解決の件数を伺いま
す。
　続きまして、知事の政治姿勢について。
　(3)、台湾有事論による沖縄県の軍備強化の可能性
がとても高くなる中、知事の求める、沖縄をアジアの
平和の緩衝地帯にという構想はとても重要だと考えま
す。実現に向けての知事の見解を伺います。
　２、ＳＤＧｓ推進の進捗及びアクションプランにつ
いて。
　(1)、沖縄県が全庁的に取り組んでいる沖縄県ＳＤ
Ｇｓ推進体制は、これまでに理念がつくられ、５月
30日にアクションプランが発表されています。この
アクションプランではコロナ禍において健康、経済等
に不安を感じ格差が広がる中、アフターコロナを見据
えてどのように問題を整理しているのか。行動目標、
指針はしっかり示されているのか。また、沖縄県がＳ
ＤＧｓ未来都市に選定され、民間企業、学校等の加速
度的な動きに対する沖縄県の今後の展望・方針を伺い
ます。
　３、沖縄平和賞について。
　(1)、第１回沖縄平和賞（中村哲を支援するペシャ
ワール会）の受賞から今年で20年、沖縄平和賞の総
括、今後のアジア及び世界の情勢を踏まえた沖縄平和
賞をどのように活用し、今後の展開、次世代に向けた
平和構築等方針を伺います。
　４、性の多様性条例について。
　(1)、令和２年度男女共同参画社会づくりに関する
県民意識調査において、性の多様性について偏見や差
別をなくす取組として、全ての世代で「幼少期からの
教育」、「社会制度（法制度等）の整備」が挙げられ
ております。宣言だけでは県民のこれからの取組とし
て不十分だと考えます。ＬＧＢＴＱなどのセクシャル
マイノリティーは子供の頃からの偏見等にさらされて
いるために、自殺におけるハイリスク層であることも
分かっています。また、厚労省の調査によるとＬＧＢ
の19.2％、Ｔの54.5％が職場で困り事があると回答
しています。これらの観点からも、特にセクシャルマ
イノリティーの子供たちの命を守り、全ての県民が安
心して暮らせるように、教育や職場で性の多様性を尊

重することを掲げた条例の制定は必須であると考えま
す。見解を伺います。
　(2)、パートナーシップ制度について。
　ジョンズ・ホプキンス大学やデンマーク自死予防研
究所とストックホルム大学の研究によると、同性婚を
認めることにより、ＬＧＢＴＱの若者やパートナーた
ちの自殺率が減少したと公表されています。2022年
６月現在、281自治体でパートナーシップ制度がつく
られております。国民の実に半数が制度のある地域に
住んでいることになります。制度の策定が当事者たち
の生きる大きな意味にもつながります。策定計画につ
いて伺います。
　６、ＰＦＯＳ問題について。
　(1)、この問題については、昨日、知事から土壌調
査の方向性が示されておりますけれども、改めて伺い
ます。
　米環境保護庁がＰＦＯＳの飲料水基準を大幅に引き
下げている。県内の汚染水はその基準を大幅に超えて
おり、県民の不安はより高まっています。県はガイド
ラインに従い、しっかりと土壌汚染調査を国及び関係
自治体と速やかに行うべきであるが取組を伺います。
　(2)、米軍は、ＰＦＯＳ汚染は基地由来ではないと
主張するが、このような状況で基地従業員の不安は募
るばかりである。健康調査を含み実態調査を早急に行
うべきである。取組を伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　山内末子議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(3)、
平和の緩衝地帯の実現に向けた取組についてお答えい
たします。
　沖縄を取り巻く安全保障環境は、中国の台頭、米中
対立等を要因として厳しさを増していることから、沖
縄県は、アジア太平洋地域の緊張緩和と信頼醸成に寄
与する緩衝地としての役割を担っていきたいと考えて
おります。このため、沖縄県では、米軍基地問題に関
する万国津梁会議の提言等を踏まえ、今年度、復帰
50周年記念事業として、沖縄の平和を希求する心や
歴史的・地理的特性を生かし、アジア太平洋地域の緊
張緩和と信頼醸成に寄与することを目的とするアジア
太平洋地域平和連携推進事業を実施いたします。本事
業では、沖縄県から地域の平和と安定の重要性などを
発信するとともに、アジア太平洋地域の国・地域と沖
縄との連携可能性について検討し、経済、文化、平和
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分野等を含め、可能な事項から連携協定を締結するな
ど、同地域の緊張緩和と信頼の醸成に向けた取組を推
進してまいります。
　そのほかの御質問につきましては、部局長から答弁
をさせていただきます。
○○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　儀間秀樹君登壇〕
○○企画部長（儀間秀樹君）　２、ＳＤＧｓ推進の進捗
及びアクションプランについての(1)、おきなわＳＤ
Ｇｓアクションプランの概要と今後の取組についてお
答えいたします。
　県では、県民と共にＳＤＧｓを推進する指針とし
て、沖縄県ＳＤＧｓ実施指針を策定しており、感染拡
大の防止や県民生活・事業活動の維持、コロナ禍の克
服とよりよい社会の創造など、新型コロナウイルス感
染症等の対応におけるＳＤＧｓの主流化の重要性を位
置づけております。おきなわＳＤＧｓアクションプラ
ンにおいては、同実施指針を踏まえ、アフターコロナ
も視野に入れた目標や指標などを取りまとめておりま
す。今後、様々なステークホルダーの連携を促進する
プラットフォームを構築し、アクションプランを踏ま
えた多様な取組が展開されるよう取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　宮平道子さん登壇〕
○○子ども生活福祉部長（宮平道子さん）　３、沖縄平
和賞についての御質問の中の(1)、沖縄平和賞につい
てお答えいたします。
　沖縄平和賞は、平成13年の創設から今年で21年を
迎え、これまで10回の贈賞を通して、同賞の理念を
世界に向けて発信する役割を果たしてきました。今年
は、第11回沖縄平和賞の授賞式が10月に開催されま
す。
　県としましては、国際平和の創造に貢献するため、
歴代受賞者等と連携し、シンポジウムの開催や次世代
ワークショップ等の取組を通して、これからも平和を
希求する沖縄の心を世界へ発信していきたいと考えて
おります。
　次に４、性の多様性条例についての御質問の中の
(1)、性の多様性尊重条例についてお答えいたしま
す。
　県では、全ての県民の尊厳をひとしく守り、互いに
尊重し合う共生の社会づくりを目指して、沖縄県性の
多様性尊重宣言を令和３年３月に発表し、周知・啓発
や専用相談窓口の設置などに取り組んでいるところで

す。これらの取組により、同宣言の趣旨の浸透を図る
ことで、個人の尊厳や多様性が尊重される心豊かな活
力ある沖縄の実現につながるものと考えており、条例
の制定につきましては、先行自治体の事例等も踏まえ
研究してまいります。
　同じく(2)、パートナーシップ制度についてお答え
いたします。
　パートナーシップ制度につきましては、県内では平
成28年度に那覇市が、令和３年度に浦添市が導入し
ているところです。パートナーシップ制度は、公営住
宅への家族としての入居が可能となるなどのメリット
を当事者が得られるだけではなく、多様な性の在り方
を公に尊重することを示す意義を有するものと認識し
ております。
　県としましては、性の多様性の尊重に向け、全国の
状況についても情報収集をしつつ、引き続き県内市町
村と情報を共有し、意見交換をしてまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　金城　賢君登壇〕
○○環境部長（金城　賢君）　６、ＰＦＯＳ問題につい
ての(1)、土壌汚染調査を国及び関係自治体と行うこ
とについてお答えいたします。
　県が平成28年度から実施している調査において、
基地周辺の湧水等で高い濃度のＰＦＯＳ等が継続して
検出されていたことから、令和元年６月に国に対し、
水質及び土壌の基準の設定などを求めております。ま
た、環境省が令和２年５月に環境中の水質に関するＰ
ＦＯＳ等の暫定指針値を定めたものの、土壌の基準値
等はいまだ設けられておりません。
　県としては、県民の生活環境の保全の観点から、県
内の土壌汚染の状況を把握するための調査は必要と考
えており、米国において、飲料水の健康勧告値の暫定
値が示されたことなども踏まえ、国に対し土壌調査に
必要な基準値等の設定を引き続き求めてまいります。
また、基準値等が設定されていない中で基地周辺にお
ける土壌中のＰＦＯＳ等の有無について、具体的な調
査手法などを検討した上で、必要な調査を実施してま
いりたいと考えております。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　松永　享君登壇〕
○○商工労働部長（松永　享君）　６、ＰＦＯＳ問題に
ついての(2)、駐留軍従業員に対するＰＦＯＳに係る
健康調査等についてお答えします。
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　全駐留軍労働組合沖縄地区本部に確認したところ、
過去に嘉手納基地の消防職として従事していた基地従
業員が、泡消火剤を使用していたということです。
　県としましては、基地従業員がどのような業務に従
事していたかなど、雇用主である沖縄防衛局から情報
を収集し、実態の把握に努めてまいります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　日下真一君登壇〕
○○警察本部長（日下真一君）　お尋ねの事案につきま
しては、県警察では、覚知すると同時に、石川警察署
員や警察本部の捜査員を派遣し、現場に遺留された銃
弾様な物等の押収や関係者からの事情聴取、現場確認
等を行い、現在必要な捜査を行っているものでありま
す。
　お尋ねの米軍の発表につきましては、報道を通じて
承知はしておりますが、県警察といたしましては、あ
らゆる可能性を視野に入れて、予断を持たずに捜査を
進めているものであります。
　なお、これまで県警察において把握している金武町
伊芸区における過去の流弾事案は４件であり、そのう
ち出どころが特定されていない案件は２件でございま
す。
　以上でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　県警本部長、ありがとうございま
した。
　県のほうに伺います。
　被弾事故についてなんですけれども、今県警本部長
は４件のうち２件が未解決だというふうにおっしゃっ
ております。私もそのときにすぐに地元に駆けつけま
したが、あの地域一帯の中で砲弾の大きな音が聞こえ
てきて、皆さん方の命の恐怖、それを感じておりま
す。そういう意味で、これまで何度もありながら、な
かなかその実態を把握していない。県警の皆さんたち
も頑張って捜査を進めてきておりますけれども、お蔵
入りになってしまっている事件が、復帰後だけではな
くて戦後から数えると大変多くのものがあります。そ
ういう観点から、やっぱりここは県も一緒になって、
例えばですけれども、基地内の演習地の問題について
も、しっかりとここは議論を交わす時期ではないかと
いうふうに思いますが、復帰50年、同じような状況
が続いている中で、今年そういう事件が起きてきた。
このことについて知事の受け止め方をお願いいたしま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

○○知事公室長（嘉数　登君）　今回の事案について
は、先ほど県警のほうからも答弁がありましたよう
に、県警察のほうにおいて鑑定分析が行われていると
いうことではございますけれども、未解決といいます
か――の事案もあるということ、それから、金武町に
おきましては過去に11件、我々のほうで把握してい
ますのは伊芸区で５件というふうにもなっております
ので、これは県警察等をはじめ各関係機関と連携しな
がら、そういった原因究明も含めて対応していく必要
があるというふうに考えております。　
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　地位協定の改定とかというのはも
ちろんのことですけれども、住民の皆さんたちが諦め
ずに、それでも政府や米国にもしっかり自分たちは声
を上げていくという住民の皆さんたちの期待に、県も
しっかりと応えていただきたい。一緒になってその不
安を解消するにはどうしたらいいのかということを、
新たなシステムの構築等も考えていただきたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。
　あとＰＦＯＳの問題についてですけれども、昨日か
らこの問題について、独自ででもしっかりと県民の命
を守るためには、県がやるべきことはやっぱり調査し
ていくということを答弁いただきました。これまで多
くの皆さん方がこの議場で、あるいは委員会で、ある
いはいろんな立場の皆さんたちが、議員の皆さんたち
も訴えてきたことでもあります。そして何よりも住民
のほうがこのことについて本当に真剣になって、自分
たちの命を誰が守ってくれるんだろう。国も聞いてく
れない。もちろん米軍は知らぬ存ぜぬ。だからこそ県
に対して訴えているその思い、それをしっかりと受け
止めていただきたい。もちろん米軍由来ではないと言
う米国、そして政府も動かす力が、私たちは、県民が
一緒になってその力を発揮していかなければならない
んですけれども、その先頭になるのがやっぱり県だと
思いますので、今回のその調査の決定ということにつ
いては大変皆様方が喜んでおります。一歩一歩進んで
いただき、住民の皆さんたちと一緒にこの問題の解決
に向けて、あらゆる方策を練っていただきたいと思い
ますが、知事、昨日と同じ答弁かとは思いますけれど
も、一言お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　県としては、県民の生活環
境の保全の観点から、県内の土壌汚染の状況を把握す
るための調査は必要と考えており、今般米国において
は、飲料水の健康勧告値の暫定値が示されたことなど
も踏まえ、国に対し土壌調査に必要な基準値などの設
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定を引き続き求めていきたいと思います。
　なお、この米国において健康勧告値の暫定値が示さ
れたということに対して、私が歓迎をするというコメ
ントをさせていただいたのも、米国側の法律を米軍が
守るということであれば、環境基準上、それは県民に
とっても喜ばしい方向であるという点から発言をした
ものであり、そのことも踏まえ、沖縄県として必要な
調査を実施してまいりたいというように考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　ぜひ積極的な調査をお願いしたい
と思います。
　それから、基地従業員の件もそうです。やはりその
皆さんたちが今どういう形でこの問題に対処している
のかということを、県も、皆さん方がしっかりと調査
をして、その調査を把握しながら問題の解決の糸口を
つくっていただきたいと思っていますので、そのこと
も含めてお願いをしたいと思います。
　最後に性の多様性問題、パートナーシップもそうで
すけれども、宣言というのはやっぱり理念ですよね。
宣言をするということは、皆さんと一緒にそういう社
会をつくっていきましょう。でも、宣言をしたからに
は、しっかりこれを実行する制度がなければ、当事者
の皆さんたちが、せっかくそういう宣言がされたのに
――私は前回も同じことを申し上げました。知事は、
多様性の尊重ということを言っております。ダイバー
シティー、国籍、国別、それから人種、いろんなもの
が尊重される、こういう社会を沖縄県つくっていこう
という、その思いというものがやっぱりこの性の多様
性宣言に私は詰まっていると思っていましたけれど
も、この宣言だけではなくて一歩踏み込む。やっぱり
この一歩踏み込むということが、やはり一人一人、知
事の言っている誰一人取り残さない沖縄県政、そし
て一人一人が大切にされる、そういう沖縄県政だと
思っておりますので、そういう意味では今日は本当に
ちょっと時間がなくて、たくさん聞きたいんですけれ
ども、宿題をたくさん残しました。ですから知事がま
た９月にこの席に戻っていただいて、また議論を交わ
したいと思います。性の多様性問題だけではございま
せん。いろんな沖縄県の問題、課題がたくさんありま

すけれども、そういった観点からも一人一人が大切に
される社会、そしてもうみんなが手を取り合って生き
ていける沖縄県づくり、知事の言っているこれまでの
公約をさらに進化させていく。その思い、決意を伺っ
て終わりたいと思います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　全ての人の尊厳を守るとい
う、この言葉はもう世界のグローバルスタンダードで
あります。当然日本国においても、それから沖縄県に
おいても、そのようにあらゆる人々の人権を尊重する
という観点から、今議員御提案の沖縄県性の多様性尊
重宣言をぜひ条例化していただきたいということにつ
いても、段階的にしっかりと取り組んでまいります。
○○議長（赤嶺　昇君）　山内末子さん。
○○山内　末子さん　では玉城デニー知事、こちらに
帰ってくることを楽しみにしながら、今回は一般質
問、私が最後でございますが、終わりたいと思いま
す。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって一般質問は終わ
りました。
　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時42分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　議案整理のため、明13日及び14日の２日間休会と
いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明13日及び14日の２日間休会とすること
に決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、７月15日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時42分散会
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議　　事　　日　　程　第10号
令和４年７月15日（金曜日）

午前10時開議
第１　副議長辞職の件
第２　乙第２号議案から乙第５号議案まで及び乙第11号議案（総務企画委員長報告）
第３　乙第８号議案（経済労働委員長報告）
第４　乙第６号議案、乙第７号議案及び乙第10号議案（文教厚生委員長報告）
第５　乙第９号議案（土木環境委員長報告）
第６　乙第15号議案及び乙第18号議案から乙第22号議案まで（総務企画委員長報告）
第７　乙第12号議案（経済労働委員長報告）
第８　乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案（文教厚生委員長報告）
第９　乙第14号議案（土木環境委員長報告）
第10　ロシア連邦の軍事侵攻により被害を受けているウクライナへの支援に関する意見書
　　　　又吉　清義君　　島尻　忠明君
　　　　仲村　家治君　　花城　大輔君
　　　　仲田　弘毅君　　山里　将雄君
　　　　当山　勝利君　　西銘　純恵さん   提出　議員提出議案第１号
　　　　渡久地　修君　　平良　昭一君
　　　　仲宗根　悟君　　國仲　昌二君
　　　　當間　盛夫君　　上原　　章君
第11　陳情第104号（経済労働委員長報告）
第12　陳情令和３年第64号、陳情第55号、第83号から第85号まで及び第92号（文教厚生委員長報告）
第13　陳情令和３年第20号及び陳情第17号の２（新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長報告）
第14　議員派遣の件（令和４年度沖縄県議会議員海外派遣（９月））
第15　議員派遣の件（全議主催：ハラスメント防止研修会）
第16　閉会中の継続審査の件

本日の会議に付した事件
日程第１　副議長辞職の件
日程追加　副議長の選挙
日程第２　乙第２号議案から乙第５号議案まで及び乙第11号議案
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
日程第３　乙第８号議案　
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県漁港管理条例の一部を改正する条例
日程第４　乙第６号議案、乙第７号議案及び乙第10号議案

令 和 ４ 年
第 ３ 回

令和４年７月15日（金曜日）午前10時開議

沖縄県議会（定例会）会議録（第 10号）
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議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　喜友名　智　子　さん
２　番　　翁　長　雄　治　君
４　番　　玉　城　健一郎　君 

５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君

　　　　　　乙第６号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例　　　　
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県犯罪被害者等支援条例
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
日程第５　乙第９号議案　
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第６　乙第15号議案及び乙第18号議案から乙第22号議案まで　
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について　　　　
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について
日程第７　乙第12号議案
　　　　　　乙第12号議案　財産の取得について
日程第８　乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17号議案
　　　　　　乙第13号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　損害賠償の額の確定について
日程第９　乙第14号議案
　　　　　　乙第14号議案　訴えの提起について
日程第10　ロシア連邦の軍事侵攻により被害を受けているウクライナへの支援に関する意見書
日程第11　陳情第104号
　　　　　　陳情第104号　糸満漁港内高度衛生管理型荷さばき施設の使用に関する陳情
日程第12　陳情令和３年第64号、陳情第55号、第83号から第85号まで及び第92号
　　　　　　陳情令和３年第64号　糸満市米須霊域、魂魄の塔前の道路、県管理広場への大型ダンプトラックの
　　　　　　　　　　　　　　　　 進入・駐車禁止を求める陳情
　　　　　　陳情第55号　伊江村立診療所の医師確保に関する陳情
　　　　　　陳情第83号　沖縄県立北部病院附属伊是名診療所及び医師住宅並びに看護師住宅建設に関する陳情
　　　　　　陳情第84号　沖縄県立北部病院附属伊是名診療所及び医師住宅並びに看護師住宅建設に関する陳情
　　　　　　陳情第85号　伊平屋診療所・伊平屋村立歯科診療所の高台移転に関する陳情
　　　　　　陳情第92号　沖縄県立北部病院附属伊平屋診療所並びに伊平屋村立伊平屋歯科診療所の高台移転に
　　　　　　　　　　　　 関する陳情
日程第13　陳情令和３年第20号及び陳情第17号の２
　　　　　　陳情令和３年第20号　公共交通としての路線バス事業への緊急支援を求める陳情
　　　　　　陳情第17号の２　公共交通としての経営状況が深刻化する路線バス事業への緊急支援等に関する
　　　　　　　　　　　　　　 陳情
日程第14　議員派遣の件（令和４年度沖縄県議会議員海外派遣（９月））
日程第15　議員派遣の件（全議主催：ハラスメント防止研修会）
日程第16　閉会中の継続審査の件

出　席　議　員（46名）　
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欠　席　議　員（2名）

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

３　番　　島　袋　恵　祐　君 28　番　　照　屋　大　河　君

10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　國　仲　昌　二　君
13　番　　次呂久　成　崇　君
14　番　　新　垣　光　栄　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲　村　未　央　さん
25　番　　平　良　昭　一　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君

29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　崎　山　嗣　幸　君
38　番　　仲宗根　　　悟　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君
城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長
課 長 補 佐
主 幹
主 査

上　原　　　毅　君
新　垣　伸　弥　君
具志堅　勝　也　君
平　良　典　子　さん
嘉　陽　　　孝　君

政 務 調 査 課 副 参 事
主 幹
主 幹
主 幹
主 幹

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　７月13日、副議長仲田弘毅君から副議長の辞職願
がありました。
　次に、昨日、又吉清義君外13人から議員提出議案
第１号「ロシア連邦の軍事侵攻により被害を受けてい
るウクライナへの支援に関する意見書」の提出があり
ました。
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　副議長辞職の件を
議題といたします。
○○副議長（仲田弘毅君）　議長、休憩願います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　先ほど報告いたしましたとおり、副議長仲田弘毅君
から辞職願が提出されております。
　まず、その辞職願を朗読させます。
　　　〔事務局職員朗読〕
○○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　仲田弘毅君の副議長の辞職を許可することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、仲田弘毅君の副議長の辞職を許可すること
に決定いたしました。
　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲田弘毅君の御挨拶がございます。
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　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○○仲田　弘毅君　皆さん、おはようございます。
　退任の挨拶をさせていただきます。
　この２か年間、副議長職を全うさせていただきまし
たこと、議長をはじめ議員各位の御協力をいただきま
して全うできました。心から感謝と御礼を申し上げま
す。
　ありがとうございました。
　振り返ってみますと、新型コロナ感染症等含めて大
変厳しい県情勢でありましたけれども、その中におい
て復帰50周年式典が政府との共催により無事終了い
たしましたこと、その中において東京会場に県議団を
代表して参加させていただいたこと、私の身に余る光
栄であり、生涯の思い出になることは間違いありませ
ん。これからは二元代表制における議会議員の一人と
して、県民本位の県民目線で一生懸命残りを全うして
いきたい、このように考えております。
　どうぞ皆様方の御指導、御鞭撻をお願い申し上げま
して、退任の挨拶といたします。
　ありがとうございました。（拍手）
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙
を行いたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、選
挙を行うことに決定いたしました。
　　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　副議長の選挙を行います。
　選挙は投票により行います。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの出席議員数は、
46人であります。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　１番　喜友名　智　子　さん　及び
　　　６番　大　城　憲　幸　君　
を指名いたします。
　投票用紙を配付いたします。
　念のため申し上げます。
　投票は、単記無記名でありますので、投票に当たっ
ては、被選挙人の氏名のみを記載するようお願いいた
します。
　　　〔投票用紙配付〕

○○議長（赤嶺　昇君）　投票用紙の配付漏れはありま
せんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　配付漏れなしと認めます。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕
○○議長（赤嶺　昇君）　異状なしと認めます。
　これより投票に移ります。
　職員の点呼に応じて順次投票願います。
　点呼いたします。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れはありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れなしと認めます。
　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　喜友名智子さん及び大城憲幸君、立会いを願いま
す。
　　　〔開　　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○○議長（赤嶺　昇君）　選挙の結果を報告いたしま
す。
　投票総数　　46票
　　有効投票　46票
　　無効投票　０票
　有効投票中
　　照屋　守之君　24票
　　崎山　嗣幸君　22票
　以上のとおりであります。
　この選挙の法定得票数は12票であります。
　よって、照屋守之君が議長に当選されました。（拍
手）
　議場の閉鎖を解きます。
　　　〔議場開鎖〕
○○議長（赤嶺　昇君）　ただいま副議長に当選されま
した照屋守之君が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第２項の規定による告知をいたしま
す。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
　御登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
　　　〔副議長　照屋守之君登壇〕
○○副議長（照屋守之君）　おはようございます。
　ただいま皆様方の選挙によって第22代目の副議長
に選任させていただき、誠にありがとうございます。
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　沖縄県議会、言論の府として赤嶺議長を御先頭に、
そしてまた議員の皆様と一緒になってしっかり務めて
いきたいと思っております。どうぞよろしくお願いし
ます。
　ありがとうございました。（拍手）
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第２号議案から
乙第５号議案まで及び乙第11号議案を議題といたし
ます。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第２号議案から乙第５号議案まで及び乙第
11号議案の条例議案５件について、以下、委員会に
おける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長、企画部長、警察
本部交通部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまい
りました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第２号議案「沖縄県使用料及び手数料条例
の一部を改正する条例」は、長期優良住宅の普及の促
進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する
法律の一部が改正されたことに伴い、長期優良住宅維
持保全計画の認定の申請に係る手数料等の徴収根拠を
定める必要があるため、条例を改正するものであると
の説明がありました。
　次に、乙第３号議案「沖縄県税条例の一部を改正す
る条例」は、地方税法の一部が改正されたことに伴
い、不動産取得後60日以内に登記の申請をした者に
ついては登記所から直接県へ通知されることから不動
産取得税に係る申告書の提出を要しないこととするほ
か、個人住民税に係る住宅借入金等特別税額控除の適
用期限を延長する等の必要があるため、条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　本案に関し、今回の改正で機構指定納付受託者とし
て指定されたクレジット会社等が納付し、または納入
すべき徴収金を納めることができなかった場合で、当
該クレジット会社等に対して滞納処分をしてもなお徴
収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額に
ついて納税者から徴収できないとするとのことである
が、もし、クレジット会社等が倒産もしくは滞納が発

生した場合、徴収し切れない分は納税者に請求すると
いうことかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の条例改正は、地方自治法に基づ
く同様の仕組みをモデルに、地方税法においても新た
な仕組みを構築するものである。もし、回収できない
分があったとしても、一度税負担をしている納税者の
心情を十分勘案した上で対応していくべきと考えてい
る。なお、納付受託者の指定については、納付等事務
を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を
有すること及び納付事務知識及び経験を有し十分な社
会的信用を有することなどの要件があり、これまでも
地方自治法に基づき指定を受けたクレジット会社等が
破綻した事案はないとの答弁がありました。
　そのほか、不動産登記の際の通知方法及び住宅借入
金等特別控除の適用期限について質疑がありました。
　次に、乙第４号議案「沖縄県税の課税免除及び不均
一課税に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄
振興特別措置法に基づく観光地形成促進地域の区域内
等における県税の課税免除及び不均一課税の措置に関
する規定を整備する等の必要があるため、条例を改正
するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、従前の産業高度化・事業革新促進地域
から産業イノベーション促進地域へ変更されたことに
より、どのような変化が生じてくるのか、また、産業
イノベーションの定義はどのようなものかとの質疑が
ありました。
　これに対し、産業イノベーション促進地域に変更さ
れたことにより、対象業種にガス供給業が追加され、
対象資産として液化天然ガスを供給するためのサテラ
イト設備の構築物が追加されることになる。産業イノ
ベーションの定義としては、産業高度化・事業革新促
進を行う企業の集積を通じて新しい価値を生み出し、
これを普及することにより創出される経済社会の大き
な変化であるとしている。今回、ＤＸや脱炭素の推進
を対象事業に追加し、産業高度化に資する事業として
新たに位置づけたところであるとの答弁がありまし
た。
　次に、どのような目的で今回の税制改正を行ったの
かとの質疑がありました。
　これに対し、全体的な目的としては、これまで課題
となってきた自立型経済の構築を目指す中で、今後伸
びる業種や使われる見込みが出てくると考えられる地
区について税制の拡充を行い、産業振興を加速してい
くことであるとの答弁がありました。
　次に、乙第５号議案「沖縄県議会議員及び沖縄県知
事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の
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一部を改正する条例」は、公職選挙法施行令の一部が
改正されたことを踏まえ、沖縄県議会議員及び沖縄県
知事の選挙における選挙運動に係る費用の公費負担の
限度額を引き上げる必要があるため、条例を改正する
ものであるとの説明がありました。
　次に、乙第11号議案「沖縄県警察関係手数料条例
の一部を改正する条例」は、道路交通法施行規則の一
部が改正されたことに伴い、認知機能検査員講習手数
料の額を改めるほか、県外に住所を有する者等を対象
とする特定任意高齢者講習に係る手数料の徴収根拠を
定める等の必要があるため、条例を改正するものであ
るとの説明がありました。
　本案に関し、特定任意高齢者講習会における高齢者
の年齢及び認知機能検査の頻度について質疑がありま
した。
　これに対し、対象となる高齢者とは70歳以上であ
り、認知機能検査は毎年受けるものではなく、対象者
が免許更新時に受けるものであるとの答弁がありまし
た。
　採決の結果、乙第２号議案から乙第５号議案まで及
び乙第11号議案の条例議案５件は、全会一致をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第２号議案から乙第５号議案まで及び乙
第11号議案の５件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第２号議案から乙第５号議案まで及び乙
第11号議案は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第８号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――

　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第８号議案の条例議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第８号議案「沖縄県漁港管理条例の一部を改正す
る条例」は、糸満漁港の区域内に高度衛生管理型荷さ
ばき所を整備することに伴い、その使用料の徴収根拠
を定める必要があるため、条例を改正するものである
との説明がありました。
　本案に関し、使用料を算出する際に漁業者の経営環
境や水産業の現状は考慮しないのか、また、条例の運
用により使用料の減額や免除が可能かとの質疑があり
ました。
　これに対し、使用料は、施設の総工事費に対する県
の負担分や修繕費などを積み上げた額を基に算出して
おり、漁業者の経営環境等は考慮していない。当該条
例の第14条第３項において、「知事は、特別の理由
があると認めるときは、使用料等を減額若しくは免除
し、又は分納させることができる」と規定されている
ことから、関係部局とも調整しながらその方向で取り
組んでいきたいとの答弁がありました。
　そのほか、高度衛生管理型荷さばき施設のプロモー
ション活動などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第８号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　なお、乙第８号議案については、無所属の会所属委
員から附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致
をもって可決されました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第８号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
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　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第８号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第６号議案、乙
第７号議案及び乙第10号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第６号議案、乙第７号議案及び第10号議
案の条例議案３件について、以下、委員会における審
査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、子ども生活福祉部長及び病
院事業局長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいり
ました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第６号議案「沖縄県民生委員の定数を定め
る条例の一部を改正する条例」は、令和４年12月１
日の民生委員の一斉改選を行うに当たって、各市町村
長から聴取した意見を踏まえ、市町村の実情に応じた
民生委員の定数とする必要があるため、条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　次に、乙第７号議案「沖縄県犯罪被害者等支援条
例」は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念等を明ら
かにするとともに、犯罪被害者等支援計画等について
調査審議を行う附属機関を設置する必要があるため、
条例を制定するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、条例案をつくる段階において犯罪被害
者や関係団体の意見は入っているのか、また、本条例
で設置予定の審議会の委員に犯罪被害者等は入るのか
との質疑がありました。
　これに対し、条例案作成の段階において、犯罪被害
者団体から御意見をいただいている。また、当該条例
の第９条で規定する犯罪被害者等支援に関する計画を
定めようとするときに広く県民の意見を求め条例に反
映することとなっている。審議会の委員については、
犯罪被害者等支援に関する知識と経験を有する支援団
体、心理、医療、法律、人権擁護等の専門的な知識を

有する方などで構成することを想定しているが、犯罪
被害者等の参加については今後検討していきたいとの
答弁がありました。
　次に、令和３年に示された骨子案にもう少し肉づけ
してほしいという提案があったと思うが、弁護士会や
犯罪被害者団体等からの意見を条例案にどのように取
り入れたのかとの質疑がありました。
　これに対し、当初、骨子案では基本的施策を規定し
ていたが、既に法で定められていたことから、条例案
では規定しないと整理した。県としては、法で規定す
る基本的施策にしっかりと取り組むとともに、条例に
基づき設置する審議会でしっかり議論して犯罪被害者
等支援計画を策定し、計画策定後も毎年度審議会で実
施状況の検証・評価をして必要な改善を行うといっ
た、いわゆるＰＤＣＡサイクルを継続することで、犯
罪被害者等のニーズに沿った支援の実施につながるも
のと考えているとの答弁がありました。
　次に、乙第10号議案「沖縄県病院事業の設置等に
関する条例の一部を改正する条例」は、紹介状なしで
受診した患者等から徴収する初診加算料等の額につい
て、厚生労働大臣が定める額が改められたことに伴
い、当該初診加算料等の額を改める必要があるため、
条例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、金額の算出根拠は何かとの質疑があり
ました。
　これに対し、厚生労働大臣が定める額が改正され、
初診加算料については最低金額が7000円、また再診
加算料については最低金額が3000円と改められたこ
とに伴い、県立病院では初診加算料及び再診加算料と
もに当該金額に改正するものであるとの答弁がありま
した。
　採決の結果、乙第６号議案、乙第７号議案及び乙第
10号議案の条例議案３件は、全会一致をもって原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第６号議案、乙第７号議案及び乙第10
号議案の３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
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　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第６号議案、乙第７号議案及び乙第10
号議案は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　乙第９号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境副委員長下地康教君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境副委員長　下地康教君登壇〕
○○土木環境副委員長（下地康教君）　ただいま議題と
なりました乙第９号議案の条例議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第９号議案「沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管
理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県樋
川立体駐車場の管理を指定管理者に行わせる必要があ
るため、条例を改正するものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、当該駐車場の収容台数は何台か、ま
た、収益状況はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、収容台数は311台である。収益の状況
については、令和２年度の駐車料金収入が約1700万
円、管理、点検、補修等の総支出が約1160万円で差
引き547万8000円の収益となっており、令和３年度
は駐車料金収入が約2730万円、総支出が約1300万円
で差引き1435万4000円の収益であるとの答弁があり
ました。
　次に、当該駐車場の管理について、これまでの業務
委託と指定管理者制度に移行した場合の違いは何か、
また、指定管理者は下請の提携は可能かとの質疑があ
りました。
　これに対し、令和２年度から令和４年度までは県が
委託業務を発注して保守点検、管理費等の費用を支出
する契約を締結し、駐車料金は全て県の収入としてい
る。令和５年度から指定管理者制度を実施するが、管

理費等を駐車料金で補えるのであれば県の支出はゼロ
ということになる。また、総合評価方式で入札を行
い、提案事項等の実施計画等を確認するとともに、駐
車場のＰＲ、管理運営等は全て指定管理者が行うこと
になる。
　また、指定管理者は、電気設備や植栽等専門性の高
い業務については委託することが可能ではあるが、業
務の全部または関係団体等との調整業務、災害または
緊急時の対応業務及び利用料金収受等の業務を第三者
に委託し、請け負わせることはできないとの答弁があ
りました。
　そのほか、のうれんプラザの工事との関係性、指定
管理者制度の在り方、事故・災害時における責任体制
などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第９号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。　
　これより乙第９号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第９号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　乙第15号議案及
び乙第18号議案から乙第22号議案までを議題といた
します。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第15号議案及び乙第18号議案から乙第22
号議案までの６件について、以下、委員会における審
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査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第15号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項
の規定により議会の議決を求めるものである。
　事故の概要は、令和３年12月に市道崎山松川線に
おいて隣接する県有地に自生する樹木から枝が落下
し、付近を走行していた車両のフロントガラス及び
屋根を損傷させたものである。損害賠償額は、24万
7927円であるとの説明がありました。
　本案に関し、当該県有地の状況及び事故後の対策に
ついて質疑がありました。
　これに対し、当該県有地は、もともと農林水産部の
農業試験場で行政財産であったが、現在は総務部が普
通財産として所管している。今回の事故を受け、昨年
度に樹木の伐採を行っており、市道まで木が生い茂っ
ていた状況は解消している。県は苦情があった場合に
適宜、伐採や草刈り等を行っていたが、今後、定期的
にパトロールを行い、伐採等を行っていきたいと考え
ているとの答弁がありました。
　そのほか、過去にあった同様の事例の把握状況につ
いて質疑がありました。
　次に、乙第18号議案「沖縄県人事委員会委員の選
任について」は、人事委員会委員１人が令和４年９月
28日に任期満了となるので、その後任を選任するた
め、地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会
の同意を求めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第19号議案「沖縄県収用委員会委員及び
予備委員の任命について」は、収用委員会委員２人及
び予備委員１人が令和４年７月24日に任期満了とな
るので、その後任を任命するため、土地収用法第52
条第３項の規定により議会の同意を求めるものである
との説明がありました。
　次に、乙第20号議案「沖縄県公安委員会委員の任
命について」は、公安委員会委員１人が令和４年７月
24日に任期満了となるので、その後任を任命するた
め、警察法第39条第１項の規定により議会の同意を
求めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第21号議案「沖縄県教育委員会委員の任
命について」は、教育委員会委員１人が令和４年７月
14日に任期満了となるので、その後任を任命するた
め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第２項の規定により議会の同意を求めるものであると
の説明がありました。
　次に、乙第22号議案「沖縄県公害審査会委員の任
命について」は、公害審査会委員10人が令和４年８
月８日に任期満了となるほか、委員１人が辞職したの
で、その後任を任命するため、公害紛争処理法第16
条第１項の規定により議会の同意を求めるものである
との説明がありました。
　採決の結果、乙第15号議案の議決議案は、全会一
致をもって可決すべきものと決定いたしました。
　また、乙第18号議案から乙第22号議案までの同意
議案５件は、全会一致をもって同意すべきものと決定
いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時54分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第15号議案及び乙第18号議案から乙第
22号議案までの採決に入ります。
　議題のうち、まず、乙第15号議案を採決いたしま
す。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第15号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第18号議案から乙
第22号議案までの５件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。　
　ただいまの議案５件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第18号議案から乙第22号議案までは、
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委員長の報告のとおり同意することに決定いたしまし
た。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　乙第12号議案を
議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題
となりました乙第12号議案の議決議案について、以
下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第12号議案「財産の取得について」は、糸満漁
港に配備する沖縄県水産海洋技術センター漁業調査船
を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議
会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第12号議案は、全会一致をもって
可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第12号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第12号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　乙第13号議案、
乙第16号議案及び乙第17号議案を議題といたしま

す。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17号
議案の議決議案３件について、以下、委員会における
審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、教育長及び病院事業局長の
出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第13号議案「財産の取得について」は、
県立学校に整備する指導者用コンピューターを取得す
るため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又
は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を
求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、指導者用コンピューターとはどのよう
なもので、どのように活用するのか、また取得するメ
リットは何かとの質疑がありました。
　これに対し、今回取得予定の指導者用コンピュー
ターはタブレット型端末であり、校務用ノートパソコ
ンで作成した資料等を手軽で持ち運びが便利なタブ
レット端末を活用して資料を取り込み、電子黒板に投
影することで、授業を円滑に行うことができるとの答
弁がありました。
　次に、乙第16号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、車両損傷事故について和解をし、及
び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第
１項の規定により議会の議決を求めるものであるとの
説明がありました。
　本案に関し、倒木したガジュマルの管理がどうなっ
ていたのか、また、現在の現場の状況及び今後の対応
について質疑がありました。
　これに対し、教育庁では施設の見回りや維持管理等
に注意を促す通知を毎年発出し、学校側でも対応して
いたが、今回倒れたガジュマルは外見上は危険性が分
からず、強風注意報が発令されている中、事故が発生
した。倒木は既に処分し、現在は根だけが残っている
状況となっている。今回の事故を受け、教育庁では倒
木の危険がある樹木の点検及び調査について通知を発
出して各学校において調査を実施し、危険性が高いと
判断した樹木等は予算措置して既に処理をしている。
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今後は点検方法や保険加入などについて検討していく
との答弁がありました。
　次に、乙第17号議案「損害賠償の額の決定につい
て」は、病院事業の業務に関し法律上県の義務に属す
る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第
１項並びに地方公営企業法第40条第２項及び沖縄県
病院事業の設置等に関する条例第８条の規定により議
会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第13号議案、乙第16号議案及び乙
第17号議案の議決議案３件は、全会一致をもって可
決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17
号議案の３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第13号議案、乙第16号議案及び乙第17
号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第９　乙第14号議案を
議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境副委員長下地康教君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境副委員長　下地康教君登壇〕
○○土木環境副委員長（下地康教君）　ただいま議題
となりました乙第14号議案の議決議案について、以
下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。

　乙第14号議案「訴えの提起について」は、県営住
宅に入居する長期家賃滞納者等に対し、建物の明渡し
と滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、
地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の議決
を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、過去と比べて県営住宅の滞納状況は改
善が図られているかとの質疑がありました。
　これに対し、滞納の初期の段階からアプローチをし
て長期滞納にならないよう努力している。特に現年度
の徴収率をいかにして上げていくかということに取
り組んできた結果、令和２年度の現年度の徴収率は
99％を超えて全国平均よりも上回っており、令和３
年度も99％を超える見込みであるとの答弁がありま
した。
　次に、去る２月定例会で連帯保証人の制度が廃止さ
れたが、連帯保証人への督促等の通知がまだ行われて
いるのはなぜかとの質疑がありました。
　これに対し、これまでに連帯保証人になった方には
債務の義務が残っているので、連帯保証人に対しても
通知を行っている。なお、現在居住している方への対
策として今年の４月から名義人の変更等がある場合に
は、連帯保証人から緊急連絡人に契約変更をしている
ところである。不平等ではないかとの指摘について
は、どのような方策が居住している方の平等になるか
検討していきたいとの答弁がありました。
　そのほか、家賃の減免を第三者が客観的に判断する
仕組みの必要性などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第14号議案は、全会一致をもって
可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第14号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第14号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
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　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第10　議員提出議案第
１号　ロシア連邦の軍事侵攻により被害を受けている
ウクライナへの支援に関する意見書を議題といたしま
す。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第１号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔又吉清義君登壇〕
○○又吉　清義君　ただいま議題となりました議員提出
議案第１号につきましては、７月５日に開催した総務
企画委員会の委員により協議した結果、議員提出議案
として提出することに意見の一致を見ましたので、提
出者を代表して、提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、ロシア連邦の軍事侵攻により被害を受
けているウクライナへの支援について関係要路に要請
するためであります。
　次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔ロシア連邦の軍事侵攻により被害を受けてい
　　　　るウクライナへの支援に関する意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
については、会議規則第37条第３項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第１号
「ロシア連邦の軍事侵攻により被害を受けているウク
ライナへの支援に関する意見書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決
されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第11　陳情１件を議題
といたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました陳情１件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第12　陳情６件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました陳情６件につきましては、慎重に審査いたし
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ました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決
定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情６件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情６件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第13　陳情２件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長中川
京貴君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員
　　　　長　中川京貴君登壇〕
○○新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員長（中
川京貴君）　ただいま議題となりました陳情２件につ
きましては、慎重に審査いたしました結果、審査報告
書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異

議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第14及び日程
第15の議員派遣の件を一括議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　ただいまの議員派遣の件２件は、それぞれお手元に
配付の「議員派遣の件」のとおり、議員を海外及び全
国都道府県議会議長会主催ハラスメント防止研修会へ
派遣することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
  ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第16　閉会中の継続審
査の件を議題といたします。
　各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長か
ら、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いた
しました申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があ
ります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
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して心から感謝申し上げます。
　今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書を
もって報告いたします。
　なお、本県におけるコロナ感染者数がここ数日、過
去最多を記録しておりますので、議員各位にはくれぐ
れも御留意いただきますようお願いを申し上げます。
さらに海外派遣をされる議員におきましては、外食等

を極力控える等くれぐれも注意をしていただきますよ
う、議長からお願いを申し上げます。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和４年第３回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午前11時17分閉会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

赤 嶺 　 昇

照 　 屋 　 大 　 河

花 　 城 　 大 　 輔
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